
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号

労
働
安
全
衛
生
規
則

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

目
次第

一
編
　
通
則

第
一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
安
全
衛
生
管
理
体
制

第
一
節
　
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
（
第
二
条―

第
三
条
の
二
）

第
二
節
　
安
全
管
理
者
（
第
四
条―

第
六
条
）

第
三
節
　
衛
生
管
理
者
（
第
七
条―

第
十
二
条
）

第
三
節
の
二
　
安
全
衛
生
推
進
者
及
び
衛
生
推
進
者
（
第
十
二
条
の
二―

第
十
二
条
の
四
）

第
三
節
の
三
　
化
学
物
質
管
理
者
及
び
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
（
第
十
二
条
の
五
・
第
十
二
条
の
六
）

第
四
節
　
産
業
医
等
（
第
十
三
条―
第
十
五
条
の
二
）

第
五
節
　
作
業
主
任
者
（
第
十
六
条―
第
十
八
条
の
二
）

第
六
節
　
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
、
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
及
び
安
全
衛
生
責
任
者
（
第
十
八
条
の
二
の
二―

第
二
十
条
）

第
七
節
　
安
全
委
員
会
、
衛
生
委
員
会
等
（
第
二
十
一
条―

第
二
十
三
条
の
二
）

第
八
節
　
指
針
の
公
表
（
第
二
十
四
条
）

第
八
節
の
二
　
自
主
的
活
動
の
促
進
の
た
め
の
指
針
（
第
二
十
四
条
の
二
）

第
二
章
の
二
　
労
働
者
の
救
護
に
関
す
る
措
置
（
第
二
十
四
条
の
三―

第
二
十
四
条
の
九
）

第
二
章
の
三
　
技
術
上
の
指
針
等
の
公
表
（
第
二
十
四
条
の
十
）

第
二
章
の
四
　
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
等
（
第
二
十
四
条
の
十
一―

第
二
十
四
条
の
十
六
）

第
三
章
　
機
械
等
並
び
に
危
険
物
及
び
有
害
物
に
関
す
る
規
制

第
一
節
　
機
械
等
に
関
す
る
規
制
（
第
二
十
五
条―

第
二
十
九
条
の
四
）

第
二
節
　
危
険
物
及
び
有
害
物
に
関
す
る
規
制
（
第
三
十
条―

第
三
十
四
条
の
二
十
一
）

第
四
章
　
安
全
衛
生
教
育
（
第
三
十
五
条―

第
四
十
条
の
三
）

第
五
章
　
就
業
制
限
（
第
四
十
一
条
・
第
四
十
二
条
）

第
六
章
　
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置

第
一
節
　
作
業
環
境
測
定
（
第
四
十
二
条
の
二
・
第
四
十
二
条
の
三
）

第
一
節
の
二
　
健
康
診
断
（
第
四
十
三
条―

第
五
十
二
条
）

第
一
節
の
三
　
長
時
間
に
わ
た
る
労
働
に
関
す
る
面
接
指
導
等
（
第
五
十
二
条
の
二―

第
五
十
二
条
の
八
）

第
一
節
の
四
　
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
等
（
第
五
十
二
条
の
九―

第
五
十
二
条
の
二
十
一
）

第
二
節
　
健
康
管
理
手
帳
（
第
五
十
二
条
の
二
十
二―

第
六
十
条
）

第
三
節
　
病
者
の
就
業
禁
止
（
第
六
十
一
条
）

第
四
節
　
指
針
の
公
表
（
第
六
十
一
条
の
二
）

第
六
章
の
二
　
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
の
た
め
の
措
置
（
第
六
十
一
条
の
三
）

第
七
章
　
免
許
等

第
一
節
　
免
許
（
第
六
十
二
条―

第
七
十
二
条
）

第
二
節
　
教
習
（
第
七
十
三
条―

第
七
十
七
条
）

第
三
節
　
技
能
講
習
（
第
七
十
八
条―

第
八
十
三
条
）

第
八
章
　
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
及
び
安
全
衛
生
改
善
計
画
（
第
八
十
四
条―

第
八
十
四
条
の
三
）

第
九
章
　
監
督
等
（
第
八
十
五
条―

第
九
十
八
条
の
四
）

第
十
章
　
雑
則
（
第
九
十
九
条―

第
百
条
の
二
）

第
二
編
　
安
全
基
準

第
一
章
　
機
械
に
よ
る
危
険
の
防
止

第
一
節
　
一
般
基
準
（
第
百
一
条―

第
百
十
一
条
）
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第
二
節
　
工
作
機
械
（
第
百
十
二
条―

第
百
二
十
一
条
）

第
三
節
　
木
材
加
工
用
機
械
（
第
百
二
十
二
条―

第
百
三
十
条
）

第
三
節
の
二
　
食
品
加
工
用
機
械
（
第
百
三
十
条
の
二―

第
百
三
十
条
の
九
）

第
四
節
　
プ
レ
ス
機
械
及
び
シ
ヤ
ー
（
第
百
三
十
一
条―

第
百
三
十
七
条
）

第
五
節
　
遠
心
機
械
（
第
百
三
十
八
条―

第
百
四
十
一
条
）

第
六
節
　
粉
砕
機
及
び
混
合
機
（
第
百
四
十
二
条
・
第
百
四
十
三
条
）

第
七
節
　
ロ
ー
ル
機
等
（
第
百
四
十
四
条―

第
百
四
十
八
条
）

第
八
節
　
高
速
回
転
体
（
第
百
四
十
九
条―

第
百
五
十
条
の
二
）

第
九
節
　
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
（
第
百
五
十
条
の
三―

第
百
五
十
一
条
）

第
一
章
の
二
　
荷
役
運
搬
機
械
等

第
一
節
　
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等

第
一
款
　
総
則
（
第
百
五
十
一
条
の
二―

第
百
五
十
一
条
の
十
五
）

第
二
款
　
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
（
第
百
五
十
一
条
の
十
六―

第
百
五
十
一
条
の
二
十
六
）

第
三
款
　
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
（
第
百
五
十
一
条
の
二
十
七―

第
百
五
十
一
条
の
三
十
五
）

第
四
款
　
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
（
第
百
五
十
一
条
の
三
十
六―

第
百
五
十
一
条
の
四
十
二
）

第
五
款
　
不
整
地
運
搬
車
（
第
百
五
十
一
条
の
四
十
三―

第
百
五
十
一
条
の
五
十
八
）

第
六
款
　
構
内
運
搬
車
（
第
百
五
十
一
条
の
五
十
九―

第
百
五
十
一
条
の
六
十
四
）

第
七
款
　
貨
物
自
動
車
（
第
百
五
十
一
条
の
六
十
五―

第
百
五
十
一
条
の
七
十
六
）

第
二
節
　
コ
ン
ベ
ヤ
ー
（
第
百
五
十
一
条
の
七
十
七―

第
百
五
十
一
条
の
八
十
三
）

第
一
章
の
三
　
木
材
伐
出
機
械
等

第
一
節
　
車
両
系
木
材
伐
出
機
械

第
一
款
　
総
則
（
第
百
五
十
一
条
の
八
十
四―

第
百
五
十
一
条
の
百
十
一
）

第
二
款
　
伐
木
等
機
械
（
第
百
五
十
一
条
の
百
十
二
・
第
百
五
十
一
条
の
百
十
三
）

第
三
款
　
走
行
集
材
機
械
（
第
百
五
十
一
条
の
百
十
四―

第
百
五
十
一
条
の
百
十
九
）

第
四
款
　
架
線
集
材
機
械
（
第
百
五
十
一
条
の
百
二
十―

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
三
）

第
二
節
　
機
械
集
材
装
置
及
び
運
材
索
道
（
第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
四―
第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
一
）

第
三
節
　
簡
易
架
線
集
材
装
置
（
第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
二―

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
四
）

第
二
章
　
建
設
機
械
等

第
一
節
　
車
両
系
建
設
機
械

第
一
款
　
総
則
（
第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
五
）

第
一
款
の
二
　
構
造
（
第
百
五
十
二
条
・
第
百
五
十
三
条
）

第
二
款
　
車
両
系
建
設
機
械
の
使
用
に
係
る
危
険
の
防
止
（
第
百
五
十
四
条―

第
百
六
十
六
条
）

第
三
款
　
定
期
自
主
検
査
等
（
第
百
六
十
七
条―

第
百
七
十
一
条
）

第
四
款
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ン
プ
車
（
第
百
七
十
一
条
の
二
・
第
百
七
十
一
条
の
三
）

第
五
款
　
解
体
用
機
械
（
第
百
七
十
一
条
の
四―

第
百
七
十
一
条
の
六
）

第
二
節
　
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
及
び
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
（
第
百
七
十
二
条―

第
百
九
十
四
条
の
三
）

第
二
節
の
二
　
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
（
第
百
九
十
四
条
の
四―

第
百
九
十
四
条
の
七
）

第
二
節
の
三
　
高
所
作
業
車
（
第
百
九
十
四
条
の
八―

第
百
九
十
四
条
の
二
十
八
）

第
三
節
　
軌
道
装
置
及
び
手
押
し
車
両

第
一
款
　
総
則
（
第
百
九
十
五
条
）

第
二
款
　
軌
道
等
（
第
百
九
十
六
条―

第
二
百
七
条
）

第
三
款
　
車
両
（
第
二
百
八
条―

第
二
百
十
四
条
）

第
四
款
　
巻
上
げ
装
置
（
第
二
百
十
五
条―

第
二
百
十
八
条
）

第
五
款
　
軌
道
装
置
の
使
用
に
係
る
危
険
の
防
止
（
第
二
百
十
九
条―

第
二
百
二
十
七
条
）

第
六
款
　
定
期
自
主
検
査
等
（
第
二
百
二
十
八
条―

第
二
百
三
十
三
条
）

第
七
款
　
手
押
し
車
両
（
第
二
百
三
十
四
条―

第
二
百
三
十
六
条
）
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第
三
章
　
型
わ
く
支
保
工

第
一
節
　
材
料
等
（
第
二
百
三
十
七
条―

第
二
百
三
十
九
条
）

第
二
節
　
組
立
て
等
の
場
合
の
措
置
（
第
二
百
四
十
条―

第
二
百
四
十
七
条
）

第
四
章
　
爆
発
、
火
災
等
の
防
止

第
一
節
　
溶
融
高
熱
物
等
に
よ
る
爆
発
、
火
災
等
の
防
止
（
第
二
百
四
十
八
条―

第
二
百
五
十
五
条
）

第
二
節
　
危
険
物
等
の
取
扱
い
等
（
第
二
百
五
十
六
条―

第
二
百
六
十
七
条
）

第
三
節
　
化
学
設
備
等
（
第
二
百
六
十
八
条―

第
二
百
七
十
八
条
）

第
四
節
　
火
気
等
の
管
理
（
第
二
百
七
十
九
条―

第
二
百
九
十
二
条
）

第
五
節
　
乾
燥
設
備
（
第
二
百
九
十
三
条―

第
三
百
条
）

第
六
節
　
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
及
び
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置

第
一
款
　
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
（
第
三
百
一
条―

第
三
百
七
条
）

第
二
款
　
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
（
第
三
百
八
条―

第
三
百
十
一
条
）

第
三
款
　
管
理
（
第
三
百
十
二
条―

第
三
百
十
七
条
）

第
七
節
　
発
破
の
作
業
（
第
三
百
十
八
条―

第
三
百
二
十
一
条
）

第
七
節
の
二
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業
（
第
三
百
二
十
一
条
の
二―

第
三
百
二
十
一
条
の
四
）

第
八
節
　
雑
則
（
第
三
百
二
十
二
条―
第
三
百
二
十
八
条
の
五
）

第
五
章
　
電
気
に
よ
る
危
険
の
防
止

第
一
節
　
電
気
機
械
器
具
（
第
三
百
二
十
九
条―
第
三
百
三
十
五
条
）

第
二
節
　
配
線
及
び
移
動
電
線
（
第
三
百
三
十
六
条―

第
三
百
三
十
八
条
）

第
三
節
　
停
電
作
業
（
第
三
百
三
十
九
条
・
第
三
百
四
十
条
）

第
四
節
　
活
線
作
業
及
び
活
線
近
接
作
業
（
第
三
百
四
十
一
条―

第
三
百
四
十
九
条
）

第
五
節
　
管
理
（
第
三
百
五
十
条―

第
三
百
五
十
三
条
）

第
六
節
　
雑
則
（
第
三
百
五
十
四
条
）

第
六
章
　
掘
削
作
業
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止

第
一
節
　
明
り
掘
削
の
作
業

第
一
款
　
掘
削
の
時
期
及
び
順
序
等
（
第
三
百
五
十
五
条―

第
三
百
六
十
七
条
）

第
二
款
　
土
止
め
支
保
工
（
第
三
百
六
十
八
条―

第
三
百
七
十
五
条
）

第
三
款
　
潜

か
ん函

内
作
業
等
（
第
三
百
七
十
六
条―

第
三
百
七
十
八
条
）

第
二
節
　
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
等

第
一
款
　
調
査
等
（
第
三
百
七
十
九
条―

第
三
百
八
十
三
条
の
五
）

第
一
款
の
二
　
落
盤
、
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
（
第
三
百
八
十
四
条―

第
三
百
八
十
八
条
）

第
一
款
の
三
　
爆
発
、
火
災
等
の
防
止
（
第
三
百
八
十
九
条―

第
三
百
八
十
九
条
の
六
）

第
一
款
の
四
　
退
避
等
（
第
三
百
八
十
九
条
の
七―

第
三
百
八
十
九
条
の
十
一
）

第
二
款
　
ず
い
道
支
保
工
（
第
三
百
九
十
条―

第
三
百
九
十
六
条
）

第
三
款
　
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
（
第
三
百
九
十
七
条
・
第
三
百
九
十
八
条
）

第
三
節
　
採
石
作
業

第
一
款
　
調
査
、
採
石
作
業
計
画
等
（
第
三
百
九
十
九
条―

第
四
百
六
条
）

第
二
款
　
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
（
第
四
百
七
条―

第
四
百
十
二
条
）

第
三
款
　
運
搬
機
械
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
（
第
四
百
十
三
条―

第
四
百
十
六
条
）

第
七
章
　
荷
役
作
業
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止

第
一
節
　
貨
物
取
扱
作
業
等

第
一
款
　
積
卸
し
等
（
第
四
百
十
七
条―

第
四
百
二
十
六
条
）

第
二
款
　
は
い
付
け
、
は
い
く
ず
し
等
（
第
四
百
二
十
七
条―

第
四
百
四
十
八
条
）

第
二
節
　
港
湾
荷
役
作
業

第
一
款
　
通
行
の
た
め
の
設
備
等
（
第
四
百
四
十
九
条―

第
四
百
五
十
四
条
）

第
二
款
　
荷
積
み
及
び
荷
卸
し
（
第
四
百
五
十
五
条―

第
四
百
六
十
四
条
）
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第
三
款
　
揚
貨
装
置
の
取
扱
い
（
第
四
百
六
十
五
条―

第
四
百
七
十
六
条
）

第
八
章
　
伐
木
作
業
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止
（
第
四
百
七
十
七
条―

第
五
百
十
七
条
）

第
八
章
の
二
　
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
（
第
五
百
十
七
条
の
二―

第
五
百
十
七
条
の
五
）

第
八
章
の
三
　
鋼
橋
架
設
等
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
（
第
五
百
十
七
条
の
六―

第
五
百
十
七
条
の
十
）

第
八
章
の
四
　
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
（
第
五
百
十
七
条
の
十
一―

第
五
百
十
七
条
の
十
三
）

第
八
章
の
五
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
（
第
五
百
十
七
条
の
十
四―

第
五
百
十
七
条
の
十
九
）

第
八
章
の
六
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
（
第
五
百
十
七
条
の
二
十―

第
五
百
十
七
条
の
二
十
四
）

第
九
章
　
墜
落
、
飛
来
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止

第
一
節
　
墜
落
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
（
第
五
百
十
八
条―

第
五
百
三
十
三
条
）

第
二
節
　
飛
来
崩
壊
災
害
に
よ
る
危
険
の
防
止
（
第
五
百
三
十
四
条―

第
五
百
三
十
九
条
）

第
三
節
　
ロ
ー
プ
高
所
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
（
第
五
百
三
十
九
条
の
二―

第
五
百
三
十
九
条
の
九
）

第
十
章
　
通
路
、
足
場
等

第
一
節
　
通
路
等
（
第
五
百
四
十
条―

第
五
百
五
十
八
条
）

第
二
節
　
足
場

第
一
款
　
材
料
等
（
第
五
百
五
十
九
条―

第
五
百
六
十
三
条
）

第
二
款
　
足
場
の
組
立
て
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止
（
第
五
百
六
十
四
条―

第
五
百
六
十
八
条
）

第
三
款
　
丸
太
足
場
（
第
五
百
六
十
九
条
）

第
四
款
　
鋼
管
足
場
（
第
五
百
七
十
条―
第
五
百
七
十
三
条
）

第
五
款
　
つ
り
足
場
（
第
五
百
七
十
四
条
・
第
五
百
七
十
五
条
）

第
十
一
章
　
作
業
構
台
（
第
五
百
七
十
五
条
の
二―

第
五
百
七
十
五
条
の
八
）

第
十
二
章
　
土
石
流
に
よ
る
危
険
の
防
止
（
第
五
百
七
十
五
条
の
九―

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六
）

第
三
編
　
衛
生
基
準

第
一
章
　
有
害
な
作
業
環
境
（
第
五
百
七
十
六
条―

第
五
百
九
十
二
条
）

第
一
章
の
二
　
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
係
る
作
業
（
第
五
百
九
十
二
条
の
二―

第
五
百
九
十
二
条
の
八
）

第
二
章
　
保
護
具
等
（
第
五
百
九
十
三
条―

第
五
百
九
十
九
条
）

第
三
章
　
気
積
及
び
換
気
（
第
六
百
条―

第
六
百
三
条
）

第
四
章
　
採
光
及
び
照
明
（
第
六
百
四
条
・
第
六
百
五
条
）

第
五
章
　
温
度
及
び
湿
度
（
第
六
百
六
条―

第
六
百
十
二
条
）

第
六
章
　
休
養
（
第
六
百
十
三
条―

第
六
百
十
八
条
）

第
七
章
　
清
潔
（
第
六
百
十
九
条―

第
六
百
二
十
八
条
の
二
）

第
八
章
　
食
堂
及
び
炊
事
場
（
第
六
百
二
十
九
条―

第
六
百
三
十
二
条
）

第
九
章
　
救
急
用
具
（
第
六
百
三
十
三
条
・
第
六
百
三
十
四
条
）

第
四
編
　
特
別
規
制

第
一
章
　
特
定
元
方
事
業
者
等
に
関
す
る
特
別
規
制
（
第
六
百
三
十
四
条
の
二―

第
六
百
六
十
四
条
）

第
二
章
　
機
械
等
貸
与
者
等
に
関
す
る
特
別
規
制
（
第
六
百
六
十
五
条―

第
六
百
六
十
九
条
）

第
三
章
　
建
築
物
貸
与
者
に
関
す
る
特
別
規
制
（
第
六
百
七
十
条―

第
六
百
七
十
八
条
）

附
則第

一
編
　
通
則

第
一
章
　
総
則

（
共
同
企
業
体
）

第
一
条
　
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
代
表
者
の
選
定
は
、
出
資
の
割
合
そ
の
他
工
事
施
行
に
当
た
つ
て
の
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
仕
事
の
開
始
の
日
の
十
四
日
前
ま
で
に
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
届
書
を
、
当
該
仕
事
が
行
わ
れ
る
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
代
表
者
の
変
更
が
あ
つ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
届
書
を
前
項
の
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
の
提
出
は
、
当
該
仕
事
が
行
な
わ
れ
る
場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。
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第
二
章
　
安
全
衛
生
管
理
体
制

第
一
節
　
総
括
安
全
衛
生
管
理
者

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
選
任
）

第
二
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
選
任
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
報
告
書
を
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
代
理
者
）

第
三
条
　
事
業
者
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
旅
行
、
疾
病
、
事
故
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
職
務
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
代
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
統
括
管
理
す
る
業
務
）

第
三
条
の
二
　
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
安
全
衛
生
に
関
す
る
方
針
の
表
明
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
安
全
衛
生
に
関
す
る
計
画
の
作
成
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
節
　
安
全
管
理
者

（
安
全
管
理
者
の
選
任
）

第
四
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
管
理
者
の
選
任
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
安
全
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
選
任
す
る
こ
と
。

二
　
そ
の
事
業
場
に
専
属
の
者
を
選
任
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
人
以
上
の
安
全
管
理
者
を
選
任
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
安
全
管
理
者
の
中
に
次
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
い
る
と
き
は
、
当
該
者
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
化
学
設
備
（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
化
学
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
発
熱
反
応
が
行
わ
れ
る
反
応
器
等
異
常
化
学
反
応
又
は
こ
れ
に
類
す
る
異
常
な

事
態
に
よ
り
爆
発
、
火
災
等
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
（
配
管
を
除
く
。
以
下
「
特
殊
化
学
設
備
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
事
業
場
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
「
所
轄
都

道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
事
業
場
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
労
働
局
長
が
指
定
す
る
生
産
施
設
の
単
位
に
つ
い
て
、
操
業
中
、
常
時
、
法
第
十
条
第
一
項
各
号
の
業
務

の
う
ち
安
全
に
係
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
の
に
必
要
な
数
の
安
全
管
理
者
を
選
任
す
る
こ
と
。

四
　
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
応
じ
て
、
常
時
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
業
場
全
体
に
つ
い
て
法
第
十
条
第
一
項
各
号
の
業
務
の
う
ち
安
全
に
係
る
技
術
的
事
項

を
管
理
す
る
安
全
管
理
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
を
専
任
の
安
全
管
理
者
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
表
四
の
項
の
業
種
に
あ
つ
て
は
、
過
去
三
年
間
の
労
働
災
害
に
よ
る
休
業
一
日
以
上
の
死
傷
者
数
の
合
計
が
百
人
を
超
え

る
事
業
場
に
限
る
。

一

建
設
業

三
百
人

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業

石
油
製
品
製
造
業

二

無
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業

五
百
人

化
学
肥
料
製
造
業

道
路
貨
物
運
送
業

港
湾
運
送
業

三

紙
・
パ
ル
プ
製
造
業

千
人

鉄
鋼
業

造
船
業

四

令
第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
種
（
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
業
種
を
除
く
。
）

二
千
人

２
　
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
安
全
管
理
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
安
全
管
理
者
の
資
格
）

第
五
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
法
第
十
条
第
一
項
各
号
の
業
務
の
う
ち
安
全
に
係
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
の
に
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
の
研
修
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
も
の

イ
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第

六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
（
以
下
「
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
（
当
該
課
程
を
修
め
た
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
（
以
下

「
専
門
職
大
学
前
期
課
程
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
第
十
八
条
の
四
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
産
業
安
全
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ロ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の

後
四
年
以
上
産
業
安
全
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
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二
　
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

（
安
全
管
理
者
の
巡
視
及
び
権
限
の
付
与
）

第
六
条
　
安
全
管
理
者
は
、
作
業
場
等
を
巡
視
し
、
設
備
、
作
業
方
法
等
に
危
険
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
安
全
管
理
者
に
対
し
、
安
全
に
関
す
る
措
置
を
な
し
得
る
権
限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
衛
生
管
理
者

（
衛
生
管
理
者
の
選
任
）

第
七
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
衛
生
管
理
者
の
選
任
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
衛
生
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
選
任
す
る
こ
と
。

二
　
そ
の
事
業
場
に
専
属
の
者
を
選
任
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
人
以
上
の
衛
生
管
理
者
を
選
任
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
衛
生
管
理
者
の
中
に
第
十
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
い
る
と
き
は
、
当
該
者
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
次
に
掲
げ
る
業
種
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
こ
と
。

イ
　
農
林
畜
水
産
業
、
鉱
業
、
建
設
業
、
製
造
業
（
物
の
加
工
業
を
含
む
。
）
、
電
気
業
、
ガ
ス
業
、
水
道
業
、
熱
供
給
業
、
運
送
業
、
自
動
車
整
備
業
、
機
械
修
理
業
、
医
療
業
及
び
清
掃
業
　
第
一
種
衛
生
管
理
者
免
許
若
し
く

は
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
免
許
を
有
す
る
者
又
は
第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
者

ロ
　
そ
の
他
の
業
種
　
第
一
種
衛
生
管
理
者
免
許
、
第
二
種
衛
生
管
理
者
免
許
若
し
く
は
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
免
許
を
有
す
る
者
又
は
第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
者

四
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
場
の
規
模
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
の
衛
生
管
理
者
を
選
任
す
る
こ
と
。

事
業
場
の
規
模
（
常
時
使
用
す
る
労
働
者
数
）

衛
生
管
理
者
数

五
十
人
以
上
二
百
人
以
下

一
人

二
百
人
を
超
え
五
百
人
以
下

二
人

五
百
人
を
超
え
千
人
以
下

三
人

千
人
を
超
え
二
千
人
以
下

四
人

二
千
人
を
超
え
三
千
人
以
下

五
人

三
千
人
を
超
え
る
場
合

六
人

五
　
次
に
掲
げ
る
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
衛
生
管
理
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
を
専
任
の
衛
生
管
理
者
と
す
る
こ
と
。

イ
　
常
時
千
人
を
超
え
る
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場

ロ
　
常
時
五
百
人
を
超
え
る
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
で
、
坑
内
労
働
又
は
労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
第
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
常
時
三
十
人
以
上
の
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る

も
の

六
　
常
時
五
百
人
を
超
え
る
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
で
、
坑
内
労
働
又
は
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
十
八
条
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
に
常
時
三
十
人
以
上
の
労
働
者
を
従
事
さ
せ

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
衛
生
管
理
者
の
う
ち
一
人
を
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
こ
と
。

２
　
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
衛
生
管
理
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
衛
生
管
理
者
の
選
任
の
特
例
）

第
八
条
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
衛
生
管
理
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
で
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

（
共
同
の
衛
生
管
理
者
の
選
任
）

第
九
条
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
労
働
審
議
会
の
議
を
経
て
、
衛
生
管
理
者
を
選
任
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
二
以
上
の
事
業
場
で
、
同
一
の
地
域
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
共
同
し
て
衛
生
管

理
者
を
選
任
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
衛
生
管
理
者
の
資
格
）

第
十
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
医
師

二
　
歯
科
医
師

三
　
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
者

（
衛
生
管
理
者
の
定
期
巡
視
及
び
権
限
の
付
与
）

第
十
一
条
　
衛
生
管
理
者
は
、
少
な
く
と
も
毎
週
一
回
作
業
場
等
を
巡
視
し
、
設
備
、
作
業
方
法
又
は
衛
生
状
態
に
有
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
衛
生
管
理
者
に
対
し
、
衛
生
に
関
す
る
措
置
を
な
し
得
る
権
限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
衛
生
工
学
に
関
す
る
事
項
の
管
理
）

第
十
二
条
　
事
業
者
は
、
第
七
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
衛
生
管
理
者
に
、
法
第
十
条
第
一
項
各
号
の
業
務
の
う
ち
衛
生
に
係
る
技
術
的
事
項
で
衛
生
工
学
に
関
す
る
も
の
を
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
の
二
　
安
全
衛
生
推
進
者
及
び
衛
生
推
進
者

（
安
全
衛
生
推
進
者
等
を
選
任
す
べ
き
事
業
場
）

第
十
二
条
の
二
　
法
第
十
二
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
規
模
の
事
業
場
は
、
常
時
十
人
以
上
五
十
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
と
す
る
。

（
安
全
衛
生
推
進
者
等
の
選
任
）

第
十
二
条
の
三
　
法
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
安
全
衛
生
推
進
者
又
は
衛
生
推
進
者
（
以
下
「
安
全
衛
生
推
進
者
等
」
と
い
う
。
）
の
選
任
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
講
習
を
修
了
し
た
者
そ
の
他
法
第

十
条
第
一
項
各
号
の
業
務
（
衛
生
推
進
者
に
あ
つ
て
は
、
衛
生
に
係
る
業
務
に
限
る
。
）
を
担
当
す
る
た
め
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
安
全
衛
生
推
進
者
等
を
選
任
す
べ
き
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
選
任
す
る
こ
と
。

二
　
そ
の
事
業
場
に
専
属
の
者
を
選
任
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
次
に
掲
げ
る
者
は
、
前
項
の
講
習
の
講
習
科
目
（
安
全
衛
生
推
進
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
者

二
　
第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
者

（
安
全
衛
生
推
進
者
等
の
氏
名
の
周
知
）

第
十
二
条
の
四
　
事
業
者
は
、
安
全
衛
生
推
進
者
等
を
選
任
し
た
と
き
は
、
当
該
安
全
衛
生
推
進
者
等
の
氏
名
を
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
等
に
よ
り
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
の
三
　
化
学
物
質
管
理
者
及
び
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者

（
化
学
物
質
管
理
者
が
管
理
す
る
事
項
等
）

第
十
二
条
の
五
　
事
業
者
は
、
法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
（
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
令
第
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
物
及
び
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
（
以
下
「
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
」
と
い
う
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
事
業
場
ご
と
に
、
化
学
物
質
管
理
者

を
選
任
し
、
そ
の
者
に
当
該
事
業
場
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
化
学
物
質
の
管
理
に
係
る
技
術
的
事
項
を
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
（
表
示
す
る
事
項
及
び
標
章
に
関
す

る
こ
と
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
及
び
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
通
知
す
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
表
示
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
第
七
号

に
掲
げ
る
事
項
（
表
示
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
教
育
管
理
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
事
業
場
以
外
の
事
業
場
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
他
の
事
業
場
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
つ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
は
、
表
示
等
及
び
教
育
管
理
に
係
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
他
の
事
業
場
に
お
い
て
選
任
し
た
化
学
物
質
管
理
者
に
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
及
び
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
措
置
そ
の
他
法
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
の
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
原
因
と
す
る
労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
第
三
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
の
記
録
の
作
成
及
び
保
存
並
び
に
そ
の
周
知
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成
及
び
保
存
並
び
に
そ
の
周
知
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
事
項
の
管
理
を
実
施
す
る
に
当
た
つ
て
の
労
働
者
に
対
す
る
必
要
な
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
の
譲
渡
又
は
提
供
を
行
う
事
業
場
（
前
項
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
事
業
場
を
除
く
。
）
ご
と
に
、
化
学
物
質
管
理
者
を
選
任
し
、
そ
の
者
に
当
該

事
業
場
に
お
け
る
表
示
等
及
び
教
育
管
理
に
係
る
技
術
的
事
項
を
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
表
示
等
及
び
教
育
管
理
を
、
当
該
事
業
場
以
外
の
事
業
場
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
他
の
事
業
場
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
行
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
表
示
等
及
び
教
育
管
理
に
係
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
他
の
事
業
場
に
お
い
て
選
任
し
た
化
学
物
質
管
理
者
に
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
化
学
物
質
管
理
者
の
選
任
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
化
学
物
質
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
選
任
す
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
事
業
場
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
こ
と
。

イ
　
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
て
い
る
事
業
場
　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
化
学
物
質
の
管
理
に
関
す
る
講
習
を
修
了
し
た
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
　
イ
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
第
一
項
各
号
の
事
項
を
担
当
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

４
　
事
業
者
は
、
化
学
物
質
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
当
該
化
学
物
質
管
理
者
に
対
し
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
な
し
得
る
権
限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
化
学
物
質
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
当
該
化
学
物
質
管
理
者
の
氏
名
を
事
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
等
に
よ
り
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
の
選
任
等
）

第
十
二
条
の
六
　
化
学
物
質
管
理
者
を
選
任
し
た
事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
、
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
管
理

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
保
護
具
の
適
正
な
選
択
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
労
働
者
の
保
護
具
の
適
正
な
使
用
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
保
護
具
の
保
守
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
の
選
任
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
す
べ
き
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
選
任
す
る
こ
と
。

二
　
保
護
具
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
こ
と
。

３
　
事
業
者
は
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
当
該
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
に
対
し
、
第
一
項
に
掲
げ
る
業
務
を
な
し
得
る
権
限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
当
該
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
の
氏
名
を
事
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
等
に
よ
り
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節
　
産
業
医
等

（
産
業
医
の
選
任
等
）

第
十
三
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
医
の
選
任
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
産
業
医
を
選
任
す
べ
き
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
選
任
す
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
者
（
イ
及
び
ロ
に
あ
つ
て
は
、
事
業
場
の
運
営
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
以
外
の
者
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
こ
と
。

イ
　
事
業
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
法
人
の
代
表
者

ロ
　
事
業
者
が
法
人
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
事
業
を
営
む
個
人

ハ
　
事
業
場
に
お
い
て
そ
の
事
業
の
実
施
を
統
括
管
理
す
る
者

三
　
常
時
千
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
又
は
次
に
掲
げ
る
業
務
に
常
時
五
百
人
以
上
の
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
業
場
に
専
属
の
者
を
選
任
す
る
こ
と
。

イ
　
多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に
お
け
る
業
務

ロ
　
多
量
の
低
温
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
寒
冷
な
場
所
に
お
け
る
業
務

ハ
　
ラ
ジ
ウ
ム
放
射
線
、
エ
ツ
ク
ス
線
そ
の
他
の
有
害
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務

ニ
　
土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

ホ
　
異
常
気
圧
下
に
お
け
る
業
務

ヘ
　
さ
く
岩
機
、

び
よ
う

鋲

打
機
等
の
使
用
に
よ
つ
て
、
身
体
に
著
し
い
振
動
を
与
え
る
業
務

ト
　
重
量
物
の
取
扱
い
等
重
激
な
業
務

チ
　
ボ
イ
ラ
ー
製
造
等
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

リ
　
坑
内
に
お
け
る
業
務

ヌ
　
深
夜
業
を
含
む
業
務

ル
　
水
銀
、

ひ砒
素
、
黄
り
ん
、

ふ
つ弗

化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
硫
酸
、
青
酸
、
か
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
有
害
物
を
取
り
扱
う
業
務

ヲ
　
鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ム
、

ひ砒
素
、
黄
り
ん
、

ふ
つ弗

化
水
素
、
塩
素
、
塩
酸
、
硝
酸
、
亜
硫
酸
、
硫
酸
、
一
酸
化
炭
素
、
二
硫
化
炭
素
、
青
酸
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
有
害
物
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ

ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

ワ
　
病
原
体
に
よ
つ
て
汚
染
の
お
そ
れ
が
著
し
い
業
務

カ
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
業
務

四
　
常
時
三
千
人
を
こ
え
る
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
二
人
以
上
の
産
業
医
を
選
任
す
る
こ
と
。

２
　
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
産
業
医
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
十
三
条
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
任
命
し
、
又
は
委
嘱
さ
れ
た

学
校
医
で
、
当
該
学
校
（
同
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
）
に
お
い
て
産
業
医
の
職
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

３
　
第
八
条
の
規
定
は
、
産
業
医
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
事
業
者
は
、
産
業
医
が
辞
任
し
た
と
き
又
は
産
業
医
を
解
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
衛
生
委
員
会
又
は
安
全
衛
生
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
産
業
医
及
び
産
業
歯
科
医
の
職
務
等
）

第
十
四
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
で
医
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
健
康
診
断
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
労
働
者
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
六
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条
の
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
並
び
に
法
第
六
十
六
条
の
九
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
の
実
施
並
び
に
こ
れ
ら
の
結
果
に
基
づ
く
労

働
者
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
六
十
六
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
の
実
施
並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
労
働
者
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。

四
　
作
業
環
境
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
作
業
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
健
康
教
育
、
健
康
相
談
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
衛
生
教
育
に
関
す
る
こ
と
。
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九
　
労
働
者
の
健
康
障
害
の
原
因
の
調
査
及
び
再
発
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
十
三
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
た
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
の
健
康
管
理
等
（
以
下
「
労
働
者
の
健
康
管
理
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
に
必
要
な
医
学
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
の
研
修
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
者
（
法
人
に
限

る
。
）
が
行
う
も
の
を
修
了
し
た
者

二
　
産
業
医
の
養
成
等
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
医
学
の
正
規
の
課
程
を
設
置
し
て
い
る
産
業
医
科
大
学
そ
の
他
の
大
学
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
お
い
て
当
該
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
そ

の
大
学
が
行
う
実
習
を
履
修
し
た
も
の

三
　
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
そ
の
試
験
の
区
分
が
保
健
衛
生
で
あ
る
も
の

四
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
労
働
衛
生
に
関
す
る
科
目
を
担
当
す
る
教
授
、
准
教
授
又
は
講
師
（
常
時
勤
務
す
る
者
に
限
る
。
）
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た
者

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

３
　
産
業
医
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
て
勧
告
し
、
又
は
衛
生
管
理
者
に
対
し
て
指
導
し
、
若
し
く
は
助
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
事
業
者
は
、
産
業
医
が
法
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
こ
と
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
、
指
導
若
し
く
は
助
言
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
産
業
医
に
対
し
、
解
任
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
な
い

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
三
項
の
業
務
に
常
時
五
十
人
以
上
の
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
当
該
労
働
者
の
歯
又
は
そ
の
支
持
組
織
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
適
時
、

歯
科
医
師
の
意
見
を
聴
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
前
項
の
事
業
場
の
労
働
者
に
対
し
て
法
第
六
十
六
条
第
三
項
の
健
康
診
断
を
行
な
つ
た
歯
科
医
師
は
、
当
該
事
業
場
の
事
業
者
又
は
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
、
当
該
労
働
者
の
健
康
障
害
（
歯
又
は
そ
の
支
持
組
織
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。
）
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
産
業
医
は
、
労
働
者
の
健
康
管
理
等
を
行
う
た
め
に
必
要
な
医
学
に
関
す
る
知
識
及
び
能
力
の
維
持
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
産
業
医
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
十
四
条
の
二
　
法
第
十
三
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一
　
法
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
、
第
六
十
六
条
の
八
第
五
項
（
法
第
六
十
六
条
の
八
の
二
第
二
項
又
は
第
六
十
六
条
の
八
の
四
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
六
条
の
十
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
既
に
講
じ
た
措
置
又
は
講
じ
よ
う
と
す
る
措
置
の
内
容
に
関
す
る
情
報
（
こ
れ
ら
の
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）

二
　
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
七
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
二
条
の
七
の
四
第
一
項
の
超
え
た
時
間
が
一
月
当
た
り
八
十
時
間
を
超
え
た
労
働
者
の
氏
名
及
び
当
該
労
働
者
に
係
る
当
該
超
え
た
時
間
に
関
す
る
情
報

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
業
務
に
関
す
る
情
報
で
あ
つ
て
産
業
医
が
労
働
者
の
健
康
管
理
等
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
る
も
の

２
　
法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報
　
法
第
六
十
六
条
の
四
、
第
六
十
六
条
の
八
第
四
項
（
法
第
六
十
六
条
の
八
の
二
第
二
項
又
は
第
六
十
六
条
の
八
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
六
条
の
十
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
つ
た
後
、
遅
滞
な
く
提
供
す
る
こ
と
。

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
　
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
（
第
五
十
二
条
の
七
の
二
第
二
項
又
は
第
五
十
二
条
の
七
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
号
の
超
え
た
時
間
の
算
定
を
行
つ
た

後
、
速
や
か
に
提
供
す
る
こ
と
。

三
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
情
報
　
産
業
医
か
ら
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
後
、
速
や
か
に
提
供
す
る
こ
と
。

（
産
業
医
に
よ
る
勧
告
等
）

第
十
四
条
の
三
　
産
業
医
は
、
法
第
十
三
条
第
五
項
の
勧
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
勧
告
の
内
容
に
つ
い
て
、
事
業
者
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
法
第
十
三
条
第
五
項
の
勧
告
を
受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
勧
告
の
内
容

二
　
当
該
勧
告
を
踏
ま
え
て
講
じ
た
措
置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）

３
　
法
第
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
同
条
第
五
項
の
勧
告
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
十
三
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
勧
告
の
内
容

二
　
当
該
勧
告
を
踏
ま
え
て
講
じ
た
措
置
又
は
講
じ
よ
う
と
す
る
措
置
の
内
容
（
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）

（
産
業
医
に
対
す
る
権
限
の
付
与
等
）

第
十
四
条
の
四
　
事
業
者
は
、
産
業
医
に
対
し
、
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
な
し
得
る
権
限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
権
限
に
は
、
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
権
限
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
者
又
は
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

二
　
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
労
働
者
か
ら
収
集
す
る
こ
と
。

三
　
労
働
者
の
健
康
を
確
保
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
対
し
て
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
。

（
産
業
医
の
定
期
巡
視
）

第
十
五
条
　
産
業
医
は
、
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
（
産
業
医
が
、
事
業
者
か
ら
、
毎
月
一
回
以
上
、
次
に
掲
げ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
事
業
者
の
同
意
を
得
て
い
る
と
き
は
、
少
な
く
と
も
二
月
に
一
回
）
作

業
場
等
を
巡
視
し
、
作
業
方
法
又
は
衛
生
状
態
に
有
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
衛
生
管
理
者
が
行
う
巡
視
の
結
果

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
し
、
又
は
労
働
者
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
で
あ
つ
て
、
衛
生
委
員
会
又
は
安
全
衛
生
委
員
会
に
お
け
る
調
査
審
議
を
経
て
事
業
者
が
産
業
医
に
提

供
す
る
こ
と
と
し
た
も
の

（
産
業
医
を
選
任
す
べ
き
事
業
場
以
外
の
事
業
場
の
労
働
者
の
健
康
管
理
等
）

第
十
五
条
の
二
　
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
労
働
者
の
健
康
管
理
等
を
行
う
の
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
保
健
師
と
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
事
業
場
以
外
の
事
業
場
に
つ
い
て
、
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
労
働
者
の
健
康
管
理
等
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
に
当
た
つ
て
は
、
労
働
者
の
健
康
管
理
等
を
行
う
同

項
に
規
定
す
る
医
師
の
選
任
、
国
が
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
援
助
と
し
て
行
う
労
働
者
の
健
康
管
理
等
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
の
相
談
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
の
事
業
の
利
用
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
法
第
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
法
第
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
五
節
　
作
業
主
任
者

（
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
十
六
条
　
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
作
業
主
任
者
の
選
任
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
行
な
う
も
の
と
し
、
そ
の
作
業
主
任
者
の
名
称
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
七
号
の
作
業
の
う
ち
、
圧
縮
水
素
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
、
小
型
自

動
車
又
は
軽
自
動
車
（
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
運
行
（
以
下
「
運
行
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
燃
料
装
置
の

う
ち
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
用
い
ら
れ
る
第
一
種
圧
力
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
又
は
電
気
事
業

法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
の
適
用
を
受
け
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
取
扱
い
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
三
号
。
以

下
「
ボ
イ
ラ
ー
則
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
か
ら
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
作
業
主
任
者
の
職
務
の
分
担
）

第
十
七
条
　
事
業
者
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
一
の
作
業
を
同
一
の
場
所
で
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
係
る
作
業
主
任
者
を
二
人
以
上
選
任
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
主
任
者
の
職
務
の
分
担
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
主
任
者
の
氏
名
等
の
周
知
）

第
十
八
条
　
事
業
者
は
、
作
業
主
任
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
主
任
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
に
行
な
わ
せ
る
事
項
を
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
等
に
よ
り
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
令
第
六
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
船
舶
）

第
十
八
条
の
二
　
令
第
六
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
船
員
の
育
成
及
び
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
船
員
室
の
新
設
、
増
設
又
は
拡
大
に
よ
り
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
五
百
十
ト
ン
未
満
と
な
つ
た

と
認
め
ら
れ
る
船
舶
と
す
る
。

第
六
節
　
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
、
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
及
び
安
全
衛
生
責
任
者

（
令
第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
）

第
十
八
条
の
二
の
二
　
令
第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
人
口
が
集
中
し
て
い
る
地
域
内
に
お
け
る
道
路
上
若
し
く
は
道
路
に
隣
接
し
た
場
所
又
は
鉄
道
の
軌
道
上
若
し
く
は
軌
道
に
隣
接
し
た
場
所
と
す

る
。

（
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
の
選
任
）

第
十
八
条
の
三
　
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
の
選
任
は
、
そ
の
事
業
場
に
専
属
の
者
を
選
任
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
の
資
格
）

第
十
八
条
の
四
　
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
三
年
以
上
建
設
工
事
の
施
工
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
五
年
以
上
建
設
工
事
の
施
工
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

（
権
限
の
付
与
）

第
十
八
条
の
五
　
事
業
者
は
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
な
し
得
る
権

限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
の
選
任
に
係
る
労
働
者
数
等
）

第
十
八
条
の
六
　
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
労
働
者
の
数
は
、
次
の
各
号
の
仕
事
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。

一
　
令
第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
仕
事
及
び
主
要
構
造
部
が
鉄
骨
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
建
築
物
の
建
設
の
仕
事
　
常
時
二
十
人

二
　
前
号
の
仕
事
以
外
の
仕
事
　
常
時
五
十
人

２
　
建
設
業
に
属
す
る
事
業
の
仕
事
を
行
う
事
業
者
で
あ
つ
て
、
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
仕
事
を
行
う
場
所
に
お
い
て
、
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
の
職
務
を
行
う
者
を
選
任
し
、
並
び
に
そ
の
者
に
同

条
第
一
項
又
は
第
三
項
及
び
同
条
第
四
項
の
指
揮
及
び
統
括
管
理
を
さ
せ
、
並
び
に
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
の
職
務
を
行
う
者
を
選
任
し
、
及
び
そ
の
者
に
同
項
の
事
項

10



を
管
理
さ
せ
て
い
る
も
の
（
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
店

社
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
、
そ
の
者
に
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
事
項
を
行
わ
せ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

（
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
の
資
格
）

第
十
八
条
の
七
　
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
専
門
職
大
学

前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
別
表
第
五
第
一
号
の
表
及
び
別
表
第
五
第
一
号
の
二
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
そ
の
後
三
年
以
上
建
設
工
事
の
施
工
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
五
十
条
に
規
定
す
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る

者
を
含
む
。
別
表
第
五
第
一
号
の
表
及
び
第
一
号
の
二
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
そ
の
後
五
年
以
上
建
設
工
事
の
施
工
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
八
年
以
上
建
設
工
事
の
施
工
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

（
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
の
職
務
）

第
十
八
条
の
八
　
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
労
働
者
が
作
業
を
行
う
場
所
を
巡
視
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
労
働
者
の
作
業
の
種
類
そ
の
他
作
業
の
実
施
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
の
協
議
組
織
の
会
議
に
随
時
参
加
す
る
こ
と
。

四
　
法
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
の
計
画
に
関
し
同
号
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
。

（
安
全
衛
生
責
任
者
の
職
務
）

第
十
九
条
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
と
の
連
絡

二
　
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
か
ら
連
絡
を
受
け
た
事
項
の
関
係
者
へ
の
連
絡

三
　
前
号
の
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
か
ら
の
連
絡
に
係
る
事
項
の
う
ち
当
該
請
負
人
に
係
る
も
の
の
実
施
に
つ
い
て
の
管
理

四
　
当
該
請
負
人
が
そ
の
労
働
者
の
作
業
の
実
施
に
関
し
計
画
を
作
成
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
計
画
と
特
定
元
方
事
業
者
が
作
成
す
る
法
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
の
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
統
括
安
全
衛
生
責

任
者
と
の
調
整

五
　
当
該
請
負
人
の
労
働
者
の
行
う
作
業
及
び
当
該
労
働
者
以
外
の
者
の
行
う
作
業
に
よ
つ
て
生
ず
る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
労
働
災
害
に
係
る
危
険
の
有
無
の
確
認

六
　
当
該
請
負
人
が
そ
の
仕
事
の
一
部
を
他
の
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
請
負
人
の
安
全
衛
生
責
任
者
と
の
作
業
間
の
連
絡
及
び
調
整

（
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
等
の
代
理
者
）

第
二
十
条
　
第
三
条
の
規
定
は
、
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
、
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
及
び
安
全
衛
生
責
任
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
節
　
安
全
委
員
会
、
衛
生
委
員
会
等

（
安
全
委
員
会
の
付
議
事
項
）

第
二
十
一
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
労
働
者
の
危
険
の
防
止
に
関
す
る
重
要
事
項
に
は
、
次
の
事
項
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
安
全
に
関
す
る
規
程
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
の
う
ち
、
安
全
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
安
全
衛
生
に
関
す
る
計
画
（
安
全
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
作
成
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
安
全
教
育
の
実
施
計
画
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
労
働
局
長
、
労
働
基
準
監
督
署
長
、
労
働
基
準
監
督
官
又
は
産
業
安
全
専
門
官
か
ら
文
書
に
よ
り
命
令
、
指
示
、
勧
告
又
は
指
導
を
受
け
た
事
項
の
う
ち
、
労
働
者
の
危
険
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

（
衛
生
委
員
会
の
付
議
事
項
）

第
二
十
二
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
労
働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
及
び
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に
は
、
次
の
事
項
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
衛
生
に
関
す
る
規
程
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
の
う
ち
、
衛
生
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
安
全
衛
生
に
関
す
る
計
画
（
衛
生
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
作
成
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
衛
生
教
育
の
実
施
計
画
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
有
害
性
の
調
査
並
び
に
そ
の
結
果
に
対
す
る
対
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
法
第
六
十
五
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
作
業
環
境
測
定
の
結
果
及
び
そ
の
結
果
の
評
価
に
基
づ
く
対
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
定
期
に
行
わ
れ
る
健
康
診
断
、
法
第
六
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
て
行
わ
れ
る
臨
時
の
健
康
診
断
、
法
第
六
十
六
条
の
二
の
自
ら
受
け
た
健
康
診
断
及
び
法
に
基
づ
く
他
の
省
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

る
医
師
の
診
断
、
診
察
又
は
処
置
の
結
果
並
び
に
そ
の
結
果
に
対
す
る
対
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
の
実
施
計
画
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
長
時
間
に
わ
た
る
労
働
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
を
図
る
た
め
の
対
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。
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十
　
労
働
者
の
精
神
的
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
の
対
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
労
働
局
長
、
労
働
基
準
監
督
署
長
、
労
働
基
準
監
督
官
又
は
労
働
衛
生
専
門
官
か
ら
文
書
に
よ
り
命
令
、
指
示
、
勧
告
又
は
指
導
を
受
け
た
事
項
の
う
ち
、
労
働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
に
関
す

る
こ
と
。

（
委
員
会
の
会
議
）

第
二
十
三
条
　
事
業
者
は
、
安
全
委
員
会
、
衛
生
委
員
会
又
は
安
全
衛
生
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
毎
月
一
回
以
上
開
催
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
定
め
る
。

３
　
事
業
者
は
、
委
員
会
の
開
催
の
都
度
、
遅
滞
な
く
、
委
員
会
に
お
け
る
議
事
の
概
要
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

二
　
書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

三
　
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容

を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

４
　
事
業
者
は
、
委
員
会
の
開
催
の
都
度
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
委
員
会
の
意
見
及
び
当
該
意
見
を
踏
ま
え
て
講
じ
た
措
置
の
内
容

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
に
お
け
る
議
事
で
重
要
な
も
の

５
　
産
業
医
は
、
衛
生
委
員
会
又
は
安
全
衛
生
委
員
会
に
対
し
て
労
働
者
の
健
康
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
調
査
審
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
関
係
労
働
者
の
意
見
の
聴
取
）

第
二
十
三
条
の
二
　
委
員
会
を
設
け
て
い
る
事
業
者
以
外
の
事
業
者
は
、
安
全
又
は
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
労
働
者
の
意
見
を
聴
く
た
め
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
節
　
指
針
の
公
表

第
二
十
四
条
　
法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
は
、
当
該
指
針
の
名
称
及
び
趣
旨
を
官
報
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
針
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
及
び
都
道
府
県
労
働
局
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
節
の
二
　
自
主
的
活
動
の
促
進
の
た
め
の
指
針

第
二
十
四
条
の
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
事
業
場
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
水
準
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
事
業
者
が
一
連
の
過
程
を
定
め
て
行
う
次
に
掲
げ
る
自
主
的
活
動
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
指
針
を
公
表
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
　
安
全
衛
生
に
関
す
る
方
針
の
表
明

二
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置

三
　
安
全
衛
生
に
関
す
る
目
標
の
設
定

四
　
安
全
衛
生
に
関
す
る
計
画
の
作
成
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善

第
二
章
の
二
　
労
働
者
の
救
護
に
関
す
る
措
置

（
救
護
に
関
し
必
要
な
機
械
等
）

第
二
十
四
条
の
三
　
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械
、
器
具
そ
の
他
の
設
備
（
以
下
「
機
械
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
メ
タ
ン
又
は
硫
化
水
素
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
メ
タ
ン
又
は
硫
化
水
素
に
係
る
測
定
器
具
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
空
気
呼
吸
器
又
は
酸
素
呼
吸
器
（
第
三
項
に
お
い
て
「
空
気
呼
吸
器
等
」
と
い
う
。
）

二
　
メ
タ
ン
、
硫
化
水
素
、
一
酸
化
炭
素
及
び
酸
素
の
濃
度
を
測
定
す
る
た
め
必
要
な
測
定
器
具

三
　
懐
中
電
灯
等
の
携
帯
用
照
明
器
具

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
救
護
に
関
し
必
要
な
機
械
等

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
機
械
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
ま
で
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
令
第
九
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
　
出
入
口
か
ら
の
距
離
が
千
メ
ー
ト
ル
の
場
所
に
お
い
て
作
業
を
行
う
こ
と
と
な
る
時
又
は
た
て
坑
（
通
路
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
深
さ
が
五
十
メ
ー
ト
ル
と
な
る
時

二
　
令
第
九
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
仕
事
　
ゲ
ー
ジ
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を
行
う
こ
と
と
な
る
時

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
機
械
等
に
つ
い
て
は
、
常
時
有
効
に
保
持
す
る
と
と
も
に
、
空
気
呼
吸
器
等
に
つ
い
て
は
、
常
時
清
潔
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
救
護
に
関
す
る
訓
練
）

第
二
十
四
条
の
四
　
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
条
第
一
項
の
機
械
等
の
使
用
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
救
急
そ
生
の
方
法
そ
の
他
の
救
急
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
安
全
な
救
護
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
訓
練
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
ま
で
に
一
回
、
及
び
そ
の
後
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
訓
練
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
実
施
年
月
日

二
　
訓
練
を
受
け
た
者
の
氏
名

三
　
訓
練
の
内
容

（
救
護
の
安
全
に
関
す
る
規
程
）

第
二
十
四
条
の
五
　
事
業
者
は
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
ま
で
に
、
労
働
者
の
救
護
の
安
全
に
関
し
次
の
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
救
護
に
関
す
る
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
救
護
に
関
し
必
要
な
機
械
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
救
護
に
関
す
る
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
救
護
の
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

（
人
員
の
確
認
）

第
二
十
四
条
の
六
　
事
業
者
は
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
ま
で
に
、
ず
い
道
等
（
ず
い
道
及
び
た
て
坑
以
外
の
坑
（
採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
二
条
に
規

定
す
る
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
部
又
は
高
圧
室
内
（
潜
か
ん
工
法
そ
の
他
の
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を
行
う
た
め
の
大
気
圧
を
超
え
る
気
圧
下
の
作
業
室
又
は
シ
ヤ
フ
ト
の
内
部
を
い

う
。
）
に
お
い
て
作
業
を
行
う
労
働
者
の
人
数
及
び
氏
名
を
常
時
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
救
護
に
関
す
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
者
の
選
任
）

第
二
十
四
条
の
七
　
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
護
に
関
す
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
者
の
選
任
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
ま
で
に
選
任
す
る
こ
と
。

二
　
そ
の
事
業
場
に
専
属
の
者
を
選
任
す
る
こ
と
。

２
　
第
三
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
救
護
に
関
す
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る

の
は
「
同
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
救
護
に
関
す
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
者
の
資
格
）

第
二
十
四
条
の
八
　
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
研
修
を
修
了
し
た
も
の
と
す
る
。

一
　
令
第
九
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
　
三
年
以
上
ず
い
道
等
の
建
設
の
仕
事
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
令
第
九
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
仕
事
　
三
年
以
上
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を
行
う
仕
事
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

（
権
限
の
付
与
）

第
二
十
四
条
の
九
　
事
業
者
は
、
救
護
に
関
す
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
者
に
対
し
、
労
働
者
の
救
護
の
安
全
に
関
し
必
要
な
措
置
を
な
し
得
る
権
限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
の
三
　
技
術
上
の
指
針
等
の
公
表

第
二
十
四
条
の
十
　
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
指
針
又
は
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
章
の
四
　
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
等

（
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
）

第
二
十
四
条
の
十
一
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
建
設
物
を
設
置
し
、
移
転
し
、
変
更
し
、
又
は
解
体
す
る
と
き
。

二
　
設
備
、
原
材
料
等
を
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

三
　
作
業
方
法
又
は
作
業
手
順
を
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
設
物
、
設
備
、
原
材
料
、
ガ
ス
、
蒸
気
、
粉
じ
ん
等
に
よ
る
、
又
は
作
業
行
動
そ
の
他
業
務
に
起
因
す
る
危
険
性
又
は
有
害
性
等
に
つ
い
て
変
化
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

き
。

２
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
種
は
、
令
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
種
及
び
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
種
（
製
造
業
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
指
針
の
公
表
）

第
二
十
四
条
の
十
二
　
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
機
械
に
関
す
る
危
険
性
等
の
通
知
）

第
二
十
四
条
の
十
三
　
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
し
、
又
は
労
働
者
の
健
康
障
害
を
そ
の
使
用
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
機
械
（
以
下
単
に
「
機
械
」
と
い
う
。
）
を
譲
渡
し
、
又
は
貸
与
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
機
械
譲
渡
者

等
」
と
い
う
。
）
は
、
文
書
の
交
付
等
に
よ
り
当
該
機
械
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
機
械
の
譲
渡
又
は
貸
与
を
受
け
る
相
手
方
の
事
業
者
（
次
項
に
お
い
て
「
相
手
方
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
型
式
、
製
造
番
号
そ
の
他
の
機
械
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

二
　
機
械
の
う
ち
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
し
、
又
は
労
働
者
の
健
康
障
害
を
そ
の
使
用
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
関
す
る
事
項

三
　
機
械
に
係
る
作
業
の
う
ち
、
前
号
の
箇
所
に
起
因
す
る
危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
に
関
す
る
事
項

四
　
前
号
の
作
業
ご
と
に
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
危
険
又
は
健
康
障
害
の
う
ち

も
重
大
な
も
の
に
関
す
る
事
項
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五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
相
手
方
事
業
者
の
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
調
査
及
び
同
項
の
措
置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
機
械
譲
渡
者
等
が
行
う
前
項
の
通
知
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
指
針
を
公
表

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
危
険
有
害
化
学
物
質
等
に
関
す
る
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
表
示
等
）

第
二
十
四
条
の
十
四
　
化
学
物
質
、
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
労
働
者
に
対
す
る
危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
令
第
十
八
条
各
号
及
び
令
別
表
第
三
第
一
号
に
掲

げ
る
物
を
除
く
。
次
項
及
び
第
二
十
四
条
の
十
六
に
お
い
て
「
危
険
有
害
化
学
物
質
等
」
と
い
う
。
）
を
容
器
に
入
れ
、
又
は
包
装
し
て
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
そ
の
容
器
又
は
包
装
（
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
包
装
し

て
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
容
器
）
に
次
に
掲
げ
る
も
の
を
表
示
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称

ロ
　
人
体
に
及
ぼ
す
作
用

ハ
　
貯
蔵
又
は
取
扱
い
上
の
注
意

ニ
　
表
示
を
す
る
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及
び
電
話
番
号

ホ
　
注
意
喚
起
語

ヘ
　
安
定
性
及
び
反
応
性

二
　
当
該
物
を
取
り
扱
う
労
働
者
に
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
の
標
章
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

２
　
危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
前
項
に
規
定
す
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
り
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
同
項
各
号
の
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
相
手
方
に
交
付
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
の
十
五
　
特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
（
化
学
物
質
、
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
労
働
者
に
対
す
る
危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
法
第
五
十
七
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者

に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
文
書
若
し
く
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
の
交
付
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
又
は
当
該
事
項
が

記
載
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
当
該
ア
ド
レ
ス
に
係
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
を
求
め
る
旨
の
伝
達
に
よ
り
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
相
手
方
の
事
業

者
に
通
知
し
、
当
該
相
手
方
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称

二
　
成
分
及
び
そ
の
含
有
量

三
　
物
理
的
及
び
化
学
的
性
質

四
　
人
体
に
及
ぼ
す
作
用

五
　
貯
蔵
又
は
取
扱
い
上
の
注
意

六
　
流
出
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
講
ず
べ
き
応
急
の
措
置

七
　
通
知
を
行
う
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及
び
電
話
番
号

八
　
危
険
性
又
は
有
害
性
の
要
約

九
　
安
定
性
及
び
反
応
性

十
　
想
定
さ
れ
る
用
途
及
び
当
該
用
途
に
お
け
る
使
用
上
の
注
意

十
一
　
適
用
さ
れ
る
法
令

十
二
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２
　
特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
前
項
第
四
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
直
近
の
確
認
を
行
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
ご
と
に
一
回
、

新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
変
更
を
行
う
必
要
性
の

有
無
を
確
認
し
、
変
更
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
確
認
を
し
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
事
項
に
変
更
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
事
項
に
変
更
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
文
書
若
し
く
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
の
交
付
、

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
又
は
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
当
該
ア
ド
レ
ス
に
係
る
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
閲
覧
を
求
め
る
旨
の
伝
達
に
よ
り
、
変
更
後
の
同
項
各
号
の
事
項
を
、
速
や
か
に
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
し
た
相
手
方
の
事
業
者
に
通
知
し
、
当
該
相
手
方
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
の
十
六
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
危
険
有
害
化
学
物
質
等
又
は
特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
の
譲
渡
又
は
提
供
を
受
け
る
相
手
方
の
事
業
者
の
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
調
査
及
び
同
項
の
措
置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実

施
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
危
険
有
害
化
学
物
質
等
又
は
特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
が
行
う
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
表
示
又
は
通
知
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
指
針
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章
　
機
械
等
並
び
に
危
険
物
及
び
有
害
物
に
関
す
る
規
制

第
一
節
　
機
械
等
に
関
す
る
規
制

（
作
動
部
分
上
の
突
起
物
等
の
防
護
措
置
）

第
二
十
五
条
　
法
第
四
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
防
護
の
た
め
の
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
作
動
部
分
上
の
突
起
物
に
つ
い
て
は
、
埋
頭
型
と
し
、
又
は

お
お覆

い
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
動
力
伝
導
部
分
又
は
調
速
部
分
に
つ
い
て
は
、

お
お覆

い
又
は
囲
い
を
設
け
る
こ
と
。
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（
規
格
を
具
備
す
べ
き
防
毒
マ
ス
ク
）

第
二
十
六
条
　
令
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
防
毒
マ
ス
ク
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
酸
化
炭
素
用
防
毒
マ
ス
ク

二
　
ア
ン
モ
ニ
ア
用
防
毒
マ
ス
ク

三
　
亜
硫
酸
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク

（
規
格
を
具
備
す
べ
き
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
）

第
二
十
六
条
の
二
　
令
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
ア
ン
モ
ニ
ア
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

二
　
亜
硫
酸
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

（
規
格
に
適
合
し
た
機
械
等
の
使
用
）

第
二
十
七
条
　
事
業
者
は
、
法
別
表
第
二
に
掲
げ
る
機
械
等
及
び
令
第
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
機
械
等
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
通
知
す
べ
き
事
項
）

第
二
十
七
条
の
二
　
法
第
四
十
三
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
通
知
の
対
象
で
あ
る
機
械
等
で
あ
る
こ
と
を
識
別
で
き
る
事
項

二
　
機
械
等
が
法
第
四
十
三
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
示
す
事
実

（
安
全
装
置
等
の
有
効
保
持
）

第
二
十
八
条
　
事
業
者
は
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
設
け
た
安
全
装
置
、

お
お覆

い
、
囲
い
等
（
以
下
「
安
全
装
置
等
」
と
い
う
。
）
が
有
効
な
状
態
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
そ
れ
ら
の
点
検
及
び
整
備
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
十
九
条
　
労
働
者
は
、
安
全
装
置
等
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
安
全
装
置
等
を
取
り
は
ず
し
、
又
は
そ
の
機
能
を
失
わ
せ
な
い
こ
と
。

二
　
臨
時
に
安
全
装
置
等
を
取
り
は
ず
し
、
又
は
そ
の
機
能
を
失
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
事
業
者
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
。

三
　
前
号
の
許
可
を
受
け
て
安
全
装
置
等
を
取
り
は
ず
し
、
又
は
そ
の
機
能
を
失
わ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
後
、
直
ち
に
こ
れ
を
原
状
に
復
し
て
お
く
こ
と
。

四
　
安
全
装
置
等
が
取
り
は
ず
さ
れ
、
又
は
そ
の
機
能
を
失
つ
た
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の
旨
を
事
業
者
に
申
し
出
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
労
働
者
か
ら
前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
適
当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
型
式
検
定
を
受
け
る
べ
き
防
毒
マ
ス
ク
）

第
二
十
九
条
の
二
　
令
第
十
四
条
の
二
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
防
毒
マ
ス
ク
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
酸
化
炭
素
用
防
毒
マ
ス
ク

二
　
ア
ン
モ
ニ
ア
用
防
毒
マ
ス
ク

三
　
亜
硫
酸
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク

（
型
式
検
定
を
受
け
る
べ
き
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
）

第
二
十
九
条
の
三
　
令
第
十
四
条
の
二
第
十
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
ア
ン
モ
ニ
ア
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

二
　
亜
硫
酸
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

（
自
主
検
査
指
針
の
公
表
）

第
二
十
九
条
の
四
　
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
節
　
危
険
物
及
び
有
害
物
に
関
す
る
規
制

（
名
称
等
を
表
示
す
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
）

第
三
十
条
　
令
第
十
八
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
同
欄
に
掲
げ
る
物
の
含
有
量
が
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
値
で
あ
る
物
並
び
に
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を

含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
に
限
る
。
）
及
び
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
九
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
不
揮
発
性
で
水
に
溶
け
な
い
鈍
感
剤
で
鈍
性
化
し
た
物
で
あ
つ
て
、
ニ
ト
ロ
グ
リ

セ
リ
ン
の
含
有
量
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
運
搬
中
及
び
貯
蔵
中
に
お
い
て
固
体
以
外
の
状
態
に
な
ら
ず
、
か
つ
、
粉
状
に
な
ら
な
い
物
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）
を
除
く
。

一
　
危
険
物
（
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
危
険
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
危
険
物
以
外
の
可
燃
性
の
物
等
爆
発
又
は
火
災
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
物

三
　
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
、
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
等
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
あ
つ
て
皮
膚
に
対
し
て
腐
食
の
危
険
を
生
ず
る
も
の

第
三
十
一
条
　
令
第
十
八
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
次
に
掲
げ
る
物
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
た
だ
し
書
の
物
を
除
く
。

一
　
ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
も
の
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二
　
ア
ル
フ
ア―

ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ア
ル
フ
ア―

ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
も
の

三
　
塩
素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
（
別
名
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
塩
素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
も
の

四
　
オ
ル
ト―

ト
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
オ
ル
ト―

ト
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
も
の

五
　
ジ
ア
ニ
シ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ジ
ア
ニ
シ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
も
の

六
　
ベ
リ
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
（
合
金
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
パ

ー
セ
ン
ト
以
下
）
で
あ
る
も
の

七
　
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ
リ
ド
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ
リ
ド
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
も
の

（
名
称
等
の
表
示
）

第
三
十
二
条
　
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
当
該
容
器
又
は
包
装
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
表
示
事
項
等
」
と
い
う
。
）
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
等
を
印
刷
し
た
票
箋
を
貼
り

付
け
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
容
器
又
は
包
装
に
表
示
事
項
等
の
全
て
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
等
の
全
て
を
印
刷
し
た
票
箋
を
貼
り
付
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
表
示
事
項
等
の
う
ち
同
項
第
一
号
ロ

か
ら
ニ
ま
で
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
印
刷
し
た
票
箋
を
容
器
又
は
包
装
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
　
法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ニ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
す
る
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及
び
電
話
番
号

二
　
注
意
喚
起
語

三
　
安
定
性
及
び
反
応
性

第
三
十
三
条
の
二
　
事
業
者
は
、
令
第
十
七
条
に
規
定
す
る
物
又
は
令
第
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
物
を
容
器
に
入
れ
、
又
は
包
装
し
て
保
管
す
る
と
き
（
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
が
さ
れ
た
容
器
又
は
包
装
に
よ
り

保
管
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該
物
の
名
称
及
び
人
体
に
及
ぼ
す
作
用
に
つ
い
て
、
当
該
物
の
保
管
に
用
い
る
容
器
又
は
包
装
へ
の
表
示
、
文
書
の
交
付
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
物
を
取
り
扱
う
者
に
、
明
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
文
書
の
交
付
）

第
三
十
四
条
　
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
り
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
際
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
譲
渡
し
、
又

は
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
既
に
当
該
文
書
の
交
付
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
名
称
等
を
通
知
す
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
）

第
三
十
四
条
の
二
　
令
第
十
八
条
の
二
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
同
欄
に
掲
げ
る
物
の
含
有
量
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
で
あ
る
物
及
び
ニ
ト
ロ

グ
リ
セ
リ
ン
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
九
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
不
揮
発
性
で
水
に
溶
け
な
い
鈍
感
剤
で
鈍
性
化
し
た
物
で
あ
つ
て
、
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
の
含
有
量
が
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
を
除

く
。
）
と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
二
　
令
第
十
八
条
の
二
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
次
に
掲
げ
る
物
と
す
る
。

一
　
ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
も
の

二
　
ア
ル
フ
ア―

ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ア
ル
フ
ア―

ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
も
の

三
　
塩
素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
（
別
名
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
塩
素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
も
の

四
　
オ
ル
ト―

ト
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
オ
ル
ト―

ト
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
も
の

五
　
ジ
ア
ニ
シ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ジ
ア
ニ
シ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
も
の

六
　
ベ
リ
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
（
合
金
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
パ

ー
セ
ン
ト
以
下
）
で
あ
る
も
の

七
　
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ
リ
ド
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ
リ
ド
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
も
の

（
名
称
等
の
通
知
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
の
交
付
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル

の
送
信
又
は
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
当
該
ア
ド
レ
ス
に
係
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
を
求
め
る
旨
の
伝
達
と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
四
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及
び
電
話
番
号

二
　
危
険
性
又
は
有
害
性
の
要
約

三
　
安
定
性
及
び
反
応
性

四
　
想
定
さ
れ
る
用
途
及
び
当
該
用
途
に
お
け
る
使
用
上
の
注
意

五
　
適
用
さ
れ
る
法
令

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
三
十
四
条
の
二
の
五
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
同
項
の
通
知
対
象
物
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
時
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す

る
場
合
に
お
い
て
、
既
に
当
該
通
知
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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２
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
通
知
対
象
物
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
同
項
第
四
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
直
近
の
確
認
を
行
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
ご
と
に
一
回
、

新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
変
更
を

行
う
必
要
性
の
有
無
を
確
認
し
、
変
更
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
確
認
を
し
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
事
項
に
変
更
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
事
項
に
変
更
を
行
つ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
同
号
の
事
項
を
、
適
切
な
時
期
に
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
し
た
相
手
方
の
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
し
、

文
書
若
し
く
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
記
録
媒
体
の
交
付
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
又
は
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ

の
他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
当
該
ア
ド
レ
ス
に
係
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
を
求
め
る
旨
の
伝
達
に
よ
り
、
変
更
後
の
当
該
事
項
を
、
当
該
相
手
方
の
事
業
者
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
二
の
六
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
事
項
の
う
ち
、
成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
は
、
令
別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
及
び
令
別
表
第
九
に
掲
げ
る
物
ご
と
に
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

二―

ブ
テ
ン
、
鉛
、
一
・
三―

ブ
タ
ジ
エ
ン
、
一
・
三―

プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン
、
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
、
令
別
表
第
三
に
掲
げ
る
物
、
令
別
表
第
四
第
六
号
に
規
定
す
る
鉛
化
合

物
、
令
別
表
第
五
第
一
号
に
規
定
す
る
四
ア
ル
キ
ル
鉛
及
び
令
別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
物
以
外
の
物
で
あ
つ
て
、
当
該
物
の
成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
の
通
知
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
契
約
又
は
交
渉
に
関
し
、

事
業
者
の
財
産
上
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
の
通
知
を
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
値
と
当
該
端
数
を
切
り
上
げ
た
数

値
と
の
範
囲
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
物
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
相
手
方
の
事
業
者
の
求
め
が
あ
る
と
き
は
、
成
分
の
含
有
量
に
係
る
秘
密
が
保
全
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
当
該
相
手
方

の
事
業
場
に
お
け
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
物
の
成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
時
期
等
）

第
三
十
四
条
の
二
の
七
　
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
、
次
に
掲
げ
る
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
原
材
料
等
と
し
て
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

二
　
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
係
る
作
業
の
方
法
又
は
手
順
を
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に
よ
る
危
険
性
又
は
有
害
性
等
に
つ
い
て
変
化
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

２
　
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
う
ち
危
険
性
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
又
は
第
三

号
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
方
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
方
法
の
併
用
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
し
、
又
は
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に
よ
り
当
該
労
働
者
の
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
程
度
及
び
当
該
危
険
又
は
健
康
障

害
の
程
度
を
考
慮
す
る
方
法

二
　
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に
さ
ら
さ
れ
る
程
度
及
び
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
の
有
害
性
の
程
度
を
考
慮
す
る
方
法

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法

（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
等
の
記
録
及
び
保
存
並
び
に
周
知
）

第
三
十
四
条
の
二
の
八
　
事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
記
録
を
作
成
し
、
次
に
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
ま
で
の
期
間
（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
つ
た
日
か
ら
起

算
し
て
三
年
以
内
に
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に
つ
い
て
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
つ
た
と
き
は
、
三
年
間
）
保
存
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
項
を
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務

に
従
事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
の
名
称

二
　
当
該
業
務
の
内
容

三
　
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果

四
　
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
に
基
づ
き
事
業
者
が
講
ず
る
労
働
者
の
危
険
又
は
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
の
内
容

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
常
時
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

二
　
書
面
を
、
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

三
　
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
か
つ
、
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作
業
場
に
、
当

該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
指
針
の
公
表
）

第
三
十
四
条
の
二
の
九
　
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
改
善
の
指
示
等
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
　
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
化
学
物
質
に
よ
る
労
働
災
害
が
発
生
し
た
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
事
業
場
の
事
業
者
に
対
し
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
化
学
物
質
の
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
疑
い
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
業
場
に
お
け
る
化
学
物
質
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
改
善
す
べ
き
旨
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
指
示
を
受
け
た
事
業
者
は
、
遅
滞
な
く
、
事
業
場
に
お
け
る
化
学
物
質
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
化
学
物
質
管
理
専
門
家
」

と
い
う
。
）
か
ら
、
当
該
事
業
場
に
お
け
る
化
学
物
質
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
の
確
認
及
び
当
該
事
業
場
が
実
施
し
得
る
望
ま
し
い
改
善
措
置
に
関
す
る
助
言
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
確
認
及
び
助
言
を
求
め
ら
れ
た
化
学
物
質
管
理
専
門
家
は
、
同
項
の
事
業
者
に
対
し
、
当
該
事
業
場
に
お
け
る
化
学
物
質
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
の
確
認
結
果
及
び
当
該
事
業
場
が
実
施
し
得
る
望
ま
し
い
改
善
措
置
に

関
す
る
助
言
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
、
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
後
、
一
月
以
内
に
、
当
該
通
知
の
内
容
を
踏
ま
え
た
改
善
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
作
成
後
、
速
や
か
に
、
当
該
計
画
に
従
い
必
要
な
改
善
措
置
を

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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５
　
事
業
者
は
、
前
項
の
計
画
を
作
成
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
計
画
の
内
容
に
つ
い
て
、
第
三
項
の
通
知
及
び
前
項
の
計
画
の
写
し
を
添
え
て
、
改
善
計
画
報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
事
業
者
は
、
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
し
た
改
善
措
置
の
記
録
を
作
成
し
、
当
該
記
録
に
つ
い
て
、
第
三
項
の
通
知
及
び
第
四
項
の
計
画
と
と
も
に
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
害
性
の
調
査
）

第
三
十
四
条
の
三
　
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
性
の
調
査
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
異
原
性
試
験
、
化
学
物
質
の
が
ん
原
性
に
関
し
変
異
原
性
試
験
と
同
等
以
上
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
試
験
又
は
が
ん
原
性
試
験
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
試
験
を
行
う
こ
と
。

二
　
組
織
、
設
備
等
に
関
し
有
害
性
の
調
査
を
適
正
に
行
う
た
め
必
要
な
技
術
的
基
礎
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
試
験
施
設
等
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

２
　
前
項
第
二
号
の
試
験
施
設
等
が
具
備
す
べ
き
組
織
、
設
備
等
に
関
す
る
基
準
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

（
新
規
化
学
物
質
の
名
称
、
有
害
性
の
調
査
の
結
果
等
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
四
　
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
号
の
三
に
よ
る
届
書
に
、
当
該
届
出
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
新
規
化
学
物
質
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
新
規
化
学
物
質
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
つ
た
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
害
性
の
調
査
の
結
果
を
示
す
書
面
、
当
該
有
害
性
の
調
査
が
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
具
備
し
て
い
る
試
験
施
設
等
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
証

す
る
書
面
及
び
当
該
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
製
造
又
は
取
扱
い
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
者
が
新
規
化
学
物
質
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
旨
の
厚
生
労
働
大
臣
の
確
認
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
五
　
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
確
認
に
基
づ
き

初
に
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
様
式
第
四
号
の
四
に
よ
る
申
請
書
に
、

当
該
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
製
造
又
は
取
扱
い
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
六
　
前
条
の
確
認
を
受
け
た
事
業
者
は
、
同
条
の
申
請
書
又
は
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
七
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
確
認
を
し
た
後
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
そ
の
他
の
資
料
に
よ
り
労
働
者
が
新
規
化
学
物
質
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に

至
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
確
認
を
取
り
消
し
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
に
係
る
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
規
化
学
物
質
の
有
害
性
が
な
い
旨
の
厚
生
労
働
大
臣
の
確
認
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
八
　
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
確
認
に
基
づ
き

初
に
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
様
式
第
四
号
の
四
に
よ
る
申
請
書
に
、

当
該
新
規
化
学
物
質
に
関
し
既
に
得
ら
れ
て
い
る
次
条
の
有
害
性
が
な
い
旨
の
知
見
等
を
示
す
書
面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
有
害
性
）

第
三
十
四
条
の
九
　
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
有
害
性
は
、
が
ん
原
性
と
す
る
。

（
少
量
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
確
認
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
　
令
第
十
八
条
の
四
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
確
認
に
基
づ
き

初
に
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
様
式
第
四
号
の
四
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
十
一
　
令
第
十
八
条
の
四
の
確
認
は
、
二
年
を
限
り
有
効
と
す
る
。

（
通
知
）

第
三
十
四
条
の
十
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
十
四
条
の
五
、
第
三
十
四
条
の
八
及
び
第
三
十
四
条
の
十
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
審
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
）

第
三
十
四
条
の
十
三
　
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
本
邦
の
地
域
内
に
お
い
て
労
働
者
に
小
分
け
、
詰
め
替
え
等
の
作
業
を
行
わ
せ
な
い
と
き
等
労
働
者
が
新
規
化
学
物
質
に
さ
ら
さ
れ

る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
と
す
る
。

（
新
規
化
学
物
質
の
名
称
の
公
表
）

第
三
十
四
条
の
十
四
　
法
第
五
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
化
学
物
質
の
名
称
の
公
表
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
又
は
同
項
第
二
号
の
確
認
を
し
た
後
一
年
以
内
に
（
当
該
新
規
化
学
物
質
に
関
し
て

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
願
書
の
提
出
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
公
開
又
は
同
法
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
特
許
公
報
へ
の
掲
載
が
な
さ
れ
た
後
速
や
か
に
）
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
新
規
化
学
物
質
の
名
称
の
公
表
は
、
三
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
）

第
三
十
四
条
の
十
五
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
く
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
条
の
変
異
原
性
試
験
等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
か

ら
、
検
討
す
べ
き
内
容
に
応
じ
て
、
検
討
委
員
を
指
名
し
、
そ
の
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
変
異
原
性
試
験
等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
名
簿
）

第
三
十
四
条
の
十
六
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
化
学
物
質
の
有
害
性
の
調
査
に
つ
い
て
高
度
の
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
変
異
原
性
試
験
等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
を
委
嘱
し
て
変
異
原
性
試
験
等
結
果
検
討
委
員
候
補
者

名
簿
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
報
告
）

第
三
十
四
条
の
十
七
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
新
規
化
学
物
質
の
有
害
性
の
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
い
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当

該
新
規
化
学
物
質
の
名
称
の
公
表
後
一
年
以
内
に
、
労
働
政
策
審
議
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
化
学
物
質
の
有
害
性
の
調
査
の
指
示
）

第
三
十
四
条
の
十
八
　
法
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
同
項
に
規
定
す
る
有
害
性
の
調
査
を
行
う
べ
き
化
学
物
質
の
名
称
、
当
該
調
査
を
行
う
べ
き
理
由
、
当
該
調
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た

文
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
者
）

第
三
十
四
条
の
十
九
　
法
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
者
は
、
が
ん
そ
の
他
の
重
度
の
健
康
障
害
を
労
働
者
に
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
化
学
物
質
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
又
は
使
用
し
た
こ
と
の
あ
る
事

業
者
と
す
る
。

（
準
用
）

第
三
十
四
条
の
二
十
　
第
三
十
四
条
の
十
五
及
び
第
三
十
四
条
の
十
六
の
規
定
は
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
く
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
変
異
原

性
試
験
等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
が
ん
原
性
試
験
指
示
検
討
委
員
候
補
者
名
簿
」
と
、
第
三
十
四
条
の
十
六
中
「
変
異
原
性
試
験
等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
」
と
あ
る
の
は
「
が
ん
原
性
試
験
指
示
検
討
委
員

候
補
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
報
告
）

第
三
十
四
条
の
二
十
一
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
基
づ
き
化
学
物
質
の
有
害
性
の
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
事
業
者
か
ら
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
当
該
報
告
を
受
け
た
後

一
年
以
内
に
労
働
政
策
審
議
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章
　
安
全
衛
生
教
育

（
雇
入
れ
時
等
の
教
育
）

第
三
十
五
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
を
雇
い
入
れ
、
又
は
労
働
者
の
作
業
内
容
を
変
更
し
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
次
の
事
項
の
う
ち
当
該
労
働
者
が
従
事
す
る
業
務
に
関
す
る
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
、
教
育
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
機
械
等
、
原
材
料
等
の
危
険
性
又
は
有
害
性
及
び
こ
れ
ら
の
取
扱
い
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
安
全
装
置
、
有
害
物
抑
制
装
置
又
は
保
護
具
の
性
能
及
び
こ
れ
ら
の
取
扱
い
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
作
業
手
順
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
作
業
開
始
時
の
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
当
該
業
務
に
関
し
て
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
の
原
因
及
び
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
整
理
、
整

と
ん頓

及
び
清
潔
の
保
持
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
事
故
時
等
に
お
け
る
応
急
措
置
及
び
退
避
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
業
務
に
関
す
る
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
に
必
要
な
事
項

２
　
事
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
に
関
し
十
分
な
知
識
及
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
の
教
育
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
別
教
育
を
必
要
と
す
る
業
務
）

第
三
十
六
条
　
法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
危
険
又
は
有
害
な
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
研
削
と
い
し
の
取
替
え
又
は
取
替
え
時
の
試
運
転
の
業
務

二
　
動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
プ
レ
ス
機
械
（
以
下
「
動
力
プ
レ
ス
」
と
い
う
。
）
の
金
型
、
シ
ヤ
ー
の
刃
部
又
は
プ
レ
ス
機
械
若
し
く
は
シ
ヤ
ー
の
安
全
装
置
若
し
く
は
安
全
囲
い
の
取
付
け
、
取
外
し
又
は
調
整
の
業
務

三
　
ア
ー
ク
溶
接
機
を
用
い
て
行
う
金
属
の
溶
接
、
溶
断
等
（
以
下
「
ア
ー
ク
溶
接
等
」
と
い
う
。
）
の
業
務

四
　
高
圧
（
直
流
に
あ
つ
て
は
七
百
五
十
ボ
ル
ト
を
、
交
流
に
あ
つ
て
は
六
百
ボ
ル
ト
を
超
え
、
七
千
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
電
圧
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
別
高
圧
（
七
千
ボ
ル
ト
を
超
え
る
電
圧
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
充
電
電
路
若
し
く
は
当
該
充
電
電
路
の
支
持
物
の
敷
設
、
点
検
、
修
理
若
し
く
は
操
作
の
業
務
、
低
圧
（
直
流
に
あ
つ
て
は
七
百
五
十
ボ
ル
ト
以
下
、
交
流
に
あ
つ
て
は
六
百
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
電
圧
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
充
電
電
路
（
対
地
電
圧
が
五
十
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
も
の
及
び
電
信
用
の
も
の
、
電
話
用
の
も
の
等
で
感
電
に
よ
る
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
敷
設
若
し
く
は
修
理
の
業
務
（
次
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除

く
。
）
又
は
配
電
盤
室
、
変
電
室
等
区
画
さ
れ
た
場
所
に
設
置
す
る
低
圧
の
電
路
（
対
地
電
圧
が
五
十
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
も
の
及
び
電
信
用
の
も
の
、
電
話
用
の
も
の
等
で
感
電
に
よ
る
危
害
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
除

く
。
）
の
う
ち
充
電
部
分
が
露
出
し
て
い
る
開
閉
器
の
操
作
の
業
務

四
の
二
　
対
地
電
圧
が
五
十
ボ
ル
ト
を
超
え
る
低
圧
の
蓄
電
池
を
内
蔵
す
る
自
動
車
の
整
備
の
業
務

五
　

大
荷
重
一
ト
ン
未
満
の
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
運
転
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
道
路
（
以
下
「
道
路
」
と
い
う
。
）
上
を
走
行
さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業
務

五
の
二
　

大
荷
重
一
ト
ン
未
満
の
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
又
は
フ
オ
ー
ク
ロ
ー
ダ
ー
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業
務

五
の
三
　

大
積
載
量
が
一
ト
ン
未
満
の
不
整
地
運
搬
車
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業
務

五
の
四
　
テ
ー
ル
ゲ
ー
ト
リ
フ
タ
ー
（
第
百
五
十
一
条
の
二
第
七
号
の
貨
物
自
動
車
の
荷
台
の
後
部
に
設
置
さ
れ
た
動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
リ
フ
ト
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
操
作
の
業
務
（
当
該
貨
物
自
動
車
に
荷
を
積
む
作
業

又
は
当
該
貨
物
自
動
車
か
ら
荷
を
卸
す
作
業
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）

六
　
制
限
荷
重
五
ト
ン
未
満
の
揚
貨
装
置
の
運
転
の
業
務

六
の
二
　
伐
木
等
機
械
（
伐
木
、
造
材
又
は
原
木
若
し
く
は
薪
炭
材
の
集
積
を
行
う
た
め
の
機
械
で
あ
つ
て
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ
せ
る

運
転
を
除
く
。
）
の
業
務

六
の
三
　
走
行
集
材
機
械
（
車
両
の
走
行
に
よ
り
集
材
を
行
う
た
め
の
機
械
で
あ
つ
て
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の

業
務
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七
　
機
械
集
材
装
置
（
集
材
機
、
架
線
、
搬
器
、
支
柱
及
び
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
動
力
を
用
い
て
、
原
木
又
は
薪
炭
材
（
以
下
「
原
木
等
」
と
い
う
。
）
を
巻
き
上
げ
、
か
つ
、
空
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
設
備

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
の
業
務

七
の
二
　
簡
易
架
線
集
材
装
置
（
集
材
機
、
架
線
、
搬
器
、
支
柱
及
び
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
動
力
を
用
い
て
、
原
木
等
を
巻
き
上
げ
、
か
つ
、
原
木
等
の
一
部
が
地
面
に
接
し
た
状
態
で
運
搬
す
る
設
備
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
又
は
架
線
集
材
機
械
（
動
力
を
用
い
て
原
木
等
を
巻
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
原
木
等
を
運
搬
す
る
た
め
の
機
械
で
あ
つ
て
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業
務

八
　
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
用
い
て
行
う
立
木
の
伐
木
、
か
か
り
木
の
処
理
又
は
造
材
の
業
務

九
　
機
体
重
量
が
三
ト
ン
未
満
の
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
機
械
で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業
務

九
の
二
　
令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲
げ
る
機
械
で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
以
外
の
も
の
の
運
転
の
業
務

九
の
三
　
令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲
げ
る
機
械
で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
の
作
業
装
置
の
操
作
（
車
体
上
の
運
転
者
席
に
お
け
る
操
作
を
除
く
。
）
の
業
務

十
　
令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲
げ
る
機
械
で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業
務

十
の
二
　
令
別
表
第
七
第
五
号
に
掲
げ
る
機
械
の
作
業
装
置
の
操
作
の
業
務

十
の
三
　
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
運
転
の
業
務

十
の
四
　
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
、
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
（
複
数
の
保
持
機
構
（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
等
を
締
め
付
け
る
こ
と
等
に
よ
つ
て
保
持
す
る
機
構
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
し
、
当
該
保
持
機
構
を

交
互
に
開
閉
し
、
保
持
機
構
間
を
動
力
を
用
い
て
伸
縮
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
荷
の
つ
り
上
げ
、
つ
り
下
げ
等
の
作
業
を
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
等
を
介
し
て
行
う
機
械
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
調
整
又
は
運
転
の
業
務

十
の
五
　
作
業
床
の
高
さ
（
令
第
十
条
第
四
号
の
作
業
床
の
高
さ
を
い
う
。
）
が
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
高
所
作
業
車
（
令
第
十
条
第
四
号
の
高
所
作
業
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の

業
務

十
一
　
動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
巻
上
げ
機
（
電
気
ホ
イ
ス
ト
、
エ
ヤ
ー
ホ
イ
ス
ト
及
び
こ
れ
ら
以
外
の
巻
上
げ
機
で
ゴ
ン
ド
ラ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
運
転
の
業
務

十
二
　
削
除

十
三
　
令
第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
機
械
等
（
巻
上
げ
装
置
を
除
く
。
）
の
運
転
の
業
務

十
四
　
小
型
ボ
イ
ラ
ー
（
令
第
一
条
第
四
号
の
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
扱
い
の
業
務

十
五
　
次
に
掲
げ
る
ク
レ
ー
ン
（
移
動
式
ク
レ
ー
ン
（
令
第
一
条
第
八
号
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
の
業
務

イ
　
つ
り
上
げ
荷
重
が
五
ト
ン
未
満
の
ク
レ
ー
ン

ロ
　
つ
り
上
げ
荷
重
が
五
ト
ン
以
上
の

こ跨
線
テ
ル
ハ

十
六
　
つ
り
上
げ
荷
重
が
一
ト
ン
未
満
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業
務

十
七
　
つ
り
上
げ
荷
重
が
五
ト
ン
未
満
の
デ
リ
ツ
ク
の
運
転
の
業
務

十
八
　
建
設
用
リ
フ
ト
の
運
転
の
業
務

十
九
　
つ
り
上
げ
荷
重
が
一
ト
ン
未
満
の
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
又
は
デ
リ
ツ
ク
の
玉
掛
け
の
業
務

二
十
　
ゴ
ン
ド
ラ
の
操
作
の
業
務

二
十
の
二
　
作
業
室
及
び
気
こ
う
室
へ
送
気
す
る
た
め
の
空
気
圧
縮
機
を
運
転
す
る
業
務

二
十
一
　
高
圧
室
内
作
業
に
係
る
作
業
室
へ
の
送
気
の
調
節
を
行
う
た
め
の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ツ
ク
を
操
作
す
る
業
務

二
十
二
　
気
こ
う
室
へ
の
送
気
又
は
気
こ
う
室
か
ら
の
排
気
の
調
整
を
行
う
た
め
の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ツ
ク
を
操
作
す
る
業
務

二
十
三
　
潜
水
作
業
者
へ
の
送
気
の
調
節
を
行
う
た
め
の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ツ
ク
を
操
作
す
る
業
務

二
十
四
　
再
圧
室
を
操
作
す
る
業
務

二
十
四
の
二
　
高
圧
室
内
作
業
に
係
る
業
務

二
十
五
　
令
別
表
第
五
に
掲
げ
る
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務

二
十
六
　
令
別
表
第
六
に
掲
げ
る
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
に
お
け
る
作
業
に
係
る
業
務

二
十
七
　
特
殊
化
学
設
備
の
取
扱
い
、
整
備
及
び
修
理
の
業
務
（
令
第
二
十
条
第
五
号
に
規
定
す
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
整
備
の
業
務
を
除
く
。
）

二
十
八
　
エ
ツ
ク
ス
線
装
置
又
は
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
を
用
い
て
行
う
透
過
写
真
の
撮
影
の
業
務

二
十
八
の
二
　
加
工
施
設
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
加
工
施
設
を
い
う
。
）
、
再
処
理
施
設
（
同
法
第
四
十

四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
処
理
施
設
を
い
う
。
）
又
は
使
用
施
設
等
（
同
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
使
用
施
設
等
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三

十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
の
使
用
施
設
等
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
の
管
理
区
域
（
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
一
号
。
以
下
「
電
離
則
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
区
域
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
（
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
を
い
う
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

（
原
子
核
分
裂
生
成
物
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
り
扱
う
業
務

二
十
八
の
三
　
原
子
炉
施
設
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
及
び
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す

る
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
い
う
。
）
の
管
理
区
域
内
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
又
は
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
取
り
扱
う
業
務
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二
十
八
の
四
　
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
除
染
則
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
物
そ
の
他
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
当
該
原
子
力
発
電
所
か
ら

放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
を
い
う
。
）
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
つ
て
、
電
離
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
処
分
の
業
務

二
十
八
の
五
　
電
離
則
第
七
条
の
二
第
三
項
の
特
例
緊
急
作
業
に
係
る
業
務

二
十
九
　
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
。
以
下
「
粉
じ
ん
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
特
定
粉
じ
ん
作
業
（
設
備
に
よ
る
注
水
又
は
注
油
を
し
な
が
ら
行
う
粉
じ
ん
則
第
三
条
各
号
に

掲
げ
る
作
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
業
務

三
十
　
ず
い
道
等
の
掘
削
の
作
業
又
は
こ
れ
に
伴
う
ず
り
、
資
材
等
の
運
搬
、
覆
工
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
等
の
作
業
（
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
業
務

三
十
一
　
マ
ニ
プ
レ
ー
タ
及
び
記
憶
装
置
（
可
変
シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
装
置
及
び
固
定
シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
、
記
憶
装
置
の
情
報
に
基
づ
き
マ
ニ
プ
レ
ー
タ
の
伸
縮
、
屈
伸
、
上
下

移
動
、
左
右
移
動
若
し
く
は
旋
回
の
動
作
又
は
こ
れ
ら
の
複
合
動
作
を
自
動
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
機
械
（
研
究
開
発
中
の
も
の
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
」
と
い
う
。
）
の
可

動
範
囲
（
記
憶
装
置
の
情
報
に
基
づ
き
マ
ニ
プ
レ
ー
タ
そ
の
他
の
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
各
部
の
動
く
こ
と
が
で
き
る

大
の
範
囲
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
お
い
て
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
に
つ
い
て
行
う
マ
ニ
プ
レ
ー
タ
の
動

作
の
順
序
、
位
置
若
し
く
は
速
度
の
設
定
、
変
更
若
し
く
は
確
認
（
以
下
「
教
示
等
」
と
い
う
。
）
（
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
駆
動
源
を
遮
断
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
可
動

範
囲
内
に
お
い
て
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
に
つ
い
て
教
示
等
を
行
う
労
働
者
と
共
同
し
て
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
可
動
範
囲
外
に
お
い
て
行
う
当
該
教
示
等
に
係
る
機
器
の
操
作
の
業
務

三
十
二
　
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
検
査
、
修
理
若
し
く
は
調
整
（
教
示
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
結
果
の
確
認
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
検
査
等
」

と
い
う
。
）
（
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
中
に
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
検
査
等
を
行
う
労
働
者
と
共
同
し
て
当
該
産
業
用
ロ

ボ
ツ
ト
の
可
動
範
囲
外
に
お
い
て
行
う
当
該
検
査
等
に
係
る
機
器
の
操
作
の
業
務

三
十
三
　
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
用
タ
イ
ヤ
の
組
立
て
に
係
る
業
務
の
う
ち
、
空
気
圧
縮
機
を
用
い
て
当
該
タ
イ
ヤ
に
空
気
を
充
て
ん
す
る
業
務

三
十
四
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
四
百
三
十
三
号
）
別
表
第
一
第
五
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
焼
却
炉
を
有
す
る
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
（
第
九
十
条
第
五
号
の
四
を
除
き
、
以
下
「
廃
棄
物
の

焼
却
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
ば
い
じ
ん
及
び
焼
却
灰
そ
の
他
の
燃
え
殻
を
取
り
扱
う
業
務
（
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

三
十
五
　
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
設
置
さ
れ
た
廃
棄
物
焼
却
炉
、
集
じ
ん
機
等
の
設
備
の
保
守
点
検
等
の
業
務

三
十
六
　
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
設
置
さ
れ
た
廃
棄
物
焼
却
炉
、
集
じ
ん
機
等
の
設
備
の
解
体
等
の
業
務
及
び
こ
れ
に
伴
う
ば
い
じ
ん
及
び
焼
却
灰
そ
の
他
の
燃
え
殻
を
取
り
扱
う
業
務

三
十
七
　
石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
。
以
下
「
石
綿
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
掲
げ
る
作
業
に
係
る
業
務

三
十
八
　
除
染
則
第
二
条
第
七
項
の
除
染
等
業
務
及
び
同
条
第
八
項
の
特
定
線
量
下
業
務

三
十
九
　
足
場
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
に
係
る
業
務
（
地
上
又
は
堅
固
な
床
上
に
お
け
る
補
助
作
業
の
業
務
を
除
く
。
）

四
十
　
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
あ
つ
て
作
業
床
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
昇
降
器
具
（
労
働
者
自
ら
の
操
作
に
よ
り
上
昇
し
、
又
は
下
降
す
る
た
め
の
器
具
で
あ
つ
て
、
作
業
箇
所
の
上
方
に
あ
る

支
持
物
に
ロ
ー
プ
を
緊
結
し
て
つ
り
下
げ
、
当
該
ロ
ー
プ
に
労
働
者
の
身
体
を
保
持
す
る
た
め
の
器
具
（
第
五
百
三
十
九
条
の
二
及
び
第
五
百
三
十
九
条
の
三
に
お
い
て
「
身
体
保
持
器
具
」
と
い
う
。
）
を
取
り
付
け
た
も
の
を
い

う
。
）
を
用
い
て
、
労
働
者
が
当
該
昇
降
器
具
に
よ
り
身
体
を
保
持
し
つ
つ
行
う
作
業
（
四
十
度
未
満
の
斜
面
に
お
け
る
作
業
を
除
く
。
以
下
「
ロ
ー
プ
高
所
作
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
業
務

四
十
一
　
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
あ
つ
て
作
業
床
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
墜
落
制
止
用
器
具
（
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
八
号
の
墜
落
制
止
用
器
具
を
い
う
。
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
型
の
も
の
を
用
い
て
行
う
作
業
に
係
る
業
務
（
前
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

（
特
別
教
育
の
科
目
の
省
略
）

第
三
十
七
条
　
事
業
者
は
、
法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
特
別
の
教
育
（
以
下
「
特
別
教
育
」
と
い
う
。
）
の
科
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
及
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
科
目
に

つ
い
て
の
特
別
教
育
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
別
教
育
の
記
録
の
保
存
）

第
三
十
八
条
　
事
業
者
は
、
特
別
教
育
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
特
別
教
育
の
受
講
者
、
科
目
等
の
記
録
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
教
育
の
細
目
）

第
三
十
九
条
　
前
二
条
及
び
第
五
百
九
十
二
条
の
七
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
六
条
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
及
び
第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

に
係
る
特
別
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

（
職
長
等
の
教
育
）

第
四
十
条
　
法
第
六
十
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
異
常
時
等
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
そ
の
他
現
場
監
督
者
と
し
て
行
う
べ
き
労
働
災
害
防
止
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
六
十
条
の
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

事
項

時
間

法
第
六
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

一
　
作
業
手
順
の
定
め
方

二
　
労
働
者
の
適
正
な
配
置
の
方
法

二
時
間
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法
第
六
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

一
　
指
導
及
び
教
育
の
方
法

二
　
作
業
中
に
お
け
る
監
督
及
び
指
示
の
方
法

二
・
五
時
間

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

一
　
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
の
方
法

二
　
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置

三
　
設
備
、
作
業
等
の
具
体
的
な
改
善
の
方
法

四
時
間

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

一
　
異
常
時
に
お
け
る
措
置

二
　
災
害
発
生
時
に
お
け
る
措
置

一
・
五
時
間

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

一
　
作
業
に
係
る
設
備
及
び
作
業
場
所
の
保
守
管
理
の
方
法

二
　
労
働
災
害
防
止
に
つ
い
て
の
関
心
の
保
持
及
び
労
働
者
の
創
意
工
夫
を
引
き
出
す
方
法

二
時
間

３
　
事
業
者
は
、
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
及
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
に
関
す
る
教
育
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
針
の
公
表
）

第
四
十
条
の
二
　
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
指
定
事
業
場
等
に
お
け
る
安
全
衛
生
教
育
の
計
画
及
び
実
施
結
果
報
告
）

第
四
十
条
の
三
　
事
業
者
は
、
指
定
事
業
場
又
は
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
労
働
災
害
の
発
生
率
等
を
考
慮
し
て
指
定
す
る
事
業
場
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
に

関
す
る
具
体
的
な
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
事
業
者
は
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
つ
た
法
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
の
実
施
結
果
を
、
毎
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
、
様
式
第
四
号
の
五
に
よ

り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
　
就
業
制
限

（
就
業
制
限
に
つ
い
て
の
資
格
）

第
四
十
一
条
　
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
職
業
訓
練
の
特
例
）

第
四
十
二
条
　
事
業
者
は
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
職
業
訓
練
を
受
け
る
労
働
者
（
以
下
「
訓
練
生
」
と
い
う
。
）
に
技
能
を
修
得
さ
せ
る
た
め
令
第
二
十
条

第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
又
は
第
十
一
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
就
か
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職

業
訓
練
開
始
後
六
月
（
訓
練
期
間
が
六
月
の
訓
練
科
に
係
る
訓
練
生
で
、
令
第
二
十
条
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
就
か
せ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
五
月
、
当
該
訓
練
科
に
係
る
訓
練
生
で
、
同

条
第
十
一
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
就
か
せ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三
月
）
を
経
過
し
た
後
は
、
訓
練
生
を
当
該
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
訓
練
生
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る
間
、
訓
練
生
に
対
し
、
当
該
業
務
に
関
す
る
危
険
又
は
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
職
業
訓
練
指
導
員
に
指
示
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
訓
練
生
に
対
し
、
当
該
業
務
に
関
し
必
要
な
安
全
又
は
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
教
育
を
行
な
う
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
訓
練
生
に
技
能
を
修
得
さ
せ
る
た
め
令
第
二
十
条
第
十
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
か
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
業
訓
練

開
始
後
直
ち
に
訓
練
生
を
当
該
業
務
に
つ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
場
合
に
お
け
る
当
該
訓
練
生
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
章
　
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置

第
一
節
　
作
業
環
境
測
定

（
作
業
環
境
測
定
指
針
の
公
表
）

第
四
十
二
条
の
二
　
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
環
境
測
定
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
作
業
環
境
測
定
の
指
示
）

第
四
十
二
条
の
三
　
法
第
六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
作
業
環
境
測
定
を
実
施
す
べ
き
作
業
場
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
一
節
の
二
　
健
康
診
断

（
雇
入
時
の
健
康
診
断
）

第
四
十
三
条
　
事
業
者
は
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者
を
雇
い
入
れ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
受
け
た
後
、
三

月
を
経
過
し
な
い
者
を
雇
い
入
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
当
該
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
健
康
診
断
の
項
目
に
相
当
す
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
既
往
歴
及
び
業
務
歴
の
調
査

二
　
自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状
の
有
無
の
検
査

三
　
身
長
、
体
重
、
腹
囲
、
視
力
及
び
聴
力
（
千
ヘ
ル
ツ
及
び
四
千
ヘ
ル
ツ
の
音
に
係
る
聴
力
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
検
査
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四
　
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査

五
　
血
圧
の
測
定

六
　
血
色
素
量
及
び
赤
血
球
数
の
検
査
（
次
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
「
貧
血
検
査
」
と
い
う
。
）

七
　
血
清
グ
ル
タ
ミ
ッ
ク
オ
キ
サ
ロ
ア
セ
チ
ッ
ク
ト
ラ
ン
ス
ア
ミ
ナ
ー
ゼ
（
Ｇ
Ｏ
Ｔ
）
、
血
清
グ
ル
タ
ミ
ッ
ク
ピ
ル
ビ
ッ
ク
ト
ラ
ン
ス
ア
ミ
ナ
ー
ゼ
（
Ｇ
Ｐ
Ｔ
）
及
び
ガ
ン
マ―

グ
ル
タ
ミ
ル
ト
ラ
ン
ス
ペ
プ
チ
ダ
ー
ゼ
（γ

―

Ｇ
Ｔ

Ｐ
）
の
検
査
（
次
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
「
肝
機
能
検
査
」
と
い
う
。
）

八
　
低
比
重
リ
ポ

た
ん蛋

白
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
（
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
）
、
高
比
重
リ
ポ

た
ん蛋

白
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
（
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
）
及
び
血
清
ト
リ
グ
リ
セ
ラ
イ
ド
の
量
の
検
査
（
次
条
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
「
血
中

脂
質
検
査
」
と
い
う
。
）

九
　
血
糖
検
査

十
　
尿
中
の
糖
及
び

た
ん蛋

白
の
有
無
の
検
査
（
次
条
第
一
項
第
十
号
に
お
い
て
「
尿
検
査
」
と
い
う
。
）

十
一
　
心
電
図
検
査

（
定
期
健
康
診
断
）

第
四
十
四
条
　
事
業
者
は
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者
（
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
既
往
歴
及
び
業
務
歴
の
調
査

二
　
自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状
の
有
無
の
検
査

三
　
身
長
、
体
重
、
腹
囲
、
視
力
及
び
聴
力
の
検
査

四
　
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
及
び

か
く
た
ん

喀
痰
検
査

五
　
血
圧
の
測
定

六
　
貧
血
検
査

七
　
肝
機
能
検
査

八
　
血
中
脂
質
検
査

九
　
血
糖
検
査

十
　
尿
検
査

十
一
　
心
電
図
検
査

２
　
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
健
康
診
断
は
、
前
条
、
第
四
十
五
条
の
二
又
は
法
第
六
十
六
条
第
二
項
前
段
の
健
康
診
断
を
受
け
た
者
（
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
書
面
を
提
出
し
た
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
健
康
診
断
の
実
施
の
日
か
ら

一
年
間
に
限
り
、
そ
の
者
が
受
け
た
当
該
健
康
診
断
の
項
目
に
相
当
す
る
項
目
を
省
略
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
項
目
（
聴
力
の
検
査
に
限
る
。
）
は
、
四
十
五
歳
未
満
の
者
（
三
十
五
歳
及
び
四
十
歳
の
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
が
適
当
と
認
め
る
聴
力
（
千
ヘ
ル
ツ
又
は
四

千
ヘ
ル
ツ
の
音
に
係
る
聴
力
を
除
く
。
）
の
検
査
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
満
十
五
歳
以
下
の
者
の
健
康
診
断
の
特
例
）

第
四
十
四
条
の
二
　
事
業
者
は
、
前
二
条
の
健
康
診
断
を
行
お
う
と
す
る
日
の
属
す
る
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
満
十
五
歳
以
下
の
年
齢
に
達
す
る
者
で
、

当
該
年
度
に
お
い
て
学
校
保
健
安
全
法
第
十
一
条
又
は
第
十
三
条
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
を
受
け
た
も
の
又
は
受
け
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
（
学
校
教
育
法
に
よ
る
中
学
校
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
修
了
し

た
者
に
係
る
第
四
十
三
条
の
健
康
診
断
を
除
く
。
）
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
二
条
の
健
康
診
断
を
行
お
う
と
す
る
日
の
属
す
る
年
度
に
お
い
て
満
十
五
歳
以
下
の
年
齢
に
達
す
る
者
で
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
健
康
診
断
の
項
目

の
全
部
又
は
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
業
務
従
事
者
の
健
康
診
断
）

第
四
十
五
条
　
事
業
者
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い

て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
四
号
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
行
え
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
回
の
健
康
診
断
に
お
い
て
第
四
十
四
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
項
目
の
全
部
又
は
一
部
を
省
略
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
健
康
診
断
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
一
年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
月
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
第
一
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
の
項
目
の
う
ち
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
項
目
（
聴
力
の
検
査
に
限
る
。
）
は
、
前
回
の
健
康
診
断
に
お
い
て
当
該
項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
者
又
は
四
十

五
歳
未
満
の
者
（
三
十
五
歳
及
び
四
十
歳
の
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
が
適
当
と
認
め
る
聴
力
（
千
ヘ
ル
ツ
又
は
四
千
ヘ
ル
ツ
の
音
に
係
る
聴
力
を
除
く
。
）
の
検
査
を
も
つ
て
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
海
外
派
遣
労
働
者
の
健
康
診
断
）

第
四
十
五
条
の
二
　
事
業
者
は
、
労
働
者
を
本
邦
外
の
地
域
に
六
月
以
上
派
遣
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
項
目
の
う
ち

医
師
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
項
目
に
つ
い
て
、
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
事
業
者
は
、
本
邦
外
の
地
域
に
六
月
以
上
派
遣
し
た
労
働
者
を
本
邦
の
地
域
内
に
お
け
る
業
務
に
就
か
せ
る
と
き
（
一
時
的
に
就
か
せ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
及

び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
項
目
の
う
ち
医
師
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
項
目
に
つ
い
て
、
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
健
康
診
断
は
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
前
条
又
は
法
第
六
十
六
条
第
二
項
前
段
の
健
康
診
断
を
受
け
た
者
（
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
書
面
を
提
出
し
た
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
健

康
診
断
の
実
施
の
日
か
ら
六
月
間
に
限
り
、
そ
の
者
が
受
け
た
当
該
健
康
診
断
の
項
目
に
相
当
す
る
項
目
を
省
略
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
健
康
診
断
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
四
号
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
第
四
号
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
六
条
　
削
除

（
給
食
従
業
員
の
検
便
）

第
四
十
七
条
　
事
業
者
は
、
事
業
に
附
属
す
る
食
堂
又
は
炊
事
場
に
お
け
る
給
食
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
雇
入
れ
の
際
又
は
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
、
検
便
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
歯
科
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
）

第
四
十
八
条
　
事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
三
項
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
雇
入
れ
の
際
、
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
当
該
業
務
に
つ
い
た
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
歯
科
医
師
に
よ

る
健
康
診
断
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
の
指
示
）

第
四
十
九
条
　
法
第
六
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
実
施
す
べ
き
健
康
診
断
の
項
目
、
健
康
診
断
を
受
け
る
べ
き
労
働
者
の
範
囲
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
労
働
者
の
希
望
す
る
医
師
等
に
よ
る
健
康
診
断
の
証
明
）

第
五
十
条
　
法
第
六
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
書
面
は
、
当
該
労
働
者
の
受
け
た
健
康
診
断
の
項
目
ご
と
に
、
そ
の
結
果
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
発
的
健
康
診
断
）

第
五
十
条
の
二
　
法
第
六
十
六
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
常
時
使
用
さ
れ
、
同
条
の
自
ら
受
け
た
健
康
診
断
を
受
け
た
日
前
六
月
間
を
平
均
し
て
一
月
当
た
り
四
回
以
上
同
条
の
深
夜
業
に
従
事
し
た
こ
と
と
す
る
。

第
五
十
条
の
三
　
前
条
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
自
ら
受
け
た
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
事
業
者
に
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
健
康
診
断
を
受
け
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
条
の
四
　
法
第
六
十
六
条
の
二
の
書
面
は
、
当
該
労
働
者
の
受
け
た
健
康
診
断
の
項
目
ご
と
に
、
そ
の
結
果
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
結
果
の
記
録
の
作
成
）

第
五
十
一
条
　
事
業
者
は
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
若
し
く
は
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
の
健
康
診
断
若
し
く
は
法
第
六
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
て
行
つ
た
健
康
診
断
（
同
条
第
五
項
た
だ
し
書
の

場
合
に
お
い
て
当
該
労
働
者
が
受
け
た
健
康
診
断
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
「
第
四
十
三
条
等
の
健
康
診
断
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
六
十
六
条
の
二
の
自
ら
受
け
た
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
き
、
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
五

号
）
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
の
結
果
に
つ
い
て
の
医
師
等
か
ら
の
意
見
聴
取
）

第
五
十
一
条
の
二
　
第
四
十
三
条
等
の
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
く
法
第
六
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
四
十
三
条
等
の
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
日
（
法
第
六
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
労
働
者
が
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
事
業
者
に
提
出
し
た
日
）
か
ら
三
月
以
内
に
行
う
こ
と
。

二
　
聴
取
し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見
を
健
康
診
断
個
人
票
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
六
十
六
条
の
二
の
自
ら
受
け
た
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
く
法
第
六
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
が
事
業
者
に
提
出
さ
れ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
行
う
こ
と
。

二
　
聴
取
し
た
医
師
の
意
見
を
健
康
診
断
個
人
票
に
記
載
す
る
こ
と
。

３
　
事
業
者
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
、
前
二
項
の
意
見
聴
取
を
行
う
上
で
必
要
と
な
る
労
働
者
の
業
務
に
関
す
る
情
報
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
針
の
公
表
）

第
五
十
一
条
の
三
　
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
六
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
健
康
診
断
の
結
果
の
通
知
）

第
五
十
一
条
の
四
　
事
業
者
は
、
法
第
六
十
六
条
第
四
項
又
は
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
若
し
く
は
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
の
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
当
該
健
康
診
断
の
結
果
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
結
果
報
告
）

第
五
十
二
条
　
常
時
五
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
者
は
、
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
五
条
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
定
期
健
康
診
断
結
果
報
告
書
（
様
式
第
六
号
）
を
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
第
四
十
八
条
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
有
害
な
業
務
に
係
る
歯
科
健
康
診
断
結
果
報
告
書
（
様
式
第
六
号
の
二
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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第
一
節
の
三
　
長
時
間
に
わ
た
る
労
働
に
関
す
る
面
接
指
導
等

（
面
接
指
導
の
対
象
と
な
る
労
働
者
の
要
件
等
）

第
五
十
二
条
の
二
　
法
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
休
憩
時
間
を
除
き
一
週
間
当
た
り
四
十
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
え
た
時
間
が
一
月
当
た
り
八
十
時
間
を
超
え
、
か

つ
、
疲
労
の
蓄
積
が
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
期
日
前
一
月
以
内
に
法
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
又
は
第
六
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
を
受
け
た
労
働
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
労
働
者
で
あ
つ
て
法
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
必
要
が
な
い
と
医
師
が
認
め
た
も
の
を
除
く
。

２
　
前
項
の
超
え
た
時
間
の
算
定
は
、
毎
月
一
回
以
上
、
一
定
の
期
日
を
定
め
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
超
え
た
時
間
の
算
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
同
項
の
超
え
た
時
間
が
一
月
当
た
り
八
十
時
間
を
超
え
た
労
働
者
に
対
し
、
当
該
労
働
者
に
係
る
当
該
超
え
た
時
間
に
関
す
る
情
報
を
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
面
接
指
導
の
実
施
方
法
等
）

第
五
十
二
条
の
三
　
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
は
、
前
条
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
の
申
出
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
出
は
、
前
条
第
二
項
の
期
日
後
、
遅
滞
な
く
、
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
事
業
者
は
、
労
働
者
か
ら
第
一
項
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
産
業
医
は
、
前
条
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
に
対
し
て
、
第
一
項
の
申
出
を
行
う
よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
面
接
指
導
に
お
け
る
確
認
事
項
）

第
五
十
二
条
の
四
　
医
師
は
、
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
申
出
を
行
つ
た
労
働
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
労
働
者
の
勤
務
の
状
況

二
　
当
該
労
働
者
の
疲
労
の
蓄
積
の
状
況

三
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
労
働
者
の
心
身
の
状
況

（
労
働
者
の
希
望
す
る
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
の
証
明
）

第
五
十
二
条
の
五
　
法
第
六
十
六
条
の
八
第
二
項
た
だ
し
書
の
書
面
は
、
当
該
労
働
者
の
受
け
た
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
実
施
年
月
日

二
　
当
該
労
働
者
の
氏
名

三
　
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
を
行
つ
た
医
師
の
氏
名

四
　
当
該
労
働
者
の
疲
労
の
蓄
積
の
状
況

五
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
労
働
者
の
心
身
の
状
況

（
面
接
指
導
結
果
の
記
録
の
作
成
）

第
五
十
二
条
の
六
　
事
業
者
は
、
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
（
法
第
六
十
六
条
の
八
第
二
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
当
該
労
働
者
が
受
け
た
も
の
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
法
第
六
十
六

条
の
八
の
面
接
指
導
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
記
録
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
法
第
六
十
六
条
の
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
意
見
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
面
接
指
導
の
結
果
に
つ
い
て
の
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
）

第
五
十
二
条
の
七
　
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
の
結
果
に
基
づ
く
法
第
六
十
六
条
の
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
は
、
当
該
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
が
行
わ
れ
た
後
（
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
の

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
労
働
者
が
当
該
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
事
業
者
に
提
出
し
た
後
）
、
遅
滞
な
く
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
六
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
時
間
等
）

第
五
十
二
条
の
七
の
二
　
法
第
六
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
時
間
は
、
休
憩
時
間
を
除
き
一
週
間
当
た
り
四
十
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
え
た
時
間
に
つ
い
て
、
一
月
当
た
り
百

時
間
と
す
る
。

２
　
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
の
四
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
六
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
二
条

の
二
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
二
条
の
七
の
二
第
一
項
」
と
、
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
の
申
出
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
二
項
の
期
日
後
、
遅
滞
な
く
」

と
、
第
五
十
二
条
の
四
中
「
前
条
第
一
項
の
申
出
を
行
つ
た
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
労
働
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
六
十
六
条
の
八
の
三
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
等
）

第
五
十
二
条
の
七
の
三
　
法
第
六
十
六
条
の
八
の
三
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
に
よ
る
記
録
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
の
電
子
計
算
機
の
使
用
時
間
の
記
録
等
の
客
観
的
な
方
法
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
と
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
把
握
し
た
労
働
時
間
の
状
況
の
記
録
を
作
成
し
、
三
年
間
保
存
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
六
十
六
条
の
八
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
時
間
等
）

第
五
十
二
条
の
七
の
四
　
法
第
六
十
六
条
の
八
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
時
間
は
、
一
週
間
当
た
り
の
健
康
管
理
時
間
（
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
健
康
管
理
時
間
を
い
う
。
）
が
四
十
時
間
を
超
え
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
え
た
時
間
に
つ
い
て
、
一
月
当
た
り
百
時
間
と
す
る
。
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２
　
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
の
四
か
ら
第
五
十
二
条
の
七
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
六
十
六
条
の
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
二
条
の
七
の
四
第
一
項
」
と
、
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
の
申
出
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
二
項
の
期
日
後
、

遅
滞
な
く
、
」
と
、
第
五
十
二
条
の
四
中
「
前
条
第
一
項
の
申
出
を
行
つ
た
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
労
働
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
六
十
六
条
の
九
の
必
要
な
措
置
の
実
施
）

第
五
十
二
条
の
八
　
法
第
六
十
六
条
の
九
の
必
要
な
措
置
は
、
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
の
実
施
又
は
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
に
準
ず
る
措
置
（
第
三
項
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
法
第
六
十
六
条
の
八
の
四
第

一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
の
実
施
）
と
す
る
。

２
　
労
働
基
準
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
に
対
し
て
行
う
法
第
六
十
六
条
の
九
の
必
要
な
措
置
は
、
事
業
場
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
当
該
必
要
な
措
置
の
実
施
に
関
す
る
基
準
に
該

当
す
る
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
労
働
基
準
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者
に
対
し
て
行
う
法
第
六
十
六
条
の
九
の
必
要
な
措
置
は
、
当
該
労
働
者
の
申
出
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
一
節
の
四
　
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
等

（
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
の
実
施
方
法
）

第
五
十
二
条
の
九
　
事
業
者
は
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者
に
対
し
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
法
第
六
十
六
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
検
査
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
職
場
に
お
け
る
当
該
労
働
者
の
心
理
的
な
負
担
の
原
因
に
関
す
る
項
目

二
　
当
該
労
働
者
の
心
理
的
な
負
担
に
よ
る
心
身
の
自
覚
症
状
に
関
す
る
項
目

三
　
職
場
に
お
け
る
他
の
労
働
者
に
よ
る
当
該
労
働
者
へ
の
支
援
に
関
す
る
項
目

（
検
査
の
実
施
者
等
）

第
五
十
二
条
の
十
　
法
第
六
十
六
条
の
十
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
医
師
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一
　
医
師

二
　
保
健
師

三
　
検
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
の
研
修
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
歯
科
医
師
、
看
護
師
、
精
神
保
健
福
祉
士
又
は
公
認
心
理
師

２
　
検
査
を
受
け
る
労
働
者
に
つ
い
て
解
雇
、
昇
進
又
は
異
動
に
関
し
て
直
接
の
権
限
を
持
つ
監
督
的
地
位
に
あ
る
者
は
、
検
査
の
実
施
の
事
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
検
査
結
果
等
の
記
録
の
作
成
等
）

第
五
十
二
条
の
十
一
　
事
業
者
は
、
第
五
十
二
条
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
検
査
を
行
つ
た
医
師
等
に
よ
る
当
該
検
査
の
結
果
の
記
録
の
作
成
の
事
務
及
び
当
該
検
査
の
実
施
の
事
務
に
従
事
し
た
者
に
よ
る
当
該
記

録
の
保
存
の
事
務
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
結
果
の
通
知
）

第
五
十
二
条
の
十
二
　
事
業
者
は
、
検
査
を
受
け
た
労
働
者
に
対
し
、
当
該
検
査
を
行
つ
た
医
師
等
か
ら
、
遅
滞
な
く
、
当
該
検
査
の
結
果
が
通
知
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
者
の
同
意
の
取
得
等
）

第
五
十
二
条
の
十
三
　
法
第
六
十
六
条
の
十
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
労
働
者
の
同
意
の
取
得
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
受
け
た
労
働
者
の
同
意
を
得
て
、
当
該
検
査
を
行
つ
た
医
師
等
か
ら
当
該
労
働
者
の
検
査
の
結
果
の
提
供
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
検
査
の
結
果
の
記

録
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
結
果
の
集
団
ご
と
の
分
析
等
）

第
五
十
二
条
の
十
四
　
事
業
者
は
、
検
査
を
行
つ
た
場
合
は
、
当
該
検
査
を
行
つ
た
医
師
等
に
、
当
該
検
査
の
結
果
を
当
該
事
業
場
の
当
該
部
署
に
所
属
す
る
労
働
者
の
集
団
そ
の
他
の
一
定
規
模
の
集
団
ご
と
に
集
計
さ
せ
、
そ
の
結

果
に
つ
い
て
分
析
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
分
析
の
結
果
を
勘
案
し
、
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
集
団
の
労
働
者
の
実
情
を
考
慮
し
て
、
当
該
集
団
の
労
働
者
の
心
理
的
な
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
面
接
指
導
の
対
象
と
な
る
労
働
者
の
要
件
）

第
五
十
二
条
の
十
五
　
法
第
六
十
六
条
の
十
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
検
査
の
結
果
、
心
理
的
な
負
担
の
程
度
が
高
い
者
で
あ
つ
て
、
同
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
面
接
指
導
」
と
い

う
。
）
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
当
該
検
査
を
行
つ
た
医
師
等
が
認
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
面
接
指
導
の
実
施
方
法
等
）

第
五
十
二
条
の
十
六
　
法
第
六
十
六
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
申
出
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
の
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
が
検
査
の
結
果
の
通
知
を
受
け
た
後
、
遅
滞
な
く
行
う
も
の

と
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
前
条
の
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
か
ら
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
面
接
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
検
査
を
行
つ
た
医
師
等
は
、
前
条
の
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
に
対
し
て
、
申
出
を
行
う
よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
面
接
指
導
に
お
け
る
確
認
事
項
）

第
五
十
二
条
の
十
七
　
医
師
は
、
面
接
指
導
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
申
出
を
行
つ
た
労
働
者
に
対
し
、
第
五
十
二
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
労
働
者
の
勤
務
の
状
況
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二
　
当
該
労
働
者
の
心
理
的
な
負
担
の
状
況

三
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
労
働
者
の
心
身
の
状
況

（
面
接
指
導
結
果
の
記
録
の
作
成
）

第
五
十
二
条
の
十
八
　
事
業
者
は
、
面
接
指
導
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
面
接
指
導
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
記
録
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
実
施
年
月
日

二
　
当
該
労
働
者
の
氏
名

三
　
面
接
指
導
を
行
つ
た
医
師
の
氏
名

四
　
法
第
六
十
六
条
の
十
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
意
見

（
面
接
指
導
の
結
果
に
つ
い
て
の
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
）

第
五
十
二
条
の
十
九
　
面
接
指
導
の
結
果
に
基
づ
く
法
第
六
十
六
条
の
十
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
は
、
面
接
指
導
が
行
わ
れ
た
後
、
遅
滞
な
く
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
針
の
公
表
）

第
五
十
二
条
の
二
十
　
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
六
十
六
条
の
十
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
検
査
及
び
面
接
指
導
結
果
の
報
告
）

第
五
十
二
条
の
二
十
一
　
常
時
五
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
者
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
結
果
等
報
告
書
（
様
式
第
六
号
の
三
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督

署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
健
康
管
理
手
帳

（
令
第
二
十
三
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
）

第
五
十
二
条
の
二
十
二
　
令
第
二
十
三
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
屋
内
作
業
場
等
（
屋
内
作
業
場
及
び
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
有
機
則
」
と
い
う
。
）
第

一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
所
を
い
う
。
）
と
す
る
。

（
健
康
管
理
手
帳
の
交
付
）

第
五
十
三
条
　
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、
労
働
基
準
法
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
、
そ
の
従
事
し
た
業
務
に
応
じ
て
、
離
職
の
際
に

又
は
離
職
の
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

業
務

要
件

令
第
二
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
十
二
号
の
業
務

当
該
業
務
に
三
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
三
号
の
業
務

じ
ん
肺
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
十
五
条
第
三
項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
じ
ん
肺
管
理
区
分
が
管
理
二
又
は
管
理
三
で
あ
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
四
号
の
業
務

当
該
業
務
に
四
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
五
号
の
業
務

当
該
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
六
号
の
業
務

当
該
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
七
号
の
業
務

当
該
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
八
号
の
業
務

両
肺
野
に
ベ
リ
リ
ウ
ム
に
よ
る
び
慢
性
の
結
節
性
陰
影
が
あ
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
九
号
の
業
務

当
該
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
十
号
の
業
務

当
該
業
務
に
四
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
十
一
号
の
業
務
（
石
綿
等
（
令
第
六
条
第
二
十
三

号
に
規
定
す
る
石
綿
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取

り
扱
う
業
務
に
限
る
。
）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

一
　
両
肺
野
に
石
綿
に
よ
る
不
整
形
陰
影
が
あ
り
、
又
は
石
綿
に
よ
る
胸
膜
肥
厚
が
あ
る
こ
と
。

二
　
石
綿
等
の
製
造
作
業
、
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
保
温
材
、
耐
火
被
覆
材
等
の
張
付
け
、
補
修
若
し
く
は
除
去
の
作
業
、
石
綿
等
の
吹
付
け
の
作
業
又

は
石
綿
等
が
吹
き
付
け
ら
れ
た
建
築
物
、
工
作
物
等
の
解
体
、
破
砕
等
の
作
業
（
吹
き
付
け
ら
れ
た
石
綿
等
の
除
去
の
作
業
を
含
む
。
）
に
一
年
以
上
従
事
し

た
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
初
め
て
石
綿
等
の
粉
じ
ん
に
ば
く
露
し
た
日
か
ら
十
年
以
上
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

三
　
石
綿
等
を
取
り
扱
う
作
業
（
前
号
の
作
業
を
除
く
。
）
に
十
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

四
　
前
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
十
一
号
の
業
務
（
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り

扱
う
業
務
を
除
く
。
）

両
肺
野
に
石
綿
に
よ
る
不
整
形
陰
影
が
あ
り
、
又
は
石
綿
に
よ
る
胸
膜
肥
厚
が
あ
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
十
三
号
の
業
務

当
該
業
務
に
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
十
四
号
の
業
務

当
該
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。
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令
第
二
十
三
条
第
十
五
号
の
業
務

当
該
業
務
に
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

２
　
健
康
管
理
手
帳
（
以
下
「
手
帳
」
と
い
う
。
）
の
交
付
は
、
前
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
（
離
職
の
後
に
同
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者

の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
健
康
管
理
手
帳
交
付
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
に
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
を
証
す
る
書
類
（
当
該
書
類
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
て
書
）
（
令
第
二
十
三
条

第
八
号
又
は
第
十
一
号
の
業
務
に
係
る
前
項
の
申
請
（
同
号
の
業
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
令
第
二
十
三
条
第
十
一
号
の
業
務
（
石
綿
等
（
令
第
六
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
石
綿
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
限
る
。
）
の
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
胸
部
の
エ
ッ
ク
ス
線
直
接
撮
影
又
は
特
殊
な
エ
ッ
ク
ス
線

撮
影
に
よ
る
写
真
を
含
む
。
）
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
（
離
職
の
後
に
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
帳
の
様
式
）

第
五
十
四
条
　
手
帳
は
、
様
式
第
八
号
に
よ
る
。

（
受
診
の
勧
告
）

第
五
十
五
条
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
手
帳
を
交
付
す
る
と
き
は
、
当
該
手
帳
の
交
付
を
受
け
る
者
に
対
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
を
勧
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
六
条
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
前
条
の
勧
告
を
す
る
と
き
は
、
手
帳
の
交
付
を
受
け
る
者
に
対
し
、
そ
の
者
が
受
け
る
健
康
診
断
の
回
数
、
方
法
そ
の
他
当
該
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

（
手
帳
の
提
出
等
）

第
五
十
七
条
　
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
（
以
下
「
手
帳
所
持
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
五
十
五
条
の
勧
告
に
係
る
健
康
診
断
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
健
康
診
断
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
と
き
は
、
手
帳
を
当
該
健
康
診
断
を
行
な

う
医
療
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
医
療
機
関
は
、
手
帳
所
持
者
に
対
し
健
康
診
断
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
そ
の
者
の
手
帳
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
医
療
機
関
は
、
手
帳
所
持
者
に
対
し
健
康
診
断
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
報
告
書
を
当
該
医
療
機
関
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
帳
の
書
替
え
）

第
五
十
八
条
　
手
帳
所
持
者
は
、
氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内
に
、
健
康
管
理
手
帳
書
替
申
請
書
（
様
式
第
十
号
）
に
手
帳
を
添
え
て
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
手
帳
の
書

替
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
帳
の
再
交
付
）

第
五
十
九
条
　
手
帳
所
持
者
は
、
手
帳
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
健
康
管
理
手
帳
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
十
号
）
を
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
手
帳
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
手
帳
を
損
傷
し
た
者
が
前
項
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
手
帳
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
手
帳
所
持
者
は
、
手
帳
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
滅
失
し
た
手
帳
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
第
一
項
の
都
道
府
県
労
働
局
長
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
帳
の
返
還
）

第
六
十
条
　
手
帳
所
持
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
手
帳
所
持
者
の
相
続
人
又
は
法
定
代
理
人
は
、
遅
滞
な
く
、
手
帳
を
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
病
者
の
就
業
禁
止

第
六
十
一
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
就
業
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
伝
染
予
防
の
措
置
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
病
毒
伝
ぱ
の
お
そ
れ
の
あ
る
伝
染
性
の
疾
病
に
か
か
つ
た
者

二
　
心
臓
、
腎
臓
、
肺
等
の
疾
病
で
労
働
の
た
め
病
勢
が
著
し
く
増
悪
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
か
か
つ
た
者

三
　
前
各
号
に
準
ず
る
疾
病
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
か
か
つ
た
者

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
就
業
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
産
業
医
そ
の
他
専
門
の
医
師
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節
　
指
針
の
公
表

第
六
十
一
条
の
二
　
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
章
の
二
　
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
の
た
め
の
措
置

第
六
十
一
条
の
三
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
事
業
者
が
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
の
た
め
の
措
置
の
実
施
に
関
し
必
要
な
計
画
を
作
成
し
、
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
計
画
が
法
第
七
十
一
条
の
三
の
指
針
に
照
ら
し
て
適
切

な
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
法
第
七
十
一
条
の
四
の
援
助
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
前
項
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
に
対
し
、
特
別
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章
　
免
許
等

第
一
節
　
免
許

（
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
六
十
二
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
四
条
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
の
免
許
（
以
下
「
免
許
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
免
許
の
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。
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（
免
許
の
欠
格
事
項
）

第
六
十
三
条
　
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
免
許
、
発
破
技
士
免
許
又
は
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
に
係
る
法
第
七
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
満
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
と
す

る
。

（
免
許
の
重
複
取
得
の
禁
止
）

第
六
十
四
条
　
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
免
許
と
同
一
の
種
類
の
免
許
を
重
ね
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
当
該
各
号
に
定
め
る
免
許
を
受
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
（
ク
レ

ー
ン
則
第
二
百
二
十
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
て
い
る
者
　
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
限
定
し
な
い
ク
レ

ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許

二
　
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
て
い
る
者
　
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類

を
限
定
し
な
い
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許

（
法
第
七
十
二
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
六
十
五
条
　
発
破
技
士
免
許
に
係
る
法
第
七
十
二
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
身
体
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
当
該
免
許
に
係
る
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
せ
ん
孔
機
械
、
装
て
ん
機
若
し

く
は
発
破
器
の
操
作
、
結
線
又
は
不
発
の
装
薬
若
し
く
は
残
薬
の
点
検
及
び
処
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

２
　
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
に
係
る
法
第
七
十
二
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
身
体
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
当
該
免
許
に
係
る
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
揚
貨
装
置
の
操
作
又
は
揚
貨
装
置

の
周
囲
の
状
況
の
確
認
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

３
　
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
に
係
る
法
第
七
十
二
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
身
体
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
当
該
免
許
に
係
る
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
溶
接
機
器
の
操
作
を
適
切
に

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
障
害
を
補
う
手
段
等
の
考
慮
）

第
六
十
五
条
の
二
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
発
破
技
士
免
許
、
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
又
は
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
の
申
請
を
行
つ
た
者
が
そ
れ
ぞ
れ
前
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
に
免
許
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
と
き
は
、
当
該
者
が
現
に
利
用
し
て
い
る
障
害
を
補
う
手
段
又
は
当
該
者
が
現
に
受
け
て
い
る
治
療
等
に
よ
り
障
害
が
補
わ
れ
、
又
は
障
害
の
程
度
が
軽
減
し

て
い
る
状
況
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
条
件
付
免
許
）

第
六
十
五
条
の
三
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
身
体
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
行
う
こ
と
の
で
き
る
作
業
を
限
定
し
、
そ
の
他
作
業
に
つ
い
て
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て
、
発
破
技
士
免
許
又
は
ガ
ス

溶
接
作
業
主
任
者
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
身
体
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
揚
貨
装
置
の
種
類
を
限
定
し
、
そ
の
他
作
業
に
つ
い
て
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て
、
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
免
許
の
取
消
し
等
）

第
六
十
六
条
　
法
第
七
十
四
条
第
二
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
免
許
試
験
の
受
験
に
つ
い
て
の
不
正
そ
の
他
の
不
正
の
行
為
が
あ
つ
た
と
き
。

二
　
免
許
証
を
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
貸
与
し
た
と
き
。

三
　
免
許
を
受
け
た
者
か
ら
当
該
免
許
の
取
消
し
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
。

（
免
許
証
の
交
付
）

第
六
十
六
条
の
二
　
免
許
は
、
免
許
証
（
様
式
第
十
一
号
）
を
交
付
し
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
人
に
対
し
、
日
を
同
じ
く
し
て
二
以
上
の
種
類
の
免
許
を
与
え
る
と
き
は
、
一
の
種
類
の
免
許
に
係
る
免
許
証
に
他
の
種

類
の
免
許
に
係
る
事
項
を
記
載
し
て
、
当
該
種
類
の
免
許
に
係
る
免
許
証
の
交
付
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
対
し
、
当
該
免
許
の
種
類
と
異
な
る
種
類
の
免
許
を
与
え
る
と
き
は
、
そ
の
異
な
る
種
類
の
免
許
に
係
る
免
許
証
に
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る
免
許
に
係
る
事
項
（
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る

免
許
の
中
に
そ
の
異
な
る
種
類
の
免
許
の
下
級
の
資
格
に
つ
い
て
の
免
許
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
下
級
の
資
格
に
つ
い
て
の
免
許
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
て
、
そ
の
者
が
現
に
有
す
る
免
許
証
と
引
換
え
に
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
対
し
、
取
り
扱
う
こ
と

の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
限
定
し
な
い
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
与
え
る

と
き
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
対
し
、
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
限
定
し
な
い
ク
レ

ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
与
え
る
と
き
は
、
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
に
係
る
免
許
証
を
、
そ
の
者
が
現
に
有
す
る
免
許
証
と
引
換
え
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
ク
レ
ー
ン
・

デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
と
異
な
る
種
類
の
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
に
係
る
免
許
証
に
、
当
該
異
な
る
種
類
の
免
許
に
係
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
免
許
の
申
請
手
続
）

第
六
十
六
条
の
三
　
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
（
次
項
の
者
を
除
く
。
）
は
、
当
該
免
許
試
験
に
合
格
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
免
許
申
請
書
（
様
式
第
十
二
号
）
を
当
該
免
許
試
験
を
行
つ
た
都
道
府

県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
七
十
五
条
の
二
の
指
定
試
験
機
関
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
当
該
免
許
試
験
に
合
格
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
前
項
の
免
許
申
請
書
に

第
七
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
書
面
を
添
え
て
当
該
免
許
試
験
を
行
つ
た
指
定
試
験
機
関
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
以
外
の
者
で
、
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
第
一
項
の
免
許
申
請
書
を
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
再
交
付
又
は
書
替
え
）

第
六
十
七
条
　
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
で
、
当
該
免
許
に
係
る
業
務
に
現
に
就
い
て
い
る
も
の
又
は
就
こ
う
と
す
る
も
の
は
、
こ
れ
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
免
許
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
十
二
号
）
を
免
許
証

の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
免
許
証
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
免
許
証
書
替
申
請
書
（
様
式
第
十
二
号
）
を
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
免
許
証
の

書
替
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
の
取
消
し
の
申
請
手
続
）

第
六
十
七
条
の
二
　
免
許
を
受
け
た
者
は
、
当
該
免
許
の
取
消
し
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
免
許
取
消
申
請
書
（
様
式
第
十
三
号
）
を
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道

府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
返
還
）

第
六
十
八
条
　
法
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
免
許
の
取
消
し
を
し
た
都
道
府
県
労
働
局
長
に
免
許
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
の
返
還
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
当
該
免
許
証
に
当
該
取
消
し
に
係
る
免
許
と
異
な
る
種
類
の
免
許
に
係
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
免
許
証
か
ら
当
該
取
消
し
に
係
る
免

許
に
係
る
事
項
を
抹
消
し
て
、
免
許
証
の
再
交
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
免
許
試
験
）

第
六
十
九
条
　
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
免
許
試
験
の
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
一
種
衛
生
管
理
者
免
許
試
験

一
の
二
　
第
二
種
衛
生
管
理
者
免
許
試
験

二
　
高
圧
室
内
作
業
主
任
者
免
許
試
験

三
　
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
試
験

四
　
林
業
架
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験

五
　
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
試
験

六
　
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
試
験

七
　
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
試
験

八
　
エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験

八
の
二
　
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
免
許
試
験

九
　
発
破
技
士
免
許
試
験

十
　
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
試
験

十
一
　
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験

十
二
　
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験

十
三
　
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
試
験

十
四
　
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験

十
五
　
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験

十
六
　
潜
水
士
免
許
試
験

（
受
験
資
格
、
試
験
科
目
等
）

第
七
十
条
　
前
条
第
一
号
、
第
一
号
の
二
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
の
免
許
試
験
の
受
験
資
格
及
び
試
験
科
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
免
許
試
験
に
つ
い
て
法
第
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
科
目
の
免
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
者
及
び
免
除
す
る
試
験
科
目
は
、
別
表
第
五
の
と
お
り
と
す
る
。

（
受
験
手
続
）

第
七
十
一
条
　
免
許
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
免
許
試
験
受
験
申
請
書
（
様
式
第
十
四
号
）
を
都
道
府
県
労
働
局
長
（
指
定
試
験
機
関
が
行
う
免
許
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
指
定
試
験
機
関
）
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
格
の
通
知
）

第
七
十
一
条
の
二
　
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
指
定
試
験
機
関
は
、
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
免
許
試
験
の
細
目
）

第
七
十
二
条
　
前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
十
九
条
第
一
号
、
第
一
号
の
二
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
免
許
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

第
二
節
　
教
習

第
七
十
三
条
　
削
除

（
教
習
科
目
）

第
七
十
四
条
　
揚
貨
装
置
運
転
実
技
教
習
の
教
習
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

30



一
　
揚
貨
装
置
の
基
本
運
転

二
　
揚
貨
装
置
の
応
用
運
転

三
　
合
図
の
基
本
作
業

（
教
習
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

第
七
十
五
条
　
法
第
七
十
五
条
第
三
項
の
教
習
（
以
下
「
教
習
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
五
号
に
よ
る
申
込
書
を
当
該
教
習
を
行
う
法
第
七
十
七
条
第
三
項
の
登
録
教
習
機
関
（
以
下
「
登
録
教
習
機
関
」
と

い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
教
習
修
了
証
の
交
付
）

第
七
十
六
条
　
教
習
を
行
つ
た
登
録
教
習
機
関
は
、
当
該
教
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
教
習
修
了
証
（
様
式
第
十
六
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
教
習
の
細
目
）

第
七
十
七
条
　
前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
揚
貨
装
置
運
転
実
技
教
習
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

第
三
節
　
技
能
講
習

第
七
十
八
条
　
削
除

（
技
能
講
習
の
受
講
資
格
及
び
講
習
科
目
）

第
七
十
九
条
　
法
別
表
第
十
八
第
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
技
能
講
習
の
受
講
資
格
及
び
講
習
科
目
は
、
別
表
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。

（
受
講
手
続
）

第
八
十
条
　
技
能
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
技
能
講
習
受
講
申
込
書
（
様
式
第
十
五
号
）
を
当
該
技
能
講
習
を
行
う
登
録
教
習
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
能
講
習
修
了
証
の
交
付
）

第
八
十
一
条
　
技
能
講
習
を
行
つ
た
登
録
教
習
機
関
は
、
当
該
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
技
能
講
習
修
了
証
（
様
式
第
十
七
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
能
講
習
修
了
証
の
再
交
付
等
）

第
八
十
二
条
　
技
能
講
習
修
了
証
の
交
付
を
受
け
た
者
で
、
当
該
技
能
講
習
に
係
る
業
務
に
現
に
就
い
て
い
る
も
の
又
は
就
こ
う
と
す
る
も
の
は
、
こ
れ
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
技

能
講
習
修
了
証
再
交
付
申
込
書
（
様
式
第
十
八
号
）
を
技
能
講
習
修
了
証
の
交
付
を
受
け
た
登
録
教
習
機
関
に
提
出
し
、
技
能
講
習
修
了
証
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
技
能
講
習
修
了
証
書
替
申
込
書
（
様
式
第
十
八
号
）
を
技
能
講
習
修
了
証
の
交
付
を
受
け
た
登
録
教
習
機
関
に
提
出
し
、
技
能
講
習
修

了
証
の
書
替
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、
技
能
講
習
修
了
証
の
交
付
を
受
け
た
登
録
教
習
機
関
が
当
該
技
能
講
習
の
業
務
を
廃
止
し
た
場
合
（
当
該
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
及
び
当
該
登
録
が
そ
の
効
力
を
失
つ
た
場
合
を
含
む
。
）
及
び
労

働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
滅
失
し
、
若
し
く
は
損
傷
し
た
と
き
又

は
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
技
能
講
習
修
了
証
明
書
交
付
申
込
書
（
様
式
第
十
八
号
）
を
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
機
関
に
提
出
し
、
当
該
技
能
講
習
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
機
関
は
、
同
項
の
書
面
の
交
付
を
申
し
込
ん
だ
者
が
同
項
に
規
定
す
る
技
能
講
習
以
外
の
技
能
講
習
を
修
了
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
技
能
講
習
を
行
つ
た
登
録
教
習
機
関

か
ら
そ
の
者
の
当
該
技
能
講
習
の
修
了
に
係
る
情
報
の
提
供
を
受
け
て
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
同
項
の
書
面
に
当
該
技
能
講
習
を
修
了
し
た
旨
を
記
載
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
技
能
講
習
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
）

第
八
十
二
条
の
二
　
法
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局
長
が
技
能
講
習
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
け
る
前
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
登
録
教
習
機
関
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録
教
習
機
関
」
と
す
る
。

（
技
能
講
習
の
細
目
）

第
八
十
三
条
　
第
七
十
九
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
別
表
第
十
八
第
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
技
能
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
。

第
八
章
　
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
及
び
安
全
衛
生
改
善
計
画

（
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
の
作
成
の
指
示
等
）

第
八
十
四
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
重
大
な
労
働
災
害
は
、
労
働
災
害
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
労
働
者
が
死
亡
し
た
も
の

二
　
労
働
者
が
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
別
表
第
一
第
一
級
の
項
か
ら
第
七
級
の
項
ま
で
の
身
体
障
害
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
障
害
が
生
じ
た
も
の
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

２
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一
　
前
項
の
重
大
な
労
働
災
害
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
重
大
な
労
働
災
害
」
と
い
う
。
）
を
発
生
さ
せ
た
事
業
者
が
、
当
該
重
大
な
労
働
災
害
を
発
生
さ
せ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
、
当
該
重
大
な
労
働
災
害
が
発
生
し

た
事
業
場
以
外
の
事
業
場
に
お
い
て
、
当
該
重
大
な
労
働
災
害
と
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
同
様
で
あ
る
重
大
な
労
働
災
害
を
発
生
さ
せ
た
場
合

二
　
前
号
の
事
業
者
が
発
生
さ
せ
た
重
大
な
労
働
災
害
及
び
当
該
重
大
な
労
働
災
害
と
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
同
様
で
あ
る
重
大
な
労
働
災
害
が
、
い
ず
れ
も
当
該
事
業
者
が
法
、
じ
ん
肺
法
若
し
く
は
作
業
環
境
測
定
法

（
昭
和
五
十
年
法
律
第
二
十
八
号
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
労
働
基
準
法
第
三
十
六
条
第
六
項
第
一
号
、
第
六
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
四
条
の
二
若
し
く
は
第
六
十
四
条

の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
て
発
生
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
場
合
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３
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
、
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
作
成
指
示
書
（
様
式
第
十
九
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
成
を
指
示
さ
れ
た
事
業
者
は
、
特
別
安
全
衛
生
改
善
計

画
作
成
指
示
書
に
記
載
さ
れ
た
提
出
期
限
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
計
画
の
対
象
と
す
る
事
業
場

三
　
計
画
の
期
間
及
び
実
施
体
制

四
　
当
該
事
業
者
が
発
生
さ
せ
た
重
大
な
労
働
災
害
及
び
当
該
重
大
な
労
働
災
害
と
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
同
様
で
あ
る
重
大
な
労
働
災
害
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
号
の
重
大
な
労
働
災
害
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
事
項

５
　
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
に
は
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
意
見
が
記
載
さ
れ
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
の
変
更
の
指
示
等
）

第
八
十
四
条
の
二
　
法
第
七
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
指
示
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
、
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
変
更
指
示
書
（
様
式
第
十
九
号
の
二
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
七
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
の
変
更
を
指
示
さ
れ
た
事
業
者
は
、
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
変
更
指
示
書
に
記
載
さ
れ
た
提
出
期
限
ま
で
に
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
を
変
更
し
、
特
別
安
全

衛
生
改
善
計
画
変
更
届
（
様
式
第
十
九
号
の
三
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
全
衛
生
改
善
計
画
の
作
成
の
指
示
）

第
八
十
四
条
の
三
　
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
、
安
全
衛
生
改
善
計
画
作
成
指
示
書
（
様
式
第
十
九
号
の
四
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
九
章
　
監
督
等

（
計
画
の
届
出
を
す
べ
き
機
械
等
）

第
八
十
五
条
　
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、
法
に
基
づ
く
他
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

一
　
機
械
集
材
装
置
、
運
材
索
道
（
架
線
、
搬
器
、
支
柱
及
び
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
原
木
又
は
薪
炭
材
を
一
定
の
区
間
空
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
架
設
通
路
及
び
足
場
以
外
の

機
械
等
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
特
定
機
械
等
及
び
令
第
六
条
第
十
四
号
の
型
枠
支
保
工
（
以
下
「
型
枠
支
保
工
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
、
六
月
未
満
の
期
間
で
廃
止
す
る
も
の

二
　
機
械
集
材
装
置
、
運
材
索
道
、
架
設
通
路
又
は
足
場
で
、
組
立
て
か
ら
解
体
ま
で
の
期
間
が
六
十
日
未
満
の
も
の

（
計
画
の
届
出
等
）

第
八
十
六
条
　
事
業
者
は
、
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
を
設
置
し
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
様
式
第
二
十
号
に
よ
る

届
書
に
、
当
該
機
械
等
の
種
類
に
応
じ
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
図
面
等
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
行
う
別
表
第
七
の
十
六
の
項
か
ら
二
十
の
三
の
項
ま
で
の
上
欄
に

掲
げ
る
機
械
等
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

３
　
石
綿
則
第
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
行
う
別
表
第
七
の
二
十
五
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
要

し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
）

第
八
十
七
条
　
法
第
八
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
十
四
条
の
二
の
指
針
に
従
つ
て
事
業
者
が
行
う
自
主
的
活
動

（
認
定
の
単
位
）

第
八
十
七
条
の
二
　
法
第
八
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
次
条
か
ら
第
八
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
行
う
。

（
欠
格
事
項
）

第
八
十
七
条
の
三
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
（
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
違
反
し
て
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し

て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
に
つ
い
て
第
八
十
七
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三
　
法
人
で
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
認
定
の
基
準
）

第
八
十
七
条
の
四
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
認
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
八
十
七
条
の
措
置
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
労
働
災
害
の
発
生
率
が
、
当
該
事
業
場
の
属
す
る
業
種
に
お
け
る
平
均
的
な
労
働
災
害
の
発
生
率
を
下
回
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三
　
申
請
の
日
前
一
年
間
に
労
働
者
が
死
亡
す
る
労
働
災
害
そ
の
他
の
重
大
な
労
働
災
害
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
。
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（
認
定
の
申
請
）

第
八
十
七
条
の
五
　
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
ご
と
に
、
計
画
届
免
除
認
定
申
請
書
（
様
式
第
二
十
号
の
二
）
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
八
十
七
条
の
三
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

二
　
第
八
十
七
条
の
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
二
人
以
上
の
安
全
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
又
は
衛
生
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
、
当
該
措
置
を
適
切
に
実

施
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
評
価
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

三
　
前
号
の
評
価
に
つ
い
て
、
一
人
以
上
の
安
全
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
及
び
一
人
以
上
の
衛
生
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
に
よ
る
監
査
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

四
　
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
当
該
書
面
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書
）

２
　
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
安
全
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
認
定
の
実
施
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
し
な
い
も
の
を
い
う
。

一
　
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
三
年
以
上
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
、
第
二
十
四
条
の
二
の
指
針
に
従
つ
て
事
業
者
が
行
う
自
主
的
活
動
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
評
価
を
三
件
以
上
行
つ
た
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

３
　
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
衛
生
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
認
定
の
実
施
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
し
な
い
も
の
を
い
う
。

一
　
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
三
年
以
上
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
、
第
二
十
四
条
の
二
の
指
針
に
従
つ
て
事
業
者
が
行
う
自
主
的
活
動
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
評
価
を
三
件
以
上
行
つ
た
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

４
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
認
定
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
二
十
号
の
三
に
よ
る
認
定
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
更
新
）

第
八
十
七
条
の
六
　
認
定
は
、
三
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２
　
第
八
十
七
条
の
三
、
第
八
十
七
条
の
四
及
び
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
実
施
状
況
等
の
報
告
）

第
八
十
七
条
の
七
　
認
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、
認
定
に
係
る
事
業
場
（
次
条
に
お
い
て
「
認
定
事
業
場
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
実
施
状
況
等
報
告
書
（
様
式
第
二
十
号
の
四
）
に
第
八
十
七
条
の
措
置
の
実

施
状
況
に
つ
い
て
行
つ
た
監
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
措
置
の
停
止
）

第
八
十
七
条
の
八
　
認
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、
認
定
事
業
場
に
お
い
て
第
八
十
七
条
の
措
置
を
行
わ
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
取
消
し
）

第
八
十
七
条
の
九
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
八
十
七
条
の
三
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二
　
第
八
十
七
条
の
四
第
一
号
又
は
第
二
号
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
。

三
　
第
八
十
七
条
の
四
第
三
号
に
掲
げ
る
労
働
災
害
を
発
生
さ
せ
た
と
き
。

四
　
第
八
十
七
条
の
七
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
条
の
報
告
書
及
び
書
面
を
提
出
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
こ
れ
ら
を
提
出
し
た
と
き
。

五
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
と
き
。

（
建
設
業
の
特
例
）

第
八
十
八
条
　
第
八
十
七
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
建
設
業
に
属
す
る
事
業
の
仕
事
を
行
う
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
仕
事
の
請
負
契
約
を
締
結
し
て
い
る
事
業
場
ご
と
に
認
定
を
行
う
。

２
　
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
七
条
の
三
第
一
号

事
業
場

建
設
業
に
属
す
る
事
業
の
仕
事
に
係
る
請
負
契
約
を
締
結
し
て
い
る
事
業
場
及
び
当
該
事
業
場
に
お
い
て
締
結
し
た
請
負
契
約
に

係
る
仕
事
を
行
う
事
業
場
（
以
下
「
店
社
等
」
と
い
う
。
）

第
八
十
七
条
の
四

事
業
場
が

店
社
等
が

　

当
該
事
業
場
の
属
す
る
業
種

建
設
業

第
八
十
七
条
の
七

認
定
に
係
る
事
業
場
（
次
条
に
お
い
て
「
認
定
事
業
場
」
と
い
う
。
）

認
定
に
係
る
店
社
等

第
八
十
七
条
の
八

認
定
事
業
場

認
定
に
係
る
店
社
等

（
仕
事
の
範
囲
）

第
八
十
九
条
　
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
仕
事
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
高
さ
が
三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
塔
の
建
設
の
仕
事

二
　
堤
高
（
基
礎
地
盤
か
ら
堤
頂
ま
で
の
高
さ
を
い
う
。
）
が
百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ダ
ム
の
建
設
の
仕
事

三
　

大
支
間
五
百
メ
ー
ト
ル
（
つ
り
橋
に
あ
つ
て
は
、
千
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
橋

り
よ
う

梁

の
建
設
の
仕
事

四
　
長
さ
が
三
千
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ず
い
道
等
の
建
設
の
仕
事

五
　
長
さ
が
千
メ
ー
ト
ル
以
上
三
千
メ
ー
ト
ル
未
満
の
ず
い
道
等
の
建
設
の
仕
事
で
、
深
さ
が
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
た
て
坑
（
通
路
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
掘
削
を
伴
う
も
の

六
　
ゲ
ー
ジ
圧
力
が
〇
・
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を
行
う
仕
事
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第
九
十
条
　
法
第
八
十
八
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
仕
事
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
高
さ
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
又
は
工
作
物
（
橋

り
よ
う

梁

を
除
く
。
）
の
建
設
、
改
造
、
解
体
又
は
破
壊
（
以
下
「
建
設
等
」
と
い
う
。
）
の
仕
事

二
　

大
支
間
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
橋

り
よ
う

梁

の
建
設
等
の
仕
事

二
の
二
　

大
支
間
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
橋

り
よ
う

梁

の
上
部
構
造
の
建
設
等
の
仕
事
（
第
十
八
条
の
二
の
二
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
ず
い
道
等
の
建
設
等
の
仕
事
（
ず
い
道
等
の
内
部
に
労
働
者
が
立
ち
入
ら
な
い
も
の
を
除
く
。
）

四
　
掘
削
の
高
さ
又
は
深
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
地
山
の
掘
削
（
ず
い
道
等
の
掘
削
及
び
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
掘
削
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
業
（
掘
削
機
械
を
用
い
る
作
業
で
、
掘
削
面
の
下
方
に
労
働
者
が
立
ち
入

ら
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
仕
事

五
　
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を
行
う
仕
事

五
の
二
　
建
築
物
、
工
作
物
又
は
船
舶
（
鋼
製
の
船
舶
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
吹
き
付
け
ら
れ
て
い
る
石
綿
等
（
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
仕
上
げ
用
塗
り
材
を
除
く
。
）
の
除
去
、
封
じ
込
め
又
は
囲
い
込
み
の
作

業
を
行
う
仕
事

五
の
三
　
建
築
物
、
工
作
物
又
は
船
舶
に
張
り
付
け
ら
れ
て
い
る
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
保
温
材
、
耐
火
被
覆
材
（
耐
火
性
能
を
有
す
る
被
覆
材
を
い
う
。
）
等
の
除
去
、
封
じ
込
め
又
は
囲
い
込
み
の
作
業
（
石
綿
等
の
粉
じ
ん

を
著
し
く
発
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
仕
事

五
の
四
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
別
表
第
一
第
五
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
焼
却
炉
（
火
格
子
面
積
が
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
焼
却
能
力
が
一
時
間
当
た
り
二
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す

る
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
設
置
さ
れ
た
廃
棄
物
焼
却
炉
、
集
じ
ん
機
等
の
設
備
の
解
体
等
の
仕
事

六
　
掘
削
の
高
さ
又
は
深
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
土
石
の
採
取
の
た
め
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
仕
事

七
　
坑
内
掘
り
に
よ
る
土
石
の
採
取
の
た
め
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
仕
事

（
建
設
業
に
係
る
計
画
の
届
出
）

第
九
十
一
条
　
建
設
業
に
属
す
る
事
業
の
仕
事
に
つ
い
て
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
一
号
に
よ
る
届
書
に
次
の
書
類
及
び
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を
行
う
仕
事
に
係
る
場
合
に

あ
つ
て
は
圧
気
工
法
作
業
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
一
号
の
二
）
を
添
え
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
圧
気
工
法
作
業
摘
要
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
圧
気

工
法
作
業
摘
要
書
の
記
載
事
項
と
重
複
す
る
部
分
の
記
入
は
、
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
仕
事
を
行
う
場
所
の
周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関
係
を
示
す
図
面

二
　
建
設
等
を
し
よ
う
と
す
る
建
設
物
等
の
概
要
を
示
す
図
面

三
　
工
事
用
の
機
械
、
設
備
、
建
設
物
等
の
配
置
を
示
す
図
面

四
　
工
法
の
概
要
を
示
す
書
面
又
は
図
面

五
　
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
方
法
及
び
設
備
の
概
要
を
示
す
書
面
又
は
図
面

六
　
工
程
表

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
土
石
採
取
業
に
係
る
計
画
の
届
出
）

第
九
十
二
条
　
土
石
採
取
業
に
属
す
る
事
業
の
仕
事
に
つ
い
て
法
第
八
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
一
号
に
よ
る
届
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
仕
事
を
行
う
場
所
の
周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関
係
を
示
す
図
面

二
　
機
械
、
設
備
、
建
設
物
等
の
配
置
を
示
す
図
面

三
　
採
取
の
方
法
を
示
す
書
面
又
は
図
面

四
　
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
方
法
及
び
設
備
の
概
要
を
示
す
書
面
又
は
図
面

（
資
格
を
有
す
る
者
の
参
画
に
係
る
工
事
又
は
仕
事
の
範
囲
）

第
九
十
二
条
の
二
　
法
第
八
十
八
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
工
事
は
、
別
表
第
七
の
上
欄
第
十
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
機
械
等
を
設
置
し
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
す
る
工
事
と
す

る
。

２
　
法
第
八
十
八
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
仕
事
は
、
第
九
十
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
仕
事
（
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
仕
事
に
あ
つ
て
は
、
建
設
の
仕
事
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
計
画
の
作
成
に
参
画
す
る
者
の
資
格
）

第
九
十
二
条
の
三
　
法
第
八
十
八
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
別
表
第
九
の
上
欄
に
掲
げ
る
工
事
又
は
仕
事
の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
技
術
上
の
審
査
）

第
九
十
三
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
学
識
経
験
者
の
意
見
を
き
く
と
き
は
、
次
条
の
審
査
委
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
か
ら
、
審
査
す
べ
き
内
容
に
応
じ
て
、
審
査
委
員
を

指
名
す
る
も
の
と
す
る
。

（
審
査
委
員
候
補
者
名
簿
）

第
九
十
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
安
全
又
は
衛
生
に
つ
い
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
審
査
委
員
候
補
者
を
委
嘱
し
て
審
査
委
員
候
補
者
名
簿
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
計
画
の
範
囲
）

第
九
十
四
条
の
二
　
法
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
計
画
は
、
次
の
仕
事
の
計
画
と
す
る
。
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一
　
高
さ
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
建
設
の
仕
事
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
埋
設
物
そ
の
他
地
下
に
存
す
る
工
作
物
（
第
二
編
第
六
章
第
一
節
及
び
第
六
百
三
十
四
条
の
二
に
お
い
て
「
埋
設
物
等
」
と
い
う
。
）
が
ふ
く
そ
う
す
る
場
所
に
近
接
す
る
場
所
で
行
わ
れ
る
も
の

ロ
　
当
該
建
築
物
の
形
状
が
円
筒
形
で
あ
る
等
特
異
で
あ
る
も
の

二
　
堤
高
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ダ
ム
の
建
設
の
仕
事
で
あ
つ
て
、
車
両
系
建
設
機
械
（
令
別
表
第
七
に
掲
げ
る
建
設
機
械
で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
転
倒
、
転
落

等
の
お
そ
れ
の
あ
る
傾
斜
地
に
お
い
て
当
該
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
が
行
わ
れ
る
も
の

三
　

大
支
間
三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
橋

り
よ
う

梁

の
建
設
の
仕
事
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
橋

り
よ
う

梁

の
け
た
が
曲
線
け
た
で
あ
る
も
の

ロ
　
当
該
橋

り
よ
う

梁

の
け
た
下
高
さ
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

四
　
長
さ
が
千
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ず
い
道
等
の
建
設
の
仕
事
で
あ
つ
て
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

五
　
掘
削
す
る
土
の
量
が
二
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
掘
削
の
作
業
を
行
う
仕
事
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
作
業
が
地
質
が
軟
弱
で
あ
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

ロ
　
当
該
作
業
が
狭
あ
い
な
場
所
に
お
い
て
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の

六
　
ゲ
ー
ジ
圧
力
が
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を
行
う
仕
事
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
作
業
が
地
質
が
軟
弱
で
あ
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

ロ
　
当
該
作
業
を
行
う
場
所
に
近
接
す
る
場
所
で
当
該
作
業
と
同
時
期
に
掘
削
の
作
業
が
行
わ
れ
る
も
の

（
審
査
の
対
象
除
外
）

第
九
十
四
条
の
三
　
法
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
計
画
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
公
共
団
体
が
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
注
者
と
し
て
注
文
す
る
建
設
業
に
属
す
る
事
業

の
仕
事
の
計
画
と
す
る
。

（
技
術
上
の
審
査
等
）

第
九
十
四
条
の
四
　
第
九
十
三
条
及
び
第
九
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
三
条
中
「
法
第
八
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
八
十
九
条
の
二

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
九
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
労
働
基
準
監
督
署
長
及
び
労
働
基
準
監
督
官
）

第
九
十
五
条
　
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
法
に
基
づ
く
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
　
労
働
基
準
監
督
官
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
法
に
基
づ
く
立
入
検
査
、
司
法
警
察
員
の
職
務
そ
の
他
の
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
　
法
第
九
十
一
条
第
三
項
の
証
票
は
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
様
式
第
十
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
労
働
衛
生
指
導
医
の
任
期
）

第
九
十
五
条
の
二
　
労
働
衛
生
指
導
医
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

２
　
労
働
衛
生
指
導
医
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
労
働
衛
生
指
導
医
は
、
後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
そ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
証
票
）

第
九
十
五
条
の
三
　
法
第
九
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
一
条
第
三
項
の
証
票
は
、
様
式
第
二
十
一
号
の
二
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
五
条
の
三
の
二
　
法
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
一
条
第
三
項
の
証
票
は
、
様
式
第
二
十
一
号
の
二
の
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
五
条
の
四
及
び
第
九
十
五
条
の
五
　
削
除

（
有
害
物
ば
く
露
作
業
報
告
）

第
九
十
五
条
の
六
　
事
業
者
は
、
労
働
者
に
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お
い
て
、
労
働
者
を
当
該
物
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
に
ば
く
露
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
作
業
に
従
事
さ
せ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
物
の
ば
く
露
の
防
止
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
一
号
の
七
に
よ
る
報
告
書
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
報
告
）

第
九
十
六
条
　
事
業
者
は
、
次
の
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
二
十
二
号
に
よ
る
報
告
書
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
場
又
は
そ
の
附
属
建
設
物
内
で
、
次
の
事
故
が
発
生
し
た
と
き

イ
　
火
災
又
は
爆
発
の
事
故
（
次
号
の
事
故
を
除
く
。
）

ロ
　
遠
心
機
械
、
研
削
と
い
し
そ
の
他
高
速
回
転
体
の
破
裂
の
事
故

ハ
　
機
械
集
材
装
置
、
巻
上
げ
機
又
は
索
道
の
鎖
又
は
索
の
切
断
の
事
故

ニ
　
建
設
物
、
附
属
建
設
物
又
は
機
械
集
材
装
置
、
煙
突
、
高
架
そ
う
等
の
倒
壊
の
事
故

二
　
令
第
一
条
第
三
号
の
ボ
イ
ラ
ー
（
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
）
の
破
裂
、
煙
道
ガ
ス
の
爆
発
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
故
が
発
生
し
た
と
き

三
　
小
型
ボ
イ
ラ
ー
、
令
第
一
条
第
五
号
の
第
一
種
圧
力
容
器
及
び
同
条
第
七
号
の
第
二
種
圧
力
容
器
の
破
裂
の
事
故
が
発
生
し
た
と
き

四
　
ク
レ
ー
ン
（
ク
レ
ー
ン
則
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
ク
レ
ー
ン
を
除
く
。
）
の
次
の
事
故
が
発
生
し
た
と
き

イ
　
逸
走
、
倒
壊
、
落
下
又
は
ジ
ブ
の
折
損
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ロ
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
又
は
つ
り
チ
ェ
ー
ン
の
切
断

五
　
移
動
式
ク
レ
ー
ン
（
ク
レ
ー
ン
則
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
除
く
。
）
の
次
の
事
故
が
発
生
し
た
と
き

イ
　
転
倒
、
倒
壊
又
は
ジ
ブ
の
折
損

ロ
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
又
は
つ
り
チ
ェ
ー
ン
の
切
断

六
　
デ
リ
ッ
ク
（
ク
レ
ー
ン
則
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
デ
リ
ッ
ク
を
除
く
。
）
の
次
の
事
故
が
発
生
し
た
と
き

イ
　
倒
壊
又
は
ブ
ー
ム
の
折
損

ロ
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断

七
　
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
ク
レ
ー
ン
則
第
二
条
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
除
く
。
）
の
次
の
事
故
が
発
生
し
た
と
き

イ
　
昇
降
路
等
の
倒
壊
又
は
搬
器
の
墜
落

ロ
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断

八
　
建
設
用
リ
フ
ト
（
ク
レ
ー
ン
則
第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
建
設
用
リ
フ
ト
を
除
く
。
）
の
次
の
事
故
が
発
生
し
た
と
き

イ
　
昇
降
路
等
の
倒
壊
又
は
搬
器
の
墜
落

ロ
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断

九
　
令
第
一
条
第
九
号
の
簡
易
リ
フ
ト
（
ク
レ
ー
ン
則
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
簡
易
リ
フ
ト
を
除
く
。
）
の
次
の
事
故
が
発
生
し
た
と
き

イ
　
搬
器
の
墜
落

ロ
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
又
は
つ
り
チ
ェ
ー
ン
の
切
断

十
　
ゴ
ン
ド
ラ
の
次
の
事
故
が
発
生
し
た
と
き

イ
　
逸
走
、
転
倒
、
落
下
又
は
ア
ー
ム
の
折
損

ロ
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断

２
　
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
と
併
せ
て
前
項
の
報
告
書
の
提
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
報
告
書
の
記
載
事
項
の
う
ち
次
条
第
一
項
の
報
告
書
の
記
載
事
項
と
重
複
す
る
部
分
の
記
入
は
要
し
な

い
も
の
と
す
る
。

（
労
働
者
死
傷
病
報
告
）

第
九
十
七
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
が
労
働
災
害
そ
の
他
就
業
中
又
は
事
業
場
内
若
し
く
は
そ
の
附
属
建
設
物
内
に
お
け
る
負
傷
、
窒
息
又
は
急
性
中
毒
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
休
業
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
二
十
三
号
に

よ
る
報
告
書
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
休
業
の
日
数
が
四
日
に
満
た
な
い
と
き
は
、
事
業
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
月
か
ら
三
月
ま
で
、
四
月
か
ら
六
月
ま
で
、
七
月
か
ら
九
月
ま
で
及
び
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
に
お

け
る
当
該
事
実
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
る
報
告
書
を
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
け
る

後
の
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
疾
病
の
報
告
）

第
九
十
七
条
の
二
　
事
業
者
は
、
化
学
物
質
又
は
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
を
行
う
事
業
場
に
お
い
て
、
一
年
以
内
に
二
人
以
上
の
労
働
者
が
同
種
の
が
ん
に
罹
患
し
た
こ
と
を
把
握
し
た
と
き
は
、

当
該
罹
患
が
業
務
に
起
因
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
医
師
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
医
師
が
、
同
項
の
罹
患
が
業
務
に
起
因
す
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
が
ん
に
罹
患
し
た
労
働
者
が
当
該
事
業
場
で
従
事
し
た
業
務
に
お
い
て
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
つ
た
化
学
物
質
の
名
称
（
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
剤
が
含
有
す
る
化
学
物
質
の
名
称
）

二
　
が
ん
に
罹
患
し
た
労
働
者
が
当
該
事
業
場
に
お
い
て
従
事
し
て
い
た
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
に
従
事
し
て
い
た
期
間

三
　
が
ん
に
罹
患
し
た
労
働
者
の
年
齢
及
び
性
別

（
報
告
）

第
九
十
八
条
　
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
者
、
労
働
者
、
機
械
等
貸
与
者
又
は
建
築
物
貸
与
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
を
報
告
さ
せ
、
又
は
出
頭

を
命
ず
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
報
告
を
さ
せ
、
又
は
出
頭
を
命
ず
る
理
由

二
　
出
頭
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
聴
取
し
よ
う
と
す
る
事
項

（
法
令
等
の
周
知
の
方
法
等
）

第
九
十
八
条
の
二
　
法
第
百
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
二
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

２
　
法
第
百
一
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
業
場
に
お
け
る
産
業
医
（
法
第
百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
の
具
体
的
な
内
容

二
　
産
業
医
に
対
す
る
健
康
相
談
の
申
出
の
方
法

三
　
産
業
医
に
よ
る
労
働
者
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
の
方
法

３
　
法
第
百
一
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
通
知
さ
れ
た
事
項
に
係
る
物
を
取
り
扱
う
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
常
時
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

二
　
書
面
を
、
通
知
さ
れ
た
事
項
に
係
る
物
を
取
り
扱
う
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。
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三
　
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
か
つ
、
通
知
さ
れ
た
事
項
に
係
る
物
を
取
り
扱
う
各
作
業
場
に
当
該
物
を
取
り
扱
う
労
働
者

が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
指
針
の
公
表
）

第
九
十
八
条
の
三
　
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
百
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
疫
学
的
調
査
等
の
結
果
の
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
報
告
）

第
九
十
八
条
の
四
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
き
同
項
の
疫
学
的
調
査
等
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
当
該
疫
学
的
調
査
等
の
終
了
後
一
年
以
内
に
労
働
政
策
審
議
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

第
十
章
　
雑
則

（
申
請
書
の
提
出
部
数
）

第
九
十
九
条
　
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
定
め
る
許
可
、
認
定
、
検
査
、
検
定
等
の
申
請
書
（
様
式
第
十
二
号
の
申
請
書
を
除
く
。
）
は
、
正
本
に
そ
の
写
し
一
通
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
様
式
の
任
意
性
）

第
百
条
　
法
に
基
づ
く
省
令
に
定
め
る
様
式
（
様
式
第
三
号
、
様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
六
号
の
三
ま
で
、
様
式
第
十
一
号
、
様
式
第
十
二
号
、
様
式
第
二
十
一
号
の
二
の
二
、
様
式
第
二
十
一
号
の
七
、
様
式
第
二
十
三
号
、
有
機
則

様
式
第
三
号
の
二
、
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
鉛
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
三
号
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
。
以
下
「
四
ア
ル
キ
ル
則
」

と
い
う
。
）
様
式
第
三
号
、
特
化
則
様
式
第
三
号
、
高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「
高
圧
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
二
号
、
電
離
則
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
二
号
の
二
、
石
綿
則
様
式

第
三
号
並
び
に
除
染
則
様
式
第
三
号
を
除
く
。
）
は
、
必
要
な
事
項
の

少
限
度
を
記
載
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
と
異
な
る
様
式
を
用
い
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
等
）

第
百
条
の
二
　
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長
に
対
し
て
行
わ
れ
る
申
請
書
、
報
告
書
等
の
提
出
及
び
届
出
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
の
提

出
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
社
会
保
険
労
務
士
等
」
と
い
う
。
）
が
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法

律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
申
請
書
の

提
出
等
を
当
該
申
請
書
の
提
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
代
わ
つ
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
社
会
保
険
労
務
士
等
が
当
該
申
請
書
の
提
出
等
を
代
行
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録

を
当
該
申
請
書
の
提
出
等
と
併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
を
も
つ
て
、
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号
）
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
署
名
を
行
い
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
当
該
申
請
書
の
提
出
等
と
併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
編
　
安
全
基
準

第
一
章
　
機
械
に
よ
る
危
険
の
防
止

第
一
節
　
一
般
基
準

（
原
動
機
、
回
転
軸
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
一
条
　
事
業
者
は
、
機
械
の
原
動
機
、
回
転
軸
、
歯
車
、
プ
ー
リ
ー
、
ベ
ル
ト
等
の
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
は
、

お
お覆

い
、
囲
い
、
ス
リ
ー
ブ
、
踏
切
橋
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
回
転
軸
、
歯
車
、
プ
ー
リ
ー
、
フ
ラ
イ
ホ
イ
ー
ル
等
に
附
属
す
る
止
め
具
に
つ
い
て
は
、
埋
頭
型
の
も
の
を
使
用
し
、
又
は

お
お覆

い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
ベ
ル
ト
の
継
目
に
は
、
突
出
し
た
止
め
具
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
踏
切
橋
に
は
、
高
さ
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
手
す
り
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
労
働
者
は
、
踏
切
橋
の
設
備
が
あ
る
と
き
は
、
踏
切
橋
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ベ
ル
ト
の
切
断
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
二
条
　
事
業
者
は
、
通
路
又
は
作
業
箇
所
の
上
に
あ
る
ベ
ル
ト
で
、
プ
ー
リ
ー
間
の
距
離
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
幅
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
速
度
が
毎
秒
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
は
、
そ
の
下
方
に
囲
い
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
動
力
し
や
断
装
置
）

第
百
三
条
　
事
業
者
は
、
機
械
ご
と
に
ス
イ
ツ
チ
、
ク
ラ
ツ
チ
、
ベ
ル
ト
シ
フ
タ
ー
等
の
動
力
し
や
断
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
連
続
し
た
一
団
の
機
械
で
、
共
通
の
動
力
し
や
断
装
置
を
有
し
、
か
つ
、
工
程
の

途
中
で
人
力
に
よ
る
原
材
料
の
送
給
、
取
出
し
等
の
必
要
の
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
機
械
が
切
断
、
引
抜
き
、
圧
縮
、
打
抜
き
、
曲
げ
又
は
絞
り
の
加
工
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
動
力
し
や
断
装
置
を
当
該
加
工
の
作
業
に
従
事
す
る
者
が
そ
の
作
業
位
置
を
離
れ
る
こ
と
な
く
操

作
で
き
る
位
置
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
動
力
し
や
断
装
置
に
つ
い
て
は
、
容
易
に
操
作
が
で
き
る
も
の
で
、
か
つ
、
接
触
、
振
動
等
の
た
め
不
意
に
機
械
が
起
動
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
転
開
始
の
合
図
）

第
百
四
条
　
事
業
者
は
、
機
械
の
運
転
を
開
始
す
る
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
一
定
の
合
図
を
定
め
、
合
図
を
す
る
者
を
指
名
し
て
、
関
係
労
働
者
に
対
し
合
図
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
工
物
等
の
飛
来
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
五
条
　
事
業
者
は
、
加
工
物
等
が
切
断
し
、
又
は
欠
損
し
て
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
加
工
物
等
を
飛
散
さ
せ
る
機
械
に

お
お覆

い
又
は
囲
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、

お
お覆

い
又
は
囲
い
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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２
　
労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
保
護
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
切
削
屑
の
飛
来
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
六
条
　
事
業
者
は
、
切
削
屑
が
飛
来
す
る
こ
と
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
切
削
屑
を
生
ず
る
機
械
に

お
お覆

い
又
は
囲
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

お
お覆

い
又
は
囲
い
を
設
け
る

こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
保
護
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
掃
除
等
の
場
合
の
運
転
停
止
等
）

第
百
七
条
　
事
業
者
は
、
機
械
（
刃
部
を
除
く
。
）
の
掃
除
、
給
油
、
検
査
、
修
理
又
は
調
整
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
機
械
の
運
転
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
機
械
の
運
転
中
に
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
危
険
な
箇
所
に
覆
い
を
設
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
械
の
運
転
を
停
止
し
た
と
き
は
、
当
該
機
械
の
起
動
装
置
に
錠
を
掛
け
、
当
該
機
械
の
起
動
装
置
に
表
示
板
を
取
り
付
け
る
等
同
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
者
が
当
該
機
械
を
運

転
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
刃
部
の
掃
除
等
の
場
合
の
運
転
停
止
等
）

第
百
八
条
　
事
業
者
は
、
機
械
の
刃
部
の
掃
除
、
検
査
、
修
理
、
取
替
え
又
は
調
整
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
機
械
の
運
転
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
機
械
の
構
造
上
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
械
の
運
転
を
停
止
し
た
と
き
は
、
当
該
機
械
の
起
動
装
置
に
錠
を
か
け
、
当
該
機
械
の
起
動
装
置
に
表
示
板
を
取
り
付
け
る
等
同
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
者
が
当
該
機
械
を
運

転
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
運
転
中
の
機
械
の
刃
部
に
お
い
て
切
粉
払
い
を
し
、
又
は
切
削
剤
を
使
用
す
る
と
き
は
、
労
働
者
に
ブ
ラ
シ
そ
の
他
の
適
当
な
用
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
労
働
者
は
、
前
項
の
用
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ス
ト
ロ
ー
ク
端
の
覆
い
等
）

第
百
八
条
の
二
　
事
業
者
は
、
研
削
盤
又
は
プ
レ
ー
ナ
ー
の
テ
ー
ブ
ル
、
シ
エ
ー
パ
ー
の
ラ
ム
等
の
ス
ト
ロ
ー
ク
端
が
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
覆
い
、
囲
い
又
は
柵
を
設
け
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
巻
取
り
ロ
ー
ル
等
の
危
険
の
防
止
）

第
百
九
条
　
事
業
者
は
、
紙
、
布
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
等
の
巻
取
り
ロ
ー
ル
、
コ
イ
ル
巻
等
で
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、

お
お覆

い
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
帽
等
の
着
用
）

第
百
十
条
　
事
業
者
は
、
動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
機
械
に
作
業
中
の
労
働
者
の
頭
髪
又
は
被
服
が
巻
き
込
ま
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
適
当
な
作
業
帽
又
は
作
業
服
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
帽
又
は
作
業
服
の
着
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
袋
の
使
用
禁
止
）

第
百
十
一
条
　
事
業
者
は
、
ボ
ー
ル
盤
、
面
取
り
盤
等
の
回
転
す
る
刃
物
に
作
業
中
の
労
働
者
の
手
が
巻
き
込
ま
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
手
袋
を
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
手
袋
の
使
用
を
禁
止
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
工
作
機
械

第
百
十
二
条
　
削
除

（
突
出
し
た
加
工
物
の

お
お覆

い
等
）

第
百
十
三
条
　
事
業
者
は
、
立
旋
盤
、
タ
レ
ツ
ト
旋
盤
等
か
ら
突
出
し
て
回
転
し
て
い
る
加
工
物
が
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、

お
お覆

い
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帯
の
こ
盤
の
歯
等
の

お
お覆

い
等
）

第
百
十
四
条
　
事
業
者
は
、
帯
の
こ
盤
（
木
材
加
工
用
帯
の
こ
盤
を
除
く
。
）
の
歯
の
切
断
に
必
要
な
部
分
以
外
の
部
分
及
び
の
こ
車
に
は
、

お
お覆

い
又
は
囲
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
丸
の
こ
盤
の
歯
の
接
触
予
防
装
置
）

第
百
十
五
条
　
事
業
者
は
、
丸
の
こ
盤
（
木
材
加
工
用
丸
の
こ
盤
を
除
く
。
）
に
は
、
歯
の
接
触
予
防
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
旋
盤
等
の
テ
ー
ブ
ル
へ
の
と
う
乗
の
禁
止
）

第
百
十
六
条
　
事
業
者
は
、
運
転
中
の
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー
等
の
テ
ー
ブ
ル
に
は
、
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
テ
ー
ブ
ル
に
乗
つ
た
労
働
者
又
は
操
作
盤
に
配
置
さ
れ
た
労
働
者
が
、
直
ち
に
機
械
を
停
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
い
て
、
運
転
中
の
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー
等
の
テ
ー
ブ
ル
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
研
削
と
い
し
の

お
お覆

い
）

第
百
十
七
条
　
事
業
者
は
、
回
転
中
の
研
削
と
い
し
が
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、

お
お覆

い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
直
径
が
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
研
削
と
い
し
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
研
削
と
い
し
の
試
運
転
）

第
百
十
八
条
　
事
業
者
は
、
研
削
と
い
し
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
は
一
分
間
以
上
、
研
削
と
い
し
を
取
り
替
え
た
と
き
に
は
三
分
間
以
上
試
運
転
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
研
削
と
い
し
の

高
使
用
周
速
度
を
こ
え
る
使
用
の
禁
止
）

第
百
十
九
条
　
事
業
者
は
、
研
削
と
い
し
に
つ
い
て
は
、
そ
の

高
使
用
周
速
度
を
こ
え
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
研
削
と
い
し
の
側
面
使
用
の
禁
止
）

第
百
二
十
条
　
事
業
者
は
、
側
面
を
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
研
削
と
い
し
以
外
の
研
削
と
い
し
の
側
面
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
バ
フ
の

お
お覆

い
）

第
百
二
十
一
条
　
事
業
者
は
、
バ
フ
盤
（
布
バ
フ
、
コ
ル
ク
バ
フ
等
を
使
用
す
る
バ
フ
盤
を
除
く
。
）
の
バ
フ
の
研
ま
に
必
要
な
部
分
以
外
の
部
分
に
は
、

お
お覆

い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
木
材
加
工
用
機
械

（
丸
の
こ
盤
の
反
ぱ
つ
予
防
装
置
）

第
百
二
十
二
条
　
事
業
者
は
、
木
材
加
工
用
丸
の
こ
盤
（
横
切
用
丸
の
こ
盤
そ
の
他
反
ぱ
つ
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
割
刃
そ
の
他
の
反
ぱ
つ
予
防
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
丸
の
こ
盤
の
歯
の
接
触
予
防
装
置
）

第
百
二
十
三
条
　
事
業
者
は
、
木
材
加
工
用
丸
の
こ
盤
（
製
材
用
丸
の
こ
盤
及
び
自
動
送
り
装
置
を
有
す
る
丸
の
こ
盤
を
除
く
。
）
に
は
、
歯
の
接
触
予
防
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帯
の
こ
盤
の
歯
及
び
の
こ
車
の

お
お覆

い
等
）

第
百
二
十
四
条
　
事
業
者
は
、
木
材
加
工
用
帯
の
こ
盤
の
歯
の
切
断
に
必
要
な
部
分
以
外
の
部
分
及
び
の
こ
車
に
は
、

お
お覆

い
又
は
囲
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帯
の
こ
盤
の
送
り
ロ
ー
ラ
ー
の

お
お覆

い
等
）

第
百
二
十
五
条
　
事
業
者
は
、
木
材
加
工
用
帯
の
こ
盤
の
ス
パ
イ
ク
つ
き
送
り
ロ
ー
ラ
ー
又
は
の
こ
歯
形
送
り
ロ
ー
ラ
ー
に
は
、
送
り
側
を
除
い
て
、
接
触
予
防
装
置
又
は

お
お覆

い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
者
が
ス

パ
イ
ク
つ
き
送
り
ロ
ー
ラ
ー
又
は
の
こ
歯
形
送
り
ロ
ー
ラ
ー
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
急
停
止
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
手
押
し
か
ん
な
盤
の
刃
の
接
触
予
防
装
置
）

第
百
二
十
六
条
　
事
業
者
は
、
手
押
し
か
ん
な
盤
に
は
、
刃
の
接
触
予
防
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
面
取
り
盤
の
刃
の
接
触
予
防
装
置
）

第
百
二
十
七
条
　
事
業
者
は
、
面
取
り
盤
（
自
動
送
り
装
置
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
刃
の
接
触
予
防
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
触
予
防
装
置
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合
に
お
い

て
、
労
働
者
に
治
具
又
は
工
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
治
具
又
は
工
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
百
二
十
八
条
　
事
業
者
は
、
自
動
送
材
車
式
帯
の
こ
盤
の
送
材
車
と
歯
と
の
間
に
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
箇
所
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
木
材
加
工
用
機
械
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
百
二
十
九
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
六
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
木
材
加
工
用
機
械
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
木
材
加
工
用
機
械
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
木
材
加
工
用
機
械
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
百
三
十
条
　
事
業
者
は
、
木
材
加
工
用
機
械
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
木
材
加
工
用
機
械
を
取
り
扱
う
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
木
材
加
工
用
機
械
及
び
そ
の
安
全
装
置
を
点
検
す
る
こ
と
。

三
　
木
材
加
工
用
機
械
及
び
そ
の
安
全
装
置
に
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

四
　
作
業
中
、
治
具
、
工
具
等
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

第
三
節
の
二
　
食
品
加
工
用
機
械

（
切
断
機
等
の
覆
い
等
）

第
百
三
十
条
の
二
　
事
業
者
は
、
食
品
加
工
用
切
断
機
又
は
食
品
加
工
用
切
削
機
の
刃
の
切
断
又
は
切
削
に
必
要
な
部
分
以
外
の
部
分
に
は
、
覆
い
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
切
断
機
等
に
原
材
料
を
送
給
す
る
場
合
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
百
三
十
条
の
三
　
事
業
者
は
、
前
条
の
機
械
（
原
材
料
の
送
給
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
に
原
材
料
を
送
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
機
械
の
運
転
を
停

止
し
、
又
は
労
働
者
に
用
具
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
用
具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
切
断
機
等
か
ら
原
材
料
を
取
り
出
す
場
合
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
百
三
十
条
の
四
　
事
業
者
は
、
第
百
三
十
条
の
二
の
機
械
（
原
材
料
の
取
出
し
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
原
材
料
を
取
り
出
す
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該

機
械
の
運
転
を
停
止
し
、
又
は
労
働
者
に
用
具
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
用
具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
粉
砕
機
等
へ
の
転
落
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
百
三
十
条
の
五
　
事
業
者
は
、
食
品
加
工
用
粉
砕
機
又
は
食
品
加
工
用
混
合
機
の
開
口
部
か
ら
転
落
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
蓋
、
囲
い
、
高
さ
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
柵
等

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
蓋
、
囲
い
、
柵
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
墜
落
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
に
応
じ
た
性
能
を
有
す
る
墜
落
制
止
用
器
具
（
以
下
「
要
求
性
能
墜
落
制
止
用

器
具
」
と
い
う
。
）
を
使
用
さ
せ
る
等
転
落
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
開
口
部
か
ら
可
動
部
分
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
蓋
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
労
働
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
そ
の
他
の
命
綱
（
以
下
「
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
」
と
い
う
。
）
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
粉
砕
機
等
に
原
材
料
を
送
給
す
る
場
合
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
百
三
十
条
の
六
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
機
械
（
原
材
料
の
送
給
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
に
原
材
料
を
送
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
機
械
の
運

転
を
停
止
し
、
又
は
労
働
者
に
用
具
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
用
具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
粉
砕
機
等
か
ら
内
容
物
を
取
り
出
す
場
合
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
百
三
十
条
の
七
　
事
業
者
は
、
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
の
機
械
（
内
容
物
の
取
出
し
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
内
容
物
を
取
り
出
す
と
き
は
、
当
該
機
械
の
運
転
を
停
止
し
、
又
は
労
働
者
に
用
具
等
を

使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
用
具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ロ
ー
ル
機
の
覆
い
等
）

第
百
三
十
条
の
八
　
事
業
者
は
、
食
品
加
工
用
ロ
ー
ル
機
の
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
は
、
覆
い
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
成
形
機
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
三
十
条
の
九
　
事
業
者
は
、
食
品
加
工
用
成
形
機
又
は
食
品
加
工
用
圧
縮
機
に
労
働
者
が
身
体
の
一
部
を
挟
ま
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
覆
い
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。第

四
節
　
プ
レ
ス
機
械
及
び
シ
ヤ
ー

（
プ
レ
ス
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
三
十
一
条
　
事
業
者
は
、
プ
レ
ス
機
械
及
び
シ
ヤ
ー
（
以
下
「
プ
レ
ス
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
安
全
囲
い
を
設
け
る
等
当
該
プ
レ
ス
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
労
働
者
の
身
体
の
一
部
が
危
険
限
界
に
入
ら
な
い
よ
う
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ス
ラ
イ
ド
又
は
刃
物
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
機
構
を
有
す
る
プ
レ
ス
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
作
業
の
性
質
上
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
当
該
プ
レ
ス
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
労
働
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
安
全
装
置
（
手
払
い
式
安
全
装
置
を

除
く
。
）
を
取
り
付
け
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
プ
レ
ス
等
の
種
類
、
圧
力
能
力
、
毎
分
ス
ト
ロ
ー
ク
数
及
び
ス
ト
ロ
ー
ク
長
さ
並
び
に
作
業
の
方
法
に
応
じ
た
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
両
手
操
作
式
の
安
全
装
置
及
び
感
応
式
の
安
全
装
置
に
あ
つ
て
は
、
プ
レ
ス
等
の
停
止
性
能
に
応
じ
た
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
プ
レ
ス
ブ
レ
ー
キ
用
レ
ー
ザ
ー
式
安
全
装
置
に
あ
つ
て
は
、
プ
レ
ス
ブ
レ
ー
キ
の
ス
ラ
イ
ド
の
速
度
を
毎
秒
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
当
該
速
度
で
ス
ラ
イ
ド
を
作
動
さ
せ
る
と
き
は
ス
ラ
イ
ド
を

作
動
さ
せ
る
た
め
の
操
作
部
を
操
作
し
て
い
る
間
の
み
ス
ラ
イ
ド
を
作
動
さ
せ
る
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
の
措
置
は
、
行
程
の
切
替
え
ス
イ
ツ
チ
、
操
作
の
切
替
え
ス
イ
ツ
チ
若
し
く
は
操
作
ス
テ
ー
シ
ヨ
ン
の
切
替
え
ス
イ
ツ
チ
又
は
安
全
装
置
の
切
替
え
ス
イ
ツ
チ
を
備
え
る
プ
レ
ス
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
切
替
え
ス
イ
ツ
チ

が
切
り
替
え
ら
れ
た
い
か
な
る
状
態
に
お
い
て
も
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ス
ラ
イ
ド
の
下
降
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
三
十
一
条
の
二
　
事
業
者
は
、
動
力
プ
レ
ス
の
金
型
の
取
付
け
、
取
外
し
又
は
調
整
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
の
一
部
が
危
険
限
界
に
入
る
と
き
は
、
ス
ラ
イ
ド
が
不
意
に
下
降
す

る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
を
使
用
さ
せ
る
等
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
を
使
用
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
金
型
の
調
整
）

第
百
三
十
一
条
の
三
　
事
業
者
は
、
プ
レ
ス
機
械
の
金
型
の
調
整
の
た
め
ス
ラ
イ
ド
を
作
動
さ
せ
る
と
き
は
、
寸
動
機
構
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
寸
動
に
よ
り
、
寸
動
機
構
を
有
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
手
回
し
に
よ

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ク
ラ
ツ
チ
等
の
機
能
の
保
持
）

第
百
三
十
二
条
　
事
業
者
は
、
プ
レ
ス
等
の
ク
ラ
ツ
チ
、
ブ
レ
ー
キ
そ
の
他
制
御
の
た
め
に
必
要
な
部
分
の
機
能
を
常
に
有
効
な
状
態
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
プ
レ
ス
機
械
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
百
三
十
三
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
七
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
プ
レ
ス
機
械
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
プ
レ
ス
機
械
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
プ
レ
ス
機
械
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
百
三
十
四
条
　
事
業
者
は
、
プ
レ
ス
機
械
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
プ
レ
ス
機
械
及
び
そ
の
安
全
装
置
を
点
検
す
る
こ
と
。

二
　
プ
レ
ス
機
械
及
び
そ
の
安
全
装
置
に
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

三
　
プ
レ
ス
機
械
及
び
そ
の
安
全
装
置
に
切
替
え
キ
ー
ス
イ
ツ
チ
を
設
け
た
と
き
は
、
当
該
キ
ー
を
保
管
す
る
こ
と
。

四
　
金
型
の
取
付
け
、
取
り
は
ず
し
及
び
調
整
の
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

（
切
替
え
キ
ー
ス
イ
ツ
チ
の
キ
ー
の
保
管
等
）

第
百
三
十
四
条
の
二
　
事
業
者
は
、
動
力
プ
レ
ス
に
よ
る
作
業
の
う
ち
令
第
六
条
第
七
号
の
作
業
以
外
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
動
力
プ
レ
ス
及
び
そ
の
安
全
装
置
に
切
替
え
キ
ー
ス
イ
ツ
チ
を
設
け
た
と
き
は
、
当
該
キ
ー
を

保
管
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
当
該
キ
ー
を
保
管
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
三
十
四
条
の
三
　
事
業
者
は
、
動
力
プ
レ
ス
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
動
力
プ
レ
ス
の
当
該

使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
ク
ラ
ン
ク
シ
ヤ
フ
ト
、
フ
ラ
イ
ホ
イ
ー
ル
そ
の
他
動
力
伝
達
装
置
の
異
常
の
有
無

二
　
ク
ラ
ツ
チ
、
ブ
レ
ー
キ
そ
の
他
制
御
系
統
の
異
常
の
有
無

三
　
一
行
程
一
停
止
機
構
、
急
停
止
機
構
及
び
非
常
停
止
装
置
の
異
常
の
有
無

四
　
ス
ラ
イ
ド
、
コ
ネ
ク
チ
ン
グ
ロ
ツ
ド
そ
の
他
ス
ラ
イ
ド
関
係
の
異
常
の
有
無

五
　
電
磁
弁
、
圧
力
調
整
弁
そ
の
他
空
圧
系
統
の
異
常
の
有
無

六
　
電
磁
弁
、
油
圧
ポ
ン
プ
そ
の
他
油
圧
系
統
の
異
常
の
有
無

七
　
リ
ミ
ツ
ト
ス
イ
ツ
チ
、
リ
レ
ー
そ
の
他
電
気
系
統
の
異
常
の
有
無

八
　
ダ
イ
ク
ツ
シ
ヨ
ン
及
び
そ
の
附
属
機
器
の
異
常
の
有
無

九
　
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
機
構
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
動
力
プ
レ
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
五
条
　
事
業
者
は
、
動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
シ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
シ
ヤ

ー
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
ク
ラ
ツ
チ
及
び
ブ
レ
ー
キ
の
異
常
の
有
無

二
　
ス
ラ
イ
ド
機
構
の
異
常
の
有
無

三
　
一
行
程
一
停
止
機
構
、
急
停
止
機
構
及
び
非
常
停
止
装
置
の
異
常
の
有
無

四
　
電
磁
弁
、
減
圧
弁
及
び
圧
力
計
の
異
常
の
有
無

五
　
配
線
及
び
開
閉
器
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
シ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
三
十
五
条
の
二
　
事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
三
十
五
条
の
三
　
動
力
プ
レ
ス
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
自
主
検
査
（
以
下
「
特
定
自
主
検
査
」
と
い
う
。
）
は
、
第
百
三
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
自
主
検
査
と
す
る
。

２
　
動
力
プ
レ
ス
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修
了
し
た
も
の

イ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
（
当
該
学
科
を
専
攻
し
た
者
に
限
る
。
）

若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該
学
科
を
専
攻
し
て
専
門
職
大
学
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
動
力
プ
レ

ス
の
点
検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
二
年
以
上
従
事
し
、
又
は
動
力
プ
レ
ス
の
設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ロ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
動
力
プ
レ
ス
の
点
検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
四
年
以
上
従
事
し
、
又
は
動
力
プ
レ
ス
の
設
計
若
し
く
は

工
作
の
業
務
に
七
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ハ
　
動
力
プ
レ
ス
の
点
検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
七
年
以
上
従
事
し
、
又
は
動
力
プ
レ
ス
の
設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
十
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ニ
　
法
別
表
第
十
八
第
二
号
に
掲
げ
る
プ
レ
ス
機
械
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
で
、
動
力
プ
レ
ス
に
よ
る
作
業
に
十
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

二
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

３
　
動
力
プ
レ
ス
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
検
査
業
者
（
以
下
「
検
査
業
者
」
と
い
う
。
）
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏

名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

４
　
事
業
者
は
、
動
力
プ
レ
ス
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
動
力
プ
レ
ス
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
開
始
前
の
点
検
）

第
百
三
十
六
条
　
事
業
者
は
、
プ
レ
ス
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
に
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ク
ラ
ツ
チ
及
び
ブ
レ
ー
キ
の
機
能
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二
　
ク
ラ
ン
ク
シ
ヤ
フ
ト
、
フ
ラ
イ
ホ
イ
ー
ル
、
ス
ラ
イ
ド
、
コ
ネ
ク
チ
ン
グ
ロ
ツ
ド
及
び
コ
ネ
ク
チ
ン
グ
ス
ク
リ
ユ
ー
の
ボ
ル
ト
の
ゆ
る
み
の
有
無

三
　
一
行
程
一
停
止
機
構
、
急
停
止
機
構
及
び
非
常
停
止
装
置
の
機
能

四
　
ス
ラ
イ
ド
又
は
刃
物
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
機
構
の
機
能

五
　
プ
レ
ス
機
械
に
あ
つ
て
は
、
金
型
及
び
ボ
ル
ス
タ
ー
の
状
態

六
　
シ
ヤ
ー
に
あ
つ
て
は
、
刃
物
及
び
テ
ー
ブ
ル
の
状
態

（
プ
レ
ス
等
の
補
修
）

第
百
三
十
七
条
　
事
業
者
は
、
第
百
三
十
四
条
の
三
若
し
く
は
第
百
三
十
五
条
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
節
　
遠
心
機
械

（
ふ
た
の
取
付
け
）

第
百
三
十
八
条
　
事
業
者
は
、
遠
心
機
械
に
は
、
ふ
た
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
内
容
物
を
取
り
出
す
場
合
の
運
転
停
止
）

第
百
三
十
九
条
　
事
業
者
は
、
遠
心
機
械
（
内
容
物
の
取
出
し
が
自
動
的
に
行
な
わ
れ
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
内
容
物
を
取
り
出
す
と
き
は
、
当
該
機
械
の
運
転
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

高
使
用
回
転
数
を
こ
え
る
使
用
の
禁
止
）

第
百
四
十
条
　
事
業
者
は
、
遠
心
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ
の

高
使
用
回
転
数
を
こ
え
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
四
十
一
条
　
事
業
者
は
、
動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
遠
心
機
械
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
こ
え
る
期
間
使
用
し
な
い

遠
心
機
械
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
回
転
体
の
異
常
の
有
無

二
　
主
軸
の
軸
受
部
の
異
常
の
有
無

三
　
ブ
レ
ー
キ
の
異
常
の
有
無

四
　
外
わ
く
の
異
常
の
有
無

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
部
分
の
ボ
ル
ト
の
ゆ
る
み
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
遠
心
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
節
　
粉
砕
機
及
び
混
合
機

（
転
落
等
の
危
険
の
防
止
）

第
百
四
十
二
条
　
事
業
者
は
、
粉
砕
機
又
は
混
合
機
（
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
の
機
械
を
除
く
。
）
の
開
口
部
か
ら
転
落
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
蓋
、
囲
い
、
高
さ
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
柵
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
蓋
、
囲
い
、
柵
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
転
落
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
開
口
部
か
ら
可
動
部
分
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
蓋
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
労
働
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
内
容
物
を
取
り
出
す
場
合
の
運
転
停
止
）

第
百
四
十
三
条
　
事
業
者
は
、
粉
砕
機
又
は
混
合
機
（
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
の
機
械
及
び
内
容
物
の
取
出
し
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
内
容
物
を
取
り
出
す
と
き
は
、
当
該
機
械
の
運
転
を
停
止
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
機
械
の
運
転
を
停
止
し
て
内
容
物
を
取
り
出
す
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
用
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
用
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
節
　
ロ
ー
ル
機
等

（
紙
等
を
通
す
ロ
ー
ル
機
の
囲
い
等
）

第
百
四
十
四
条
　
事
業
者
は
、
紙
、
布
、
金
属

は
く箔

等
を
通
す
ロ
ー
ル
機
の
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
は
、
囲
い
、
ガ
イ
ド
ロ
ー
ル
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
織
機
の
シ
ヤ
ツ
ト
ル
ガ
ー
ド
）

第
百
四
十
五
条
　
事
業
者
は
、
シ
ヤ
ツ
ト
ル
を
有
す
る
織
機
に
は
、
シ
ヤ
ツ
ト
ル
ガ
ー
ド
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
伸
線
機
の
引
抜
き
ブ
ロ
ツ
ク
等
の

お
お覆

い
等
）

第
百
四
十
六
条
　
事
業
者
は
、
伸
線
機
の
引
抜
き
ブ
ロ
ツ
ク
又
は
よ
り
線
機
の
ケ
ー
ジ
で
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、

お
お覆

い
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
射
出
成
形
機
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
四
十
七
条
　
事
業
者
は
、
射
出
成
形
機
、
鋳
型
造
形
機
、
型
打
ち
機
等
（
第
百
三
十
条
の
九
及
び
本
章
第
四
節
の
機
械
を
除
く
。
）
に
労
働
者
が
身
体
の
一
部
を
挟
ま
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
戸
、
両
手
操
作
式
に
よ
る
起
動

装
置
そ
の
他
の
安
全
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
戸
は
、
閉
じ
な
け
れ
ば
機
械
が
作
動
し
な
い
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
扇
風
機
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
四
十
八
条
　
事
業
者
は
、
扇
風
機
の
羽
根
で
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、
網
又
は
囲
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
節
　
高
速
回
転
体

（
回
転
試
験
中
の
危
険
防
止
）

第
百
四
十
九
条
　
事
業
者
は
、
高
速
回
転
体
（
タ
ー
ビ
ン
ロ
ー
タ
ー
、
遠
心
分
離
機
の
バ
ス
ケ
ツ
ト
等
の
回
転
体
で
、
周
速
度
が
毎
秒
二
十
五
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
回
転
試
験
を
行
な

う
と
き
は
、
高
速
回
転
体
の
破
壊
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
専
用
の
堅
固
な
建
設
物
内
又
は
堅
固
な
障
壁
等
で
隔
離
さ
れ
た
場
所
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
の
高
速
回
転
体
以
外
の
高
速
回
転
体
の
回

転
試
験
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
試
験
設
備
に
堅
固
な

お
お覆

い
を
設
け
る
等
当
該
高
速
回
転
体
の
破
壊
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
回
転
軸
の
非
破
壊
検
査
）

第
百
五
十
条
　
事
業
者
は
、
高
速
回
転
体
（
回
転
軸
の
重
量
が
一
ト
ン
を
こ
え
、
か
つ
、
回
転
軸
の
周
速
度
が
毎
秒
百
二
十
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
も
の
に
限
る
。
）
の
回
転
試
験
を
行
な
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
回
転
軸
に
つ
い

て
、
材
質
、
形
状
等
に
応
じ
た
種
類
の
非
破
壊
検
査
を
行
な
い
、
破
壊
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
欠
陥
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
回
転
試
験
の
実
施
方
法
）

第
百
五
十
条
の
二
　
事
業
者
は
、
前
条
の
高
速
回
転
体
の
回
転
試
験
を
行
う
と
き
は
、
遠
隔
操
作
の
方
法
に
よ
る
等
そ
の
制
御
、
測
定
等
の
作
業
を
行
う
労
働
者
に
当
該
高
速
回
転
体
の
破
壊
に
よ
る
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
方

法
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
節
　
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト

（
教
示
等
）

第
百
五
十
条
の
三
　
事
業
者
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
に
つ
い
て
教
示
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の

誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
及
び
第
二
号
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
駆
動
源
を
遮
断
し
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
次
の
事
項
に
つ
い
て
規
程
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ
　
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
操
作
の
方
法
及
び
手
順

ロ
　
作
業
中
の
マ
ニ
プ
レ
ー
タ
の
速
度

ハ
　
複
数
の
労
働
者
に
作
業
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
合
図
の
方
法

ニ
　
異
常
時
に
お
け
る
措
置

ホ
　
異
常
時
に
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
を
停
止
し
た
後
、
こ
れ
を
再
起
動
さ
せ
る
と
き
の
措
置

ヘ
　
そ
の
他
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

二
　
作
業
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
又
は
当
該
労
働
者
を
監
視
す
る
者
が
異
常
時
に
直
ち
に
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
作
業
を
行
つ
て
い
る
間
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
起
動
ス
イ
ツ
チ
等
に
作
業
中
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
等
作
業
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
以
外
の
者
が
当
該
起
動
ス
イ
ツ
チ
等
を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

（
運
転
中
の
危
険
の
防
止
）

第
百
五
十
条
の
四
　
事
業
者
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
を
運
転
す
る
場
合
（
教
示
等
の
た
め
に
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
を
運
転
す
る
場
合
及
び
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
中
に
次
条
に
規
定
す
る
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い

て
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
を
運
転
す
る
と
き
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
さ
く
又
は
囲
い
を
設
け
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
等
）

第
百
五
十
条
の
五
　
事
業
者
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
検
査
、
修
理
、
調
整
（
教
示
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
掃
除
若
し
く
は
給
油
又
は
こ
れ
ら
の
結
果
の
確
認
の
作
業
を
行

う
と
き
は
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、
当
該
作
業
を
行
つ
て
い
る
間
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
起
動
ス
イ
ツ
チ
に
錠
を
か
け
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
起
動
ス
イ
ツ
チ
に
作
業
中
で
あ
る
旨
を
表
示

す
る
等
当
該
作
業
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
以
外
の
者
が
当
該
起
動
ス
イ
ツ
チ
を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
中
に
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
次
の
事
項
に
つ
い
て
規
程
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ
　
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
操
作
の
方
法
及
び
手
順

ロ
　
複
数
の
労
働
者
に
作
業
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
合
図
の
方
法

ハ
　
異
常
時
に
お
け
る
措
置

ニ
　
異
常
時
に
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
を
停
止
し
た
後
、
こ
れ
を
再
起
動
さ
せ
る
と
き
の
措
置
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ホ
　
そ
の
他
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

二
　
作
業
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
又
は
当
該
労
働
者
を
監
視
す
る
者
が
異
常
時
に
直
ち
に
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
作
業
を
行
つ
て
い
る
間
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
状
態
を
切
り
替
え
る
た
め
の
ス
イ
ツ
チ
等
に
作
業
中
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
等
作
業
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
以
外
の
者
が
当
該
ス
イ
ツ
チ
等
を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
点
検
）

第
百
五
十
一
条
　
事
業
者
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
に
つ
い
て
教
示
等
（
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
駆
動
源
を
遮
断
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
作
業
を
開
始
す

る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
外
部
電
線
の
被
覆
又
は
外
装
の
損
傷
の
有
無

二
　
マ
ニ
プ
レ
ー
タ
の
作
動
の
異
常
の
有
無

三
　
制
動
装
置
及
び
非
常
停
止
装
置
の
機
能

第
一
章
の
二
　
荷
役
運
搬
機
械
等

第
一
節
　
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等

第
一
款
　
総
則

（
定
義
）

第
百
五
十
一
条
の
二
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一
　
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト

二
　
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー

三
　
フ
オ
ー
ク
ロ
ー
ダ
ー

四
　
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー

五
　
不
整
地
運
搬
車

六
　
構
内
運
搬
車
（
専
ら
荷
を
運
搬
す
る
構
造
の
自
動
車
（
長
さ
が
四
・
七
メ
ー
ト
ル
以
下
、
幅
が
一
・
七
メ
ー
ト
ル
以
下
、
高
さ
が
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、

高
速
度
が
毎
時
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

七
　
貨
物
自
動
車
（
専
ら
荷
を
運
搬
す
る
構
造
の
自
動
車
（
前
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

（
作
業
計
画
）

第
百
五
十
一
条
の
三
　
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業
（
不
整
地
運
搬
車
又
は
貨
物
自
動
車
を
用
い
て
行
う
道
路
上
の
走
行
の
作
業
を
除
く
。
以
下
第
百
五
十
一
条
の
七
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
の
広
さ
及
び
地
形
、
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
種
類
及
び
能
力
、
荷
の
種
類
及
び
形
状
等
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
計
画
は
、
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
運
行
経
路
及
び
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
に
よ
る
作
業
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
指
揮
者
）

第
百
五
十
一
条
の
四
　
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業
の
指
揮
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
制
限
速
度
）

第
百
五
十
一
条
の
五
　
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（

高
速
度
が
毎
時
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
の
地
形
、
地
盤
の
状
態
等
に
応

じ
た
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
適
正
な
制
限
速
度
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
運
転
者
は
、
同
項
の
制
限
速
度
を
超
え
て
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
転
落
等
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
六
　
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
運
行
経
路

に
つ
い
て
必
要
な
幅
員
を
保
持
す
る
こ
と
、
地
盤
の
不
同
沈
下
を
防
止
す
る
こ
と
、
路
肩
の
崩
壊
を
防
止
す
る
こ
と
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
路
肩
、
傾
斜
地
等
で
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配

置
し
、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
運
転
者
は
、
同
項
の
誘
導
者
が
行
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
接
触
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
七
　
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
又
は
そ
の
荷
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者

を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
誘
導
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
運
転
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
誘
導
者
が
行
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
図
）

第
百
五
十
一
条
の
八
　
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
に
つ
い
て
誘
導
者
を
置
く
と
き
は
、
一
定
の
合
図
を
定
め
、
誘
導
者
に
当
該
合
図
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
前
項
の
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
運
転
者
は
、
同
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
九
　
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（
構
造
上
、
フ
オ
ー
ク
、
シ
ヨ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
フ
オ
ー
ク
、

シ
ヨ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
荷
の
下
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
フ
オ
ー
ク
、
シ
ヨ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下

す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
作
業
を
行
う
労
働
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
荷
の
積
載
）

第
百
五
十
一
条
の
十
　
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
に
荷
を
積
載
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
偏
荷
重
が
生
じ
な
い
よ
う
に
積
載
す
る
こ
と
。

二
　
不
整
地
運
搬
車
、
構
内
運
搬
車
又
は
貨
物
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
荷
崩
れ
又
は
荷
の
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
荷
に
ロ
ー
プ
又
は
シ
ー
ト
を
掛
け
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
場
合
の
措
置
）

第
百
五
十
一
条
の
十
一
　
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
運
転
者
が
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
運
転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
と
作
業
装
置
の
運

転
の
た
め
の
運
転
位
置
が
異
な
る
貨
物
自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
労
働
者
が
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
に
お
い
て
作
業
装
置
を
運
転
し
、
又
は
運
転
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
フ
ォ
ー
ク
、
シ
ョ
ベ
ル
等
の
荷
役
装
置
（
テ
ー
ル
ゲ
ー
ト
リ
フ
タ
ー
を
除
く
。
）
を

低
降
下
位
置
に
置
く
こ
と
。

二
　
原
動
機
を
止
め
、
か
つ
、
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
の
ブ
レ
ー
キ
を
確
実
に
か
け
る
等
の
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
貨
物
自
動
車
の
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
の
ブ
レ
ー
キ
を
確
実
に
か
け
る
等
の
貨
物
自
動
車
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
貨
物
自
動
車
の
運
転
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
移
送
）

第
百
五
十
一
条
の
十
二
　
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
移
送
す
る
た
め
自
走
又
は
け
ん
引
に
よ
り
貨
物
自
動
車
に
積
卸
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
道
板
、
盛
土
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等

の
転
倒
、
転
落
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
積
卸
し
は
、
平
た
ん
で
堅
固
な
場
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

二
　
道
板
を
使
用
す
る
と
き
は
、
十
分
な
長
さ
、
幅
及
び
強
度
を
有
す
る
道
板
を
用
い
、
適
当
な
こ
う
配
で
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

三
　
盛
土
、
仮
設
台
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
十
分
な
幅
及
び
強
度
並
び
に
適
当
な
こ
う
配
を
確
保
す
る
こ
と
。

（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
十
三
　
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（
不
整
地
運
搬
車
及
び
貨
物
自
動
車
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
墜
落
に
よ
る
労

働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
主
た
る
用
途
以
外
の
使
用
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
十
四
　
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
荷
の
つ
り
上
げ
、
労
働
者
の
昇
降
等
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
主
た
る
用
途
以
外
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
修
理
等
）

第
百
五
十
一
条
の
十
五
　
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
修
理
又
は
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
若
し
く
は
取
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
作
業
手
順
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
第
百
五
十
一
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

第
二
款
　
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト

（
前
照
灯
及
び
後
照
灯
）

第
百
五
十
一
条
の
十
六
　
事
業
者
は
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
前
照
灯
及
び
後
照
灯
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
）

第
百
五
十
一
条
の
十
七
　
事
業
者
は
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
荷
の
落
下
に
よ
り
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
運

転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
強
度
は
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の

大
荷
重
の
二
倍
の
値
（
そ
の
値
が
四
ト
ン
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
ト
ン
）
の
等
分
布
静
荷
重
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
上
部
わ
く
の
各
開
口
の
幅
又
は
長
さ
は
、
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
こ
と
。

三
　
運
転
者
が
座
つ
て
操
作
す
る
方
式
の
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
あ
つ
て
は
、
運
転
者
の
座
席
の
上
面
か
ら
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
の
上
部
わ
く
の
下
面
ま
で
の
高
さ
は
、
九
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
運
転
者
が
立
つ
て
操
作
す
る
方
式
の
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
あ
つ
て
は
、
運
転
者
席
の
床
面
か
ら
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
の
上
部
わ
く
の
下
面
ま
で
の
高
さ
は
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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（
バ
ツ
ク
レ
ス
ト
）

第
百
五
十
一
条
の
十
八
　
事
業
者
は
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
バ
ツ
ク
レ
ス
ト
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
マ
ス
ト
の
後
方
に
荷
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
パ
レ
ツ
ト
等
）

第
百
五
十
一
条
の
十
九
　
事
業
者
は
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
よ
る
荷
役
運
搬
の
作
業
に
使
用
す
る
パ
レ
ツ
ト
又
は
ス
キ
ツ
ド
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
積
載
す
る
荷
の
重
量
に
応
じ
た
十
分
な
強
度
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
な
い
こ
と
。

（
使
用
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
　
事
業
者
は
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
許
容
荷
重
（
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
構
造
及
び
材
料
並
び
に
フ
オ
ー
ク
等
（
フ
オ
ー
ク
、
ラ
ム
等
荷
を
積
載
す
る
装
置
を
い
う
。
）
に
積
載
す
る
荷
の
重
心
位
置
に

応
じ
負
荷
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

大
の
荷
重
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
能
力
を
超
え
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
　
事
業
者
は
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な

い
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
圧
縮
圧
力
、
弁
す
き
間
そ
の
他
原
動
機
の
異
常
の
有
無

二
　
デ
フ
ア
レ
ン
シ
ヤ
ル
、
プ
ロ
ペ
ラ
シ
ヤ
フ
ト
そ
の
他
動
力
伝
達
装
置
の
異
常
の
有
無

三
　
タ
イ
ヤ
、
ホ
イ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
そ
の
他
走
行
装
置
の
異
常
の
有
無

四
　
か
じ
取
り
車
輪
の
左
右
の
回
転
角
度
、
ナ
ツ
ク
ル
、
ロ
ツ
ド
、
ア
ー
ム
そ
の
他
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

五
　
制
動
能
力
、
ブ
レ
ー
キ
ド
ラ
ム
、
ブ
レ
ー
キ
シ
ユ
ー
そ
の
他
制
動
装
置
の
異
常
の
有
無

六
　
フ
オ
ー
ク
、
マ
ス
ト
、
チ
エ
ー
ン
、
チ
エ
ー
ン
ホ
イ
ー
ル
そ
の
他
荷
役
装
置
の
異
常
の
有
無

七
　
油
圧
ポ
ン
プ
、
油
圧
モ
ー
タ
ー
、
シ
リ
ン
ダ
ー
、
安
全
弁
そ
の
他
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

八
　
電
圧
、
電
流
そ
の
他
電
気
系
統
の
異
常
の
有
無

九
　
車
体
、
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
、
バ
ツ
ク
レ
ス
ト
、
警
報
装
置
、
方
向
指
示
器
、
灯
火
装
置
及
び
計
器
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
二
十
二
　
事
業
者
は
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な

い
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
制
動
装
置
、
ク
ラ
ツ
チ
及
び
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

二
　
荷
役
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

三
　
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
及
び
バ
ツ
ク
レ
ス
ト
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
三
　
事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
　
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
特
定
自
主
検
査
は
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
に
規
定
す
る
自
主
検
査
と
す
る
。

２
　
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修
了
し
た
も
の

イ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
二
年
以
上
従
事
し
、
又
は
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
設
計
若
し

く
は
工
作
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ロ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
四
年
以
上
従
事
し
、
又
は
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
設
計

若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
七
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ハ
　
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
七
年
以
上
従
事
し
、
又
は
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
十
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ニ
　
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
運
転
の
業
務
に
十
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
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二
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

３
　
事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分
に

つ
い
て
は
第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
　
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

５
　
事
業
者
は
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
五
　
事
業
者
は
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
制
動
装
置
及
び
操
縦
装
置
の
機
能

二
　
荷
役
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
機
能

三
　
車
輪
の
異
常
の
有
無

四
　
前
照
灯
、
後
照
灯
、
方
向
指
示
器
及
び
警
報
装
置
の
機
能

（
補
修
等
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
六
　
事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
二
十
二
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款
　
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等

（
前
照
灯
及
び
後
照
灯
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
七
　
事
業
者
は
、
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
又
は
フ
オ
ー
ク
ロ
ー
ダ
ー
（
以
下
「
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
照
灯
及
び
後
照
灯
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
八
　
事
業
者
は
、
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
堅
固
な
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
荷
の
落
下
に
よ
り
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
の
運
転
者
に
危
険

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
荷
の
積
載
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
九
　
事
業
者
は
、
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
運
転
者
の
視
野
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
荷
を
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
　
事
業
者
は
、
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、

大
荷
重
そ
の
他
の
能
力
を
超
え
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
一
　
事
業
者
は
、
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用

し
な
い
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
原
動
機
の
異
常
の
有
無

二
　
動
力
伝
達
装
置
及
び
走
行
装
置
の
異
常
の
有
無

三
　
制
動
装
置
及
び
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

四
　
荷
役
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

五
　
電
気
系
統
、
安
全
装
置
及
び
計
器
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
三
十
二
　
事
業
者
は
、
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用

し
な
い
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
制
動
装
置
、
ク
ラ
ツ
チ
及
び
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

二
　
荷
役
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

三
　
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
三
　
事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果
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五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
四
　
事
業
者
は
、
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
制
動
装
置
及
び
操
縦
装
置
の
機
能

二
　
荷
役
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
機
能

三
　
車
輪
の
異
常
の
有
無

四
　
前
照
灯
、
後
照
灯
、
方
向
指
示
器
及
び
警
報
装
置
の
機
能

（
補
修
等
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
五
　
事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
三
十
一
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
三
十
二
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
款
　
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー

（
前
照
灯
及
び
後
照
灯
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
六
　
事
業
者
は
、
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
前
照
灯
及
び
後
照
灯
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る

場
所
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
七
　
事
業
者
は
、
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、

大
荷
重
そ
の
他
の
能
力
を
超
え
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
八
　
事
業
者
は
、
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使

用
し
な
い
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
原
動
機
の
異
常
の
有
無

二
　
動
力
伝
達
装
置
及
び
走
行
装
置
の
異
常
の
有
無

三
　
制
動
装
置
及
び
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

四
　
荷
役
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

五
　
電
気
系
統
、
安
全
装
置
及
び
計
器
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
三
十
九
　
事
業
者
は
、
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使

用
し
な
い
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
制
動
装
置
、
ク
ラ
ツ
チ
及
び
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

二
　
荷
役
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十
　
事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十
一
　
事
業
者
は
、
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
制
動
装
置
及
び
操
縦
装
置
の
機
能

二
　
荷
役
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
機
能

三
　
車
輪
の
異
常
の
有
無

四
　
前
照
灯
、
後
照
灯
、
方
向
指
示
器
及
び
警
報
装
置
の
機
能
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（
補
修
等
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十
二
　
事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
三
十
八
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
三
十
九
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
款
　
不
整
地
運
搬
車

（
前
照
灯
及
び
尾
灯
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十
三
　
事
業
者
は
、
不
整
地
運
搬
車
（
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
照
灯
及
び
尾
灯
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な

照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十
四
　
事
業
者
は
、
不
整
地
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、

大
積
載
量
そ
の
他
の
能
力
を
超
え
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
昇
降
設
備
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十
五
　
事
業
者
は
、

大
積
載
量
が
五
ト
ン
以
上
の
不
整
地
運
搬
車
に
荷
を
積
む
作
業
（
ロ
ー
プ
掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は

大
積
載
量
が
五
ト
ン
以
上
の
不
整
地
運
搬
車
か
ら
荷
を

卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
床
面
と
荷
台
上
の
荷
の
上
面
と
の
間
を
安
全
に
昇
降
す

る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
床
面
と
荷
台
上
の
荷
の
上
面
と
の
間
を
昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
不
適
格
な
繊
維
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十
六
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
繊
維
ロ
ー
プ
を
不
整
地
運
搬
車
の
荷
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ス
ト
ラ
ン
ド
が
切
断
し
て
い
る
も
の

二
　
著
し
い
損
傷
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の

（
繊
維
ロ
ー
プ
の
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十
七
　
事
業
者
は
、
繊
維
ロ
ー
プ
を
不
整
地
運
搬
車
の
荷
掛
け
に
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
使
用
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
繊
維
ロ
ー
プ
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
取
り
替
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
積
卸
し
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十
八
　
事
業
者
は
、
一
の
荷
で
そ
の
重
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
不
整
地
運
搬
車
に
積
む
作
業
（
ロ
ー
プ
掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は
不
整
地
運
搬
車
か
ら
卸
す
作
業
（
ロ
ー

プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
手
順
及
び
作
業
手
順
ご
と
の
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
当
該
作
業
を
行
う
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

四
　
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
荷
台
上
の
荷
の
落
下
の
危
険
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
当
該
作
業
の
着
手
を
指
示
す
る
こ
と
。

五
　
第
百
五
十
一
条
の
四
十
五
第
一
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
中
抜
き
の
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十
九
　
事
業
者
は
、
不
整
地
運
搬
車
か
ら
荷
を
卸
す
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
中
抜
き
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
中
抜
き
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
　
事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
な
い
不
整
地
運
搬
車
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
荷
台
に
労
働
者
を
乗
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
五
十
一
　
事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
あ
る
不
整
地
運
搬
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
荷
台
に
労
働
者
を
乗
車
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
荷
の
移
動
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
移
動
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
荷
に
つ
い
て
、
歯
止
め
、
滑
止
め
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
荷
台
に
乗
車
さ
せ
る
労
働
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ
　
あ
お
り
を
確
実
に
閉
じ
る
こ
と
。

ロ
　
あ
お
り
そ
の
他
不
整
地
運
搬
車
の
動
揺
に
よ
り
労
働
者
が
墜
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
ら
な
い
こ
と
。

ハ
　
労
働
者
の
身
体
の

高
部
が
運
転
者
席
の
屋
根
の
高
さ
（
荷
台
上
の
荷
の

高
部
が
運
転
者
席
の
屋
根
の
高
さ
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
荷
の

高
部
）
を
超
え
て
乗
ら
な
い
こ
と
。

２
　
前
項
第
二
号
の
労
働
者
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
二
　
事
業
者
は
、

大
積
載
量
が
五
ト
ン
以
上
の
不
整
地
運
搬
車
に
荷
を
積
む
作
業
（
ロ
ー
プ
掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は

大
積
載
量
が
五
ト
ン
以
上
の
不
整
地
運
搬
車
か
ら
荷
を

卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
三
　
事
業
者
は
、
不
整
地
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、
二
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
二
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い

不
整
地
運
搬
車
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
圧
縮
圧
力
、
弁
す
き
間
そ
の
他
原
動
機
の
異
常
の
有
無

二
　
ク
ラ
ッ
チ
、
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
フ
ァ
イ
ナ
ル
ド
ラ
イ
ブ
そ
の
他
動
力
伝
達
装
置
の
異
常
の
有
無

三
　
起
動
輪
、
遊
動
輪
、
上
下
転
輪
、
履
帯
、
タ
イ
ヤ
、
ホ
イ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
そ
の
他
走
行
装
置
の
異
常
の
有
無

四
　
ロ
ッ
ド
、
ア
ー
ム
そ
の
他
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

五
　
制
動
能
力
、
ブ
レ
ー
キ
ド
ラ
ム
、
ブ
レ
ー
キ
シ
ュ
ー
そ
の
他
制
動
装
置
の
異
常
の
有
無

六
　
荷
台
、
テ
ー
ル
ゲ
ー
ト
そ
の
他
荷
役
装
置
の
異
常
の
有
無

七
　
油
圧
ポ
ン
プ
、
油
圧
モ
ー
タ
ー
、
シ
リ
ン
ダ
ー
、
安
全
弁
そ
の
他
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

八
　
電
圧
、
電
流
そ
の
他
電
気
系
統
の
異
常
の
有
無

九
　
車
体
、
警
報
装
置
、
方
向
指
示
器
、
灯
火
装
置
及
び
計
器
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
不
整
地
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
五
十
四
　
事
業
者
は
、
不
整
地
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い

不
整
地
運
搬
車
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
制
動
装
置
、
ク
ラ
ッ
チ
及
び
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

二
　
荷
役
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
不
整
地
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
五
　
事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
六
　
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
は
、
第
百
五
十
一
条
の
五
十
三
に
規
定
す
る
自
主
検
査
と
す
る
。

２
　
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二

項
第
一
号
中
「
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
不
整
地
運
搬
車
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
不
整
地
運
搬
車
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分
に
つ

い
て
は
第
百
五
十
一
条
の
五
十
三
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
　
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

５
　
事
業
者
は
、
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
不
整
地
運
搬
車
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
七
　
事
業
者
は
、
不
整
地
運
搬
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
制
動
装
置
及
び
操
縦
装
置
の
機
能

二
　
荷
役
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
機
能

三
　
履
帯
又
は
車
輪
の
異
常
の
有
無

四
　
前
照
灯
、
尾
灯
、
方
向
指
示
器
及
び
警
報
装
置
の
機
能

（
補
修
等
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
八
　
事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
五
十
三
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
五
十
四
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
款
　
構
内
運
搬
車

（
制
動
装
置
等
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
九
　
事
業
者
は
、
構
内
運
搬
車
（
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所
で
使
用
す
る
構
内
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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一
　
走
行
を
制
動
し
、
及
び
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
、
有
効
な
制
動
装
置
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二
　
警
音
器
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

三
　
か
じ
取
り
ハ
ン
ド
ル
の
中
心
か
ら
車
体
の

外
側
ま
で
の
距
離
が
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
も
の
又
は
運
転
者
席
が
車
室
内
に
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
左
右
に
一
個
ず
つ
方
向
指
示
器
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

四
　
前
照
灯
及
び
尾
灯
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

（
連
結
装
置
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
　
事
業
者
は
、
構
内
運
搬
車
に
被
け
ん
引
車
を
連
結
す
る
と
き
は
、
確
実
な
連
結
装
置
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
一
　
事
業
者
は
、
構
内
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、

大
積
載
量
そ
の
他
の
能
力
を
超
え
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
積
卸
し
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
二
　
事
業
者
は
、
一
の
荷
で
そ
の
重
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
構
内
運
搬
車
に
積
む
作
業
（
ロ
ー
プ
掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は
構
内
運
搬
車
か
ら
卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解

き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
手
順
及
び
作
業
手
順
ご
と
の
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
当
該
作
業
を
行
う
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

四
　
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
荷
台
上
の
荷
の
落
下
の
危
険
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
当
該
作
業
の
着
手
を
指
示
す
る
こ
と
。

（
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
三
　
事
業
者
は
、
構
内
運
搬
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
制
動
装
置
及
び
操
縦
装
置
の
機
能

二
　
荷
役
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
機
能

三
　
車
輪
の
異
常
の
有
無

四
　
前
照
灯
、
尾
灯
、
方
向
指
示
器
及
び
警
音
器
の
機
能

（
補
修
等
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
四
　
事
業
者
は
、
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
款
　
貨
物
自
動
車

（
制
動
装
置
等
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
五
　
事
業
者
は
、
貨
物
自
動
車
（
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
第
八
号
の
規
定
は
、

高
速
度
が
毎
時
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
貨
物
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
走
行
を
制
動
し
、
及
び
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
、
有
効
な
制
動
装
置
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二
　
運
転
者
席
は
、
運
転
者
が
安
全
な
運
転
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
視
界
を
有
し
、
か
つ
、
透
明
で
運
転
者
の
視
野
を
妨
げ
る
よ
う
な
ひ
ず
み
の
な
い
安
全
ガ
ラ
ス
を
前
面
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
。

三
　
空
気
入
り
ゴ
ム
タ
イ
ヤ
は
、
き
裂
、
コ
ー
ド
層
の
露
出
そ
の
他
の
著
し
い
損
傷
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
照
灯
及
び
尾
灯
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

五
　
か
じ
取
り
ハ
ン
ド
ル
の
中
心
か
ら
車
体
の

外
側
ま
で
の
距
離
が
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
も
の
又
は
運
転
者
席
が
車
室
内
に
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
貨
物
自
動
車
の
車
両
中
心
線
上
の
前
方
及
び
後
方
三
十

メ
ー
ト
ル
の
距
離
か
ら
指
示
部
が
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
位
置
に
左
右
に
一
個
ず
つ
方
向
指
示
器
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

六
　
警
音
器
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

七
　
運
転
者
が
安
全
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
後
写
鏡
及
び
当
該
貨
物
自
動
車
の
直
前
に
あ
る
障
害
物
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
鏡
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

八
　
速
度
計
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

（
使
用
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
六
　
事
業
者
は
、
貨
物
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

大
積
載
量
そ
の
他
の
能
力
を
超
え
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
昇
降
設
備
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
七
　
事
業
者
は
、

大
積
載
量
が
二
ト
ン
以
上
の
貨
物
自
動
車
に
荷
を
積
む
作
業
（
ロ
ー
プ
掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は

大
積
載
量
が
二
ト
ン
以
上
の
貨
物
自
動
車
か
ら
荷
を
卸
す

作
業
（
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
床
面
と
荷
台
と
の
間
及
び
床
面
と
荷
台
上
の
荷
の
上
面
と
の

間
を
安
全
に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
床
面
と
荷
台
と
の
間
及
び
床
面
と
荷
台
上
の
荷
の
上
面
と
の
間
を
昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
不
適
格
な
繊
維
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
八
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
繊
維
ロ
ー
プ
を
貨
物
自
動
車
の
荷
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ス
ト
ラ
ン
ド
が
切
断
し
て
い
る
も
の

二
　
著
し
い
損
傷
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の
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（
繊
維
ロ
ー
プ
の
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
六
十
九
　
事
業
者
は
、
繊
維
ロ
ー
プ
を
貨
物
自
動
車
の
荷
掛
け
に
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
使
用
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
繊
維
ロ
ー
プ
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
積
卸
し
）

第
百
五
十
一
条
の
七
十
　
事
業
者
は
、
一
の
荷
で
そ
の
重
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
貨
物
自
動
車
に
積
む
作
業
（
ロ
ー
プ
掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は
貨
物
自
動
車
か
ら
卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解
き

の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
手
順
及
び
作
業
手
順
ご
と
の
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
当
該
作
業
を
行
う
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

四
　
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
荷
台
上
の
荷
の
落
下
の
危
険
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
当
該
作
業
の
着
手
を
指
示
す
る
こ
と
。

五
　
第
百
五
十
一
条
の
六
十
七
第
一
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
中
抜
き
の
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
七
十
一
　
事
業
者
は
、
貨
物
自
動
車
か
ら
荷
を
卸
す
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
中
抜
き
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
中
抜
き
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
七
十
二
　
事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
な
い
貨
物
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
荷
台
に
労
働
者
を
乗
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
七
十
三
　
事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
あ
る
貨
物
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
荷
台
に
労
働
者
を
乗
車
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
荷
の
移
動
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
移
動
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
荷
に
つ
い
て
、
歯
止
め
、
滑
止
め
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
荷
台
に
乗
車
さ
せ
る
労
働
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ
　
あ
お
り
を
確
実
に
閉
じ
る
こ
と
。

ロ
　
あ
お
り
そ
の
他
貨
物
自
動
車
の
動
揺
に
よ
り
労
働
者
が
墜
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
ら
な
い
こ
と
。

ハ
　
労
働
者
の
身
体
の

高
部
が
運
転
者
席
の
屋
根
の
高
さ
（
荷
台
上
の
荷
の

高
部
が
運
転
者
席
の
屋
根
の
高
さ
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
荷
の

高
部
）
を
超
え
て
乗
ら
な
い
こ
と
。

２
　
前
項
第
二
号
の
労
働
者
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
百
五
十
一
条
の
七
十
四
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
自
動
車
に
荷
を
積
む
作
業
（
ロ
ー
プ
掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
自
動
車
か
ら

荷
を
卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
（
第
三
号
に
該
当
す
る
貨
物
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
テ
ー
ル
ゲ
ー
ト
リ
フ
タ
ー
を
使
用
す
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　

大
積
載
量
が
五
ト
ン
以
上
の
も
の

二
　

大
積
載
量
が
二
ト
ン
以
上
五
ト
ン
未
満
で
あ
つ
て
、
荷
台
の
側
面
が
構
造
上
開
放
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
構
造
上
開
閉
で
き
る
も
の

三
　

大
積
載
量
が
二
ト
ン
以
上
五
ト
ン
未
満
で
あ
つ
て
、
テ
ー
ル
ゲ
ー
ト
リ
フ
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
七
十
五
　
事
業
者
は
、
貨
物
自
動
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
制
動
装
置
及
び
操
縦
装
置
の
機
能

二
　
荷
役
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
機
能

三
　
車
輪
の
異
常
の
有
無

四
　
前
照
灯
、
尾
灯
、
方
向
指
示
器
及
び
警
音
器
の
機
能

（
補
修
等
）

第
百
五
十
一
条
の
七
十
六
　
事
業
者
は
、
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
コ
ン
ベ
ヤ
ー

（
逸
走
等
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
七
十
七
　
事
業
者
は
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー
（
フ
ロ
ー
コ
ン
ベ
ヤ
ー
、
ス
ク
リ
ュ
ー
コ
ン
ベ
ヤ
ー
、
流
体
コ
ン
ベ
ヤ
ー
及
び
空
気
ス
ラ
イ
ド
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
停
電
、
電
圧
降
下
等
に
よ
る
荷
又
は
搬
器

の
逸
走
及
び
逆
走
を
防
止
す
る
た
め
の
装
置
（
第
百
五
十
一
条
の
八
十
二
に
お
い
て
「
逸
走
等
防
止
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専
ら
水
平
の
状
態
で
使
用
す
る
と
き
そ
の
他

労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

52



（
非
常
停
止
装
置
）

第
百
五
十
一
条
の
七
十
八
　
事
業
者
は
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
身
体
の
一
部
が
巻
き
込
ま
れ
る
等
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
非
常
の
場
合
に
直
ち
に
コ
ン
ベ
ヤ
ー
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と

が
で
き
る
装
置
（
第
百
五
十
一
条
の
八
十
二
に
お
い
て
「
非
常
停
止
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
荷
の
落
下
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
七
十
九
　
事
業
者
は
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー
か
ら
荷
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
覆
い
又
は
囲
い
を
設
け
る
等
荷
の
落
下
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ト
ロ
リ
ー
コ
ン
ベ
ヤ
ー
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
　
事
業
者
は
、
ト
ロ
リ
ー
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
ト
ロ
リ
ー
と
チ
ェ
ー
ン
及
び
ハ
ン
ガ
ー
と
が
容
易
に
外
れ
な
い
よ
う
相
互
に
確
実
に
接
続
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
一
　
事
業
者
は
、
運
転
中
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
を
運
搬
す
る
構
造
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
つ
い
て
、
墜
落
、
接
触
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措

置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
運
転
中
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
二
　
事
業
者
は
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
原
動
機
及
び
プ
ー
リ
ー
の
機
能

二
　
逸
走
等
防
止
装
置
の
機
能

三
　
非
常
停
止
装
置
の
機
能

四
　
原
動
機
、
回
転
軸
、
歯
車
、
プ
ー
リ
ー
等
の
覆
い
、
囲
い
等
の
異
常
の
有
無

（
補
修
等
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
三
　
事
業
者
は
、
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
章
の
三
　
木
材
伐
出
機
械
等

第
一
節
　
車
両
系
木
材
伐
出
機
械

第
一
款
　
総
則

（
定
義
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
四
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
と
は
、
伐
木
等
機
械
、
走
行
集
材
機
械
及
び
架
線
集
材
機
械
（
機
械
集
材
装
置
又
は
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
い
る
場
合
を
除
く
。
以
下

こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。

（
前
照
灯
の
設
置
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
五
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
前
照
灯
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
六
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
堅
固
な
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
木
等
の
落
下
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
防
護
柵
等
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
七
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
原
木
等
の
飛
来
等
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
運
転
者
席
の
防
護
柵
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
備
え
た

も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
調
査
及
び
記
録
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
八
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
落
、
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係

る
場
所
に
つ
い
て
地
形
、
地
盤
の
状
態
等
並
び
に
伐
倒
す
る
立
木
及
び
取
り
扱
う
原
木
等
の
形
状
等
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
計
画
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
九
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ

り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
使
用
す
る
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
種
類
及
び
能
力

二
　
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
行
経
路

三
　
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
よ
る
作
業
の
方
法
及
び
場
所

四
　
労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
応
急
の
措
置
及
び
傷
病
者
の
搬
送
の
方
法

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
作
業
指
揮
者
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
（
伐
木
等
機
械
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業
の
指
揮
を
行
わ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
制
限
速
度
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
一
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
（

高
速
度
が
毎
時
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
の
地
形
、
地
盤
の
状
態
等
に

応
じ
た
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
適
正
な
制
限
速
度
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
転
者
は
、
同
項
の
制
限
速
度
を
超
え
て
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
転
落
等
の
防
止
等
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
二
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
行
経
路
に

つ
い
て
必
要
な
幅
員
を
保
持
す
る
こ
と
、
路
肩
の
崩
壊
を
防
止
す
る
こ
と
、
岩
石
、
根
株
等
の
障
害
物
を
除
去
す
る
こ
と
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
路
肩
、
傾
斜
地
等
で
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し
、

そ
の
者
に
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
転
者
は
、
同
項
の
誘
導
者
が
行
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
九
十
三
　
事
業
者
は
、
路
肩
、
傾
斜
地
等
で
あ
つ
て
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
転
倒
時
保
護
構
造
を
有
し
、
か
つ
、
シ
ー
ト

ベ
ル
ト
を
備
え
た
も
の
以
外
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
使
用
し
な
い
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
運
転
者
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
使
用
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
図
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
四
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
誘
導
者
を
置
く
と
き
は
、
一
定
の
合
図
を
定
め
、
誘
導
者
に
当
該
合
図
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
転
者
は
、
同
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
接
触
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
五
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所

に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
六
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
（
当
該
作
業
を
行
つ
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等
が
転

落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
を
含
む
。
）
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
九
十
七
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
（
構
造
上
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
又
は

こ
れ
ら
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
原
木
等
の
下
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防

止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
作
業
を
行
う
労
働
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
場
合
の
措
置
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
八
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
転
者
が
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
運
転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
と

作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
が
異
な
る
場
合
で
あ
つ
て
、
労
働
者
が
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
に
お
い
て
作
業
装
置
を
運
転
し
、
又
は
運
転
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
木
材
グ
ラ
ツ
プ
ル
等
の
作
業
装
置
を

低
降
下
位
置
（
荷
台
を
備
え
る
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
木
材
グ
ラ
ツ
プ
ル
に
あ
つ
て
は
荷
台
上
の

低
降
下
位
置
）
に
置
く
こ
と
。

二
　
原
動
機
を
止
め
、
か
つ
、
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
の
ブ
レ
ー
キ
を
確
実
に
か
け
る
等
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
で
あ
つ
て
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
転
者
が
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
の
ブ
レ
ー
キ
を
確
実
に

か
け
る
等
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
運
転
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
の
離
脱
の
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
九
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
で
あ
つ
て
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作
業
装
置
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
当
該
作
業
装
置
の
運
転
者
を
当
該
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら

離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作
業
装
置
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
当
該
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
移
送
）

第
百
五
十
一
条
の
百
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
移
送
す
る
た
め
自
走
又
は
け
ん
引
に
よ
り
貨
物
自
動
車
に
積
卸
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
道
板
、
盛
土
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
倒
、

転
落
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
積
卸
し
は
、
平
た
ん
で
堅
固
な
場
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

二
　
道
板
を
使
用
す
る
と
き
は
、
十
分
な
長
さ
、
幅
及
び
強
度
を
有
す
る
道
板
を
用
い
、
適
当
な
勾
配
で
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

三
　
盛
土
、
仮
設
台
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
十
分
な
幅
及
び
強
度
並
び
に
適
当
な
勾
配
を
確
保
す
る
こ
と
。
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（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
百
一
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
又
は
荷
台
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
倒
若
し
く
は
逸
走
又
は
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
の
作
業
装
置
の
破
壊
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す

る
た
め
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
そ
の
構
造
上
定
め
ら
れ
た
安
定
度
、

大
積
載
荷
重
、

大
使
用
荷
重
等
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
主
た
る
用
途
以
外
の
使
用
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
、
木
材
グ
ラ
ツ
プ
ル
に
よ
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
介
し
た
原
木
等
の
つ
り
上
げ
等
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
主
た
る
用
途
以
外
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
ウ
イ
ン
チ
及
び
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
を
用
い
て
運
転
者
以
外
の
方
向
に
か
か
り
木
を
引
き
倒
す
こ
と
に
よ
り
か
か
り
木
を
処
理
す
る
場
合
等
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
修
理
等
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
修
理
又
は
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
若
し
く
は
取
り
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
作
業
手
順
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
第
百
五
十
一
条
の
九
十
七
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
へ
の
搭
乗
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
　
事
業
者
は
、
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
と
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
が
異
な
る
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運

転
位
置
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
　
事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
る
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
百
八
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使

用
し
な
い
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
原
動
機
の
異
常
の
有
無

二
　
動
力
伝
達
装
置
及
び
走
行
装
置
の
異
常
の
有
無

三
　
制
動
装
置
及
び
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

四
　
作
業
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

五
　
車
体
、
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
、
飛
来
物
防
護
設
備
、
ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
、
電
気
系
統
、
灯
火
装
置
及
び
計
器
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
百
九
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使

用
し
な
い
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
制
動
装
置
、
ク
ラ
ツ
チ
及
び
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

二
　
作
業
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

三
　
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
及
び
飛
来
物
防
護
設
備
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
　
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
制
動
装
置
及
び
操
縦
装
置
の
機
能

二
　
作
業
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
機
能

三
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
及
び
履
帯
又
は
車
輪
の
異
常
の
有
無

四
　
前
照
灯
の
機
能
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（
補
修
等
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
一
　
事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
百
八
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
百
九
の
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
伐
木
等
機
械

（
伐
木
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
二
　
事
業
者
は
、
伐
木
等
機
械
を
用
い
て
伐
木
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
立
木
を
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
運
転
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
木
に
つ
い
て
、
か
ん
木
、
枝
条
、
つ
る
、
浮
石
等
で
、
伐
倒
の
際
そ
の
他
作

業
中
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
取
り
除
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
木
に
つ
い
て
、
か
ん
木
、
枝
条
、
つ
る
、
浮
石
等
で
、
伐
倒
の
際
そ
の
他
作
業
中
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
造
材
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
三
　
事
業
者
は
、
伐
木
等
機
械
を
用
い
て
造
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
造
材
を
行
う
原
木
等
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
を
行
お
う
と
す
る
運
転
者
に
、
平
た
ん

な
地
面
で
当
該
作
業
を
行
う
等
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
同
項
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款
　
走
行
集
材
機
械

（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
四
　
事
業
者
は
、
走
行
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
又
は
ス
リ
ン
グ
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
に
つ
い
て
は
、
四
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
の

大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

（
不
適
格
な
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
五
　
事
業
者
は
、
走
行
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
若
し
く
は
ス
リ
ン
グ
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
又
は
積
荷
の
固
定
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。

一
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
イ
ラ
線
を
除
く
。
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し
た
も
の

二
　
摩
耗
に
よ
る
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

三
　
キ
ン
ク
し
た
も
の

四
　
著
し
い
形
崩
れ
又
は
腐
食
の
あ
る
も
の

（
ス
リ
ン
グ
等
の
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
六
　
事
業
者
は
、
走
行
集
材
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
作
業
に
用
い
る
ス
リ
ン
グ
及
び
積
荷
の
固
定
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
状
態
に
つ
い
て
点
検
し
、

異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
図
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
七
　
事
業
者
は
、
走
行
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
の
運
転
に
つ
い
て
、
一
定
の
合
図
及
び
合
図
を
行
う
者
を
定
め
、
運
転
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
合
図
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
走
行
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
の
運
転
者
は
、
同
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
原
木
等
の
積
載
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
八
　
事
業
者
は
、
走
行
集
材
機
械
に
原
木
等
を
積
載
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
偏
荷
重
が
生
じ
な
い
よ
う
に
積
載
す
る
こ
と
。

二
　
荷
崩
れ
又
は
原
木
等
の
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
積
荷
を
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
で
固
定
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
九
　
事
業
者
は
、
荷
台
を
有
す
る
走
行
集
材
機
械
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
走
行
集
材
機
械
の
荷
台
に
労
働
者
を
乗
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
款
　
架
線
集
材
機
械

（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
又
は
ス
リ
ン
グ
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
に
つ
い
て
は
、
四
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
の

大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

（
不
適
格
な
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
一
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
又
は
ス
リ
ン
グ
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
イ
ラ
線
を
除
く
。
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し
た
も
の

二
　
摩
耗
に
よ
る
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

三
　
キ
ン
ク
し
た
も
の

四
　
著
し
い
形
崩
れ
又
は
腐
食
の
あ
る
も
の
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（
ス
リ
ン
グ
の
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
二
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
作
業
に
用
い
る
ス
リ
ン
グ
の
状
態
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補

修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
図
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
三
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
の
運
転
に
つ
い
て
、
一
定
の
合
図
及
び
合
図
を
行
う
者
を
定
め
、
運
転
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
合
図
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
架
線
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
の
運
転
者
は
、
同
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
機
械
集
材
装
置
及
び
運
材
索
道

（
調
査
及
び
記
録
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
四
　
事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
（
機
械
集
材
装
置
若
し
く
は
運
材
索
道
の
組
立
て
、
解
体
、
変
更
若
し
く
は
修
理
の
作
業
又
は
こ
れ
ら
の
設
備
に
よ
る
集
材
若
し
く
は
運
材
の
作
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
行
う
と
き
は
、
集
材
機
又
は
運
材
機
の
転
落
、
地
山
の
崩
壊
、
支
柱
の
倒
壊
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
広
さ
、
地
形
、
地
盤
の
状
態
等
、
支
柱
と
す
る
立
木

の
状
態
及
び
運
搬
す
る
原
木
等
の
形
状
等
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
計
画
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
五
　
事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
支
柱
及
び
主
要
機
器
の
配
置
の
場
所

二
　
使
用
す
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
種
類
及
び
そ
の
直
径

三
　
中
央
垂
下
比

四
　

大
使
用
荷
重
、
搬
器
と
搬
器
の
間
隔
及
び
搬
器
ご
と
の

大
積
載
荷
重

五
　
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
の
種
類
及
び

大
け
ん
引
力

六
　
林
業
架
線
作
業
の
方
法

七
　
労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
応
急
の
措
置
及
び
傷
病
者
の
搬
送
の
方
法

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
林
業
架
線
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
六
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
三
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
か
ら
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
林
業
架
線
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
七
　
事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
労
働
者
の
配
置
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
材
料
の
欠
点
の
有
無
並
び
に
器
具
及
び
工
具
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
作
業
中
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
作
業
指
揮
者
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
八
　
事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
（
令
第
六
条
第
三
号
の
作
業
を
除
く
。
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
五
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業
の
指

揮
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
制
動
装
置
等
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
九
　
事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
搬
器
又
は
つ
り
荷
を
制
動
さ
せ
る
必
要
が
な
い
場
合
を
除
き
、
搬
器
又
は
つ
り
荷
を
適
時
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
有
効
な
制
動
装
置
を
備
え
る
こ
と
。

二
　
主
索
、
控
索
及
び
固
定
物
に
取
り
付
け
る
作
業
索
は
、
支
柱
、
立
木
、
根
株
等
の
固
定
物
で
堅
固
な
も
の
に
二
回
以
上
巻
き
付
け
、
か
つ
、
ク
リ
ツ
プ
、
ク
ラ
ン
プ
等
の
緊
結
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

三
　
支
柱
の
頂
部
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
控
え
は
、
二
以
上
と
し
、
控
え
と
支
柱
と
の
な
す
角
度
を
三
十
度
以
上
と
す
る
こ
と
。

四
　
サ
ド
ル
ブ
ロ
ツ
ク
、
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
等
は
、
取
付
け
部
が
受
け
る
荷
重
に
よ
り
破
壊
し
、
又
は
脱
落
す
る
お
そ
れ
の
な
い
シ
ヤ
ツ
ク
ル
、
台
付
け
索
等
の
取
付
け
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

五
　
搬
器
、
主
索
支
持
器
そ
の
他
の
附
属
器
具
は
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

六
　
え
い
索
又
は
作
業
索
の
端
部
を
搬
器
又
は
ロ
ー
ジ
ン
グ
ブ
ロ
ツ
ク
に
取
り
付
け
る
と
き
は
、
ク
リ
ツ
プ
止
め
、
ア
イ
ス
プ
ラ
イ
ス
等
の
方
法
に
よ
り
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
　
事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
索
に
つ
い
て
は
、
そ
の
用
途
に
応
じ
て
、
安
全
係
数
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
で
あ
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
用
途

安
全
係
数

主
索

二
・
七
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え
い
索

四
・
〇

作
業
索
（
巻
上
げ
索
を
除
く
。
）

四
・
〇

巻
上
げ
索

六
・
〇

控
索

四
・
〇

台
付
け
索

四
・
〇

荷
吊
り
索

六
・
〇

２
　
前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
組
立
て
の
状
態
及
び
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
に
応
じ
た

大
張
力
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

（
不
適
格
な
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
一
　
事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
イ
ラ
線
を
除
く
。
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し
た
も
の

二
　
摩
耗
に
よ
る
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

三
　
キ
ン
ク
し
た
も
の

四
　
著
し
い
形
崩
れ
又
は
腐
食
の
あ
る
も
の

（
作
業
索
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
二
　
事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
の
作
業
索
（
エ
ン
ド
レ
ス
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
索
は
、
こ
れ
を

大
に
使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、
集
材
機
の
巻
胴
に
二
巻
以
上
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

二
　
作
業
索
の
端
部
は
、
集
材
機
の
巻
胴
に
ク
ラ
ン
プ
、
ク
リ
ツ
プ
等
の
緊
結
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

（
巻
過
ぎ
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
三
　
事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
巻
過
防
止
装
置
を
備
え
る
等
巻
上
げ
索
の
巻
過
ぎ
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
集
材
機
又
は
運
材
機
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
四
　
事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
又
は
運
材
索
道
の
運
材
機
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
浮
き
上
が
り
、
ず
れ
又
は
振
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
に
据
え
付
け
る
こ
と
。

二
　
歯
止
装
置
又
は
止
め
金
つ
き
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
架
線
集
材
機
械
の
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
の
ブ
レ
ー
キ
を
確
実
に
か
け
る
等
の
架
線
集
材
機
械
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
を
必
要
な
広
さ
及
び
強
度
を
有
す
る
鉄
板
等
の
上
で
張
り
出
し
、
又
は
ブ
レ
ー
ド
を
地
上
に
下
ろ
す
等
の
架
線
集
材
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
転
倒
時
保
護
構
造
等
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
五
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、
路
肩
、
傾
斜
地
等
で
あ
つ
て
、
架
線
集
材
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る

場
所
に
お
い
て
は
、
転
倒
時
保
護
構
造
を
有
し
、
か
つ
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
備
え
た
も
の
以
外
の
架
線
集
材
機
械
を
使
用
し
な
い
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
運
転
者
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
使
用
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
六
　
事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
に
つ
い
て
は
、
堅
固
な
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
木
等
の
落
下
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
防
護
柵
等
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
七
　
事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
に
つ
い
て
は
、
原
木
等
の
飛
来
等
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
運
転
者
席
の
防
護
柵
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
備

え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（

大
使
用
荷
重
等
の
表
示
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
八
　
事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、

大
使
用
荷
重
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
前
項
の

大
使
用
荷
重
を
超
え
る
荷
重
を
か
け
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
九
　
事
業
者
は
、
運
材
索
道
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　

大
使
用
荷
重

二
　
搬
器
と
搬
器
と
の
間
隔

三
　
搬
器
ご
と
の

大
積
載
荷
重

２
　
事
業
者
は
、
運
材
索
道
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
一
号
の

大
使
用
荷
重
及
び
同
項
第
三
号
の
搬
器
ご
と
の

大
積
載
荷
重
を
超
え
る
荷
重
を
か
け
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
接
触
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架
線
集
材
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生

ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
合
図
等
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
一
　
事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
運
転
者
と
荷
掛
け
又
は
荷
外
し
を
す
る
者
と
の
間
の
連
絡
を
確
実
に
す
る
た
め
、
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
を
設
け
、
又

は
一
定
の
合
図
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
装
置
を
使
用
す
る
者
を
指
名
し
て
そ
の
者
に
使
用
さ
せ
、
又
は
当
該
合
図
を
行
う
者
を
指
名
し
て
そ
の
者
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
同
項
の
指
名
を
受
け
た
者
に
よ
る
指
示
又
は
同
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
二
　
事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
主
索
の
下
で
、
原
木
等
が
落
下
し
、
又
は
降
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

二
　
原
木
等
を
荷
掛
け
し
、
又
は
集
材
し
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

三
　
作
業
索
の
内
角
側
で
、
索
又
は
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
等
が
反
発
し
、
又
は
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

（
ブ
ー
ム
等
の
降
下
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
三
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
（
構
造
上
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
で

あ
つ
て
、
架
線
集
材
機
械
の
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
を
上
げ
、
そ
の
下
で
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る

労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
四
　
事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
搬
器
、
つ
り
荷
、
重
錘
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
搬
器
、
索
等
の
器
材
の
点
検
、
補
修

等
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合
で
、
墜
落
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
労
働
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
同
項
の
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
物
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
五
　
事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
林
業
架
線
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
六
　
事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

点
検
を
要
す
る
場
合

点
検
事
項

組
立
て
又
は
変
更
を
行
つ
た
場
合

試
運
転
を
行
つ
た
場
合

支
柱
及
び
ア
ン
カ
の
状
態

集
材
機
、
運
材
機
及
び
制
動
機
の
異
常
の
有
無
及
び
そ
の
据
付
け
の
状
態

主
索
、
え
い
索
、
作
業
索
、
控
索
及
び
台
付
け
索
の
異
常
の
有
無
及
び
そ
の
取
付
け
の
状
態

搬
器
又
は
ロ
ー
ジ
ン
グ
ブ
ロ
ツ
ク
と
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
と
の
緊
結
部
の
状
態

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
一
第
一
項
の
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
の
異
常
の
有
無

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
後
及
び
中
震
以
上
の
地
震
の
後
の
場
合

支
柱
及
び
ア
ン
カ
の
状
態

集
材
機
、
運
材
機
及
び
制
動
機
の
異
常
の
有
無
及
び
そ
の
据
付
け
の
状
態

主
索
、
え
い
索
、
作
業
索
、
控
索
及
び
台
付
け
索
の
取
付
け
の
状
態

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
一
第
一
項
の
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
の
異
常
の
有
無

そ
の
日
の
作
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
場
合

集
材
機
、
運
材
機
及
び
制
動
機
の
機
能

荷
吊
り
索
の
異
常
の
有
無

運
材
索
道
の
搬
器
の
異
常
の
有
無
及
び
搬
器
と
え
い
索
と
の
緊
結
部
の
状
態

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
一
第
一
項
の
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
の
機
能

（
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
場
合
の
措
置
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
七
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
架
線
集
材
機
械
の
運
転
者
が
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
運
転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
装
置
を
地
上
に
下
ろ
す
こ
と
。

二
　
原
動
機
を
止
め
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
架
線
集
材
機
械
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
運
転
位
置
か
ら
の
離
脱
の
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
八
　
事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
当
該
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
運
転
者
を
運
転
位
置
か
ら
離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
運
転
位
置
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
主
索
の
安
全
係
数
の
検
定
等
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
九
　
事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
若
し
く
は
運
材
索
道
を
組
み
立
て
、
又
は
主
索
の
張
力
に
変
化
を
生
ず
る
変
更
を
し
た
と
き
は
、
主
索
の
安
全
係
数
を
検
定
し
、
か
つ
、
そ
の

大
使
用
荷
重
の
荷
重
で
試

運
転
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
　
事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
用
除
外
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
一
　
第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
第
一
項
及
び
第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
九
の
規
定
は
、

大
使
用
荷
重
が
二
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
で
、
支
間
の
斜
距
離
の
合
計
が
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
運
材
索
道
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
節
　
簡
易
架
線
集
材
装
置

（
調
査
及
び
記
録
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
二
　
事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
（
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
組
立
て
、
解
体
、
変
更
若
し
く
は
修
理
の
作
業
又
は
こ
の
設
備
に
よ
る
集
材
の
作
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
集
材
機
の
転

落
、
地
山
の
崩
壊
、
支
柱
の
倒
壊
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
広
さ
、
地
形
、
地
盤
の
状
態
等
、
支
柱
と
す
る
立
木
の
状
態
及
び
運
搬
す
る
原
木
等
の
形
状
等
を

調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
計
画
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
三
　
事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
支
柱
及
び
主
要
機
器
の
配
置
の
場
所

二
　
使
用
す
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
種
類
及
び
そ
の
直
径

三
　

大
使
用
荷
重

四
　
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
の
種
類
及
び

大
け
ん
引
力

五
　
簡
易
林
業
架
線
作
業
の
方
法

六
　
労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
応
急
の
措
置
及
び
傷
病
者
の
搬
送
の
方
法

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
指
揮
者
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
四
　
事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業
の
指
揮
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
制
動
装
置
等
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
五
　
事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
搬
器
又
は
つ
り
荷
を
適
時
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
有
効
な
制
動
装
置
を
備
え
る
こ
と
。

二
　
控
索
及
び
固
定
物
に
取
り
付
け
る
作
業
索
は
、
支
柱
、
立
木
、
根
株
等
の
固
定
物
で
堅
固
な
も
の
に
二
回
以
上
巻
き
付
け
、
か
つ
、
ク
リ
ツ
プ
、
ク
ラ
ン
プ
等
の
緊
結
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

三
　
控
え
で
頂
部
を
安
定
さ
せ
る
必
要
が
な
い
場
合
を
除
き
、
支
柱
の
頂
部
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
控
え
は
、
二
以
上
と
し
、
控
え
と
支
柱
と
の
な
す
角
度
を
三
十
度
以
上
と
す
る
こ
と
。

四
　
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
等
は
、
取
付
け
部
が
受
け
る
荷
重
に
よ
り
破
壊
し
、
又
は
脱
落
す
る
お
そ
れ
の
な
い
シ
ヤ
ツ
ク
ル
、
台
付
け
索
等
の
取
付
け
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

五
　
搬
器
そ
の
他
の
附
属
器
具
は
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

六
　
作
業
索
の
端
部
を
搬
器
又
は
ロ
ー
ジ
ン
グ
ブ
ロ
ツ
ク
に
取
り
付
け
る
と
き
は
、
ク
リ
ツ
プ
止
め
、
ア
イ
ス
プ
ラ
イ
ス
等
の
方
法
に
よ
り
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
六
　
事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
索
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
に
つ
い
て
は
、
四
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
の

大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

（
不
適
格
な
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
七
　
事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
イ
ラ
線
を
除
く
。
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し
た
も
の

二
　
摩
耗
に
よ
る
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

三
　
キ
ン
ク
し
た
も
の

四
　
著
し
い
形
崩
れ
又
は
腐
食
の
あ
る
も
の
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（
作
業
索
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
八
　
事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
作
業
索
（
エ
ン
ド
レ
ス
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
索
は
、
こ
れ
を

大
に
使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、
集
材
機
の
巻
胴
に
二
巻
以
上
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

二
　
作
業
索
の
端
部
は
、
集
材
機
の
巻
胴
に
ク
ラ
ン
プ
、
ク
リ
ツ
プ
等
の
緊
結
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

（
巻
過
ぎ
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
九
　
事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
巻
過
防
止
装
置
を
備
え
る
等
巻
上
げ
索
の
巻
過
ぎ
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
集
材
機
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
　
事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一
　
浮
き
上
が
り
、
ず
れ
又
は
振
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
に
据
え
付
け
る
こ
と
。

二
　
歯
止
装
置
又
は
止
め
金
つ
き
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
架
線
集
材
機
械
の
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
の
ブ
レ
ー
キ
を
確
実
に
か
け
る
等
の
架
線
集
材
機
械
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
を
必
要
な
広
さ
及
び
強
度
を
有
す
る
鉄
板
等
の
上
で
張
り
出
し
、
又
は
ブ
レ
ー
ド
を
地
上
に
下
ろ
す
等
の
架
線
集
材
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
転
倒
時
保
護
構
造
等
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
一
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、
路
肩
、
傾
斜
地
等
で
あ
つ
て
、
架
線
集
材
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の

あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
転
倒
時
保
護
構
造
を
有
し
、
か
つ
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
備
え
た
も
の
以
外
の
架
線
集
材
機
械
を
使
用
し
な
い
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
運
転
者
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
使
用
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
防
護
柵
等
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
二
　
事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
に
つ
い
て
は
、
原
木
等
の
飛
来
等
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
運
転
者
席
の
防
護
柵
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（

大
使
用
荷
重
の
表
示
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
三
　
事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、

大
使
用
荷
重
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
前
項
の

大
使
用
荷
重
を
超
え
る
荷
重
を
か
け
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
接
触
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
四
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架
線
集
材
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危

険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
合
図
等
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
五
　
事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
運
転
者
と
荷
掛
け
又
は
荷
外
し
を
す
る
者
と
の
間
の
連
絡
を
確
実
に
す
る
た
め
、
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
を
設
け
、
又
は
一

定
の
合
図
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
装
置
を
使
用
す
る
者
を
指
名
し
て
そ
の
者
に
使
用
さ
せ
、
又
は
当
該
合
図
を
行
う
者
を
指
名
し
て
そ
の
者
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
同
項
の
指
名
を
受
け
た
者
に
よ
る
指
示
又
は
同
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
六
　
事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
原
木
等
を
荷
掛
け
し
、
又
は
集
材
し
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

二
　
作
業
索
の
内
角
側
で
、
索
又
は
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
等
が
反
発
し
、
又
は
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

（
ブ
ー
ム
等
の
降
下
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
七
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
（
構
造
上
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場

合
で
あ
つ
て
、
架
線
集
材
機
械
の
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
を
上
げ
、
そ
の
下
で
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
八
　
事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
搬
器
、
つ
り
荷
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
労
働
者
は
、
第
一
項
の
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
物
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
運
搬
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
九
　
事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
を
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
集
材
機
の
転
倒
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
運
転
者
に
原
木
等
を
空
中
に
お

い
て
運
搬
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
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２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
原
木
等
を
空
中
に
お
い
て
運
搬
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
　
事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
一
　
事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取

り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

点
検
を
要
す
る
場
合

点
検
事
項

そ
の
日
の
作
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
場
合

支
柱
及
び
ア
ン
カ
の
状
態

集
材
機
及
び
制
動
機
の
異
常
の
有
無
及
び
そ
の
据
付
け
の
状
態

作
業
索
、
控
索
、
台
付
け
索
及
び
荷
吊
り
索
の
異
常
の
有
無
及
び
そ
の
取
付
け
の
状
態

搬
器
又
は
ロ
ー
ジ
ン
グ
ブ
ロ
ツ
ク
と
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
と
の
緊
結
部
の
状
態

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
五
第
一
項
の
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
の
異
常
の
有
無

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
後
及
び
中
震
以
上
の
地
震
の
後
の
場
合

支
柱
及
び
ア
ン
カ
の
状
態

集
材
機
及
び
制
動
機
の
異
常
の
有
無
及
び
そ
の
据
付
け
の
状
態

作
業
索
、
控
索
、
台
付
け
索
及
び
荷
吊
り
索
の
異
常
の
有
無
及
び
そ
の
取
付
け
の
状
態

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
五
第
一
項
の
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
の
異
常
の
有
無

（
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
場
合
の
措
置
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
二
　
事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
架
線
集
材
機
械
の
運
転
者
が
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
運
転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
装
置
を
地
上
に
下
ろ
す
こ
と
。

二
　
原
動
機
を
止
め
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
架
線
集
材
機
械
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
転
位
置
か
ら
の
離
脱
の
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
三
　
事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
当
該
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
運
転
者
を
運
転
位
置
か
ら
離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
運
転
位
置
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
四
　
事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
建
設
機
械
等

第
一
節
　
車
両
系
建
設
機
械

第
一
款
　
総
則

（
定
義
等
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
五
　
こ
の
節
に
お
い
て
解
体
用
機
械
と
は
、
令
別
表
第
七
第
六
号
に
掲
げ
る
機
械
で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
を
い
う
。

２
　
令
別
表
第
七
第
六
号
２
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
械
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
鉄
骨
切
断
機

二
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
砕
機

三
　
解
体
用
つ
か
み
機

第
一
款
の
二
　
構
造

（
前
照
灯
の
設
置
）

第
百
五
十
二
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
に
は
、
前
照
灯
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
使
用
す
る
車
両
系
建
設
機
械
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
ヘ
ッ
ド
ガ
ー
ド
）

第
百
五
十
三
条
　
事
業
者
は
、
岩
石
の
落
下
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
で
車
両
系
建
設
機
械
（
ブ
ル
・
ド
ー
ザ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
・
シ
ョ
ベ
ル
、
ず
り
積
機
、
パ
ワ
ー
・
シ
ョ
ベ
ル
、
ド
ラ
グ
・
シ
ョ
ベ

ル
及
び
解
体
用
機
械
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
建
設
機
械
に
堅
固
な
ヘ
ッ
ド
ガ
ー
ド
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
款
　
車
両
系
建
設
機
械
の
使
用
に
係
る
危
険
の
防
止

（
調
査
及
び
記
録
）

第
百
五
十
四
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
車
両
系
建
設
機
械
の
転
落
、
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
に
つ
い
て

地
形
、
地
質
の
状
態
等
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
計
画
）

第
百
五
十
五
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行

な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
使
用
す
る
車
両
系
建
設
機
械
の
種
類
及
び
能
力

二
　
車
両
系
建
設
機
械
の
運
行
経
路

三
　
車
両
系
建
設
機
械
に
よ
る
作
業
の
方
法

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
制
限
速
度
）

第
百
五
十
六
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
（

高
速
度
が
毎
時
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
の
地
形
、
地
質
の
状
態
等
に
応
じ
た
車
両

系
建
設
機
械
の
適
正
な
制
限
速
度
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
者
は
、
同
項
の
制
限
速
度
を
こ
え
て
車
両
系
建
設
機
械
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
転
落
等
の
防
止
等
）

第
百
五
十
七
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
車
両
系
建
設
機
械
の
運
行
経
路
に
つ
い
て
路
肩
の
崩
壊
を
防

止
す
る
こ
と
、
地
盤
の
不
同
沈
下
を
防
止
す
る
こ
と
、
必
要
な
幅
員
を
保
持
す
る
こ
と
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
路
肩
、
傾
斜
地
等
で
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車
両
系
建
設
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者

に
当
該
車
両
系
建
設
機
械
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
者
は
、
同
項
の
誘
導
者
が
行
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
七
条
の
二
　
事
業
者
は
、
路
肩
、
傾
斜
地
等
で
あ
つ
て
、
車
両
系
建
設
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
転
倒
時
保
護
構
造
を
有
し
、
か
つ
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を

備
え
た
も
の
以
外
の
車
両
系
建
設
機
械
を
使
用
し
な
い
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
運
転
者
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
使
用
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
接
触
の
防
止
）

第
百
五
十
八
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
建
設
機
械
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系
建
設
機
械
を
誘
導
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
誘
導
者
が
行
な
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
図
）

第
百
五
十
九
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
に
つ
い
て
誘
導
者
を
置
く
と
き
は
、
一
定
の
合
図
を
定
め
、
誘
導
者
に
当
該
合
図
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
者
は
、
同
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
場
合
の
措
置
）

第
百
六
十
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
者
が
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
運
転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
バ
ケ
ツ
ト
、
ジ
ツ
パ
ー
等
の
作
業
装
置
を
地
上
に
下
ろ
す
こ
と
。

二
　
原
動
機
を
止
め
、
か
つ
、
走
行
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
等
の
車
両
系
建
設
機
械
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
車
両
系
建
設
機
械
の
移
送
）

第
百
六
十
一
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
移
送
す
る
た
め
自
走
又
は
け
ん
引
に
よ
り
貨
物
自
動
車
に
積
卸
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
道
板
、
盛
土
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
建
設
機
械
の
転
倒
、
転
落
等
に
よ

る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
積
卸
し
は
、
平
た
ん
で
堅
固
な
場
所
に
お
い
て
行
な
う
こ
と
。

二
　
道
板
を
使
用
す
る
と
き
は
、
十
分
な
長
さ
、
幅
及
び
強
度
を
有
す
る
道
板
を
用
い
、
適
当
な
こ
う
配
で
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

三
　
盛
土
、
仮
設
台
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
十
分
な
幅
及
び
強
度
並
び
に
適
度
な
勾
配
を
確
保
す
る
こ
と
。

（
と
う
乗
の
制
限
）

第
百
六
十
二
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

第
百
六
十
三
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
転
倒
及
び
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
の
作
業
装
置
の
破
壊
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
車
両
系
建
設
機
械
に
つ
い
て
そ
の
構
造
上
定

め
ら
れ
た
安
定
度
、

大
使
用
荷
重
等
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
主
た
る
用
途
以
外
の
使
用
の
制
限
）

第
百
六
十
四
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
、
パ
ワ
ー
・
シ
ョ
ベ
ル
に
よ
る
荷
の
つ
り
上
げ
、
ク
ラ
ム
シ
ェ
ル
に
よ
る
労
働
者
の
昇
降
等
当
該
車
両
系
建
設
機
械
の
主
た
る
用
途
以
外
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。

一
　
荷
の
つ
り
上
げ
の
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
。

イ
　
作
業
の
性
質
上
や
む
を
得
な
い
と
き
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
と
き
。

ロ
　
ア
ー
ム
、
バ
ケ
ッ
ト
等
の
作
業
装
置
に
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
フ
ッ
ク
、
シ
ャ
ッ
ク
ル
等
の
金
具
そ
の
他
の
つ
り
上
げ
用
の
器
具
を
取
り
付
け
て
使
用
す
る
と
き
。

（１）
　
負
荷
さ
せ
る
荷
重
に
応
じ
た
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
外
れ
止
め
装
置
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
器
具
か
ら
つ
り
上
げ
た
荷
が
落
下
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
作
業
装
置
か
ら
外
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
荷
の
つ
り
上
げ
の
作
業
以
外
の
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き
。

３
　
事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
荷
の
つ
り
上
げ
の
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
労
働
者
と
つ
り
上
げ
た
荷
と
の
接
触
、
つ
り
上
げ
た
荷
の
落
下
又
は
車
両
系
建
設
機
械
の
転
倒
若
し
く
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危

険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
荷
の
つ
り
上
げ
の
作
業
に
つ
い
て
一
定
の
合
図
を
定
め
る
と
と
も
に
、
合
図
を
行
う
者
を
指
名
し
て
、
そ
の
者
に
合
図
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

二
　
平
た
ん
な
場
所
で
作
業
を
行
う
こ
と
。

三
　
つ
り
上
げ
た
荷
と
の
接
触
又
は
つ
り
上
げ
た
荷
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

四
　
当
該
車
両
系
建
設
機
械
の
構
造
及
び
材
料
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
負
荷
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

大
の
荷
重
を
超
え
る
荷
重
を
掛
け
て
作
業
を
行
わ
な
い
こ
と
。

五
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
玉
掛
用
具
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
使
用
す
る
こ
と
。

イ
　
安
全
係
数
（
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
安
全
係
数
を
い
う
。
）
の
値
が
六
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
ィ
ラ
線
を
除
く
。
）
の
う
ち
切
断
し
て
い
る
も
の
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
キ
ン
ク
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
著
し
い
形
崩
れ
及
び
腐
食
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
つ
り
チ
ェ
ー
ン
を
玉
掛
用
具
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
つ
り
チ
ェ
ー
ン
を
使
用
す
る
こ
と
。

イ
　
安
全
係
数
（
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
安
全
係
数
を
い
う
。
）
の
値
が
、
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
つ
り
チ
ェ
ー
ン
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
値
以
上
の
も

の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
つ
り
チ
ェ
ー
ン
　
四

（ｉ）
　
切
断
荷
重
の
二
分
の
一
の
荷
重
で
引
つ
張
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
伸
び
が
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（ｉｉ）
　
そ
の
引
張
強
さ
の
値
が
四
百
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
伸
び
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
引
張
強
さ
の
値
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

引
張
強
さ
（
単
位
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

伸
び
（
単
位
　
パ
ー
セ
ン
ト
）

四
百
以
上
六
百
三
十
未
満

二
十

六
百
三
十
以
上
千
未
満

十
七

千
以
上

十
五

（２）
　
（
１
）
に
該
当
し
な
い
つ
り
チ
ェ
ー
ン
　
五

ロ
　
伸
び
が
、
当
該
つ
り
チ
ェ
ー
ン
が
製
造
さ
れ
た
と
き
の
長
さ
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
リ
ン
ク
の
断
面
の
直
径
の
減
少
が
、
当
該
つ
り
チ
ェ
ー
ン
が
製
造
さ
れ
た
と
き
の
当
該
リ
ン
ク
の
断
面
の
直
径
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
き
裂
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
及
び
つ
り
チ
ェ
ー
ン
以
外
の
も
の
を
玉
掛
用
具
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
著
し
い
損
傷
及
び
腐
食
が
な
い
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

（
修
理
等
）

第
百
六
十
五
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
修
理
又
は
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
若
し
く
は
取
り
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
手
順
を
決
定
し
、
作
業
を
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
及
び
第
百
六
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
架
台
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。
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（
ブ
ー
ム
等
の
降
下
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
六
十
六
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
を
上
げ
、
そ
の
下
で
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当

該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
倒
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
六
十
六
条
の
二
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
又
は
取
り
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
が
倒
壊
す
る
こ
と
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る

労
働
者
に
架
台
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
架
台
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
の
制
限
）

第
百
六
十
六
条
の
三
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
に
そ
の
構
造
上
定
め
ら
れ
た
重
量
を
超
え
る
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
を
装
着
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
重
量
の
表
示
等
）

第
百
六
十
六
条
の
四
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
を
取
り
替
え
た
と
き
は
、
運
転
者
の
見
や
す
い
位
置
に
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
重
量
（
バ
ケ
ツ
ト
、
ジ
ツ
パ
ー
等
を
装
着
し
た
と
き
は
、
当
該
バ
ケ
ツ
ト
、
ジ

ツ
パ
ー
等
の
容
量
又
は

大
積
載
重
量
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
表
示
し
、
又
は
当
該
車
両
系
建
設
機
械
に
運
転
者
が
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
重
量
を
容
易
に
確
認
で
き
る
書
面
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款
　
定
期
自
主
検
査
等

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
六
十
七
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
車
両
系
建
設
機
械
の

当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
圧
縮
圧
力
、
弁
す
き
間
そ
の
他
原
動
機
の
異
常
の
有
無

二
　
ク
ラ
ツ
チ
、
ト
ラ
ン
ス
ミ
ツ
シ
ヨ
ン
、
プ
ロ
ペ
ラ
シ
ヤ
フ
ト
、
デ
フ
ア
レ
ン
シ
ヤ
ル
そ
の
他
動
力
伝
達
装
置
の
異
常
の
有
無

三
　
起
動
輪
、
遊
動
輪
、
上
下
転
輪
、
履
帯
、
タ
イ
ヤ
、
ホ
イ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
そ
の
他
走
行
装
置
の
異
常
の
有
無

四
　
か
じ
取
り
車
輪
の
左
右
の
回
転
角
度
、
ナ
ツ
ク
ル
、
ロ
ツ
ド
、
ア
ー
ム
そ
の
他
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

五
　
制
動
能
力
、
ブ
レ
ー
キ
ド
ラ
ム
、
ブ
レ
ー
キ
シ
ユ
ー
そ
の
他
ブ
レ
ー
キ
の
異
常
の
有
無

六
　
ブ
レ
ー
ド
、
ブ
ー
ム
、
リ
ン
ク
機
構
、
バ
ケ
ツ
ト
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
そ
の
他
作
業
装
置
の
異
常
の
有
無

七
　
油
圧
ポ
ン
プ
、
油
圧
モ
ー
タ
ー
、
シ
リ
ン
ダ
ー
、
安
全
弁
そ
の
他
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

八
　
電
圧
、
電
流
そ
の
他
電
気
系
統
の
異
常
の
有
無

九
　
車
体
、
操
作
装
置
、
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
、
バ
ツ
ク
ス
ト
ツ
パ
ー
、
昇
降
装
置
、
ロ
ツ
ク
装
置
、
警
報
装
置
、
方
向
指
示
器
、
灯
火
装
置
及
び
計
器
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
車
両
系
建
設
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
六
十
八
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
に
つ
い
て
は
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
車
両
系
建
設
機
械
の

当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
ブ
レ
ー
キ
、
ク
ラ
ツ
チ
、
操
作
装
置
及
び
作
業
装
置
の
異
常
の
有
無

二
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
及
び
チ
エ
ー
ン
の
損
傷
の
有
無

三
　
バ
ケ
ツ
ト
、
ジ
ツ
パ
ー
等
の
損
傷
の
有
無

四
　
第
百
七
十
一
条
の
四
の
特
定
解
体
用
機
械
に
あ
つ
て
は
、
逆
止
め
弁
、
警
報
装
置
等
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
車
両
系
建
設
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
六
十
九
条
　
事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
六
十
九
条
の
二
　
車
両
系
建
設
機
械
に
係
る
特
定
自
主
検
査
は
、
第
百
六
十
七
条
に
規
定
す
る
自
主
検
査
と
す
る
。

２
　
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中
「
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲

げ
る
も
の
」
と
、
同
号
ニ
中
「
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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３
　
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
車
両
系
建
設
機
械
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分
に

つ
い
て
は
第
百
六
十
七
条
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

７
　
車
両
系
建
設
機
械
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

８
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
車
両
系
建
設
機
械
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
作
業
開
始
前
点
検
）

第
百
七
十
条
　
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
ブ
レ
ー
キ
及
び
ク
ラ
ツ
チ
の
機
能
に
つ
い
て
点
検
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
修
等
）

第
百
七
十
一
条
　
事
業
者
は
、
第
百
六
十
七
条
若
し
く
は
第
百
六
十
八
条
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
款
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ン
プ
車

（
輸
送
管
等
の
脱
落
及
び
振
れ
の
防
止
等
）

第
百
七
十
一
条
の
二
　
事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ン
プ
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
輸
送
管
を
継
手
金
具
を
用
い
て
輸
送
管
又
は
ホ
ー
ス
に
確
実
に
接
続
す
る
こ
と
、
輸
送
管
を
堅
固
な
建
設
物
に
固
定
さ
せ
る
こ
と
等
当
該
輸
送
管
及
び
ホ
ー
ス
の
脱
落
及
び
振
れ
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
作
業
装
置
の
操
作
を
行
う
者
と
ホ
ー
ス
の
先
端
部
を
保
持
す
る
者
と
の
間
の
連
絡
を
確
実
に
す
る
た
め
、
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
を
設
け
、
又
は
一
定
の
合
図
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
装
置
を
使
用
す
る
者
を
指
名
し
て
そ
の

者
に
使
用
さ
せ
、
又
は
当
該
合
図
を
行
う
者
を
指
名
し
て
そ
の
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
。

三
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
の
吹
出
し
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

四
　
輸
送
管
又
は
ホ
ー
ス
が
閉
そ
く
し
た
場
合
で
、
輸
送
管
及
び
ホ
ー
ス
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
輸
送
管
等
」
と
い
う
。
）
の
接
続
部
を
切
り
離
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
輸
送
管
等
の
内
部
の
圧
力

を
減
少
さ
せ
る
た
め
空
気
圧
縮
機
の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ
ク
を
開
放
す
る
こ
と
等
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
の
吹
出
し
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
洗
浄
ボ
ー
ル
を
用
い
て
輸
送
管
等
の
内
部
を
洗
浄
す
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
洗
浄
ボ
ー
ル
の
飛
出
し
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
器
具
を
当
該
輸
送
管
等
の
先
端
部
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

（
作
業
指
揮
）

第
百
七
十
一
条
の
三
　
事
業
者
は
、
輸
送
管
等
の
組
立
て
又
は
解
体
を
行
う
と
き
は
、
作
業
の
方
法
、
手
順
等
を
定
め
、
こ
れ
ら
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
、
か
つ
、
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
指
名
し
て
、
そ
の
直
接
の
指
揮
の
下
に
作
業

を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
款
　
解
体
用
機
械

（
使
用
の
禁
止
）

第
百
七
十
一
条
の
四
　
事
業
者
は
、
路
肩
、
傾
斜
地
等
で
あ
つ
て
、
ブ
ー
ム
及
び
ア
ー
ム
の
長
さ
の
合
計
が
十
二
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
解
体
用
機
械
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
解
体
用
機
械
」
と
い
う
。
）
の
転
倒
又
は
転
落
に

よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
特
定
解
体
用
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
場
所
に
お
い
て
、
地
形
、
地
質
の
状
態
等
に
応
じ
た
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
七
十
一
条
の
五
　
事
業
者
は
、
物
体
の
飛
来
等
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
運
転
室
を
有
し
な
い
解
体
用
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
物
体
の
飛
来
等
の
状
況
に
応
じ

た
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
立
入
禁
止
等
）

第
百
七
十
一
条
の
六
　
事
業
者
は
、
解
体
用
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
（
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
、
第
十
五
号
の
三
及
び
第
十
五
号
の
五
の
作
業
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
の
措
置
を
除
く
。
）
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
物
体
の
飛
来
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
運
転
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

第
二
節
　
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
及
び
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン

（
強
度
等
）

第
百
七
十
二
条
　
事
業
者
は
、
動
力
を
用
い
る
く
い
打
機
及
び
く
い
抜
機
（
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
機
体
、
附
属
装
置
及
び
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
使
用
の
目
的
に
適
応
し
た
必
要
な
強
度
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
著
し
い
損
傷
、
摩
耗
、
変
形
又
は
腐
食
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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（
倒
壊
防
止
）

第
百
七
十
三
条
　
事
業
者
は
、
動
力
を
用
い
る
く
い
打
機
（
以
下
「
く
い
打
機
」
と
い
う
。
）
、
動
力
を
用
い
る
く
い
抜
機
（
以
下
「
く
い
抜
機
」
と
い
う
。
）
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
に
つ
い
て
は
、
倒
壊
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
軟
弱
な
地
盤
に
据
え
付
け
る
と
き
は
、
脚
部
又
は
架
台
の
沈
下
を
防
止
す
る
た
め
、
敷
板
、
敷
角
等
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
　
施
設
、
仮
設
物
等
に
据
え
付
け
る
と
き
は
、
そ
の
耐
力
を
確
認
し
、
耐
力
が
不
足
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
補
強
す
る
こ
と
。

三
　
脚
部
又
は
架
台
が
滑
動
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
く
い
、
く
さ
び
等
を
用
い
て
こ
れ
を
固
定
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
軌
道
又
は
こ
ろ
で
移
動
す
る
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
に
あ
つ
て
は
、
不
意
に
移
動
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
レ
ー
ル
ク
ラ
ン
プ
、
歯
止
め
等
で
こ
れ
を
固
定
さ
せ
る
こ
と
。

五
　
控
え
（
控
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
で
頂
部
を
安
定
さ
せ
る
と
き
は
、
控
え
は
、
三
以
上
と
し
、
そ
の
末
端
は
、
堅
固
な
控
え
ぐ
い
、
鉄
骨
等
に
固
定
さ
せ
る
こ
と
。

六
　
控
線
の
み
で
頂
部
を
安
定
さ
せ
る
と
き
は
、
控
線
を
等
間
隔
に
配
置
し
、
控
線
の
数
を
増
す
等
の
方
法
に
よ
り
、
い
ず
れ
の
方
向
に
対
し
て
も
安
定
さ
せ
る
こ
と
。

七
　
バ
ラ
ン
ス
ウ
エ
イ
ト
を
用
い
て
安
定
さ
せ
る
と
き
は
、
バ
ラ
ン
ス
ウ
エ
イ
ト
の
移
動
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
れ
を
架
台
に
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

（
不
適
格
な
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

第
百
七
十
四
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
継
目
の
あ
る
も
の

二
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
イ
ラ
線
を
除
く
。
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し
て
い
る
も
の

三
　
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
も
の

四
　
キ
ン
ク
し
た
も
の

五
　
著
し
い
形
く
ず
れ
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の

（
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
）

第
百
七
十
五
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
に
つ
い
て
は
、
六
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
の

大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

（
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
）

第
百
七
十
六
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
は
、
落
錘
又
は
ハ
ン
マ
ー
が

低
の
位
置
に
あ
る
場
合
、
矢
板
等
の
抜
き
始
め
の
場
合
、
ロ
ッ
ド
等
の
つ
り
具
が

低
の
位
置
に
あ
る
場
合
等
に
お
い
て
、
巻
上
げ
装
置
の
巻
胴
に
少
な
く
と
も
二
巻

を
残
す
こ
と
が
で
き
る
長
さ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
は
、
巻
上
げ
装
置
の
巻
胴
に
ク
ラ
ン
プ
、
ク
リ
ツ
プ
等
を
用
い
て
、
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

三
　
く
い
打
機
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
と
落
錘
、
ハ
ン
マ
ー
等
と
の
取
付
け
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
と
滑
車
装
置
、
ホ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
イ
ベ
ル
等
と
の
取
付
け
は
、
ク
リ
ッ
プ
、
ク
ラ
ン
プ
等

を
用
い
て
確
実
に
す
る
こ
と
。

（
矢
板
、
ロ
ッ
ド
等
と
の
連
結
）

第
百
七
十
七
条
　
事
業
者
は
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
、
滑
車
装
置
等
に
つ
い
て
は
十
分
な
強
度
を
有
す
る
シ
ャ
ッ
ク
ル
、
つ
か
み
金
具
、
ホ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
イ
ベ
ル
等
を
用
い
て
、
く
い
、

矢
板
、
ロ
ッ
ド
等
と
確
実
に
連
結
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ブ
レ
ー
キ
等
の
備
付
け
）

第
百
七
十
八
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
に
使
用
す
る
ウ
イ
ン
チ
に
つ
い
て
は
、
歯
止
め
装
置
又
は
止
め
金
付
き
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
バ
ン
ド
ブ
レ
ー
キ
等

の
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
る
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
に
使
用
す
る
ウ
イ
ン
チ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ウ
イ
ン
チ
の
据
付
け
）

第
百
七
十
九
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
ウ
イ
ン
チ
に
つ
い
て
は
、
浮
き
上
が
り
、
ず
れ
、
振
れ
等
が
起
ら
な
い
よ
う
に
据
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
み
ぞ
車
の
位
置
）

第
百
八
十
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
装
置
の
巻
胴
の
軸
と
巻
上
げ
装
置
か
ら
第
一
番
目
の
み
ぞ
車
の
軸
と
の
間
の
距
離
に
つ
い
て
は
、
巻
上
げ
装
置
の
巻
胴
の
幅
の
十
五
倍
以
上
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
み
ぞ
車
は
、
巻
上
げ
装
置
の
巻
胴
の
中
心
を
通
り
、
か
つ
、
軸
に
垂
直
な
面
上
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
構
造
上
、
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
乱
巻
と
な
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
。

二
　
ず
い
道
等
の
著
し
く
狭
あ
い
な
場
所
で
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
を
使
用
し
て
作
業
を
行
う
場
合
で
、
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
に
よ
る
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
へ
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
し
た
と
き
。

（
み
ぞ
車
等
の
取
付
け
）

第
百
八
十
一
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
み
ぞ
車
又
は
滑
車
装
置
に
つ
い
て
は
、
取
付
部
が
受
け
る
荷
重
に
よ
つ
て
破
壊
す
る
お
そ
れ
の
な
い
取
付
金
具
、
シ
ャ
ッ
ク
ル
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
等

で
、
確
実
に
取
り
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
百
八
十
二
条
　
事
業
者
は
、
や
ぐ
ら
、
二
本
構
等
と
ウ
イ
ン
チ
が
一
体
と
な
つ
て
い
な
い
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
み
ぞ
車
に
つ
い
て
は
、
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
水
平
分
力
が
や
ぐ
ら
、
二
本
構
等

に
作
用
し
な
い
よ
う
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
ぐ
ら
、
二
本
構
等
に
つ
い
て
、
脚
部
に
や
ら
ず
を
設
け
、
脚
部
を
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
で
支
持
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
当
該
脚
部
に
み
ぞ
車
を
取
り
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
蒸
気
ホ
ー
ス
等
）

第
百
八
十
三
条
　
事
業
者
は
、
蒸
気
又
は
圧
縮
空
気
を
動
力
源
と
す
る
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
を
使
用
す
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ハ
ン
マ
ー
の
運
動
に
よ
り
、
蒸
気
ホ
ー
ス
又
は
空
気
ホ
ー
ス
と
ハ
ン
マ
ー
と
の
接
続
部
が
破
損
し
、
又
は
は
ず
れ
る
の
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
接
続
部
以
外
の
箇
所
で
蒸
気
ホ
ー
ス
又
は
空
気
ホ
ー
ス
を
ハ
ン
マ
ー
に
固
着
す

る
こ
と
。

二
　
蒸
気
又
は
空
気
を
し
や
断
す
る
た
め
の
装
置
を
ハ
ン
マ
ー
の
運
転
者
が
容
易
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

（
乱
巻
時
の
措
置
）

第
百
八
十
四
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
装
置
の
巻
胴
に
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
乱
巻
と
な
つ
て
い
る
と
き
は
、
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
荷
重
を
か
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
巻
上
げ
装
置
停
止
時
の
措
置
）

第
百
八
十
五
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
装
置
に
荷
重
を
か
け
た
ま
ま
で
巻
上
げ
装
置
を
停
止
し
て
お
く
と
き
は
、
歯
止
め
装
置
に
よ
り
歯
止
め
を
行
い
、
止
め
金
付
き
ブ
レ
ー
キ
を

用
い
て
制
動
し
て
お
く
等
確
実
に
停
止
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
転
位
置
か
ら
の
離
脱
の
禁
止
）

第
百
八
十
六
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
運
転
者
を
巻
上
げ
装
置
に
荷
重
を
か
け
た
ま
ま
運
転
位
置
か
ら
離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
巻
上
げ
装
置
に
荷
重
を
か
け
た
ま
ま
で
運
転
位
置
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
百
八
十
七
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
若
し
く
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
み
ぞ
車
若
し
く
は
滑
車
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
取
付
部
の
破
損
に
よ
つ
て
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
は
ね
、
又
は
み
ぞ
車
、
滑
車
装
置
等
が
飛
来
す
る

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
運
転
中
の
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
屈
曲
部
の
内
側
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
矢
板
、
ロ
ッ
ド
等
の
つ
り
上
げ
時
の
措
置
）

第
百
八
十
八
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
で
、
く
い
、
矢
板
、
ロ
ッ
ド
等
を
つ
り
上
げ
る
と
き
は
、
そ
の
玉
掛
部
が
巻
上
げ
用
み
ぞ
車
又
は
滑
車
装
置
の
直
下
に
な
る
よ
う
に
つ
り
上
げ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
く
い
打
機
に
ジ
ン
ポ
ー
ル
等
の
物
上
げ
装
置
を
取
り
付
け
て
、
く
い
、
矢
板
等
を
つ
り
上
げ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
合
図
）

第
百
八
十
九
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
運
転
に
つ
い
て
、
一
定
の
合
図
及
び
合
図
を
行
う
者
を
定
め
、
運
転
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
合
図
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
運
転
者
は
、
前
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
指
揮
）

第
百
九
十
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
組
立
て
、
解
体
、
変
更
又
は
移
動
を
行
う
と
き
は
、
作
業
の
方
法
、
手
順
等
を
定
め
、
こ
れ
ら
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
、
か
つ
、
作
業
を
指
揮
す
る
者

を
指
名
し
て
、
そ
の
直
接
の
指
揮
の
下
に
作
業
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
く
い
打
機
等
の
移
動
）

第
百
九
十
一
条
　
事
業
者
は
、
控
え
で
支
持
す
る
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
の
二
本
構
、
支
柱
等
を
建
て
た
ま
ま
で
、
動
力
に
よ
る
ウ
イ
ン
チ
そ
の
他
の
機
械
を
用
い
て
、
こ
れ
ら
の
脚
部
を
移
動
さ
せ
る
と
き
は
、
脚
部
の
引
過
ぎ
に

よ
る
倒
壊
を
防
止
す
る
た
め
、
反
対
側
か
ら
テ
ン
シ
ヨ
ン
ブ
ロ
ツ
ク
、
ウ
イ
ン
チ
等
で
、
確
実
に
制
動
し
な
が
ら
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
検
）

第
百
九
十
二
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
を
組
み
立
て
た
と
き
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
機
体
の
緊
結
部
の
ゆ
る
み
及
び
損
傷
の
有
無

二
　
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
、
み
ぞ
車
及
び
滑
車
装
置
の
取
付
状
態

三
　
巻
上
げ
装
置
の
ブ
レ
ー
キ
及
び
歯
止
め
装
置
の
機
能

四
　
ウ
イ
ン
チ
の
据
付
状
態

五
　
控
え
で
頂
部
を
安
定
さ
せ
る
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
に
あ
つ
て
は
、
控
え
の
と
り
方
及
び
固
定
の
状
態

（
控
線
を
ゆ
る
め
る
場
合
の
措
置
）

第
百
九
十
三
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
の
控
線
（
仮
控
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
ゆ
る
め
る
と
き
は
、
テ
ン
シ
ヨ
ン
ブ
ロ
ツ
ク
又
は
ウ
イ
ン
チ
を
用
い
る
等
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
控
線
を
ゆ
る

め
る
労
働
者
に
、
そ
の
者
が
容
易
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
度
を
こ
え
る
荷
重
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ガ
ス
導
管
等
の
損
壊
の
防
止
）

第
百
九
十
四
条
　
事
業
者
は
、
く
い
打
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
を
使
用
し
て
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
ガ
ス
導
管
、
地
中
電
線
路
そ
の
他
地
下
に
存
す
る
工
作
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ガ
ス
導
管
等
」
と
い
う
。
）
の
損

壊
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
箇
所
に
つ
い
て
、
ガ
ス
導
管
等
の
有
無
及
び
状
態
を
当
該
ガ
ス
導
管
等
を
管
理
す
る
者
に
確
か
め
る
等
の
方
法
に
よ
り
調
査
し
、
こ
れ
ら
の
事
項

に
つ
い
て
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
ロ
ッ
ド
の
取
付
時
等
の
措
置
）

第
百
九
十
四
条
の
二
　
事
業
者
は
、
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
ロ
ッ
ド
、
ビ
ッ
ト
等
を
取
り
付
け
又
は
取
り
外
す
と
き
は
、
ク
ラ
ッ
チ
レ
バ
ー
を
ス
ト
ッ
パ
ー
で
固
定
す
る
等
に
よ
り
ロ
ッ
ド
等
を
回
転
さ
せ
る
動
力
を
確
実
に
遮
断
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
ロ
ッ
ド
を
取
り
外
す
と
き
及
び
ビ
ッ
ト
等
を
取
り
付
け
又
は
取
り
外
す
と
き
は
、
ロ
ッ
ド
を
ロ
ッ
ド
ホ
ル
ダ
ー
等
に
よ
り
確
実
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
イ
ベ
ル
用
ホ
ー
ス
の
固
定
等
）

第
百
九
十
四
条
の
三
　
事
業
者
は
、
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
イ
ベ
ル
に
接
続
す
る
ホ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
当
該
ホ
ー
ス
が
ロ
ッ
ド
等
の
回
転
部
分
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当

該
ホ
ー
ス
を
や
ぐ
ら
に
固
定
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
の
二
　
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械

（
保
持
機
構
等
）

第
百
九
十
四
条
の
四
　
事
業
者
は
、
建
設
工
事
の
作
業
に
お
い
て
使
用
す
る
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
使
用
の
目
的
に
適
応
し
た
必
要
な
強
度
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
保
持
機
構
に
つ
い
て
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
等
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
す
べ
て
の
保
持
機
構
が
同
時
に
開
放
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
機
構
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

四
　
著
し
い
損
傷
、
磨
耗
、
変
形
又
は
腐
食
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
作
業
計
画
）

第
百
九
十
四
条
の
五
　
事
業
者
は
、
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を
用
い
て
荷
の
つ
り
上
げ
、
つ
り
下
げ
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作

業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序

二
　
使
用
す
る
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
の
崩
壊
及
び
倒
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
方
法

三
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
の
方
法

四
　
使
用
す
る
機
械
等
の
種
類
及
び
能
力

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
各
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
に
よ
る
作
業
）

第
百
九
十
四
条
の
六
　
事
業
者
は
、
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を
用
い
て
荷
の
つ
り
上
げ
、
つ
り
下
げ
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

三
　
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を
施
設
、
仮
設
物
等
に
据
え
付
け
る
と
き
は
、
ボ
ル
ト
等
を
用
い
て
当
該
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を
確
実
に
固
定
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を
施
設
、
仮
設
物
等
に
据
え
付
け
る
と
き
は
、
当
該
施
設
、
仮
設
物
等
の
耐
力
を
確
認
し
、
耐
力
が
不
足
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
補
強
す
る
こ
と
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
百
九
十
四
条
の
七
　
事
業
者
は
、
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を
用
い
て
荷
の
つ
り
上
げ
、
つ
り
下
げ
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防

止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
の
三
　
高
所
作
業
車

（
前
照
灯
及
び
尾
灯
）

第
百
九
十
四
条
の
八
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
（
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
照
灯
及
び
尾
灯
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
走
行
の
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め

必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
使
用
す
る
高
所
作
業
車
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
作
業
計
画
）

第
百
九
十
四
条
の
九
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
（
道
路
上
の
走
行
の
作
業
を
除
く
。
以
下
第
百
九
十
四
条
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
の
状
況
、
当
該
高

所
作
業
車
の
種
類
及
び
能
力
等
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
計
画
は
、
当
該
高
所
作
業
車
に
よ
る
作
業
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
指
揮
者
）

第
百
九
十
四
条
の
十
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業
の
指
揮
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
転
落
等
の
防
止
）

第
百
九
十
四
条
の
十
一
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
高
所
作
業
車
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
を
張
り
出
す
こ
と
、
地
盤
の
不
同
沈
下
を
防
止
す
る

こ
と
、
路
肩
の
崩
壊
を
防
止
す
る
こ
と
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
合
図
）

第
百
九
十
四
条
の
十
二
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
場
合
で
、
作
業
床
以
外
の
箇
所
で
作
業
床
を
操
作
す
る
と
き
は
、
作
業
床
上
の
労
働
者
と
作
業
床
以
外
の
箇
所
で
作
業
床
を
操
作
す
る
者
と
の
間
の
連
絡
を

確
実
に
す
る
た
め
、
一
定
の
合
図
を
定
め
、
当
該
合
図
を
行
う
者
を
指
名
し
て
そ
の
者
に
行
わ
せ
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
場
合
の
措
置
）

第
百
九
十
四
条
の
十
三
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
の
運
転
者
が
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
（
作
業
床
に
労
働
者
が
乗
つ
て
作
業
を
行
い
、
又
は
作
業
を
行
お
う
と
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
運
転
者
に
次

の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
床
を

低
降
下
位
置
に
置
く
こ
と
。

二
　
原
動
機
を
止
め
、
か
つ
、
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
の
ブ
レ
ー
キ
を
確
実
に
か
け
る
等
の
高
所
作
業
車
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
高
所
作
業
車
の
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
の
作
業
床
に
労
働
者
が
乗
つ
て
作
業
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
運
転
者
が
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
高
所
作
業
車
の
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る

た
め
の
ブ
レ
ー
キ
を
確
実
に
か
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
運
転
者
は
、
高
所
作
業
車
の
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
高
所
作
業
車
の
移
送
）

第
百
九
十
四
条
の
十
四
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
を
移
送
す
る
た
め
自
走
又
は
け
ん
引
に
よ
り
貨
物
自
動
車
に
積
卸
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
道
板
、
盛
土
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
高
所
作
業
車
の
転
倒
、
転
落
等
に
よ
る

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
積
卸
し
は
、
平
坦
で
堅
固
な
場
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

二
　
道
板
を
使
用
す
る
と
き
は
、
十
分
な
長
さ
、
幅
及
び
強
度
を
有
す
る
道
板
を
用
い
、
適
当
な
こ
う
配
で
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

三
　
盛
土
、
仮
設
台
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
十
分
な
幅
及
び
強
度
並
び
に
適
当
な
こ
う
配
を
確
保
す
る
こ
と
。

（
搭
乗
の
制
限
）

第
百
九
十
四
条
の
十
五
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
及
び
作
業
床
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

第
百
九
十
四
条
の
十
六
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
に
つ
い
て
は
、
積
載
荷
重
（
高
所
作
業
車
の
構
造
及
び
材
料
に
応
じ
て
、
作
業
床
に
人
又
は
荷
を
乗
せ
て
上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

大
の
荷
重
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
能
力
を
超

え
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
主
た
る
用
途
以
外
の
使
用
の
制
限
）

第
百
九
十
四
条
の
十
七
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
を
荷
の
つ
り
上
げ
等
当
該
高
所
作
業
車
の
主
た
る
用
途
以
外
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
修
理
等
）

第
百
九
十
四
条
の
十
八
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
の
修
理
又
は
作
業
床
の
装
着
若
し
く
は
取
り
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
手
順
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
ブ
ー
ム
等
の
降
下
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
百
九
十
四
条
の
十
九
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
の
ブ
ー
ム
等
を
上
げ
、
そ
の
下
で
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
ブ
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す

る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
床
へ
の
搭
乗
制
限
等
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
（
作
業
床
に
お
い
て
走
行
の
操
作
を
す
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
高
所
作
業
車
の
作
業
床
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
坦
で
堅
固
な
場
所
に
お
い
て
高
所
作
業
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合
で
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
高
所
作
業
車
を
誘
導
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
一
定
の
合
図
を
定
め
、
前
号
の
誘
導
者
に
当
該
合
図
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

三
　
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
時
に
お
け
る
当
該
高
所
作
業
車
の
作
業
床
の
高
さ
及
び
ブ
ー
ム
の
長
さ
等
に
応
じ
た
高
所
作
業
車
の
適
正
な
制
限
速
度
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
り
運
転
者
に
運
転
さ
せ
る
こ
と
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
走
行
中
の
高
所
作
業
車
の
作
業
床
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
た
だ
し
書
の
高
所
作
業
車
の
運
転
者
は
、
同
項
第
一
号
の
誘
導
者
が
行
う
誘
導
及
び
同
項
第
二
号
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
同
項
第
三
号
の
制
限
速
度
を
超
え
て
高
所
作
業
車
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
九
十
四
条
の
二
十
一
　
事
業
者
は
、
作
業
床
に
お
い
て
走
行
の
操
作
を
す
る
構
造
の
高
所
作
業
車
を
平
坦
で
堅
固
な
場
所
以
外
の
場
所
で
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
時
に
お
け
る
当
該
高
所
作
業
車
の
作
業
床
の
高
さ
及
び
ブ
ー
ム
の
長
さ
、
作
業
に
係
る
場
所
の
地
形
及
び
地
盤
の
状
態
等
に
応
じ
た
高
所
作
業
車
の
適
正
な
制
限
速
度
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
り
運
転
者
に
運

転
さ
せ
る
こ
と
。

２
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
高
所
作
業
車
の
運
転
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
同
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
条
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
の
使
用
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
二
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
（
作
業
床
が
接
地
面
に
対
し
垂
直
に
の
み
上
昇
し
、
又
は
下
降
す
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
高
所
作
業
車
の
作
業
床
上
の
労
働
者
に
要
求

性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
労
働
者
は
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
三
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
高
所
作
業
車
の

当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
圧
縮
圧
力
、
弁
す
き
間
そ
の
他
原
動
機
の
異
常
の
有
無

二
　
ク
ラ
ッ
チ
、
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
プ
ロ
ペ
ラ
シ
ャ
フ
ト
、
デ
フ
ァ
レ
ン
シ
ャ
ル
そ
の
他
動
力
伝
達
装
置
の
異
常
の
有
無

三
　
起
動
輪
、
遊
動
輪
、
上
下
転
輪
、
履
帯
、
タ
イ
ヤ
、
ホ
イ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
そ
の
他
走
行
装
置
の
異
常
の
有
無

四
　
か
じ
取
り
車
輪
の
左
右
の
回
転
角
度
、
ナ
ッ
ク
ル
、
ロ
ッ
ド
、
ア
ー
ム
そ
の
他
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

五
　
制
動
能
力
、
ブ
レ
ー
キ
ド
ラ
ム
、
ブ
レ
ー
キ
シ
ュ
ー
そ
の
他
制
動
装
置
の
異
常
の
有
無

六
　
ブ
ー
ム
、
昇
降
装
置
、
屈
折
装
置
、
平
衡
装
置
、
作
業
床
そ
の
他
作
業
装
置
の
異
常
の
有
無

七
　
油
圧
ポ
ン
プ
、
油
圧
モ
ー
タ
ー
、
シ
リ
ン
ダ
ー
、
安
全
弁
そ
の
他
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

八
　
電
圧
、
電
流
そ
の
他
電
気
系
統
の
異
常
の
有
無

九
　
車
体
、
操
作
装
置
、
安
全
装
置
、
ロ
ッ
ク
装
置
、
警
報
装
置
、
方
向
指
示
器
、
灯
火
装
置
及
び
計
器
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
高
所
作
業
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
九
十
四
条
の
二
十
四
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
に
つ
い
て
は
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
高
所
作
業
車
の

当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
制
動
装
置
、
ク
ラ
ッ
チ
及
び
操
作
装
置
の
異
常
の
有
無

二
　
作
業
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

三
　
安
全
装
置
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
高
所
作
業
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
五
　
事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
六
　
高
所
作
業
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
は
、
第
百
九
十
四
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
自
主
検
査
と
す
る
。

２
　
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
高
所
作
業
車
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項

第
一
号
中
「
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
高
所
作
業
車
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
高
所
作
業
車
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分
に
つ
い

て
は
第
百
九
十
四
条
の
二
十
三
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
　
高
所
作
業
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

５
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
高
所
作
業
車
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
開
始
前
点
検
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
七
　
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
制
動
装
置
、
操
作
装
置
及
び
作
業
装
置
の
機
能
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
修
等
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
八
　
事
業
者
は
、
第
百
九
十
四
条
の
二
十
三
若
し
く
は
第
百
九
十
四
条
の
二
十
四
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
節
　
軌
道
装
置
及
び
手
押
し
車
両

第
一
款
　
総
則

（
定
義
）

第
百
九
十
五
条
　
こ
の
省
令
で
軌
道
装
置
と
は
、
事
業
場
附
帯
の
軌
道
及
び
車
両
、
動
力
車
、
巻
上
げ
機
等
を
含
む
一
切
の
装
置
で
、
動
力
を
用
い
て
軌
条
に
よ
り
労
働
者
又
は
荷
物
を
運
搬
す
る
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
鉄
道
営
業
法

（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）
、
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
又
は
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

第
二
款
　
軌
道
等

（
軌
条
の
重
量
）

第
百
九
十
六
条
　
事
業
者
は
、
軌
条
の
重
量
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
車
両
重
量
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
軌
条
重
量
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

車
両
重
量

軌
条
重
量

五
ト
ン
未
満

九
キ
ロ
グ
ラ
ム

五
ト
ン
以
上
十
ト
ン
未
満

十
二
キ
ロ
グ
ラ
ム

十
ト
ン
以
上
十
五
ト
ン
未
満

十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

十
五
ト
ン
以
上

二
十
二
キ
ロ
グ
ラ
ム

（
軌
条
の
継
目
）

第
百
九
十
七
条
　
事
業
者
は
、
軌
条
の
継
目
に
つ
い
て
は
、
継
目
板
を
用
い
、
溶
接
を
行
な
う
等
に
よ
り
堅
固
に
固
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軌
条
の
敷
設
）

第
百
九
十
八
条
　
事
業
者
は
、
軌
条
の
敷
設
に
つ
い
て
は
、
犬
く
ぎ
、
止
め
金
具
等
を
用
い
て
、
軌
条
を
ま
く
ら
木
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
道
床
等
に
堅
固
に
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ま
く
ら
木
）

第
百
九
十
九
条
　
事
業
者
は
、
ま
く
ら
木
の
大
き
さ
及
び
配
置
の
間
隔
に
つ
い
て
は
、
軌
条
を
安
定
さ
せ
る
た
め
、
車
両
重
量
、
道
床
の
状
態
等
に
応
じ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
腐
食
し
や
す
い
箇
所
又
は
取
替
え
の
困
難
な
箇
所
で
用
い
る
ま
く
ら
木
に
つ
い
て
は
、
耐
久
性
を
有
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
道
床
）

第
二
百
条
　
事
業
者
は
、
車
両
重
量
五
ト
ン
以
上
の
動
力
車
を
運
転
す
る
軌
道
の
う
ち
道
床
が
砕
石
、
砂
利
等
で
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
ま
く
ら
木
及
び
軌
条
を
安
全
に
保
持
す
る
た
め
、
道
床
を
十
分
つ
き
固
め
、
か

つ
、
排
水
を
良
好
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
曲
線
部
）

第
二
百
一
条
　
事
業
者
は
、
軌
道
の
曲
線
部
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
曲
線
半
径
は
、
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
　
適
当
な
カ
ン
ト
及
び
ス
ラ
ツ
ク
を
保
つ
こ
と
。

三
　
曲
線
半
径
に
応
じ
、
護
輪
軌
条
を
設
け
る
こ
と
。

（
軌
道
の
こ
う
配
）

第
二
百
二
条
　
事
業
者
は
、
動
力
車
を
使
用
す
る
区
間
の
軌
道
の
こ
う
配
に
つ
い
て
は
、
千
分
の
五
十
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軌
道
の
分
岐
点
等
）

第
二
百
三
条
　
事
業
者
は
、
軌
道
の
分
岐
す
る
部
分
に
は
、
確
実
な
機
能
を
有
す
る
転
て
つ
器
及
び
て
つ
さ
を
設
け
、
軌
道
の
終
端
に
は
、
確
実
な
車
止
め
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
逸
走
防
止
装
置
）

第
二
百
四
条
　
事
業
者
は
、
車
両
が
逸
走
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
逸
走
防
止
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
車
両
と
側
壁
等
と
の
間
隔
）

第
二
百
五
条
　
事
業
者
は
、
建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
軌
道
装
置
を
設
け
る
と
き
は
、
通
行
中
の
労
働
者
に
運
行
す
る
車
両
が
接
触
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の
片
側
に
お
い
て
、
当
該
車
両
と
側
壁
又
は
障
害
物
と
の
間

隔
を
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ず
い
道
等
の
断
面
が
狭
小
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
間
隔
を
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
明
確
に
識
別
で
き
る
回
避
所
を
適
当
な
間
隔
で
設
け
る
こ
と
。

二
　
信
号
装
置
の
設
置
、
監
視
人
の
配
置
等
に
よ
り
運
行
中
の
車
両
の
進
行
方
向
上
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

（
車
両
と
う
乗
者
の
接
触
予
防
措
置
）

第
二
百
六
条
　
事
業
者
は
、
建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
軌
道
装
置
を
設
け
る
と
き
は
、
車
両
の
と
う
乗
者
が
ず
い
道
等
の
内
部
の
側
壁
、
天
盤
、
障
害
物
等
に
接
触
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
車
両
と
当
該
側
壁
、
天
盤
、

障
害
物
等
と
の
間
に
必
要
な
距
離
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
山
の
荷
重
に
よ
り
変
形
し
た
支
保
工
等
障
害
物
が
あ
る
と
き
に
、
当
該
車
両
の
と
う
乗
者
が
当
該
障
害
物
に
接
触
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
車

両
と
う
乗
者
が
容
易
に
識
別
で
き
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
信
号
装
置
）

第
二
百
七
条
　
事
業
者
は
、
軌
道
装
置
の
状
況
に
応
じ
て
信
号
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
款
　
車
両

（
動
力
車
の
ブ
レ
ー
キ
）

第
二
百
八
条
　
事
業
者
は
、
動
力
車
に
は
、
手
用
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
、
か
つ
、
十
ト
ン
以
上
の
動
力
車
に
は
、
動
力
ブ
レ
ー
キ
を
あ
わ
せ
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
ブ
レ
ー
キ
の
制
輪
子
に
作
用
す
る
圧
力
と
制
動
車
輪
の
軌
条
に
対
す
る
圧
力
と
の
割
合
を
、
動
力
ブ
レ
ー
キ
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十
以
上
百
分
の
七
十
五
以
下
、
手
用
ブ
レ
ー
キ
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
十
以
上
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
動
力
車
の
設
備
）

第
二
百
九
条
　
事
業
者
は
、
動
力
車
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
汽
笛
、
警
鈴
等
の
合
図
の
装
置
を
備
え
る
こ
と
。

二
　
夜
間
又
は
地
下
に
お
い
て
使
用
す
る
と
き
は
、
前
照
灯
及
び
運
転
室
の
照
明
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

三
　
内
燃
機
関
車
に
は
、
潤
滑
油
の
圧
力
を
表
示
す
る
計
器
を
備
え
る
こ
と
。

四
　
電
気
機
関
車
に
は
、
自
動
し
や
断
器
を
備
え
、
か
つ
、
架
空
線
式
の
場
合
に
は
避
雷
器
を
備
え
る
こ
と
。

（
動
力
車
の
運
転
者
席
）

第
二
百
十
条
　
事
業
者
は
、
動
力
車
の
運
転
者
席
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
運
転
者
が
安
全
な
運
転
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
視
界
を
有
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

二
　
運
転
者
の
転
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
囲
い
等
を
設
け
る
こ
と
。

（
人
車
）

第
二
百
十
一
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
の
輸
送
に
用
い
る
専
用
の
車
両
（
以
下
「
人
車
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
労
働
者
が
安
全
に
乗
車
で
き
る
座
席
、
握
り
棒
等
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
囲
い
及
び
乗
降
口
を
設
け
る
こ
と
。

三
　
斜
道
に
お
い
て
用
い
る
巻
上
げ
装
置
に
よ
り
け
ん
引
さ
れ
る
人
車
に
つ
い
て
は
、
巻
上
げ
機
の
運
転
者
と
人
車
の
と
う
乗
者
と
が
緊
急
時
に
連
絡
で
き
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

四
　
前
号
の
人
車
に
つ
い
て
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
、
速
度
超
過
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
非
常
停
止
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

五
　
傾
斜
角
三
十
度
以
上
の
斜
道
に
用
い
る
人
車
に
つ
い
て
は
、
脱
線
予
防
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

（
車
輪
）

第
二
百
十
二
条
　
事
業
者
は
、
車
輪
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
タ
イ
ヤ
の
幅
は
、
フ
ラ
ン
ジ
が

も
摩
耗
し
た
状
態
で
、

大
軌
間
を
通
過
す
る
と
き
に
、
な
お
そ
の
踏
面
が
軌
条
に
安
全
に
乗
る
広
さ
と
す
る
こ
と
。

二
　
フ
ラ
ン
ジ
の
厚
さ
は
、

も
摩
耗
し
た
と
き
に
、
十
分
な
強
さ
を
有
し
、
か
つ
、
分
岐
及
び
て
つ
さ
の
通
過
に
差
し
つ
か
え
な
い
厚
さ
以
下
と
す
る
こ
と
。

三
　
フ
ラ
ン
ジ
の
高
さ
は
、
タ
イ
ヤ
が
軌
条
か
ら
は
ず
れ
な
い
高
さ
以
上
で
、
継
目
板
及
び
て
つ
さ
等
に
乗
り
上
げ
な
い
高
さ
と
す
る
こ
と
。

（
連
結
装
置
）

第
二
百
十
三
条
　
事
業
者
は
、
車
両
を
連
結
す
る
と
き
は
、
確
実
な
連
結
装
置
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
斜
道
に
お
け
る
人
車
の
連
結
）

第
二
百
十
四
条
　
事
業
者
は
、
斜
道
に
お
い
て
人
車
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
人
車
と
人
車
又
は
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
ソ
ケ
ツ
ト
を
チ
エ
ー
ン
又
は
リ
ン
ク
で
連
結
す
る
と
き
は
、
当
該
チ
エ
ー
ン
又
は
リ
ン
ク
の
切
断
等
に
よ
る
人
車
の

逸
走
を
防
止
す
る
た
め
、
予
備
の
チ
エ
ー
ン
又
は
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
で
連
結
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
款
　
巻
上
げ
装
置

（
巻
上
げ
装
置
の
ブ
レ
ー
キ
）

第
二
百
十
五
条
　
事
業
者
は
、
巻
上
げ
装
置
に
は
、
車
両
に

大
の
荷
重
を
か
け
た
場
合
に
お
い
て
、
車
両
を
す
み
や
か
に
停
止
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の
停
止
状
態
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
）

第
二
百
十
六
条
　
事
業
者
は
、
巻
上
げ
装
置
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
安
全
係
数
は
六
以
上
（
人
車
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
あ
つ
て
は
、
十
以
上
）
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
の

大
の
値
で
除
し
た

値
と
す
る
。

二
　
リ
ン
ク
を
使
用
す
る
等
確
実
な
方
法
に
よ
り
、
車
両
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

（
不
適
格
な
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

第
二
百
十
七
条
　
事
業
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
巻
上
げ
装
置
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
と
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
の
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し
て
い
る
も
の

二
　
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

三
　
キ
ン
ク
し
た
も
の

四
　
著
し
い
形
く
ず
れ
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の
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（
深
度
指
示
器
）

第
二
百
十
八
条
　
事
業
者
は
、
斜
坑
に
お
い
て
人
車
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
巻
上
げ
機
の
運
転
者
が
人
車
の
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
当
該
運
転
者
が
容
易
に
確
認
で
き
る
深
度
指
示
器
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
五
款
　
軌
道
装
置
の
使
用
に
係
る
危
険
の
防
止

（
信
号
装
置
の
表
示
方
法
）

第
二
百
十
九
条
　
事
業
者
は
、
信
号
装
置
を
設
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
信
号
装
置
の
表
示
方
法
を
定
め
、
か
つ
、
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
図
）

第
二
百
二
十
条
　
事
業
者
は
、
軌
道
装
置
の
運
転
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
運
転
に
関
す
る
合
図
方
法
を
定
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
軌
道
装
置
の
運
転
者
は
、
同
項
の
合
図
方
法
に
よ
り
運
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
人
車
の
使
用
）

第
二
百
二
十
一
条
　
事
業
者
は
、
軌
道
装
置
に
よ
り
労
働
者
を
輸
送
す
る
と
き
は
、
人
車
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
少
数
の
労
働
者
を
輸
送
す
る
場
合
又
は
臨
時
に
労
働
者
を
輸
送
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置

を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
車
両
に
転
落
防
止
の
た
め
の
囲
い
等
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
転
位
、
崩
壊
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
荷
と
労
働
者
と
を
同
乗
さ
せ
な
い
こ
と
。

（
制
限
速
度
）

第
二
百
二
十
二
条
　
事
業
者
は
、
車
両
の
運
転
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
軌
条
重
量
、
軌
間
、
こ
う
配
、
曲
線
半
径
等
に
応
じ
、
当
該
車
両
の
制
限
速
度
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
運
転
者
に
、
運
転
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
車
両
の
運
転
者
は
、
同
項
の
制
限
速
度
を
こ
え
て
車
両
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
と
う
乗
定
員
）

第
二
百
二
十
三
条
　
事
業
者
は
、
人
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
に
応
じ
た
と
う
乗
定
員
数
を
定
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
車
両
の
後
押
し
運
転
時
に
お
け
る
措
置
）

第
二
百
二
十
四
条
　
事
業
者
は
、
建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
い
て
動
力
車
に
よ
る
後
押
し
運
転
を
す
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
後
押
し
運
転
を
す
る
区
間
を
定
め
、
当
該
区
間
へ
の
労
働

者
の
立
入
り
を
禁
止
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当
該
動
力
車
を
誘
導
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
先
頭
車
両
に
前
照
灯
を
備
え
る
こ
と
。

三
　
誘
導
者
と
動
力
車
の
運
転
者
が
連
絡
で
き
、
か
つ
、
誘
導
者
が
緊
急
時
に
警
報
で
き
る
装
置
を
備
え
る
こ
と
。

（
誘
導
者
を
車
両
に
と
う
乗
さ
せ
る
場
合
の
措
置
）

第
二
百
二
十
五
条
　
事
業
者
は
、
前
条
の
誘
導
者
を
車
両
に
と
う
乗
さ
せ
る
と
き
は
、
誘
導
者
が
車
両
か
ら
転
落
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
誘
導
者
を
囲
い
を
設
け
た
車
両
又
は
乗
車
台
に
と
う
乗
さ
せ
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
転
席
か
ら
離
れ
る
場
合
の
措
置
）

第
二
百
二
十
六
条
　
事
業
者
は
、
動
力
車
の
運
転
者
が
運
転
席
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
等
車
両
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
運
転
席
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
転
位
置
か
ら
の
離
脱
の
禁
止
）

第
二
百
二
十
七
条
　
事
業
者
は
、
巻
上
げ
機
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
当
該
巻
上
げ
機
の
運
転
者
を
運
転
位
置
か
ら
離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
巻
上
げ
機
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
運
転
位
置
か
ら
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
款
　
定
期
自
主
検
査
等

（
定
期
自
主
検
査
）

第
二
百
二
十
八
条
　
事
業
者
は
、
電
気
機
関
車
、
蓄
電
池
機
関
車
、
電
車
、
蓄
電
池
電
車
、
内
燃
機
関
車
、
内
燃
動
車
、
蒸
気
機
関
車
及
び
巻
上
げ
装
置
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
電
気
機
関
車
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
三
年

以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
電
気
機
関
車
等
の
各
部
分
の
異
常
の
有
無
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
三
年
を
こ
え
る
期
間
使
用
し
な
い
電
気
機
関
車
等
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
電
気
機
関
車
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
当
該
電
気
機
関
車
等
の
各
部
分
の
異
常
の
有
無
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
二
十
九
条
　
事
業
者
は
、
電
気
機
関
車
等
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
こ
え
る
期
間
使
用
し
な
い
電
気
機
関
車
等
の

当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
電
気
機
関
車
、
蓄
電
池
機
関
車
、
電
車
及
び
蓄
電
池
電
車
に
あ
つ
て
は
、
電
動
機
、
制
御
装
置
、
ブ
レ
ー
キ
、
自
動
し
や
断
器
、
台
車
、
連
結
装
置
、
蓄
電
池
、
避
雷
器
、
配
線
、
接
続
器
具
及
び
各
種
計
器
の
異
常
の
有
無

二
　
内
燃
機
関
車
及
び
内
燃
動
車
に
あ
つ
て
は
、
機
関
、
動
力
伝
達
装
置
、
制
御
装
置
、
ブ
レ
ー
キ
、
台
車
、
連
結
装
置
及
び
各
種
計
器
の
異
常
の
有
無

三
　
蒸
気
機
関
車
に
あ
つ
て
は
、
シ
リ
ン
ダ
ー
、
弁
室
、
蒸
気
管
、
加
減
弁
、
安
全
弁
及
び
各
種
計
器
の
異
常
の
有
無

四
　
巻
上
げ
装
置
に
あ
つ
て
は
、
電
動
機
、
動
力
伝
達
装
置
、
巻
胴
、
ブ
レ
ー
キ
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
取
付
金
具
、
安
全
装
置
及
び
各
種
計
器
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
電
気
機
関
車
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
百
三
十
条
　
事
業
者
は
、
電
気
機
関
車
等
に
つ
い
て
は
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
月
を
こ
え
る
期
間
使
用
し
な
い
電
気
機
関
車
等
の
当

該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
電
気
機
関
車
、
蓄
電
池
機
関
車
、
電
車
及
び
蓄
電
池
電
車
に
あ
つ
て
は
、
電
路
、
ブ
レ
ー
キ
及
び
連
結
装
置
の
異
常
の
有
無

二
　
内
燃
機
関
車
及
び
内
燃
動
車
に
あ
つ
て
は
、
ブ
レ
ー
キ
及
び
連
結
装
置
の
異
常
の
有
無

三
　
蒸
気
機
関
車
に
あ
つ
て
は
、
火
室
内
部
、
可
溶
栓
、
火
粉
止
め
、
水
面
測
定
装
置
、
給
水
装
置
、
ブ
レ
ー
キ
及
び
連
結
装
置
の
異
常
の
有
無

四
　
巻
上
げ
装
置
に
あ
つ
て
は
、
ブ
レ
ー
キ
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
取
付
金
具
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
電
気
機
関
車
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
二
百
三
十
一
条
　
事
業
者
は
、
前
三
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
点
検
）

第
二
百
三
十
二
条
　
事
業
者
は
、
軌
道
装
置
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ブ
レ
ー
キ
、
連
結
装
置
、
警
報
装
置
、
集
電
装
置
、
前
照
灯
、
制
御
装
置
及
び
安
全
装
置
の
機
能

二
　
空
気
等
の
配
管
か
ら
の
漏
れ
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
軌
道
に
つ
い
て
は
、
随
時
、
軌
条
及
び
路
面
の
状
態
の
異
常
の
有
無
に
つ
い
て
点
検
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
修
）

第
二
百
三
十
三
条
　
事
業
者
は
、
第
二
百
二
十
八
条
か
ら
第
二
百
三
十
条
ま
で
の
自
主
検
査
及
び
前
条
の
点
検
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
款
　
手
押
し
車
両

（
手
押
し
車
両
の
軌
道
）

第
二
百
三
十
四
条
　
事
業
者
は
、
手
押
し
車
両
を
用
い
る
軌
道
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
軌
道
の
曲
線
半
径
は
、
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
　
こ
う
配
は
、
十
五
分
の
一
以
下
と
す
る
こ
と
。

三
　
軌
条
の
重
量
は
、
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
と
す
る
こ
と
。

四
　
径
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ま
く
ら
木
を
適
当
な
間
隔
に
配
置
す
る
こ
と
。

２
　
第
百
九
十
七
条
及
び
第
二
百
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
手
押
し
車
両
の
軌
道
に
準
用
す
る
。

（
ブ
レ
ー
キ
の
具
備
）

第
二
百
三
十
五
条
　
事
業
者
は
、
こ
う
配
が
千
分
の
十
以
上
の
軌
道
区
間
で
使
用
す
る
手
押
し
車
両
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
手
用
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
車
両
間
隔
等
）

第
二
百
三
十
六
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
が
手
押
し
車
両
を
運
転
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
車
両
の
間
隔
は
、
上
り
こ
う
配
軌
道
又
は
水
平
軌
道
の
区
間
で
は
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
下
り
こ
う
配
軌
道
の
区
間
で
は
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
　
車
両
の
速
度
は
、
下
り
こ
う
配
で
毎
時
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
な
い
こ
と
。

２
　
前
項
の
労
働
者
は
、
手
押
し
車
両
を
運
転
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号
の
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
型
わ
く
支
保
工

第
一
節
　
材
料
等

（
材
料
）

第
二
百
三
十
七
条
　
事
業
者
は
、
型
わ
く
支
保
工
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
主
要
な
部
分
の
鋼
材
）

第
二
百
三
十
八
条
　
事
業
者
は
、
型
わ
く
支
保
工
に
使
用
す
る
支
柱
、
は
り
又
は
は
り
の
支
持
物
の
主
要
な
部
分
の
鋼
材
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接

構
造
用
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
管
）
若
し
く
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
三
五
〇
（
建
築
構
造
用
冷
間
成
形
軽
量
形
鋼
）
に
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｚ
二
二
四
一

（
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
）
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
試
験
に
お
い
て
、
引
張
強
さ
の
値
が
三
百
三
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
伸
び
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
鋼
材
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
引
張
強
さ
の
値
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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鋼
材
の
種
類

引
張
強
さ
（
単
位
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

伸
び
（
単
位
　
パ
ー
セ
ン
ト
）

鋼
管

三
百
三
十
以
上
四
百
未
満

二
十
五
以
上

四
百
以
上
四
百
九
十
未
満

二
十
以
上

四
百
九
十
以
上

十
以
上

鋼
板
、
形
鋼
、
平
鋼
又
は
軽
量
形
鋼

三
百
三
十
以
上
四
百
未
満

二
十
一
以
上

四
百
以
上
四
百
九
十
未
満

十
六
以
上

四
百
九
十
以
上
五
百
九
十
未
満

十
二
以
上

五
百
九
十
以
上

八
以
上

棒
鋼

三
百
三
十
以
上
四
百
未
満

二
十
五
以
上

四
百
以
上
四
百
九
十
未
満

二
十
以
上

四
百
九
十
以
上

十
八
以
上

（
型
わ
く
支
保
工
の
構
造
）

第
二
百
三
十
九
条
　
事
業
者
は
、
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
型
わ
く
の
形
状
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
の
方
法
等
に
応
じ
た
堅
固
な
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
組
立
て
等
の
場
合
の
措
置

（
組
立
図
）

第
二
百
四
十
条
　
事
業
者
は
、
型
わ
く
支
保
工
を
組
み
立
て
る
と
き
は
、
組
立
図
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該
組
立
図
に
よ
り
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
組
立
図
は
、
支
柱
、
は
り
、
つ
な
ぎ
、
筋
か
い
等
の
部
材
の
配
置
、
接
合
の
方
法
及
び
寸
法
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
組
立
図
に
係
る
型
枠
支
保
工
の
設
計
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
支
柱
、
は
り
又
は
は
り
の
支
持
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
柱
等
」
と
い
う
。
）
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
構
造
の
も
の
で
な
い
と
き
は
、
設
計
荷
重
（
型
枠
支
保
工
が
支
え
る
物
の
重
量
に
相
当
す
る
荷
重
に
、
型
枠
一
平
方
メ

ー
ト
ル
に
つ
き
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
荷
重
を
加
え
た
荷
重
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
当
該
支
柱
等
に
生
ず
る
応
力
の
値
が
当
該
支
柱
等
の
材
料
の
許
容
応
力
の
値
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
支
柱
等
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
構
造
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
設
計
荷
重
が
当
該
支
柱
等
を
製
造
し
た
者
の
指
定
す
る

大
使
用
荷
重
を
超
え
な
い
こ
と
。

三
　
鋼
管
枠
を
支
柱
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
型
枠
支
保
工
の
上
端
に
、
設
計
荷
重
の
百
分
の
二
・
五
に
相
当
す
る
水
平
方
向
の
荷
重
が
作
用
し
て
も
安
全
な
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
　
鋼
管
枠
以
外
の
も
の
を
支
柱
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
型
枠
支
保
工
の
上
端
に
、
設
計
荷
重
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
水
平
方
向
の
荷
重
が
作
用
し
て
も
安
全
な
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
許
容
応
力
の
値
）

第
二
百
四
十
一
条
　
前
条
第
三
項
第
一
号
の
材
料
の
許
容
応
力
の
値
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
鋼
材
の
許
容
曲
げ
応
力
及
び
許
容
圧
縮
応
力
の
値
は
、
当
該
鋼
材
の
降
伏
強
さ
の
値
又
は
引
張
強
さ
の
値
の
四
分
の
三
の
値
の
う
ち
い
ず
れ
か
小
さ
い
値
の
三
分
の
二
の
値
以
下
と
す
る
こ
と
。

二
　
鋼
材
の
許
容
せ
ん
断
応
力
の
値
は
、
当
該
鋼
材
の
降
伏
強
さ
の
値
又
は
引
張
強
さ
の
値
の
四
分
の
三
の
値
の
う
ち
い
ず
れ
か
小
さ
い
値
の
百
分
の
三
十
八
の
値
以
下
と
す
る
こ
と
。

三
　
鋼
材
の
許
容
座
屈
応
力
の
値
は
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
を
行
つ
て
得
た
値
以
下
と
す
る
こ
と
。

ｌ
／
ｉ≦

Λ

の
場
合

б

ｃ＝

（
（
１－

０
．
４
（
（
ｌ
／
ｉ
）
／Λ

）
２

）
／ν

）
Ｆ

ｌ
／
ｉ＞

Λ

の
場
合

б

ｃ＝

（
０
．
２
９
／
（
（
ｌ
／
ｉ
）
／Λ

）
２

）
Ｆ

（
こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
ｌ
、
ｉ
、Λ

、б

ｃ
、ν

及
び
Ｆ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ｌ
　
支
柱
の
長
さ
（
支
柱
が
水
平
方
向
の
変
位
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
拘
束
点
間
の
長
さ
の
う
ち
の

大
の
長
さ
）
（
単
位
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

ｉ
　
支
柱
の

小
断
面
二
次
半
径
（
単
位
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

Λ

　
限
界
細
長
比＝
√

（π

２

Ｅ
／
０
．
６
Ｆ
）

た
だ
し
、π

　
円
周
率

　
　
　
　
Ｅ
　
当
該
鋼
材
の
ヤ
ン
グ
係
数
（
単
位
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

б

ｃ
　
許
容
座
屈
応
力
の
値
（
単
位
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

ν

　
安
全
率＝

１
．
５
＋
０
．
５
７
（
（
ｌ
／
ｉ
）
／Λ

）
２

Ｆ
　
当
該
鋼
材
の
降
伏
強
さ
の
値
又
は
引
張
強
さ
の
値
の
四
分
の
三
の
値
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
値
（
単
位
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
）

四
　
木
材
の
繊
維
方
向
の
許
容
曲
げ
応
力
、
許
容
圧
縮
応
力
及
び
許
容
せ
ん
断
応
力
の
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
木
材
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
と
す
る
こ
と
。

木
材
の
種
類

許
容
応
力
の
値
（
単
位
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

曲
げ

圧
縮

せ
ん
断

あ
か
ま
つ
、
く
ろ
ま
つ
、
か
ら
ま
つ
、
ひ
ば
、
ひ
の
き
、
つ
が
、
べ
い
ま
つ
又
は
べ
い
ひ

一
、
三
二
〇

一
、
一
八
〇

一
〇
三
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す
ぎ
、
も
み
、
え
ぞ
ま
つ
、
と
ど
ま
つ
、
べ
い
す
ぎ
又
は
べ
い
つ
が

一
、
〇
三
〇

八
八
〇

七
四

か
し

一
、
九
一
〇

一
、
三
二
〇

二
一
〇

く
り
、
な
ら
、
ぶ
な
又
は
け
や
き

一
、
四
七
〇

一
、
〇
三
〇

一
五
〇

五
　
木
材
の
繊
維
方
向
の
許
容
座
屈
応
力
の
値
は
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
を
行
つ
て
得
た
値
以
下
と
す
る
こ
と
。

ｌｋ
／
ｉ≦

１
０
０
の
場
合
　
ｆｋ＝

ｆｃ
（
１－

０
．
０
０
７
（
ｌｋ
／
ｉ
）
）

ｌｋ
／
ｉ＞
１
０
０
の
場
合
　
ｆｋ＝

０
．
３
ｆ
ｃ

／
（
ｌｋ
／
１
０
０
ｉ
）
２

（
こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
ｌｋ
、
ｉ
、
ｆｃ
及
び
ｆｋ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ｌｋ
　
支
柱
の
長
さ
（
支
柱
が
水
平
方
向
の
変
位
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
拘
束
点
間
の
長
さ
の
う
ち

大
の
長
さ
）
（
単
位
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

ｉ
　
支
柱
の

小
断
面
二
次
半
径
（
単
位
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

ｆｃ
　
許
容
圧
縮
応
力
の
値
（
単
位
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

ｆｋ
　
許
容
座
屈
応
力
の
値
（
単
位
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
）

（
型
枠
支
保
工
に
つ
い
て
の
措
置
等
）

第
二
百
四
十
二
条
　
事
業
者
は
、
型
枠
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
敷
角
の
使
用
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
、
く
い
の
打
込
み
等
支
柱
の
沈
下
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
支
柱
の
脚
部
の
固
定
、
根
が
ら
み
の
取
付
け
等
支
柱
の
脚
部
の
滑
動
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
支
柱
の
継
手
は
、
突
合
せ
継
手
又
は
差
込
み
継
手
と
す
る
こ
と
。

四
　
鋼
材
と
鋼
材
と
の
接
続
部
及
び
交
差
部
は
、
ボ
ル
ト
、
ク
ラ
ン
プ
等
の
金
具
を
用
い
て
緊
結
す
る
こ
と
。

五
　
型
枠
が
曲
面
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
控
え
の
取
付
け
等
当
該
型
枠
の
浮
き
上
が
り
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
の
二
　
Ｈ
型
鋼
又
は
Ｉ
型
鋼
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
Ｈ
型
鋼
等
」
と
い
う
。
）
を
大
引
き
、
敷
角
等
の
水
平
材
と
し
て
用
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
Ｈ
型
鋼
等
と
支
柱
、
ジ
ャ
ッ
キ
等
と
が
接
続
す
る
箇
所
に
集
中
荷
重
が
作

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
Ｈ
型
鋼
等
の
断
面
が
変
形
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
接
続
す
る
箇
所
に
補
強
材
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

六
　
鋼
管
（
パ
イ
プ
サ
ポ
ー
ト
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
柱
と
し
て
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
鋼
管
の
部
分
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
水
平
つ
な
ぎ
を
二
方
向
に
設
け
、
か
つ
、
水
平
つ
な
ぎ
の
変
位
を
防
止
す
る
こ
と
。

ロ
　
は
り
又
は
大
引
き
を
上
端
に
載
せ
る
と
き
は
、
当
該
上
端
に
鋼
製
の
端
板
を
取
り
付
け
、
こ
れ
を
は
り
又
は
大
引
き
に
固
定
す
る
こ
と
。

七
　
パ
イ
プ
サ
ポ
ー
ト
を
支
柱
と
し
て
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
パ
イ
プ
サ
ポ
ー
ト
の
部
分
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
パ
イ
プ
サ
ポ
ー
ト
を
三
以
上
継
い
で
用
い
な
い
こ
と
。

ロ
　
パ
イ
プ
サ
ポ
ー
ト
を
継
い
で
用
い
る
と
き
は
、
四
以
上
の
ボ
ル
ト
又
は
専
用
の
金
具
を
用
い
て
継
ぐ
こ
と
。

ハ
　
高
さ
が
三
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
、
前
号
イ
に
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

八
　
鋼
管
枠
を
支
柱
と
し
て
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
鋼
管
枠
の
部
分
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
鋼
管
枠
と
鋼
管
枠
と
の
間
に
交
差
筋
か
い
を
設
け
る
こ
と
。

ロ
　

上
層
及
び
五
層
以
内
ご
と
の
箇
所
に
お
い
て
、
型
枠
支
保
工
の
側
面
並
び
に
枠
面
の
方
向
及
び
交
差
筋
か
い
の
方
向
に
お
け
る
五
枠
以
内
ご
と
の
箇
所
に
、
水
平
つ
な
ぎ
を
設
け
、
か
つ
、
水
平
つ
な
ぎ
の
変
位
を
防
止
す

る
こ
と
。

ハ
　

上
層
及
び
五
層
以
内
ご
と
の
箇
所
に
お
い
て
、
型
枠
支
保
工
の
枠
面
の
方
向
に
お
け
る
両
端
及
び
五
枠
以
内
ご
と
の
箇
所
に
、
交
差
筋
か
い
の
方
向
に
布
枠
を
設
け
る
こ
と
。

ニ
　
第
六
号
ロ
に
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九
　
組
立
て
鋼
柱
を
支
柱
と
し
て
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
組
立
て
鋼
柱
の
部
分
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
第
六
号
ロ
に
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ
　
高
さ
が
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
、
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
水
平
つ
な
ぎ
を
二
方
向
に
設
け
、
か
つ
、
水
平
つ
な
ぎ
の
変
位
を
防
止
す
る
こ
と
。

九
の
二
　
Ｈ
型
鋼
を
支
柱
と
し
て
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
Ｈ
型
鋼
の
部
分
に
つ
い
て
第
六
号
ロ
に
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
　
木
材
を
支
柱
と
し
て
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
木
材
の
部
分
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
第
六
号
イ
に
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ
　
木
材
を
継
い
で
用
い
る
と
き
は
、
二
個
以
上
の
添
え
物
を
用
い
て
継
ぐ
こ
と
。

ハ
　
は
り
又
は
大
引
き
を
上
端
に
載
せ
る
と
き
は
、
添
え
物
を
用
い
て
、
当
該
上
端
を
は
り
又
は
大
引
き
に
固
定
す
る
こ
と
。

十
一
　
は
り
で
構
成
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
は
り
の
両
端
を
支
持
物
に
固
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
は
り
の
滑
動
及
び
脱
落
を
防
止
す
る
こ
と
。
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ロ
　
は
り
と
は
り
と
の
間
に
つ
な
ぎ
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
は
り
の
横
倒
れ
を
防
止
す
る
こ
と
。

（
段
状
の
型
わ
く
支
保
工
）

第
二
百
四
十
三
条
　
事
業
者
は
、
敷
板
、
敷
角
等
を
は
さ
ん
で
段
状
に
組
み
立
て
る
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
前
条
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
型
わ
く
の
形
状
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
敷
板
、
敷
角
等
を
二
段
以
上
は
さ
ま
な
い
こ
と
。

二
　
敷
板
、
敷
角
等
を
継
い
で
用
い
る
と
き
は
、
当
該
敷
板
、
敷
角
等
を
緊
結
す
る
こ
と
。

三
　
支
柱
は
、
敷
板
、
敷
角
等
に
固
定
す
る
こ
と
。

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
の
作
業
）

第
二
百
四
十
四
条
　
事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
作
業
に
係
る
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
状
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
す
る
こ
と
。

二
　
作
業
中
に
型
わ
く
支
保
工
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
際
に
お
け
る
作
業
中
止
の
た
め
の
措
置
を
あ
ら
か
じ
め
講
じ
て
お
く
こ
と
。

（
型
わ
く
支
保
工
の
組
立
て
等
の
作
業
）

第
二
百
四
十
五
条
　
事
業
者
は
、
型
わ
く
支
保
工
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
作
業
を
行
な
う
区
域
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
ち
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
。

三
　
材
料
、
器
具
又
は
工
具
を
上
げ
、
又
は
お
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ
り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

（
型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
二
百
四
十
六
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
四
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
二
百
四
十
七
条
　
事
業
者
は
、
型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
材
料
の
欠
点
の
有
無
並
び
に
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
作
業
中
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

第
四
章
　
爆
発
、
火
災
等
の
防
止

第
一
節
　
溶
融
高
熱
物
等
に
よ
る
爆
発
、
火
災
等
の
防
止

（
高
熱
物
を
取
り
扱
う
設
備
の
構
造
）

第
二
百
四
十
八
条
　
事
業
者
は
、
火
炉
そ
の
他
多
量
の
高
熱
物
を
取
り
扱
う
設
備
に
つ
い
て
は
、
火
災
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
溶
融
高
熱
物
を
取
り
扱
う
ピ
ツ
ト
）

第
二
百
四
十
九
条
　
事
業
者
は
、
水
蒸
気
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
溶
融
し
た
高
熱
の
鉱
物
（
以
下
「
溶
融
高
熱
物
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
ピ
ツ
ト
（
高
熱
の
鉱
さ
い
を
水
で
処
理
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
地
下
水
が
内
部
に
浸
入
す
る
こ
と
を
防
止
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
内
部
に
滞
留
し
た
地
下
水
を
排
出
で
き
る
設
備
を
設
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
作
業
用
水
又
は
雨
水
が
内
部
に
浸
入
す
る
こ
と
を
防
止
で
き
る
隔
壁
そ
の
他
の
設
備
を
周
囲
に
設
け
る
こ
と
。

（
建
築
物
の
構
造
）

第
二
百
五
十
条
　
事
業
者
は
、
水
蒸
気
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
溶
融
高
熱
物
を
取
り
扱
う
設
備
を
内
部
に
有
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
床
面
は
、
水
が
滞
留
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

二
　
屋
根
、
壁
、
窓
等
は
、
雨
水
が
浸
入
す
る
こ
と
を
防
止
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

（
溶
融
高
熱
物
を
取
り
扱
う
作
業
）

第
二
百
五
十
一
条
　
事
業
者
は
、
溶
融
高
熱
物
を
取
り
扱
う
作
業
（
高
熱
の
鉱
さ
い
を
水
で
処
理
す
る
作
業
及
び
高
熱
の
鉱
さ
い
を
廃
棄
す
る
作
業
を
除
く
。
）
を
行
な
う
と
き
は
、
水
蒸
気
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
第
二
百
四
十
九
条

の
ピ
ツ
ト
、
前
条
の
建
築
物
の
床
面
そ
の
他
当
該
溶
融
高
熱
物
を
取
り
扱
う
設
備
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
に
水
が
滞
留
し
、
又
は
こ
れ
ら
が
水
に
よ
り
湿
潤
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
な
つ
て
は

な
ら
な
い
。

（
高
熱
の
鉱
さ
い
の
水
処
理
等
）

第
二
百
五
十
二
条
　
事
業
者
は
、
水
蒸
気
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
高
熱
の
鉱
さ
い
を
水
で
処
理
し
、
又
は
廃
棄
す
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
水
砕
処
理
を
行
な
う
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一
　
高
熱
の
鉱
さ
い
を
水
で
処
理
し
、
又
は
廃
棄
す
る
場
所
は
、
排
水
が
良
い
と
こ
ろ
と
す
る
こ
と
。

二
　
高
熱
の
鉱
さ
い
を
廃
棄
す
る
場
所
に
は
、
そ
の
場
所
で
あ
る
旨
の
表
示
を
す
る
こ
と
。

第
二
百
五
十
三
条
　
事
業
者
は
、
高
熱
の
鉱
さ
い
を
水
で
処
理
し
、
又
は
廃
棄
す
る
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
水
蒸
気
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
前
条
の
場
所
に
水
が
滞
留
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業

を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
水
砕
処
理
を
行
な
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
金
属
溶
解
炉
に
金
属
く
ず
を
入
れ
る
作
業
）

第
二
百
五
十
四
条
　
事
業
者
は
、
金
属
の
溶
解
炉
に
金
属
く
ず
を
入
れ
る
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
水
蒸
気
爆
発
そ
の
他
の
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
金
属
く
ず
に
水
、
火
薬
類
、
危
険
物
、
密
閉
さ
れ
た
容
器
等
が
は
い
つ
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
火
傷
等
の
防
止
）

第
二
百
五
十
五
条
　
事
業
者
は
、
溶
鉱
炉
、
溶
銑
炉
又
は
ガ
ラ
ス
溶
解
炉
そ
の
他
多
量
の
高
熱
物
を
取
り
扱
う
作
業
を
行
な
う
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
高
熱
物
の
飛
散
、
流
出
等
に
よ
る
火
傷
そ
の
他
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
適

当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
場
所
に
は
、
火
傷
そ
の
他
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
労
働
者
は
、
第
一
項
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
危
険
物
等
の
取
扱
い
等

（
危
険
物
を
製
造
す
る
場
合
等
の
措
置
）

第
二
百
五
十
六
条
　
事
業
者
は
、
危
険
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
と
き
は
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
爆
発
性
の
物
（
令
別
表
第
一
第
一
号
に
掲
げ
る
爆
発
性
の
物
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
み
だ
り
に
、
火
気
そ
の
他
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
接
近
さ
せ
、
加
熱
し
、
摩
擦
し
、
又
は
衝
撃
を
与
え
な
い
こ
と
。

二
　
発
火
性
の
物
（
令
別
表
第
一
第
二
号
に
掲
げ
る
発
火
性
の
物
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
応
じ
、
み
だ
り
に
、
火
気
そ
の
他
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
接
近
さ
せ
、
酸
化
を
う
な
が
す
物
若
し
く

は
水
に
接
触
さ
せ
、
加
熱
し
、
又
は
衝
撃
を
与
え
な
い
こ
と
。

三
　
酸
化
性
の
物
（
令
別
表
第
一
第
三
号
に
掲
げ
る
酸
化
性
の
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
み
だ
り
に
、
そ
の
分
解
が
う
な
が
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
に
接
触
さ
せ
、
加
熱
し
、
摩
擦
し
、
又
は
衝
撃
を
与
え
な
い
こ

と
。

四
　
引
火
性
の
物
（
令
別
表
第
一
第
四
号
に
掲
げ
る
引
火
性
の
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
み
だ
り
に
、
火
気
そ
の
他
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
接
近
さ
せ
、
若
し
く
は
注
ぎ
、
蒸
発
さ
せ
、
又
は
加
熱
し

な
い
こ
と
。

五
　
危
険
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
設
備
の
あ
る
場
所
を
常
に
整
理
整
と
ん
し
、
及
び
そ
の
場
所
に
、
み
だ
り
に
、
可
燃
性
の
物
又
は
酸
化
性
の
物
を
置
か
な
い
こ
と
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
指
揮
者
）

第
二
百
五
十
七
条
　
事
業
者
は
、
危
険
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
（
令
第
六
条
第
二
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。
）
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
当
該
作
業
を
指
揮
さ
せ
る
と
と

も
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
危
険
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
設
備
及
び
当
該
設
備
の
附
属
設
備
に
つ
い
て
、
随
時
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

二
　
危
険
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
設
備
及
び
当
該
設
備
の
附
属
設
備
が
あ
る
場
所
に
お
け
る
温
度
、
湿
度
、

し
や遮

光
及
び
換
気
の
状
態
等
に
つ
い
て
、
随
時
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ

と
。

三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
危
険
物
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
、
随
時
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

四
　
前
各
号
の
規
定
に
よ
り
と
つ
た
措
置
に
つ
い
て
、
記
録
し
て
お
く
こ
と
。

（
ホ
ー
ス
を
用
い
る
引
火
性
の
物
等
の
注
入
）

第
二
百
五
十
八
条
　
事
業
者
は
、
引
火
性
の
物
又
は
可
燃
性
ガ
ス
（
令
別
表
第
一
第
五
号
に
掲
げ
る
可
燃
性
の
ガ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
液
状
の
も
の
を
、
ホ
ー
ス
を
用
い
て
化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
）
、
タ
ン
ク
自
動
車
、
タ

ン
ク
車
、
ド
ラ
ム
か
ん
等
に
注
入
す
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
ホ
ー
ス
の
結
合
部
を
確
実
に
締
め
付
け
、
又
は
は
め
合
わ
せ
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
ガ
ソ
リ
ン
が
残
存
し
て
い
る
設
備
へ
の
灯
油
等
の
注
入
）

第
二
百
五
十
九
条
　
事
業
者
は
、
ガ
ソ
リ
ン
が
残
存
し
て
い
る
化
学
設
備
（
危
険
物
を
貯
蔵
す
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
配
管
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
タ
ン
ク
自
動
車
、
タ
ン
ク
車
、
ド
ラ
ム
か
ん
等
に
灯
油
又
は
軽
油

を
注
入
す
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
内
部
に
つ
い
て
、
洗
浄
し
、
ガ
ソ
リ
ン
の
蒸
気
を
不
活
性
ガ
ス
で
置
換
す
る
等
に
よ
り
、
安
全
な
状
態
に
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
つ
て
は

な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
等
の
取
扱
い
）

第
二
百
六
十
条
　
事
業
者
は
、
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
又
は
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
を
化
学
設
備
、
タ
ン
ク
自
動
車
、
タ
ン
ク
車
、
ド
ラ
ム
か
ん
等
に
注
入
す
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
内
部
の
不

活
性
ガ
ス
以
外
の
ガ
ス
又
は
蒸
気
を
不
活
性
ガ
ス
で
置
換
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
又
は
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
を
化
学
設
備
、
タ
ン
ク
自
動
車
、
タ
ン
ク
車
、
ド
ラ
ム
か
ん
等
に
貯
蔵
す
る
と
き
は
、
常
に
そ
の
内
部
の
不
活
性
ガ
ス
以
外
の
ガ
ス
又
は
蒸
気
を

不
活
性
ガ
ス
で
置
換
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
風
等
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
の
防
止
）

第
二
百
六
十
一
条
　
事
業
者
は
、
引
火
性
の
物
の
蒸
気
、
可
燃
性
ガ
ス
又
は
可
燃
性
の
粉
じ
ん
が
存
在
し
て
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
蒸
気
、
ガ
ス
又
は
粉
じ
ん
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防

止
す
る
た
め
、
通
風
、
換
気
、
除
じ
ん
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
通
風
等
が
不
十
分
な
場
所
に
お
け
る
ガ
ス
溶
接
等
の
作
業
）

第
二
百
六
十
二
条
　
事
業
者
は
、
通
風
又
は
換
気
が
不
十
分
な
場
所
に
お
い
て
、
可
燃
性
ガ
ス
及
び
酸
素
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
ガ
ス
等
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
溶
接
、
溶
断
又
は
金
属
の
加
熱
の
作
業
を
行
な
う
と
き

は
、
当
該
場
所
に
お
け
る
ガ
ス
等
の
漏
え
い
又
は
放
出
に
よ
る
爆
発
、
火
災
又
は
火
傷
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ガ
ス
等
の
ホ
ー
ス
及
び
吹
管
に
つ
い
て
は
、
損
傷
、
摩
耗
等
に
よ
る
ガ
ス
等
の
漏
え
い
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
　
ガ
ス
等
の
ホ
ー
ス
と
吹
管
及
び
ガ
ス
等
の
ホ
ー
ス
相
互
の
接
続
箇
所
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ス
バ
ン
ド
、
ホ
ー
ス
ク
リ
ツ
プ
等
の
締
付
具
を
用
い
て
確
実
に
締
付
け
を
行
な
う
こ
と
。

三
　
ガ
ス
等
の
ホ
ー
ス
に
ガ
ス
等
を
供
給
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
ホ
ー
ス
に
、
ガ
ス
等
が
放
出
し
な
い
状
態
に
し
た
吹
管
又
は
確
実
な
止
め
せ
ん
を
装
着
し
た
後
に
行
な
う
こ
と
。

四
　
使
用
中
の
ガ
ス
等
の
ホ
ー
ス
の
ガ
ス
等
の
供
給
口
の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ツ
ク
に
は
、
当
該
バ
ル
ブ
又
は
コ
ツ
ク
に
接
続
す
る
ガ
ス
等
の
ホ
ー
ス
を
使
用
す
る
者
の
名
札
を
取
り
付
け
る
等
ガ
ス
等
の
供
給
に
つ
い
て
の
誤
操
作
を
防

ぐ
た
め
の
表
示
を
す
る
こ
と
。

五
　
溶
断
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
吹
管
か
ら
の
過
剰
酸
素
の
放
出
に
よ
る
火
傷
を
防
止
す
る
た
め
十
分
な
換
気
を
行
な
う
こ
と
。

六
　
作
業
の
中
断
又
は
終
了
に
よ
り
作
業
箇
所
を
離
れ
る
と
き
は
、
ガ
ス
等
の
供
給
口
の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ツ
ク
を
閉
止
し
て
ガ
ス
等
の
ホ
ー
ス
を
当
該
ガ
ス
等
の
供
給
口
か
ら
取
り
は
ず
し
、
又
は
ガ
ス
等
の
ホ
ー
ス
を
自
然
通
風
若

し
く
は
自
然
換
気
が
十
分
な
場
所
へ
移
動
す
る
こ
と
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
ガ
ス
等
の
容
器
の
取
扱
い
）

第
二
百
六
十
三
条
　
事
業
者
は
、
ガ
ス
溶
接
等
の
業
務
（
令
第
二
十
条
第
十
号
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
使
用
す
る
ガ
ス
等
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
の
場
所
に
お
い
て
は
、
設
置
し
、
使
用
し
、
貯
蔵
し
、
又
は
放
置
し
な
い
こ
と
。

イ
　
通
風
又
は
換
気
の
不
十
分
な
場
所

ロ
　
火
気
を
使
用
す
る
場
所
及
び
そ
の
附
近

ハ
　
火
薬
類
、
危
険
物
そ
の
他
の
爆
発
性
若
し
く
は
発
火
性
の
物
又
は
多
量
の
易
燃
性
の
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
及
び
そ
の
附
近

二
　
容
器
の
温
度
を
四
十
度
以
下
に
保
つ
こ
と
。

三
　
転
倒
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
保
持
す
る
こ
と
。

四
　
衝
撃
を
与
え
な
い
こ
と
。

五
　
運
搬
す
る
と
き
は
、
キ
ヤ
ツ
プ
を
施
す
こ
と
。

六
　
使
用
す
る
と
き
は
、
容
器
の
口
金
に
付
着
し
て
い
る
油
類
及
び
じ
ん
あ
い
を
除
去
す
る
こ
と
。

七
　
バ
ル
ブ
の
開
閉
は
、
静
か
に
行
な
う
こ
と
。

八
　
溶
解
ア
セ
チ
レ
ン
の
容
器
は
、
立
て
て
置
く
こ
と
。

九
　
使
用
前
又
は
使
用
中
の
容
器
と
こ
れ
ら
以
外
の
容
器
と
の
区
別
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
。

（
異
種
の
物
の
接
触
に
よ
る
発
火
等
の
防
止
）

第
二
百
六
十
四
条
　
事
業
者
は
、
異
種
の
物
が
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
発
火
し
、
又
は
爆
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
物
を
接
近
し
て
貯
蔵
し
、
又
は
同
一
の
運
搬
機
に
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
触
防
止

の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
火
災
の
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
の
場
所
等
）

第
二
百
六
十
五
条
　
事
業
者
は
、
起
毛
、
反
毛
等
の
作
業
又
は
綿
、
羊
毛
、
ぼ
ろ
、
木
毛
、
わ
ら
、
紙
く
ず
そ
の
他
可
燃
性
の
物
を
多
量
に
取
り
扱
う
作
業
を
行
な
う
場
所
、
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
火
災
防
止
の
た
め
適
当
な
位
置
又

は
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
然
発
火
の
防
止
）

第
二
百
六
十
六
条
　
事
業
者
は
、
自
然
発
火
の
危
険
が
あ
る
物
を
積
み
重
ね
る
と
き
は
、
危
険
な
温
度
に
上
昇
し
な
い
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
油
等
の
浸
染
し
た
ボ
ロ
等
の
処
理
）

第
二
百
六
十
七
条
　
事
業
者
は
、
油
又
は
印
刷
用
イ
ン
キ
類
に
よ
つ
て
浸
染
し
た
ボ
ロ
、
紙
く
ず
等
に
つ
い
て
は
、
不
燃
性
の
有
が
い
容
器
に
収
め
る
等
火
災
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
化
学
設
備
等

（
化
学
設
備
を
設
け
る
建
築
物
）

第
二
百
六
十
八
条
　
事
業
者
は
、
化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
）
を
内
部
に
設
け
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の
壁
、
柱
、
床
、
は
り
、
屋
根
、
階
段
等
（
当
該
化
学
設
備
に
近
接
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
不
燃
性
の
材
料
で

造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
腐
食
防
止
）

第
二
百
六
十
九
条
　
事
業
者
は
、
化
学
設
備
（
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ
ク
を
除
く
。
）
の
う
ち
危
険
物
又
は
引
火
点
が
六
十
五
度
以
上
の
物
（
以
下
「
危
険
物
等
」
と
い
う
。
）
が
接
触
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
危
険
物
等
に
よ
る
当
該

部
分
の
著
し
い
腐
食
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
危
険
物
等
の
種
類
、
温
度
、
濃
度
等
に
応
じ
、
腐
食
し
に
く
い
材
料
で
造
り
、
内
張
り
を
施
す
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ふ
た
板
等
の
接
合
部
）

第
二
百
七
十
条
　
事
業
者
は
、
化
学
設
備
の
ふ
た
板
、
フ
ラ
ン
ジ
、
バ
ル
ブ
、
コ
ッ
ク
等
の
接
合
部
に
つ
い
て
は
、
当
該
接
合
部
か
ら
危
険
物
等
が
漏
え
い
す
る
こ
と
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
ガ
ス
ケ
ッ
ト
を
使
用

し
、
接
合
面
を
相
互
に
密
接
さ
せ
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
バ
ル
ブ
等
の
開
閉
方
向
の
表
示
等
）

第
二
百
七
十
一
条
　
事
業
者
は
、
化
学
設
備
の
バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ッ
ク
又
は
こ
れ
ら
を
操
作
す
る
た
め
の
ス
イ
ッ
チ
、
押
し
ボ
タ
ン
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
誤
操
作
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
開
閉
の
方
向
を
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
色
分
け
、
形
状
の
区
分
等
を
行
う
こ
と
。

２
　
前
項
第
二
号
の
措
置
は
、
色
分
け
の
み
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
バ
ル
ブ
等
の
材
質
等
）

第
二
百
七
十
二
条
　
事
業
者
は
、
化
学
設
備
の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
開
閉
の
ひ
ん
度
及
び
製
造
又
は
取
扱
い
に
係
る
危
険
物
等
の
種
類
、
温
度
、
濃
度
等
に
応
じ
、
耐
久
性
の
あ
る
材
料
で
造
る
こ
と
。

二
　
化
学
設
備
の
使
用
中
に
し
ば
し
ば
開
放
し
、
又
は
取
り
外
す
こ
と
の
あ
る
ス
ト
レ
ー
ナ
等
と
こ
れ
ら
に

も
近
接
し
た
化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
に
は
、
二
重
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

し
、
当
該
ス
ト
レ
ー
ナ
等
と
当
該
化
学
設
備
の
間
に
設
け
ら
れ
る
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ
ク
が
確
実
に
閉
止
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
送
給
原
材
料
の
種
類
等
の
表
示
）

第
二
百
七
十
三
条
　
事
業
者
は
、
化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
）
に
原
材
料
を
送
給
す
る
労
働
者
が
当
該
送
給
を
誤
る
こ
と
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
労
働
者
が
見
や
す
い
位
置
に
、
当
該
原
材
料
の
種
類
、
当
該

送
給
の
対
象
と
な
る
設
備
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
計
測
装
置
の
設
置
）

第
二
百
七
十
三
条
の
二
　
事
業
者
は
、
特
殊
化
学
設
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
異
常
な
事
態
を
早
期
に
は
握
す
る
た
め
に
必
要
な
温
度
計
、
流
量
計
、
圧
力
計
等
の
計
測
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
警
報
装
置
の
設
置
等
）

第
二
百
七
十
三
条
の
三
　
事
業
者
は
、
特
殊
化
学
設
備
（
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
危
険
物
等
の
量
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
満
た
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
異
常
な
事
態
を
早
期
に
は
握
す

る
た
め
に
必
要
な
自
動
警
報
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
監
視
人
を
置
き
、
当
該
特
殊
化
学
設
備
の
運
転
中
は
当
該
設
備
を
監
視
さ
せ
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
急
し
や
断
装
置
の
設
置
等
）

第
二
百
七
十
三
条
の
四
　
事
業
者
は
、
特
殊
化
学
設
備
に
つ
い
て
は
、
異
常
な
事
態
の
発
生
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
原
材
料
の
送
給
を
し
や
断
し
、
又
は
製
品
等
を
放
出
す
る
た
め
の
装
置
、
不
活
性
ガ
ス
、
冷
却

用
水
等
を
送
給
す
る
た
め
の
装
置
等
当
該
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
装
置
に
設
け
る
バ
ル
ブ
又
は
コ
ツ
ク
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
確
実
に
作
動
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
常
に
円
滑
に
作
動
で
き
る
よ
う
な
状
態
に
保
持
す
る
こ
と
。

三
　
安
全
か
つ
正
確
に
操
作
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
予
備
動
力
源
等
）

第
二
百
七
十
三
条
の
五
　
事
業
者
は
、
特
殊
化
学
設
備
、
特
殊
化
学
設
備
の
配
管
又
は
特
殊
化
学
設
備
の
附
属
設
備
に
使
用
す
る
動
力
源
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
動
力
源
の
異
常
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
の
直
ち
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
予
備
動
力
源
を
備
え
る
こ
と
。

二
　
バ
ル
ブ
、
コ
ツ
ク
、
ス
イ
ツ
チ
等
に
つ
い
て
は
、
誤
操
作
を
防
止
す
る
た
め
、
施
錠
、
色
分
け
、
形
状
の
区
分
等
を
行
う
こ
と
。

２
　
前
項
第
二
号
の
措
置
は
、
色
分
け
の
み
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
作
業
規
程
）

第
二
百
七
十
四
条
　
事
業
者
は
、
化
学
設
備
又
は
そ
の
附
属
設
備
を
使
用
し
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
設
備
に
関
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
規
程
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
作
業
を

行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
バ
ル
ブ
、
コ
ッ
ク
等
（
化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
原
材
料
を
送
給
し
、
又
は
化
学
設
備
か
ら
製
品
等
を
取
り
出
す
場
合
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
操
作

二
　
冷
却
装
置
、
加
熱
装
置
、

か
く
は
ん

攪
拌
装
置
及
び
圧
縮
装
置
の
操
作

三
　
計
測
装
置
及
び
制
御
装
置
の
監
視
及
び
調
整

四
　
安
全
弁
、
緊
急
し
や
断
装
置
そ
の
他
の
安
全
装
置
及
び
自
動
警
報
装
置
の
調
整

五
　
ふ
た
板
、
フ
ラ
ン
ジ
、
バ
ル
ブ
、
コ
ッ
ク
等
の
接
合
部
に
お
け
る
危
険
物
等
の
漏
え
い
の
有
無
の
点
検

六
　
試
料
の
採
取

七
　
特
殊
化
学
設
備
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
運
転
が
一
時
的
又
は
部
分
的
に
中
断
さ
れ
た
場
合
の
運
転
中
断
中
及
び
運
転
再
開
時
に
お
け
る
作
業
の
方
法

八
　
異
常
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置

（
退
避
等
）

第
二
百
七
十
四
条
の
二
　
事
業
者
は
、
化
学
設
備
か
ら
危
険
物
等
が
大
量
に
流
出
し
た
場
合
等
危
険
物
等
の
爆
発
、
火
災
等
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
安
全
な
場

所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
労
働
者
が
危
険
物
等
に
よ
る
労
働
災
害
を
被
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
作
業
場
等
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い

箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
改
造
、
修
理
等
）

第
二
百
七
十
五
条
　
事
業
者
は
、
化
学
設
備
又
は
そ
の
附
属
設
備
の
改
造
、
修
理
、
清
掃
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
設
備
を
分
解
す
る
作
業
を
行
い
、
又
は
こ
れ
ら
の
設
備
の
内
部
で
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
作
業
の
方
法
及
び
順
序
を
決
定
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
を
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
当
該
作
業
を
指
揮
さ
せ
る
こ
と
。

三
　
作
業
箇
所
に
危
険
物
等
が
漏
え
い
し
、
又
は
高
温
の
水
蒸
気
等
が
逸
出
し
な
い
よ
う
に
、
バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ッ
ク
を
二
重
に
閉
止
し
、
又
は
バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ッ
ク
を
閉
止
す
る
と
と
も
に
閉
止
板
等
を
施
す
こ
と
。

四
　
前
号
の
バ
ル
ブ
、
コ
ッ
ク
又
は
閉
止
板
等
に
施
錠
し
、
こ
れ
ら
を
開
放
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
表
示
し
、
又
は
監
視
人
を
置
く
こ
と
。

五
　
第
三
号
の
閉
止
板
等
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
危
険
物
等
又
は
高
温
の
水
蒸
気
等
が
流
出
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
閉
止
板
等
と
そ
れ
に

も
近
接
し
た
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ
ク
と
の
間
の
危
険
物

等
又
は
高
温
の
水
蒸
気
等
の
有
無
を
確
認
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
二
百
七
十
五
条
の
二
　
事
業
者
は
、
前
条
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
随
時
、
作
業
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
引
火
性
の
物
の
蒸
気
又
は
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
）

第
二
百
七
十
六
条
　
事
業
者
は
、
化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
つ
い
て
は
、
二
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
二
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
化
学
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
爆
発
又
は
火
災
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
の
内
部
に
お
け
る
有
無

二
　
内
面
及
び
外
面
の
著
し
い
損
傷
、
変
形
及
び
腐
食
の
有
無

三
　
ふ
た
板
、
フ
ラ
ン
ジ
、
バ
ル
ブ
、
コ
ッ
ク
等
の
状
態

四
　
安
全
弁
、
緊
急
し
や
断
装
置
そ
の
他
の
安
全
装
置
及
び
自
動
警
報
装
置
の
機
能

五
　
冷
却
装
置
、
加
熱
装
置
、

か
く
は
ん

攪
拌
装
置
、
圧
縮
装
置
、
計
測
装
置
及
び
制
御
装
置
の
機
能

六
　
予
備
動
力
源
の
機
能

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
な
事
項

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
化
学
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
二
項
の
自
主
検
査
の
結
果
、
当
該
化
学
設
備
又
は
そ
の
附
属
設
備
に
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
設
備
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
使
用
開
始
時
の
点
検
）

第
二
百
七
十
七
条
　
事
業
者
は
、
化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
附
属
設
備
を
初
め
て
使
用
す
る
と
き
、
分
解
し
て
改
造
若
し
く
は
修
理
を
行
つ
た
と
き
、
又
は
引
き
続
き
一
月
以
上
使
用
し
な

か
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
設
備
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
点
検
し
、
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
設
備
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
の
ほ
か
、
化
学
設
備
又
は
そ
の
附
属
設
備
の
用
途
の
変
更
（
使
用
す
る
原
材
料
の
種
類
を
変
更
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
な
う
と
き
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号

及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
そ
の
用
途
の
変
更
の
た
め
に
改
造
し
た
部
分
の
異
常
の
有
無
を
点
検
し
、
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
設
備
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
安
全
装
置
）

第
二
百
七
十
八
条
　
事
業
者
は
、
異
常
化
学
反
応
そ
の
他
の
異
常
な
事
態
に
よ
り
内
部
の
気
体
の
圧
力
が
大
気
圧
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
容
器
に
つ
い
て
は
、
安
全
弁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
安
全
装
置
を
備
え
て
い
る
も
の
で
な
け
れ

ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
内
容
積
が
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
容
器
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
容
器
の
安
全
弁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
安
全
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
作
動
に
伴
つ
て
排
出
さ
れ
る
危
険
物
（
前
項
の
容
器
が
引
火
点
が
六
十
五
度
以
上
の
物
を
引
火
点
以
上
の
温
度
で
製
造
し
、
又
は
取
り
扱

う
化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
物
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
密
閉
式
の
構
造
の
も
の
と
し
、
又
は
排
出
さ
れ
る
危
険
物
を
安
全
な
場
所
へ
導

き
、
若
し
く
は
燃
焼
、
吸
収
等
に
よ
り
安
全
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節
　
火
気
等
の
管
理

（
危
険
物
等
が
あ
る
場
所
に
お
け
る
火
気
等
の
使
用
禁
止
）

第
二
百
七
十
九
条
　
事
業
者
は
、
危
険
物
以
外
の
可
燃
性
の
粉
じ
ん
、
火
薬
類
、
多
量
の
易
燃
性
の
物
又
は
危
険
物
が
存
在
し
て
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
火
花
若
し
く
は
ア
ー
ク
を
発
し
、
若
し

く
は
高
温
と
な
つ
て
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
機
械
等
又
は
火
気
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
場
所
に
お
い
て
は
、
同
項
の
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
機
械
等
又
は
火
気
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
爆
発
の
危
険
の
あ
る
場
所
で
使
用
す
る
電
気
機
械
器
具
）

第
二
百
八
十
条
　
事
業
者
は
、
第
二
百
六
十
一
条
の
場
所
の
う
ち
、
同
条
の
措
置
を
講
じ
て
も
、
な
お
、
引
火
性
の
物
の
蒸
気
又
は
可
燃
性
ガ
ス
が
爆
発
の
危
険
の
あ
る
濃
度
に
達
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
お
い
て
電
気
機
械
器
具

（
電
動
機
、
変
圧
器
、
コ
ー
ド
接
続
器
、
開
閉
器
、
分
電
盤
、
配
電
盤
等
電
気
を
通
ず
る
機
械
、
器
具
そ
の
他
の
設
備
の
う
ち
配
線
及
び
移
動
電
線
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
蒸
気
又
は
ガ
ス

に
対
し
そ
の
種
類
及
び
爆
発
の
危
険
の
あ
る
濃
度
に
達
す
る
お
そ
れ
に
応
じ
た
防
爆
性
能
を
有
す
る
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
箇
所
に
お
い
て
は
、
同
項
の
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
以
外
の
電
気
機
械
器
具
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
百
八
十
一
条
　
事
業
者
は
、
第
二
百
六
十
一
条
の
場
所
の
う
ち
、
同
条
の
措
置
を
講
じ
て
も
、
な
お
、
可
燃
性
の
粉
じ
ん
（
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
粉
等
爆
燃
性
の
粉
じ
ん
を
除
く
。
）
が
爆
発
の
危
険
の
あ
る
濃
度
に

達
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
お
い
て
電
気
機
械
器
具
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
粉
じ
ん
に
対
し
防
爆
性
能
を
有
す
る
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
箇
所
に
お
い
て
は
、
同
項
の
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
以
外
の
電
気
機
械
器
具
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
百
八
十
二
条
　
事
業
者
は
、
爆
燃
性
の
粉
じ
ん
が
存
在
し
て
爆
発
の
危
険
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
電
気
機
械
器
具
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
粉
じ
ん
に
対
し
て
防
爆
性
能
を
有
す
る
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
で
な
け
れ
ば
、
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
場
所
に
お
い
て
は
、
同
項
の
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
以
外
の
電
気
機
械
器
具
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
修
理
作
業
等
の
適
用
除
外
）

第
二
百
八
十
三
条
　
前
四
条
の
規
定
は
、
修
理
、
変
更
等
臨
時
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
爆
発
又
は
火
災
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
適
用
し
な
い
。

（
点
検
）

第
二
百
八
十
四
条
　
事
業
者
は
、
第
二
百
八
十
条
か
ら
第
二
百
八
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
各
条
の
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
（
移
動
式
又
は
可
搬
式
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
使
用
を
開
始
す
る

前
に
、
当
該
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
移
動
電
線
の
外
装
並
び
に
当
該
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
と
当
該
移
動
電
線
と
の
接
続
部
の
状
態
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
油
類
等
の
存
在
す
る
配
管
又
は
容
器
の
溶
接
等
）

第
二
百
八
十
五
条
　
事
業
者
は
、
危
険
物
以
外
の
引
火
性
の
油
類
若
し
く
は
可
燃
性
の
粉
じ
ん
又
は
危
険
物
が
存
在
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
配
管
又
は
タ
ン
ク
、
ド
ラ
ム
か
ん
等
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
ら
の
危
険
物

以
外
の
引
火
性
の
油
類
若
し
く
は
可
燃
性
の
粉
じ
ん
又
は
危
険
物
を
除
去
す
る
等
爆
発
又
は
火
災
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
溶
接
、
溶
断
そ
の
他
火
気
を
使
用
す
る
作
業
又
は
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
作
業
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
作
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
通
風
等
の
不
十
分
な
場
所
で
の
溶
接
等
）

第
二
百
八
十
六
条
　
事
業
者
は
、
通
風
又
は
換
気
が
不
十
分
な
場
所
に
お
い
て
、
溶
接
、
溶
断
、
金
属
の
加
熱
そ
の
他
火
気
を
使
用
す
る
作
業
又
は
研
削
と
い
し
に
よ
る
乾
式
研
ま
、
た
が
ね
に
よ
る
は
つ
り
そ
の
他
火
花
を
発
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
酸
素
を
通
風
又
は
換
気
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
酸
素
を
通
風
又
は
換
気
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
静
電
気
帯
電
防
止
作
業
服
等
）

第
二
百
八
十
六
条
の
二
　
事
業
者
は
、
第
二
百
八
十
条
及
び
第
二
百
八
十
一
条
の
箇
所
並
び
に
第
二
百
八
十
二
条
の
場
所
に
お
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
静
電
気
帯
電
防
止
作
業
服
及
び
静
電
気
帯

電
防
止
用
作
業
靴
を
着
用
さ
せ
る
等
労
働
者
の
身
体
、
作
業
服
等
に
帯
電
す
る
静
電
気
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
修
理
、
変
更
等
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
爆
発
又
は
火
災
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
適
用
し
な
い
。

（
静
電
気
の
除
去
）

第
二
百
八
十
七
条
　
事
業
者
は
、
次
の
設
備
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
静
電
気
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
接
地
、
除
電
剤
の
使
用
、
湿
気
の
付
与
、
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
な
い
除
電
装
置
の

使
用
そ
の
他
静
電
気
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
危
険
物
を
タ
ン
ク
自
動
車
、
タ
ン
ク
車
、
ド
ラ
ム
か
ん
等
に
注
入
す
る
設
備

二
　
危
険
物
を
収
納
す
る
タ
ン
ク
自
動
車
、
タ
ン
ク
車
、
ド
ラ
ム
か
ん
等
の
設
備

三
　
引
火
性
の
物
を
含
有
す
る
塗
料
、
接
着
剤
等
を
塗
布
す
る
設
備

四
　
乾
燥
設
備
（
熱
源
を
用
い
て
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
以
外
の
物
を
加
熱
乾
燥
す
る
乾
燥
室
及
び
乾
燥
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
危
険
物
又
は
危
険
物

が
発
生
す
る
乾
燥
物
を
加
熱
乾
燥
す
る
も
の
（
以
下
「
危
険
物
乾
燥
設
備
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
附
属
設
備

五
　
可
燃
性
の
粉
状
の
物
の
ス
パ
ウ
ト
移
送
、
ふ
る
い
分
け
等
を
行
な
う
設
備

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
ほ
か
、
化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
附
属
設
備

（
立
入
禁
止
等
）

第
二
百
八
十
八
条
　
事
業
者
は
、
火
災
又
は
爆
発
の
危
険
が
あ
る
場
所
に
は
、
火
気
の
使
用
を
禁
止
す
る
旨
の
適
当
な
表
示
を
し
、
特
に
危
険
な
場
所
に
は
、
必
要
で
な
い
者
の
立
入
り
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
消
火
設
備
）

第
二
百
八
十
九
条
　
事
業
者
は
、
建
築
物
及
び
化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
）
又
は
乾
燥
設
備
が
あ
る
場
所
そ
の
他
危
険
物
、
危
険
物
以
外
の
引
火
性
の
油
類
等
爆
発
又
は
火
災
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
取
り
扱
う
場
所
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
に
は
、
適
当
な
箇
所
に
、
消
火
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
消
火
設
備
は
、
建
築
物
等
の
規
模
又
は
広
さ
、
建
築
物
等
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
物
の
種
類
等
に
よ
り
予
想
さ
れ
る
爆
発
又
は
火
災
の
性
状
に
適
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
防
火
措
置
）

第
二
百
九
十
条
　
事
業
者
は
、
火
炉
、
加
熱
装
置
、
鉄
製
煙
突
そ
の
他
火
災
を
生
ず
る
危
険
の
あ
る
設
備
と
建
築
物
そ
の
他
可
燃
性
物
体
と
の
間
に
は
、
防
火
の
た
め
必
要
な
間
隔
を
設
け
、
又
は
可
燃
性
物
体
を
し
や
熱
材
料
で
防
護

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
火
気
使
用
場
所
の
火
災
防
止
）

第
二
百
九
十
一
条
　
事
業
者
は
、
喫
煙
所
、
ス
ト
ー
ブ
そ
の
他
火
気
を
使
用
す
る
場
所
に
は
、
火
災
予
防
上
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
み
だ
り
に
、
喫
煙
、
採
だ
ん
、
乾
燥
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
火
気
を
使
用
し
た
者
は
、
確
実
に
残
火
の
始
末
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
灰
捨
場
）

第
二
百
九
十
二
条
　
事
業
者
は
、
灰
捨
場
に
つ
い
て
は
、
延
焼
の
危
険
の
な
い
位
置
に
設
け
、
又
は
不
燃
性
の
材
料
で
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
節
　
乾
燥
設
備

（
危
険
物
乾
燥
設
備
を
有
す
る
建
築
物
）

第
二
百
九
十
三
条
　
事
業
者
は
、
危
険
物
乾
燥
設
備
（
乾
燥
室
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
部
分
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
平
家
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
建
築
物
が
当
該
危
険
物
乾
燥
設
備
を
設

け
る
階
の
直
上
に
階
を
有
し
な
い
も
の
又
は
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
若
し
く
は
同
条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
乾
燥
設
備
の
構
造
等
）

第
二
百
九
十
四
条
　
事
業
者
は
、
乾
燥
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
乾
燥
物
の
種
類
、
加
熱
乾
燥
の
程
度
、
熱
源
の
種
類
等
に
よ
り
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
乾
燥
設
備
の
外
面
は
、
不
燃
性
の
材
料
で
造
る
こ
と
。

二
　
乾
燥
設
備
（
有
機
過
酸
化
物
を
加
熱
乾
燥
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
内
面
、
内
部
の
た
な
、
わ
く
等
は
、
不
燃
性
の
材
料
で
造
る
こ
と
。

三
　
危
険
物
乾
燥
設
備
は
、
そ
の
側
部
及
び
底
部
を
堅
固
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
　
危
険
物
乾
燥
設
備
は
、
周
囲
の
状
況
に
応
じ
、
そ
の
上
部
を
軽
量
な
材
料
で
造
り
、
又
は
有
効
な
爆
発
戸
、
爆
発
孔
等
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
危
険
物
乾
燥
設
備
を
使
用
し
て
加
熱
乾
燥
す
る
乾
燥
物
が
爆
発
す
る
場

合
に
生
じ
る
圧
力
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
　
危
険
物
乾
燥
設
備
は
、
乾
燥
に
伴
つ
て
生
ず
る
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
で
爆
発
又
は
火
災
の
危
険
が
あ
る
も
の
を
安
全
な
場
所
に
排
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

六
　
液
体
燃
料
又
は
可
燃
性
ガ
ス
を
熱
源
の
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
乾
燥
設
備
は
、
点
火
の
際
の
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
燃
焼
室
そ
の
他
点
火
す
る
箇
所
を
換
気
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

七
　
乾
燥
設
備
の
内
部
は
、
掃
除
し
や
す
い
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

八
　
乾
燥
設
備
の
の
ぞ
き
窓
、
出
入
口
、
排
気
孔
等
の
開
口
部
は
、
発
火
の
際
延
焼
を
防
止
す
る
位
置
に
設
け
、
か
つ
、
必
要
が
あ
る
と
き
に
、
直
ち
に
密
閉
で
き
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

九
　
乾
燥
設
備
に
は
、
内
部
の
温
度
を
随
時
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
及
び
内
部
の
温
度
を
安
全
な
温
度
に
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設
け
、
又
は
内
部
の
温
度
を
自
動
的
に
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設
け
る
こ

と
。

十
　
危
険
物
乾
燥
設
備
の
熱
源
と
し
て
直
火
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

十
一
　
危
険
物
乾
燥
設
備
以
外
の
乾
燥
設
備
の
熱
源
と
し
て
直
火
を
使
用
す
る
と
き
は
、
炎
又
は
は
ね
火
に
よ
り
乾
燥
物
が
燃
焼
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
有
効
な

お
お覆

い
又
は
隔
壁
を
設
け
る
こ
と
。

（
乾
燥
設
備
の
附
属
電
気
設
備
）

第
二
百
九
十
五
条
　
事
業
者
は
、
乾
燥
設
備
に
附
属
す
る
電
熱
器
、
電
動
機
、
電
灯
等
に
接
続
す
る
配
線
及
び
開
閉
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
乾
燥
設
備
に
専
用
の
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
危
険
物
乾
燥
設
備
の
内
部
に
は
、
電
気
火
花
を
発
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
物
の
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
電
気
機
械
器
具
又
は
配
線
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

（
乾
燥
設
備
の
使
用
）

第
二
百
九
十
六
条
　
事
業
者
は
、
乾
燥
設
備
を
使
用
し
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
危
険
物
乾
燥
設
備
を
使
用
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
内
部
を
掃
除
し
、
又
は
換
気
す
る
こ
と
。

二
　
危
険
物
乾
燥
設
備
を
使
用
す
る
と
き
は
、
乾
燥
に
伴
つ
て
生
ず
る
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
で
爆
発
又
は
火
災
の
危
険
が
あ
る
も
の
を
安
全
な
場
所
に
排
出
す
る
こ
と
。

三
　
危
険
物
乾
燥
設
備
を
使
用
し
て
加
熱
乾
燥
す
る
乾
燥
物
は
、
容
易
に
脱
落
し
な
い
よ
う
に
保
持
す
る
こ
と
。

四
　
第
二
百
九
十
四
条
第
六
号
の
乾
燥
設
備
を
使
用
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
燃
焼
室
そ
の
他
点
火
す
る
箇
所
を
換
気
し
た
後
に
点
火
す
る
こ
と
。

五
　
高
温
で
加
熱
乾
燥
し
た
可
燃
性
の
物
は
、
発
火
の
危
険
が
な
い
温
度
に
冷
却
し
た
後
に
格
納
す
る
こ
と
。

六
　
乾
燥
設
備
（
外
面
が
著
し
く
高
温
に
な
ら
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
近
接
し
た
箇
所
に
は
、
可
燃
性
の
物
を
置
か
な
い
こ
と
。

（
乾
燥
設
備
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
二
百
九
十
七
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
八
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
乾
燥
設
備
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
乾
燥
設
備
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乾
燥
設
備
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
二
百
九
十
八
条
　
事
業
者
は
、
乾
燥
設
備
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
乾
燥
設
備
を
は
じ
め
て
使
用
す
る
と
き
、
又
は
乾
燥
方
法
若
し
く
は
乾
燥
物
の
種
類
を
変
え
た
と
き
は
、
労
働
者
に
あ
ら
か
じ
め
当
該
作
業
の
方
法
を
周
知
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
乾
燥
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
つ
い
て
不
備
な
箇
所
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。
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三
　
乾
燥
設
備
の
内
部
に
お
け
る
温
度
、
換
気
の
状
態
及
び
乾
燥
物
の
状
態
に
つ
い
て
随
時
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

四
　
乾
燥
設
備
が
あ
る
場
所
を
常
に
整
理
整
と
ん
し
、
及
び
そ
の
場
所
に
み
だ
り
に
可
燃
性
の
物
を
置
か
な
い
こ
と
。

（
定
期
自
主
検
査
）

第
二
百
九
十
九
条
　
事
業
者
は
、
乾
燥
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
こ
え
る
期
間
使
用
し
な
い
乾

燥
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
内
面
及
び
外
面
並
び
に
内
部
の
た
な
、
わ
く
等
の
損
傷
、
変
形
及
び
腐
食
の
有
無

二
　
危
険
物
乾
燥
設
備
に
あ
つ
て
は
、
乾
燥
に
伴
つ
て
生
ず
る
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
で
爆
発
又
は
火
災
の
危
険
が
あ
る
も
の
を
排
出
す
る
た
め
の
設
備
の
異
常
の
有
無

三
　
第
二
百
九
十
四
条
第
六
号
の
乾
燥
設
備
に
あ
つ
て
は
、
燃
焼
室
そ
の
他
点
火
す
る
箇
所
の
換
気
の
た
め
の
設
備
の
異
常
の
有
無

四
　
の
ぞ
き
窓
、
出
入
口
、
排
気
孔
等
の
開
口
部
の
異
常
の
有
無

五
　
内
部
の
温
度
の
測
定
装
置
及
び
調
整
装
置
の
異
常
の
有
無

六
　
内
部
に
設
け
る
電
気
機
械
器
具
又
は
配
線
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
乾
燥
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
補
修
等
）

第
三
百
条
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主
検
査
の
結
果
、
当
該
乾
燥
設
備
又
は
そ
の
附
属
設
備
に
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
設
備
を
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。第

六
節
　
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
及
び
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置

第
一
款
　
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置

（
圧
力
の
制
限
）

第
三
百
一
条
　
事
業
者
は
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
（
令
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
ゲ
ー
ジ
圧
力
百
三
十
キ
ロ
パ
ス

カ
ル
を
超
え
る
圧
力
を
有
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
を
発
生
さ
せ
、
又
は
こ
れ
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
発
生
器
室
）

第
三
百
二
条
　
事
業
者
は
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
ア
セ
チ
レ
ン
発
生
器
（
以
下
「
発
生
器
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
専
用
の
発
生
器
室
（
以
下
「
発
生
器
室
」
と
い
う
。
）
内
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
発
生
器
室
に
つ
い
て
は
、
直
上
に
階
を
有
し
な
い
場
所
で
、
か
つ
、
火
気
を
使
用
す
る
設
備
か
ら
相
当
離
れ
た
と
こ
ろ
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
発
生
器
室
を
屋
外
に
設
け
る
と
き
は
、
そ
の
開
口
部
を
他
の
建
築
物
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
に
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
三
条
　
事
業
者
は
、
発
生
器
室
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
壁
は
、
不
燃
性
の
も
の
と
し
、
次
の
構
造
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ
　
厚
さ
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
鉄
骨
若
し
く
は
木
骨
に
厚
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
メ
タ
ル
ラ
ス
張
モ
ル
タ
ル
塗
り
を
し
、
又
は
鉄
骨
に
厚
さ
一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
板
張
り
を
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
屋
根
及
び
天
井
に
は
、
薄
鉄
板
又
は
軽
い
不
燃
性
の
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
。

三
　
床
面
積
の
十
六
分
の
一
以
上
の
断
面
積
を
も
つ
排
気
筒
を
屋
上
に
突
出
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の
開
口
部
は
窓
、
出
入
口
そ
の
他
の
孔
口
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
離
す
こ
と
。

四
　
出
入
口
の
戸
は
、
厚
さ
一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
板
を
使
用
し
、
又
は
不
燃
性
の
材
料
を
用
い
て
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

五
　
壁
と
発
生
器
と
の
間
隔
は
、
発
生
器
の
調
整
又
は
カ
ー
バ
イ
ド
送
給
等
の
作
業
を
妨
げ
な
い
距
離
と
す
る
こ
と
。

（
格
納
室
）

第
三
百
四
条
　
事
業
者
は
、
移
動
式
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
三
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
使
用
し
な
い
と
き
は
、
専
用
の
格
納
室
に
収
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
気
鐘
を
分
離

し
、
発
生
器
を
洗
浄
し
た
後
保
管
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
格
納
室
に
つ
い
て
は
、
木
骨
鉄
板
張
、
木
骨
ス
レ
ー
ト
張
等
耐
火
性
の
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
構
造
規
格
）

第
三
百
五
条
　
事
業
者
は
、
ゲ
ー
ジ
圧
力
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
圧
力
」
と
い
う
。
）
七
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
ア
セ
チ
レ
ン
を
発
生
し
、
又
は
使
用
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
（
発
生
器
及
び
安
全
器
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ガ
ス
だ
め
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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イ
　
主
要
部
分
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
内
径
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
厚
さ
以
上
の
鋼
板
又
は
鋼
管
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

内
径
（
単
位
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

鋼
板
又
は
鋼
管
（
単
位
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

六
十
未
満

二

六
十
以
上
百
二
十
未
満

二
・
五

百
二
十
以
上
二
百
未
満

三
・
五

二
百
以
上

五

ロ
　
主
要
部
分
の
鋼
板
又
は
鋼
管
の
接
合
方
法
は
、
溶
接
、
び
よ
う
接
又
は
ボ
ル
ト
締
め
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
ア
セ
チ
レ
ン
と
空
気
と
の
混
合
ガ
ス
を
排
出
す
る
た
め
の
ガ
ス
逃
が
し
弁
又
は
コ
ツ
ク
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二
　
発
生
器
か
ら
送
り
出
さ
れ
た
後
、
圧
縮
装
置
に
よ
り
圧
縮
さ
れ
た
ア
セ
チ
レ
ン
の
た
め
の
ガ
ス
だ
め
に
あ
つ
て
は
、
前
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
安
全
弁
及
び
圧
力
計
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ
　
安
全
弁

（イ）
　
ガ
ス
だ
め
内
の
圧
力
が
百
四
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
に
達
し
な
い
う
ち
に
作
動
し
、
か
つ
、
そ
の
圧
力
が
常
用
圧
力
か
ら
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
低
下
す
る
ま
で
の
間
に
閉
止
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（ロ）
　
発
生
器
が

大
量
の
ア
セ
チ
レ
ン
を
発
生
す
る
場
合
に
お
い
て
、
ガ
ス
だ
め
内
の
圧
力
を
百
五
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
に
保
持
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
圧
力
計

（イ）
　
目
も
り
盤
の
径
は
、
定
置
式
の
ガ
ス
だ
め
に
取
り
付
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
七
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
移
動
式
の
ガ
ス
だ
め
に
取
り
付
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（ロ）
　
目
も
り
盤
の

大
指
度
は
、
常
用
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
、
か
つ
、
五
百
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
圧
力
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（ハ）
　
目
も
り
に
は
、
常
用
圧
力
を
示
す
位
置
に
見
や
す
い
表
示
が
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
ガ
ス
だ
め
、
清
浄
器
、
導
管
等
の
ア
セ
チ
レ
ン
と
接
触
す
る
部
分
は
、
銅
又
は
銅
を
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
有
す
る
合
金
を
使
用
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
以
外
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
清
浄
器
、
導
管
等
で
ア
セ
チ
レ
ン
が
接
触
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
は
、
銅
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
安
全
器
の
設
置
）

第
三
百
六
条
　
事
業
者
は
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
吹
管
ご
と
に
安
全
器
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
管
に
安
全
器
を
備
え
、
か
つ
、
吹
管
に

も
近
接
し
た
分
岐
管
ご
と
に
安
全
器
を
備
え
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
ガ
ス
だ
め
が
発
生
器
と
分
離
し
て
い
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
は
、
発
生
器
と
ガ
ス
だ
め
の
間
に
安
全
器
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
カ
ー
バ
イ
ド
の
か
す
だ
め
）

第
三
百
七
条
　
事
業
者
は
、
カ
ー
バ
イ
ド
の
か
す
だ
め
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
設
け
、
そ
の
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
出
張
作
業
等
で
、
移
動
式
の
ア
セ

チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
使
用
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
れ
ん
が
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
　
容
積
は
、
カ
ー
バ
イ
ド
て
ん
充
器
の
三
倍
以
上
と
す
る
こ
と
。

第
二
款
　
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置

（
ガ
ス
集
合
装
置
の
設
置
）

第
三
百
八
条
　
事
業
者
は
、
令
第
一
条
第
二
号
の
ガ
ス
集
合
装
置
（
以
下
「
ガ
ス
集
合
装
置
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
火
気
を
使
用
す
る
設
備
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
場
所
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
ガ
ス
集
合
装
置
で
、
移
動
し
て
使
用
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
専
用
の
室
（
以
下
「
ガ
ス
装
置
室
」
と
い
う
。
）
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
ガ
ス
装
置
室
の
壁
と
ガ
ス
集
合
装
置
と
の
間
隔
に
つ
い
て
は
、
当
該
装
置
の
取
扱
い
、
ガ
ス
の
容
器
の
取
替
え
等
を
す
る
た
め
に
十
分
な
距
離
に
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ガ
ス
装
置
室
の
構
造
）

第
三
百
九
条
　
事
業
者
は
、
ガ
ス
装
置
室
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
に
、
当
該
ガ
ス
が
滞
留
し
な
い
こ
と
。

二
　
屋
根
及
び
天
井
の
材
料
が
軽
い
不
燃
性
の
物
で
あ
る
こ
と
。

三
　
壁
の
材
料
が
不
燃
性
の
物
で
あ
る
こ
と
。

（
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
の
配
管
）

第
三
百
十
条
　
事
業
者
は
、
令
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
（
以
下
「
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
」
と
い
う
。
）
の
配
管
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
フ
ラ
ン
ジ
、
バ
ル
ブ
、
コ
ツ
ク
等
の
接
合
部
に
は
、
ガ
ス
ケ
ツ
ト
を
使
用
し
、
接
合
面
を
相
互
に
密
接
さ
せ
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
主
管
及
び
分
岐
管
に
は
、
安
全
器
を
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
吹
管
に
つ
い
て
、
安
全
器
が
二
以
上
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
銅
の
使
用
制
限
）

第
三
百
十
一
条
　
事
業
者
は
、
溶
解
ア
セ
チ
レ
ン
の
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
の
配
管
及
び
附
属
器
具
に
は
、
銅
又
は
銅
を
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
有
す
る
合
金
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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第
三
款
　
管
理

（
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
管
理
等
）

第
三
百
十
二
条
　
事
業
者
は
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
発
生
器
（
移
動
式
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
発
生
器
を
除
く
。
）
の
種
類
、
型
式
、
製
作
所
名
、
毎
時
平
均
ガ
ス
発
生
算
定
量
及
び
一
回
の
カ
ー
バ
イ
ド
送
給
量
を
発
生
器
室
内
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

二
　
発
生
器
室
に
は
、
係
員
の
ほ
か
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
適
当
に
表
示
す
る
こ
と
。

三
　
発
生
器
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
又
は
発
生
器
室
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
内
の
場
所
で
は
、
喫
煙
、
火
気
の
使
用
又
は
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
適
当
に
表
示
す
る
こ
と
。

四
　
導
管
に
は
、
酸
素
用
と
ア
セ
チ
レ
ン
用
と
の
混
同
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
設
置
場
所
に
は
、
適
当
な
消
火
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

六
　
移
動
式
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
発
生
器
は
、
高
温
の
場
所
、
通
風
又
は
換
気
の
不
十
分
な
場
所
、
振
動
の
多
い
場
所
等
に
す
え
つ
け
な
い
こ
と
。

七
　
当
該
作
業
を
行
な
う
者
に
保
護
眼
鏡
及
び
保
護
手
袋
を
着
用
さ
せ
る
こ
と
。

（
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
の
管
理
等
）

第
三
百
十
三
条
　
事
業
者
は
、
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
使
用
す
る
ガ
ス
の
名
称
及
び

大
ガ
ス
貯
蔵
量
を
、
ガ
ス
装
置
室
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

二
　
ガ
ス
の
容
器
を
取
り
替
え
る
と
き
は
、
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
に
立
ち
合
わ
せ
る
こ
と
。

三
　
ガ
ス
装
置
室
に
は
、
係
員
の
ほ
か
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

四
　
ガ
ス
集
合
装
置
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
場
所
で
は
、
喫
煙
、
火
気
の
使
用
又
は
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

五
　
バ
ル
ブ
、
コ
ツ
ク
等
の
操
作
要
領
及
び
点
検
要
領
を
ガ
ス
装
置
室
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

六
　
導
管
に
は
、
酸
素
用
と
ガ
ス
用
と
の
混
同
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七
　
ガ
ス
集
合
装
置
の
設
置
場
所
に
適
当
な
消
火
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

八
　
当
該
作
業
を
行
な
う
者
に
保
護
眼
鏡
及
び
保
護
手
袋
を
着
用
さ
せ
る
こ
と
。

（
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
三
百
十
四
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
二
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
三
百
十
五
条
　
事
業
者
は
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
労
働
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
。

イ
　
使
用
中
の
発
生
器
に
、
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
工
具
を
使
用
し
、
又
は
衝
撃
を
与
え
な
い
こ
と
。

ロ
　
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
ガ
ス
漏
れ
を
点
検
す
る
と
き
は
、
石
け
ん
水
を
使
用
す
る
等
安
全
な
方
法
に
よ
る
こ
と
。

ハ
　
発
生
器
の
気
鐘
の
上
に
み
だ
り
に
物
を
置
か
な
い
こ
と
。

ニ
　
発
生
器
室
の
出
入
口
の
戸
を
開
放
し
て
お
か
な
い
こ
と
。

ホ
　
移
動
式
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
発
生
器
に
カ
ー
バ
イ
ド
を
詰
め
替
え
る
と
き
は
、
屋
外
の
安
全
な
場
所
で
行
な
う
こ
と
。

ヘ
　
カ
ー
バ
イ
ド

か
ん罐

を
開
封
す
る
と
き
は
、
衝
撃
そ
の
他
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

三
　
当
該
作
業
を
開
始
す
る
と
き
は
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
点
検
し
、
か
つ
、
発
生
器
内
に
空
気
と
ア
セ
チ
レ
ン
の
混
合
ガ
ス
が
存
在
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
。

四
　
安
全
器
は
、
作
業
中
、
そ
の
水
位
を
容
易
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
箇
所
に
置
き
、
か
つ
、
一
日
一
回
以
上
こ
れ
を
点
検
す
る
こ
と
。

五
　
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
内
の
水
の
凍
結
を
防
ぐ
た
め
に
、
保
温
し
、
又
は
加
温
す
る
と
き
は
、
温
水
又
は
蒸
気
を
使
用
す
る
等
安
全
な
方
法
に
よ
る
こ
と
。

六
　
発
生
器
の
使
用
を
休
止
す
る
と
き
は
、
そ
の
水
室
の
水
位
を
水
と
残
留
カ
ー
バ
イ
ド
が
接
触
し
な
い
状
態
に
保
つ
こ
と
。

七
　
発
生
器
の
修
繕
、
加
工
、
運
搬
若
し
く
は
格
納
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
そ
の
使
用
を
継
続
し
て
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
ア
セ
チ
レ
ン
及
び
カ
ー
バ
イ
ド
を
完
全
に
除
去
す
る
こ
と
。

八
　
カ
ー
バ
イ
ド
の
か
す
は
、
ガ
ス
に
よ
る
危
険
が
な
く
な
る
ま
で
か
す
だ
め
に
入
れ
る
等
安
全
に
処
置
す
る
こ
と
。

九
　
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
保
護
眼
鏡
及
び
保
護
手
袋
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

十
　
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
証
を
携
帯
す
る
こ
と
。

第
三
百
十
六
条
　
事
業
者
は
、
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
ガ
ス
集
合
装
置
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
労
働
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
。

イ
　
取
り
付
け
る
ガ
ス
の
容
器
の
口
金
及
び
配
管
の
取
付
け
口
に
付
着
し
て
い
る
油
類
、
じ
ん
あ
い
等
を
除
去
す
る
こ
と
。

ロ
　
ガ
ス
の
容
器
の
取
替
え
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
容
器
の
口
金
及
び
配
管
の
取
付
け
口
の
部
分
の
ガ
ス
漏
れ
を
点
検
し
、
か
つ
、
配
管
内
の
当
該
ガ
ス
と
空
気
と
の
混
合
ガ
ス
を
排
除
す
る
こ
と
。

ハ
　
ガ
ス
漏
れ
を
点
検
す
る
と
き
は
、
石
け
ん
水
を
使
用
す
る
等
安
全
な
方
法
に
よ
る
こ
と
。

ニ
　
バ
ル
ブ
又
は
コ
ツ
ク
の
開
閉
を
静
か
に
行
な
う
こ
と
。
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三
　
ガ
ス
の
容
器
の
取
替
え
の
作
業
に
立
ち
合
う
こ
と
。

四
　
当
該
作
業
を
開
始
す
る
と
き
は
、
ホ
ー
ス
、
吹
管
、
ホ
ー
ス
バ
ン
ド
等
の
器
具
を
点
検
し
、
損
傷
、
摩
耗
等
に
よ
り
ガ
ス
又
は
酸
素
が
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
る
こ
と
。

五
　
安
全
器
は
、
作
業
中
、
そ
の
機
能
を
容
易
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
箇
所
に
置
き
、
か
つ
、
一
日
一
回
以
上
こ
れ
を
点
検
す
る
こ
と
。

六
　
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
保
護
眼
鏡
及
び
保
護
手
袋
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

七
　
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
証
を
携
帯
す
る
こ
と
。

（
定
期
自
主
検
査
）

第
三
百
十
七
条
　
事
業
者
は
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
又
は
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
（
こ
れ
ら
の
配
管
の
う
ち
、
地
下
に
埋
設
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、

当
該
装
置
の
損
傷
、
変
形
、
腐
食
等
の
有
無
及
び
そ
の
機
能
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
こ
え
る
期
間
使
用
し
な
い
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
又
は
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
の
当
該
使
用
し
な

い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
又
は
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
二
項
の
自
主
検
査
の
結
果
、
当
該
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
又
は
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
に
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

第
七
節
　
発
破
の
作
業

（
発
破
の
作
業
の
基
準
）

第
三
百
十
八
条
　
事
業
者
は
、
令
第
二
十
条
第
一
号
の
業
務
（
以
下
「
発
破
の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
凍
結
し
た
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
は
、
火
気
に
接
近
さ
せ
、
蒸
気
管
そ
の
他
の
高
熱
物
に
直
接
接
触
さ
せ
る
等
危
険
な
方
法
で
融
解
し
な
い
こ
と
。

二
　
火
薬
又
は
爆
薬
を
装
て
ん
す
る
と
き
は
、
そ
の
付
近
で
裸
火
の
使
用
又
は
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。

三
　
装
て
ん
具
は
、
摩
擦
、
衝
撃
、
静
電
気
等
に
よ
る
爆
発
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
安
全
な
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

四
　
込
物
は
、
粘
土
、
砂
そ
の
他
の
発
火
又
は
引
火
の
危
険
の
な
い
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

五
　
点
火
後
、
装
て
ん
さ
れ
た
火
薬
類
が
爆
発
し
な
い
と
き
、
又
は
装
て
ん
さ
れ
た
火
薬
類
が
爆
発
し
た
こ
と
の
確
認
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
電
気
雷
管
に
よ
つ
た
と
き
は
、
発
破
母
線
を
点
火
器
か
ら
取
り
外
し
、
そ
の
端
を
短
絡
さ
せ
て
お
き
、
か
つ
、
再
点
火
で
き
な
い
よ
う
に
措
置
を
講
じ
、
そ
の
後
五
分
以
上
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
火
薬
類
の
装
て
ん
箇

所
に
接
近
し
な
い
こ
と
。

ロ
　
電
気
雷
管
以
外
の
も
の
に
よ
つ
た
と
き
は
、
点
火
後
十
五
分
以
上
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
火
薬
類
の
装
て
ん
箇
所
に
接
近
し
な
い
こ
と
。

２
　
前
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
導
火
線
発
破
作
業
の
指
揮
者
）

第
三
百
十
九
条
　
事
業
者
は
、
導
火
線
発
破
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
発
破
の
業
務
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
者
の
う
ち
か
ら
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
点
火
前
に
、
点
火
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
に
対
し
て
、
退
避
を
指
示
す
る
こ
と
。

二
　
点
火
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
て
、
退
避
の
場
所
及
び
経
路
を
指
示
す
る
こ
と
。

三
　
一
人
の
点
火
数
が
同
時
に
五
以
上
の
と
き
は
、
発
破
時
計
、
捨
て
導
火
線
等
の
退
避
時
期
を
知
ら
せ
る
物
を
使
用
す
る
こ
と
。

四
　
点
火
の
順
序
及
び
区
分
に
つ
い
て
指
示
す
る
こ
と
。

五
　
点
火
の
合
図
を
す
る
こ
と
。

六
　
点
火
作
業
に
従
事
し
た
労
働
者
に
対
し
て
、
退
避
の
合
図
を
す
る
こ
と
。

七
　
不
発
の
装
薬
又
は
残
薬
の
有
無
に
つ
い
て
点
検
す
る
こ
と
。

２
　
導
火
線
発
破
の
作
業
の
指
揮
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
導
火
線
発
破
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
揮
者
が
行
な
う
指
示
及
び
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
気
発
破
作
業
の
指
揮
者
）

第
三
百
二
十
条
　
事
業
者
は
、
電
気
発
破
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
発
破
の
業
務
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
者
の
う
ち
か
ら
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
七
号
並
び
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
退
避
の
場
所
及
び
経
路
を
指
示
す
る
こ
と
。

二
　
点
火
前
に
危
険
区
域
内
か
ら
労
働
者
が
退
避
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

三
　
点
火
者
を
定
め
る
こ
と
。
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四
　
点
火
場
所
に
つ
い
て
指
示
す
る
こ
と
。

２
　
電
気
発
破
の
作
業
の
指
揮
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
電
気
発
破
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
揮
者
が
行
な
う
指
示
及
び
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
避
難
）

第
三
百
二
十
一
条
　
事
業
者
は
、
発
破
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
が
安
全
な
距
離
に
避
難
し
得
な
い
と
き
は
、
前
面
と
上
部
を
堅
固
に
防
護
し
た
避
難
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
節
の
二
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業
の
基
準
）

第
三
百
二
十
一
条
の
二
　
事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
を
用
い
て
破
砕
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
を
装
て
ん
す
る
と
き
は
、
そ
の
付
近
で
の
裸
火
の
使
用
又
は
喫
煙
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
装
て
ん
具
は
、
摩
擦
、
衝
撃
、
静
電
気
等
に
よ
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
が
発
火
す
る
お
そ
れ
の
な
い
安
全
な
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

三
　
込
物
は
、
セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル
、
砂
そ
の
他
の
発
火
又
は
引
火
の
危
険
の
な
い
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

四
　
破
砕
さ
れ
た
物
等
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
点
火
後
、
装
て
ん
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
が
発
火
し
な
い
と
き
、
又
は
装
て
ん
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
が
発
火
し
た
こ
と
の
確
認
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
の
母
線
を
点
火
器
か
ら
取
り

外
し
、
そ
の
端
を
短
絡
さ
せ
て
お
き
、
か
つ
、
再
点
火
で
き
な
い
よ
う
に
措
置
を
講
じ
、
そ
の
後
五
分
以
上
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
の
装
て
ん
箇
所
に
接
近
さ
せ
な

い
こ
と
。

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
三
百
二
十
一
条
の
三
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
八
号
の
二
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
三
百
二
十
一
条
の
四
　
事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
退
避
の
場
所
及
び
経
路
を
指
示
す
る
こ
と
。

三
　
点
火
前
に
危
険
区
域
内
か
ら
労
働
者
が
退
避
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

四
　
点
火
者
を
定
め
る
こ
と
。

五
　
点
火
の
合
図
を
す
る
こ
と
。

六
　
不
発
の
装
薬
又
は
残
薬
の
有
無
に
つ
い
て
点
検
す
る
こ
と
。

第
八
節
　
雑
則

（
地
下
作
業
場
等
）

第
三
百
二
十
二
条
　
事
業
者
は
、
可
燃
性
ガ
ス
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
下
作
業
場
に
お
い
て
作
業
を
行
う
と
き
（
第
三
百
八
十
二
条
に
規
定
す
る
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
ガ
ス
導
管
か
ら
ガ
ス

が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
明
り
掘
削
の
作
業
（
地
山
の
掘
削
又
は
こ
れ
に
伴
う
土
石
の
運
搬
等
の
作
業
（
地
山
の
掘
削
の
作
業
が
行
わ
れ
る
箇
所
及
び
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
こ
れ
ら
の
ガ
ス
の
濃
度
を
測
定
す
る
者
を
指
名
し
、
そ
の
者
に
、
毎
日
作
業
を
開
始
す
る
前
及
び
当
該
ガ
ス
に
関
し
異
常
を
認
め
た
と
き
に
、
当
該
ガ
ス
が
発
生
し
、
又
は
停
滞
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
に
つ
い
て
、
当
該
ガ

ス
の
濃
度
を
測
定
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
こ
れ
ら
の
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
労
働
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
、
及
び
火
気
そ
の
他
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
使
用
を
停

止
し
、
か
つ
、
通
風
、
換
気
等
を
行
う
こ
と
。

第
三
百
二
十
三
条
及
び
第
三
百
二
十
四
条
　
削
除

（
強
烈
な
光
線
を
発
散
す
る
場
所
）

第
三
百
二
十
五
条
　
事
業
者
は
、
ア
ー
ク
溶
接
の
ア
ー
ク
そ
の
他
強
烈
な
光
線
を
発
散
し
て
危
険
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
上
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
腐
食
性
液
体
の
圧
送
設
備
）

第
三
百
二
十
六
条
　
事
業
者
は
、
硫
酸
、
硝
酸
、
塩
酸
、
酢
酸
、
ク
ロ
ー
ル
ス
ル
ホ
ン
酸
、
か
性
ソ
ー
ダ
溶
液
、
ク
レ
ゾ
ー
ル
等
皮
膚
に
対
し
て
腐
食
の
危
険
を
生
ず
る
液
体
（
以
下
「
腐
食
性
液
体
」
と
い
う
。
）
を
ホ
ー
ス
を
と
お
し

て
、
動
力
を
用
い
て
圧
送
す
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
圧
送
に
用
い
る
設
備
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
圧
送
に
用
い
る
設
備
の
運
転
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
転
者
」
と
い
う
。
）
が
見
や
す
い
位
置
に
圧
力
計
を
、
運
転
者
が
容
易
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
位
置
に
動
力
を
遮
断
す
る
た
め
の
装
置
を
、
そ
れ
ぞ
れ

備
え
付
け
る
こ
と
。

二
　
ホ
ー
ス
及
び
そ
の
接
続
用
具
は
、
圧
送
す
る
腐
食
性
液
体
に
対
し
、
耐
食
性
、
耐
熱
性
及
び
耐
寒
性
を
有
す
る
も
の
を
用
い
る
こ
と
。

三
　
ホ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
水
圧
試
験
等
に
よ
り
、
安
全
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
圧
力
を
定
め
、
こ
れ
を
当
該
ホ
ー
ス
に
表
示
し
、
か
つ
、
当
該
圧
力
を
超
え
て
圧
送
を
行
わ
な
い
こ
と
。
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四
　
ホ
ー
ス
の
内
部
に
異
常
な
圧
力
が
加
わ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
圧
送
に
用
い
る
設
備
に
ア
ン
ロ
ー
ダ
、
リ
タ
ー
ン
バ
ル
ブ
等
の
過
圧
防
止
装
置
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

五
　
ホ
ー
ス
と
ホ
ー
ス
以
外
の
管
及
び
ホ
ー
ス
相
互
の
接
続
箇
所
に
つ
い
て
は
、
接
続
用
具
を
用
い
て
確
実
に
接
続
す
る
こ
と
。

六
　
ゲ
ー
ジ
圧
力
二
百
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
圧
力
で
圧
送
を
行
う
と
き
は
、
前
号
の
接
続
用
具
に
つ
い
て
は
、
ね
じ
込
結
合
方
式
、
三

こ
う鈎

式
結
合
方
式
等
の
方
式
に
よ
る
接
続
用
具
で
、
ホ
ー
ス
を
装
着
す
る
部
分
に
三
箇
以
上

の
谷
を
有
す
る
も
の
等
当
該
圧
力
に
よ
り
離
脱
す
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
の
も
の
を
用
い
る
こ
と
。

七
　
運
転
者
を
指
名
し
、
そ
の
者
に
圧
送
に
用
い
る
設
備
の
運
転
及
び
圧
力
計
の
監
視
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

八
　
ホ
ー
ス
及
び
そ
の
接
続
用
具
は
、
そ
の
日
の
使
用
を
開
始
す
る
前
に
点
検
し
、
損
傷
、
腐
食
等
の
欠
陥
に
よ
り
、
圧
送
す
る
腐
食
性
液
体
が
飛
散
し
、
又
は
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
取
り
換
え
る
こ
と
。

（
保
護
具
）

第
三
百
二
十
七
条
　
事
業
者
は
、
腐
食
性
液
体
を
圧
送
す
る
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
腐
食
性
液
体
の
飛
散
、
漏
え
い
又
は

い
つ溢

流
に
よ
る
身
体
の
腐
食
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
保
護
具
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
腐
食
性
液
体
の
飛
散
、
漏
え
い
又
は

い
つ溢

流
に
よ
る
身
体
の
腐
食
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
保
護
具
を
着
用
す
る
必
要
が
あ

る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
具
の
着
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
空
気
以
外
の
ガ
ス
の
使
用
制
限
）

第
三
百
二
十
八
条
　
事
業
者
は
、
圧
縮
し
た
ガ
ス
の
圧
力
を
動
力
と
し
て
用
い
て
腐
食
性
液
体
を
圧
送
す
る
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
空
気
以
外
の
ガ
ス
を
当
該
圧
縮
し
た
ガ
ス
と
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
作
業

を
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
直
ち
に
当
該
ガ
ス
を
排
除
す
る
と
き
、
又
は
当
該
ガ
ス
が
存
在
す
る
こ
と
を
表
示
す
る
等
労
働
者
が
圧
送
に
用
い
た
設
備
の
内
部
に
立
ち
入
る
こ
と
に
よ
る
窒
息
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措

置
を
講
ず
る
と
き
は
、
窒
素
又
は
炭
酸
ガ
ス
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
タ
イ
ヤ
の
空
気
充
て
ん
作
業
の
基
準
）

第
三
百
二
十
八
条
の
二
　
事
業
者
は
、
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
用
タ
イ
ヤ
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
タ
イ
ヤ
」
と
い
う
。
）
の
組
立
て
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
空
気
圧
縮
機
を
用
い
て
タ
イ
ヤ
に
空
気
を
充
て
ん
す
る
作

業
を
行
う
と
き
は
、
タ
イ
ヤ
の
破
裂
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
タ
イ
ヤ
の
種
類
に
応
じ
て
空
気
の
圧
力
を
適
正
に
調
節
さ
せ
、
及
び
安
全
囲
い
等
破
裂
し
た
タ
イ
ヤ
等
の
飛
来
を
防
止

す
る
た
め
の
器
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
タ
イ
ヤ
の
種
類
に
応
じ
て
空
気
の
圧
力
を
適
正
に
調
節
し
、
及
び
同
項
の
器
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
船
舶
の
改
造
等
）

第
三
百
二
十
八
条
の
三
　
事
業
者
は
、
船
舶
の
改
造
、
修
理
、
清
掃
等
を
行
う
場
合
に
、
船
倉
等
当
該
船
舶
の
内
部
又
は
こ
れ
に
接
す
る
場
所
に
お
い
て
、
火
花
若
し
く
は
ア
ー
ク
を
発
し
、
若
し
く
は
高
温
と
な
つ
て
点
火
源
と
な
る

お
そ
れ
の
あ
る
機
械
等
又
は
火
気
を
使
用
す
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
開
始
す
る
と
き
及
び
当
該
作
業
中
随
時
、
作
業
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
引
火
性
の
物
の
蒸
気
又
は
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
液
化
酸
素
の
製
造
設
備
の
改
造
等
）

第
三
百
二
十
八
条
の
四
　
事
業
者
は
、
液
化
酸
素
を
製
造
す
る
設
備
の
改
造
、
修
理
、
清
掃
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
設
備
の
内
部
で
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
作
業
の
方
法
及
び
順
序
を
決
定
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
を
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
当
該
作
業
を
指
揮
さ
せ
る
こ
と
。

三
　
作
業
箇
所
に
酸
素
が
漏
え
い
し
な
い
よ
う
に
、
バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ッ
ク
を
二
重
に
閉
止
し
、
又
は
バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ッ
ク
を
閉
止
す
る
と
と
も
に
閉
止
板
等
を
施
す
こ
と
。

四
　
前
号
の
バ
ル
ブ
、
コ
ッ
ク
又
は
閉
止
板
等
に
施
錠
し
、
こ
れ
ら
を
開
放
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
表
示
し
、
又
は
監
視
人
を
置
く
こ
と
。

（
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
等
の
製
造
等
）

第
三
百
二
十
八
条
の
五
　
事
業
者
は
、
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
と
き
は
、
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
等
へ
の
鉄
イ
オ
ン
等
の
混
入
を
防
止
す
る
こ
と
等
の
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
等
と
鉄
イ
オ
ン
等
と
の
異
常
反
応
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
等
の
加
熱
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
温
度
を
調
整
す
る
こ
と
。

第
五
章
　
電
気
に
よ
る
危
険
の
防
止

第
一
節
　
電
気
機
械
器
具

（
電
気
機
械
器
具
の
囲
い
等
）

第
三
百
二
十
九
条
　
事
業
者
は
、
電
気
機
械
器
具
の
充
電
部
分
（
電
熱
器
の
発
熱
体
の
部
分
、
抵
抗
溶
接
機
の
電
極
の
部
分
等
電
気
機
械
器
具
の
使
用
の
目
的
に
よ
り
露
出
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
充
電
部
分
を
除
く
。
）
で
、
労
働

者
が
作
業
中
又
は
通
行
の
際
に
、
接
触
（
導
電
体
を
介
す
る
接
触
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
し
、
又
は
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電
の
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
感
電
を
防
止
す
る
た
め
の

囲
い
又
は
絶
縁
覆
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
配
電
盤
室
、
変
電
室
等
区
画
さ
れ
た
場
所
で
、
事
業
者
が
第
三
十
六
条
第
四
号
の
業
務
に
就
い
て
い
る
者
（
以
下
「
電
気
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者
の
立
入
り
を

禁
止
し
た
と
こ
ろ
に
設
置
し
、
又
は
電
柱
上
、
塔
上
等
隔
離
さ
れ
た
場
所
で
、
電
気
取
扱
者
以
外
の
者
が
接
近
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
こ
ろ
に
設
置
す
る
電
気
機
械
器
具
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
手
持
型
電
灯
等
の
ガ
ー
ド
）

第
三
百
三
十
条
　
事
業
者
は
、
移
動
電
線
に
接
続
す
る
手
持
型
の
電
灯
、
仮
設
の
配
線
又
は
移
動
電
線
に
接
続
す
る
架
空
つ
り
下
げ
電
灯
等
に
は
、
口
金
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
る
感
電
の
危
険
及
び
電
球
の
破
損
に
よ
る
危
険
を
防
止

す
る
た
め
、
ガ
ー
ド
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
ガ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
電
球
の
口
金
の
露
出
部
分
に
容
易
に
手
が
触
れ
な
い
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。
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二
　
材
料
は
、
容
易
に
破
損
又
は
変
形
を
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
溶
接
棒
等
の
ホ
ル
ダ
ー
）

第
三
百
三
十
一
条
　
事
業
者
は
、
ア
ー
ク
溶
接
等
（
自
動
溶
接
を
除
く
。
）
の
作
業
に
使
用
す
る
溶
接
棒
等
の
ホ
ル
ダ
ー
に
つ
い
て
は
、
感
電
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
絶
縁
効
力
及
び
耐
熱
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
用
自
動
電
撃
防
止
装
置
）

第
三
百
三
十
二
条
　
事
業
者
は
、
船
舶
の
二
重
底
若
し
く
は
ピ
ー
ク
タ
ン
ク
の
内
部
、
ボ
イ
ラ
ー
の
胴
若
し
く
は
ド
ー
ム
の
内
部
等
導
電
体
に
囲
ま
れ
た
場
所
で
著
し
く
狭
あ
い
な
と
こ
ろ
又
は
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
の
あ
る
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
で
鉄
骨
等
導
電
性
の
高
い
接
地
物
に
労
働
者
が
接
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
交
流
ア
ー
ク
溶
接
等
（
自
動
溶
接
を
除
く
。
）
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
交
流
ア
ー
ク

溶
接
機
用
自
動
電
撃
防
止
装
置
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
漏
電
に
よ
る
感
電
の
防
止
）

第
三
百
三
十
三
条
　
事
業
者
は
、
電
動
機
を
有
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
「
電
動
機
械
器
具
」
と
い
う
。
）
で
、
対
地
電
圧
が
百
五
十
ボ
ル
ト
を
こ
え
る
移
動
式
若
し
く
は
可
搬
式
の
も
の
又
は
水
等
導
電
性
の
高
い
液
体
に
よ
つ
て
湿

潤
し
て
い
る
場
所
そ
の
他
鉄
板
上
、
鉄
骨
上
、
定
盤
上
等
導
電
性
の
高
い
場
所
に
お
い
て
使
用
す
る
移
動
式
若
し
く
は
可
搬
式
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
漏
電
に
よ
る
感
電
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
電
動
機
械
器
具
が
接
続
さ

れ
る
電
路
に
、
当
該
電
路
の
定
格
に
適
合
し
、
感
度
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
作
動
す
る
感
電
防
止
用
漏
電
し
や
断
装
置
を
接
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
電
動
機
械
器
具
の
金
属
製
外
わ
く
、
電
動
機
の
金
属
製
外
被
等
の
金
属
部
分
を
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
接
地
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
接
地
極
へ
の
接
続
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
一
心
を
専
用
の
接
地
線
と
す
る
移
動
電
線
及
び
一
端
子
を
専
用
の
接
地
端
子
と
す
る
接
続
器
具
を
用
い
て
接
地
極
に
接
続
す
る
方
法

ロ
　
移
動
電
線
に
添
え
た
接
地
線
及
び
当
該
電
動
機
械
器
具
の
電
源
コ
ン
セ
ン
ト
に
近
接
す
る
箇
所
に
設
け
ら
れ
た
接
地
端
子
を
用
い
て
接
地
極
に
接
続
す
る
方
法

二
　
前
号
イ
の
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
接
地
線
と
電
路
に
接
続
す
る
電
線
と
の
混
用
及
び
接
地
端
子
と
電
路
に
接
続
す
る
端
子
と
の
混
用
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
接
地
極
は
、
十
分
に
地
中
に
埋
設
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
、
確
実
に
大
地
と
接
続
す
る
こ
と
。

（
適
用
除
外
）

第
三
百
三
十
四
条
　
前
条
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
電
動
機
械
器
具
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
非
接
地
方
式
の
電
路
（
当
該
電
動
機
械
器
具
の
電
源
側
の
電
路
に
設
け
た
絶
縁
変
圧
器
の
二
次
電
圧
が
三
百
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
絶
縁
変
圧
器
の
負
荷
側
の
電
路
が
接
地
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
接
続

し
て
使
用
す
る
電
動
機
械
器
具

二
　
絶
縁
台
の
上
で
使
用
す
る
電
動
機
械
器
具

三
　
電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
の
特
定
電
気
用
品
で
あ
つ
て
、
同
法
第
十
条
第
一
項
の
表
示
が
付
さ
れ
た
二
重
絶
縁
構
造
の
電
動
機
械
器
具

（
電
気
機
械
器
具
の
操
作
部
分
の
照
度
）

第
三
百
三
十
五
条
　
事
業
者
は
、
電
気
機
械
器
具
の
操
作
の
際
に
、
感
電
の
危
険
又
は
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
電
気
機
械
器
具
の
操
作
部
分
に
つ
い
て
必
要
な
照
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
配
線
及
び
移
動
電
線

（
配
線
等
の
絶
縁
被
覆
）

第
三
百
三
十
六
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
が
作
業
中
又
は
通
行
の
際
に
接
触
し
、
又
は
接
触
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
配
線
で
、
絶
縁
被
覆
を
有
す
る
も
の
（
第
三
十
六
条
第
四
号
の
業
務
に
お
い
て
電
気
取
扱
者
の
み
が
接
触
し
、
又
は
接

触
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
移
動
電
線
に
つ
い
て
は
、
絶
縁
被
覆
が
損
傷
し
、
又
は
老
化
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
移
動
電
線
等
の
被
覆
又
は
外
装
）

第
三
百
三
十
七
条
　
事
業
者
は
、
水
そ
の
他
導
電
性
の
高
い
液
体
に
よ
つ
て
湿
潤
し
て
い
る
場
所
に
お
い
て
使
用
す
る
移
動
電
線
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
接
続
器
具
で
、
労
働
者
が
作
業
中
又
は
通
行
の
際
に
接
触
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
移
動
電
線
又
は
接
続
器
具
の
被
覆
又
は
外
装
が
当
該
導
電
性
の
高
い
液
体
に
対
し
て
絶
縁
効
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
仮
設
の
配
線
等
）

第
三
百
三
十
八
条
　
事
業
者
は
、
仮
設
の
配
線
又
は
移
動
電
線
を
通
路
面
に
お
い
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
配
線
又
は
移
動
電
線
の
上
を
車
両
そ
の
他
の
物
が
通
過
す
る
こ
と
等
に
よ
る
絶
縁
被
覆
の
損
傷
の
お
そ
れ

の
な
い
状
態
で
使
用
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
節
　
停
電
作
業

（
停
電
作
業
を
行
な
う
場
合
の
措
置
）

第
三
百
三
十
九
条
　
事
業
者
は
、
電
路
を
開
路
し
て
、
当
該
電
路
又
は
そ
の
支
持
物
の
敷
設
、
点
検
、
修
理
、
塗
装
等
の
電
気
工
事
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
電
路
を
開
路
し
た
後
に
、
当
該
電
路
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
電
路
に
近
接
す
る
電
路
若
し
く
は
そ
の
支
持
物
の
敷
設
、
点
検
、
修
理
、
塗
装
等
の
電
気
工
事
の
作
業
又
は
当
該
電
路
に
近
接
す
る
工
作
物
（
電
路
の
支
持
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
建
設
、
解
体
、
点
検
、
修
理
、
塗
装
等
の
作
業
を
行
な
う
場
合
も
同
様
と
す
る
。

一
　
開
路
に
用
い
た
開
閉
器
に
、
作
業
中
、
施
錠
し
、
若
し
く
は
通
電
禁
止
に
関
す
る
所
要
事
項
を
表
示
し
、
又
は
監
視
人
を
置
く
こ
と
。

二
　
開
路
し
た
電
路
が
電
力
ケ
ー
ブ
ル
、
電
力
コ
ン
デ
ン
サ
ー
等
を
有
す
る
電
路
で
、
残
留
電
荷
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
安
全
な
方
法
に
よ
り
当
該
残
留
電
荷
を
確
実
に
放
電
さ
せ
る
こ
と
。

三
　
開
路
し
た
電
路
が
高
圧
又
は
特
別
高
圧
で
あ
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
検
電
器
具
に
よ
り
停
電
を
確
認
し
、
か
つ
、
誤
通
電
、
他
の
電
路
と
の
混
触
又
は
他
の
電
路
か
ら
の
誘
導
に
よ
る
感
電
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
短
絡

接
地
器
具
を
用
い
て
確
実
に
短
絡
接
地
す
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
中
又
は
作
業
を
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
開
路
し
た
電
路
に
通
電
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
及

び
短
絡
接
地
器
具
を
取
り
は
ず
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。
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（
断
路
器
等
の
開
路
）

第
三
百
四
十
条
　
事
業
者
は
、
高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
の
断
路
器
、
線
路
開
閉
器
等
の
開
閉
器
で
、
負
荷
電
流
を
し
や
断
す
る
た
め
の
も
の
で
な
い
も
の
を
開
路
す
る
と
き
は
、
当
該
開
閉
器
の
誤
操
作
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該

電
路
が
無
負
荷
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
パ
イ
ロ
ツ
ト
ラ
ン
プ
、
当
該
電
路
の
系
統
を
判
別
す
る
た
め
の
タ
ブ
レ
ツ
ト
等
に
よ
り
、
当
該
操
作
を
行
な
う
労
働
者
に
当
該
電
路
が
無
負
荷
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
開
閉
器
に
、
当
該
電
路
が
無
負
荷
で
な
け
れ
ば
開
路
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
緊
錠
装
置
を
設
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
節
　
活
線
作
業
及
び
活
線
近
接
作
業

（
高
圧
活
線
作
業
）

第
三
百
四
十
一
条
　
事
業
者
は
、
高
圧
の
充
電
電
路
の
点
検
、
修
理
等
当
該
充
電
電
路
を
取
り
扱
う
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
労
働
者
に
絶
縁
用
保
護
具
を
着
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
充
電
電
路
の
う
ち
労
働
者
が
現
に
取
り
扱
つ
て
い
る
部
分
以
外
の
部
分
が
、
接
触
し
、
又
は
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
絶
縁

用
防
具
を
装
着
す
る
こ
と
。

二
　
労
働
者
に
活
線
作
業
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

三
　
労
働
者
に
活
線
作
業
用
装
置
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
は
、
労
働
者
が
現
に
取
り
扱
つ
て
い
る
充
電
電
路
と
電
位
を
異
に
す
る
物
に
、
労
働
者
の
身
体
又
は
労
働
者
が
現
に
取
り
扱
つ
て
い
る
金
属
製
の
工
具
、
材
料

等
の
導
電
体
（
以
下
「
身
体
等
」
と
い
う
。
）
が
接
触
し
、
又
は
接
近
す
る
こ
と
に
よ
る
感
電
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
に
お
い
て
、
絶
縁
用
保
護
具
の
着
用
、
絶
縁
用
防
具
の
装
着
又
は
活
線
作
業
用
器
具
若
し
く
は
活
線
作
業
用
装
置
の
使
用
を
事
業
者
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
着
用
し
、
装
着
し
、
又
は
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
高
圧
活
線
近
接
作
業
）

第
三
百
四
十
二
条
　
事
業
者
は
、
電
路
又
は
そ
の
支
持
物
の
敷
設
、
点
検
、
修
理
、
塗
装
等
の
電
気
工
事
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
高
圧
の
充
電
電
路
に
接
触
し
、
又
は
当
該
充
電
電
路
に

対
し
て
頭
上
距
離
が
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
又
は

く躯
側
距
離
若
し
く
は
足
下
距
離
が
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
充
電
電
路
に
絶
縁
用
防
具
を

装
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
絶
縁
用
保
護
具
を
着
用
さ
せ
て
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
絶
縁
用
保
護
具
を
着
用
す
る
身
体
の
部
分
以
外
の
部
分
が
当
該
充
電
電
路
に
接
触

し
、
又
は
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
に
お
い
て
、
絶
縁
用
防
具
の
装
着
又
は
絶
縁
用
保
護
具
の
着
用
を
事
業
者
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
装
着
し
、
又
は
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
絶
縁
用
防
具
の
装
着
等
）

第
三
百
四
十
三
条
　
事
業
者
は
、
前
二
条
の
場
合
に
お
い
て
、
絶
縁
用
防
具
の
装
着
又
は
取
り
は
ず
し
の
作
業
を
労
働
者
に
行
な
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
絶
縁
用
保
護
具
を
着
用
さ
せ
、
又
は
活
線
作
業

用
器
具
若
し
く
は
活
線
作
業
用
装
置
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
に
お
い
て
、
絶
縁
用
保
護
具
の
着
用
又
は
活
線
作
業
用
器
具
若
し
く
は
活
線
作
業
用
装
置
の
使
用
を
事
業
者
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
を
着
用
し
、
又
は
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
高
圧
活
線
作
業
）

第
三
百
四
十
四
条
　
事
業
者
は
、
特
別
高
圧
の
充
電
電
路
又
は
そ
の
支
持
が
い
し
の
点
検
、
修
理
、
清
掃
等
の
電
気
工
事
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ

の
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
労
働
者
に
活
線
作
業
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
は
、
身
体
等
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
充
電
電
路
の
使
用
電
圧
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
充
電
電
路
に
対
す
る
接
近
限
界
距
離

を
保
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

充
電
電
路
の
使
用
電
圧
（
単
位
　
キ
ロ
ボ
ル
ト
）

充
電
電
路
に
対
す
る
接
近
限
界
距
離
（
単
位
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

二
二
以
下

二
〇

二
二
を
こ
え
三
三
以
下

三
〇

三
三
を
こ
え
六
六
以
下

五
〇

六
六
を
こ
え
七
七
以
下

六
〇

七
七
を
こ
え
一
一
〇
以
下

九
〇

一
一
〇
を
こ
え
一
五
四
以
下

一
二
〇

一
五
四
を
こ
え
一
八
七
以
下

一
四
〇

一
八
七
を
こ
え
二
二
〇
以
下

一
六
〇

二
二
〇
を
こ
え
る
場
合

二
〇
〇

二
　
労
働
者
に
活
線
作
業
用
装
置
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
は
、
労
働
者
が
現
に
取
り
扱
つ
て
い
る
充
電
電
路
若
し
く
は
そ
の
支
持
が
い
し
と
電
位
を
異
に
す
る
物
に
身
体
等
が
接
触
し
、
又
は
接
近
す
る
こ
と
に
よ
る
感

電
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
に
お
い
て
、
活
線
作
業
用
器
具
又
は
活
線
作
業
用
装
置
の
使
用
を
事
業
者
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
高
圧
活
線
近
接
作
業
）

第
三
百
四
十
五
条
　
事
業
者
は
、
電
路
又
は
そ
の
支
持
物
（
特
別
高
圧
の
充
電
電
路
の
支
持
が
い
し
を
除
く
。
）
の
点
検
、
修
理
、
塗
装
、
清
掃
等
の
電
気
工
事
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
特

別
高
圧
の
充
電
電
路
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
労
働
者
に
活
線
作
業
用
装
置
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
身
体
等
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
充
電
電
路
に
対
す
る
接
近
限
界
距
離
を
保
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
充
電
電
路
に
対
す
る
接
近
限
界
距
離
を
保
つ
見
や
す
い
箇
所
に
標
識
等

を
設
け
、
又
は
監
視
人
を
置
き
作
業
を
監
視
さ
せ
る
こ
と
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
に
お
い
て
、
活
線
作
業
用
装
置
の
使
用
を
事
業
者
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
低
圧
活
線
作
業
）

第
三
百
四
十
六
条
　
事
業
者
は
、
低
圧
の
充
電
電
路
の
点
検
、
修
理
等
当
該
充
電
電
路
を
取
り
扱
う
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該

労
働
者
に
絶
縁
用
保
護
具
を
着
用
さ
せ
、
又
は
活
線
作
業
用
器
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
作
業
に
お
い
て
、
絶
縁
用
保
護
具
の
着
用
又
は
活
線
作
業
用
器
具
の
使
用
を
事
業
者
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
着
用
し
、
又
は
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
低
圧
活
線
近
接
作
業
）

第
三
百
四
十
七
条
　
事
業
者
は
、
低
圧
の
充
電
電
路
に
近
接
す
る
場
所
で
電
路
又
は
そ
の
支
持
物
の
敷
設
、
点
検
、
修
理
、
塗
装
等
の
電
気
工
事
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
充
電
電
路

に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
充
電
電
路
に
絶
縁
用
防
具
を
装
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
絶
縁
用
保
護
具
を
着
用
さ
せ
て
作
業
を
行

な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
絶
縁
用
保
護
具
を
着
用
す
る
身
体
の
部
分
以
外
の
部
分
が
当
該
充
電
電
路
に
接
触
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
絶
縁
用
防
具
の
装
着
又
は
取
り
は
ず
し
の
作
業
を
労
働
者
に
行
な
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
絶
縁
用
保
護
具
を
着
用
さ
せ
、
又
は
活
線
作
業
用
器
具
を
使
用
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
労
働
者
は
、
前
二
項
の
作
業
に
お
い
て
、
絶
縁
用
防
具
の
装
着
、
絶
縁
用
保
護
具
の
着
用
又
は
活
線
作
業
用
器
具
の
使
用
を
事
業
者
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
装
着
し
、
着
用
し
、
又
は
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
絶
縁
用
保
護
具
等
）

第
三
百
四
十
八
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
絶
縁
用
保
護
具
等
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
の
目
的
に
適
応
す
る
種
別
、
材
質
及
び
寸
法
の
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
百
四
十
一
条
か
ら
第
三
百
四
十
三
条
ま
で
の
絶
縁
用
保
護
具

二
　
第
三
百
四
十
一
条
及
び
第
三
百
四
十
二
条
の
絶
縁
用
防
具

三
　
第
三
百
四
十
一
条
及
び
第
三
百
四
十
三
条
か
ら
第
三
百
四
十
五
条
ま
で
の
活
線
作
業
用
装
置

四
　
第
三
百
四
十
一
条
、
第
三
百
四
十
三
条
及
び
第
三
百
四
十
四
条
の
活
線
作
業
用
器
具

五
　
第
三
百
四
十
六
条
及
び
第
三
百
四
十
七
条
の
絶
縁
用
保
護
具
及
び
活
線
作
業
用
器
具
並
び
に
第
三
百
四
十
七
条
の
絶
縁
用
防
具

２
　
事
業
者
は
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
絶
縁
用
保
護
具
、
活
線
作
業
用
器
具
及
び
絶
縁
用
防
具
で
、
直
流
で
七
百
五
十
ボ
ル
ト
以
下
又
は
交
流
で
三
百
ボ
ル
ト
以
下
の
充
電
電
路
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
充

電
電
路
の
電
圧
に
応
じ
た
絶
縁
効
力
を
有
す
る
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
作
物
の
建
設
等
の
作
業
を
行
な
う
場
合
の
感
電
の
防
止
）

第
三
百
四
十
九
条
　
事
業
者
は
、
架
空
電
線
又
は
電
気
機
械
器
具
の
充
電
電
路
に
近
接
す
る
場
所
で
、
工
作
物
の
建
設
、
解
体
、
点
検
、
修
理
、
塗
装
等
の
作
業
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
作
業
又
は
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
、
移

動
式
ク
レ
ー
ン
等
を
使
用
す
る
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
作
業
中
又
は
通
行
の
際
に
、
当
該
充
電
電
路
に
身
体
等
が
接
触
し
、
又
は
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ

の
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
充
電
電
路
を
移
設
す
る
こ
と
。

二
　
感
電
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
囲
い
を
設
け
る
こ
と
。

三
　
当
該
充
電
電
路
に
絶
縁
用
防
護
具
を
装
着
す
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
該
当
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
監
視
人
を
置
き
、
作
業
を
監
視
さ
せ
る
こ
と
。

第
五
節
　
管
理

（
電
気
工
事
の
作
業
を
行
な
う
場
合
の
作
業
指
揮
等
）

第
三
百
五
十
条
　
事
業
者
は
、
第
三
百
三
十
九
条
、
第
三
百
四
十
一
条
第
一
項
、
第
三
百
四
十
二
条
第
一
項
、
第
三
百
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
百
四
十
五
条
第
一
項
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に

対
し
、
作
業
を
行
な
う
期
間
、
作
業
の
内
容
並
び
に
取
り
扱
う
電
路
及
び
こ
れ
に
近
接
す
る
電
路
の
系
統
に
つ
い
て
周
知
さ
せ
、
か
つ
、
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
て
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
労
働
者
に
あ
ら
か
じ
め
作
業
の
方
法
及
び
順
序
を
周
知
さ
せ
、
か
つ
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
第
三
百
四
十
五
条
第
一
項
の
作
業
を
同
項
第
二
号
の
措
置
を
講
じ
て
行
な
う
と
き
は
、
標
識
等
の
設
置
又
は
監
視
人
の
配
置
の
状
態
を
確
認
し
た
後
に
作
業
の
着
手
を
指
示
す
る
こ
と
。

三
　
電
路
を
開
路
し
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
電
路
の
停
電
の
状
態
及
び
開
路
に
用
い
た
開
閉
器
の
施
錠
、
通
電
禁
止
に
関
す
る
所
要
事
項
の
表
示
又
は
監
視
人
の
配
置
の
状
態
並
び
に
電
路
を
開
路
し
た
後
に
お
け
る
短
絡

接
地
器
具
の
取
付
け
の
状
態
を
確
認
し
た
後
に
作
業
の
着
手
を
指
示
す
る
こ
と
。

（
絶
縁
用
保
護
具
等
の
定
期
自
主
検
査
）

第
三
百
五
十
一
条
　
事
業
者
は
、
第
三
百
四
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
絶
縁
用
保
護
具
等
（
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
交
流
で
三
百
ボ
ル
ト
を
超
え
る
低
圧
の
充
電
電
路
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
そ
の
絶
縁
性
能
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
六
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
絶
縁
用
保
護
具
等
の
当
該
使
用

し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
絶
縁
用
保
護
具
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
そ
の
絶
縁
性
能
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主
検
査
の
結
果
、
当
該
絶
縁
用
保
護
具
等
に
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
電
気
機
械
器
具
等
の
使
用
前
点
検
等
）

第
三
百
五
十
二
条
　
事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
機
械
器
具
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
使
用
を
開
始
す
る
前
に
当
該
電
気
機
械
器
具
等
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
点
検
事
項
に
つ
い

て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

電
気
機
械
器
具
等
の
種
別

点
検
事
項

第
三
百
三
十
一
条
の
溶
接
棒
等
の
ホ
ル
ダ
ー

絶
縁
防
護
部
分
及
び
ホ
ル
ダ
ー
用
ケ
ー
ブ
ル
の
接
続
部
の
損
傷
の
有
無

第
三
百
三
十
二
条
の
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
用
自
動
電
撃
防
止
装
置

作
動
状
態

第
三
百
三
十
三
条
第
一
項
の
感
電
防
止
用
漏
電
し
や
断
装
置

第
三
百
三
十
三
条
の
電
動
機
械
器
具
で
、
同
条
第
二
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
接
地
を
し
た
も
の

接
地
線
の
切
断
、
接
地
極
の
浮
上
が
り
等
の
異
常
の
有
無

第
三
百
三
十
七
条
の
移
動
電
線
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
接
続
器
具

被
覆
又
は
外
装
の
損
傷
の
有
無

第
三
百
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
検
電
器
具

検
電
性
能

第
三
百
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
短
絡
接
地
器
具

取
付
金
具
及
び
接
地
導
線
の
損
傷
の
有
無

第
三
百
四
十
一
条
か
ら
第
三
百
四
十
三
条
ま
で
の
絶
縁
用
保
護
具

ひ
び
、
割
れ
、
破
れ
そ
の
他
の
損
傷
の
有
無
及
び
乾
燥
状
態

第
三
百
四
十
一
条
及
び
第
三
百
四
十
二
条
の
絶
縁
用
防
具

第
三
百
四
十
一
条
及
び
第
三
百
四
十
三
条
か
ら
第
三
百
四
十
五
条
ま
で
の
活
線
作
業
用
装
置

第
三
百
四
十
一
条
、
第
三
百
四
十
三
条
及
び
第
三
百
四
十
四
条
の
活
線
作
業
用
器
具

第
三
百
四
十
六
条
及
び
第
三
百
四
十
七
条
の
絶
縁
用
保
護
具
及
び
活
線
作
業
用
器
具
並
び
に
第
三
百
四
十
七
条
の
絶
縁
用
防
具

第
三
百
四
十
九
条
第
三
号
及
び
第
五
百
七
十
条
第
一
項
第
六
号
の
絶
縁
用
防
護
具

（
電
気
機
械
器
具
の
囲
い
等
の
点
検
等
）

第
三
百
五
十
三
条
　
事
業
者
は
、
第
三
百
二
十
九
条
の
囲
い
及
び
絶
縁

お
お覆

い
に
つ
い
て
、
毎
月
一
回
以
上
、
そ
の
損
傷
の
有
無
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
節
　
雑
則

（
適
用
除
外
）

第
三
百
五
十
四
条
　
こ
の
章
の
規
定
は
、
電
気
機
械
器
具
、
配
線
又
は
移
動
電
線
で
、
対
地
電
圧
が
五
十
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
章
　
掘
削
作
業
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止

第
一
節
　
明
り
掘
削
の
作
業

第
一
款
　
掘
削
の
時
期
及
び
順
序
等

（
作
業
箇
所
等
の
調
査
）

第
三
百
五
十
五
条
　
事
業
者
は
、
地
山
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
地
山
の
崩
壊
、
埋
設
物
等
の
損
壊
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
の
地
山
に

つ
い
て
次
の
事
項
を
ボ
ー
リ
ン
グ
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ
り
調
査
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
掘
削
の
時
期
及
び
順
序
を
定
め
て
、
当
該
定
め
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
形
状
、
地
質
及
び
地
層
の
状
態

二
　
き
裂
、
含
水
、

ゆ
う湧

水
及
び
凍
結
の
有
無
及
び
状
態

三
　
埋
設
物
等
の
有
無
及
び
状
態

四
　
高
温
の
ガ
ス
及
び
蒸
気
の
有
無
及
び
状
態

（
掘
削
面
の
こ
う
配
の
基
準
）

第
三
百
五
十
六
条
　
事
業
者
は
、
手
掘
り
（
パ
ワ
ー
・
シ
ヨ
ベ
ル
、
ト
ラ
ク
タ
ー
・
シ
ヨ
ベ
ル
等
の
掘
削
機
械
を
用
い
な
い
で
行
な
う
掘
削
の
方
法
を
い
う
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
地
山
（
崩
壊
又
は
岩
石
の
落
下
の
原

因
と
な
る
き
裂
が
な
い
岩
盤
か
ら
な
る
地
山
、
砂
か
ら
な
る
地
山
及
び
発
破
等
に
よ
り
崩
壊
し
や
す
い
状
態
に
な
つ
て
い
る
地
山
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
掘
削
面
（
掘
削
面
に

奥
行
き
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
水
平
な
段
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
段
に
よ
り
区
切
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
掘
削
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
こ
う
配
を
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
山
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
掘
削
面
の

高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
山
の
種
類

掘
削
面
の
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

掘
削
面
の
こ
う
配
（
単
位
　
度
）

岩
盤
又
は
堅
い
粘
土
か
ら
な
る
地
山

五
未
満

九
十
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五
以
上

七
十
五

そ
の
他
の
地
山

二
未
満

九
十

二
以
上
五
未
満

七
十
五

五
以
上

六
十

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
掘
削
面
に
傾
斜
の
異
な
る
部
分
が
あ
る
た
め
、
そ
の
こ
う
配
が
算
定
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
掘
削
面
に
つ
い
て
、
同
項
の
基
準
に
従
い
、
そ
れ
よ
り
も
崩
壊
の
危
険
が
大
き
く
な
い
よ
う
に
当
該
各
部

分
の
傾
斜
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
五
十
七
条
　
事
業
者
は
、
手
掘
り
に
よ
り
砂
か
ら
な
る
地
山
又
は
発
破
等
に
よ
り
崩
壊
し
や
す
い
状
態
に
な
つ
て
い
る
地
山
の
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
砂
か
ら
な
る
地
山
に
あ
つ
て
は
、
掘
削
面
の
こ
う
配
を
三
十
五
度
以
下
と
し
、
又
は
掘
削
面
の
高
さ
を
五
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
。

二
　
発
破
等
に
よ
り
崩
壊
し
や
す
い
状
態
に
な
つ
て
い
る
地
山
に
あ
つ
て
は
、
掘
削
面
の
こ
う
配
を
四
十
五
度
以
下
と
し
、
又
は
掘
削
面
の
高
さ
を
二
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
地
山
の
掘
削
面
に
傾
斜
の
異
な
る
部
分
が
あ
る
た
め
、
そ
の
こ
う
配
が
算
定
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

（
点
検
）

第
三
百
五
十
八
条
　
事
業
者
は
、
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
点
検
者
を
指
名
し
て
、
作
業
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
の
地
山
に
つ
い
て
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
、
大
雨
の
後
及
び
中
震
以
上
の
地
震
の
後
、
浮
石
及
び
き
裂
の
有
無
及
び
状
態
並
び
に
含
水
、

ゆ
う湧

水
及
び
凍
結
の
状
態
の

変
化
を
点
検
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
点
検
者
を
指
名
し
て
、
発
破
を
行
な
つ
た
後
、
当
該
発
破
を
行
な
つ
た
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
の
浮
石
及
び
き
裂
の
有
無
及
び
状
態
を
点
検
さ
せ
る
こ
と
。

（
地
山
の
掘
削
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
三
百
五
十
九
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
九
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
地
山
の
掘
削
及
び
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
地
山
の
掘
削
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
山
の
掘
削
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
三
百
六
十
条
　
事
業
者
は
、
地
山
の
掘
削
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
三
百
六
十
一
条
　
事
業
者
は
、
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
土
止
め
支
保
工
を
設
け
、
防
護
網
を
張
り
、

労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
埋
設
物
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
三
百
六
十
二
条
　
事
業
者
は
、
埋
設
物
等
又
は
れ
ん
が
壁
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ツ
ク

へ
い塀

、
擁
壁
等
の
建
設
物
に
近
接
す
る
箇
所
で
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
損
壊
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
補
強
し
、
移
設
す
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
明
り
掘
削
の
作
業
に
よ
り
露
出
し
た
ガ
ス
導
管
の
損
壊
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
の
前
項
の
措
置
は
、
つ
り
防
護
、
受
け
防
護
等
に
よ
る
当
該
ガ
ス
導
管
に
つ
い
て
の
防
護
を
行
な
い
、
又
は
当
該
ガ

ス
導
管
を
移
設
す
る
等
の
措
置
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
項
の
ガ
ス
導
管
の
防
護
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
指
名
し
て
、
そ
の
者
の
直
接
の
指
揮
の
も
と
に
当
該
作
業
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
掘
削
機
械
等
の
使
用
禁
止
）

第
三
百
六
十
三
条
　
事
業
者
は
、
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
掘
削
機
械
、
積
込
機
械
及
び
運
搬
機
械
の
使
用
に
よ
る
ガ
ス
導
管
、
地
中
電
線
路
そ
の
他
地
下
に
存
す
る
工
作
物
の
損
壊
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
機
械
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
運
搬
機
械
等
の
運
行
の
経
路
等
）

第
三
百
六
十
四
条
　
事
業
者
は
、
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
運
搬
機
械
、
掘
削
機
械
及
び
積
込
機
械
（
車
両
系
建
設
機
械
及
び
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
搬
機
械
等
」

と
い
う
。
）
の
運
行
の
経
路
並
び
に
こ
れ
ら
の
機
械
の
土
石
の
積
卸
し
場
所
へ
の
出
入
の
方
法
を
定
め
て
、
こ
れ
を
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
誘
導
者
の
配
置
）

第
三
百
六
十
五
条
　
事
業
者
は
、
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
運
搬
機
械
等
が
、
労
働
者
の
作
業
箇
所
に
後
進
し
て
接
近
す
る
と
き
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
こ
れ

ら
の
機
械
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
搬
機
械
等
の
運
転
者
は
、
同
項
の
誘
導
者
が
行
な
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
三
百
六
十
六
条
　
事
業
者
は
、
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
照
度
の
保
持
）

第
三
百
六
十
七
条
　
事
業
者
は
、
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
業
を
安
全
に
行
な
う
た
め
必
要
な
照
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
款
　
土
止
め
支
保
工

（
材
料
）

第
三
百
六
十
八
条
　
事
業
者
は
、
土
止
め
支
保
工
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
構
造
）

第
三
百
六
十
九
条
　
事
業
者
は
、
土
止
め
支
保
工
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
止
め
支
保
工
を
設
け
る
箇
所
の
地
山
に
係
る
形
状
、
地
質
、
地
層
、
き
裂
、
含
水
、

ゆ
う湧

水
、
凍
結
及
び
埋
設
物
等
の
状
態
に
応
じ
た
堅
固
な
も
の
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
組
立
図
）

第
三
百
七
十
条
　
事
業
者
は
、
土
止
め
支
保
工
を
組
み
立
て
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
組
立
図
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該
組
立
図
に
よ
り
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
組
立
図
は
、
矢
板
、
く
い
、
背
板
、
腹
お
こ
し
、
切
り
ば
り
等
の
部
材
の
配
置
、
寸
法
及
び
材
質
並
び
に
取
付
け
の
時
期
及
び
順
序
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
部
材
の
取
付
け
等
）

第
三
百
七
十
一
条
　
事
業
者
は
、
土
止
め
支
保
工
の
部
材
の
取
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
切
り
ば
り
及
び
腹
お
こ
し
は
、
脱
落
を
防
止
す
る
た
め
、
矢
板
、
く
い
等
に
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

二
　
圧
縮
材
（
火
打
ち
を
除
く
。
）
の
継
手
は
、
突
合
せ
継
手
と
す
る
こ
と
。

三
　
切
り
ば
り
又
は
火
打
ち
の
接
続
部
及
び
切
り
ば
り
と
切
り
ば
り
と
の
交
さ
部
は
、
当
て
板
を
あ
て
て
ボ
ル
ト
に
よ
り
緊
結
し
、
溶
接
に
よ
り
接
合
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
堅
固
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
　
中
間
支
持
柱
を
備
え
た
土
止
め
支
保
工
に
あ
つ
て
は
、
切
り
ば
り
を
当
該
中
間
支
持
柱
に
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

五
　
切
り
ば
り
を
建
築
物
の
柱
等
部
材
以
外
の
物
に
よ
り
支
持
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
支
持
物
は
、
こ
れ
に
か
か
る
荷
重
に
耐
え
う
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
切
り
ば
り
等
の
作
業
）

第
三
百
七
十
二
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
号
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
作
業
を
行
な
う
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
材
料
、
器
具
又
は
工
具
を
上
げ
、
又
は
お
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ
り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

（
点
検
）

第
三
百
七
十
三
条
　
事
業
者
は
、
土
止
め
支
保
工
を
設
け
た
と
き
は
、
そ
の
後
七
日
を
こ
え
な
い
期
間
ご
と
、
中
震
以
上
の
地
震
の
後
及
び
大
雨
等
に
よ
り
地
山
が
急
激
に
軟
弱
化
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
態
が
生
じ
た
後
に
、
次
の
事

項
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
強
し
、
又
は
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
部
材
の
損
傷
、
変
形
、
腐
食
、
変
位
及
び
脱
落
の
有
無
及
び
状
態

二
　
切
り
ば
り
の
緊
圧
の
度
合

三
　
部
材
の
接
続
部
、
取
付
け
部
及
び
交
さ
部
の
状
態

（
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
三
百
七
十
四
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
地
山
の
掘
削
及
び
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
三
百
七
十
五
条
　
事
業
者
は
、
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
材
料
の
欠
点
の
有
無
並
び
に
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

第
三
款
　
潜

か
ん函

内
作
業
等

（
沈
下
関
係
図
等
）

第
三
百
七
十
六
条
　
事
業
者
は
、
潜

か
ん函

又
は
井
筒
の
内
部
で
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
潜

か
ん函

又
は
井
筒
の
急
激
な
沈
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
沈
下
関
係
図
に
基
づ
き
、
掘
削
の
方
法
、
載
荷
の
量
等
を
定
め
る
こ
と
。

二
　
刃
口
か
ら
天
井
又
は
は
り
ま
で
の
高
さ
は
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
潜

か
ん函

等
の
内
部
に
お
け
る
作
業
）

第
三
百
七
十
七
条
　
事
業
者
は
、
潜

か
ん函

、
井
筒
、
た
て
坑
、
井
戸
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
建
設
物
又
は
設
備
（
以
下
「
潜

か
ん函

等
」
と
い
う
。
）
の
内
部
で
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
酸
素
が
過
剰
に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
酸
素
の
濃
度
を
測
定
す
る
者
を
指
名
し
て
測
定
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

二
　
労
働
者
が
安
全
に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

三
　
掘
下
げ
の
深
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
う
箇
所
と
外
部
と
の
連
絡
の
た
め
の
電
話
、
電
鈴
等
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
の
測
定
の
結
果
等
に
よ
り
酸
素
の
過
剰
を
認
め
た
と
き
、
又
は
掘
下
げ
の
深
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
と
き
は
、
送
気
の
た
め
の
設
備
を
設
け
、
こ
れ
に
よ
り
必
要
な
量

の
空
気
を
送
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
の
禁
止
）

第
三
百
七
十
八
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
潜

か
ん函

等
の
内
部
で
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。
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一
　
前
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
同
条
第
二
項
の
設
備
が
故
障
し
て
い
る
と
き
。

二
　
潜

か
ん函

等
の
内
部
へ
多
量
の
水
が
浸
入
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
。

第
二
節
　
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
等

第
一
款
　
調
査
等

（
調
査
及
び
記
録
）

第
三
百
七
十
九
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
掘
削
に
係
る
地
山
の
形
状
、
地
質
及
び
地
層
の
状
態
を
ボ

ー
リ
ン
グ
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ
り
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
工
計
画
）

第
三
百
八
十
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
施
工
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
施
工
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
施
工
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
掘
削
の
方
法

二
　
ず
い
道
支
保
工
の
施
工
、
覆
工
の
施
工
、

ゆ
う湧

水
若
し
く
は
可
燃
性
ガ
ス
の
処
理
、
換
気
又
は
照
明
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
方
法

（
観
察
及
び
記
録
）

第
三
百
八
十
一
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
毎
日
、
掘
削
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
の
地
山
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
観
察
し
、

そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
地
質
及
び
地
層
の
状
態

二
　
含
水
及
び

ゆ
う湧

水
の
有
無
及
び
状
態

三
　
可
燃
性
ガ
ス
の
有
無
及
び
状
態

四
　
高
温
の
ガ
ス
及
び
蒸
気
の
有
無
及
び
状
態

２
　
前
項
第
三
号
の
事
項
に
係
る
観
察
は
、
掘
削
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
の
地
山
を
機
械
で
覆
う
方
法
に
よ
る
掘
削
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
測
定
機
器
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
検
）

第
三
百
八
十
二
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
（
ず
い
道
等
の
掘
削
の
作
業
又
は
こ
れ
に
伴
う
ず
り
、
資
材
等
の
運
搬
、
覆
工
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
等
の
作
業
（
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
又
は
当
該
ず
い
道
等
に
近
接

す
る
場
合
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
な
う
と
き
は
、
落
盤
又
は

は
だ肌

落
ち
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
点
検
者
を
指
名
し
て
、
ず
い
道
等
の
内
部
の
地
山
に
つ
い
て
、
毎
日
及
び
中
震
以
上
の
地
震
の
後
、
浮
石
及
び
き
裂
の
有
無
及
び
状
態
並
び
に
含
水
及
び

ゆ
う湧

水
の
状
態
の
変
化
を
点
検
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
点
検
者
を
指
名
し
て
、
発
破
を
行
な
つ
た
後
、
当
該
発
破
を
行
な
つ
た
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
の
浮
石
及
び
き
裂
の
有
無
及
び
状
態
を
点
検
さ
せ
る
こ
と
。

（
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
の
測
定
等
）

第
三
百
八
十
二
条
の
二
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
可
燃
性
ガ
ス
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
を
測
定
す
る
者
を
指
名
し
、

そ
の
者
に
、
毎
日
作
業
を
開
始
す
る
前
、
中
震
以
上
の
地
震
の
後
及
び
当
該
可
燃
性
ガ
ス
に
関
し
異
常
を
認
め
た
と
き
に
、
当
該
可
燃
性
ガ
ス
が
発
生
し
、
又
は
停
滞
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
に
つ
い
て
、
当
該
可
燃
性
ガ
ス
の
濃

度
を
測
定
さ
せ
、
そ
の
結
果
を
記
録
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
警
報
装
置
の
設
置
等
）

第
三
百
八
十
二
条
の
三
　
事
業
者
は
、
前
条
の
測
定
の
結
果
、
可
燃
性
ガ
ス
が
存
在
し
て
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
必
要
な
場
所
に
、
当
該
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
の
異
常
な
上
昇
を
早
期
に
は
握
す
る
た
め
に

必
要
な
自
動
警
報
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
警
報
装
置
は
、
そ
の
検
知
部
の
周
辺
に
お
い
て
作
業
を
行
つ
て
い
る
労
働
者
に
当
該
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
の
異
常
な
上
昇
を
速
や
か
に
知
ら

せ
る
こ
と
の
で
き
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
自
動
警
報
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
計
器
の
異
常
の
有
無

二
　
検
知
部
の
異
常
の
有
無

三
　
警
報
装
置
の
作
動
の
状
態

（
施
工
計
画
の
変
更
）

第
三
百
八
十
三
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
三
百
八
十
条
第
一
項
の
施
工
計
画
が
第
三
百
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
観
察
、
第
三
百
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
点
検
、
第
三
百
八
十

二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
測
定
等
に
よ
り
知
り
得
た
地
山
の
状
態
に
適
応
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
施
工
計
画
を
当
該
地
山
の
状
態
に
適
応
す
る
よ
う
変
更
し
、
か
つ
、
変
更
し
た
施
工
計
画
に
よ
つ
て
作
業
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
三
百
八
十
三
条
の
二
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
号
の
二
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
三
百
八
十
三
条
の
三
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
労
働
者
の
配
置
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。
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二
　
換
気
等
の
方
法
を
決
定
し
、
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
呼
吸
用
保
護
具
を
選
択
す
る
こ
と
。

三
　
器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
、
保
護
帽
及
び
呼
吸
用
保
護
具
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

四
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
、
保
護
帽
及
び
呼
吸
用
保
護
具
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
三
百
八
十
三
条
の
四
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
号
の
三
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
三
百
八
十
三
条
の
五
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
労
働
者
の
配
置
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

第
一
款
の
二
　
落
盤
、
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止

（
落
盤
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
三
百
八
十
四
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
落
盤
又
は

は
だ肌

落
ち
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
ず
い
道
支
保
工
を
設
け
、
ロ
ツ
ク
ボ
ル
ト
を
施
し
、
浮
石
を
落

す
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
入
口
附
近
の
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
三
百
八
十
五
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
ず
い
道
等
の
出
入
口
附
近
の
地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
土
止
め
支
保
工
を
設

け
、
防
護
網
を
張
り
、
浮
石
を
落
す
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
三
百
八
十
六
条
　
事
業
者
は
、
次
の
箇
所
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
浮
石
落
し
が
行
な
わ
れ
て
い
る
箇
所
又
は
当
該
箇
所
の
下
方
で
、
浮
石
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

二
　
ず
い
道
支
保
工
の
補
強
作
業
又
は
補
修
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
箇
所
で
、
落
盤
又
は

は
だ肌

落
ち
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

（
視
界
の
保
持
）

第
三
百
八
十
七
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
け
る
視
界
が
排
気
ガ
ス
、
粉
じ
ん
等
に
よ
り
著
し
く
制
限
さ
れ
る
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
換
気
を
行
な
い
、
水
を
ま
く

等
当
該
作
業
を
安
全
に
行
な
う
た
め
必
要
な
視
界
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
三
百
八
十
八
条
　
第
三
百
六
十
四
条
か
ら
第
三
百
六
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
一
款
の
三
　
爆
発
、
火
災
等
の
防
止

（
発
火
具
の
携
帯
禁
止
等
）

第
三
百
八
十
九
条
　
事
業
者
は
、
第
三
百
八
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
可
燃
性
ガ
ス
が
存
在
す
る
と
き
は
、
作
業
の
性
質
上
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
火
気
又
は
マ
ッ
チ
、
ラ
イ
タ
ー
そ
の
他
発
火
の
お
そ
れ
の

あ
る
物
を
ず
い
道
等
の
内
部
に
持
ち
込
む
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
ず
い
道
等
の
出
入
口
付
近
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
警
報
装
置
が
作
動
し
た
場
合
の
措
置
）

第
三
百
八
十
九
条
の
二
　
事
業
者
は
、
第
三
百
八
十
二
条
の
三
の
自
動
警
報
装
置
が
作
動
し
た
場
合
に
関
係
労
働
者
が
可
燃
性
ガ
ス
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
、
こ
れ
を
当
該
労

働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ガ
ス
抜
き
等
の
措
置
）

第
三
百
八
十
九
条
の
二
の
二
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
可
燃
性
ガ
ス
が
突
出
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
可
燃
性
ガ
ス
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ

る
ガ
ス
抜
き
そ
の
他
可
燃
性
ガ
ス
の
突
出
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ガ
ス
溶
接
等
の
作
業
を
行
う
場
合
の
火
災
防
止
措
置
）

第
三
百
八
十
九
条
の
三
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
で
、
可
燃
性
ガ
ス
及
び
酸
素
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
火
災
を
防
止
す
る

た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
付
近
に
あ
る
ぼ
ろ
、
木
く
ず
、
紙
く
ず
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
を
除
去
し
、
又
は
当
該
可
燃
性
の
物
に
不
燃
性
の
物
に
よ
る
覆
い
を
し
、
若
し
く
は
当
該
作
業
に
伴
う
火
花
等
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
の
隔
壁
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
第
二
百
五
十
七
条
の
指
揮
者
に
、
同
条
各
号
の
事
項
の
ほ
か
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
消
火
設
備
の
設
置
場
所
及
び
そ
の
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

ロ
　
作
業
の
状
況
を
監
視
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

ハ
　
作
業
終
了
後
火
花
等
に
よ
る
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

（
防
火
担
当
者
）

第
三
百
八
十
九
条
の
四
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
の
火
気
又
は
ア
ー
ク
を
使
用
す
る
場
所
（
前
条
の
作
業
を
行
う
場
所
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
防
火
担
当
者
を
指
名
し
、
そ
の

者
に
、
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
火
気
又
は
ア
ー
ク
の
使
用
の
状
況
を
監
視
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

二
　
残
火
の
始
末
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
。

（
消
火
設
備
）

第
三
百
八
十
九
条
の
五
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
の
火
気
若
し
く
は
ア
ー
ク
を
使
用
す
る
場
所
又
は
配
電
盤
、
変
圧
器
若
し
く
は
し
や
断
器
を
設
置
す
る
場
所
に
は
、
適
当
な

箇
所
に
、
予
想
さ
れ
る
火
災
の
性
状
に
適
応
す
る
消
火
設
備
を
設
け
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場
所
及
び
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
た
て
坑
の
建
設
の
作
業
）

第
三
百
八
十
九
条
の
六
　
前
三
条
の
規
定
は
、
た
て
坑
の
建
設
の
作
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
一
款
の
四
　
退
避
等

（
退
避
）

第
三
百
八
十
九
条
の
七
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
落
盤
、
出
水
等
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
八
十
九
条
の
八
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
け
る
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
労
働
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
、
及
び
火
気
そ
の
他
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
使
用
を
停
止
し
、
か
つ
、
通
風
、
換
気
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
け
る
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
関
係
者
以
外
の
者

が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
警
報
設
備
等
）

第
三
百
八
十
九
条
の
九
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
、
火
災
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
関
係
労
働
者
に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
設
備
等
を
設
け
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場
所
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
出
入
口
か
ら
切
羽
ま
で
の
距
離
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
切
羽
ま
で
の
距
離
」
と
い
う
。
）
が
百
メ
ー
ト
ル
に
達
し
た
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
サ
イ
レ
ン
、
非
常
ベ
ル
等
の
警
報
用
の
設
備
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
警
報
設
備
」
と
い
う
。
）

二
　
切
羽
ま
で
の
距
離
が
五
百
メ
ー
ト
ル
に
達
し
た
と
き
　
警
報
設
備
及
び
電
話
機
等
の
通
話
装
置
（
坑
外
と
坑
内
の
間
に
お
い
て
通
話
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
話
装
置
」
と
い
う
。
）

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
警
報
設
備
及
び
通
話
装
置
に
つ
い
て
は
、
常
時
、
有
効
に
作
動
す
る
よ
う
に
保
持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
警
報
設
備
及
び
通
話
装
置
に
使
用
す
る
電
源
に
つ
い
て
は
、
当
該
電
源
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
直
ち
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
予
備
電
源
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
避
難
用
器
具
）

第
三
百
八
十
九
条
の
十
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
、
火
災
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
労
働
者
を
避
難
さ
せ
る
た
め
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
避
難
用

器
具
を
適
当
な
箇
所
に
備
え
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
備
付
け
場
所
及
び
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
可
燃
性
ガ
ス
が
存
在
し
て
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
ず
い
道
等
以
外
の
ず
い
道
等
に
あ
つ
て
は
、
切
羽
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
に
達
し
た
と
き
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
懐
中
電
灯
等
の
携
帯

用
照
明
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
携
帯
用
照
明
器
具
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
避
難
に
必
要
な
器
具

二
　
可
燃
性
ガ
ス
が
存
在
し
て
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
ず
い
道
等
に
あ
つ
て
は
、
切
羽
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
に
達
し
た
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
一
酸
化
炭
素
用
自
己
救
命
器
等
の
呼
吸
用

保
護
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
呼
吸
用
保
護
具
」
と
い
う
。
）
、
携
帯
用
照
明
器
具
そ
の
他
避
難
に
必
要
な
器
具

三
　
切
羽
ま
で
の
距
離
が
五
百
メ
ー
ト
ル
に
達
し
た
と
き
　
呼
吸
用
保
護
具
、
携
帯
用
照
明
器
具
そ
の
他
避
難
に
必
要
な
器
具

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
呼
吸
用
保
護
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
（
出
入
口
付
近
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
か
つ
清
潔
に
保
持
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
携
帯
用
照
明
器
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
就
業
す
る
労

働
者
が
集
団
で
避
難
す
る
た
め
に
必
要
な
照
明
を
確
保
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
避
難
等
の
訓
練
）

第
三
百
八
十
九
条
の
十
一
　
事
業
者
は
、
切
羽
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
（
可
燃
性
ガ
ス
が
存
在
し
て
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
ず
い
道
等
以
外
の
ず
い
道
等
に
あ
つ
て
は
、
五
百
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
な
る
ず
い
道

等
に
係
る
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
、
火
災
等
が
生
じ
た
と
き
に
備
え
る
た
め
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
当
該
ず
い
道
等
の
切
羽
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
ま
で
の
期
間
内

に
一
回
、
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
避
難
及
び
消
火
の
訓
練
（
以
下
「
避
難
等
の
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
避
難
等
の
訓
練
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
実
施
年
月
日

二
　
訓
練
を
受
け
た
者
の
氏
名

三
　
訓
練
の
内
容

第
二
款
　
ず
い
道
支
保
工

（
材
料
）

第
三
百
九
十
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
支
保
工
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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２
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
支
保
工
に
使
用
す
る
木
材
に
つ
い
て
は
、
あ
か
ま
つ
、
く
ろ
ま
つ
そ
の
他
じ
ん
性
に
富
み
、
か
つ
、
強
度
上
の
著
し
い
欠
点
と
な
る
割
れ
、
虫
食
い
、
節
、
繊
維
の
傾
斜
等
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
ず
い
道
支
保
工
の
構
造
）

第
三
百
九
十
一
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
支
保
工
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
当
該
ず
い
道
支
保
工
を
設
け
る
箇
所
の
地
山
に
係
る
地
質
、
地
層
、
含
水
、

ゆ
う湧

水
、
き
裂
及
び
浮
石
の
状
態
並
び
に
掘
削
の
方
法
に
応
じ
た
堅
固
な
も
の
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
図
）

第
三
百
九
十
二
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
支
保
工
を
組
み
立
て
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
標
準
図
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該
標
準
図
に
よ
り
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
標
準
図
は
、
ず
い
道
支
保
工
の
部
材
の
配
置
、
寸
法
及
び
材
質
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
組
立
て
又
は
変
更
）

第
三
百
九
十
三
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
支
保
工
を
組
み
立
て
、
又
は
変
更
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
主
材
を
構
成
す
る
一
組
の
部
材
は
、
同
一
平
面
内
に
配
置
す
る
こ
と
。

二
　
木
製
の
ず
い
道
支
保
工
に
あ
つ
て
は
、
当
該
ず
い
道
支
保
工
の
各
部
材
の
緊
圧
の
度
合
が
均
等
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
ず
い
道
支
保
工
の
危
険
の
防
止
）

第
三
百
九
十
四
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
脚
部
に
は
、
そ
の
沈
下
を
防
止
す
る
た
め
、
皿
板
を
用
い
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
鋼
ア
ー
チ
支
保
工
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
建
込
み
間
隔
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
主
材
が
ア
ー
チ
作
用
を
十
分
に
行
な
う
よ
う
に
す
る
た
め
、
く
さ
び
を
打
ち
込
む
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ
　
つ
な
ぎ
ボ
ル
ト
及
び
つ
な
ぎ
ば
り
、
筋
か
い
等
を
用
い
て
主
材
相
互
を
強
固
に
連
結
す
る
こ
と
。

ニ
　
ず
い
道
等
の
出
入
口
の
部
分
に
は
、
や
ら
ず
を
設
け
る
こ
と
。

ホ
　
鋼
ア
ー
チ
支
保
工
の
ず
い
道
等
の
縦
方
向
の
長
さ
が
短
い
場
合
そ
の
他
当
該
鋼
ア
ー
チ
支
保
工
に
ず
い
道
等
の
縦
方
向
の
荷
重
が
か
か
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
転
倒
又
は
ね
じ
れ
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
ず
い
道
等

の
出
入
口
の
部
分
以
外
の
部
分
に
も
や
ら
ず
を
設
け
る
等
そ
の
転
倒
又
は
ね
じ
れ
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ヘ
　

は
だ肌

落
ち
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
矢
板
、
矢
木
、
ラ
イ
ナ
ー
プ
レ
ー
ト
等
を
設
け
る
こ
と
。

三
　
木
製
支
柱
式
支
保
工
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
大
引
き
は
、
変
位
を
防
止
す
る
た
め
、
鼻
ば
り
等
に
よ
り
地
山
に
固
定
す
る
こ
と
。

ロ
　
両
端
に
は
や
ら
ず
を
設
け
る
こ
と
。

ハ
　
木
製
支
柱
式
支
保
工
に
ず
い
道
等
の
縦
方
向
の
荷
重
が
か
か
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
転
倒
又
は
ね
じ
れ
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
両
端
以
外
の
部
分
に
も
や
ら
ず
を
設
け
る
等
そ
の
転
倒
又
は
ね
じ
れ
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ニ
　
部
材
の
接
続
部
は
な
じ
み
よ
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
か
す
が
い
等
に
よ
り
固
定
す
る
こ
と
。

ホ
　
こ
ろ
が
し
は
、
に
な
い
内
ば
り
又
は
け
た
つ
な
ぎ
ば
り
を
含
む
鉛
直
面
内
に
配
置
し
な
い
こ
と
。

ヘ
　
に
な
い
内
ば
り
及
び
け
た
つ
な
ぎ
ば
り
が
、
ア
ー
チ
作
用
を
十
分
に
行
な
う
状
態
に
す
る
こ
と
。

四
　
鋼
ア
ー
チ
支
保
工
及
び
木
製
支
柱
式
支
保
工
以
外
の
ず
い
道
支
保
工
に
あ
つ
て
は
、
ず
い
道
等
の
出
入
口
の
部
分
に
は
、
や
ら
ず
を
設
け
る
こ
と
。

（
部
材
の
取
り
は
ず
し
）

第
三
百
九
十
五
条
　
事
業
者
は
、
荷
重
が
か
か
つ
て
い
る
ず
い
道
支
保
工
の
部
材
を
取
り
は
ず
す
と
き
は
、
当
該
部
材
に
か
か
つ
て
い
る
荷
重
を
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
等
に
移
す
措
置
を
講
じ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
部
材
を
取
り

は
ず
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
点
検
）

第
三
百
九
十
六
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
支
保
工
を
設
け
た
と
き
は
、
毎
日
及
び
中
震
以
上
の
地
震
の
後
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
強
し
、
又
は
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
部
材
の
損
傷
、
変
形
、
腐
食
、
変
位
及
び
脱
落
の
有
無
及
び
状
態

二
　
部
材
の
緊
圧
の
度
合

三
　
部
材
の
接
続
部
及
び
交
さ
部
の
状
態

四
　
脚
部
の
沈
下
の
有
無
及
び
状
態

第
三
款
　
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工

（
材
料
）

第
三
百
九
十
七
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
構
造
）

第
三
百
九
十
八
条
　
事
業
者
は
、
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
当
該
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
に
か
か
る
荷
重
、
型
わ
く
の
形
状
等
に
応
じ
た
堅
固
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
節
　
採
石
作
業

第
一
款
　
調
査
、
採
石
作
業
計
画
等

（
調
査
及
び
記
録
）

第
三
百
九
十
九
条
　
事
業
者
は
、
採
石
作
業
（
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
掘
削
の
作
業
、
採
石
場
に
お
い
て
行
な
う
岩
石
の
小
割
、
加
工
及
び
運
搬
の
作
業
そ
の
他
こ
れ
ら
の
作
業
に
伴
う
作
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
な
う
と
き

は
、
地
山
の
崩
壊
、
掘
削
機
械
の
転
落
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
採
石
作
業
に
係
る
地
山
の
形
状
、
地
質
及
び
地
層
の
状
態
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
採
石
作
業
計
画
）

第
四
百
条
　
事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
採
石
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
採
石
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
採
石
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
露
天
掘
り
又
は
坑
内
掘
り
の
別
及
び
露
天
掘
り
に
あ
つ
て
は
、
階
段
採
掘
法
、
傾
斜
面
掘
削
法
又
は
グ
ロ
ー
リ
ホ
ー
ル
法
の
別

二
　
掘
削
面
の
高
さ
及
び
こ
う
配

三
　
掘
削
面
の
段
の
位
置
及
び
奥
行
き

四
　
坑
内
に
お
け
る
落
盤
、

は
だ肌

落
ち
及
び
側
壁
の
崩
壊
防
止
の
方
法

五
　
発
破
の
方
法

六
　
岩
石
の
小
割
の
方
法

七
　
岩
石
の
加
工
の
場
所

八
　
土
砂
又
は
岩
石
の
積
込
み
及
び
運
搬
の
方
法
並
び
に
運
搬
の
経
路

九
　
使
用
す
る
掘
削
機
械
、
小
割
機
械
、
積
込
機
械
又
は
運
搬
機
械
の
種
類
及
び
能
力

十
　
表
土
又
は

ゆ
う湧

水
の
処
理
の
方
法

（
点
検
）

第
四
百
一
条
　
事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
点
検
者
を
指
名
し
て
、
作
業
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
の
地
山
に
つ
い
て
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
、
大
雨
の
後
及
び
中
震
以
上
の
地
震
の
後
、
浮
石
及
び
き
裂
の
有
無
及
び
状
態
並
び
に
含
水
、

ゆ
う湧

水
及
び
凍
結
の
状
態
の

変
化
を
点
検
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
点
検
者
を
指
名
し
て
、
発
破
を
行
な
つ
た
後
、
当
該
発
破
を
行
な
つ
た
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
の
浮
石
及
び
き
裂
の
有
無
及
び
状
態
を
点
検
さ
せ
る
こ
と
。

（
採
石
作
業
計
画
の
変
更
）

第
四
百
二
条
　
事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
第
四
百
条
第
一
項
の
採
石
作
業
計
画
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
点
検
等
に
よ
り
知
り
得
た
地
山
の
状
態
に
適
応
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
採
石
作
業

計
画
を
当
該
地
山
の
状
態
に
適
応
す
る
よ
う
変
更
し
、
か
つ
、
変
更
し
た
採
石
作
業
計
画
に
よ
つ
て
作
業
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
四
百
三
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
一
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
四
百
四
条
　
事
業
者
は
、
採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
材
料
の
欠
点
の
有
無
並
び
に
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

四
　
退
避
の
方
法
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
指
示
す
る
こ
と
。

（
隣
接
採
石
場
と
の
連
絡
の
保
持
）

第
四
百
五
条
　
事
業
者
は
、
地
山
の
崩
壊
、
土
石
の
飛
来
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
隣
接
す
る
採
石
場
で
行
な
わ
れ
る
発
破
の
時
期
、
浮
石
落
し
の
方
法
等
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
当
該
採
石
場
と
の
間
の
連
絡
を

保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
照
度
の
保
持
）

第
四
百
六
条
　
事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
な
う
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
業
を
安
全
に
行
な
う
た
め
必
要
な
照
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止

（
掘
削
面
の
こ
う
配
の
基
準
）

第
四
百
七
条
　
事
業
者
は
、
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
掘
削
の
作
業
（
坑
内
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
な
う
と
き
は
、
掘
削
面
の
こ
う
配
を
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
山
の
種
類
及
び
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
掘
削
面
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
パ
ワ
ー
・
シ
ヨ
ベ
ル
、
ト
ラ
ク
タ
ー
・
シ
ヨ
ベ
ル
等
の
掘
削
機
械
を
用
い
て
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に

お
い
て
、
地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
り
当
該
機
械
の
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

地
山
の
種
類

掘
削
面
の
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

掘
削
面
の
こ
う
配
（
単
位
　
度
）
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一
　
崩
壊
又
は
落
下
の
原
因
と
な
る
き
裂
が
な
い
岩
盤
か
ら
な
る
地
山

二
十
未
満

九
十

二
十
以
上

七
十
五

二
　
前
号
の
岩
盤
以
外
の
岩
盤
か
ら
な
る
地
山

五
未
満

九
十

五
以
上

六
十

三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
地
山
以
外
の
地
山

二
未
満

九
十

二
以
上

四
十
五

（
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
四
百
八
条
　
事
業
者
は
、
採
石
作
業
（
坑
内
で
行
な
う
も
の
を
除
く
。
）
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
崩
壊
又
は
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
土
石
、
立
木
等
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
ら
を
取

り
除
き
、
防
護
網
を
張
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
落
盤
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
四
百
九
条
　
事
業
者
は
、
坑
内
で
採
石
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
落
盤
、

は
だ肌

落
ち
又
は
側
壁
の
崩
壊
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
支
柱
又
は
残
柱
を
設
け
、
天
井
を
ア
ー
チ
状
と
し
、
ロ
ツ
ク

ボ
ル
ト
を
施
す
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
掘
削
箇
所
附
近
で
の
作
業
禁
止
）

第
四
百
十
条
　
事
業
者
は
、
掘
削
箇
所
の
附
近
で
岩
石
の
小
割
又
は
加
工
の
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
岩
石
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
十
一
条
　
事
業
者
は
、
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
掘
削
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
箇
所
の
下
方
で
土
石
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
四
百
十
二
条
　
事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
保
護
帽
の
着
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款
　
運
搬
機
械
等
に
よ
る
危
険
の
防
止

（
運
搬
機
械
等
の
運
行
の
経
路
等
）

第
四
百
十
三
条
　
事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
の
運
行
の
経
路
並
び
に
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
の
土
石
の
積
卸
し
場
所
へ
の
出
入
の
方
法
を
定
め
て
、
こ
れ
を
関
係
労

働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
運
行
の
経
路
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
必
要
な
幅
員
を
保
持
す
る
こ
と
。

二
　
路
肩
の
崩
壊
を
防
止
す
る
こ
と
。

三
　
地
盤
の
軟
弱
化
を
防
止
す
る
こ
と
。

四
　
必
要
な
箇
所
に
標
識
又
は
さ
く
を
設
け
る
こ
と
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
運
行
の
経
路
に
つ
い
て
補
修
そ
の
他
経
路
を
有
効
に
保
持
す
る
た
め
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
監
視
人
を
配
置
し
、
又
は
作
業
中
で
あ
る
旨
の
掲
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
行
の
経
路
上
で
の
作
業
の
禁
止
）

第
四
百
十
四
条
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
運
行
の
経
路
上
で
、
岩
石
の
小
割
又
は
加
工
の
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
で
、
監
視
人
を
配
置
し
、
作
業
中
で
あ
る
旨
の
掲
示
を
す
る
等
運
搬
機

械
等
及
び
小
割
機
械
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
十
五
条
　
事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
運
転
中
の
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
誘
導
者
の
配
置
等
）

第
四
百
十
六
条
　
事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
が
労
働
者
の
作
業
箇
所
に
後
進
し
て
接
近
す
る
と
き
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当

該
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
を
運
転
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
誘
導
者
が
行
な
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章
　
荷
役
作
業
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止

第
一
節
　
貨
物
取
扱
作
業
等

第
一
款
　
積
卸
し
等

第
四
百
十
七
条
　
削
除

（
不
適
格
な
繊
維
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

第
四
百
十
八
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
繊
維
ロ
ー
プ
を
貨
車
の
荷
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ス
ト
ラ
ン
ド
が
切
断
し
て
い
る
も
の

二
　
著
し
い
損
傷
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の
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（
点
検
）

第
四
百
十
九
条
　
事
業
者
は
、
繊
維
ロ
ー
プ
を
貨
車
の
荷
掛
け
に
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
使
用
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
繊
維
ロ
ー
プ
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
指
揮
者
の
選
任
及
び
職
務
）

第
四
百
二
十
条
　
事
業
者
は
、
一
の
荷
で
そ
の
重
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
貨
車
に
積
む
作
業
（
ロ
ー
プ
掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は
貨
車
か
ら
卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外

し
の
作
業
を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序
を
決
定
し
、
作
業
を
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
当
該
作
業
を
行
う
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

四
　
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
荷
台
上
の
荷
の
落
下
の
危
険
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
当
該
作
業
の
着
手
を
指
示
す
る
こ
と
。

（
中
抜
き
の
禁
止
）

第
四
百
二
十
一
条
　
事
業
者
は
、
貨
車
か
ら
荷
を
卸
す
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
中
抜
き
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
中
抜
き
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
百
二
十
二
条
か
ら
第
四
百
二
十
五
条
ま
で
　
削
除

（
ふ
頭
等
の
荷
役
作
業
場
）

第
四
百
二
十
六
条
　
事
業
者
は
、
ふ
頭
、
岸
壁
等
の
荷
役
作
業
を
行
な
う
場
所
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
場
及
び
通
路
の
危
険
な
部
分
に
は
、
安
全
で
有
効
な
照
明
の
方
法
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
ふ
頭
又
は
岸
壁
の
線
に
沿
つ
て
、
通
路
を
設
け
る
と
き
は
、
そ
の
幅
を
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
か
つ
、
こ
の
区
域
か
ら
固
定
の
設
備
及
び
使
用
中
の
装
置
以
外
の
障
害
物
を
除
く
こ
と
。

三
　
陸
上
に
お
け
る
通
路
及
び
作
業
場
所
で
、
ぐ
う
角
、
橋
又
は
船
き
よ
の
こ
う
門
を
こ
え
る
歩
道
等
の
危
険
な
部
分
に
は
、
適
当
な
囲
い
、
さ
く
等
を
設
け
る
こ
と
。

第
二
款
　
は
い
付
け
、
は
い
く
ず
し
等

（
は
い
の
昇
降
設
備
）

第
四
百
二
十
七
条
　
事
業
者
は
、
は
い
（
倉
庫
、
上
屋
又
は
土
場
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
荷
（
小
麦
、
大
豆
、
鉱
石
等
の
ば
ら
物
の
荷
を
除
く
。
）
の
集
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
上
で
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
作
業
箇
所
の

高
さ
が
床
面
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
床
面
と
当
該
作
業
箇
所
と
の
間
を
安
全
に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
は
い
を
構
成
す
る
荷
に

よ
つ
て
安
全
に
昇
降
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
床
面
と
当
該
作
業
箇
所
と
の
間
を
昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
同
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
は
い
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
四
百
二
十
八
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
二
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
は
い
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
は
い
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
は
い
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
四
百
二
十
九
条
　
事
業
者
は
、
は
い
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
当
該
作
業
を
行
な
う
箇
所
を
通
行
す
る
労
働
者
を
安
全
に
通
行
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
者
に
必
要
な
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
。

四
　
は
い
く
ず
し
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
は
い
の
崩
壊
の
危
険
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
当
該
作
業
の
着
手
を
指
示
す
る
こ
と
。

五
　
第
四
百
二
十
七
条
第
一
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
は
い
の
間
隔
）

第
四
百
三
十
条
　
事
業
者
は
、
床
面
か
ら
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
は
い
（
容
器
が
袋
、
か
ま
す
又
は
俵
で
あ
る
荷
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
は
い
と
隣
接
の
は
い
と
の
間
隔
を
、
は
い
の
下
端
に

お
い
て
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
は
い
く
ず
し
作
業
）

第
四
百
三
十
一
条
　
事
業
者
は
、
床
面
か
ら
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
は
い
に
つ
い
て
、
は
い
く
ず
し
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
中
抜
き
を
し
な
い
こ
と
。

二
　
容
器
が
袋
、
か
ま
す
又
は
俵
で
あ
る
荷
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
は
い
に
つ
い
て
は
、
ひ
な
段
状
に
く
ず
し
、
ひ
な
段
の
各
段
（

下
段
を
除
く
。
）
の
高
さ
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
は
い
の
崩
壊
等
の
危
険
の
防
止
）

第
四
百
三
十
二
条
　
事
業
者
は
、
は
い
の
崩
壊
又
は
荷
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
は
い
に
つ
い
て
、
ロ
ー
プ
で
縛
り
、
網
を
張
り
、
く
い
止
め
を
施
し
、
は
い
替
え
を
行
な
う
等
当
該
危

険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
三
十
三
条
　
事
業
者
は
、
は
い
付
け
又
は
は
い
く
ず
し
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
箇
所
で
、
は
い
の
崩
壊
又
は
荷
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち

入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
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（
照
度
の
保
持
）

第
四
百
三
十
四
条
　
事
業
者
は
、
は
い
付
け
又
は
は
い
く
ず
し
の
作
業
を
行
な
う
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
業
を
安
全
に
行
な
う
た
め
必
要
な
照
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
四
百
三
十
五
条
　
事
業
者
は
、
は
い
の
上
に
お
け
る
作
業
（
作
業
箇
所
の
高
さ
が
床
面
か
ら
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
行
な
う
と
き
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働

者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
百
三
十
六
条
か
ら
第
四
百
四
十
八
条
ま
で
　
削
除

第
二
節
　
港
湾
荷
役
作
業

第
一
款
　
通
行
の
た
め
の
設
備
等

（
船
倉
へ
の
通
行
設
備
）

第
四
百
四
十
九
条
　
事
業
者
は
、
ば
く
露
甲
板
の
上
面
か
ら
船
倉
の
底
ま
で
の
深
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
船
倉
の
内
部
に
お
い
て
荷
の
取
扱
い
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
甲
板
と
当

該
船
倉
と
の
間
を
安
全
に
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全
に
通
行
す
る
た
め
の
設
備
が
船
舶
に
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
ば
く
露
甲
板
と
船
倉
と
の
間
を
通
行
す
る
と
き
は
、
同
項
の
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
船
内
荷
役
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
四
百
五
十
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
三
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
船
内
荷
役
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
船
内
荷
役
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
船
内
荷
役
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
四
百
五
十
一
条
　
事
業
者
は
、
船
内
荷
役
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
通
行
設
備
、
荷
役
機
械
、
保
護
具
並
び
に
器
具
及
び
工
具
を
点
検
整
備
し
、
こ
れ
ら
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

三
　
周
辺
の
作
業
者
と
の
連
絡
調
整
を
行
な
う
こ
と
。

（
通
行
の
禁
止
）

第
四
百
五
十
二
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
、
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
又
は
デ
リ
ツ
ク
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
揚
貨
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
、
荷
の
巻
上
げ
又
は
巻
卸
し
の
作
業
を
行
な
つ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
第
四
百
四
十
九
条
第
一
項
の
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
て
通
行
す
る
労
働
者
に
荷
が
落
下
し
、
又
は
激
突
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
通
行
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
五
十
三
条
　
事
業
者
は
、
次
の
場
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ハ
ツ
チ
ボ
ー
ド
の
開
閉
又
は
ハ
ツ
チ
ビ
ー
ム
の
取
付
け
若
し
く
は
取
り
は
ず
し
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
ハ
ツ
チ
ボ
ー
ド
又
は
ハ
ツ
チ
ビ
ー
ム
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
と
こ
ろ

二
　
揚
貨
装
置
の
ブ
ー
ム
の
起
伏
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ブ
ー
ム
が
倒
れ
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

（
照
度
の
保
持
）

第
四
百
五
十
四
条
　
事
業
者
は
、
港
湾
荷
役
作
業
（
船
舶
に
荷
を
積
み
、
船
舶
か
ら
荷
を
卸
し
、
又
は
船
舶
に
お
い
て
荷
を
移
動
さ
せ
る
作
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
安
全
に
行
な
う
た
め
必
要
な
照

度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
荷
積
み
及
び
荷
卸
し

（
有
害
物
、
危
険
物
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
四
百
五
十
五
条
　
事
業
者
は
、
港
湾
荷
役
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
作
業
が
行
わ
れ
る
船
倉
の
内
部
、
ば
く
露
甲
板
の
上
又
は
岸
壁
の
上
に
あ
る
荷
の
中
に
、
塩
素
、
シ
ア
ン
酸
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
急
性
中
毒
を
起
こ
す
お
そ

れ
の
あ
る
物
、
腐
食
性
液
体
そ
の
他
の
腐
食
性
の
物
、
火
薬
類
又
は
危
険
物
が
存
す
る
か
ど
う
か
を
調
べ
、
こ
れ
ら
の
物
が
存
す
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
こ
れ
ら
の
物
の
安
全
な
取
扱
い
の
方
法
を
定
め
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
当
該
取
扱
い
の
方
法
に
よ
ら
せ
る
こ
と
。

二
　
こ
れ
ら
の
物
が
飛
散
し
又
は
漏
え
い
し
た
と
き
の
処
置
を
定
め
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
物
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
際
に
は
、
当
該
処
置
を
採
ら
せ
る
こ
と
。

（
ハ
ツ
チ
ビ
ー
ム
等
の
点
検
）

第
四
百
五
十
六
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
船
倉
の
内
部
か
ら
荷
を
巻
き
上
げ
、
又
は
船
倉
の
内
部
へ
荷
を
巻
き
卸
す
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
ハ
ツ
チ
ビ
ー
ム
又
は
開
放
さ
れ
た
ち
よ

う
つ
が
い
付
き
ハ
ツ
チ
ボ
ー
ド
の
固
定
の
状
態
に
つ
い
て
点
検
し
、
こ
れ
ら
が
確
実
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
シ
フ
チ
ン
グ
ボ
ー
ド
等
の
取
り
は
ず
し
の
確
認
）

第
四
百
五
十
七
条
　
事
業
者
は
、
船
倉
の
内
部
の
小
麦
、
大
豆
、
と
う
も
ろ
こ
し
等
ば
ら
物
の
荷
を
卸
す
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
シ
フ
チ
ン
グ
ボ
ー
ド
、
フ
イ
ー
ダ
ボ
ツ
ク
ス
等
荷
の
移
動
を
防
止
す
る
た
め
の
隔
壁
が
倒
壊

し
又
は
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
隔
壁
が
取
り
は
ず
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
同
時
作
業
の
禁
止
）

第
四
百
五
十
八
条
　
事
業
者
は
、
同
一
の
船
倉
の
内
部
に
お
い
て
、
同
時
に
異
な
る
層
で
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
防
網
、
防
布
等
荷
の
落
下
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
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（
巻
出
索
の
使
用
等
）

第
四
百
五
十
九
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
船
倉
の
内
部
の
荷
で
、
ハ
ツ
チ
の
直
下
に
あ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
巻
き
上
げ
る
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
巻
出
索
を
使
用
す
る
等
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
荷
を
ハ

ツ
チ
の
直
下
に
移
し
て
か
ら
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
み
ぞ
車
の
取
付
け
）

第
四
百
六
十
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
荷
の
巻
出
し
又
は
引
込
み
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
巻
出
索
又
は
引
込
索
に
用
い
る
み
ぞ
車
を
、
ビ
ー
ム
ク
ラ
ン
プ
、
シ
ヤ
ツ
ク
ル
等
の
取
付
具
に
よ
り
船
の
フ
レ
ー
ム
に

確
実
に
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
六
十
一
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
巻
出
索
又
は
引
込
索
に
よ
り
荷
を
引
い
て
い
る
と
き
は
、
当
該
索
の
内
角
側
で
、
当
該
索
又
は
み
ぞ
車
が
脱
落
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る

箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
フ
ツ
ク
付
き
ス
リ
ン
グ
の
使
用
）

第
四
百
六
十
二
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
フ
ツ
ク
付
き
ス
リ
ン
グ
に
よ
り
ド
ラ
ム
か
ん
、
た
る
等
の
荷
の
巻
上
げ
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
ド
ラ
ム
ス
リ
ン
グ
そ
の
他
当
該
荷
が
は
ず
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
の

フ
ツ
ク
付
き
ス
リ
ン
グ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ベ
ー
ル
包
装
貨
物
の
取
扱
い
）

第
四
百
六
十
三
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
綿
花
、
羊
毛
、
コ
ル
ク
等
で
ベ
ー
ル
包
装
に
よ
り
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
の
巻
上
げ
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
労
働
者
に
、
当
該
包
装
に
用
い
ら
れ
て
い
る
帯
鉄
、
ロ
ー

プ
又
は
針
金
に
ス
リ
ン
グ
の
フ
ツ
ク
を
か
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
帯
鉄
、
ロ
ー
プ
又
は
針
金
に
ス
リ
ン
グ
の
フ
ツ
ク
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
四
百
六
十
四
条
　
事
業
者
は
、
港
湾
荷
役
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款
　
揚
貨
装
置
の
取
扱
い

（
点
検
）

第
四
百
六
十
五
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
を
用
い
て
、
荷
の
巻
上
げ
又
は
巻
卸
し
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
揚
貨
装
置
の
作
動
状
態
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け

れ
ば
、
労
働
者
に
揚
貨
装
置
を
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
制
限
荷
重
の
厳
守
）

第
四
百
六
十
六
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
に
そ
の
制
限
荷
重
を
こ
え
る
荷
重
を
か
け
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
合
図
）

第
四
百
六
十
七
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
揚
貨
装
置
の
運
転
に
つ
い
て
一
定
の
合
図
を
定
め
、
合
図
を
行
な
う
者
を
揚
貨
装
置
ご
と
に
指
名
し
て
、
そ
の
者
に
合
図
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
指
名
を
受
け
た
者
は
、
同
項
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
の
合
図
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
位
置
か
ら
の
離
脱
の
禁
止
）

第
四
百
六
十
八
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
の
運
転
者
を
荷
を
つ
つ
た
ま
ま
作
業
位
置
か
ら
離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
転
者
は
、
荷
を
つ
つ
た
ま
ま
作
業
位
置
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
）

第
四
百
六
十
九
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
に
つ
い
て
は
、
六
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
の

大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

（
鎖
の
安
全
係
数
）

第
四
百
六
十
九
条
の
二
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
用
い
る
鎖
の
安
全
係
数
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
鎖
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
鎖
　
四

イ
　
切
断
荷
重
の
二
分
の
一
の
荷
重
で
引
つ
張
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
伸
び
が
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
そ
の
引
張
強
さ
の
値
が
四
百
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
伸
び
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
引
張
強
さ
の
値
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

引
張
強
さ
（
単
位
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

伸
び
（
単
位
　
パ
ー
セ
ン
ト
）

四
百
以
上
六
百
三
十
未
満

二
十

六
百
三
十
以
上
千
未
満

十
七

千
以
上

十
五

二
　
前
号
に
該
当
し
な
い
鎖
　
五
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２
　
前
項
の
安
全
係
数
は
、
鎖
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
鎖
に
か
か
る
荷
重
の

大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

（
フ
ツ
ク
等
の
安
全
係
数
）

第
四
百
七
十
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
用
い
る
フ
ツ
ク
又
は
シ
ヤ
ツ
ク
ル
の
安
全
係
数
に
つ
い
て
は
、
五
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
安
全
係
数
は
、
フ
ツ
ク
又
は
シ
ヤ
ツ
ク
ル
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
フ
ツ
ク
又
は
シ
ヤ
ツ
ク
ル
に
か
か
る
荷
重
の

大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

（
不
適
格
な
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

第
四
百
七
十
一
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
イ
ラ
線
を
除
く
。
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し
て
い
る
も
の

二
　
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
も
の

三
　
キ
ン
ク
し
た
も
の

四
　
著
し
い
形
く
ず
れ
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の

（
不
適
格
な
鎖
の
使
用
禁
止
）

第
四
百
七
十
二
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
鎖
を
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
伸
び
が
、
当
該
鎖
が
製
造
さ
れ
た
と
き
の
長
さ
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
も
の

二
　
リ
ン
ク
の
断
面
の
直
径
の
減
少
が
、
当
該
鎖
が
製
造
さ
れ
た
と
き
の
当
該
リ
ン
ク
の
断
面
の
直
径
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
も
の

三
　
き
裂
が
あ
る
も
の

（
不
適
格
な
フ
ツ
ク
等
の
使
用
禁
止
）

第
四
百
七
十
三
条
　
事
業
者
は
、
変
形
し
、
又
は
き
裂
が
あ
る
フ
ツ
ク
、
シ
ヤ
ツ
ク
ル
又
は
リ
ン
グ
を
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
不
適
格
な
繊
維
ロ
ー
プ
等
の
使
用
禁
止
）

第
四
百
七
十
四
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
繊
維
ロ
ー
プ
又
は
繊
維
ベ
ル
ト
を
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ス
ト
ラ
ン
ド
が
切
断
し
て
い
る
も
の

二
　
著
し
い
損
傷
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の

（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
及
び
鎖
）

第
四
百
七
十
五
条
　
事
業
者
は
、
エ
ン
ド
レ
ス
で
な
い
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
又
は
鎖
に
つ
い
て
は
、
そ
の
両
端
に
フ
ツ
ク
、
シ
ヤ
ツ
ク
ル
、
リ
ン
グ
又
は
ア
イ
を
備
え
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
ア
イ
は
、
ア
イ
ス
プ
ラ
イ
ス
若
し
く
は
圧
縮
ど
め
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
強
さ
を
保
持
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ア
イ
ス
プ
ラ
イ
ス
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
す
べ
て
の

ス
ト
ラ
ン
ド
を
三
回
以
上
編
み
込
ん
だ
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ラ
ン
ド
の
素
線
の
半
数
の
素
線
を
切
り
、
残
さ
れ
た
素
線
を
さ
ら
に
二
回
以
上
（
す
べ
て
の
ス
ト
ラ
ン
ド
を
四
回
以
上
編
み
込
ん
だ
と
き
は
、
一
回
以
上
）
編
み
込
む

も
の
と
す
る
。

（
ス
リ
ン
グ
の
点
検
）

第
四
百
七
十
六
条
　
事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
作
業
に
用
い
る
フ
ツ
ク
付
き
ス
リ
ン
グ
、
も
つ
こ
ス
リ
ン
グ
、
ワ
イ
ヤ
ス
リ
ン
グ
等
の
ス
リ
ン
グ
の
状
態
に

つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章
　
伐
木
作
業
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止

（
伐
木
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
四
百
七
十
七
条
　
事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
（
伐
木
等
機
械
に
よ
る
作
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
立
木
を
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
木
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
伐
倒
の
際
に
退
避
す
る
場
所
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
選
定
す
る
こ
と
。

二
　
か
ん
木
、
枝
条
、
つ
る
、
浮
石
等
で
、
伐
倒
の
際
そ
の
他
作
業
中
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
立
木
の
胸
高
直
径
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
伐
根
直
径
の
四
分
の
一
以
上
の
深
さ
の
受
け
口
を
作
り
、
か
つ
、
適
当
な
深
さ
の
追
い
口
を
作
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
技
術

的
に
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
受
け
口
と
追
い
口
の
間
に
は
、
適
当
な
幅
の
切
り
残
し
を
確
保
す
る
こ
と
。

２
　
立
木
を
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
四
百
七
十
八
条
　
事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
既
に
か
か
り
木
が
生
じ
て
い
る
場
合
又
は
か
か
り
木
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
か
か
り
木
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や
か
に
処

理
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
箇
所
に
お
い
て
、
当
該
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ

の
旨
を
縄
張
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
に
よ
つ
て
明
示
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
処
理
す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
労
働
者
に
か
か
り
木
の
処
理
を
行
わ
せ
る
場
合
は
、
か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
か
か
り
木
に
か
か
ら
れ
て
い
る
立
木
を
伐
倒
さ
せ
、
又
は
か
か
り
木
に
激

突
さ
せ
る
た
め
に
か
か
り
木
以
外
の
立
木
を
伐
倒
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
か
か
り
木
に
か
か
ら
れ
て
い
る
立
木
を
伐
倒
し
、
又
は
か
か
り
木
に
激
突
さ
せ
る
た
め
に
か
か
り
木
以
外
の
立
木

を
伐
倒
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
伐
倒
の
合
図
）

第
四
百
七
十
九
条
　
事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
伐
倒
に
つ
い
て
一
定
の
合
図
を
定
め
、
当
該
作
業
に
関
係
が
あ
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
百
八
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
「
他
の
労
働
者
」
と
い
う
。
）
に
、
伐
倒
に
よ
り
危
険

を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
項
の
合
図
を
行
わ
せ
、
他
の
労
働
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
合
図
を
行
な
い
、
他
の
労
働
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
造
材
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
四
百
八
十
条
　
事
業
者
は
、
造
材
の
作
業
（
伐
木
等
機
械
に
よ
る
作
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
伐
倒
木
、
玉

切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
に
つ
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
く
い
止
め
、
歯
止
め
等
こ
れ
ら
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
八
十
一
条
　
事
業
者
は
、
造
林
、
伐
木
、
か
か
り
木
の
処
理
、
造
材
又
は
木
寄
せ
の
作
業
（
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
よ
る
作
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
造
林
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
て
い
る
場
所
の
下
方

で
、
伐
倒
木
、
玉
切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
伐
倒
木
等
が
激
突
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
立
木
を
中
心
と
し
て
、
当
該
立
木
の
高
さ
の
二
倍
に
相
当
す
る
距
離
を
半
径
と
す
る
円
形
の
内
側

に
は
、
他
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
当
該
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立

ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
百
八
十
二
条
　
削
除

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

第
四
百
八
十
三
条
　
事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
造
林
等
の
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
四
百
八
十
四
条
　
事
業
者
は
、
造
林
等
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
下
肢
の
切
創
防
止
用
保
護
衣
の
着
用
）

第
四
百
八
十
五
条
　
事
業
者
は
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
用
い
て
行
う
伐
木
の
作
業
又
は
造
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
労
働
者
の
下
肢
と
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
ソ
ー
チ
ェ
ー
ン
と
の
接
触
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
に
下
肢
の
切
創
防
止
用
保
護
衣
（
次
項
に
お
い
て
「
保
護
衣
」
と
い
う
。
）
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
保
護
衣
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
百
八
十
六
条
か
ら
第
五
百
十
七
条
ま
で
　
削
除

第
八
章
の
二
　
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止

（
作
業
計
画
）

第
五
百
十
七
条
の
二
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序

二
　
部
材
の
落
下
又
は
部
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
の
倒
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
方
法

三
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
の
方
法

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
各
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
の
作
業
）

第
五
百
十
七
条
の
三
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

三
　
材
料
、
器
具
、
工
具
等
を
上
げ
、
又
は
下
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ
り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

（
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
五
百
十
七
条
の
四
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
百
十
七
条
の
五
　
事
業
者
は
、
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
労
働
者
の
配
置
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。
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三
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

第
八
章
の
三
　
鋼
橋
架
設
等
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止

（
作
業
計
画
）

第
五
百
十
七
条
の
六
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序

二
　
部
材
（
部
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の
落
下
又
は
倒
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
方
法

三
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
の
方
法

四
　
使
用
す
る
機
械
等
の
種
類
及
び
能
力

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
各
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鋼
橋
架
設
等
の
作
業
）

第
五
百
十
七
条
の
七
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

三
　
材
料
、
器
具
、
工
具
等
を
上
げ
、
又
は
下
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ
り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
部
材
又
は
架
設
用
設
備
の
落
下
又
は
倒
壊
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
控
え
の
設
置
、
部
材
又
は
架
設
用
設
備
の
座
屈
又
は
変
形
の
防
止
の
た
め
の
補
強
材
の
取
付
け
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
鋼
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
五
百
十
七
条
の
八
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
鋼
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
鋼
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鋼
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
百
十
七
条
の
九
　
事
業
者
は
、
鋼
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
労
働
者
の
配
置
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
五
百
十
七
条
の
十
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章
の
四
　
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止

（
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
の
作
業
）

第
五
百
十
七
条
の
十
一
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
四
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

三
　
材
料
、
器
具
、
工
具
等
を
上
げ
、
又
は
下
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ
り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

（
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
五
百
十
七
条
の
十
二
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
四
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
百
十
七
条
の
十
三
　
事
業
者
は
、
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

第
八
章
の
五
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止

（
調
査
及
び
作
業
計
画
）

第
五
百
十
七
条
の
十
四
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
工
作
物
の
倒
壊
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
工
作
物
の
形
状
、
き
裂
の
有

無
、
周
囲
の
状
況
等
を
調
査
し
、
当
該
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序
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二
　
使
用
す
る
機
械
等
の
種
類
及
び
能
力

三
　
控
え
の
設
置
、
立
入
禁
止
区
域
の
設
定
そ
の
他
の
外
壁
、
柱
、
は
り
等
の
倒
壊
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
方
法

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
）

第
五
百
十
七
条
の
十
五
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

三
　
器
具
、
工
具
等
を
上
げ
、
又
は
下
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ
り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

（
引
倒
し
等
の
作
業
の
合
図
）

第
五
百
十
七
条
の
十
六
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
外
壁
、
柱
等
の
引
倒
し
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
引
倒
し
等
に
つ
い
て
一
定
の
合
図
を
定
め
、
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
引
倒
し
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
他
の
労
働
者
」
と
い
う
。
）
に
引
倒
し
等
に
よ
り
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
あ
る
と
き
は
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
項
の
合
図
を
行
わ
せ
、
他
の
労
働
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
引
倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
前
項
の
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
合
図
を
行
い
、
他
の
労
働
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
を

行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
五
百
十
七
条
の
十
七
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
作
業
主

任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
百
十
七
条
の
十
八
　
事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
労
働
者
の
配
置
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
五
百
十
七
条
の
十
九
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章
の
六
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止

（
作
業
計
画
）

第
五
百
十
七
条
の
二
十
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
六
号
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序

二
　
部
材
（
部
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の
落
下
又
は
倒
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
方
法

三
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
の
方
法

四
　
使
用
す
る
機
械
等
の
種
類
及
び
能
力

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
各
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
の
作
業
）

第
五
百
十
七
条
の
二
十
一
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
六
号
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

三
　
材
料
、
器
具
、
工
具
類
等
を
上
げ
、
又
は
下
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ
り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
部
材
又
は
架
設
用
設
備
の
落
下
又
は
倒
壊
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
控
え
の
設
置
、
部
材
又
は
架
設
用
設
備
の
座
屈
又
は
変
形
の
防
止
の
た
め
の
補
強
材
の
取
付
け
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
五
百
十
七
条
の
二
十
二
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
六
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
百
十
七
条
の
二
十
三
　
事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
作
業
の
方
法
及
び
労
働
者
の
配
置
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
五
百
十
七
条
の
二
十
四
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
六
号
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
章
　
墜
落
、
飛
来
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止

第
一
節
　
墜
落
等
に
よ
る
危
険
の
防
止

（
作
業
床
の
設
置
等
）

第
五
百
十
八
条
　
事
業
者
は
、
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
（
作
業
床
の
端
、
開
口
部
等
を
除
く
。
）
で
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
足
場
を
組
み
立
て
る
等
の

方
法
に
よ
り
作
業
床
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
床
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
防
網
を
張
り
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
五
百
十
九
条
　
事
業
者
は
、
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
作
業
床
の
端
、
開
口
部
等
で
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
は
、
囲
い
、
手
す
り
、

お
お覆

い
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
囲
い
等
」
と
い
う

。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
囲
い
等
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
囲
い
等
を
取
り
は
ず
す
と
き
は
、
防
網
を
張
り
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
墜
落

に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
百
二
十
条
　
労
働
者
は
、
第
五
百
十
八
条
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
の
取
付
設
備
等
）

第
五
百
二
十
一
条
　
事
業
者
は
、
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め

の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
そ
の
取
付
け
設
備
等
の
異
常
の
有
無
に
つ
い
て
、
随
時
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

第
五
百
二
十
二
条
　
事
業
者
は
、
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
当
該
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者

を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
照
度
の
保
持
）

第
五
百
二
十
三
条
　
事
業
者
は
、
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
安
全
に
行
な
う
た
め
必
要
な
照
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ス
レ
ー
ト
等
の
屋
根
上
の
危
険
の
防
止
）

第
五
百
二
十
四
条
　
事
業
者
は
、
ス
レ
ー
ト
、
木
毛
板
等
の
材
料
で
ふ
か
れ
た
屋
根
の
上
で
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
踏
み
抜
き
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
幅
が
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
歩
み
板
を
設
け
、
防
網
を
張
る
等
踏
み
抜
き
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
不
用
の
た
て
坑
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
五
百
二
十
五
条
　
事
業
者
は
、
不
用
の
た
て
坑
、
坑
井
又
は
四
十
度
以
上
の
斜
坑
に
は
、
坑
口
の
閉
そ
く
そ
の
他
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
不
用
の
坑
道
又
は
坑
内
採
掘
跡
に
は
、
さ
く
、
囲
い
そ
の
他
通
行
し
や
断
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
等
）

第
五
百
二
十
六
条
　
事
業
者
は
、
高
さ
又
は
深
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
箇
所
で
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
安
全
に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全

に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
安
全
に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
が
設
け
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
設
備
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
移
動
は
し
ご
）

第
五
百
二
十
七
条
　
事
業
者
は
、
移
動
は
し
ご
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
丈
夫
な
構
造
と
す
る
こ
と
。

二
　
材
料
は
、
著
し
い
損
傷
、
腐
食
等
が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
幅
は
、
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

四
　
す
べ
り
止
め
装
置
の
取
付
け
そ
の
他
転
位
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
き
や
た
つ

脚
立
）

第
五
百
二
十
八
条
　
事
業
者
は
、

き
や
た
つ

脚
立
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
丈
夫
な
構
造
と
す
る
こ
と
。
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二
　
材
料
は
、
著
し
い
損
傷
、
腐
食
等
が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
脚
と
水
平
面
と
の
角
度
を
七
十
五
度
以
下
と
し
、
か
つ
、
折
り
た
た
み
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
脚
と
水
平
面
と
の
角
度
を
確
実
に
保
つ
た
め
の
金
具
等
を
備
え
る
こ
と
。

四
　
踏
み
面
は
、
作
業
を
安
全
に
行
な
う
た
め
必
要
な
面
積
を
有
す
る
こ
と
。

（
建
築
物
等
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
）

第
五
百
二
十
九
条
　
事
業
者
は
、
建
築
物
、
橋

り
よ
う

梁

、
足
場
等
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
（
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
業
を
除
く
。
）
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
指
名
し
て
、
そ
の
者
に
直
接
作
業
を
指
揮
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
の
方
法
及
び
順
序
を
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

（
立
入
禁
止
）

第
五
百
三
十
条
　
事
業
者
は
、
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
船
舶
に
よ
り
労
働
者
を
輸
送
す
る
場
合
の
危
険
の
防
止
）

第
五
百
三
十
一
条
　
事
業
者
は
、
船
舶
に
よ
り
労
働
者
を
作
業
を
行
な
う
場
所
に
輸
送
す
る
と
き
は
、
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
及
び
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
船
舶
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た

大
と
う
載
人
員
を
こ
え
て
労
働
者
を
乗
船
さ
せ
な
い
こ
と
、
船
舶
に
浮
袋
そ
の
他
の
救
命
具
を
備
え
る
こ
と
等
当
該
船
舶
の
転
覆
若
し
く
は
沈
没
又
は
労
働
者
の
水
中
へ
の
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
救
命
具
等
）

第
五
百
三
十
二
条
　
事
業
者
は
、
水
上
の
丸
太
材
、

あ
ば

網
羽
、
い
か
だ
、

ろ櫓
又
は

か
い櫂

を
用
い
て
運
転
す
る
舟
等
の
上
で
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
水
中
に
転
落
す
る
こ
と
に
よ
り
お
ぼ
れ
る
お
そ

れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
な
う
場
所
に
浮
袋
そ
の
他
の
救
命
具
を
備
え
る
こ
と
、
当
該
作
業
を
行
な
う
場
所
の
附
近
に
救
命
の
た
め
の
舟
を
配
置
す
る
こ
と
等
救
命
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ホ
ツ
パ
ー
等
の
内
部
に
お
け
る
作
業
の
制
限
）

第
五
百
三
十
二
条
の
二
　
事
業
者
は
、
ホ
ツ
パ
ー
又
は
ず
り
び
ん
の
内
部
そ
の
他
土
砂
に
埋
没
す
る
こ
と
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
で
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
に
要
求
性
能

墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
煮
沸

そ
う槽

等
へ
の
転
落
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
五
百
三
十
三
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
に
作
業
中
又
は
通
行
の
際
に
転
落
す
る
こ
と
に
よ
り
火
傷
、
窒
息
等
の
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
煮
沸

そ
う槽

、
ホ
ツ
パ
ー
、
ピ
ツ
ト
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
必

要
な
箇
所
に
高
さ
が
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丈
夫
な
さ
く
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
節
　
飛
来
崩
壊
災
害
に
よ
る
危
険
の
防
止

（
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
五
百
三
十
四
条
　
事
業
者
は
、
地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
地
山
を
安
全
な
こ
う
配
と
し
、
落
下
の
お
そ
れ
の
あ
る
土
石
を
取
り
除
き
、
又
は
擁
壁
、
土
止
め
支
保
工
等
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
の
原
因
と
な
る
雨
水
、
地
下
水
等
を
排
除
す
る
こ
と
。

（
落
盤
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
五
百
三
十
五
条
　
事
業
者
は
、
坑
内
に
お
け
る
落
盤
、

は
だ肌

落
ち
又
は
側
壁
の
崩
壊
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
支
保
工
を
設
け
、
浮
石
を
取
り
除
く
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
高
所
か
ら
の
物
体
投
下
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
五
百
三
十
六
条
　
事
業
者
は
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
所
か
ら
物
体
を
投
下
す
る
と
き
は
、
適
当
な
投
下
設
備
を
設
け
、
監
視
人
を
置
く
等
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
所
か
ら
物
体
を
投
下
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
物
体
の
落
下
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
五
百
三
十
七
条
　
事
業
者
は
、
作
業
の
た
め
物
体
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
防
網
の
設
備
を
設
け
、
立
入
区
域
を
設
定
す
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
物
体
の
飛
来
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

第
五
百
三
十
八
条
　
事
業
者
は
、
作
業
の
た
め
物
体
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
飛
来
防
止
の
設
備
を
設
け
、
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
五
百
三
十
九
条
　
事
業
者
は
、
船
台
の
附
近
、
高
層
建
築
場
等
の
場
所
で
、
そ
の
上
方
に
お
い
て
他
の
労
働
者
が
作
業
を
行
な
つ
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険

を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
節
　
ロ
ー
プ
高
所
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止

（
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
設
置
）

第
五
百
三
十
九
条
の
二
　
事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
身
体
保
持
器
具
を
取
り
付
け
た
ロ
ー
プ
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
」
と
い
う
。
）
以
外
の
ロ
ー
プ
で
あ
つ
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具

を
取
り
付
け
る
た
め
の
も
の
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
等
の
強
度
等
）

第
五
百
三
十
九
条
の
三
　
事
業
者
は
、
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
、
こ
れ
ら
を
支
持
物
に
緊
結
す
る
た
め
の
緊
結
具
、
身
体
保
持
器
具
及
び
こ
れ
を
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
に
取
り
付
け
る
た
め
の
接
続
器
具
（
第
五
百
三
十
九
条
の
五

第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
百
三
十
九
条
の
九
に
お
い
て
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
著
し
い
損
傷
、
摩
耗
、
変
形
又
は
腐
食
が
な
い
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
及
び
身
体
保
持
器
具
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
は
、
作
業
箇
所
の
上
方
に
あ
る
堅
固
な
支
持
物
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
支
持
物
」
と
い
う
。
）
に
緊
結
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
は
、
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
支
持
物
に
、
外
れ
な
い
よ
う
に
確
実
に
緊
結
す
る
こ
と
。

二
　
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
安
全
に
昇
降
す
る
た
め
十
分
な
長
さ
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
突
起
物
の
あ
る
箇
所
そ
の
他
の
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
又
は
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
切
断
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
（
次
条
第
四
号
及
び
第
五
百
三
十
九
条
の
五
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て
「
切
断
の
お
そ
れ
の
あ
る

箇
所
」
と
い
う
。
）
に
覆
い
を
設
け
る
等
こ
れ
ら
の
切
断
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
（
同
号
に
お
い
て
「
切
断
防
止
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
身
体
保
持
器
具
は
、
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
に
接
続
器
具
（
第
一
項
の
接
続
器
具
を
い
う
。
）
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

（
調
査
及
び
記
録
）

第
五
百
三
十
九
条
の
四
　
事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
墜
落
又
は
物
体
の
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
次
の
事
項
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を

記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
箇
所
及
び
そ
の
下
方
の
状
況

二
　
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
緊
結
す
る
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の
支
持
物
の
位
置
及
び
状
態
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
囲
の
状
況

三
　
作
業
箇
所
及
び
前
号
の
支
持
物
に
通
ず
る
通
路
の
状
況

四
　
切
断
の
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
の
有
無
並
び
に
そ
の
位
置
及
び
状
態

（
作
業
計
画
）

第
五
百
三
十
九
条
の
五
　
事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序

二
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
人
数

三
　
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
緊
結
す
る
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の
支
持
物
の
位
置

四
　
使
用
す
る
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
等
の
種
類
及
び
強
度

五
　
使
用
す
る
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
長
さ

六
　
切
断
の
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
及
び
切
断
防
止
措
置

七
　
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
支
持
物
に
緊
結
す
る
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

八
　
物
体
の
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

九
　
労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
応
急
の
措
置

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
各
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
指
揮
者
）

第
五
百
三
十
九
条
の
六
　
事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業
の
指
揮
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
第
五
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
の
措
置
が
同
項
の
規
定
に
適
合
し
て
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
点
検
す
る
こ
と
。

二
　
作
業
中
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用
）

第
五
百
三
十
九
条
の
七
　
事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
う
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
は
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
労
働
者
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
五
百
三
十
九
条
の
八
　
事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
保
護
帽
の
着
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
開
始
前
点
検
）

第
五
百
三
十
九
条
の
九
　
事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
等
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
及
び
保
護
帽
の
状
態
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
章
　
通
路
、
足
場
等

第
一
節
　
通
路
等

（
通
路
）

第
五
百
四
十
条
　
事
業
者
は
、
作
業
場
に
通
ず
る
場
所
及
び
作
業
場
内
に
は
、
労
働
者
が
使
用
す
る
た
め
の
安
全
な
通
路
を
設
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
常
時
有
効
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
通
路
で
主
要
な
も
の
に
は
、
こ
れ
を
保
持
す
る
た
め
、
通
路
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
路
の
照
明
）

第
五
百
四
十
一
条
　
事
業
者
は
、
通
路
に
は
、
正
常
の
通
行
を
妨
げ
な
い
程
度
に
、
採
光
又
は
照
明
の
方
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
坑
道
、
常
時
通
行
の
用
に
供
し
な
い
地
下
室
等
で
通
行
す
る
労
働
者
に
、
適
当
な

照
明
具
を
所
持
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
屋
内
に
設
け
る
通
路
）

第
五
百
四
十
二
条
　
事
業
者
は
、
屋
内
に
設
け
る
通
路
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
用
途
に
応
じ
た
幅
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
通
路
面
は
、
つ
ま
ず
き
、
す
べ
り
、
踏
抜
等
の
危
険
の
な
い
状
態
に
保
持
す
る
こ
と
。

三
　
通
路
面
か
ら
高
さ
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
内
に
障
害
物
を
置
か
な
い
こ
と
。

（
機
械
間
等
の
通
路
）

第
五
百
四
十
三
条
　
事
業
者
は
、
機
械
間
又
は
こ
れ
と
他
の
設
備
と
の
間
に
設
け
る
通
路
に
つ
い
て
は
、
幅
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
場
の
床
面
）

第
五
百
四
十
四
条
　
事
業
者
は
、
作
業
場
の
床
面
に
つ
い
て
は
、
つ
ま
づ
き
、
す
べ
り
等
の
危
険
の
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
安
全
な
状
態
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
踏
台
）

第
五
百
四
十
五
条
　
事
業
者
は
、
旋
盤
、
ロ
ー
ル
機
等
の
機
械
が
、
常
時
当
該
機
械
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
長
に
比
べ
て
不
適
当
に
高
い
と
き
は
、
安
全
で
、
か
つ
、
適
当
な
高
さ
の
作
業
踏
台
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
危
険
物
等
の
作
業
場
等
）

第
五
百
四
十
六
条
　
事
業
者
は
、
危
険
物
そ
の
他
爆
発
性
若
し
く
は
発
火
性
の
物
の
製
造
又
は
取
扱
い
を
す
る
作
業
場
及
び
当
該
作
業
場
を
有
す
る
建
築
物
の
避
難
階
（
直
接
地
上
に
通
ず
る
出
入
口
の
あ
る
階
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
は
、
非
常
の
場
合
に
容
易
に
地
上
の
安
全
な
場
所
に
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
二
以
上
の
出
入
口
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
出
入
口
に
設
け
る
戸
は
、
引
戸
又
は
外
開
戸
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
百
四
十
七
条
　
事
業
者
は
、
前
条
の
作
業
場
を
有
す
る
建
築
物
の
避
難
階
以
外
の
階
に
つ
い
て
は
、
そ
の
階
か
ら
避
難
階
又
は
地
上
に
通
ず
る
二
以
上
の
直
通
階
段
又
は
傾
斜
路
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
に
つ
い
て
は
、
す
べ
り
台
、
避
難
用
は
し
ご
、
避
難
用
タ
ラ
ツ
プ
等
の
避
難
用
器
具
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
直
通
階
段
又
は
傾
斜
路
の
う
ち
一
は
、
屋
外
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
す
べ
り
台
、
避
難
用
は
し
ご
、
避
難
用
タ
ラ
ツ
プ
等
の
避
難
用
器
具
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
五
百
四
十
八
条
　
事
業
者
は
、
第
五
百
四
十
六
条
第
一
項
の
作
業
場
又
は
常
時
五
十
人
以
上
の
労
働
者
が
就
業
す
る
屋
内
作
業
場
に
は
、
非
常
の
場
合
に
関
係
労
働
者
に
こ
れ
を
す
み
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
自
動
警
報
設
備
、
非

常
ベ
ル
等
の
警
報
用
の
設
備
又
は
携
帯
用
拡
声
器
、
手
動
式
サ
イ
レ
ン
等
の
警
報
用
の
器
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
避
難
用
の
出
入
口
等
の
表
示
等
）

第
五
百
四
十
九
条
　
事
業
者
は
、
常
時
使
用
し
な
い
避
難
用
の
出
入
口
、
通
路
又
は
避
難
用
器
具
に
つ
い
て
は
、
避
難
用
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
、
か
つ
、
容
易
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
保
持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
第
五
百
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
出
入
口
又
は
通
路
に
設
け
る
戸
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
通
路
と
交
わ
る
軌
道
）

第
五
百
五
十
条
　
事
業
者
は
、
通
路
と
交
わ
る
軌
道
で
車
両
を
使
用
す
る
と
き
は
、
監
視
人
を
配
置
し
、
又
は
警
鈴
を
鳴
ら
す
等
適
当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
船
舶
と
岸
壁
等
と
の
通
行
）

第
五
百
五
十
一
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
が
船
舶
と
岸
壁
又
は
船
舶
と
そ
の
船
舶
に
横
づ
け
と
な
つ
て
い
る
船
舶
と
の
間
を
通
行
す
る
と
き
は
、
歩
板
、
は
し
ご
等
適
当
な
通
行
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全
な

船
側
階
段
を
備
え
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
通
行
設
備
又
は
船
側
階
段
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
架
設
通
路
）

第
五
百
五
十
二
条
　
事
業
者
は
、
架
設
通
路
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
丈
夫
な
構
造
と
す
る
こ
と
。
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二
　
勾
配
は
、
三
十
度
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
階
段
を
設
け
た
も
の
又
は
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
未
満
で
丈
夫
な
手
掛
を
設
け
た
も
の
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
勾
配
が
十
五
度
を
超
え
る
も
の
に
は
、
踏
桟
そ
の
他
の
滑
止
め
を
設
け
る
こ
と
。

四
　
墜
落
の
危
険
の
あ
る
箇
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
（
丈
夫
な
構
造
の
設
備
で
あ
つ
て
、
た
わ
み
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

イ
　
高
さ
八
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
手
す
り
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
設
備
（
以
下
「
手
す
り
等
」
と
い
う
。
）

ロ
　
高
さ
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
桟
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
設
備
（
以
下
「
中
桟
等
」
と
い
う
。
）

五
　
た
て
坑
内
の
架
設
通
路
で
そ
の
長
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
は
、
十
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
踊
場
を
設
け
る
こ
と
。

六
　
建
設
工
事
に
使
用
す
る
高
さ
八
メ
ー
ト
ル
以
上
の
登
り
桟
橋
に
は
、
七
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
踊
場
を
設
け
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
、
か
つ
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
措
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

３
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を
取
り
外
し
た
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
後
、
直
ち
に
こ
れ
ら
の
設
備
を
原
状
に
復
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
労
働
者
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軌
道
を
設
け
た
坑
道
等
の
回
避
所
）

第
五
百
五
十
三
条
　
事
業
者
は
、
軌
道
を
設
け
た
坑
道
、
ず
い
道
、
橋

り
よ
う

梁

等
を
労
働
者
が
通
行
す
る
と
き
は
、
適
当
な
間
隔
ご
と
に
回
避
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軌
道
の
そ
ば
に
相
当
の
余
地
が
あ
つ
て
、
当
該
軌

道
を
運
行
す
る
車
両
に
接
触
す
る
危
険
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
建
設
中
の
ず
い
道
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
軌
道
内
等
の
作
業
に
お
け
る
監
視
の
措
置
）

第
五
百
五
十
四
条
　
事
業
者
は
、
軌
道
上
又
は
軌
道
に
近
接
し
た
場
所
で
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
労
働
者
と
当
該
軌
道
を
運
行
す
る
車
両
と
が
接
触
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
監
視
装
置
を
設
置
し
又
は
監
視
人
を
配
置
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
線
作
業
等
に
お
け
る
照
度
の
保
持
）

第
五
百
五
十
五
条
　
事
業
者
は
、
軌
道
の
保
線
の
作
業
又
は
軌
道
を
運
行
す
る
車
両
の
入
れ
換
え
、
連
結
若
し
く
は
解
放
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
安
全
に
行
な
う
た
め
必
要
な
照
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
は
し
ご
道
）

第
五
百
五
十
六
条
　
事
業
者
は
、
は
し
ご
道
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
丈
夫
な
構
造
と
す
る
こ
と
。

二
　
踏
さ
ん
を
等
間
隔
に
設
け
る
こ
と
。

三
　
踏
さ
ん
と
壁
と
の
間
に
適
当
な
間
隔
を
保
た
せ
る
こ
と
。

四
　
は
し
ご
の
転
位
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
は
し
ご
の
上
端
を
床
か
ら
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
突
出
さ
せ
る
こ
と
。

六
　
坑
内
は
し
ご
道
で
そ
の
長
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
は
、
五
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
踏
だ
な
を
設
け
る
こ
と
。

七
　
坑
内
は
し
ご
道
の
こ
う
配
は
、
八
十
度
以
内
と
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
は
、
潜

か
ん函

内
等
の
は
し
ご
道
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
坑
内
に
設
け
た
通
路
等
）

第
五
百
五
十
七
条
　
事
業
者
は
、
坑
内
に
設
け
た
通
路
又
は
は
し
ご
道
で
、
巻
上
げ
装
置
と
労
働
者
と
の
接
触
に
よ
る
危
険
が
あ
る
場
所
に
は
、
当
該
場
所
に
板
仕
切
そ
の
他
の
隔
壁
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
全
靴
等
の
使
用
）

第
五
百
五
十
八
条
　
事
業
者
は
、
作
業
中
の
労
働
者
に
、
通
路
等
の
構
造
又
は
当
該
作
業
の
状
態
に
応
じ
て
、
安
全
靴
そ
の
他
の
適
当
な

は
き履

物
を
定
め
、
当
該

は
き履

物
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
労
働
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

は
き履

物
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該

は
き履

物
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
足
場

第
一
款
　
材
料
等

（
材
料
等
）

第
五
百
五
十
九
条
　
事
業
者
は
、
足
場
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
の
あ
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
足
場
に
使
用
す
る
木
材
に
つ
い
て
は
、
強
度
上
の
著
し
い
欠
点
と
な
る
割
れ
、
虫
食
い
、
節
、
繊
維
の
傾
斜
等
が
な
く
、
か
つ
、
木
皮
を
取
り
除
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
鋼
管
足
場
に
使
用
す
る
鋼
管
等
）

第
五
百
六
十
条
　
事
業
者
は
、
鋼
管
足
場
に
使
用
す
る
鋼
管
の
う
ち
、
令
別
表
第
八
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
部
材
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
八
九
五
一
（
鋼
管
足
場
）
に
定
め
る
単
管
足

場
用
鋼
管
の
規
格
（
以
下
「
単
管
足
場
用
鋼
管
規
格
」
と
い
う
。
）
又
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
材
質
は
、
引
張
強
さ
の
値
が
三
百
七
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
伸
び
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
引
張
強
さ
の
値
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
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引
張
強
さ
（
単
位
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

伸
び
（
単
位
　
パ
ー
セ
ン
ト
）

三
百
七
十
以
上
三
百
九
十
未
満

二
十
五
以
上

三
百
九
十
以
上
五
百
未
満

二
十
以
上

五
百
以
上

十
以
上

二
　
肉
厚
は
、
外
径
の
三
十
一
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
鋼
管
足
場
に
使
用
す
る
附
属
金
具
の
う
ち
、
令
別
表
第
八
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
附
属
金
具
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
材
質
（
衝
撃
を
受
け
る
お
そ
れ
の
な
い
部
分
に
使
用
す
る
部
品
の
材
質
を

除
く
。
）
が
、
圧
延
鋼
材
、
鍛
鋼
品
又
は
鋳
鋼
品
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
構
造
）

第
五
百
六
十
一
条
　
事
業
者
は
、
足
場
に
つ
い
て
は
、
丈
夫
な
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
本
足
場
の
使
用
）

第
五
百
六
十
一
条
の
二
　
事
業
者
は
、
幅
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
に
お
い
て
足
場
を
使
用
す
る
と
き
は
、
本
足
場
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
つ
り
足
場
を
使
用
す
る
と
き
、
又
は
障
害
物
の
存
在
そ
の
他
の
足
場

を
使
用
す
る
場
所
の
状
況
に
よ
り
本
足
場
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（

大
積
載
荷
重
）

第
五
百
六
十
二
条
　
事
業
者
は
、
足
場
の
構
造
及
び
材
料
に
応
じ
て
、
作
業
床
の

大
積
載
荷
重
を
定
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
超
え
て
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
床
の

大
積
載
荷
重
は
、
つ
り
足
場
（
ゴ
ン
ド
ラ
の
つ
り
足
場
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
つ
り
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
及
び
つ
り
鋼
線
の
安
全
係
数
が
十
以
上
、
つ
り
鎖
及
び
つ
り
フ
ツ
ク
の

安
全
係
数
が
五
以
上
並
び
に
つ
り
鋼
帯
並
び
に
つ
り
足
場
の
下
部
及
び
上
部
の
支
点
の
安
全
係
数
が
鋼
材
に
あ
つ
て
は
二
・
五
以
上
、
木
材
に
あ
つ
て
は
五
以
上
と
な
る
よ
う
に
、
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の

大
積
載
荷
重
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
床
）

第
五
百
六
十
三
条
　
事
業
者
は
、
足
場
（
一
側
足
場
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
作
業
場
所
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
作
業
床
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
床
材
は
、
支
点
間
隔
及
び
作
業
時
の
荷
重
に
応
じ
て
計
算
し
た
曲
げ
応
力
の
値
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
木
材
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
許
容
曲
げ
応
力
の
値
を
超
え
な
い
こ
と
。

木
材
の
種
類

許
容
曲
げ
応
力
（
単
位
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

あ
か
ま
つ
、
く
ろ
ま
つ
、
か
ら
ま
つ
、
ひ
ば
、
ひ
の
き
、
つ
が
、
べ
い
ま
つ
又
は
べ
い
ひ

一
、
三
二
〇

す
ぎ
、
も
み
、
え
ぞ
ま
つ
、
と
ど
ま
つ
、
べ
い
す
ぎ
又
は
べ
い
つ
が

一
、
〇
三
〇

か
し

一
、
九
一
〇

く
り
、
な
ら
、
ぶ
な
又
は
け
や
き

一
、
四
七
〇

ア
ピ
ト
ン
又
は
カ
ポ
ー
ル
を
フ
エ
ノ
ー
ル
樹
脂
に
よ
り
接
着
し
た
合
板

一
、
六
二
〇

二
　
つ
り
足
場
の
場
合
を
除
き
、
幅
、
床
材
間
の
隙
間
及
び
床
材
と
建
地
と
の
隙
間
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
幅
は
、
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
床
材
間
の
隙
間
は
、
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

ハ
　
床
材
と
建
地
と
の
隙
間
は
、
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
。

三
　
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
足
場
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
設
備
（
丈
夫
な
構
造
の
設
備
で
あ
つ
て
、
た
わ
み
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
著
し

い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
「
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

イ
　
わ
く
組
足
場
（
妻
面
に
係
る
部
分
を
除
く
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
次
の
い
ず
れ
か
の
設
備

（１）
　
交
さ
筋
か
い
及
び
高
さ
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
桟
若
し
く
は
高
さ
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
木
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
設
備

（２）
　
手
す
り
わ
く

ロ
　
わ
く
組
足
場
以
外
の
足
場
　
手
す
り
等
及
び
中
桟
等

四
　
腕
木
、
布
、
は
り
、

き
や
た
つ

脚
立
そ
の
他
作
業
床
の
支
持
物
は
、
こ
れ
に
か
か
る
荷
重
に
よ
つ
て
破
壊
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

五
　
つ
り
足
場
の
場
合
を
除
き
、
床
材
は
、
転
位
し
、
又
は
脱
落
し
な
い
よ
う
に
二
以
上
の
支
持
物
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

六
　
作
業
の
た
め
物
体
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
高
さ
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
木
、
メ
ッ
シ
ュ
シ
ー
ト
若
し
く
は
防
網
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
設

備
（
以
下
「
幅
木
等
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
設
け
た
設
備
が
幅
木
等
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
場
合
又
は
作
業
の
性
質
上
幅
木
等
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
若
し
く

は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
幅
木
等
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
立
入
区
域
を
設
定
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
第
二
号
ハ
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
床
材
と
建
地
と
の
隙
間
が
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
に
防
網
を
張
る
等
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講

じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
は
り
間
方
向
に
お
け
る
建
地
と
床
材
の
両
端
と
の
隙
間
の
和
が
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合

二
　
は
り
間
方
向
に
お
け
る
建
地
と
床
材
の
両
端
と
の
隙
間
の
和
を
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合
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３
　
第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適

用
し
な
い
。

一
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
、
か
つ
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
措
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

４
　
第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
幅
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
厚
さ
が
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
長
さ
が
三
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
板
を
床
材
と
し
て
用
い
、
こ
れ
を
作
業
に
応
じ
て
移
動
さ
せ
る
場
合
で
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
と
き
。

イ
　
足
場
板
は
、
三
以
上
の
支
持
物
に
掛
け
渡
す
こ
と
。

ロ
　
足
場
板
の
支
点
か
ら
の
突
出
部
の
長
さ
は
、
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
か
つ
、
労
働
者
が
当
該
突
出
部
に
足
を
掛
け
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
を
除
き
、
足
場
板
の
長
さ
の
十
八
分
の
一
以
下
と
す
る
こ
と
。

ハ
　
足
場
板
を
長
手
方
向
に
重
ね
る
と
き
は
、
支
点
の
上
で
重
ね
、
そ
の
重
ね
た
部
分
の
長
さ
は
、
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
　
幅
が
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
厚
さ
が
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
長
さ
が
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
板
を
床
材
と
し
て
用
い
、
か
つ
、
前
号
ロ
及
び
ハ
に
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
と
き
。

５
　
事
業
者
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
を
取
り
外
し
た
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
後
、
直
ち
に
当
該
設
備
を
原
状
に
復
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
労
働
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
足
場
の
組
立
て
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止

（
足
場
の
組
立
て
等
の
作
業
）

第
五
百
六
十
四
条
　
事
業
者
は
、
つ
り
足
場
、
張
出
し
足
場
又
は
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
構
造
の
足
場
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
時
期
、
範
囲
及
び
順
序
を
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

三
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

四
　
足
場
材
の
緊
結
、
取
り
外
し
、
受
渡
し
等
の
作
業
に
あ
つ
て
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
　
幅
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
作
業
床
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
床
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
、
か
つ
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措

置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
　
材
料
、
器
具
、
工
具
等
を
上
げ
、
又
は
下
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ
り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
物
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
五
百
六
十
五
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
百
六
十
六
条
　
事
業
者
は
、
足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
解
体
の
作
業
の
と
き
は
、
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
材
料
の
欠
点
の
有
無
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

二
　
器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
作
業
の
方
法
及
び
労
働
者
の
配
置
を
決
定
し
、
作
業
の
進
行
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

四
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
点
検
）

第
五
百
六
十
七
条
　
事
業
者
は
、
足
場
（
つ
り
足
場
を
除
く
。
）
に
お
け
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
点
検
者
を
指
名
し
て
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
作
業
を
行
う
箇
所
に
設
け
た
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
の
取
り
外
し
及
び
脱

落
の
有
無
に
つ
い
て
点
検
さ
せ
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
若
し
く
は
中
震
以
上
の
地
震
又
は
足
場
の
組
立
て
、
一
部
解
体
若
し
く
は
変
更
の
後
に
お
い
て
、
足
場
に
お
け
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
点
検
者
を
指
名
し
て
、
作
業
を
開
始
す
る

前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
さ
せ
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
床
材
の
損
傷
、
取
付
け
及
び
掛
渡
し
の
状
態

二
　
建
地
、
布
、
腕
木
等
の
緊
結
部
、
接
続
部
及
び
取
付
部
の
緩
み
の
状
態

三
　
緊
結
材
及
び
緊
結
金
具
の
損
傷
及
び
腐
食
の
状
態

四
　
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
の
取
り
外
し
及
び
脱
落
の
有
無

五
　
幅
木
等
の
取
付
状
態
及
び
取
り
外
し
の
有
無

六
　
脚
部
の
沈
下
及
び
滑
動
の
状
態

七
　
筋
か
い
、
控
え
、
壁
つ
な
ぎ
等
の
補
強
材
の
取
付
状
態
及
び
取
り
外
し
の
有
無

八
　
建
地
、
布
及
び
腕
木
の
損
傷
の
有
無

九
　
突
り
よ
う
と
つ
り
索
と
の
取
付
部
の
状
態
及
び
つ
り
装
置
の
歯
止
め
の
機
能

３
　
事
業
者
は
、
前
項
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
足
場
を
使
用
す
る
作
業
を
行
う
仕
事
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
当
該
点
検
の
結
果
及
び
点
検
者
の
氏
名

二
　
前
号
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容

（
つ
り
足
場
の
点
検
）

第
五
百
六
十
八
条
　
事
業
者
は
、
つ
り
足
場
に
お
け
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
点
検
者
を
指
名
し
て
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
前
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
点

検
さ
せ
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款
　
丸
太
足
場

第
五
百
六
十
九
条
　
事
業
者
は
、
丸
太
足
場
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
建
地
の
間
隔
は
、
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
地
上
第
一
の
布
は
、
三
メ
ー
ト
ル
以
下
の
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

二
　
建
地
の
脚
部
に
は
、
そ
の
滑
動
又
は
沈
下
を
防
止
す
る
た
め
、
建
地
の
根
本
を
埋
め
込
み
、
根
が
ら
み
を
設
け
、
皿
板
を
使
用
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
建
地
の
継
手
が
重
合
せ
継
手
の
場
合
に
は
、
接
続
部
に
お
い
て
、
一
メ
ー
ト
ル
以
上
を
重
ね
て
二
箇
所
以
上
に
お
い
て
縛
り
、
建
地
の
継
手
が
突
合
せ
継
手
の
場
合
に
は
、
二
本
組
の
建
地
と
し
、
又
は
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上

の
添
木
を
用
い
て
四
箇
所
以
上
に
お
い
て
縛
る
こ
と
。

四
　
建
地
、
布
、
腕
木
等
の
接
続
部
及
び
交
差
部
は
、
鉄
線
そ
の
他
の
丈
夫
な
材
料
で
堅
固
に
縛
る
こ
と
。

五
　
筋
か
い
で
補
強
す
る
こ
と
。

六
　
一
側
足
場
、
本
足
場
又
は
張
出
し
足
場
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
壁
つ
な
ぎ
又
は
控
え
を
設
け
る
こ
と
。

イ
　
間
隔
は
、
垂
直
方
向
に
あ
つ
て
は
五
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
、
水
平
方
向
に
あ
つ
て
は
七
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
鋼
管
、
丸
太
等
の
材
料
を
用
い
て
堅
固
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

ハ
　
引
張
材
と
圧
縮
材
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
引
張
材
と
圧
縮
材
と
の
間
隔
は
、
一
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
の
規
定
は
、
作
業
の
必
要
上
同
号
の
規
定
に
よ
り
難
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
な
べ
つ
り
、
二
本
組
等
に
よ
り
当
該
部
分
を
補
強
し
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
第
一
項
第
六
号
の
規
定
は
、
窓
枠
の
取
付
け
、
壁
面
の
仕
上
げ
等
の
作
業
の
た
め
壁
つ
な
ぎ
又
は
控
え
を
取
り
外
す
場
合
そ
の
他
作
業
の
必
要
上
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
壁
つ
な
ぎ
又
は
控
え
に
代
え
て
、
建
地
又

は
布
に
斜
材
を
設
け
る
等
当
該
足
場
の
倒
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
款
　
鋼
管
足
場

（
鋼
管
足
場
）

第
五
百
七
十
条
　
事
業
者
は
、
鋼
管
足
場
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
足
場
（
脚
輪
を
取
り
付
け
た
移
動
式
足
場
を
除
く
。
）
の
脚
部
に
は
、
足
場
の
滑
動
又
は
沈
下
を
防
止
す
る
た
め
、
ベ
ー
ス
金
具
を
用
い
、
か
つ
、
敷
板
、
敷
角
等
を
用
い
、
根
が
ら
み
を
設
け
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
脚
輪
を
取
り
付
け
た
移
動
式
足
場
に
あ
つ
て
は
、
不
意
に
移
動
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
ブ
レ
ー
キ
、
歯
止
め
等
で
脚
輪
を
確
実
に
固
定
さ
せ
、
足
場
の
一
部
を
堅
固
な
建
設
物
に
固
定
さ
せ
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
鋼
管
の
接
続
部
又
は
交
差
部
は
、
こ
れ
に
適
合
し
た
附
属
金
具
を
用
い
て
、
確
実
に
接
続
し
、
又
は
緊
結
す
る
こ
と
。

四
　
筋
か
い
で
補
強
す
る
こ
と
。

五
　
一
側
足
場
、
本
足
場
又
は
張
出
し
足
場
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
壁
つ
な
ぎ
又
は
控
え
を
設
け
る
こ
と
。

イ
　
間
隔
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
鋼
管
足
場
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
と
す
る
こ
と
。

鋼
管
足
場
の
種
類

間
隔
（
単
位
メ
ー
ト
ル
）

垂
直
方
向

水
平
方
向

単
管
足
場

五

五
・
五

わ
く
組
足
場
（
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

九

八

ロ
　
鋼
管
、
丸
太
等
の
材
料
を
用
い
て
、
堅
固
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

ハ
　
引
張
材
と
圧
縮
材
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
引
張
材
と
圧
縮
材
と
の
間
隔
は
、
一
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
こ
と
。

六
　
架
空
電
路
に
近
接
し
て
足
場
を
設
け
る
と
き
は
、
架
空
電
路
を
移
設
し
、
架
空
電
路
に
絶
縁
用
防
護
具
を
装
着
す
る
等
架
空
電
路
と
の
接
触
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
百
七
十
条
第
一
項
第
五
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
令
別
表
第
八
第
一
号
に
掲
げ
る
部
材
等
を
用
い
る
鋼
管
足
場
）

第
五
百
七
十
一
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
八
第
一
号
に
掲
げ
る
部
材
又
は
単
管
足
場
用
鋼
管
規
格
に
適
合
す
る
鋼
管
を
用
い
て
構
成
さ
れ
る
鋼
管
足
場
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
単
管
足
場
に
あ

つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
わ
く
組
足
場
に
あ
つ
て
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
建
地
の
間
隔
は
、
け
た
行
方
向
を
一
・
八
五
メ
ー
ト
ル
以
下
、
は
り
間
方
向
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

二
　
地
上
第
一
の
布
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

三
　
建
地
の

高
部
か
ら
測
つ
て
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
の
建
地
は
、
鋼
管
を
二
本
組
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
建
地
の
下
端
に
作
用
す
る
設
計
荷
重
（
足
場
の
重
量
に
相
当
す
る
荷
重
に
、
作
業
床
の

大
積
載
荷
重
を

加
え
た
荷
重
を
い
う
。
）
が
当
該
建
地
の

大
使
用
荷
重
（
当
該
建
地
の
破
壊
に
至
る
荷
重
の
二
分
の
一
以
下
の
荷
重
を
い
う
。
）
を
超
え
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
建
地
間
の
積
載
荷
重
は
、
四
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

五
　

上
層
及
び
五
層
以
内
ご
と
に
水
平
材
を
設
け
る
こ
と
。

六
　
は
り
わ
く
及
び
持
送
り
わ
く
は
、
水
平
筋
か
い
そ
の
他
に
よ
つ
て
横
振
れ
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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七
　
高
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
及
び
重
量
物
の
積
載
を
伴
う
作
業
を
行
う
と
き
は
、
使
用
す
る
主
わ
く
は
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
か
つ
、
主
わ
く
間
の
間
隔
は
一
・
八
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
又
は
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
必
要
上
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
に
お
い
て
、
各
支
点
間
を
単
純
ば
り
と
し
て
計
算
し
た

大
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
の
値
に
関
し
、
事
業
者
が
次
条
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
た

と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
作
業
の
必
要
上
同
号
の
規
定
に
よ
り
難
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
二
本
組
等
に
よ
り
当
該
部
分
を
補
強
し
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

（
令
別
表
第
八
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
部
材
以
外
の
部
材
等
を
用
い
る
鋼
管
足
場
）

第
五
百
七
十
二
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
八
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
部
材
以
外
の
部
材
又
は
単
管
足
場
用
鋼
管
規
格
に
適
合
す
る
鋼
管
以
外
の
鋼
管
を
用
い
て
構
成
さ
れ
る
鋼
管
足
場
に
つ
い
て
は
、
第
五
百
七
十
条
第

一
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
各
支
点
間
を
単
純
ば
り
と
し
て
計
算
し
た

大
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
の
値
が
、
鋼
管
の
断
面
係
数
に
、
鋼
管
の
材
料
の
降
伏
強
さ
の
値
（
降
伏
強
さ
の
値
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

引
張
強
さ
の
値
の
二
分
の
一
の
値
）
の
一
・
五
分
の
一
及
び
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
鋼
管
の
肉
厚
と
外
径
と
の
比
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
（
継
手
の
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
値
の
四
分

の
三
）
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

鋼
管
の
肉
厚
と
外
径
と
の
比

係
数

肉
厚
が
外
径
の
十
四
分
の
一
以
上

一

肉
厚
が
外
径
の
二
十
分
の
一
以
上
十
四
分
の
一
未
満

〇
・
九

肉
厚
が
外
径
の
三
十
一
分
の
一
以
上
二
十
分
の
一
未
満

〇
・
八

（
鋼
管
の
強
度
の
識
別
）

第
五
百
七
十
三
条
　
事
業
者
は
、
外
径
及
び
肉
厚
が
同
一
で
あ
り
、
又
は
近
似
し
て
い
る
鋼
管
で
、
強
度
が
異
な
る
も
の
を
同
一
事
業
場
で
使
用
す
る
と
き
は
、
鋼
管
の
混
用
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
鋼
管
に
色
又

は
記
号
を
付
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
、
鋼
管
の
強
度
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
措
置
は
、
色
を
付
す
る
方
法
の
み
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
款
　
つ
り
足
場

（
つ
り
足
場
）

第
五
百
七
十
四
条
　
事
業
者
は
、
つ
り
足
場
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
つ
り
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

イ
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
イ
ラ
線
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し
て
い
る
も
の

ロ
　
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

ハ
　
キ
ン
ク
し
た
も
の

ニ
　
著
し
い
形
崩
れ
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の

二
　
つ
り
鎖
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

イ
　
伸
び
が
、
当
該
つ
り
鎖
が
製
造
さ
れ
た
と
き
の
長
さ
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

ロ
　
リ
ン
ク
の
断
面
の
直
径
の
減
少
が
、
当
該
つ
り
鎖
が
製
造
さ
れ
た
と
き
の
当
該
リ
ン
ク
の
断
面
の
直
径
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

ハ
　
亀
裂
が
あ
る
も
の

三
　
つ
り
鋼
線
及
び
つ
り
鋼
帯
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
の
あ
る
も
の
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

四
　
つ
り
繊
維
索
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

イ
　
ス
ト
ラ
ン
ド
が
切
断
し
て
い
る
も
の

ロ
　
著
し
い
損
傷
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の

五
　
つ
り
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
、
つ
り
鎖
、
つ
り
鋼
線
、
つ
り
鋼
帯
又
は
つ
り
繊
維
索
は
、
そ
の
一
端
を
足
場
桁
、
ス
タ
ー
ラ
ツ
プ
等
に
、
他
端
を
突
り
よ
う
、
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
、
建
築
物
の
は
り
等
に
そ
れ
ぞ
れ
確
実
に
取
り
付
け
る
こ

と
。

六
　
作
業
床
は
、
幅
を
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
か
つ
、
隙
間
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

七
　
床
材
は
、
転
位
し
、
又
は
脱
落
し
な
い
よ
う
に
、
足
場
桁
、
ス
タ
ー
ラ
ツ
プ
等
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

八
　
足
場
桁
、
ス
タ
ー
ラ
ツ
プ
、
作
業
床
等
に
控
え
を
設
け
る
等
動
揺
又
は
転
位
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九
　
棚
足
場
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
桁
の
接
続
部
及
び
交
差
部
は
、
鉄
線
、
継
手
金
具
又
は
緊
結
金
具
を
用
い
て
、
確
実
に
接
続
し
、
又
は
緊
結
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
六
号
の
規
定
は
、
作
業
床
の
下
方
又
は
側
方
に
網
又
は
シ
ー
ト
を
設
け
る
等
墜
落
又
は
物
体
の
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

（
作
業
禁
止
）

第
五
百
七
十
五
条
　
事
業
者
は
、
つ
り
足
場
の
上
で
、

き
や
た
つ

脚
立
、
は
し
ご
等
を
用
い
て
労
働
者
に
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
一
章
　
作
業
構
台

（
材
料
等
）

第
五
百
七
十
五
条
の
二
　
事
業
者
は
、
仮
設
の
支
柱
及
び
作
業
床
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
材
料
若
し
く
は
仮
設
機
材
の
集
積
又
は
建
設
機
械
等
の
設
置
若
し
く
は
移
動
を
目
的
と
す
る
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
設
備
で
、
建
設
工
事

に
使
用
す
る
も
の
（
以
下
「
作
業
構
台
」
と
い
う
。
）
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
の
あ
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
作
業
構
台
に
使
用
す
る
木
材
に
つ
い
て
は
、
強
度
上
の
著
し
い
欠
点
と
な
る
割
れ
、
虫
食
い
、
節
、
繊
維
の
傾
斜
等
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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３
　
事
業
者
は
、
作
業
構
台
に
使
用
す
る
支
柱
、
作
業
床
、
は
り
、
大
引
き
等
の
主
要
な
部
分
の
鋼
材
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造
用
圧
延
鋼

材
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
九
一
（
熱
間
圧
延
棒
鋼
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
九
二
（
熱
間
圧
延
形
鋼
）
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
管
）
若
し
く
は
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形

鋼
管
）
に
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
引
張
強
さ
及
び
こ
れ
に
応
じ
た
伸
び
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
構
造
）

第
五
百
七
十
五
条
の
三
　
事
業
者
は
、
作
業
構
台
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
ね
じ
れ
、
た
わ
み
等
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
丈
夫
な
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（

大
積
載
荷
重
）

第
五
百
七
十
五
条
の
四
　
事
業
者
は
、
作
業
構
台
の
構
造
及
び
材
料
に
応
じ
て
、
作
業
床
の

大
積
載
荷
重
を
定
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
超
え
て
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の

大
積
載
荷
重
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
組
立
図
）

第
五
百
七
十
五
条
の
五
　
事
業
者
は
、
作
業
構
台
を
組
み
立
て
る
と
き
は
、
組
立
図
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該
組
立
図
に
よ
り
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
組
立
図
は
、
支
柱
、
作
業
床
、
は
り
、
大
引
き
等
の
部
材
の
配
置
及
び
寸
法
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
構
台
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
五
百
七
十
五
条
の
六
　
事
業
者
は
、
作
業
構
台
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
構
台
の
支
柱
は
、
そ
の
滑
動
又
は
沈
下
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
構
台
を
設
置
す
る
場
所
の
地
質
等
の
状
態
に
応
じ
た
根
入
れ
を
行
い
、
当
該
支
柱
の
脚
部
に
根
が
ら
み
を
設
け
、
敷
板
、
敷
角
等
を
使
用
す
る
等
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
支
柱
、
は
り
、
筋
か
い
等
の
緊
結
部
、
接
続
部
又
は
取
付
部
は
、
変
位
、
脱
落
等
が
生
じ
な
い
よ
う
緊
結
金
具
等
で
堅
固
に
固
定
す
る
こ
と
。

三
　
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
作
業
床
の
床
材
間
の
隙
間
は
、
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

四
　
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
作
業
床
の
端
で
、
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
は
、
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
（
そ
れ
ぞ
れ
丈
夫
な
構
造
の
設
備
で
あ
つ
て
、
た
わ
み
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か

つ
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用

し
な
い
。

一
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
、
か
つ
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
措
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

３
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を
取
り
外
し
た
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
後
、
直
ち
に
こ
れ
ら
の
設
備
を
原
状
に
復
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
労
働
者
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
構
台
の
組
立
て
等
の
作
業
）

第
五
百
七
十
五
条
の
七
　
事
業
者
は
、
作
業
構
台
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
時
期
、
範
囲
及
び
順
序
を
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

三
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

四
　
材
料
、
器
具
、
工
具
等
を
上
げ
、
又
は
下
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ
り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

（
点
検
）

第
五
百
七
十
五
条
の
八
　
事
業
者
は
、
作
業
構
台
に
お
け
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
作
業
を
行
う
箇
所
に
設
け
た
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
の
取
り
外
し
及
び
脱
落
の
有
無
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常

を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
若
し
く
は
中
震
以
上
の
地
震
又
は
作
業
構
台
の
組
立
て
、
一
部
解
体
若
し
く
は
変
更
の
後
に
お
い
て
、
作
業
構
台
に
お
け
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の

事
項
に
つ
い
て
、
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
支
柱
の
滑
動
及
び
沈
下
の
状
態

二
　
支
柱
、
は
り
等
の
損
傷
の
有
無

三
　
床
材
の
損
傷
、
取
付
け
及
び
掛
渡
し
の
状
態

四
　
支
柱
、
は
り
、
筋
か
い
等
の
緊
結
部
、
接
続
部
及
び
取
付
部
の
緩
み
の
状
態

五
　
緊
結
材
及
び
緊
結
金
具
の
損
傷
及
び
腐
食
の
状
態

六
　
水
平
つ
な
ぎ
、
筋
か
い
等
の
補
強
材
の
取
付
状
態
及
び
取
り
外
し
の
有
無

七
　
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
の
取
り
外
し
及
び
脱
落
の
有
無

３
　
事
業
者
は
、
前
項
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
作
業
構
台
を
使
用
す
る
作
業
を
行
う
仕
事
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
点
検
の
結
果

二
　
前
号
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容

119



第
十
二
章
　
土
石
流
に
よ
る
危
険
の
防
止

（
調
査
及
び
記
録
）

第
五
百
七
十
五
条
の
九
　
事
業
者
は
、
降
雨
、
融
雪
又
は
地
震
に
伴
い
土
石
流
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
河
川
（
以
下
「
土
石
流
危
険
河
川
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
（
臨
時
の
作
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行

う
と
き
は
、
土
石
流
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
場
所
か
ら
上
流
の
河
川
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
土
石
流
に
よ
る
労
働
災
害
の
防
止
に
関
す
る
規
程
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
　
事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
土
石
流
に
よ
る
労
働
災
害
の
防
止
に
関
す
る
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
程
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
降
雨
量
の
把
握
の
方
法

二
　
降
雨
又
は
融
雪
が
あ
つ
た
場
合
及
び
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
講
ず
る
措
置

三
　
土
石
流
の
発
生
の
前
兆
と
な
る
現
象
を
把
握
し
た
場
合
に
講
ず
る
措
置

四
　
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
の
警
報
及
び
避
難
の
方
法

五
　
避
難
の
訓
練
の
内
容
及
び
時
期

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
程
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
把
握
及
び
記
録
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
一
　
事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
作
業
開
始
時
に
あ
つ
て
は
当
該
作
業
開
始
前
二
十
四
時
間
に
お
け
る
降
雨
量
を
、
作
業
開
始
後
に
あ
つ
て
は
一
時
間
ご
と
の

降
雨
量
を
、
そ
れ
ぞ
れ
雨
量
計
に
よ
る
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
し
、
か
つ
、
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
降
雨
時
の
措
置
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
二
　
事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
降
雨
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
土
石
流
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
監
視
人
の
配
置
等
土
石
流
の
発
生
を
早

期
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や
か
に
作
業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
退
避
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
三
　
事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
土
石
流
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
安
全
な
場

所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
警
報
用
の
設
備
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
四
　
事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
に
関
係
労
働
者
に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
サ
イ
レ
ン
、
非
常
ベ
ル
等
の
警
報
用
の
設

備
を
設
け
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場
所
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
警
報
用
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
常
時
、
有
効
に
作
動
す
る
よ
う
に
保
持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
避
難
用
の
設
備
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
五
　
事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
に
労
働
者
を
安
全
に
避
難
さ
せ
る
た
め
の
登
り
桟
橋
、
は
し
ご
等
の
避
難
用
の
設
備
を
適
当
な
箇

所
に
設
け
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場
所
及
び
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
避
難
用
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
常
時
有
効
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
避
難
の
訓
練
）

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六
　
事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
と
き
に
備
え
る
た
め
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
工
事
開
始
後
遅
滞
な
く
一
回
、
及
び
そ
の
後
六
月
以
内

ご
と
に
一
回
、
避
難
の
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
避
難
の
訓
練
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
実
施
年
月
日

二
　
訓
練
を
受
け
た
者
の
氏
名

三
　
訓
練
の
内
容

第
三
編
　
衛
生
基
準

第
一
章
　
有
害
な
作
業
環
境

（
有
害
原
因
の
除
去
）

第
五
百
七
十
六
条
　
事
業
者
は
、
有
害
物
を
取
り
扱
い
、
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
し
、
有
害
な
光
線
又
は
超
音
波
に
さ
ら
さ
れ
、
騒
音
又
は
振
動
を
発
し
、
病
原
体
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
等
有
害
な
作
業
場
に
お
い
て
は
、

そ
の
原
因
を
除
去
す
る
た
め
、
代
替
物
の
使
用
、
作
業
の
方
法
又
は
機
械
等
の
改
善
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ガ
ス
等
の
発
散
の
抑
制
等
）

第
五
百
七
十
七
条
　
事
業
者
は
、
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
は
、
当
該
屋
内
作
業
場
に
お
け
る
空
気
中
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
の
含
有
濃
度
が
有
害
な
程
度
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
全
体
換
気
装
置
を
設
け
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

120



（
ば
く
露
の
程
度
の
低
減
等
）

第
五
百
七
十
七
条
の
二
　
事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
事
業
場
に
お
い
て
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
等
に
基
づ
き
、
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
代
替
物
の
使
用
、
発

散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
全
体
換
気
装
置
の
設
置
及
び
稼
働
、
作
業
の
方
法
の
改
善
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に

労
働
者
が
ば
く
露
さ
れ
る
程
度
を

小
限
度
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
の
う
ち
、
一
定
程
度
の
ば
く
露
に
抑
え
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
に
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務

（
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
こ
れ
ら
の
物
に
ば
く
露
さ
れ
る
程
度
を
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
の

基
準
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
の
ほ
か
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に
係
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ

ン
ト
の
結
果
に
基
づ
き
、
関
係
労
働
者
の
意
見
を
聴
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
必
要
と
認
め
る
項
目
に
つ
い
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
第
二
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
の
基
準
を
超
え
て
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に
ば
く
露
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
医

師
又
は
歯
科
医
師
が
必
要
と
認
め
る
項
目
に
つ
い
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
前
二
項
の
健
康
診
断
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
き
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

対
象
物
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
二
十
四
号
の
二
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
五
年
間
（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
に
係
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
が
が
ん
原
性
が
あ
る
物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

の
（
以
下
「
が
ん
原
性
物
質
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
は
、
三
十
年
間
）
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
の
結
果
（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
の
項
目
に
異
常
の
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
労
働
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
、
当
該
労
働
者
の
健
康
を
保

持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
行
う
こ
と
。

二
　
聴
取
し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見
を
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
個
人
票
に
記
載
す
る
こ
と
。

７
　
事
業
者
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
、
前
項
の
意
見
聴
取
を
行
う
上
で
必
要
と
な
る
労
働
者
の
業
務
に
関
す
る
情
報
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
事
業
者
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見
を
勘
案
し
、
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
の
実
情
を
考
慮
し
て
、
就
業
場
所
の
変
更
、
作
業
の
転
換
、
労
働
時
間
の
短
縮
等
の
措
置
を
講

ず
る
ほ
か
、
作
業
環
境
測
定
の
実
施
、
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
衛
生
委
員
会
又
は
安
全
衛
生
委
員
会
へ
の
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見
の
報
告
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10
　
事
業
者
は
、
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
、
関
係
労
働
者
の
意
見
を
聴
く
た
め
の
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11
　
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
に
つ
い
て
は
、
が
ん
原
性
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
記
録
を
作
成
し
、
当
該

記
録
を
三
年
間
（
第
二
号
（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
が
が
ん
原
性
物
質
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
三
号
に
つ
い
て
は
、
三
十
年
間
）
保
存
す
る
と
と
も
に
、
第
一
号
及
び
第
四
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ

ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
状
況

二
　
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
の
ば
く
露
の
状
況

三
　
労
働
者
の
氏
名
、
従
事
し
た
作
業
の
概
要
及
び
当
該
作
業
に
従
事
し
た
期
間
並
び
に
が
ん
原
性
物
質
に
よ
り
著
し
く
汚
染
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
そ
の
概
要
及
び
事
業
者
が
講
じ
た
応
急
の
措
置
の
概
要

四
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
労
働
者
の
意
見
の
聴
取
状
況

12
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
常
時
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

二
　
書
面
を
、
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

三
　
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
か
つ
、
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作
業
場
に
、
当

該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

第
五
百
七
十
七
条
の
三
　
事
業
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
以
外
の
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
事
業
場
に
お
い
て
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
以
外
の
化
学
物
質
に
係
る
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
の

結
果
等
に
基
づ
き
、
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
代
替
物
の
使
用
、
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
全
体
換
気
装
置
の
設
置
及
び
稼
働
、
作
業
の
方
法
の
改
善
、
有
効
な
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と

等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
が
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
以
外
の
化
学
物
質
に
ば
く
露
さ
れ
る
程
度
を

小
限
度
に
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
内
燃
機
関
の
使
用
禁
止
）

第
五
百
七
十
八
条
　
事
業
者
は
、
坑
、
井
筒
、
潜

か
ん函

、
タ
ン
ク
又
は
船
倉
の
内
部
そ
の
他
の
場
所
で
、
自
然
換
気
が
不
十
分
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
内
燃
機
関
を
有
す
る
機
械
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
内
燃
機
関

の
排
気
ガ
ス
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
場
所
を
換
気
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
排
気
の
処
理
）

第
五
百
七
十
九
条
　
事
業
者
は
、
有
害
物
を
含
む
排
気
を
排
出
す
る
局
所
排
気
装
置
そ
の
他
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
有
害
物
の
種
類
に
応
じ
て
、
吸
収
、
燃
焼
、
集
じ
ん
そ
の
他
の
有
効
な
方
式
に
よ
る
排
気
処
理
装
置
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
排
液
の
処
理
）

第
五
百
八
十
条
　
事
業
者
は
、
有
害
物
を
含
む
排
液
に
つ
い
て
は
、
当
該
有
害
物
の
種
類
に
応
じ
て
、
中
和
、
沈
で
ん
、
ろ
過
そ
の
他
の
有
効
な
方
式
に
よ
つ
て
処
理
し
た
後
に
排
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
病
原
体
の
処
理
）

第
五
百
八
十
一
条
　
事
業
者
は
、
病
原
体
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
排
気
、
排
液
又
は
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
消
毒
、
殺
菌
等
適
切
な
処
理
を
し
た
後
に
、
排
出
し
、
又
は
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
粉
じ
ん
の
飛
散
の
防
止
）

第
五
百
八
十
二
条
　
事
業
者
は
、
粉
じ
ん
を
著
し
く
飛
散
す
る
屋
外
又
は
坑
内
の
作
業
場
に
お
い
て
は
、
注
水
そ
の
他
の
粉
じ
ん
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
坑
内
の
炭
酸
ガ
ス
濃
度
の
基
準
）

第
五
百
八
十
三
条
　
事
業
者
は
、
坑
内
の
作
業
場
に
お
け
る
炭
酸
ガ
ス
濃
度
を
、
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
空
気
呼
吸
器
、
酸
素
呼
吸
器
又
は
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
を
使
用
し
て
、
人
命
救
助
又
は
危

害
防
止
に
関
す
る
作
業
を
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
騒
音
を
発
す
る
場
所
の
明
示
等
）

第
五
百
八
十
三
条
の
二
　
事
業
者
は
、
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
屋
内
作
業
場
に
お
け
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
屋
内
作
業
場
が
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
標
識
に
よ
つ
て

明
示
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
騒
音
の
伝
ぱ
の
防
止
）

第
五
百
八
十
四
条
　
事
業
者
は
、
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
伝
ぱ
を
防
ぐ
た
め
、
隔
壁
を
設
け
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
等
）

第
五
百
八
十
五
条
　
事
業
者
は
、
次
の
場
所
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た

と
き
は
、
当
該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
場
所
又
は
著
し
く
暑
熱
な
場
所

二
　
多
量
の
低
温
物
体
を
取
り
扱
う
場
所
又
は
著
し
く
寒
冷
な
場
所

三
　
有
害
な
光
線
又
は
超
音
波
に
さ
ら
さ
れ
る
場
所

四
　
炭
酸
ガ
ス
濃
度
が
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
場
所
、
酸
素
濃
度
が
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
場
所
又
は
硫
化
水
素
濃
度
が
百
万
分
の
十
を
超
え
る
場
所

五
　
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
有
害
な
場
所

六
　
有
害
物
を
取
り
扱
う
場
所

七
　
病
原
体
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
の
著
し
い
場
所

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
の
周
囲
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
場
所
に
は
、
み
だ
り
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
表
示
等
）

第
五
百
八
十
六
条
　
事
業
者
は
、
有
害
物
若
し
く
は
病
原
体
又
は
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
、
一
定
の
場
所
に
集
積
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
環
境
測
定
を
行
う
べ
き
作
業
場
）

第
五
百
八
十
七
条
　
令
第
二
十
一
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
暑
熱
、
寒
冷
又
は
多
湿
の
屋
内
作
業
場
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
溶
鉱
炉
、
平
炉
、
転
炉
又
は
電
気
炉
に
よ
り
鉱
物
又
は
金
属
を
製
錬
し
、
又
は
精
錬
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

二
　
キ
ユ
ポ
ラ
、
る
つ
ぼ
等
に
よ
り
鉱
物
、
金
属
又
は
ガ
ラ
ス
を
溶
解
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

三
　
焼
鈍
炉
、
均
熱
炉
、
焼
入
炉
、
加
熱
炉
等
に
よ
り
鉱
物
、
金
属
又
は
ガ
ラ
ス
を
加
熱
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

四
　
陶
磁
器
、
レ
ン
ガ
等
を
焼
成
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

五
　
鉱
物
の

ば
い焙

焼
又
は
焼
結
の
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

六
　
加
熱
さ
れ
た
金
属
の
運
搬
又
は
圧
延
、
鍛
造
、
焼
入
、
伸
線
等
の
加
工
の
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

七
　
溶
融
金
属
の
運
搬
又
は
鋳
込
み
の
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

八
　
溶
融
ガ
ラ
ス
か
ら
ガ
ラ
ス
製
品
を
成
型
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

九
　
加
硫
が
ま
に
よ
り
ゴ
ム
を
加
硫
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

十
　
熱
源
を
用
い
る
乾
燥
室
に
よ
り
物
を
乾
燥
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

十
一
　
多
量
の
液
体
空
気
、
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
等
を
取
り
扱
う
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

十
二
　
冷
蔵
庫
、
製
氷
庫
、
貯
氷
庫
又
は
冷
凍
庫
等
で
、
労
働
者
が
そ
の
内
部
で
作
業
を
行
な
う
も
の

十
三
　
多
量
の
蒸
気
を
使
用
す
る
染
色

そ
う槽

に
よ
り
染
色
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

十
四
　
多
量
の
蒸
気
を
使
用
す
る
金
属
又
は
非
金
属
の
洗
浄
又
は
め
つ
き
の
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

十
五
　
紡
績
又
は
織
布
の
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場
で
、
給
湿
を
行
な
う
も
の

十
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
屋
内
作
業
場

第
五
百
八
十
八
条
　
令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
著
し
い
騒
音
を
発
す
る
屋
内
作
業
場
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　

び
よ
う

鋲

打
ち
機
、
は
つ
り
機
、
鋳
物
の
型
込
機
等
圧
縮
空
気
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
機
械
又
は
器
具
を
取
り
扱
う
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

二
　
ロ
ー
ル
機
、
圧
延
機
等
に
よ
る
金
属
の
圧
延
、
伸
線
、
ひ
ず
み
取
り
又
は
板
曲
げ
の
業
務
（
液
体
プ
レ
ス
に
よ
る
ひ
ず
み
取
り
及
び
板
曲
げ
並
び
に
ダ
イ
ス
に
よ
る
線
引
き
の
業
務
を
除
く
。
）
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

三
　
動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
ハ
ン
マ
ー
を
用
い
る
金
属
の
鍛
造
又
は
成
型
の
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

122



四
　
タ
ン
ブ
ラ
ー
に
よ
る
金
属
製
品
の
研
ま
又
は
砂
落
し
の
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

五
　
動
力
に
よ
り
チ
エ
ー
ン
等
を
用
い
て
ド
ラ
ム
か
ん
を
洗
浄
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

六
　
ド
ラ
ム
バ
ー
カ
ー
に
よ
り
、
木
材
を
削
皮
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

七
　
チ
ツ
パ
ー
に
よ
り
チ
ツ
プ
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

八
　
多
筒
抄
紙
機
に
よ
り
紙
を

す抄
く
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
屋
内
作
業
場

第
五
百
八
十
九
条
　
令
第
二
十
一
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
坑
内
の
作
業
場
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
炭
酸
ガ
ス
が
停
滞
し
、
又
は
停
滞
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
坑
内
の
作
業
場

二
　
気
温
が
二
十
八
度
を
こ
え
、
又
は
こ
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
坑
内
の
作
業
場

三
　
通
気
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
坑
内
の
作
業
場

（
騒
音
の
測
定
等
）

第
五
百
九
十
条
　
事
業
者
は
、
第
五
百
八
十
八
条
に
規
定
す
る
著
し
い
騒
音
を
発
す
る
屋
内
作
業
場
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
次
の
事
項
を
記
録
し
て
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
測
定
日
時

二
　
測
定
方
法

三
　
測
定
箇
所

四
　
測
定
条
件

五
　
測
定
結
果

六
　
測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七
　
測
定
結
果
に
基
づ
い
て
改
善
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
の
概
要

第
五
百
九
十
一
条
　
事
業
者
は
、
第
五
百
八
十
八
条
に
規
定
す
る
著
し
い
騒
音
を
発
す
る
屋
内
作
業
場
の
施
設
若
し
く
は
設
備
を
変
更
し
、
又
は
当
該
屋
内
作
業
場
に
お
け
る
作
業
工
程
若
し
く
は
作
業
方
法
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、

遅
滞
な
く
、
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
坑
内
の
炭
酸
ガ
ス
濃
度
の
測
定
等
）

第
五
百
九
十
二
条
　
事
業
者
は
、
第
五
百
八
十
九
条
第
一
号
の
坑
内
の
作
業
場
に
つ
い
て
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
炭
酸
ガ
ス
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
五
百
九
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
一
章
の
二
　
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
係
る
作
業

（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
及
び
含
有
率
の
測
定
）

第
五
百
九
十
二
条
の
二
　
事
業
者
は
、
第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
作
業
場
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
作
業
場
に
お
け
る
空
気
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
第
三
十
六
条
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
作
業
に
係
る
設
備
の
内
部
に
付
着
し
た
物
に
含
ま
れ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
含
有
率
を
測
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
付
着
物
の
除
去
）

第
五
百
九
十
二
条
の
三
　
事
業
者
は
、
第
三
十
六
条
第
三
十
六
号
に
規
定
す
る
解
体
等
の
業
務
に
係
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
係
る
設
備
の
内
部
に
付
着
し
た
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
を
除
去
し
た

後
に
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
作
業
に
係
る
設
備
の
内
部
に
付
着
し
た
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
を
除
去
し
た
後
に
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
の
発
散
源
の
湿
潤
化
）

第
五
百
九
十
二
条
の
四
　
事
業
者
は
、
第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お
け
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
の
発
散
源
を
湿

潤
な
状
態
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
発
散
源
を
湿
潤
な
状
態
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お
け
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
の
発
散
源
を
湿
潤
な
状
態
の
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周

知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
保
護
具
）

第
五
百
九
十
二
条
の
五
　
事
業
者
は
、
第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
第
五
百
九
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

類
の
濃
度
及
び
含
有
率
の
測
定
の
結
果
に
応
じ
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
衣
、
保
護
眼
鏡
、
呼
吸
用
保
護
具
等
適
切
な
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
の
発
散

源
を
密
閉
す
る
設
備
の
設
置
等
当
該
作
業
に
係
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
の
発
散
を
防
止
す
る
た
め
に
有
効
な
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
第
五
百
九
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
及
び
含
有
率
の
測
定
の
結
果
に
応
じ
て
、

保
護
衣
、
保
護
眼
鏡
、
呼
吸
用
保
護
具
等
適
切
な
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
作
業
指
揮
者
）

第
五
百
九
十
二
条
の
六
　
事
業
者
は
、
第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
当
該
作
業
を
指
揮
さ
せ
る
と
と
も
に
、
前
三
条
の
措

置
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
し
て
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
点
検
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
の
教
育
）

第
五
百
九
十
二
条
の
七
　
事
業
者
は
、
第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
就
か
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
、
特
別
の
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
有
害
性

二
　
作
業
の
方
法
及
び
事
故
の
場
合
の
措
置

三
　
作
業
開
始
時
の
設
備
の
点
検

四
　
保
護
具
の
使
用
方
法

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
ば
く
露
の
防
止
に
関
し
必
要
な
事
項

（
掲
示
）

第
五
百
九
十
二
条
の
八
　
事
業
者
は
、
第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
就
か
せ
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
作
業
を
行
う
作
業
場
で
あ
る
旨

二
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
の
種
類
及
び
そ
の
症
状

三
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項

四
　
第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
適
切
な
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具

第
二
章
　
保
護
具
等

（
呼
吸
用
保
護
具
等
）

第
五
百
九
十
三
条
　
事
業
者
は
、
著
し
く
暑
熱
又
は
寒
冷
な
場
所
に
お
け
る
業
務
、
多
量
の
高
熱
物
体
、
低
温
物
体
又
は
有
害
物
を
取
り
扱
う
業
務
、
有
害
な
光
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
、
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
有
害

な
場
所
に
お
け
る
業
務
、
病
原
体
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
の
著
し
い
業
務
そ
の
他
有
害
な
業
務
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、
保
護
衣
、
保
護
眼
鏡
、
呼
吸
用
保
護
具
等
適
切
な
保
護
具
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
保
護
衣
、
保
護
眼
鏡
、
呼
吸
用
保
護
具
等
適
切
な
保
護
具
に
つ
い
て
、
備
え
て
お
く
こ
と
等
に
よ
り
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
皮
膚
障
害
等
防
止
用
の
保
護
具
）

第
五
百
九
十
四
条
　
事
業
者
は
、
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
物
を
取
り
扱
う
業
務
又
は
有
害
物
が
皮
膚
か
ら
吸
収
さ
れ
、
若
し
く
は
侵
入
し
て
、
健
康
障
害
若
し
く
は
感
染
を
お
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
業
務
に
お
い
て
は
、
当

該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、
塗
布
剤
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
履
物
又
は
保
護
眼
鏡
等
適
切
な
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
塗
布
剤
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
履
物
又
は
保
護
眼
鏡
等
適
切
な
保
護
具
に
つ
い
て
、
備
え
て
お
く
こ
と
等
に
よ
り

こ
れ
ら
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
百
九
十
四
条
の
二
　
事
業
者
は
、
化
学
物
質
又
は
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤
（
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら
吸
収
さ
れ
、
若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入
し
て
、
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
以
下
「
皮
膚
等
障
害
化
学
物
質
等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
（
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
及
び
皮
膚

等
障
害
化
学
物
質
等
を
密
閉
し
て
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
を
除
く
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
履
物
又
は
保
護
眼
鏡
等
適
切
な
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
同
項
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
百
九
十
四
条
の
三
　
事
業
者
は
、
化
学
物
質
又
は
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤
（
皮
膚
等
障
害
化
学
物
質
等
及
び
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら
吸
収
さ
れ
、
若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入
し
て
、
健
康
障

害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
（
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
及
び
こ
れ
ら
の
物
を
密
閉

し
て
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
を
除
く
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
履
物
又
は
保
護
眼
鏡
等
適
切
な
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
同
項
の
保
護
具
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
騒
音
障
害
防
止
用
の
保
護
具
）

第
五
百
九
十
五
条
　
事
業
者
は
、
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、
耳
栓
そ
の
他
の
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
耳
栓
そ
の
他
の
保
護
具
に
つ
い
て
、
備
え
て
お
く
こ
と
等
に
よ
り
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る

旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
耳
栓
そ
の
他
の
保
護
具
の
使
用
を
命
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
当
該
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
、
作
業
中
の
労
働
者
が
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
第
二
項
の
請
負
人
に
耳
栓
そ
の
他
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
当
該
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
、
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
保
護
具
の
数
等
）

第
五
百
九
十
六
条
　
事
業
者
は
、
第
五
百
九
十
三
条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備

え
、
常
時
有
効
か
つ
清
潔
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
者
の
使
用
義
務
）

第
五
百
九
十
七
条
　
第
五
百
九
十
三
条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
百
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
事
業
者
か
ら
当
該
業
務
に
必
要
な
保
護
具
の

使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
専
用
の
保
護
具
等
）

第
五
百
九
十
八
条
　
事
業
者
は
、
保
護
具
又
は
器
具
の
使
用
に
よ
つ
て
、
労
働
者
に
疾
病
感
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
各
人
専
用
の
も
の
を
備
え
、
又
は
疾
病
感
染
を
予
防
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
百
九
十
九
条
　
削
除

第
三
章
　
気
積
及
び
換
気

（
気
積
）

第
六
百
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
屋
内
作
業
場
の
気
積
を
、
設
備
の
占
め
る
容
積
及
び
床
面
か
ら
四
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
高
さ
に
あ
る
空
間
を
除
き
、
労
働
者
一
人
に
つ
い
て
、
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
換
気
）

第
六
百
一
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
は
、
窓
そ
の
他
の
開
口
部
の
直
接
外
気
に
向
つ
て
開
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
面
積
が
、
常
時
床
面
積
の
二
十
分
の
一
以
上
に
な
る
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
換
気
が
十
分
行
な
わ
れ
る
性
能
を
有
す
る
設
備
を
設
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
条
の
屋
内
作
業
場
の
気
温
が
十
度
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
換
気
に
際
し
、
労
働
者
を
毎
秒
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
気
流
に
さ
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
坑
内
の
通
気
設
備
）

第
六
百
二
条
　
事
業
者
は
、
坑
内
の
作
業
場
に
お
い
て
は
、
衛
生
上
必
要
な
分
量
の
空
気
を
坑
内
に
送
給
す
る
た
め
に
、
通
気
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
自
然
換
気
に
よ
り
衛
生
上
必
要
な
分
量
の
空
気
が
供
給
さ

れ
る
坑
内
の
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
坑
内
の
通
気
量
の
測
定
）

第
六
百
三
条
　
事
業
者
は
、
第
五
百
八
十
九
条
第
三
号
の
坑
内
の
作
業
場
に
つ
い
て
、
半
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
作
業
場
に
お
け
る
通
気
量
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
五
百
九
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
章
　
採
光
及
び
照
明

（
照
度
）

第
六
百
四
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
場
所
の
作
業
面
の
照
度
を
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
感
光
材
料
を
取

り
扱
う
作
業
場
、
坑
内
の
作
業
場
そ
の
他
特
殊
な
作
業
を
行
な
う
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

作
業
の
区
分

基
準

精
密
な
作
業

三
百
ル
ク
ス
以
上

普
通
の
作
業

百
五
十
ル
ク
ス
以
上

粗
な
作
業

七
十
ル
ク
ス
以
上

（
採
光
及
び
照
明
）

第
六
百
五
条
　
事
業
者
は
、
採
光
及
び
照
明
に
つ
い
て
は
、
明
暗
の
対
照
が
著
し
く
な
く
、
か
つ
、
ま
ぶ
し
さ
を
生
じ
さ
せ
な
い
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
場
所
の
照
明
設
備
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
　
温
度
及
び
湿
度

（
温
湿
度
調
節
）

第
六
百
六
条
　
事
業
者
は
、
暑
熱
、
寒
冷
又
は
多
湿
の
屋
内
作
業
場
で
、
有
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
冷
房
、
暖
房
、
通
風
等
適
当
な
温
湿
度
調
節
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
気
温
、
湿
度
等
の
測
定
）

第
六
百
七
条
　
事
業
者
は
、
第
五
百
八
十
七
条
に
規
定
す
る
暑
熱
、
寒
冷
又
は
多
湿
の
屋
内
作
業
場
に
つ
い
て
、
半
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
屋
内
作
業
場
に
お
け
る
気
温
、
湿
度
及
び
ふ
く
射
熱
（
ふ
く
射
熱
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
屋
内
作
業
場
に
限
る
。
）
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
五
百
九
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
ふ
く
射
熱
か
ら
の
保
護
）

第
六
百
八
条
　
事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
に
多
量
の
熱
を
放
散
す
る
溶
融
炉
等
が
あ
る
と
き
は
、
加
熱
さ
れ
た
空
気
を
直
接
屋
外
に
排
出
し
、
又
は
そ
の
放
射
す
る
ふ
く
射
熱
か
ら
労
働
者
を
保
護
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
に
前
項
の
溶
融
炉
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
溶
融
炉
等
の
放
射
す
る
ふ
く
射
熱
か
ら
の
保
護
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ

る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
加
熱
さ
れ
た
空
気
を
直
接
屋
外
に
排
出
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
加
熱
さ
れ
た
炉
の
修
理
）

第
六
百
九
条
　
事
業
者
は
、
加
熱
さ
れ
た
炉
の
修
理
に
際
し
て
は
、
当
該
炉
の
修
理
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
者
が
適
当
に
冷
却
さ
れ
る
前
に
そ
の
内
部
に
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
炉
を
適
当
に
冷
却
し
た
後
で
な
け
れ
ば
そ
の
内

部
に
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
湿
）

第
六
百
十
条
　
事
業
者
は
、
作
業
の
性
質
上
給
湿
を
行
な
う
と
き
は
、
有
害
に
な
ら
な
い
限
度
に
お
い
て
こ
れ
を
行
な
い
、
か
つ
、
噴
霧
に
は
清
浄
な
水
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
坑
内
の
気
温
）

第
六
百
十
一
条
　
事
業
者
は
、
坑
内
に
お
け
る
気
温
を
三
十
七
度
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
高
温
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
人
命
救
助
又
は
危
害
防
止
に
関
す
る
作
業
を
さ
せ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
坑
内
の
気
温
測
定
等
）

第
六
百
十
二
条
　
事
業
者
は
、
第
五
百
八
十
九
条
第
二
号
の
坑
内
の
作
業
場
に
つ
い
て
、
半
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
作
業
場
に
お
け
る
気
温
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
五
百
九
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
章
　
休
養

（
休
憩
設
備
）

第
六
百
十
三
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
が
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
休
憩
の
設
備
を
設
け
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
害
作
業
場
の
休
憩
設
備
）

第
六
百
十
四
条
　
事
業
者
は
、
著
し
く
暑
熱
、
寒
冷
又
は
多
湿
の
作
業
場
、
有
害
な
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
作
業
場
そ
の
他
有
害
な
作
業
場
に
お
い
て
は
、
作
業
場
外
に
休
憩
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
坑
内
等
特
殊
な
作
業
場
で
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
立
業
の
た
め
の
い
す
）

第
六
百
十
五
条
　
事
業
者
は
、
持
続
的
立
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
就
業
中
し
ば
し
ば
す
わ
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
が
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
い
す
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
睡
眠
及
び
仮
眠
の
設
備
）

第
六
百
十
六
条
　
事
業
者
は
、
夜
間
に
労
働
者
に
睡
眠
を
与
え
る
必
要
の
あ
る
と
き
、
又
は
労
働
者
が
就
業
の
途
中
に
仮
眠
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
が
あ
る
と
き
は
、
適
当
な
睡
眠
又
は
仮
眠
の
場
所
を
、
男
性
用
と
女
性
用
に
区
別

し
て
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
場
所
に
は
、
寝
具
、
か
や
そ
の
他
必
要
な
用
品
を
備
え
、
か
つ
、
疾
病
感
染
を
予
防
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
汗
作
業
に
関
す
る
措
置
）

第
六
百
十
七
条
　
事
業
者
は
、
多
量
の
発
汗
を
伴
う
作
業
場
に
お
い
て
は
、
労
働
者
に
与
え
る
た
め
に
、
塩
及
び
飲
料
水
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
養
室
等
）

第
六
百
十
八
条
　
事
業
者
は
、
常
時
五
十
人
以
上
又
は
常
時
女
性
三
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
と
き
は
、
労
働
者
が
が
床
す
る
こ
と
の
で
き
る
休
養
室
又
は
休
養
所
を
、
男
性
用
と
女
性
用
に
区
別
し
て
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
七
章
　
清
潔

（
清
掃
等
の
実
施
）

第
六
百
十
九
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
日
常
行
う
清
掃
の
ほ
か
、
大
掃
除
を
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
統
一
的
に
行
う
こ
と
。

二
　
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
発
生
場
所
、
生
息
場
所
及
び
侵
入
経
路
並
び
に
ね
ず
み
、
昆
虫
等
に
よ
る
被
害
の
状
況
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
統
一
的
に
調
査
を
実
施
し
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
ね
ず

み
、
昆
虫
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
防
除
の
た
め
殺
そ
剤
又
は
殺
虫
剤
を
使
用
す
る
場
合
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
又
は
第
十

九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
を
用
い
る
こ
と
。

（
労
働
者
の
清
潔
保
持
義
務
）

第
六
百
二
十
条
　
労
働
者
は
、
作
業
場
の
清
潔
に
注
意
し
、
廃
棄
物
を
定
め
ら
れ
た
場
所
以
外
の
場
所
に
す
て
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
百
二
十
一
条
　
削
除

（
汚
染
床
等
の
洗
浄
）

第
六
百
二
十
二
条
　
事
業
者
は
、
有
害
物
、
腐
敗
し
や
す
い
物
又
は
悪
臭
の
あ
る
物
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
床
及
び
周
壁
を
、
必
要
に
応
じ
、
洗
浄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
床
の
構
造
等
）

第
六
百
二
十
三
条
　
事
業
者
は
、
前
条
の
床
及
び
周
壁
並
び
に
水
そ
の
他
の
液
体
を
多
量
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
湿
潤
の
お
そ
れ
が
あ
る
作
業
場
の
床
及
び
周
壁
を
、
不
浸
透
性
の
材
料
で
塗
装
し
、
か
つ
、
排
水
に
便
利
な
構
造
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
汚
物
の
処
置
）

第
六
百
二
十
四
条
　
事
業
者
は
、
汚
物
を
、
一
定
の
場
所
に
お
い
て
露
出
し
な
い
よ
う
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
病
原
体
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
床
、
周
壁
、
容
器
等
を
、
必
要
に
応
じ
、
消
毒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
洗
浄
設
備
等
）

第
六
百
二
十
五
条
　
事
業
者
は
、
身
体
又
は
被
服
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
洗
眼
、
洗
身
若
し
く
は
う
が
い
の
設
備
、
更
衣
設
備
又
は
洗
た
く
の
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
設
備
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
用
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
服
の
乾
燥
設
備
）

第
六
百
二
十
六
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
の
被
服
が
著
し
く
湿
潤
す
る
作
業
場
に
お
い
て
は
、
被
服
の
乾
燥
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
水
）

第
六
百
二
十
七
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
の
飲
用
に
供
す
る
水
そ
の
他
の
飲
料
を
、
十
分
供
給
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
九
項
に
規
定
す
る
給
水
装
置
以
外
の
給
水
に
関
す
る
設
備
を
設
け
て
飲
用
し
、
又
は
食
器
の
洗
浄
に
使
用
す
る
水
を
供
給
す
る
と
き
は
、
当
該
水
に
つ
い

て
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
地
方
公
共
団
体
等
の
行
う
水
質
検
査
に
よ
り
、
水
道
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
水
質
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

二
　
給
水
せ
ん
に
お
け
る
水
に
含
ま
れ
る
遊
離
残
留
塩
素
の
含
有
率
を
百
万
分
の
〇
・
一
（
結
合
残
留
塩
素
の
場
合
は
、
百
万
分
の
〇
・
四
）
以
上
に
保
持
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
供
給
す
る
水
が
病
原
生
物
に
著
し
く

汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
又
は
病
原
生
物
に
汚
染
さ
れ
た
こ
と
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
生
物
若
し
く
は
物
質
を
多
量
に
含
む
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
百
万
分
の
〇
・
二
（
結
合
残
留
塩
素
の
場
合
は
、
百
万
分
の
一
・
五
）

以
上
に
す
る
こ
と
。

三
　
有
害
物
、
汚
水
等
に
よ
つ
て
水
が
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
適
当
な
汚
染
防
止
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
便
所
）

第
六
百
二
十
八
条
　
事
業
者
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
便
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
坑
内
等
特
殊
な
作
業
場
で
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
で
、
適
当
な
数
の
便
所
又
は

便
器
を
備
え
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
男
性
用
と
女
性
用
に
区
別
す
る
こ
と
。

二
　
男
性
用
大
便
所
の
便
房
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数

便
房
の
数

六
十
人
以
内

一

六
十
人
超

一
に
、
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
が
六
十
人
を
超
え
る
六
十
人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数

三
　
男
性
用
小
便
所
の
箇
所
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数

箇
所
数

三
十
人
以
内

一

三
十
人
超

一
に
、
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
が
三
十
人
を
超
え
る
三
十
人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数

四
　
女
性
用
便
所
の
便
房
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
時
に
就
業
す
る
女
性
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

同
時
に
就
業
す
る
女
性
労
働
者
の
数

便
房
の
数

二
十
人
以
内

一

二
十
人
超

一
に
、
同
時
に
就
業
す
る
女
性
労
働
者
の
数
が
二
十
人
を
超
え
る
二
十
人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数

五
　
便
池
は
、
汚
物
が
土
中
に
浸
透
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

六
　
流
出
す
る
清
浄
な
水
を
十
分
に
供
給
す
る
手
洗
い
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
便
所
及
び
便
器
を
清
潔
に
保
ち
、
汚
物
を
適
当
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
独
立
個
室
型
の
便
所
の
特
例
）

第
六
百
二
十
八
条
の
二
　
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
十
人
以
内
で
あ
る
場
合
は
、
男
性
用
と
女
性
用
に
区
別
し
な
い
四
方
を
壁
等
で
囲
ま
れ
た
一
個
の
便

房
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
便
所
（
次
項
に
お
い
て
「
独
立
個
室
型
の
便
所
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
で
足
り
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
独
立
個
室
型
の
便
所
を
設
け
る
場
合
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
個
室
型
の
便
所
を
設
け
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
便
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
独
立
個
室
型
の
便
所
を
除
き
、
男
性
用
と
女
性
用
に
区
別
す
る
こ
と
。

二
　
男
性
用
大
便
所
の
便
房
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数

便
房
の
数

設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
以
下

一

設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
数

一
に
、
設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
か
ら
減
じ
て
得
た
数
が
六
十
人
を
超
え
る
六

十
人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数

三
　
男
性
用
小
便
所
の
箇
所
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数

箇
所
数
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設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
以
下

一

設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
数

一
に
、
設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
か
ら
減
じ
て
得
た
数
が
三
十
人
を
超
え
る
三

十
人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数

四
　
女
性
用
便
所
の
便
房
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
時
に
就
業
す
る
女
性
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

同
時
に
就
業
す
る
女
性
労
働
者
の
数

便
房
の
数

設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
以
下

一

設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
数

一
に
、
設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
同
時
に
就
業
す
る
女
性
労
働
者
の
数
か
ら
減
じ
て
得
た
数
が
二
十
人
を
超
え
る
二

十
人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数

五
　
便
池
は
、
汚
物
が
土
中
に
浸
透
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

六
　
流
出
す
る
清
浄
な
水
を
十
分
に
供
給
す
る
手
洗
い
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

第
八
章
　
食
堂
及
び
炊
事
場

（
食
堂
）

第
六
百
二
十
九
条
　
事
業
者
は
、
第
六
百
十
四
条
本
文
に
規
定
す
る
作
業
場
に
お
い
て
は
、
作
業
場
外
に
適
当
な
食
事
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
が
事
業
場
内
に
お
い
て
食
事
を
し
な
い
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
食
堂
及
び
炊
事
場
）

第
六
百
三
十
条
　
事
業
者
は
、
事
業
場
に
附
属
す
る
食
堂
又
は
炊
事
場
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
食
堂
と
炊
事
場
と
は
区
別
し
て
設
け
、
採
光
及
び
換
気
が
十
分
で
あ
つ
て
、
そ
う
じ
に
便
利
な
構
造
と
す
る
こ
と
。

二
　
食
堂
の
床
面
積
は
、
食
事
の
際
の
一
人
に
つ
い
て
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

三
　
食
堂
に
は
、
食
卓
及
び
労
働
者
が
食
事
を
す
る
た
め
の
い
す
を
設
け
る
こ
と
（
い
す
に
つ
い
て
は
、
坐
食
の
場
合
を
除
く
。
）
。

四
　
便
所
及
び
廃
物
だ
め
か
ら
適
当
な
距
離
の
あ
る
場
所
に
設
け
る
こ
と
。

五
　
食
器
、
食
品
材
料
等
の
消
毒
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

六
　
食
器
、
食
品
材
料
及
び
調
味
料
の
保
存
の
た
め
に
適
切
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

七
　
は
え
そ
の
他
の
こ
ん
虫
、
ね
ず
み
、
犬
、
猫
等
の
害
を
防
ぐ
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

八
　
飲
用
及
び
洗
浄
の
た
め
に
、
清
浄
な
水
を
十
分
に
備
え
る
こ
と
。

九
　
炊
事
場
の
床
は
、
不
浸
透
性
の
材
料
で
造
り
、
か
つ
、
洗
浄
及
び
排
水
に
便
利
な
構
造
と
す
る
こ
と
。

十
　
汚
水
及
び
廃
物
は
、
炊
事
場
外
に
お
い
て
露
出
し
な
い
よ
う
に
処
理
し
、
沈
で
ん

そ
う槽

を
設
け
て
排
出
す
る
等
有
害
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

十
一
　
炊
事
従
業
員
専
用
の
休
憩
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。

十
二
　
炊
事
従
業
員
に
は
、
炊
事
に
不
適
当
な
伝
染
性
の
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
。

十
三
　
炊
事
従
業
員
に
は
、
炊
事
専
用
の
清
潔
な
作
業
衣
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

十
四
　
炊
事
場
に
は
、
炊
事
従
業
員
以
外
の
者
を
み
だ
り
に
出
入
り
さ
せ
な
い
こ
と
。

十
五
　
炊
事
場
に
は
、
炊
事
場
専
用
の

は
き履

物
を
備
え
、
土
足
の
ま
ま
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

（
栄
養
の
確
保
及
び
向
上
）

第
六
百
三
十
一
条
　
事
業
者
は
、
事
業
場
に
お
い
て
労
働
者
に
対
し
給
食
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
給
食
に
関
し
、
栄
養
の
確
保
及
び
向
上
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
栄
養
士
）

第
六
百
三
十
二
条
　
事
業
者
は
、
事
業
場
に
お
い
て
、
労
働
者
に
対
し
、
一
回
百
食
以
上
又
は
一
日
二
百
五
十
食
以
上
の
給
食
を
行
な
う
と
き
は
、
栄
養
士
を
置
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
栄
養
士
が
、
食
品
材
料
の
調
査
又
は
選
択
、
献
立
の
作
成
、
栄
養
価
の
算
定
、
廃
棄
量
の
調
査
、
労
働
者
の
し
好
調
査
、
栄
養
指
導
等
を
衛
生
管
理
者
及
び
給
食
関
係
者
と
協
力
し
て
行
な
う
よ
う
に
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
九
章
　
救
急
用
具

（
救
急
用
具
）

第
六
百
三
十
三
条
　
事
業
者
は
、
負
傷
者
の
手
当
に
必
要
な
救
急
用
具
及
び
材
料
を
備
え
、
そ
の
備
付
け
場
所
及
び
使
用
方
法
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
救
急
用
具
及
び
材
料
を
常
時
清
潔
に
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
百
三
十
四
条
　
削
除

第
四
編
　
特
別
規
制

第
一
章
　
特
定
元
方
事
業
者
等
に
関
す
る
特
別
規
制

（
法
第
二
十
九
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
）

第
六
百
三
十
四
条
の
二
　
法
第
二
十
九
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
土
砂
等
が
崩
壊
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
関
係
請
負
人
の
労
働
者
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
限
る
。
）

128



一
の
二
　
土
石
流
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
河
川
内
に
あ
る
場
所
で
あ
つ
て
、
関
係
請
負
人
の
労
働
者
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
限
る
。
）

二
　
機
械
等
が
転
倒
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
関
係
請
負
人
の
労
働
者
が
用
い
る
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
又
は
移
動
式
ク
レ
ー
ン
が
転
倒
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
限
る
。
）

三
　
架
空
電
線
の
充
電
電
路
に
近
接
す
る
場
所
で
あ
つ
て
、
当
該
充
電
電
路
に
労
働
者
の
身
体
等
が
接
触
し
、
又
は
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
（
関
係
請
負
人
の
労
働
者
に
よ
り
工
作
物
の

建
設
、
解
体
、
点
検
、
修
理
、
塗
装
等
の
作
業
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
作
業
又
は
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
等
を
使
用
す
る
作
業
が
行
わ
れ
る
場
所
に
限
る
。
）

四
　
埋
設
物
等
又
は
れ
ん
が
壁
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
擁
壁
等
の
建
設
物
が
損
壊
す
る
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
関
係
請
負
人
の
労
働
者
に
よ
り
当
該
埋
設
物
等
又
は
建
設
物
に
近
接
す
る
場
所
に
お
い
て
明
か
り
掘
削

の
作
業
が
行
わ
れ
る
場
所
に
限
る
。
）

（
協
議
組
織
の
設
置
及
び
運
営
）

第
六
百
三
十
五
条
　
特
定
元
方
事
業
者
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
特
定
元
方
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
の
協
議
組
織
の
設
置
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
特
定
元
方
事
業
者
及
び
す
べ
て
の
関
係
請
負
人
が
参
加
す
る
協
議
組
織
を
設
置
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
協
議
組
織
の
会
議
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
。

２
　
関
係
請
負
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
元
方
事
業
者
が
設
置
す
る
協
議
組
織
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
間
の
連
絡
及
び
調
整
）

第
六
百
三
十
六
条
　
特
定
元
方
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
作
業
間
の
連
絡
及
び
調
整
に
つ
い
て
は
、
随
時
、
特
定
元
方
事
業
者
と
関
係
請
負
人
と
の
間
及
び
関
係
請
負
人
相
互
間
に
お
け
る
連
絡
及
び
調
整
を
行
な
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
場
所
の
巡
視
）

第
六
百
三
十
七
条
　
特
定
元
方
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
巡
視
に
つ
い
て
は
、
毎
作
業
日
に
少
な
く
と
も
一
回
、
こ
れ
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
関
係
請
負
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
元
方
事
業
者
が
行
な
う
巡
視
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
教
育
に
対
す
る
指
導
及
び
援
助
）

第
六
百
三
十
八
条
　
特
定
元
方
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
の
教
育
に
対
す
る
指
導
及
び
援
助
に
つ
い
て
は
、
当
該
教
育
を
行
な
う
場
所
の
提
供
、
当
該
教
育
に
使
用
す
る
資
料
の
提
供
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
種
）

第
六
百
三
十
八
条
の
二
　
法
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
種
は
、
建
設
業
と
す
る
。

（
計
画
の
作
成
）

第
六
百
三
十
八
条
の
三
　
法
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
元
方
事
業
者
は
、
同
号
の
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
工
程
表
等
の
当
該
仕
事
の
工
程
に
関
す
る
計
画
並
び
に
当
該
作
業
場
所
に
お
け
る
主
要
な
機
械
、
設
備

及
び
作
業
用
の
仮
設
の
建
設
物
の
配
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
係
請
負
人
の
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
の
指
導
）

第
六
百
三
十
八
条
の
四
　
法
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
元
方
事
業
者
は
、
同
号
の
関
係
請
負
人
の
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
表
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
機
体
重
量
が
三
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
作
業
に
関
し
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
関
係
請
負
人
が
定
め
る
作
業
計
画
が
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
の
計
画
に
適
合
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

二
　
つ
り
上
げ
荷
重
が
三
ト
ン
以
上
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
作
業
に
関
し
ク
レ
ー
ン
則
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
関
係
請
負
人
が
定
め
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
の

計
画
に
適
合
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

（
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
の
統
一
）

第
六
百
三
十
九
条
　
特
定
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
が
ク
レ
ー
ン
等
（
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
、
デ
リ
ッ
ク
、
簡
易

リ
フ
ト
又
は
建
設
用
リ
フ
ト
で
、
ク
レ
ー
ン
則
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
自
ら
行
な
う
作
業
に
つ
い
て
前
項
の
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
を
定
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
合
図
と
同
一
の
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
事
故
現
場
等
の
標
識
の
統
一
等
）

第
六
百
四
十
条
　
特
定
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場
所
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
故
現
場
等

を
表
示
す
る
標
識
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
有
機
則
第
二
十
七
条
第
二
項
本
文
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
事
故
現
場

二
　
高
圧
則
第
一
条
の
二
第
四
号
の
作
業
室
又
は
同
条
第
五
号
の
気
こ
う
室

三
　
電
離
則
第
三
条
第
一
項
の
区
域
、
電
離
則
第
十
五
条
第
一
項
の
室
、
電
離
則
第
十
八
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
場
所
又
は
電
離
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
区
域

四
　
酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
二
号
。
以
下
「
酸
欠
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
又
は
酸
欠
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
所
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２
　
特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
自
ら
行
な
う
作
業
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
標
識
と
同
一
の
も
の
に
よ
つ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
そ
の
労
働
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
者
以
外
の
者
を
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
に
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
有
機
溶
剤
等
の
容
器
の
集
積
箇
所
の
統
一
）

第
六
百
四
十
一
条
　
特
定
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場
所
に
次
の
容
器
が
集
積
さ
れ
る
と
き
（
第
二
号
に
掲
げ
る
容
器
に
つ
い
て

は
、
屋
外
に
集
積
さ
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
容
器
を
集
積
す
る
箇
所
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
有
機
溶
剤
等
（
有
機
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
の
有
機
溶
剤
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
別
有
機
溶
剤
等
（
特
化
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
三
の
特
別
有
機
溶
剤
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
入
れ
て
あ
る
容
器

二
　
有
機
溶
剤
等
又
は
特
別
有
機
溶
剤
等
を
入
れ
て
あ
つ
た
空
容
器
で
有
機
溶
剤
又
は
特
別
有
機
溶
剤
（
特
化
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
の
特
別
有
機
溶
剤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
蒸
気
が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

２
　
特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
当
該
場
所
に
前
項
の
容
器
を
集
積
す
る
と
き
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
容
器
に
つ
い
て
は
、
屋
外
に
集
積
す
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
箇
所
に

集
積
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
警
報
の
統
一
等
）

第
六
百
四
十
二
条
　
特
定
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
と
き
に
は
、
次
の
場
合
に
行
な
う
警
報
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
場
所
に
あ
る
エ
ツ
ク
ス
線
装
置
（
令
第
六
条
第
五
号
の
エ
ツ
ク
ス
線
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
電
力
が
供
給
さ
れ
て
い
る
場
合

二
　
当
該
場
所
に
あ
る
電
離
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
に
よ
り
照
射
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合

三
　
当
該
場
所
に
お
い
て
発
破
が
行
な
わ
れ
る
場
合

四
　
当
該
場
所
に
お
い
て
火
災
が
発
生
し
た
場
合

五
　
当
該
場
所
に
お
い
て
、
土
砂
の
崩
壊
、
出
水
若
し
く
は
な
だ
れ
が
発
生
し
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

２
　
特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
、
エ
ツ
ク
ス
線
装
置
に
電
力
を
供
給
す
る
場
合
、
前
項
第
二
号
の
機
器
に
よ
り
照
射
を
行
な
う
場
合
又
は
発
破
を
行
な
う
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に

定
め
ら
れ
た
警
報
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
場
所
に
お
い
て
、
火
災
が
発
生
し
た
こ
と
又
は
土
砂
の
崩
壊
、
出
水
若
し
く
は
な
だ
れ
が
発
生
し
た
こ
と
若
し
く
は
こ
れ
ら
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と

き
も
、
同
様
と
す
る
。

３
　
特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
警
報
が
行
な
わ
れ
た
と
き
は
、
危
険
が
あ
る
区
域
に
い
る
そ
の
労
働
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
者
以
外

の
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
避
難
等
の
訓
練
の
実
施
方
法
等
の
統
一
等
）

第
六
百
四
十
二
条
の
二
　
特
定
元
方
事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
三
百
八
十
九
条
の
十
一
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
が
行
う
避
難
等
の
訓
練
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
時
期
及
び
実
施
方
法
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
定
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
避
難
等
の
訓
練
を
行
う
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
実
施
時
期
及
び
実
施
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
特
定
元
方
事
業
者
は
、
関
係
請
負
人
が
行
う
避
難
等
の
訓
練
に
対
し
て
、
必
要
な
指
導
及
び
資
料
の
提
供
等
の
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
百
四
十
二
条
の
二
の
二
　
前
条
の
規
定
は
、
特
定
元
方
事
業
者
が
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
三
百
八
十
九
条
の
十
一
第
一
項

の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
七
十
五
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
」
と
、
同
項
か
ら
同
条
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
避
難
等
の
訓
練
」
と
あ
る
の
は
「
避
難
の
訓
練
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
周
知
の
た
め
の
資
料
の
提
供
等
）

第
六
百
四
十
二
条
の
三
　
建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
特
定
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
の
状
況
（
労
働
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ

れ
の
あ
る
箇
所
の
状
況
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
作
業
相
互
の
関
係
等
に
関
し
関
係
請
負
人
が
そ
の
労
働
者
で
あ
つ
て
当
該
場
所
で
新
た
に
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の

に
対
し
て
周
知
を
図
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
当
該
関
係
請
負
人
に
対
し
、
当
該
周
知
を
図
る
た
め
の
場
所
の
提
供
、
当
該
周
知
を
図
る
た
め
に
使
用
す
る
資
料
の
提
供
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特

定
元
方
事
業
者
が
、
自
ら
当
該
関
係
請
負
人
の
労
働
者
に
当
該
場
所
の
状
況
、
作
業
相
互
の
関
係
等
を
周
知
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
特
定
元
方
事
業
者
の
指
名
）

第
六
百
四
十
三
条
　
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
は
、
次
の
者
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
者
の
同
意
を
得
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
三
十
条
第
二
項
の
場
所
に
お
い
て
特
定
事
業
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
特
定
事
業
を
い
う
。
）
の
仕
事
を
自
ら
行
う
請
負
人
で
、
建
築
工
事
に
お
け
る

く躯
体
工
事
等
当
該
仕
事
の
主
要
な
部
分
を
請
け
負
つ
た
も
の
（
当
該
仕

事
の
主
要
な
部
分
が
数
次
の
請
負
契
約
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
請
負
人
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
請
負
人
の
う
ち
、

も
先
次
の
請
負
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
者
）

二
　
前
号
の
者
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
互
選
し
た
者

２
　
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
元
方
事
業
者
を
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
発
注
者
（
同
項
の
発
注
者
を
い
う
。
）
又
は
請
負
人
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
が
で
き
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
場
所

を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
間
の
連
絡
及
び
調
整
）

第
六
百
四
十
三
条
の
二
　
第
六
百
三
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
元
方
事
業
者
（
次
条
か
ら
第
六
百
四
十
三
条
の
六
ま
で
に
お
い
て
「
元
方
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

六
百
三
十
六
条
中
「
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
十
条
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
の
統
一
）

第
六
百
四
十
三
条
の
三
　
第
六
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
元
方
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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２
　
第
六
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
事
故
現
場
の
標
識
の
統
一
等
）

第
六
百
四
十
三
条
の
四
　
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場
所
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
故
現
場

等
を
表
示
す
る
標
識
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
有
機
則
第
二
十
七
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
事
故
現
場

二
　
電
離
則
第
三
条
第
一
項
の
区
域
、
電
離
則
第
十
五
条
第
一
項
の
室
、
電
離
則
第
十
八
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
場
所
又
は
電
離
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
区
域

三
　
酸
欠
則
第
九
条
第
一
項
の
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
又
は
酸
欠
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
所

２
　
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
自
ら
行
う
作
業
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
標
識
と
同
一
の
も
の
に
よ
つ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
そ
の
労
働
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
者
以
外
の
者
を
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
に
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
有
機
溶
剤
等
の
容
器
の
集
積
箇
所
の
統
一
）

第
六
百
四
十
三
条
の
五
　
第
六
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
元
方
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
第
六
百
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
警
報
の
統
一
等
）

第
六
百
四
十
三
条
の
六
　
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
次
の
場
合
に
行
う
警
報
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
場
所
に
あ
る
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
電
力
が
供
給
さ
れ
て
い
る
場
合

二
　
当
該
場
所
に
あ
る
電
離
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
に
よ
り
照
射
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合

三
　
当
該
場
所
に
お
い
て
火
災
が
発
生
し
た
場
合

２
　
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
、
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
電
力
を
供
給
す
る
場
合
又
は
前
項
第
二
号
の
機
器
に
よ
り
照
射
を
行
う
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
警
報
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
場
所
に
お
い
て
、
火
災
が
発
生
し
た
こ
と
又
は
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

３
　
元
方
事
業
者
及
び
関
係
請
負
人
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
警
報
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
危
険
が
あ
る
区
域
に
い
る
そ
の
労
働
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
者
以
外
の
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
元
方
事
業
者
の
指
名
）

第
六
百
四
十
三
条
の
七
　
第
六
百
四
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
百
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中

「
第
三
十
条
第
二
項
の
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
場
所
」
と
、
「
特
定
事
業
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
特
定
事
業
を
い
う
。
）
の
仕
事
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
の
仕
事
」
と
、
「
建
築
工
事
に
お
け
る

く躯
体
工
事
等
当
該
仕
事
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
仕
事
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
元
方
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
元
方
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
の
元
方
事
業
者
の
指
名
）

第
六
百
四
十
三
条
の
八
　
第
六
百
四
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
百
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中

「
第
三
十
条
第
二
項
の
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
場
所
」
と
、
「
特
定
事
業
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
特
定
事
業
を
い
う
。
）
の
仕
事
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
五
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
仕
事
」
と
、
「
建
築
工
事
に
お
け
る

く躯
体
工
事
等
」
と
あ
る
の
は
「
ず
い
道
等
の
建
設
の
仕
事
に
お
け
る
掘
削
工
事
等
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
元
方
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
元
方
事
業
者
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
救
護
に
関
す
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
者
）

第
六
百
四
十
三
条
の
九
　
第
二
十
四
条
の
七
及
び
第
二
十
四
条
の
九
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
救
護
に
関
す
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
法
第
三
十
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
第
二
十
四
条
の
八
に
規
定
す
る
者
と
す
る
。

（
く
い
打
機
及
び
く
い
抜
機
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
四
条
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
注
文
者
（
以
下
「
注
文
者
」
と
い
う
。
）
は
、
同
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
（
同
項
の
請
負
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
労
働
者
に
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
を

使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
に
つ
い
て
は
、
第
二
編
第
二
章
第
二
節
（
第
百
七
十
二
条
、
第
百
七
十
四
条
か
ら
第
百
七
十
六
条
ま
で
、
第
百
七
十
八
条
か
ら
第
百
八
十
一
条
ま
で
及
び
第
百
八
十
三
条
に
限

る
。
）
に
規
定
す
る
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軌
道
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
五
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
軌
道
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
軌
道
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
二
編
第
二
章
第
三
節
（
第
百
九
十
六
条
か
ら
第
二
百
四
条
ま

で
、
第
二
百
七
条
か
ら
第
二
百
九
条
ま
で
、
第
二
百
十
二
条
、
第
二
百
十
三
条
及
び
第
二
百
十
五
条
か
ら
第
二
百
十
七
条
ま
で
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
軌
道
装
置
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
六
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
型
わ
く
支
保
工
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
規
格
及
び
第
二
編
第
三
章
（
第
二
百
三
十
七
条
か
ら
第
二
百
三
十
九
条
ま
で
、
第
二
百
四
十
二
条
及
び
第
二
百
四
十
三
条
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
型
わ
く
支
保
工
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
七
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
百
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
百
三
条
に
規
定
す
る
発
生
器
室
の
基
準
に
適
合
す
る
発
生
器
室
内
に
設
け
る
こ
と
。
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二
　
ゲ
ー
ジ
圧
力
七
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
ア
セ
チ
レ
ン
を
発
生
し
、
又
は
使
用
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
あ
つ
て
は
、
第
三
百
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
前
号
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
以
外
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
清
浄
器
、
導
管
等
で
ア
セ
チ
レ
ン
が
接
触
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
は
、
銅
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

四
　
発
生
器
及
び
安
全
器
は
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
　
安
全
器
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
第
三
百
六
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
八
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
（
自
動
溶
接
機
を
除
く
。
）
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
に
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
用
自
動
電
撃
防
止
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
船
舶
の
二
重
底
又
は
ピ
ー
ク
タ
ン
ク
の
内
部
そ
の
他
導
電
体
に
囲
ま
れ
た
著
し
く
狭
あ
い
な
場
所

二
　
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
で
、
鉄
骨
等
導
電
性
の
高
い
接
地
物
に
労
働
者
が
接
触
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

（
電
動
機
械
器
具
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
九
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
電
動
機
を
有
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
動
機
械
器
具
」
と
い
う
。
）
で
、
対
地
電
圧
が
百
五
十
ボ
ル
ト
を
こ

え
る
移
動
式
若
し
く
は
可
搬
式
の
も
の
又
は
水
等
導
電
性
の
高
い
液
体
に
よ
つ
て
湿
潤
し
て
い
る
場
所
そ
の
他
鉄
板
上
、
鉄
骨
上
、
定
盤
上
等
導
電
性
の
高
い
場
所
に
お
い
て
使
用
す
る
移
動
式
若
し
く
は
可
搬
式
の
も
の
を
使
用
さ

せ
る
と
き
は
、
当
該
電
動
機
械
器
具
が
接
続
さ
れ
る
電
路
に
、
当
該
電
路
の
定
格
に
適
合
し
、
感
度
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
作
動
す
る
感
電
防
止
用
漏
電
し
や
断
装
置
を
接
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
注
文
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
電
動
機
械
器
具
の
金
属
性
外
わ
く
、
電
動
機
の
金
属
製
外
被
等
の
金
属
部
分
を
、
第
三
百
三
十
三
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
接
地

で
き
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
潜

か
ん函

等
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
潜

か
ん函

等
を
使
用
さ
せ
る
場
合
で
、
当
該
労
働
者
が
当
該
潜

か
ん函

等
の
内
部
で
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
潜

か
ん函

等
に
つ
い

て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
掘
下
げ
の
深
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
と
き
は
、
送
気
の
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
編
第
六
章
第
一
節
第
三
款
（
第
三
百
七
十
六
条
第
二
号
並
び
に
第
三
百
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
潜

か
ん函

等
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
ず
い
道
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
一
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
ず
い
道
等
を
使
用
さ
せ
る
場
合
で
、
当
該
労
働
者
が
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
な
う
と
き
（
落
盤
又
は

は
だ肌

落
ち
に
よ
り
労
働
者

に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
ず
い
道
等
に
つ
い
て
ず
い
道
支
保
工
を
設
け
、
ロ
ツ
ク
ボ
ル
ト
を
施
す
等
落
盤
又
は

は
だ肌

落
ち
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
注
文
者
は
、
前
項
の
ず
い
道
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
第
二
編
第
六
章
第
二
節
第
二
款
（
第
三
百
九
十
条
、
第
三
百
九
十
一
条
及
び
第
三
百
九
十
四
条
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
ず
い
道
支
保
工
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
二
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
を
、
第
二
編
第
六
章
第
二
節
第
三
款
に
規
定
す
る
ず

い
道
型
わ
く
支
保
工
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
物
品
揚
卸
口
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
三
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
、
作
業
床
、
物
品
揚
卸
口
、
ピ
ツ
ト
、
坑
又
は
船
舶
の
ハ
ツ
チ
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
建
設
物
等
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト

ル
以
上
の
箇
所
で
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
囲
い
、
手
す
り
、

お
お覆

い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
囲
い
、
手
す
り
、

お
お覆

い
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
注
文
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
作
業
床
で
高
さ
又
は
深
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
箇
所
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
が
安
全
に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
架
設
通
路
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
四
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
架
設
通
路
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
架
設
通
路
を
、
第
五
百
五
十
二
条
に
規
定
す
る
架
設
通
路
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
足
場
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
五
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
、
足
場
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
足
場
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
構
造
及
び
材
料
に
応
じ
て
、
作
業
床
の

大
積
載
荷
重
を
定
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
足
場
の
見
や
す
い
場
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
若
し
く
は
中
震
以
上
の
地
震
又
は
足
場
の
組
立
て
、
一
部
解
体
若
し
く
は
変
更
の
後
に
お
い
て
は
、
点
検
者
を
指
名
し
て
、
足
場
に
お
け
る
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点

検
さ
せ
、
危
険
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
修
理
す
る
こ
と
。

イ
　
床
材
の
損
傷
、
取
付
け
及
び
掛
渡
し
の
状
態

ロ
　
建
地
、
布
、
腕
木
等
の
緊
結
部
、
接
続
部
及
び
取
付
部
の
緩
み
の
状
態

ハ
　
緊
結
材
及
び
緊
結
金
具
の
損
傷
及
び
腐
食
の
状
態

ニ
　
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
の
取
り
外
し
及
び
脱
落
の
有
無

ホ
　
幅
木
等
の
取
付
状
態
及
び
取
り
外
し
の
有
無

ヘ
　
脚
部
の
沈
下
及
び
滑
動
の
状
態
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ト
　
筋
か
い
、
控
え
、
壁
つ
な
ぎ
等
の
補
強
材
の
取
付
け
の
状
態

チ
　
建
地
、
布
及
び
腕
木
の
損
傷
の
有
無

リ
　
突
り
よ
う
と
つ
り
索
と
の
取
付
部
の
状
態
及
び
つ
り
装
置
の
歯
止
め
の
機
能

三
　
前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
及
び
第
二
編
第
十
章
第
二
節
（
第
五
百
五
十
九
条
か
ら
第
五
百
六
十
一
条
ま
で
、
第
五
百
六
十
二
条
第
二
項
、
第
五
百
六
十

三
条
、
第
五
百
六
十
九
条
か
ら
第
五
百
七
十
二
条
ま
で
及
び
第
五
百
七
十
四
条
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
足
場
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２
　
注
文
者
は
、
前
項
第
二
号
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
足
場
を
使
用
す
る
作
業
を
行
う
仕
事
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
点
検
の
結
果
及
び
点
検
者
の
氏
名

二
　
前
号
の
結
果
に
基
づ
い
て
修
理
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容

（
作
業
構
台
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
五
条
の
二
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
、
作
業
構
台
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
構
台
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
構
造
及
び
材
料
に
応
じ
て
、
作
業
床
の

大
積
載
荷
重
を
定
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
作
業
構
台
の
見
や
す
い
場
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
若
し
く
は
中
震
以
上
の
地
震
又
は
作
業
構
台
の
組
立
て
、
一
部
解
体
若
し
く
は
変
更
の
後
に
お
い
て
は
、
作
業
構
台
に
お
け
る
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
危
険

の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
修
理
す
る
こ
と
。

イ
　
支
柱
の
滑
動
及
び
沈
下
の
状
態

ロ
　
支
柱
、
は
り
等
の
損
傷
の
有
無

ハ
　
床
材
の
損
傷
、
取
付
け
及
び
掛
渡
し
の
状
態

ニ
　
支
柱
、
は
り
、
筋
か
い
等
の
緊
結
部
、
接
続
部
及
び
取
付
部
の
緩
み
の
状
態

ホ
　
緊
結
材
及
び
緊
結
金
具
の
損
傷
及
び
腐
食
の
状
態

ヘ
　
水
平
つ
な
ぎ
、
筋
か
い
等
の
補
強
材
の
取
付
状
態
及
び
取
り
外
し
の
有
無

ト
　
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
の
取
り
外
し
及
び
脱
落
の
有
無

三
　
前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
編
第
十
一
章
（
第
五
百
七
十
五
条
の
二
、
第
五
百
七
十
五
条
の
三
及
び
第
五
百
七
十
五
条
の
六
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
作
業
構
台
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
注
文
者
は
、
前
項
第
二
号
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
作
業
構
台
を
使
用
す
る
作
業
を
行
う
仕
事
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
点
検
の
結
果

二
　
前
号
の
結
果
に
基
づ
い
て
修
理
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容

（
ク
レ
ー
ン
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
六
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
ク
レ
ー
ン
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ク
レ
ー
ン
等
を
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
（
特
定
機
械
等
の
構
造
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
七
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
ゴ
ン
ド
ラ
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
を
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
特
定
機
械
等
の
構
造
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
局
所
排
気
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
八
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
局
所
排
気
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（
有
機
則
第
五
条
若
し
く
は
第
六
条
第
二
項
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
粉
じ
ん
則
第
四
条
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
請
負
人
が
局
所
排
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
局
所
排
気
装
置
の
性
能
に
つ

い
て
は
、
有
機
則
第
十
六
条
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
粉
じ
ん
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
八
条
の
二
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（
有
機
則
第
五
条
若
し
く
は
第
六
条
第
二
項
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
粉
じ
ん
則
第
四
条
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
請
負
人
が
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当

該
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
性
能
に
つ
い
て
は
、
有
機
則
第
十
六
条
の
二
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
粉
じ
ん
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
全
体
換
気
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
九
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
全
体
換
気
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（
有
機
則
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
又
は
第
十
一
条
（
特

化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
請
負
人
が
全
体
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
全
体
換
気
装
置
の
性
能
に
つ
い
て
は
、

有
機
則
第
十
七
条
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
圧
気
工
法
に
用
い
る
設
備
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
六
十
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
潜

か
ん函

工
法
そ
の
他
の
圧
気
工
法
に
用
い
る
設
備
で
、
そ
の
作
業
室
の
内
部
の
圧
力
が
大
気
圧
を
超
え
る
も
の
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、

当
該
設
備
を
、
高
圧
則
第
四
条
か
ら
第
七
条
の
三
ま
で
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
六
十
一
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
二
号
の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
は
法
第
四
十
二

条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
六
十
二
条
　
注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
三
号
の
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
つ
い
て
は
法
第
四

十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
で
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
係
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
令
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
第
二
類
物
質
）

第
六
百
六
十
二
条
の
二
　
令
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
化
則
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
第
二
類
物
質
と
す
る
。

（
法
第
三
十
一
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
作
業
）

第
六
百
六
十
二
条
の
三
　
法
第
三
十
一
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
作
業
は
、
同
条
に
規
定
す
る
設
備
の
改
造
、
修
理
、
清
掃
等
で
、
当
該
設
備
を
分
解
す
る
作
業
又
は
当
該
設
備
の
内
部
に
立
ち
入
る
作
業
と
す
る
。

（
文
書
の
交
付
等
）

第
六
百
六
十
二
条
の
四
　
法
第
三
十
一
条
の
二
の
注
文
者
（
そ
の
仕
事
を
他
の
者
か
ら
請
け
負
わ
な
い
で
注
文
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
文
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
そ
の
請
負
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
三
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
物
の
危
険
性
及
び
有
害
性

二
　
当
該
仕
事
の
作
業
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
安
全
又
は
衛
生
に
関
す
る
事
項

三
　
当
該
仕
事
の
作
業
に
つ
い
て
講
じ
た
安
全
又
は
衛
生
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

四
　
当
該
物
の
流
出
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
講
ず
べ
き
応
急
の
措
置

２
　
前
項
の
注
文
者
（
そ
の
仕
事
を
他
の
者
か
ら
請
け
負
わ
な
い
で
注
文
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）
は
、
同
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
文
書
の
写
し
を
そ
の
請
負
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
は
、
請
負
人
が
前
条
の
作
業
を
開
始
す
る
時
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
械
）

第
六
百
六
十
二
条
の
五
　
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
械
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
機
体
重
量
が
三
ト
ン
以
上
の
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
二
号
１
、
２
及
び
４
に
掲
げ
る
も
の

二
　
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号
１
か
ら
３
ま
で
及
び
６
に
掲
げ
る
も
の

三
　
つ
り
上
げ
荷
重
が
三
ト
ン
以
上
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン

（
パ
ワ
ー
・
シ
ョ
ベ
ル
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
六
十
二
条
の
六
　
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
作
業
に
係
る
仕
事
を
自
ら
行
う
発
注
者
又
は
当
該
仕
事
の
全
部
を
請
け
負
つ
た
者
で
、
当
該
場
所
に
お
い
て
当
該
仕
事
の
一
部
を
請
け
負
わ
せ
て
い
る
も
の
（
次

条
及
び
第
六
百
六
十
二
条
の
八
に
お
い
て
「
特
定
発
注
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
仕
事
に
係
る
作
業
と
し
て
前
条
第
一
号
の
機
械
を
用
い
て
行
う
荷
の
つ
り
上
げ
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
特
定
発
注
者
等
と
そ
の
請
負

人
で
あ
つ
て
当
該
機
械
に
係
る
運
転
、
玉
掛
け
又
は
誘
導
の
作
業
そ
の
他
当
該
機
械
に
係
る
作
業
を
行
う
も
の
と
の
間
及
び
当
該
請
負
人
相
互
間
に
お
け
る
作
業
の
内
容
、
作
業
に
係
る
指
示
の
系
統
及
び
立
入
禁
止
区
域
に
つ
い
て

必
要
な
連
絡
及
び
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
く
い
打
機
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
六
十
二
条
の
七
　
特
定
発
注
者
等
は
、
当
該
仕
事
に
係
る
作
業
と
し
て
第
六
百
六
十
二
条
の
五
第
二
号
の
機
械
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
特
定
発
注
者
等
と
そ
の
請
負
人
で
あ
つ
て
当
該
機
械
に
係
る
運
転
、
作
業
装

置
の
操
作
（
車
体
上
の
運
転
者
席
に
お
け
る
操
作
を
除
く
。
）
、
玉
掛
け
、
く
い
の
建
て
込
み
、
く
い
若
し
く
は
オ
ー
ガ
ー
の
接
続
又
は
誘
導
の
作
業
そ
の
他
当
該
機
械
に
係
る
作
業
を
行
う
も
の
と
の
間
及
び
当
該
請
負
人
相
互
間
に

お
け
る
作
業
の
内
容
、
作
業
に
係
る
指
示
の
系
統
及
び
立
入
禁
止
区
域
に
つ
い
て
必
要
な
連
絡
及
び
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
六
十
二
条
の
八
　
特
定
発
注
者
等
は
、
当
該
仕
事
に
係
る
作
業
と
し
て
第
六
百
六
十
二
条
の
五
第
三
号
の
機
械
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
特
定
発
注
者
等
と
そ
の
請
負
人
で
あ
つ
て
当
該
機
械
に
係
る
運
転
、
玉
掛
け

又
は
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
の
作
業
そ
の
他
当
該
機
械
に
係
る
作
業
を
行
う
も
の
と
の
間
及
び
請
負
人
相
互
間
に
お
け
る
作
業
の
内
容
、
作
業
に
係
る
指
示
の
系
統
及
び
立
入
禁
止
区
域
に
つ
い
て
必
要
な
連
絡
及
び
調
整
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
請
負
人
の
義
務
）

第
六
百
六
十
二
条
の
九
　
法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
請
負
人
は
、
法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
べ
き
元
方
事
業
者
又
は
指
名
さ
れ
た
事
業
者
が
行
う
労
働
者
の
救
護
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い

て
の
訓
練
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
請
負
人
の
義
務
）

第
六
百
六
十
三
条
　
法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
請
負
人
は
、
第
六
百
四
十
四
条
か
ら
第
六
百
六
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
注
文
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
請
負
人
は
、
注
文
者
が
第
六
百
四
十
四
条
か
ら
第
六
百
六
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
行
う
点
検
、
補
修
そ
の
他
の
措
置
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
請
負
人
の
義
務
）

第
六
百
六
十
三
条
の
二
　
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
請
負
人
は
、
第
六
百
六
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
注
文
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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（
報
告
）

第
六
百
六
十
四
条
　
特
定
元
方
事
業
者
（
法
第
三
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該

作
業
の
開
始
後
、
遅
滞
な
く
、
次
の
事
項
を
当
該
場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
の
種
類
並
び
に
当
該
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
関
係
請
負
人
の
事
業
の
種
類
並
び
に
当
該
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
の
氏
名

四
　
法
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
の
氏
名

五
　
法
第
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
の
氏
名
（
第
十
八
条
の
六
第
二
項
の
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
の

職
務
を
行
う
者
及
び
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
の
職
務
を
行
う
者
の
氏
名
）

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当
該
作
業
の
開
始
後
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
名
さ
れ
た
後
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章
　
機
械
等
貸
与
者
等
に
関
す
る
特
別
規
制

（
機
械
等
貸
与
者
）

第
六
百
六
十
五
条
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
令
第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
機
械
等
を
、
相
当
の
対
価
を
得
て
業
と
し
て
他
の
事
業
者
に
貸
与
す
る
者
と
す
る
。

（
機
械
等
貸
与
者
の
講
ず
べ
き
措
置
）

第
六
百
六
十
六
条
　
前
条
に
規
定
す
る
者
（
以
下
「
機
械
等
貸
与
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
機
械
等
を
他
の
事
業
者
に
貸
与
す
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
機
械
等
を
あ
ら
か
じ
め
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
整
備
を
行
な
う
こ
と
。

二
　
当
該
機
械
等
の
貸
与
を
受
け
る
事
業
者
に
対
し
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
機
械
等
の
能
力

ロ
　
当
該
機
械
等
の
特
性
そ
の
他
そ
の
使
用
上
注
意
す
べ
き
事
項

２
　
前
項
の
規
定
は
、
機
械
等
の
貸
与
で
、
当
該
貸
与
の
対
象
と
な
る
機
械
等
に
つ
い
て
そ
の
購
入
の
際
の
機
種
の
選
定
、
貸
与
後
の
保
守
等
当
該
機
械
等
の
所
有
者
が
行
う
べ
き
業
務
を
当
該
機
械
等
の
貸
与
を
受
け
る
事
業
者
が
行

う
も
の
（
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
助
成
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
設
備
貸
与
機
関
が
行
う
設
備
貸
与
事
業
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
機
械
等
の
貸
与
を
受
け
た
者
の
講
ず
べ
き
措
置
）

第
六
百
六
十
七
条
　
機
械
等
貸
与
者
か
ら
機
械
等
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
当
該
機
械
等
を
操
作
す
る
者
が
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
で
な
い
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
機
械
等
を
操
作
す
る
者
が
、
当
該
機
械
等
の
操
作
に
つ
い
て
法
令
に
基
づ
き
必
要
と
さ
れ
る
資
格
又
は
技
能
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

二
　
機
械
等
を
操
作
す
る
者
に
対
し
、
次
の
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
。

イ
　
作
業
の
内
容

ロ
　
指
揮
の
系
統

ハ
　
連
絡
、
合
図
等
の
方
法

ニ
　
運
行
の
経
路
、
制
限
速
度
そ
の
他
当
該
機
械
等
の
運
行
に
関
す
る
事
項

ホ
　
そ
の
他
当
該
機
械
等
の
操
作
に
よ
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
事
項

（
機
械
等
を
操
作
す
る
者
の
義
務
）

第
六
百
六
十
八
条
　
前
条
の
機
械
等
を
操
作
す
る
者
は
、
機
械
等
の
貸
与
を
受
け
た
者
か
ら
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
百
六
十
九
条
　
削
除

第
三
章
　
建
築
物
貸
与
者
に
関
す
る
特
別
規
制

（
共
用
の
避
難
用
出
入
口
等
）

第
六
百
七
十
条
　
法
第
三
十
四
条
の
建
築
物
貸
与
者
（
以
下
「
建
築
物
貸
与
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
建
築
物
の
避
難
用
の
出
入
口
若
し
く
は
通
路
又
は
す
べ
り
台
、
避
難
用
は
し
ご
等
の
避
難
用
の
器
具
で
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を

受
け
た
二
以
上
の
事
業
者
が
共
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
避
難
用
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
、
か
つ
、
容
易
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
保
持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
建
築
物
貸
与
者
は
、
前
項
の
出
入
口
又
は
通
路
に
設
け
る
戸
を
、
引
戸
又
は
外
開
戸
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
共
用
の
警
報
設
備
等
）

第
六
百
七
十
一
条
　
建
築
物
貸
与
者
は
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
者
が
危
険
物
そ
の
他
爆
発
性
若
し
く
は
発
火
性
の
物
の
製
造
若
し
く
は
取
扱
い
を
す
る
と
き
、
又
は
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
者
の
労
働
者
で
、

当
該
建
築
物
の
内
部
で
就
業
す
る
も
の
の
数
が
五
十
人
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
非
常
の
場
合
に
関
係
労
働
者
に
す
み
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
自
動
警
報
設
備
、
非
常
ベ
ル
等
の
警
報
用
の
設
備
又
は
携
帯
用
拡
声
器
、
手
動
式
サ
イ

レ
ン
等
の
警
報
用
の
器
具
を
備
え
、
か
つ
、
有
効
に
作
動
す
る
よ
う
に
保
持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貸
与
建
築
物
の
有
効
維
持
）

第
六
百
七
十
二
条
　
建
築
物
貸
与
者
は
、
工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
装
置
を
設
け
た
も
の
を
貸
与
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
者
が
当
該
装
置
の
全
部
又

は
一
部
を
共
用
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
共
用
部
分
の
機
能
を
有
効
に
保
持
す
る
た
め
、
点
検
、
補
修
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
局
所
排
気
装
置

二
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
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三
　
全
体
換
気
装
置

四
　
排
気
処
理
装
置

五
　
排
液
処
理
装
置

（
貸
与
建
築
物
の
給
水
設
備
）

第
六
百
七
十
三
条
　
建
築
物
貸
与
者
は
、
工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
飲
用
又
は
食
器
洗
浄
用
の
水
を
供
給
す
る
設
備
を
設
け
た
も
の
を
貸
与
す
る
と
き
は
、
当
該
設
備
を
、
水
道
法
第
三
条
第
九
項
に
規
定
す
る
給
水
装
置
又
は

同
法
第
四
条
の
水
質
基
準
に
適
合
す
る
水
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貸
与
建
築
物
の
排
水
設
備
）

第
六
百
七
十
四
条
　
建
築
物
貸
与
者
は
、
工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
排
水
に
関
す
る
設
備
を
設
け
た
も
の
を
貸
与
す
る
と
き
は
、
当
該
設
備
の
正
常
な
機
能
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
汚
水
の
漏
水
等
が
生
じ
な
い
よ
う
、
補

修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貸
与
建
築
物
の
清
掃
等
）

第
六
百
七
十
五
条
　
建
築
物
貸
与
者
は
、
工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
を
貸
与
す
る
と
き
は
、
当
該
建
築
物
の
清
潔
を
保
持
す
る
た
め
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
者
と
の
協
議
等
に
よ
り
、
清
掃
及
び
ね
ず
み
、
昆
虫
等

の
防
除
に
係
る
措
置
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
日
常
行
う
清
掃
の
ほ
か
、
大
掃
除
を
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
統
一
的
に
行
う
こ
と
。

二
　
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
発
生
場
所
、
生
息
場
所
及
び
侵
入
経
路
並
び
に
ね
ず
み
、
昆
虫
等
に
よ
る
被
害
の
状
況
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
統
一
的
に
調
査
を
実
施
し
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
ね
ず

み
、
昆
虫
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
防
除
の
た
め
殺
そ
剤
又
は
殺
虫
剤
を
使
用
す
る
場
合
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た

医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
を
用
い
る
こ
と
。

（
便
宜
の
供
与
）

第
六
百
七
十
六
条
　
建
築
物
貸
与
者
は
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
者
か
ら
、
局
所
排
気
装
置
、
騒
音
防
止
の
た
め
の
障
壁
そ
の
他
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
設
備
の
設
置
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
の
設
置
に
伴
う

建
築
物
の
変
更
の
承
認
、
当
該
設
備
の
設
置
の
工
事
に
必
要
な
施
設
の
利
用
等
の
便
宜
の
供
与
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
供
与
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貸
与
建
築
物
の
便
所
）

第
六
百
七
十
七
条
　
建
築
物
貸
与
者
は
、
貸
与
す
る
建
築
物
に
設
け
る
便
所
で
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
者
が
共
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
百
二
十
八
条
第
一
項
各
号
及
び
第
六
百
二
十
八
条
の
二
に
規
定

す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
設
け
る
べ
き
便
房
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
便
所
を
共
用
す
る
事
業
者
の
労
働
者
数
を
合
算
し
た
数
に
基
づ
い
て

設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
警
報
及
び
標
識
の
統
一
）

第
六
百
七
十
八
条
　
建
築
物
貸
与
者
は
、
貸
与
す
る
建
築
物
に
お
い
て
火
災
の
発
生
、
特
に
有
害
な
化
学
物
質
の
漏
え
い
等
の
非
常
の
事
態
が
発
生
し
た
と
き
に
用
い
る
警
報
を
、
あ
ら
か
じ
め
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
当
該
建
築
物

の
貸
与
を
受
け
た
事
業
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
建
築
物
貸
与
者
は
、
工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
を
貸
与
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
築
物
の
内
部
に
第
六
百
四
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
故
現
場
等
を

表
示
す
る
標
識
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
百
五
十
四
条
か
ら
第
百
七
十
一
条
ま
で
、
第
二
百
二
十
一
条
、
第
二
百
二
十
三
条
か
ら
第
二
百
二
十
五
条
ま
で
、
第
三
百
五
十
八
条
、
第
四
百
二
十
四
条
、
第
五
百
五
十
四
条
、
第
五
百
五
十
五
条
及
び
第
六
百
六
十
六
条
の

規
定
　
昭
和
四
十
八
年
一
月
一
日

二
　
第
四
十
三
条
第
五
号
、
第
四
十
四
条
第
一
項
第
五
号
、
第
百
五
十
二
条
、
第
百
五
十
三
条
、
第
二
百
五
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
十
条
、
第
二
百
十
一
条
、
第
二
百
十
四
条
、
第
二
百
十
八
条
、
第
五
百
九
十
条
、
第
五
百
九

十
一
条
、
第
六
百
七
十
条
か
ら
第
六
百
七
十
四
条
ま
で
及
び
第
六
百
七
十
八
条
の
規
定
　
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日

三
　
第
五
百
七
十
六
条
及
び
第
六
百
三
十
条
第
十
一
号
（
休
憩
室
の
設
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
　
昭
和
四
十
八
年
十
月
一
日

（
廃
止
）

第
二
条
　
次
の
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
九
号
）

二
　
労
働
基
準
法
に
基
く
検
査
等
の
手
数
料
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
三
年
総
理
庁
令
・
労
働
省
令
第
一
号
）

三
　
労
働
基
準
法
第
四
十
八
条
の
有
害
物
を
指
定
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
五
号
）

四
　
安
全
衛
生
改
善
計
画
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
二
十
六
号
）

（
安
全
管
理
者
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
旧
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
安
全
管
理
者
と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
る
者
で
、
第
五
条
に
規

定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
に
該
当
し
な
い
者
を
、
引
き
続
き
、
安
全
管
理
者
に
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
安
全
管
理
者
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
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（
産
業
医
の
選
任
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
安
衛
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
医
師
で
あ
る
衛
生
管
理
者
と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
産
業
医
と
し
て
選
任
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
プ
レ
ス
作
業
主
任
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
事
業
者
は
、
昭
和
四
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
旧
安
衛
則
第
四
編
第
二
章
の
三
の
規
定
に
よ
る
プ
レ
ス
作
業
主
任
者
講
習
を
修
了
し
た
者
で
、
同
日
に
お
い
て
プ
レ
ス
機
械
に
よ
る
作
業
に
従
事
し
た
経
験
年
数
が
五
年
に

満
た
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
経
験
年
数
が
五
年
に
達
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
プ
レ
ス
機
械
作
業
主
任
者
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
規
格
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
の
使
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
ボ
イ
ラ
ー
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
ボ
イ
ラ
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
三
号
。
以
下
「
旧
ボ
イ
ラ
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
の
第
二
種
圧
力
容
器
は
、
第
二
十
七
条
及
び
法

第
四
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
第
二
種
圧
力
容
器
又
は
そ
の
部
分
が
法
第
四
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
後
に
お
け
る
当
該
第
二
種
圧
力
容
器
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
一
条
　
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
ボ
イ
ラ
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
労
働
省
令
第
一
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
又
は
そ
の
部
分
が
法
第
四
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
後
に
お
け
る
当
該
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
二
条
　
ク
レ
ー
ン
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
労
働
省
令
第
十
六
号
。
以
下
「
旧
ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
四
項
の
ク
レ
ー
ン
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
構
造
規
格
に
適
合
す
る
も
の
は
、
第
二
十
七
条
及
び
法
第
四
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
第
二
十
七
条
及
び
法
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
旧
ク
レ
ー
ン
則
附
則
第
二
条
第
五
項
の
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
項
の
ク
レ
ー
ン
又
は
そ
の
部
分
が
法
第
四
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
後
に
お
け
る
当
該
ク
レ
ー
ン
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
三
条
　
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
附
則
第
六
条
第
三
項
の
簡
易
リ
フ
ト
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
構
造
規
格
に
適
合

す
る
も
の
は
、
第
二
十
七
条
及
び
法
第
四
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
簡
易
リ
フ
ト
又
は
そ
の
部
分
が
法
第
四
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
後
に
お
け
る
当
該
簡
易
リ
フ
ト
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
譲
渡
等
の
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日
前
に
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
認
定
を
受
け
た
木
材
加
工
用
丸
の
こ
盤
の
反
ぱ
つ
予
防
装
置
又
は
歯
の
接
触
予
防
装
置
に
つ
い
て
は
、

当
該
安
全
装
置
に
係
る
認
定
の
有
効
期
間
内
に
限
り
、
第
二
十
七
条
及
び
法
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
五
条
　
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
前
に
旧
安
衛
則
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
認
定
を
受
け
た
プ
レ
ス
機
械
及
び
シ
ヤ
ー
の
安
全
装
置
並
び
に
ゴ
ム
、
ゴ
ム
化
合
物
又
は
合
成
樹
脂
を
練
る
ロ
ー
ル
機
の

急
停
止
装
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
装
置
の
認
定
の
有
効
期
間
内
に
限
り
、
第
二
十
七
条
及
び
法
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
昭
和
五
十
四
年
六
月
二
十
九
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
化
学
物
質
の
名
称
等
の
公
表
手
続
等
）

第
十
五
条
の
二
　
労
働
大
臣
は
、
令
附
則
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
そ
の
名
称
等
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
化
学
物
質
（
以
下
「
公
表
化
学
物
質
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸

入
さ
れ
た
化
学
物
質
の
名
称
等
を
記
載
し
た
表
を
昭
和
五
十
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
の
三
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
表
に
関
し
訂
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
者
は
、
そ
の
公
示
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
限
り
、
そ
の
旨
を
労
働
大
臣
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
の
四
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
、
そ
の
申
出
の
内
容
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
申
出
に
係
る
化
学
物
質
の
名
称
及
び
構
造
式
又
は
示
性
式
（
示
性
式
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
、
当
該
化
学
物
質
の
製
法
の
概
略
）

三
　
申
出
に
係
る
化
学
物
質
の
用
途

四
　
申
出
の
趣
旨

第
十
五
条
の
五
　
労
働
大
臣
は
、
附
則
第
十
五
条
の
三
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
出
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
申
出
に
係
る
化
学
物
質
の
名
称
等
を
附
則
第
十
五
条
の
二
の
表
に
追
加
し
、
又
は
同
表

か
ら
消
除
し
、
そ
の
旨
を
昭
和
五
十
四
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
の
六
　
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
二
日
か
ら
昭
和
五
十
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
新
た
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
化
学
物
質
が
公
表
化
学
物
質
で
あ
る
と
認
め
る
者
は
、
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
そ
の
旨
を
労
働

大
臣
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
附
則
第
十
五
条
の
四
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
五
条
の
七
　
労
働
大
臣
は
、
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
二
日
か
ら
昭
和
五
十
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
公
表
化
学
物
質
の
名
称
等
を
記
載
し
た
表
を
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
公
示
す
る
も
の
と
す

る
。

第
十
五
条
の
八
　
昭
和
五
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
九
日
ま
で
に
新
た
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
化
学
物
質
が
公
表
化
学
物
質
で
あ
る
と
認
め
る
者
は
、
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
そ
の
旨
を
労
働
大
臣
に
申
し

出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
附
則
第
十
五
条
の
四
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
五
条
の
九
　
労
働
大
臣
は
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
九
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
公
表
化
学
物
質
の
名
称
等
を
記
載
し
た
表
を
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
の
十
　
附
則
第
十
五
条
の
二
、
第
十
五
条
の
五
、
第
十
五
条
の
七
及
び
第
十
五
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
就
業
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
七
条
　
事
業
者
は
、
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
二
十
条
第
一
号
の
業
務
の
う
ち
導
火
線
発
破
の
業
務
に
つ
い
て
は
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
に
お
い
て
現
に
昭
和
四
十
六
年
改
正
前
安
衛
則
第
二
百
二
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
導
火
線
発
破
技
士
免
許
を
有
す
る
者
を
、
同
号
の
業
務
の
う
ち
電
気
発
破
の
業
務
に
つ
い
て
は
同
日
に
お
い
て
現
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
発
破
技
士
免
許
を
有
す
る
者
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
業
務
に

つ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
免
許
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
八
条
　
事
業
者
は
、
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
二
十
条
第
十
二
号
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
当
該
業
務
に
適
法
に
従
事
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
に
三
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者
で
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
行
な
わ
れ
る
講
習
で
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
者
を
当
該
業
務
に
つ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二

項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
面
接
指
導
の
対
象
と
な
る
医
師
の
要
件
等
）

第
十
九
条
　
法
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
分
の
間
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
六
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
医
師
で
あ
つ
て
、
一
箇

月
に
つ
い
て
労
働
時
間
を
延
長
し
て
労
働
さ
せ
、
及
び
休
日
に
お
い
て
労
働
さ
せ
る
時
間
が
百
時
間
以
上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
（
以
下
「
面
接
指
導
対
象
医
師
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
同
令
第
六
十
九
条
の
三
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
が
同
号
に
規
定
す
る
面
接
指
導
を
行
い
、
か
つ
、
法
第
六
十
六
条
の
八
第
二
項
た
だ
し
書
の
書
面
の
提
出
が
あ
つ
た
者
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
面
接
指
導
対
象
医
師
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
毎
月
一
回
以
上
、
一
定
の
期
日
を
定
め
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
面
接
指
導
対
象
医
師
に
つ
い
て
、
事
業
者
が
管
理
者
に
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
六
十
九
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
面
接
指
導
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
二
条
の
三
及
び
第

五
十
二
条
の
四
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
面
接
指
導
対
象
医
師
が
受
け
た
面
接
指
導
の
証
明
）

第
十
九
条
の
二
　
面
接
指
導
対
象
医
師
に
対
す
る
面
接
指
導
に
係
る
法
第
六
十
六
条
の
八
第
二
項
た
だ
し
書
の
書
面
は
、
第
五
十
二
条
の
五
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
の
睡
眠
の
状
況
を
記
載
し
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
面
接
指
導
対
象
医
師
に
対
す
る
面
接
指
導
結
果
の
記
録
の
作
成
）

第
十
九
条
の
三
　
面
接
指
導
対
象
医
師
に
対
す
る
法
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
（
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
が
受
け
た
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
第
五
十
二
条
の
六
第
一

項
の
記
録
に
つ
い
て
の
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
前
条
各
号
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
」
と
す
る
。

（
健
康
管
理
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
条
　
令
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
の
交
付
は
、
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
行
な
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
健
康
管
理
手
帳
交
付
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
に
第
五
十
三
条
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
を
証
す
る
書
類
（
当
該
書
類
が
な
い
場
合
に

は
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書
）
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
破
技
士
免
許
試
験
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
第
七
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
第
十
七
条
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
発
破
技
士
免
許
試
験
の
試
験
科
目
の
う
ち
別
表
第
五
第
四
号
の
試
験
科
目
の
欄
中
イ
及
び
ロ
の
科
目
を
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
技
能
講
習
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条
　
令
附
則
第
十
三
条
第
一
号
の
労
働
省
令
で
定
め
る
技
能
講
習
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
旧
安
衛
則
第
四
編
第
二
章
の
三
の
規
定
に
よ
る
プ
レ
ス
作
業
主
任
者
講
習
（
昭
和
四
十
六
年
一
月
一
日
前
に
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
指
定
し
た
プ
レ
ス
作
業
主
任
者
講
習
を
含
む
。
）

二
　
旧
安
衛
則
第
四
編
第
二
章
の
四
の
規
定
に
よ
る
船
内
荷
役
作
業
主
任
者
講
習

三
　
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
定
め
た
基
準
に
基
づ
い
て
建
設
業
労
働
災
害
防
止
協
会
が
実
施
し
た
足
場
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
主
任
者
講
習

四
　
旧
ボ
イ
ラ
則
第
十
四
条
の
五
か
ら
第
十
四
条
の
八
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ボ
イ
ラ
す
え
つ
け
工
事
作
業
主
任
者
講
習

五
　
特
化
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省
令
第
十
一
号
）
第
八
章
の
規
定
に
よ
る
特
定
化
学
物
質
等
作
業
主
任
者
講
習

六
　
鉛
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
労
働
省
令
第
二
号
）
第
八
章
の
規
定
に
よ
る
鉛
作
業
主
任
者
講
習

七
　
四
ア
ル
キ
ル
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
労
働
省
令
第
四
号
）
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
講
習

八
　
酸
欠
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
酸
素
欠
乏
症
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省
令
第
二
十
六
号
）
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者
講
習

九
　
旧
安
衛
則
第
四
編
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
ガ
ス
溶
接
技
能
講
習

十
　
旧
安
衛
則
第
四
編
第
二
章
の
二
の
規
定
に
よ
る
ホ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習

十
一
　
旧
ク
レ
ー
ン
則
第
六
章
第
三
節
の
規
定
に
よ
る
玉
掛
技
能
講
習

十
二
　
旧
ボ
イ
ラ
則
第
十
九
条
の
二
か
ら
第
十
九
条
の
五
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ボ
イ
ラ
取
扱
講
習

（
手
払
い
式
安
全
装
置
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
十
五
条
の
二
　
当
分
の
間
、
第
百
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
手
払
い
式
安
全
装
置
」
と
あ
る
の
は
、
「
手
払
い
式
安
全
装
置
（
ス
ト
ロ
ー
ク
長
さ
が
四
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
で
あ
つ
て
防
護
板
（
ス
ラ
イ
ド
の
作
動
中
に
手
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
を
い
う
。
）
の
長
さ
（
当
該
防
護
板
の
長
さ
が
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
の
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
毎
分
ス
ト
ロ
ー
ク
数
が
百
二
十
以
下
で
あ
る
両
手
操
作
式
の
プ
レ
ス
機
械
に
使
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。
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（
労
働
安
全
衛
生
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
二
十
五
条
の
三
　
昭
和
五
十
四
年
六
月
三
十
日
前
に
行
わ
れ
た
研
修
で
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
研
修
と
同
等
以
上
の
内
容
を
有
す
る
と
認
め
る
も
の
を
修
了
し
た
者
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
研
修
を

修
了
し
た
者
と
み
な
す
。

一
　
第
百
三
十
五
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修

二
　
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修

三
　
第
百
六
十
九
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修

四
　
第
百
六
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修

五
　
第
百
六
十
九
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修

（
軌
道
装
置
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
六
条
　
昭
和
四
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
軌
道
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
五
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
十
条
、
第
二
百
十
一
条
、
第
二
百
十
四
条
及
び
第
二
百
十
八
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
免
除
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
三
十
二
条
　
法
第
七
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
の
全
部
を
行
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
自
ら
そ
の
試
験
事
務
を
行
つ
た

後
の

揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
が
、
指
定
試
験
機
関
が
当
該
都
道
府
県
労
働
局
長
に
係
る
試
験
事
務
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
行
う
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
別
表
第
五
第
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
申
請
に
よ
り
、
一
回
に
限
り
、
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
五
月
一
五
日
労
働
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
四
月
一
一
日
労
働
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
業
訓
練
法
施
行
規
則
の
規
定
、
次
条
の
規
定
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
四
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
五
月
二
一
日
労
働
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　
昭
和
四
十
九
年
五
月
二
十
五
日

二
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
条
」
を
「
第
四
十
条
の
二
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
規
則
第
四
条
、
第
八
条
、
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
四
十
条
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
二
百
五
十
八
条
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
二
百
七
十
四
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
二
百
七
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第

二
百
七
十
六
条
、
第
三
百
三
十
一
条
、
第
三
百
三
十
二
条
、
第
三
百
五
十
二
条
及
び
第
四
百
五
十
五
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
規
則
様
式
第
四
号
の
次
に
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
　
昭
和
四
十
九
年
八
月
二
十
五
日

三
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
百
六
十
九
条
、
第
二
百
七
十
一
条
及
び
第
二
百
七
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
二
百
七
十
三
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
規
則
第
二
百
七
十
四
条
の
改
正
規
定
　
昭

和
四
十
九
年
十
一
月
二
十
五
日

（
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
昭
和
四
十
九
年
五
月
二
十
五
日
前
に
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
旧
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
及
び
改
正
前
の
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
以
下
「
旧
ボ
イ
ラ
ー
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ

た
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
及
び
改
正
後
の
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
以
下
「
新
ボ
イ
ラ
ー
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ

り
行
わ
れ
た
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
と
み
な
し
、
旧
安
衛
則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
修
了
証
は
、
新
安
衛
則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
交
付
さ
れ
た
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
修
了
証
と
み
な
す
。

（
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
免
除
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
二
十
五
日
前
に
行
わ
れ
た
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
試
験
、
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
、
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
、
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験
、
移
動

式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験
又
は
デ
リ
ツ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
新
安
衛
則
別
表
第
五
第
五
号
、
新
ボ
イ
ラ
ー
則
第
百
十
一
条
又
は
改
正
後
の
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
第
二
百
二
十
七
条
、

第
二
百
三
十
三
条
若
し
く
は
第
二
百
三
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
こ
れ
ら
の
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
の
選
任
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
事
業
者
は
、
新
ボ
イ
ラ
ー
則
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
を
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行

令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
十
七
号
の
作
業
の
う
ち
化
学
設
備
に
係
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
取
扱
い
の
作
業
に
つ
い
て
の
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
事
業
者
は
、
新
ボ
イ
ラ
ー
則
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
二
十
五
日
前
に
旧
ボ
イ
ラ
ー
則
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者

を
、
令
第
六
条
第
十
七
号
の
作
業
の
う
ち
化
学
設
備
に
係
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
取
扱
い
の
作
業
に
つ
い
て
の
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
教
習
機
関
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
昭
和
四
十
九
年
五
月
二
十
五
日
前
に
改
正
前
の
検
査
代
行
機
関
、
検
定
代
行
機
関
及
び
指
定
教
習
機
関
規
則
第
二
十
条
第
十
二
号
の
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
に
係
る
指
定
教
習
機
関
と
し
て
指
定
を
受

け
た
者
は
、
改
正
後
の
同
規
則
第
二
十
条
第
十
三
号
の
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
に
係
る
指
定
教
習
機
関
と
し
て
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。
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附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
月
一
六
日
労
働
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
管
理
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
四
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
の
交
付
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
健
康
管
理
手
帳
交
付
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
に
新
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
を
証
す
る
書
類
（
当
該
書
類
が
な
い

場
合
に
は
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
て
書
）
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
二
二
日
労
働
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
規
則
別
表
第
一
の
改
正
規
定
（
同
表
令
第
六
条
第
五
号
の
作
業
の
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
規
則
別
表
第
二
及
び
別
表
第
四
の
改
正
規

定
　
昭
和
五
十
年
四
月
一
日

二
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
目
次
の
改
正
規
定
（
第
三
百
二
十
一
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
規
則
第
三
十
六
条
、
第
二
百
九
十
六
条
及
び
第
三
百
十
八
条
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
二
編
第
四
章
中
第
七
節
の
次
に

一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
百
二
十
一
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
規
則
第
三
百
四
十
八
条
、
第
三
百
五
十
一
条
、
第
三
百
五
十
二
条
、
第
六
百
四
十
条
、
第
六
百
七
十
八
条
及
び
附
則
第
二
十
三
条
の
改
正
規

定
　
昭
和
五
十
年
七
月
一
日

三
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
目
次
の
改
正
規
定
（
第
三
百
二
十
一
条
の
三
及
び
第
三
百
二
十
一
条
の
四
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
規
則
第
三
十
一
条
、
第
七
十
八
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
三
条
、
第
二
百
六
十
九
条
、

第
二
百
七
十
条
、
第
二
百
七
十
二
条
第
一
号
、
第
二
百
七
十
三
条
の
三
、
第
二
百
七
十
三
条
の
五
、
第
二
百
七
十
四
条
、
第
二
百
七
十
四
条
の
二
、
第
二
百
七
十
五
条
及
び
第
二
百
七
十
八
条
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
二
編
第
四

章
中
第
七
節
の
次
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
百
二
十
一
条
の
三
及
び
第
三
百
二
十
一
条
の
四
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
規
則
第
四
百
五
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
規
則
別
表
第
一
の
改
正
規
定
（
同
表
令
第
六
条
第
八

号
の
作
業
の
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
規
則
別
表
第
六
の
改
正
規
定
（
同
表
乾
燥
設
備
作
業
主
任
者
技
能
講
習
の
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
規
則
別
表
第
七
及
び
別
表
第
八
の
改
正
規
定

並
び
に
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
　
昭
和
五
十
年
十
月
一
日

四
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
百
四
十
二
条
、
第
二
百
四
十
七
条
、
第
三
百
六
十
条
、
第
三
百
七
十
五
条
、
第
四
百
四
条
、
第
五
百
十
四
条
、
第
五
百
十
八
条
、
第
五
百
十
九
条
、
第
五
百
二
十
条
、
第
五
百
二
十
一
条
、
第

五
百
三
十
三
条
、
第
五
百
六
十
三
条
、
第
五
百
六
十
四
条
及
び
第
五
百
六
十
六
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
　
昭
和
五
十
一
年
一
月
一
日

（
化
学
設
備
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
設
備
等
で
昭
和
五
十
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
一

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

化
学
設
備
（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
危
険
物
に
係
る
も
の
で
同
表
第
二
号
１
３

又
は
第
三
号
５
若
し
く
は
６
に
掲
げ
る
物
以
外
の
物
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
及
び
引
火
点
が
六
十
五
度
以
上
の
物
を
引
火
点
以
上
の
温
度
で
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う

も
の
（
同
表
に
掲
げ
る
危
険
物
の
う
ち
同
表
第
二
号
１
３
又
は
第
三
号
５
若
し
く
は
６
に
掲
げ
る
物
以
外
の
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
内
部
に
設
け
る
建
築
物

第
二
百
六
十
八
条

化
学
設
備

第
二
百
六
十
九
条
、
第
二
百
七
十
二
条
、
第
二
百
七
十
三

条
の
二
か
ら
第
二
百
七
十
三
条
の
五
ま
で
及
び
第
二
百
七

十
八
条
第
二
項

化
学
設
備
の
配
管

第
二
百
六
十
九
条
、
第
二
百
七
十
二
条
及
び
第
二
百
七
十

三
条
の
五

化
学
設
備
の
附
属
設
備

第
二
百
七
十
三
条
の
五

乾
燥
設
備
（
令
別
表
第
一
第
二
号
１
３
若
し
く
は
第
三
号
５
若
し
く
は
６
に
掲
げ
る
物
以
外
の
物
又
は
同
表
第
二
号
１
３
若
し
く
は
第
三
号
５
若
し
く
は
６
に
掲
げ
る
物

以
外
の
物
が
発
生
す
る
乾
燥
物
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
部
分
の
建
築
物

第
二
百
九
十
三
条

乾
燥
設
備

第
二
百
九
十
四
条
及
び
第
二
百
九
十
五
条
第
二
項

令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
危
険
物
の
製
造
又
は
取
扱
い
を
す
る
作
業
場
の
う
ち
同
表
第
二
号
１
３
又
は
第
三
号
５
若
し
く
は
６
に
掲
げ
る
物
以
外
の
物
の
製
造
又
は
取
扱
い

を
す
る
も
の
以
外
の
も
の

第
五
百
四
十
六
条

前
項
に
掲
げ
る
作
業
場
を
有
す
る
建
築
物

第
五
百
四
十
六
条
及
び
第
五
百
四
十
七
条

２
　
安
衛
則
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
年
十
二
月
一
日
前
に
前
項
の
化
学
設
備
又
は
乾
燥
設
備

を
設
置
し
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
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（
ボ
イ
ラ
ー
等
の
安
全
装
置
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
昭
和
五
十
年
十
月
一
日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
令
第
一
条
第
三
号
イ
、
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
並
び
に
大
気
圧
を
超
え
る
圧
力
を
有
す
る
気
体
を
そ
の
内
部
に
保
有
す
る
容
器
（
同
条
第
三
号
の
ボ
イ
ラ

ー
並
び
に
同
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
容
器
及
び
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
第
二
種
圧
力
容
器
を
除
く
。
）
で
内
容
積
が
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
安
全
装
置
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第

二
百
七
十
八
条
の
規
定
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
百
三
十
二
条
又
は
第
六
百
四
十
八
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
八
月
一
日
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
第
四
条
及
び
第
六
十
一
条
の
規
定
は
法
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
、
附
則
第
七
条
の
規
定
（
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
五
百
八
十
七
条
の
前
の
見
出
し
を
改
め
る
部
分
並
び
に
同
令
様
式
第
二
十
一
号
の
二
に
（
第
五
面
）
及
び
（
第
六
面
）
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
は
法
附
則
第
四
条
の
う
ち
労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
五
条
の
改
正
規
定
中
同
条
に

四
項
を
加
え
る
部
分
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
票
及
び
附
則
第
十
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
産
業
安
全
専
門
官
及
び
労
働
衛
生
専
門
官
規
程
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
は
、
当
分
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
、
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

証
票
、
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
票
及
び
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
産
業
安
全
専
門
官
及
び
労
働
衛
生
専
門
官
規
程
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
証

票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
月
一
六
日
労
働
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
二
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
管
理
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
一
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
の
交
付
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
第
一
項
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
速
や
か
に
、
健
康
管
理
手
帳
交
付
申
請
書
（
新
規
則
様
式
第
七
号
）
に
改
正
令
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
当
該
書
類
が
な
い
場
合
に
は
、

当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
て
書
）
（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
八
号
の
業
務
に
係
る
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
離
職
前
に
撮
影
し
た
胸
部
の
エ
ツ
ク

ス
線
直
接
撮
影
に
よ
る
写
真
を
含
む
。
）
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
三
月
二
五
日
労
働
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
七
月
九
日
労
働
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
三
月
一
九
日
労
働
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
高
気
圧
障
害
防
止
規
則
目
次
の
改
正
規
定
、
同
令
第
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
七
条
の
二
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
第
二
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
、
同
令
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
及
び
同
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
第
七
条
の
四
の
用
具
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
六
百
六
十
条
の
改
正
規
定
（
「
第
七
条
」
を
「
第

七
条
の
三
」
に
改
め
る
部
分
中
第
七
条
の
三
に
係
る
部
分
及
び
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
昭
和
五
十
二
年
七
月
一
日

二
　
第
一
条
中
高
気
圧
障
害
防
止
規
則
第
七
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
七
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
第
七
条
の
二
の
自
動
警
報
装
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並

び
に
第
二
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
六
百
六
十
条
の
改
正
規
定
（
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
の
三
」
に
改
め
る
部
分
中
第
七
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
昭
和
五
十
二
年
十
月
一
日

（
作
業
室
及
び
気

こ
う閘

室
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
昭
和
五
十
二
年
七
月
一
日
前
か
ら
引
き
続
き
労
働
安
全
衛
生
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
注
文
者
が
請
負
人
の
労
働
者
に
使
用
さ
せ
て
い
る
作
業
室
及
び
気

こ
う閘

室
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」

と
い
う
。
）
第
六
百
六
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
使
用
さ
せ
て
い
る
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
昭
和
五
十
二
年
七
月
一
日
前
に
製
造
し
、
又
は
存
す
る
気

こ
う閘

室
に
つ
い
て
は
、
新
高
圧
則
第
七
条
の
三
の
規
定
及
び
新
安
衛
則
第
六
百
六
十
条
の
規
定
（
新
高
圧
則
第
七
条
の
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
改
正
前
の
高
気
圧
障
害
防
止
規
則
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
〇
月
二
七
日
労
働
省
令
第
二
九
号
）
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こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
二
月
二
七
日
労
働
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
編
第
一
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
百
五
十
一
条
の
三
十
一
か
ら
第
百
五
十
一
条
の
三
十
五
ま
で
及
び
第
百
五
十
一
条
の
三
十
八
か
ら
第
百
五
十
一
条
の
四
十
二
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
昭
和
五
十
三

年
四
月
一
日

二
　
第
百
三
十
五
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
百
三
十
五
条
の
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
編
第
一
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
百
六
十
九
条

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
の
規
定
　
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
じ
ん
肺
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
七
十
六
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
（
労
働
安
全
衛

生
法
第
四
十
五
条
に
三
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
施
行
の
日

（
健
康
管
理
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
第
十
三
条
第
二
項
（
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
健
康
管
理
の
区
分
が
管
理
三
（
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
結

果
が
、
エ
ツ
ク
ス
線
写
真
の
像
が
第
一
型
で
、
じ
ん
肺
法
に
よ
る
中
等
度
の
心
肺
機
能
の
障
害
そ
の
他
の
症
状
が
あ
り
、
か
つ
、
病
勢
の
進
行
の
お
そ
れ
が
あ
る
肺
結
核
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
又
は
エ
ツ
ク
ス
線
写
真
の
像
が

第
一
型
で
、
じ
ん
肺
に
よ
る
高
度
の
心
肺
機
能
の
障
害
そ
の
他
の
症
状
が
な
く
、
か
つ
、
病
勢
の
進
行
の
お
そ
れ
が
あ
る
不
活
動
性
の
肺
結
核
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
者
に
関
す
る
改
正
後
の
労

働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
中
「
離
職
の
際
に
又
は
離
職
の
後
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
離
職
の

際
に
」
と
す
る
。

（
車
両
系
建
設
機
械
（
整
地
・
運
搬
・
積
込
み
用
及
び
掘
削
用
）
運
転
技
能
講
習
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
昭
和
五
十
三
年
一
月
一
日
前
に
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
旧
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
車
両
系
建
設
機
械
運
転
技
能
講
習
は
、
新
安
衛
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
車
両
系
建
設
機
械

（
整
地
・
運
搬
・
積
込
み
用
及
び
掘
削
用
）
運
転
技
能
講
習
と
み
な
し
、
旧
安
衛
則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
車
両
系
建
設
機
械
運
転
技
能
講
習
修
了
証
は
、
新
安
衛
則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
車
両

系
建
設
機
械
（
整
地
・
運
搬
・
積
込
み
用
及
び
掘
削
用
）
運
転
技
能
講
習
修
了
証
と
み
な
す
。

（
労
働
安
全
衛
生
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
昭
和
五
十
三
年
一
月
一
日
前
に
中
央
労
働
災
害
防
止
協
会
が
実
施
し
た
動
力
プ
レ
ス
機
械
点
検
整
備
コ
ー
ス
を
修
了
し
た
者
は
、
第
百
三
十
五
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
研
修
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
三
月
二
八
日
労
働
省
令
第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
八
号
の
健
康
管
理
手
帳
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
八
号
の
健
康
管
理
手
帳
と
み
な
す
。

（
健
康
管
理
手
帳
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
じ
ん
肺
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
及
び
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
に
よ
り
じ
ん
肺
管
理
区
分
が
管
理
三
イ
と
決
定

さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
じ
ん
肺
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
三
十
号
）
第
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
健
康
管
理
の
区
分
が
管
理
三
（
じ
ん
肺
健
康
診
断
の
結
果
が
、
エ
ッ
ク
ス
線
写

真
の
像
が
第
一
型
で
、
じ
ん
肺
に
よ
る
中
等
度
の
心
肺
機
能
の
障
害
そ
の
他
の
症
状
が
あ
り
、
か
つ
、
病
勢
の
進
行
の
お
そ
れ
が
あ
る
肺
結
核
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
又
は
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
の
像
が
第
一
型
で
、
じ
ん
肺
に
よ

る
高
度
の
心
肺
機
能
の
障
害
そ
の
他
の
症
状
が
な
く
、
か
つ
、
病
勢
の
進
行
の
お
そ
れ
が
あ
る
不
活
動
性
の
肺
結
核
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
者
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
労
働
安

全
衛
生
規
則
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
管
理
手
帳
（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
三
号
の
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
の
申
請
を
し
た
者

及
び
同
日
以
後
新
た
に
決
定
を
受
け
た
じ
ん
肺
管
理
区
分
が
管
理
三
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
健
康
管
理
手
帳
を
交
付
し
な
い
も
の
と
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
八
月
七
日
労
働
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

４
　
第
四
条
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
二
条
第
六
号
の
三
に
掲
げ
る
物
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
は
、
労
働
安
全

衛
生
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
（
同
項
第
三
号
の
適
用
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
八
月
一
六
日
労
働
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
九
月
二
九
日
労
働
省
令
第
三
五
号
）
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
免
許
試
験
の
試
験
科
目
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
試
験
、
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験
又
は
デ
リ
ツ
ク
運
転
士
免
許
試
験
で
あ
つ
て
、

こ
れ
ら
の
受
験
の
申
請
の
受
付
が
施
行
日
前
に
開
始
さ
れ
た
も
の
に
係
る
実
技
試
験
の
試
験
科
目
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
五
第
五
号
又
は
改
正
後
の
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則

（
以
下
「
新
ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
第
二
百
二
十
六
条
第
三
項
、
第
二
百
三
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
百
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
就
業
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
事
業
者
は
、
新
安
衛
則
別
表
第
三
又
は
新
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
二
十
条
第
十
三
号
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
者
を
当
該
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は

適
用
し
な
い
。

一
　
施
行
日
前
に
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
、
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
又
は
デ
リ
ツ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者
及
び
施
行
日
前
に
そ
れ
ぞ
れ
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
資
格
を
取
得
し
た
者

で
、
施
行
日
以
後
に
当
該
免
許
を
受
け
た
も
の

二
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ
　
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
試
験
、
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験
又
は
デ
リ
ツ
ク
運
転
士
免
許
試
験
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
免
許
試
験
の
受
験
の
受
付
が
施
行
日

前
に
開
始
さ
れ
た
も
の
の
実
技
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
免
許
を
受
け
た
も
の

ロ
　
施
行
日
か
ら
昭
和
五
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
揚
貨
装
置
運
転
実
技
教
習
、
ク
レ
ー
ン
運
転
実
技
教
習
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
実
技
教
習
又
は
デ
リ
ツ
ク
運
転
実
技
教
習
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
実
技

教
習
の
申
込
み
が
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
も
の
を
修
了
し
た
者
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
免
許
を
受
け
た
も
の

ハ
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
職
業
訓
練
（
当
該
職
業
訓
練
を
修
了
す
る
こ
と
に
よ
り
、
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
、
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
又
は
デ
リ
ツ
ク
運
転
士
免
許
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
修
了
し
た
者
で
、
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
、
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
又
は
デ
リ
ツ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
た
も
の

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
九
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
附
則
第
十
三
条
の
規
定
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
　
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
じ
ん
肺
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年

法
律
第
七
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
（
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
五
条
に
三
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
施
行
の
日

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
〇
月
九
日
労
働
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
二
月
八
日
労
働
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
一
月
二
七
日
労
働
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
五
条
の
次
に
九
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
二
五
日
労
働
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
（
安
衛
則
第
三
十
六
条
に
一
号
を
加
え
る
部
分
及
び
第
六
百
五
十
八
条
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
七
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
四
年
六
月
三
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
八
月
二
六
日
労
働
省
令
第
二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
三
百
八
十
条
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
三
百
八
十
一
条
の
改
正
規
定
、
第
三
百
八
十
三
条
の
改
正
規
定
、
第
三
百
八
十
八
条
の
次
に
二
款
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
百
八
十
九
条
か
ら
第
三
百
八
十
九
条
の
六
ま
で

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
次
条
第
一
項
の
規
定
　
昭
和
五
十
六
年
三
月
一
日

二
　
第
三
百
八
十
二
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
百
八
十
二
条
の
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
百
八
十
八
条
の
次
に
二
款
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
百
八
十
九
条
の
九
か
ら
第
三
百
八
十
九
条
の
十
一
ま
で
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
百
四
十
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
次
条
第
二
項
の
規
定
　
昭
和
五
十
六
年
九
月
一
日
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
ず
い
道
等
又
は
た
て
坑
の
建
設
の
仕
事
で
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
一
日
前
に
開
始
さ
れ
、
か
つ
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
終
了
す
る
予
定
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新

規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
百
八
十
九
条
の
五
（
新
規
則
第
三
百
八
十
九
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
ず
い
道
等
の
建
設
の
仕
事
で
、
昭
和
五
十
六
年
九
月
一
日
前
に
開
始
さ
れ
、
か
つ
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
終
了
す
る
予
定
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
三
百
八
十
二
条
の
三
、
第
三
百
八
十
九
条
の
九
か
ら

第
三
百
八
十
九
条
の
十
一
ま
で
及
び
第
六
百
四
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
日
労
働
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
五
日
労
働
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
五
十
六
条
の
改
正
規
定
、
第
二
編
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
六
百
五
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
　
昭
和
五
十
七
年
一
月
一
日

二
　
第
一
編
第
二
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
二
十
四
条
の
六
か
ら
第
二
十
四
条
の
八
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
四
条
の
四
の
改
正
規
定
、
第
三
十
四
条
の
五
、
第
三
十
四
条
の
八
及
び
第
三
十
四
条
の
十

の
改
正
規
定
、
第
四
十
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
六
百
四
十
三
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
六
百
四
十
三
条
の
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
様
式
第
四
号
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
　
昭
和
五
十
七
年

六
月
一
日

三
　
第
三
百
八
十
三
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
二
編
第
八
章
の
二
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
五
百
十
七
条
の
七
、
第
五
百
十
七
条
の
八
、
第
五
百
十
七
条
の
十
二
及
び
第
五
百
十
七
条
の
十
三
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
　
昭
和
五
十
八
年
六
月
一
日

（
は
し
ご
道
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
坑
内
は
し
ご
道
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
五
百
五
十
六
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
作
業
構
台
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
作
業
構
台
に
つ
い
て
は
、
新
安
衛
則
第
二
編
第
十
一
章
及
び
第
六
百
五
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
五
月
二
〇
日
労
働
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
酸
素
欠
乏
症
防
止
規
則
第
一
条
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
二
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
三
号
中
「
第
九
条
第
一
項
に
お
い
て
」
を
削
る
部
分
及
び
同
条
に
二
号
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
規
則
第
三
条
か
ら
第
五

条
ま
で
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
六
条
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
及
び
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
二
十
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
規
則
第
二
十
七
条
の
改
正
規
定
（
同
条
中
「
酸
素
欠
乏
症
」
を
「
酸
素
欠
乏
症
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定
及
び
同
規
則
第
六
百
四
十
条
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定
（
同
号
中
「
第
九
条
第
一
項
の
場
所
」
を
「
第
九
条
第
一
項
の
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に

附
則
第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
　
昭
和
五
十
七
年
七
月
一
日

二
　
第
一
条
中
酸
素
欠
乏
症
防
止
規
則
第
十
一
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
規
則
第
十
二
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
六
条
及
び
別
表
第
一
の
改
正
規
定
　
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日

（
第
一
種
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
酸
素
欠
乏
症
防
止
規
則
（
以
下
「
旧
酸
欠
則
」
と
い
う
。
）
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以

下
「
旧
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則
（
以
下
「
新
酸
欠
則
」
と
い
う
。
）
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
第
一
種
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
と
み
な
し
、
旧
安
衛
則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任

者
技
能
講
習
修
了
証
は
、
新
安
衛
則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
第
一
種
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
修
了
証
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
旧
酸
欠
則
、
旧
安
衛
則
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
六
月
二
四
日
労
働
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
七
月
二
九
日
労
働
省
令
第
二
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
七
年
度
に
お
い
て
満
十
八
歳
に
達
す
る
者
に
対
す
る
同
年
度
に
お
け
る
第
四
十
四
条
の
健
康
診
断
に
関
す
る
改
正
後
の
第
四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
健
康
診
断
の
際
」
と
あ
る

の
は
、
「
健
康
診
断
及
び
満
十
七
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
健
康
診
断
の
際
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
二
月
二
二
日
労
働
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
六
月
二
〇
日
労
働
省
令
第
一
八
号
）
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こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
編
第
一
章
中
第
八
節
の
次
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
百
五
十
条
の
三
第
一
号
、
第
百
五
十
条
の
四
及
び
第
百
五
十
条
の
五
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
昭
和
五
十
九
年
一
月
一
日

二
　
第
三
十
六
条
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
三
十
九
条
の
改
正
規
定
　
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
七
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の
取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
月
三
一
日
労
働
省
令
第
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
二
七
日
労
働
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
九
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
月
二
四
日
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　

２
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
票
は
、
当
分
の
間
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
一
八
日
労
働
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
月
一
六
日
労
働
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
七
日
労
働
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
六
月
六
日
労
働
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
九
月
一
日
労
働
省
令
第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
目
次
の
改
正
規
定
（
第
一
編
第
二
章
第
三
節
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
五
条
の
改
正
規
定
、
第
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
改
正
後
の
同
項
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

十
条
の
改
正
規
定
、
第
一
編
第
二
章
第
三
節
の
次
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
九
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
九
十
二
条
の
三
の
改
正
規
定
、
別
表
第
九
の
改
正
規
定
及
び
様
式
第
二
十
号
の
改
正
規
定
　
昭
和
六
十
四
年

四
月
一
日

二
　
第
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
改
正
後
の
同
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
第
六
十
九
条
の
改
正
規
定
、
別
表
第
四
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
五
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
六
条
及

び
第
七
条
の
規
定
　
昭
和
六
十
四
年
十
月
一
日

（
有
害
性
の
調
査
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
前
に
開
始
さ
れ
た
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
性
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
三
及
び
第
三
十
四

条
の
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
衛
生
管
理
者
免
許
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
昭
和
六
十
四
年
十
月
一
日
に
お
い
て
現
に
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
旧
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
衛
生
管
理
者
免
許
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
安
衛
則
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
第

一
種
衛
生
管
理
者
免
許
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
に
お
い
て
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
旧
安
衛
則
様
式
第
十
二
号
の
免
許
証
は
、
新
安
衛
則
様
式
第
十
一
号
の
免
許
証
と
み
な
す
。

第
五
条
　
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
安
衛
則
様
式
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
安
衛
則
様
式
第
十
一
号
（
表
面
）
中「
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二
　
衛
生
管
理

一
　
衛
生
管
理

」

と

あ

る

の

は「

衛
生
管
理

」

と

、

新

安

衛

則

様

式

第

十

二

号

（

１

）

中「

二
　
衛
生
管
理

一
　
衛
生
管
理

」

と

あ

る

の

は「

衛
生
管
理

」

と

、

同

様

式

（

２

）

中「

５
０

第
一
種
衛
生
管
理
者

５
１

衛
生
工
学
衛
生
管
理
者

５
２

第
二
種
衛
生
管
理
者

」

と

あ

る

の

は「

５
０

衛
生
管
理
者

５
１

衛
生
工
学
衛
生
管
理
者

」
と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
項
に
係
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
二
月
二
〇
日
労
働
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
六
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
二
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
一
二
日
労
働
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
九
月
一
三
日
労
働
省
令
第
一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
編
第
一
章
の
二
第
一
節
第
四
款
の
次
に
一
款
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
百
五
十
一
条
の
五
十
六
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
九
条
の
二
の
改
正

規
定
及
び
第
二
編
第
二
章
第
二
節
の
次
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
百
九
十
四
条
の
二
十
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
教
育
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
十
五
号
ロ
中
「
つ
り
上
げ
荷

重
が
五
ト
ン
以
上
の

こ跨
線
テ
ル
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
床
上
で
運
転
し
、
か
つ
、
当
該
運
転
を
す
る
者
が
荷
の
移
動
と
と
も
に
移
動
す
る
方
式
の
ク
レ
ー
ン
又
は

こ跨
線
テ
ル
ハ
で
、
つ
り
上
げ
荷
重
が
五
ト
ン
以
上
の
も
の
」
と
、
同
条

第
十
六
号
中
「
一
ト
ン
」
と
あ
る
の
は
「
五
ト
ン
」
と
す
る
。

（
就
業
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
事
業
者
は
、
新
安
衛
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
年
政

令
第
二
百
五
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
当
該
業
務
に
適
法
に
従
事
し
、
か
つ
、
当
該

業
務
に
一
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
平
成
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
講
習
で
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
も
の
を
当
該
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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２
　
事
業
者
は
、
新
安
衛
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
二
十
条
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
（
旧
令
第
二
十
条
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
当
該
業
務

に
適
法
に
従
事
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
に
一
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
平
成
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
講
習
で
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
も
の
を
当
該
業
務
に
就

か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
新
安
衛
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
二
十
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
旧
令
第
二
十
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
当
該

業
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
に
三
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
平
成
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
講
習
で
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
も
の
を
当
該
業
務
に
就
か

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
新
安
衛
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
二
十
条
第
十
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
当
該
業
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
に
三
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
者
で
あ
っ
て
、
平
成
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
講
習
で
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
も
の
を
当
該
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、

法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
新
安
衛
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
二
十
条
第
十
五
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
当
該
業
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
に
三
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
者
で
あ
っ
て
、
平
成
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
講
習
で
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
も
の
を
当
該
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、

法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
一
八
日
労
働
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
〇
月
一
日
労
働
省
令
第
二
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
そ
の
出
力
側
無
負
荷
電
圧
（
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
の
ア
ー
ク
の
発
生
を
停
止
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
溶
接
棒
と
被
溶
接
物
と
の
間
の
電
圧
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
・
五
秒
以
内
に
三
十
ボ
ル
ト
以
下
と
な
る
交
流
ア
ー
ク
溶
接

機
（
そ
の
外
箱
に
出
力
側
無
負
荷
電
圧
を
表
示
し
た
銘
板
を
取
り
付
け
た
も
の
に
限
る
。
）
で
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
製
造
し
て
お
り
、
又
は
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
百
三
十
二
条
及

び
第
六
百
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
二
月
四
日
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
船
舶
ぎ
装
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
五
第
二
号
の
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
六
月
二
九
日
労
働
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
八
月
二
四
日
労
働
省
令
第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
労
働
災
害
防
止
団
体
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
目
次
の
改
正
規
定
（
同
令
第
二
編
第
八
章
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
七
十
八
条
第
十
一
号
の
二
の
改
正
規
定
、
同
令
第
百
七
十
一
条
の
四
の
改
正
規
定
、
同
令
第
二
編
第
八
章
の

二
の
章
名
の
改
正
規
定
、
同
令
第
五
百
十
七
条
の
三
の
見
出
し
の
改
正
規
定
、
同
令
第
五
百
十
七
条
の
四
の
見
出
し
及
び
同
条
の
改
正
規
定
、
第
五
百
十
七
条
の
五
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
、
同
令
第
五
百
十
七
条
の
十

四
の
改
正
規
定
（
「
第
六
条
第
十
五
号
の
四
」
を
「
第
六
条
第
十
五
号
の
五
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
五
百
十
七
条
の
十
二
の
改
正
規
定
（
「
第
六
条
第
十
五
号
の
四
」
を
「
第
六
条
第
十
五
号
の
五
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
）
、
同
令
第
五
百
十
七
条
の
十
一
の
改
正
規
定
（
「
第
六
条
第
十
五
号
の
四
」
を
「
第
六
条
第
十
五
号
の
五
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
五
百
十
七
条
の
十
の
改
正
規
定
（
「
第
六
条
第
十
五
号
の
四
」
を
「
第
六

条
第
十
五
号
の
五
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
五
百
十
七
条
の
九
の
改
正
規
定
（
「
第
六
条
第
十
五
号
の
四
」
を
「
第
六
条
第
十
五
号
の
五
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
二
編
第
八
章
の
四
を
第
二
編
第
八
章
の

五
と
し
、
同
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
令
第
五
百
十
七
条
の
二
十
二
及
び
第
五
百
十
七
条
の
二
十
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
五
百
十
七
条
の
七
の
改
正
規
定
（
「
第
六
条
第
十
五
号
の
三
」
を
「
第
六
条
第

十
五
号
の
四
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
五
百
十
七
条
の
六
の
改
正
規
定
（
「
第
六
条
第
十
五
号
の
三
」
を
「
第
六
条
第
十
五
号
の
四
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
二
編
第
八
章
の
二
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改

正
規
定
（
改
正
後
の
同
令
第
五
百
十
七
条
の
八
及
び
第
五
百
十
七
条
の
九
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
表
第
一
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
別
表
第
六
の
改
正
規
定
（
同
表
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
の
項
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
の
規
定
　
平
成
六
年
十
月
一
日

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
六
年
十
月
一
日
前
に
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
旧
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
と
み
な
し
、
旧
安
衛
則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
修
了
証
は
、
新
安
衛
則
第
八
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
修
了
証
と
み
な
す
。

第
三
条
　
新
安
衛
則
第
九
十
条
第
二
号
の
二
の
仕
事
で
あ
つ
て
平
成
五
年
一
月
一
日
前
に
開
始
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
八
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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２
　
新
安
衛
則
第
九
十
条
第
二
号
の
二
の
仕
事
で
あ
つ
て
平
成
五
年
七
月
一
日
前
に
開
始
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
安
衛
則
第
九
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
九
十
二
条
の
三
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
作
成
し
た
旧
安
衛
則
第
二
百
四
十
条
第
一
項
の
組
立
図
に
つ
い
て
は
、
新
安
衛
則
第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
施
行
日
前
に
組
立
て
ら
れ
た
型
枠
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
新
安
衛
則
第
二
百
四
十
条
第
三
項
（
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
新
安
衛
則
第
二
百
四
十
一
条
の
規
定
（
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
及
び
新
安
衛
則
第
二
百
四
十
二
条
の
規
定
（
同
条
第
五
号
の
二
及
び
第
九
号
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
条
　
新
安
衛
則
第
五
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
同
項
中
「
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
建
築
物
の
骨
組
み
又
は
塔
で
あ

つ
て
、
金
属
製
の
部
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
（
そ
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
」
と
す
る
。

２
　
新
安
衛
則
第
五
百
十
七
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
同
条
中
「
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
建
築
物
の
骨
組
み
又
は
塔
で
あ
つ
て
、
金
属
製
の
部
材
に
よ
り
構
成
さ

れ
る
も
の
（
そ
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
」
と
す
る
。

３
　
新
安
衛
則
第
五
百
十
七
条
の
六
第
一
項
、
第
五
百
十
七
条
の
七
及
び
第
五
百
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
」
と
あ
る
の

は
、
「
橋

り
よ
う

梁

の
上
部
構
造
で
あ
つ
て
、
金
属
製
の
部
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
（
そ
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
当
該
上
部
構
造
の
う
ち
橋

り
よ
う

梁

の
支
間
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
架
設

、
解
体
又
は
変
更
」
と
す
る
。

４
　
新
安
衛
則
第
五
百
十
七
条
の
二
十
第
一
項
、
第
五
百
十
七
条
の
二
十
一
及
び
第
五
百
十
七
条
の
二
十
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
令
第
六
条
第
十
五
号
の
六
」
と
あ

る
の
は
、
「
橋

り
よ
う

梁

の
上
部
構
造
で
あ
つ
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
も
の
（
そ
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
当
該
上
部
構
造
の
う
ち
橋

り
よ
う

梁

の
支
間
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
架
設
又
は
変
更
」

と
す
る
。

第
六
条
　
橋

り
よ
う

梁

の
上
部
構
造
で
あ
つ
て
、
金
属
製
の
部
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
（
そ
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
当
該
上
部
構
造
の
う
ち
橋

り
よ
う

梁

の
支
間
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
架

設
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
で
あ
つ
て
、
平
成
五
年
四
月
一
日
前
に
開
始
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
安
衛
則
第
五
百
十
七
条
の
六
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
橋

り
よ
う

梁

の
上
部
構
造
で
あ
つ
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
も
の
（
そ
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
当
該
上
部
構
造
の
う
ち
橋

り
よ
う

梁

の
支
間
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
架
設
又
は
変
更
の
作
業

で
あ
つ
て
、
平
成
五
年
四
月
一
日
前
に
開
始
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
安
衛
則
第
五
百
十
七
条
の
二
十
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
七
条
　
施
行
日
に
お
い
て
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
旧
安
衛
則
様
式
第
十
一
号
の
免
許
証
は
、
新
安
衛
則
様
式
第
十
一
号
の
免
許
証
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
こ
の
省
令
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
二
月
一
二
日
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
月
二
五
日
労
働
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
避
難
等
の
訓
練
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
百
八
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
百
八

十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

後
の
避
難
及
び
消
火
の
訓
練
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
規
則
に
よ
る

後
の
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
行
つ
た
事
業
者
が

新
規
則
第
三
百
八
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

初
の
避
難
及
び
消
火
の
訓
練
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
に
よ
る

初
の
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
限
は
、
当
該
旧
規
則
に
よ
る

後

の
訓
練
を
行
つ
た
日
か
ら
一
年
以
内
と
し
、
旧
規
則
に
よ
る

後
の
訓
練
を
平
成
五
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
つ
た
事
業
者
が
新
規
則
に
よ
る

初
の
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
限
は
、

平
成
六
年
十
月
一
日
ま
で
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
四
月
一
日
労
働
省
令
第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
月
二
六
日
労
働
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
百
二
十
八
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
百
二
十
八
条
の
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
条
中
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
第
三
十
六
条
の
二
の
改
正
規
定
　

平
成
七
年
十
月
一
日

二
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
百
八
十
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
　
平
成
八
年
四
月
一
日
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（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
条
第
五
号
の
二
の
仕
事
で
あ
っ
て
平
成
七
年
六
月
一
日
前
に
開
始
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
八
条
第
四
項
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
五
日
労
働
省
令
第
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
七
日
労
働
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
一
三
日
労
働
省
令
第
三
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
労
働
安
全
衛
生
法
第
十
三
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
た
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
十
三
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

件
を
備
え
た
者
と
す
る
。

一
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
新
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
研
修
に
相
当
す
る
研
修
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
受
講
を
開
始
し
、
当
該
研
修
を
修
了
し
た
者

二
　
平
成
十
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
労
働
安
全
衛
生
法
第
十
三
条
第
一
項
の
産
業
医
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
労
働
者
の
健
康
管
理
等
を
行
っ
た
経
験
年
数
が
三
年
以
上
で
あ
る
者

（
健
康
診
断
の
結
果
の
通
知
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
施
行
日
前
に
労
働
者
に
対
し
て
行
っ
た
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
の
健
康
診
断
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
五
十
一
条
の
四
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
五
日
労
働
省
令
第
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
十
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
　
平
成
九
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
五
日
労
働
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
一
月
一
二
日
労
働
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
二
月
一
六
日
労
働
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
行
わ
れ
る
建
設
工
事
で
、
平
成
十
年
六
月
一
日
前
に
開
始
さ
れ
、
か
つ
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
終
了
す
る
予
定
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
規
定
（
第

五
百
七
十
五
条
の
十
三
の
規
定
を
除
く
。
）
は
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
二
月
二
五
日
労
働
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
二
五
日
労
働
省
令
第
一
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
四
月
二
七
日
労
働
省
令
第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
二
四
日
労
働
省
令
第
二
六
号
）
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
十
三
条
の
改
正
規
定
、
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
四
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
第
八
号
ま
で
」
を

「
第
九
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
改
正
規
定
、
様
式
第
五
号
の
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
労
働
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
八
月
一
三
日
労
働
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
六
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
九
日
労
働
省
令
第
三
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
労
働
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
地
方
分
権
推
進
整
備
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

準
用
す
る
他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
が
行
つ
た
許
可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は

地
方
分
権
推
進
整
備
法
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
許
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以

下
「
申
請
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
で
、
地
方
分
権
推
進
整
備
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
地
方
分
権
推
進
整
備
法
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
規
定
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局
長
が
行
う
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
地
方
分
権
推
進
整
備
法
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ

ぞ
れ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局
長
が
し
た
処
分
等
の
行
為
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
し

て
さ
れ
た
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
申
請
等
の
行
為
で
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相

当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
又
は
職
員
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前

に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
又
は
職
員
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ

い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第

十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
産
業
安
全
専
門
官
及
び
労
働
衛
生
専
門
官
規
程
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
並
び
に
第
二
十

四
条
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
七
及
び
第
百
四
十
四
条
の
証
明
書
は
、
当
分
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
十
二

条
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
二
十
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
産
業
安
全
専
門
官
及
び
労
働
衛
生
専
門
官
規
程
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
並
び
に
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
七
及
び
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
証

明
書
と
み
な
す
。

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式
に

よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
労
働
省
令
第
七
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
六
号
の
改
正
規
定
及
び
第
五
条
の
規
定
（
製
造
時
等
検
査
代
行
機
関
等
に
関
す
る
規
則
様
式
第
七
号
の
三
の
改
正
規
定
を
除
く

。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
労
働
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
、
第
八
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
三
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
五
十
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
、
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
女
性
労
働
基
準
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働

者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
及
び
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
労
働
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
証
明
書
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
第
七
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
証
票
、
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
五
条
の

三
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
、
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
女
性
労
働
基
準
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
第
七
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
及
び
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾

労
働
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式
に

よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
四
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
条
第
五
号
の
三
の
仕
事
で
あ
っ
て
平
成
十
三
年
八
月
一
日
前
に
開
始
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
八
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
四
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
百
三
十
四
条
の
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
八
月
一
日
前
に
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
七
の
十
六
の
項
か
ら
十
八
の

項
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
あ
っ
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
三
第
二
号
５
の
２
に
掲
げ
る
物
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
新
特
化
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第

一
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
設
置
し
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
六
百
七
十
二
条
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
及
び
酸
素
欠
乏
・
硫
化
水
素
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
旧
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則

（
以
下
「
旧
酸
欠
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
第
一
種
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
又
は
第
二
種
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規

則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則
（
以
下
「
新
酸
欠
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
又
は
酸
素
欠
乏
・
硫

化
水
素
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
と
み
な
し
、
旧
安
衛
則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
第
一
種
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
修
了
証
又
は
第
二
種
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
修
了
証
は
、
新
安

衛
則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
修
了
証
又
は
酸
素
欠
乏
・
硫
化
水
素
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
修
了
証
と
み
な
す
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式

に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
十
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
石
綿
含
有
製
品
で
、
同
令
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
二
の
二
及
び
別
表
第
二
第
二
号
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
項
に
係
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
五
条
の
改
正
規
定
及
び
同
令
様
式
第
三
号
（
裏
面
）
備
考
の
改
正
規
定
（
「
衛
生
管
理
者
選
任
報
告
」
を
「
安
全
管
理
者
選
任
報
告
の
場
合
（
労
働

安
全
衛
生
規
則
第
５
条
第
２
号
に
掲
げ
る
者
を
選
任
し
た
場
合
を
除
く
。
）
は
、
同
条
第
１
号
の
研
修
そ
の
他
所
定
の
研
修
を
修
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
又
は
平
成
１
８
年
１
０
月
１
日
に
お
い
て
安
全
管
理
者
と
し
て
の
経
験
年
数

が
２
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
又
は
写
し
）
を
、
衛
生
管
理
者
選
任
報
告
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
十
月
一
日

二
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
目
次
の
改
正
規
定
（
「
機
械
等
及
び
有
害
物
」
を
「
機
械
等
並
び
に
危
険
物
及
び
有
害
物
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
第
二
節
　
有
害
物
に
関
す
る
規
制
」
を
「
第
二
節
　
危
険
物
及
び
有
害
物
に

関
す
る
規
制
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
一
編
第
三
章
の
章
名
の
改
正
規
定
、
同
章
第
二
節
の
節
名
の
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
の
改
正
規
定
、
同
令
第

三
十
四
条
の
二
の
四
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
別
表
第
二
の
改
正
規
定
　
平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

三
　
附
則
第
八
条
、
第
九
条
及
び
第
十
条
第
二
項
の
規
定
　
公
布
の
日

（
安
全
管
理
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
旧
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
で
、
前
条
第
一
号
に
定
め
る
日
に
お
い

て
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
安
全
管
理
者
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
管
理
を
行
っ
た
経
験
年
数
が
二
年
以
上
で
あ
る
も
の
は
、
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
と
す
る
。

（
作
業
主
任
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
事
業
者
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
講
習
を
修
了
し
た
者
を
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
作
業
主
任
者
と
し
て
選
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

適
用
除
外
す
る
規
定

作
業
の
区
分

資
格
を
有
す
る
者

名
称

新
安
衛
則
第
三
百
五
十
九
条
及
び
別
表
第
一

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年

政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
六
条
第
九
号
に
掲
げ
る
作
業

労
働
安
全
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
十
八
第
五
号
に

掲
げ
る
地
山
の
掘
削
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

地
山
の
掘
削
作
業
主

任
者

新
安
衛
則
第
三
百
七
十
四
条
及
び
別
表
第
一

令
第
六
条
第
十
号
に
掲
げ
る
作
業

旧
法
別
表
第
十
八
第
六
号
に
掲
げ
る
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

土
止
め
支
保
工
作
業

主
任
者

新
安
衛
則
別
表
第
一
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
二
十
七
条

令
第
六
条
第
十
八
号
に
掲
げ
る
作
業

旧
法
別
表
第
十
八
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
特
定
化
学
物
質
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し

た
者

特
定
化
学
物
質
作
業

主
任
者

新
安
衛
則
別
表
第
一
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
第
十
四
条

令
第
六
条
第
二
十
号
に
掲
げ
る
作
業

旧
法
別
表
第
十
八
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し

た
者

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作

業
主
任
者

新
安
衛
則
別
表
第
一
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
十
九
条

令
第
六
条
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
作
業

旧
法
別
表
第
十
八
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
特
定
化
学
物
質
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し

た
者

石
綿
作
業
主
任
者

（
就
業
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
事
業
者
は
、
新
安
衛
則
別
表
第
三
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
以
下
「
新
ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
二
十
条
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て

は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
以
下
「
旧
ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
第
二
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
（
以
下
「
旧
デ
リ
ッ
ク
免
許
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
（
附
則
第
六

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
旧
デ
リ
ッ
ク
免
許
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
を
当
該
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
免
許
試
験
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
安
衛
則
第
六
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日
か
ら

起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
も
の
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
旧
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
実
技
試
験
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
七
十
五
条
の
二
か
ら
第
七
十
五
条
の
十
二
ま
で
の
規
定
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
条
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
新
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
又
は
科
目
の
範
囲
で
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転

士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
試
験
又
は
科
目
の
範
囲

旧
ク
レ
ー
ン
免
許
を
受
け
た
者

学
科
試
験
の
う
ち
、
新
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
項

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
科
目
並
び
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
実
技
試
験

の
全
部

旧
デ
リ
ッ
ク
免
許
を
受
け
た
者

学
科
試
験
の
う
ち
、
新
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
（
デ
リ
ッ
ク
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
項

第
三
号
に
掲
げ
る
科
目
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
科
目
（
デ
リ
ッ
ク
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
実
技
試
験
の
う
ち
、
同
条

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
科
目

一
　
当
該
免
許
試
験
を
行
う
都
道
府
県
労
働
局
長
が
施
行
日
前
に

後
に
行
っ
た
旧
安
衛
則
第

六
十
九
条
第
十
四
号
の
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験
（
以
下
「
旧
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験
」

と
い
う
。
）
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
当
該
免
許
試
験
を
行
う
指
定
試
験
機
関
（
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
指
定
試
験
機
関

を
い
う
。
次
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
っ
た
旧
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に

合
格
し
た
者
で
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
も
の

学
科
試
験
の
う
ち
、
新
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
項

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
科
目
並
び
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

一
　
当
該
免
許
試
験
を
行
う
都
道
府
県
労
働
局
長
が
施
行
日
前
に

後
に
行
っ
た
デ
リ
ッ
ク
運

転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
当
該
免
許
試
験
を
行
う
指
定
試
験
機
関
が
行
っ
た
旧
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科

試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
も
の

学
科
試
験
の
う
ち
、
新
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
（
デ
リ
ッ
ク
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
項

第
三
号
に
掲
げ
る
科
目
並
び
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
科
目
（
デ
リ
ッ
ク
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

旧
床
上
ク
レ
ー
ン
限
定
免
許
を
受
け
た
者

学
科
試
験
の
う
ち
、
新
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
項

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
科
目
並
び
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
実
技
試
験

の
う
ち
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
科
目

２
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
新
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
三
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
ク
レ
ー
ン
免
許
、
旧
床
上
ク
レ
ー
ン
限
定
免
許
又
は
旧
デ
リ
ッ
ク
免
許
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験

の
学
科
試
験
の
う
ち
、
新
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
科
目
及
び
実
技
試
験
の
う
ち
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
旧
ク
レ
ー
ン
免
許
、
旧
床
上
ク
レ
ー
ン
限
定
免
許
又
は
旧
デ
リ
ッ
ク
免
許
を
受
け
た
者
に
係
る
新
安
衛
則
別
表
第
五
第
五
号
及
び
別
表
第
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式

に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
十
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
八
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　

２
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
条
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
仕
事
（
経
過
措
置
対
象
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
前
に
開
始
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全

衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
十
八
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
適
用
除
外
製
品
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
以
下
「
改
正
政
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
適
用
除
外
製
品
等
に
つ
い
て
は
、
旧
石
綿
則
第
十
五
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
、
第

三
十
三
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
四
条
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
七
の
二
十
五
の
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

旧
石
綿
則
第
三
十
五
条
中
「
三
十
年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
労
働
者
が
当
該
事
業
場
に
お
い
て
常
時
当
該
作
業
に
従
事
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
四
十
年
間
」
と
す
る
。

第
五
条
　
改
正
政
令
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う

。
）
第
六
条
第
二
十
三
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
石
綿
（
ア
モ
サ
イ
ト
及
び
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
を
除
く
。
）
を
そ
の
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
と
す
る
。

２
　
旧
令
第
十
八
条
第
三
十
九
号
及
び
別
表
第
九
第
六
百
三
十
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
石
綿
（
ア
モ
サ
イ
ト
及
び
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
を
除
く
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
石

綿
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式
に

よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。
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第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
物
又
は
新
安
衛
則
第
三
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
物
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
旧
安
衛

則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
６
ま
で
若
し
く
は
新
安
衛
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
含

有
量
が
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
も
の
又
は
令
別
表
第
三
第
一
号
７
に
掲
げ
る
物
の
含
有
量
が
そ
の
重
量
の
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
労
働

安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条
　
新
安
衛
則
第
三
十
条
の
物
（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
三
十
一
号
。
以
下
「
改
正
政
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
物
、
旧
安
衛
則
別
表

第
二
に
掲
げ
る
物
並
び
に
前
条
の
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

第
四
条
　
新
安
衛
則
第
三
十
四
条
の
二
の
物
（
旧
安
衛
則
第
三
十
四
条
の
二
の
二
の
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
新
安
衛
則
第
三
十
四
条
の
二
の
二
各
号
に
掲
げ
る
物
で
あ
っ
て
、
令
別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
６
ま
で
若
し
く

は
新
安
衛
則
別
表
第
二
の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
含
有
量
が
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
も
の
又
は
令
別
表
第
三
第
一
号
７
に
掲
げ
る
物
の
含
有
量
が
そ
の
重
量
の
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
条
　
新
安
衛
則
第
三
十
四
条
の
二
の
物
（
改
正
政
令
附
則
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
物
、
旧
安
衛
則
第
三
十
四
条
の
二
の
二
の
物
並
び
に
前
条
の
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際

現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
助
教
授
の
在
職
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
け
る
助
教
授
と
し
て
の
在
職
は
、
准
教
授
と
し
て
の
在
職
と
み
な
す
。

一
か
ら
六
ま
で
　
略

七
　
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
及
び
様
式
第
三
号
（
裏
面
）
別
表

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
様
式
第
七
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
交
付
申
請
書
、
様
式
第
八
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
に
よ
る
健
康
診
断

実
施
報
告
書
、
様
式
第
十
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
書
替
申
請
書
及
び
健
康
管
理
手
帳
再
交
付
申
請
書
並
び
に
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
免
許
申
請
書
、
免
許
証
再
交
付
申
請
書
、
免
許
証
書
替
申
請
書
及
び
免
許
更
新
申
請
書
は
、
そ

れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
第
七
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
交
付
申
請
書
、
様
式
第
八
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
に
よ
る
健
康
診
断
実
施
報
告
書
、
様
式
第
十
号
に
よ
る
健
康
管

理
手
帳
書
替
申
請
書
及
び
健
康
管
理
手
帳
再
交
付
申
請
書
並
び
に
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
免
許
申
請
書
、
免
許
証
再
交
付
申
請
書
、
免
許
証
書
替
申
請
書
及
び
免
許
更
新
申
請
書
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
改
正
前
の
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
申
請
書
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
及
び
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
管
理
実

施
状
況
報
告
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
及
び
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
管
理
実
施
状
況
報
告
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
様
式
第
二
十
一
号
の
七
の
改
正
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
六
月
一
日
前
に
労
働
安
全
衛
生
規

則
別
表
第
七
の
十
六
の
項
若
し
く
は
十
八
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
あ
っ
て
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
等
に
係
る
も
の
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
七
の
二
十
の
二
の
項
若
し
く
は
二
十

の
三
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
を
設
置
し
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
十
一
号
の
改
正
規
定
及
び
様
式
第
十
二
号
の
改
正
規
定
は
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
に
お
い
て
現
に
交
付
さ
れ
又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
免
許
証
並
び
に
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
免
許
申
請
書
、
免
許
証
再
交
付
申
請
書
、
免
許
証
書

替
申
請
書
及
び
免
許
更
新
申
請
書
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
免
許
証
及
び
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
申
請
書
と
み
な
す
。

第
三
条
　
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
申
請
書
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
日
本
工
業
規
格
Ｃ
九
三
〇
〇―

一
一
（
溶
接
棒
ホ
ル
ダ
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
格
」
と
い
う
。
）
の
制
定
に
伴
い
廃
止
さ
れ
た
日
本
工
業
規
格
Ｃ
九
三
〇
二
（
溶
接
棒
ホ
ル
ダ
）
に
定
め
る
ホ
ル
ダ
ー
の
規
格
に
適

合
す
る
も
の
並
び
に
こ
れ
と
同
等
以
上
の
絶
縁
効
力
及
び
耐
熱
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
新
規
格
に
定
め
る
ホ
ル
ダ
ー
の
規
格
に
適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規

則
第
三
百
三
十
一
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
百
三
十
一
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
一
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
様
式
第
八
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
第

八
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
と
み
な
す
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
前
に
労
働
安
全
衛
生

規
則
別
表
第
七
の
十
八
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
あ
っ
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表
第
三
第
二
号
２
３
の
２
若
し
く
は
２
７
の
２
に
掲
げ
る
物
（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令

等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
四
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
三
第
二
号
１
５
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化

学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
新
特
化
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
第
二
十
三
号
の
二
若
し
く
は
第
二
十
七
号
の
二
に
掲
げ
る
物
（
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予

防
規
則
別
表
第
一
第
十
五
号
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
（
以
下
「
ニ
ツ
ケ
ル
化
合
物
等
又
は

ひ砒
素
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
設
置
し
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
二
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
三
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
六
条
及
び
様
式
第
五
号
（
２
）
（
裏
面
）
の
改
正
規
定
に
つ
い

て
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
を
行
っ
て
い
る
者
又
は
同
欄
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
は
適
用
し
な
い
。

平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
十
二
号
（
安
全
衛
生
推
進
者
等
の
選
任
に
関
す
る
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
件
）
に
よ
る
改
正
前
の
安
全
衛
生
推
進
者
等
の
選
任
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
六
十

三
年
労
働
省
告
示
第
八
十
号
。
以
下
「
旧
選
任
基
準
」
と
い
う
。
）
本
則
第
四
号
の
講
習
（
安
全
衛
生

推
進
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二

号
。
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
登
録
（
労
働
安
全
衛
生
法
及

び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

四
十
四
号
。
以
下
「
登
録
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
区
分
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

登
録
省
令
第
一
条
の
二
の
五

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及

び
第
一
条
の
二
の
七

旧
選
任
基
準
本
則
第
四
号
の
講
習
（
衛
生
推
進
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

新
安
衛
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
登
録
（
登
録
省
令
第
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
区
分
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

　

平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
（
作
業
環
境
測
定
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

に
よ
る
改
正
前
の
作
業
環
境
測
定
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
告
示
第
四
十
六
号
。
以
下
「
旧
測

定
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令
第
十
八

号
。
以
下
「
新
粉
じ
ん
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
三
項
の
登
録

登
録
省
令
第
十
九
条
の
二
十

四
の
八

平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
四
号
（
発
破
技
士
免
許
試
験
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

件
）
に
よ
る
改
正
前
の
発
破
技
士
免
許
試
験
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
告
示
第
九
十
七
号
）
第

四
条
の
発
破
実
技
講
習

新
安
衛
則
別
表
第
五
の
四
の
表
受
験
資
格
の
欄
第
三
号
の
登
録

登
録
省
令
第
十
九
条
の
二
十

四
の
二
十
一
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
及
び
第
十
九
条
の

二
十
四
の
二
十
三

平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
（
ボ
イ
ラ
ー
技
士
、
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
及
び
ボ
イ

ラ
ー
整
備
士
免
許
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）
に
よ
る
改
正
前
の
ボ
イ
ラ
ー
技
士
、
ボ
イ
ラ
ー
溶

接
士
及
び
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
告
示
第
百
十
六
号
。
以
下
「
旧
ボ

イ
ラ
ー
規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
号
の
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働

省
令
第
三
十
三
号
。
以
下
「
新
ボ
イ
ラ
ー
則
」
と
い
う
。
）
第
百
一
条
第
三
号
ニ
の
登
録

登
録
省
令
第
十
九
条
の
二
十

四
の
三
十
六
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
及
び
第
十
九
条
の

二
十
四
の
三
十
八

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
規

則
（
昭
和
四
十
八
年
労
働
省
令
第
三
号
。
以
下
「
旧
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七

号
の
安
全
に
関
す
る
講
習

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
規
則
（
以
下
「
新
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
号
の
登
録

登
録
省
令
第
二
十
五
条
の
八

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及

び
第
二
十
五
条
の
十

旧
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
十
一
条
第
十
号
の
衛
生
に
関
す
る
講
習

新
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
十
一
条
第
十
号
の
登
録

　

平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
七
号
（
昭
和
五
十
六
年
労
働
省
告
示
第
五
十
六
号
を
廃

止
す
る
件
）
に
よ
る
廃
止
前
の
昭
和
五
十
六
年
労
働
省
告
示
第
五
十
六
号
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
別

表
第
九
資
格
の
欄
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
定
め
る
件
。
以
下
「
旧
研
修

告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
三
号
の
指
定

新
安
衛
則
別
表
第
九
別
表
第
七
の
上
欄
第
十
号
に
掲
げ
る
機
械
等
に
係
る
工
事
の
項
第
一
号
ロ

及
び
別
表
第
七
の
上
欄
第
十
二
号
に
掲
げ
る
機
械
等
に
係
る
工
事
の
項
第
一
号
ロ
の
登
録

登
録
省
令
第
五
十
七
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第

五
十
九
条

旧
研
修
告
示
第
二
条
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
研
修
告
示
第
一
条
第
三
号
の
指
定

新
安
衛
則
別
表
第
九
第
八
十
九
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
及
び
第
九
十
条
第
一
号
に
掲
げ

る
仕
事
の
う
ち
建
設
の
仕
事
（
ダ
ム
の
建
設
の
仕
事
を
除
く
。
）
の
項
第
一
号
ロ
及
び
第
八
十

九
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
仕
事
及
び
第
九
十
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

に
掲
げ
る
仕
事
（
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
に
あ
つ
て
は
ダ
ム
の
建
設
の
仕
事
に
、
同
条
第

二
号
、
第
二
号
の
二
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
仕
事
に
あ
つ
て
は
建
設
の
仕
事
に
限
る
。
）
の
項

第
一
号
ハ
の
登
録
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第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
。

以
下
「
旧
作
環
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
二
号
の
講
習

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
作
環
則
」
と
い

う
。
）
第
十
七
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録

新
作
環
則
第
十
七
の
六
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第

十
七
条
の
八

旧
作
環
則
第
十
七
条
第
十
六
号
の
講
習

新
作
環
則
第
十
七
条
第
十
六
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録

　

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
研
修
を
行
っ
て
い
る
者
、
同
欄
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
又
は
同
欄
に
掲
げ
る
講
習
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
と
み
な

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
省
令
第
一
条
の
二
の
十
九
第
一
項
中
「
産
業
医
研
修
の
業
務
の
開
始
前
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
」
と
、
登
録
省
令
第
一
条
の
二
の
二
十
第
一
項
中
「
毎
事
業
年
度
」
と

あ
る
の
は
「
毎
事
業
年
度
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
を
除
く
。
）
」
と
、
「
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

の
属
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
開
始
後
」
と
、
登
録
省
令
第
一
条
の
二
の
三
十
四
第
一
項
中
「
産
業
医
実
習
の
業
務
の
開
始
前
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
」
と
、
登
録

省
令
第
一
条
の
二
の
三
十
五
第
一
項
中
「
毎
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
毎
事
業
年
度
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
を
除
く
。
）
」
と
、
「
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
指
定
を

受
け
た
後
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
開
始
後
」
と
、
登
録
省
令
第
二
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
中
「
筆
記
試
験
免
除
講
習
の
業
務
の
開
始

前
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
」
と
、
登
録
省
令
第
二
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
中
「
毎
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
毎
事
業
年
度
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
を
除
く
。
）
」
と
、

「
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
開
始
後
」
と
、
登
録
省
令
第
七

十
二
条
第
一
項
中
「
労
働
災
害
防
止
業
務
従
事
者
講
習
の
業
務
の
開
始
前
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
」
と
、
登
録
省
令
第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
毎
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
毎
事
業
年
度
（
平
成
二
十

一
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
を
除
く
。
）
」
と
、
「
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に

あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
開
始
後
」
と
、
登
録
省
令
第
八
十
六
条
第
一
項
中
「
就
業
制
限
業
務
従
事
者
講
習
の
業
務
の
開
始
前
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
」
と
、
登
録
省
令
第
八
十
七
条
第
一
項
中
「
毎

事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
毎
事
業
年
度
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
を
除
く
。
）
」
と
、
「
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
開
始
後
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
旧
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修

新
安
衛
則
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
指
定

旧
安
衛
則
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
指
定

新
安
衛
則
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
指
定

旧
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
医
師
国
家
試
験
合
格
者
又
は
歯
科
医
師
国
家
試
験
合
格
者
の
項
の
講
習

新
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
第
十
一
条
第
二
号
又
は

第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
項
の
指
定

平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
（
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）
に
よ
る

改
正
前
の
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
労
働
省
告
示
第
三
十
七
号
。
以
下
「
旧
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

規
程
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
表
前
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
項
の
講
習

　

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
指
定
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
百
五
十
号
（
労
働
災
害
防
止
業
務
従
事
者
労
働
災
害
再
発
防
止
講
習
規
程
を
廃
止
す
る
件
）
に
よ
る
廃
止
前
の
労
働
災
害
防
止
業
務
従
事
者
労
働
災
害
再

発
防
止
講
習
規
程
（
平
成
四
年
労
働
省
告
示
第
八
十
号
。
以
下
「
旧
労
働
災
害
防
止
業
務
従
事
者
労
働
災
害
再
発
防
止
講
習
規
程
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に

規
定
す
る
者
に
対
す
る
同
項
の
講
習
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
指
定
（
登
録
省
令
第
六
十
八
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等
に
対
す
る
講
習
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
指
定
（
旧
労
働
災
害
防
止
業
務
従
事
者
労
働
災
害
再
発
防
止
講
習
規
程
第
二
条
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
同
項
の
講
習
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
指
定
（
登
録
省
令
第
六
十
八
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
安
全
管
理
者
等
に
対
す
る
講
習
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
指
定
（
旧
労
働
災
害
防
止
業
務
従
事
者
労
働
災
害
再
発
防
止
講
習
規
程
第
三
条
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
同
項
の
講
習
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
指
定
（
登
録
省
令
第
六
十
八
条
第
一
項

第
三
号
に
規
定
す
る
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
等
に
対
す
る
講
習
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）

法
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
指
定
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
一
号
（
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
等
労
働
災
害
再
発
防
止
講
習
規

程
を
廃
止
す
る
件
）
に
よ
る
廃
止
前
の
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
等
労
働
災
害
再
発
防
止
講
習
規
程
（
平
成
四
年
労
働
省
告
示
第
八
十
一
号
。
以
下

「
旧
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
等
労
働
災
害
再
発
防
止
講
習
規
程
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
同
項
の
講
習
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

法
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
指
定
（
登
録
省
令
第
八
十
二
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
ク
レ
ー
ン
運
転
士
等
に
対
す
る
講
習
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）

法
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
指
定
（
旧
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
等
労
働
災
害
再
発
防
止
講
習
規
程
第
二
条
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
同
項
の
講
習

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

法
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
指
定
（
登
録
省
令
第
八
十
二
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
等
に
対
す
る
講
習
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

法
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
指
定
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
二
号
（
車
両
系
建
設
機
械
運
転
業
務
従
事
者
労
働
災
害
再
発
防
止
講
習

規
程
を
廃
止
す
る
件
）
に
よ
る
廃
止
前
の
車
両
系
建
設
機
械
運
転
業
務
従
事
者
労
働
災
害
再
発
防
止
講
習
規
程
（
平
成
四
年
労
働
省
告
示
第
八
十
二
号
）
本

則
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
同
項
の
講
習
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

法
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
指
定
（
登
録
省
令
第
八
十
二
条
第
一
項

第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
系
建
設
機
械
運
転
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講

習
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
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法
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
指
定
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
三
号
（
玉
掛
業
務
従
事
者
労
働
災
害
再
発
防
止
講
習
規
程
を
廃
止
す
る

件
）
に
よ
る
廃
止
前
の
玉
掛
業
務
従
事
者
労
働
災
害
再
発
防
止
講
習
規
程
（
平
成
四
年
労
働
省
告
示
第
八
十
三
号
）
本
則
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
同
項
の

講
習
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

法
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
指
定
（
登
録
省
令
第
八
十
二
条
第
一
項

第
四
号
に
規
定
す
る
玉
掛
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
、
研
修
、
実
習
又
は
科
目
を
修
了
し
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
、
研
修
、
実
習
又
は
科
目
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
。

旧
選
任
基
準
本
則
第
四
号
の
講
習
（
安
全
衛
生
推
進
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

新
安
衛
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
講
習
（
登
録
省
令
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

旧
選
任
基
準
本
則
第
四
号
の
講
習
（
衛
生
推
進
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

新
安
衛
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
講
習
（
登
録
省
令
第
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

旧
安
衛
則
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修

新
安
衛
則
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
者
が
行
う
研
修

旧
安
衛
則
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
実
習

新
安
衛
則
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
実
習

旧
安
衛
則
別
表
第
五
の
四
の
表
受
験
資
格
の
欄
第
三
号
の
発
破
実
技
講
習

新
安
衛
則
別
表
第
五
の
四
の
表
受
験
資
格
の
欄
第
三
号
の
発
破
実
技
講
習

旧
ボ
イ
ラ
ー
規
程
第
三
条
第
二
号
の
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習

新
ボ
イ
ラ
ー
則
第
百
一
条
第
三
号
ニ
の
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習

旧
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
二
条
第
七
号
の
安
全
に
関
す
る
講
習

新
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
二
条
第
七
号
の
安
全
に
関
す
る
講
習

旧
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
十
一
条
第
十
号
の
衛
生
に
関
す
る
講
習

新
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
十
一
条
第
十
号
の
衛
生
に
関
す
る
講
習

旧
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
医
師
国
家
試
験
合
格
者
又
は
歯
科
医
師
国
家
試
験
合
格
者
の
項
の

講
習

新
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
第
十
一
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
項
の
講
習

旧
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
規
程
第
四
条
の
表
前
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
項
の
講
習

　

旧
安
衛
則
別
表
第
九
別
表
第
七
の
上
欄
第
十
号
に
掲
げ
る
機
械
等
に
係
る
工
事
の
項
第
一
号
ロ
及
び
別
表
第
七
の

上
欄
第
十
二
号
に
掲
げ
る
機
械
等
に
係
る
工
事
の
項
第
一
号
ロ
の
研
修

新
安
衛
則
別
表
第
九
別
表
第
七
の
上
欄
第
十
号
に
掲
げ
る
機
械
等
に
係
る
工
事
の
項
第
一
号
ロ
及
び
別
表
第
七
の

上
欄
第
十
二
号
に
掲
げ
る
機
械
等
に
係
る
工
事
の
項
第
一
号
ロ
の
研
修

旧
安
衛
則
別
表
第
九
第
八
十
九
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
及
び
第
九
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
の
う
ち
建

設
の
仕
事
（
ダ
ム
の
建
設
の
仕
事
を
除
く
。
）
の
項
第
一
号
ロ
及
び
第
八
十
九
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に

掲
げ
る
仕
事
及
び
第
九
十
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
仕
事
（
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
に
あ
つ
て

は
ダ
ム
の
建
設
の
仕
事
に
、
同
条
第
二
号
、
第
二
号
の
二
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
仕
事
に
あ
つ
て
は
建
設
の
仕
事

に
限
る
。
）
の
項
第
一
号
ハ
の
研
修

新
安
衛
則
別
表
第
九
第
八
十
九
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
及
び
第
九
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
の
う
ち
建

設
の
仕
事
（
ダ
ム
の
建
設
の
仕
事
を
除
く
。
）
の
項
第
一
号
ロ
及
び
第
八
十
九
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で

に
掲
げ
る
仕
事
及
び
第
九
十
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
仕
事
（
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
に
あ
つ

て
は
ダ
ム
の
建
設
の
仕
事
に
、
同
条
第
二
号
、
第
二
号
の
二
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
仕
事
に
あ
つ
て
は
建
設
の
仕

事
に
限
る
。
）
の
項
第
一
号
ハ
の
研
修

旧
作
環
則
第
五
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
科
目

新
作
環
則
第
五
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
該
当
科
目

旧
作
環
則
第
十
七
条
第
二
号
の
講
習

新
作
環
則
第
十
七
条
第
二
号
の
講
習

旧
作
環
則
第
十
七
条
第
十
六
号
の
講
習

新
作
環
則
第
十
七
条
第
十
六
号
の
講
習

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
じ
ん
肺
健
康
診
断
結
果
証
明
書
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働

安
全
衛
生
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
及
び
同
令
様
式
第
九
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
に
よ
る
健
康
診
断
実
施
報
告
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
じ
ん

肺
健
康
診
断
結
果
証
明
書
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
及
び
同
令
様
式
第
九
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
に
よ
る
健
康
診
断
実
施
報
告
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
一
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
前
に
労
働
安
全
衛
生

規
則
別
表
第
七
の
十
六
の
項
か
ら
十
八
の
項
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
あ
っ
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表
第
三
第
二
号
１
５
若
し
く
は
１
９
の
２
に
掲
げ
る
物
又
は
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
新
特
化
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
第
十
五
号
若
し
く
は
第
十
九
号
の
二
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
等
又

は
一
・
一―

ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
七
の
二
十
の
二
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
あ
っ
て
、
一
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

二―

ブ
テ
ン
又
は
一
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

二―
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ブ
テ
ン
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
「
一
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

二―

ブ
テ
ン
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
又
は
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
七
の

二
十
の
四
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
を
設
置
し
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式

に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
者
と
み
な
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
第
一
条
の
二
の
二
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
一
条
の
二
の
二
の
六
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。

衛
生
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
八
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
衛
生
管
理
者

規
程
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
告
示
第
九
十
四
号
）
第
三
条
第
三
号
の
指
定

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
別
表

第
四
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
免
許
の
項
第
一
号
の
登
録

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
四
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
免
許
の
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
講
習
を
修
了
し
た
者
は
、
新
安
衛
則
別
表
第
四
衛
生
工
学
衛
生
管

理
者
免
許
の
項
第
一
号
の
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
講
習
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
九
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
名
称
等
の
通
知
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
。
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
二
の
物
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
旧
安
衛
則
」

と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
二
の
物
に
該
当
す
る
も
の
及
び
次
条
の
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条
　
新
安
衛
則
第
三
十
四
条
の
二
の
物
（
旧
安
衛
則
第
三
十
四
条
の
二
の
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
法
第

五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
旧
安
衛
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
は
、
新
安
衛
則
に
定
め
る
相
当
様
式
に
よ
る
申
請
書
と
み
な
す
。
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第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
安
衛
則
及
び
第
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要

な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
安
衛
則
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
前
に
新
安
衛
則
別
表
第
七
の
十
三
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
あ
っ
て
、
第
二
条

に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
新
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
又
は
新
安
衛
則
別
表
第
七
の
十
八
の
項
の
上
欄
に

掲
げ
る
機
械
等
で
あ
っ
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
第
二
号
３
の
２
若
し
く
は
新
特
化
則
別
表
第
一
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
イ
ン
ジ
ウ
ム

化
合
物
等
」
と
い
う
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
１
３
の
２
若
し
く
は
新
特
化
則
別
表
第
一
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
コ
バ
ル
ト
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
設
置
し
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要

構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
一
款
　
構
造
（
第
百
五
十
二
条
・
第
百
五
十
三
条
）
」
を
「
／
第
一
款
　
総
則
（
第
百
五
十
一
条
の
八
十
四
）
／
第
一
款
の
二

　
構
造
（
第
百
五
十
二
条
・
第
百
五
十
三
条
）
／
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
第
五
款
　
ブ
レ
ー
カ
（
第
百
七
十
一
条
の
四
）
」
を
「
第
五
款
　
解
体
用
機
械
（
第
百
七
十
一
条
の
四―

第
百
七
十
一
条
の
六
）
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る

。
）
、
第
二
編
第
二
章
第
一
節
の
改
正
規
定
、
別
表
第
三
の
改
正
規
定
及
び
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
機
械
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
に
お
い
て
現
に
製
造
し
て
い

る
も
の
又
は
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
就
業
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
事
業
者
は
、
新
安
衛
則
第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
機
械
の
運
転
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
当
該
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
前
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
運
転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

二
　
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
に
お
い
て
現
に
当
該
業
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
に
六
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
に
お
い
て
も
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
七
年
六
月
三

十
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
講
習
で
都
道
府
県
労
働
局
長
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
も
の
を
当
該
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
（
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
七
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
八
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
前
に
同
規
則
別
表
第

七
の
十
三
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
あ
っ
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
第
五
条
に
お
い
て
「
新
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
物
（
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
第
四
条
に
お
い
て
「
旧
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
五
条
に
お
い
て
「
一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
等
」
と

い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
設
置
し
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労

働
安
全
衛
生
規
則
に
定
め
る
相
当
様
式
に
よ
る
申
請
書
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
安
衛
則
又
は
旧
特
化
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
前
照
灯
の
設
置
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
製
造
し
て
い
る
も
の
又
は
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規

則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
一
条
の
八
十
五
、
第
百
五
十
一
条
の
八
十
六
及
び
第
百
五
十
一
条
の
八
十
七
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
集
材
機
（
架
線
集
材
機
械
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
製
造
し
て
い
る
も
の
又
は
現
に
存
す
る
も
の
を
用
い
て
林
業
架
線
作
業
を
行
う
場
合
は
、
平
成
二
十
六
年

十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
新
安
衛
則
第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
六
及
び
第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
七
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
集
材
機
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
製
造
し
て
い
る
も
の
又
は
現
に
存
す
る
も
の
を
用
い
て
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
場
合
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
新
安
衛
則
第
百

五
十
一
条
の
百
六
十
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
前
に
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
七
の
十
三
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
あ
っ
て
、
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
新
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
三
に
掲
げ
る
物
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
有
機
則
」
と

い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
経
過
措
置
対
象
有
機
溶
剤
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
又
は
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
七
の
十
六
の
項
か
ら
十
八
の
項
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
あ
っ
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四

十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表
第
三
第
二
号
１
９
の
４
若
し
く
は
新
特
化
則
別
表
第
一
第
十
九
号
の
四
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
ジ
メ
チ
ル―

二
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
ビ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
設
置

し
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
機
械
等
検
定
規

則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
検
定
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
機
械
等
検
定
規
則
に
定
め
る
相
当
様
式
に
よ
る

申
請
書
等
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
安
衛
則
又
は
旧
検
定
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
二
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
教
育
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
業
務
に
関
す
る
労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
特
別
の
教
育
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
足
場
の
作
業
床
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
は
り
間
方
向
に
お
け
る
建
地
の
内
法
幅
が
六
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
足
場
の
作
業
床
で
あ
っ
て
、
床
材
と
腕
木
と
の
緊
結
部
が
特
定
の
位
置
に
固
定
さ
れ
る
構
造
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に

存
す
る
鋼
管
足
場
用
の
部
材
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
新
安
衛
則
第
五
百
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
う
ち
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
目
次
の
改
正
規
定
（
「
安
全
衛
生
改
善
計
画
（
第
八
十
四
条
）
」
を
「
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
及
び
安
全
衛
生
改
善

計
画
（
第
八
十
四
条―

第
八
十
四
条
の
三
）
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
第
十
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
一
編
第
六
章
第
一
節
の
三
の
節
名
の
改
正
規
定
、
同
令
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
章
第
二

節
中
同
令
第
五
十
二
条
の
九
を
同
令
第
五
十
二
条
の
二
十
二
と
す
る
改
正
規
定
、
同
章
第
一
節
の
三
の
次
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
六
百
六
十
二
条
の
四
の
改
正
規
定
及
び
同
令
様
式
第
六
号
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る

改
正
規
定
、
第
五
条
の
規
定
並
び
に
第
六
条
の
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
六
条
の
十
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
の
健
康
管
理
等
の
業
務
に
該
当
す
る
業
務
に
従
事
し
た
経
験
年
数
が
三
年
以
上
で
あ
る
看
護
師
又
は

精
神
保
健
福
祉
士
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
六
十
六
条
の
十
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
者
と
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
安
全
衛
生
改
善
計
画
作
成
指
示
書
並
び
に
同
令
第
九
十
五
条
の
三
及
び
第
九
十
五
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
証
票
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
産
業
安
全
専
門
官
及
び
労
働
衛
生
専
門
官
規
程
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
は
、
当
分
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
、
新
安
衛
則
第
八
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
安
全
衛
生
改
善
計
画
作
成
指
示
書
並
び
に
新
安
衛
則
第
九
十

五
条
の
三
及
び
第
九
十
五
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
証
票
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
産
業
安
全
専
門
官
及
び
労
働
衛
生
専
門
官
規
程
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
二
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
五
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
証
票
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
産
業
安
全
専
門
官
及
び
労
働
衛
生
専
門
官
規
程
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
証
票
は
、
当
分

の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
五
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
証
票
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
産
業
安
全
専
門
官
及
び
労
働
衛
生
専
門
官
規
程
第
五
条
の
規
定
に
よ

る
証
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
八
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
五
百
三
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
ロ
ー
プ
高
所
作
業
の
う
ち
、
ビ
ル
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
業
務
に
係
る
作
業
又
は

の
り
面
に
お
け
る
石
張
り
、
芝
張
り
、
モ
ル
タ
ル
の
吹
付
け
等
の
の
り
面
を
保
護
す
る
た
め
の
工
事
に
係
る
作
業
以
外
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
分
の
間
、
同
条
及
び
第
五
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項

第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
新
安
衛
則
第
五
百
三
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
（
次
号
に
お
い
て
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
」
と
い
う
。
）
を
作
業
箇
所
の
上
方
に
あ
る
異
な
る
二
以
上
の
堅
固
な
支
持
物
に
、
外
れ
な
い
よ
う
に
確
実
に
緊
結
す
る
こ

と
。
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二
　
突
起
物
の
あ
る
箇
所
そ
の
他
の
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
が
切
断
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
と
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
と
の
接
触
を
避
け
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上

困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
支
持
物
の
他
に
当
該
箇
所
の
下
方
に
あ
る
堅
固
な
支
持
物
に
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
を
緊
結
さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
け
る
新
安
衛
則
第
五
百
三
十
九
条
の
三
か
ら
第
五
百
三
十
九
条
の
七
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
安
衛
則
第
五
百
三
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
、
こ
れ
ら
を
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
を
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
」
と
、
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」
と
あ
る
の
は
「
メ
イ
ン
ロ
ー

プ
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
又
は
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」
と
あ
り
、
及
び
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
」
と
、
新
安
衛
則
第
五
百
三
十
九
条
の
四
第
二
号
中
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」
と
あ

る
の
は
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
」
と
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
支
持
物
」
と
あ
る
の
は
「
堅
固
な
支
持
物
（
次
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
支
持
物
」
と
い
う
。
）
」
と
、
新
安
衛
則
第
五
百
三
十
九
条
の
五
第
二
項
第
三
号
中
「
メ
イ

ン
ロ
ー
プ
及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」
と
あ
る
の
は
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
」
と
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
支
持
物
」
と
あ
る
の
は
「
支
持
物
」
と
、
同
項
第
五
号
及
び
第
七
号
中
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」
と
あ
る
の
は
「
メ
イ
ン
ロ
ー

プ
」
と
、
新
安
衛
則
第
五
百
三
十
九
条
の
六
第
一
号
中
「
第
五
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二

十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
」
と
、
新
安
衛
則
第
五
百
三
十
九
条
の
七
第
二
項
中
「
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」
と
あ
る
の
は
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
八
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
一
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八

年
二
月
一
日
前
に
新
安
衛
則
別
表
第
七
の
十
六
の
項
か
ら
十
八
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
あ
っ
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令

第
三
百
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
第
二
号
２
３
の
２
若
し
く
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
新
特
化
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
第
二
十
三
号

の
二
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
ナ
フ
タ
レ
ン
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
又
は
新
安
衛
則
別
表
第
七
の
十
八
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
あ
っ
て
、
新
令
別
表
第
三
第
二
号
３
４
の
２
若
し
く
は
新
特
化
則
別
表
第
一
第
三
十
四
号

の
二
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
リ
フ
ラ
ク
ト
リ
ー
セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ァ
イ
バ
ー
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
設
置
し
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
勤
労
青
少
年
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
前
に
同
令
別
表
第
七
の
十
六
の
項
か
ら
十
八
の
項
ま
で

の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
あ
っ
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表

第
三
第
二
号
８
の
２
又
は
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
新
特
化
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
第
八
号
の
二
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
オ
ル
ト―

ト
ル
イ
ジ
ン
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の

を
設
置
し
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
百
九
十
四
条
第
四
号
に
た
だ
し
書
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式
に

よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
四
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
九
月
一
日
前
に
同
令
別
表
第
七
の
十
八
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
機

械
等
で
あ
っ
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
六
十
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表
第
三
第
二
号
１
５
の
２
又
は

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
新
特
化
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
第
十
五
号
の
二
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
三
酸
化
二
ア
ン
チ
モ
ン
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
設
置
し
、
若
し
く
は

移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
八
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
結
晶
質
シ
リ
カ
の
項
及
び
同
表
シ
リ
カ
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
四
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
八
月
一
日
前
に
製
造
さ
れ
た
安
全
帯
（
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
日
に
お
い
て
現
に
製
造
し
て
い
る
安
全
帯
（
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
平
成
三
十
四
年
一
月
一

日
ま
で
の
間
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
と
み
な
す
。

一
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
七
、
第
百
九
十
四
条
の
二
十
二
、
第
二
百
四
十
七
条
、
第
三

百
六
十
条
、
第
三
百
七
十
五
条
、
第
三
百
八
十
三
条
の
三
、
第
三
百
八
十
三
条
の
五
、
第
四
百
四
条
、
第
五
百
十
七
条
の
五
、
第
五
百
十
七
条
の
九
、
第
五
百
十
七
条
の
十
三
、
第
五
百
十
七
条
の
十
八
、
第
五
百
十
七
条
の
二
十

三
、
第
五
百
十
八
条
第
二
項
、
第
五
百
十
九
条
第
二
項
、
第
五
百
二
十
条
、
第
五
百
二
十
一
条
、
第
五
百
三
十
二
条
の
二
、
第
五
百
三
十
三
条
、
第
五
百
三
十
九
条
の
二
、
第
五
百
三
十
九
条
の
六
、
第
五
百
三
十
九
条
の
七
、
第

五
百
三
十
九
条
の
九
、
第
五
百
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
百
六
十
三
条
第
三
項
及
び
第
六
項
、
第
五
百
六
十
四
条
、
第
五
百
六
十
六
条
並
び
に
第
五
百
七
十
五
条
の
六
第
二
項
及
び
第
四
項

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
検
査
結
果
等
報
告
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
に
定
め
る
相
当
様
式
に

よ
る
検
査
結
果
報
告
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
五
十
二
条
の
四
か
ら
第
五
十
二
条
の
七
の
三
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
降
の
期
間
の
み
を
新
安
衛
則
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
超
え
た
時
間
の
算
定
又
は
新
安
衛
則
第
五
十
二
条
の
七
の
二
第
一
項

の
超
え
た
時
間
の
算
定
の
対
象
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
三
月
三
十
一
日
を
含
む
期
間
を
こ
れ
ら
の
超
え
た
時
間
の
算
定
の
対
象
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
新
安
衛
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
四

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
六
条
の
四
、
第
六
十
六
条
の
八
第
四
項
（
同
法
第
六
十
六
条
の
八
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
六
条

の
十
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
一
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
二
月
一
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
二
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
六
条
の
改
正
規
定
　
平
成
三
十
二
年
八
月
一
日

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
八
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
教
育
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
六
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
特
別
の
教
育
を
行
っ
た
労
働
者
を
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
六
条
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
業
務
に
就
か
せ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
に
関
す
る
同
項
の
特
別
の
教
育
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
〇
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
報
告
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る

報
告
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年

四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
百
八
十
三
条
の
三
の
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
作
業
主
任
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
六
条
第
十
号
の
二
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
六
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
よ
る
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
を
選

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
に
お
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
で
あ
っ
て
、

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
教
習
機
関
が
行
う
講
習
で
都
道
府
県
労
働
局
長
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
も
の
を
ず
い
道

等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
に
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
六
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
第
二
項
及
び
第
六
条
の
規
定
　
令
和
二
年
十
月
一
日

（
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
等
）

第
四
条
　
新
石
綿
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
九
十
条
第
五
号
の
二
若
し

く
は
第
五
号
の
三
に
掲
げ
る
仕
事
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
開
始
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
石
綿
則
第
五
条
第
一
項
及
び
新
安
衛
則
第
九
十
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
旧
石
綿
則
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
条
第
五
号
の
二
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
新
安
衛
則
第
九
十
条
第
五
号
の
二
又
は
第
五
号
の
三
に
掲
げ
る
仕
事
で
あ
っ
て
、
施
行
日
後
に
開
始
さ
れ
る
も
の
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
届

出
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
同
項
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
並
び
に
附
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
報
告
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
報
告

と
み
な
す
。
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３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
計
画
の
作
成
に
参
画
す
る
者
の
資
格
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
三
月
一
日
）
前
に
建
築
士
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
一
級
建
築
士
試
験
に
合
格
し
た
者
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
前
一
級
建
築
士
試
験
合
格
者
」
と
い
う
。
）
は
、
建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
建
築

士
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
建
築
士
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
一
級
建
築
士
免
許
権
利
者
」
と
い
う
。
）
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
一
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
十
五
号
か
ら
様
式
第
十
八
号
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
（
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使

用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
三
の
改
正
規
定
（
「
建
設
機
械
施
工
技
術
検
定
」
を
「
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四

条
の
規
定
は
、
建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
七
十
四
号
。
附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
第
百
七
十
四
号
政
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
四
月
一
日
。
附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
改
正

令
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
業
務
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
七
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
二
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
建
設
機
械
施
工
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
及
び
改
正
令
施
行
日
前
に
建
設
業
法
施
行
令
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
建
設
機
械
施
工
技
術

検
定
に
合
格
し
た
者
は
、
第
百
七
十
四
号
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
建
設
業
法
施
行
令
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
（
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
八
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
五
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
同
令
中
別
表
第
九
の
改
正
規
定
の

施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
三
号
）
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
六
号
の
報
告
書
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
十
八
条
の
健
康
診
断
（
定
期
の

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
六
号
の
二
の
報
告
書
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
安
衛
則
に
定
め
る
報
告
書
の
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
十
八
条
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
同
令
第
五
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
　
令
和
五
年
四
月
一
日

二
　
第
三
条
、
第
五
条
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
　
令
和
六
年
四
月
一
日

（
型
式
検
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
十
九
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
防
毒
マ
ス
ク
（
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
し

て
い
る
こ
と
を
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
登
録
型
式
検
定
機
関
が
認
め
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
も
の
は
、
令
和
九
年
五
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
同
項
の
型
式
検
定
に
合

格
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
十
号
の
申
請
書
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
十
号
の
申
請
書
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
（
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
（
第
四
条
及
び
第
八
条
に
限
る
。
）
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
八
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
百
六
十
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
規
格
に
適
合
し
た
機
械
等
の
使
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十

八
号
）
第
十
三
条
第
五
項
の
表
法
別
表
第
二
第
十
六
号
に
掲
げ
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
項
の
下
欄
に
規
定
す
る
ハ
ロ
ゲ
ン
ガ
ス
用
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
及
び
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
で
、
令
和
六
年
十
月
一
日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和

八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
八
号
）
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こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
一
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
七
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
の
規
定
　
令
和
六
年
七
月
一
日

二
　
次
項
の
規
定
　
令
和
七
年
一
月
一
日

別
表
第
一
（
第
十
六
条
、
第
十
七
条
関
係
）

作
業
の
区
分

資
格
を
有
す
る
者

名
称

令
第
六
条
第
一
号
の
作
業

高
圧
室
内
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者

高
圧
室
内
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
二
号
の
作
業

ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者

ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
三
号
の
作
業

林
業
架
線
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者

林
業
架
線
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
四
号
の
作
業
の
う
ち
取
り
扱
う
ボ
イ
ラ
ー
の
伝
熱
面
積
の
合
計
が
五
百
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合
（
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
の
み
を
取
り
扱
う
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け

る
当
該
ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
の
作
業

特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
者

ボ
イ
ラ
ー
取
扱
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
四
号
の
作
業
の
う
ち
取
り
扱
う
ボ
イ
ラ
ー
の
伝
熱
面
積
の
合
計
が
二
十
五

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
（
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
の
み
を
取
り

扱
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
伝
熱
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
と
き
を

含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
の
作
業

特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
又
は
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
者

令
第
六
条
第
四
号
の
作
業
の
う
ち
取
り
扱
う
ボ
イ
ラ
ー
の
伝
熱
面
積
の
合
計
が
二
十
五

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
に
お
け
る
当
該
ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
作
業

特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
、
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
又
は
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け

た
者

令
第
六
条
第
四
号
の
作
業
の
う
ち
令
第
二
十
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
ボ
イ

ラ
ー
の
み
を
取
り
扱
う
作
業

特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
、
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
若
し
く
は
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を

受
け
た
者
又
は
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

令
第
六
条
第
五
号
の
作
業

エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者

エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
五
号
の
二
の
作
業

ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者

ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
六
号
の
作
業

木
材
加
工
用
機
械
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

木
材
加
工
用
機
械
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
七
号
の
作
業

プ
レ
ス
機
械
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

プ
レ
ス
機
械
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
八
号
の
作
業

乾
燥
設
備
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

乾
燥
設
備
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
八
号
の
二
の
作
業

コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
九
号
の
作
業

地
山
の
掘
削
及
び
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

地
山
の
掘
削
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
号
の
作
業

地
山
の
掘
削
及
び
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
号
の
二
の
作
業

ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
号
の
三
の
作
業

ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
一
号
の
作
業

採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
二
号
の
作
業

は
い
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

は
い
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
三
号
の
作
業

船
内
荷
役
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

船
内
荷
役
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
四
号
の
作
業

型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
五
号
の
作
業

足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
の
作
業

建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主

任
者

令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業

鋼
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

鋼
橋
架
設
等
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
五
号
の
四
の
作
業

木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
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令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
作

業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
六
号
の
作
業

コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
七
号
の
作
業
の
う
ち
化
学
設
備
に
係
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
取
扱
い
の

作
業

化
学
設
備
関
係
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
七
号
の
作
業
の
う
ち
化
学
設
備
に
係
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
取
扱
い
の

作
業
以
外
の
作
業

特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
、
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
若
し
く
は
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を

受
け
た
者
又
は
化
学
設
備
関
係
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
若
し
く
は
普
通

第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業
の
う
ち
、
次
の
二
項
に
掲
げ
る
作
業
以
外
の
作
業

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
講
習
科
目
を
次
項
の
金
属
ア

ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
も
の
に
限
定
し
た
も
の
（
以
下
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者

限
定
技
能
講
習
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
令
第
六
条
第
二
十
号
の
作
業
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
修
了
し
た
者

特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業
の
う
ち
、
金
属
を
ア
ー
ク
溶
接
す
る
作
業
、
ア
ー
ク
を
用

い
て
金
属
を
溶
断
し
、
又
は
ガ
ウ
ジ
ン
グ
す
る
作
業
そ
の
他
の
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
を
製
造

し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
」
と

い
う
。
）

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主

任
者
限
定
技
能
講
習
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
者

金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業
の
う
ち
、
特
別
有
機
溶
剤
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
３
７

に
掲
げ
る
物
で
特
別
有
機
溶
剤
に
係
る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業

有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
（
特
別
有
機

溶
剤
等
関
係
）

令
第
六
条
第
十
九
号
の
作
業

鉛
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

鉛
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
二
十
号
の
作
業

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
二
十
一
号
の
作
業
の
う
ち
、
次
の
項
に
掲
げ
る
作
業
以
外
の
作
業

酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
又
は
酸
素
欠
乏
・
硫
化
水
素
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講

習
を
修
了
し
た
者

酸
素
欠
乏
危
険
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
二
十
一
号
の
作
業
の
う
ち
、
令
別
表
第
六
第
三
号
の
三
、
第
九
号
又
は
第

十
二
号
に
掲
げ
る
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
（
同
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
酸
素
欠

乏
症
に
か
か
る
お
そ
れ
及
び
硫
化
水
素
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
所
に
限
る
。
）
に
お
け
る
作
業

酸
素
欠
乏
・
硫
化
水
素
危
険
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

令
第
六
条
第
二
十
二
号
の
作
業

有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

有
機
溶
剤
作
業
主
任
者

令
第
六
条
第
二
十
三
号
の
作
業

石
綿
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

石
綿
作
業
主
任
者

備
考
　
令
第
六
条
第
四
号
の
作
業
に
係
る
伝
熱
面
積
の
合
計
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
の
伝
熱
面
積
の
算
定
方
法
は
、
ボ
イ
ラ
ー
則
第
二
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二
　
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
前
号
に
よ
り
算
定
し
た
伝
熱
面
積
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
値
を
当
該
ボ
イ
ラ
ー
の
伝
熱
面
積
と
す
る
こ
と
。

三
　
廃
熱
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伝
熱
面
積
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
値
を
当
該
廃
熱
ボ
イ
ラ
ー
の
伝
熱
面
積
と
す
る
こ
と
。

四
　
令
第
二
十
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伝
熱
面
積
を
算
入
し
な
い
こ
と
。

五
　
ボ
イ
ラ
ー
に
圧
力
、
温
度
、
水
位
又
は
燃
焼
の
状
態
に
係
る
異
常
が
あ
つ
た
場
合
に
当
該
ボ
イ
ラ
ー
を
安
全
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
そ
の
他
の
機
能
を
有
す
る
自
動
制
御
装
置
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も

の
を
備
え
た
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
（
当
該
ボ
イ
ラ
ー
の
う
ち
、

大
の
伝
熱
面
積
を
有
す
る
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
）
の
伝
熱
面
積
を
算
入
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

別
表
第
二
（
第
三
十
条
、
第
三
十
四
条
の
二
関
係
）

物

第
三
十
条
に
規
定
す
る
含
有
量
（
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
）

第
三
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
含
有
量
（
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
）

ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
リ
ル
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
リ
ル
酸
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
リ
ル
酸
二―

（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
リ
ル
酸
ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
リ
ル
酸
二―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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ア
ク
ロ
レ
イ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ザ
チ
オ
プ
リ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ジ
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ジ
ピ
ン
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ジ
ポ
ニ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

亜
硝
酸
イ
ソ
ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ス
フ
ァ
ル
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
タ
ゾ
ラ
ミ
ド
（
別
名
ア
セ
タ
ゾ
ー
ル
ア
ミ
ド
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
チ
ル
ア
セ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
チ
ル
サ
リ
チ
ル
酸
（
別
名
ア
ス
ピ
リ
ン
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
ト
ア
ミ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
ト
ン
シ
ア
ノ
ヒ
ド
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
ト
ン
チ
オ
セ
ミ
カ
ル
バ
ゾ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ニ
リ
ン
と
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
重
縮
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ミ
ド
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ア
ミ
ノ
エ
タ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ア
ミ
ノ
エ
タ
ン
チ
オ
ー
ル
（
別
名
シ
ス
テ
ア
ミ
ン
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

（
二―

ア
ミ
ノ
エ
チ
ル
）―

二―

ア
ミ
ノ
エ
タ
ノ
ー
ル

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

ア
ミ
ノ―

Ｎ―

エ
チ
ル
カ
ル
バ
ゾ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

ア
ミ
ノ―

六―

タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル―

三―

メ
チ
ル
チ
オ―

一
・
二
・
四―

ト
リ
ア
ジ
ン―

五
（
四

Ｈ
）―

オ
ン
（
別
名
メ
ト
リ
ブ
ジ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

ア
ミ
ノ―

一
Ｈ―

一
・
二
・
四―

ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
（
別
名
ア
ミ
ト
ロ
ー
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

ア
ミ
ノ―

三
・
五
・
六―

ト
リ
ク
ロ
ロ
ピ
リ
ジ
ン―

二―

カ
ル
ボ
ン
酸
（
別
名
ピ
ク
ロ
ラ
ム
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
Ｓ
）―

二―

ア
ミ
ノ―

三―

［
四―

［
ビ
ス
（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
ア
ミ
ノ
］
フ
ェ
ニ
ル
］
プ
ロ
パ
ン

酸
（
別
名
メ
ル
フ
ァ
ラ
ン
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ア
ミ
ノ―

四―

［
ヒ
ド
ロ
キ
シ
（
メ
チ
ル
）
ホ
ス
ホ
リ
ル
］
ブ
タ
ン
酸
及
び
そ
の
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
塩

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ア
ミ
ノ
ピ
リ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

ア
ミ
ノ―

一―

プ
ロ
ペ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

ア
ミ
ノ―

一―

ベ
ー
タ―

Ｄ―

リ
ボ
フ
ラ
ノ
シ
ル―

一
・
三
・
五―

ト
リ
ア
ジ
ン―

二
（
一
Ｈ
）―

オ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

亜
硫
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
リ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

ア
リ
ル
オ
キ
シ―

二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
パ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

ア
リ
ル―

一
・
二―

ジ
メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
リ
ル
水
銀
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
リ
ル―

ノ
ル
マ
ル―

プ
ロ
ピ
ル
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

亜
り
ん
酸
ト
リ
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ル
キ
ル
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

十
七
ア
ル
フ
ァ―

ア
セ
チ
ル
オ
キ
シ―

六―

ク
ロ
ロ―

プ
レ
グ
ナ―

四
・
六―

ジ
エ
ン―

三
・
二
十―

ジ

オ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―
（
ア
ル
フ
ァ―

ア
セ
ト
ニ
ル
ベ
ン
ジ
ル
）―

四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ク
マ
リ
ン
（
別
名
ワ
ル
フ
ァ
リ
ン
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ル
フ
ァ
・
ア
ル
フ
ァ―

ジ
ク
ロ
ロ
ト
ル
エ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ル
フ
ァ―
メ
チ
ル
ス
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
水
溶
性
塩

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ン
チ
モ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
（
三
酸
化
二
ア
ン
チ
モ
ン
に
限
る
。
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ン
チ
モ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
（
三
酸
化
二
ア
ン
チ
モ
ン
を
除
く
。
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ン
ト
ラ
セ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ン
モ
ニ
ア

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

石
綿
（
令
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
物
で
同
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
に
限
る
。
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

イ
ソ
シ
ア
ナ
ト
メ
チ
ル―

三
・
五
・
五―
ト
リ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル＝

イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ソ
シ
ア
ン
酸
三
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ソ
シ
ア
ン
酸
メ
チ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ソ
プ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・
四′

―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
リ
デ
ン
ジ
フ
ェ
ノ
ー
ル
（
別
名
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
ホ
ス
ホ
ン
酸
Ｏ―

エ
チ
ル―

Ｏ―

（
三―

メ
チ
ル―

四―

メ
チ
ル
チ
オ
フ
ェ

ニ
ル
）
（
別
名
フ
ェ
ナ
ミ
ホ
ス
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ソ
ペ
ン
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
（
別
名
イ
ソ
ア
ミ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ソ
ホ
ロ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
塩
化
硫
黄

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
酸
化
炭
素

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
酸
化
窒
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
酸
化
二
窒
素

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ッ
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
プ
シ
ロ
ン―

カ
プ
ロ
ラ
ク
タ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ブ
プ
ロ
フ
ェ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ジ
ン
チ
オ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・
四′

―

（
四―

イ
ミ
ノ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ―

二
・
五―

ジ
エ
ニ
リ
デ
ン
メ
チ
ル
）
ジ
ア
ニ
リ
ン
塩
酸
塩

（
別
名
Ｃ
Ｉ
ベ
イ
シ
ッ
ク
レ
ッ
ド
九
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ン
ジ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ン
ジ
ウ
ム
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ン
デ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ウ
ラ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ウ
レ
タ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
タ
ノ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
タ
ン
チ
オ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
リ
デ
ン
ノ
ル
ボ
ル
ネ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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エ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｏ―

エ
チ
ル―

Ｏ―

（
二―

イ
ソ
プ
ロ
ポ
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
チ
オ
ホ

ス
ホ
ル
ア
ミ
ド
（
別
名
イ
ソ
フ
ェ
ン
ホ
ス
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｏ―

エ
チ
ル＝

Ｓ
・
Ｓ―

ジ
プ
ロ
ピ
ル＝

ホ
ス
ホ
ロ
ジ
チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
エ
ト
プ
ロ
ホ
ス
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
ル―
セ
カ
ン
ダ
リ―

ペ
ン
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

エ
チ
ル―
Ｎ―

ニ
ト
ロ
ソ
尿
素

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
ル―

パ
ラ―
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
チ
オ
ノ
ベ
ン
ゼ
ン
ホ
ス
ホ
ネ
イ
ト
（
別
名
Ｅ
Ｐ
Ｎ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

エ
チ
ル
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

二―

オ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｏ―

エ
チ
ル―

Ｓ―

フ
ェ
ニ
ル＝

エ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ノ
チ
オ
ロ
チ
オ
ナ
ー
ト
（
別
名
ホ
ノ
ホ
ス
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五―

エ
チ
ル―

五―

フ
ェ
ニ
ル
バ
ル
ビ
ツ
ル
酸
（
別
名
フ
ェ
ノ
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｓ―

エ
チ
ル＝

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ―
一
Ｈ―

ア
ゼ
ピ
ン―

一―

カ
ル
ボ
チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
モ
リ
ネ
ー
ト
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

エ
チ
ル
ヘ
キ
サ
ン
酸

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
三
Ｓ
・
四
Ｒ
）―

三―

エ
チ
ル―

四―

［
（
一―

メ
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル―

五―

イ
ル
）
メ
チ

ル
］
オ
キ
ソ
ラ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
ピ
ロ
カ
ル
ピ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
ル
メ
チ
ル
ケ
ト
ン
ペ
ル
オ
キ
シ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｏ―

エ
チ
ル＝

Ｓ―

一―

メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル＝

（
二―
オ
キ
ソ―

三―

チ
ア
ゾ
リ
ジ
ニ
ル
）
ホ
ス
ホ
ノ
チ

オ
ア
ー
ト
（
別
名
ホ
ス
チ
ア
ゼ
ー
ト
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

エ
チ
ル
モ
ル
ホ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
イ
ミ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
ジ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
一
・
二―

ジ
エ
ト
キ
シ
エ
タ
ン
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
テ
ー
ト
（
別
名
セ
ロ
ソ
ル
ブ
ア
セ
テ
ー
ト
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ―

ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
ブ
チ
ル
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
タ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
メ
チ
ル
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
テ
ー
ト

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ′

―

エ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
）
マ
ン
ガ
ン
（
別
名
マ
ン
ネ
ブ
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一′

―

エ
チ
レ
ン―

二
・
二′

―

ビ
ピ
リ
ジ
ニ
ウ
ム＝

ジ
ブ
ロ
ミ
ド
（
別
名
ジ
ク
ア
ッ
ト
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

エ
ト
キ
シ―

二
・
二―

ジ
メ
チ
ル
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

（
四―

エ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル＝

三―

フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
エ
ー
テ
ル

（
別
名
エ
ト
フ
ェ
ン
プ
ロ
ッ
ク
ス
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
ピ
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
フ
ェ
ド
リ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二―

エ
ポ
キ
シ―

三―

イ
ソ
プ
ロ
ポ
キ
シ
プ
ロ
パ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
三―

エ
ポ
キ
シ―

一―

プ
ロ
パ
ナ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
三―

エ
ポ
キ
シ―

一―

プ
ロ
パ
ノ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル＝

フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
メ
リ
ー

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
リ
オ
ナ
イ
ト

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
亜
鉛

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
ア
ク
リ
ロ
イ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
ア
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
シ
ア
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
水
素

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
チ
オ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
ビ
ニ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
ベ
ン
ジ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
ベ
ン
ゾ
イ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
ホ
ス
ホ
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
基
性
フ
タ
ル
酸
鉛

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
素
化
カ
ン
フ
ェ
ン
（
別
名
ト
キ
サ
フ
ェ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
素
化
ジ
フ
ェ
ニ
ル
オ
キ
シ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

黄
り
ん

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・
四′

―

オ
キ
シ
ビ
ス
（
二―

ク
ロ
ロ
ア
ニ
リ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
キ
シ
ビ
ス
（
チ
オ
ホ
ス
ホ
ン
酸
）
Ｏ
・
Ｏ
・
Ｏ′

・
Ｏ′

―

テ
ト
ラ
エ
チ
ル
（
別
名
ス
ル
ホ
テ
ッ
プ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・
四′

―

オ
キ
シ
ビ
ス
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ニ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一′

―

オ
キ
シ
ビ
ス
（
二
・
三
・
四
・
五
・
六―

ペ
ン
タ
ブ
ロ
モ
ベ
ン
ゼ
ン
）
（
別
名
デ
カ
ブ
ロ
モ
ジ

フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
キ
シ
ビ
ス
ホ
ス
ホ
ン
酸
四
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
キ
シ
ラ
ン―

二―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ク
タ
ク
ロ
ル
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
メ
タ
ノ
フ
タ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ク
タ
ク
ロ
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八―

オ
ク
タ
ク
ロ
ロ―

二
・
三
・
三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ―
ヘ
キ
サ

ヒ
ド
ロ―

四
・
七―

メ
タ
ノ―

一
Ｈ―

イ
ン
デ
ン
（
別
名
ク
ロ
ル
デ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

オ
ク
タ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ク
タ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ク
タ
メ
チ
ル
ピ
ロ
ホ
ス
ホ
ル
ア
ミ
ド
（
別
名
シ
ュ
ラ
ー
ダ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ク
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ク
チ
ル
ア
ミ
ン
（
別
名
モ
ノ
オ
ク
チ
ル
ア
ミ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ゾ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
メ
ガ―

ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ー
ラ
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ル
ト―

ア
ニ
シ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ル
ト―

ク
ロ
ロ
ス
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ル
ト―

ク
ロ
ロ
ト
ル
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ル
ト―

ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ル
ト―

セ
カ
ン
ダ
リ―

ブ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ル
ト―

ニ
ト
ロ
ア
ニ
ソ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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オ
ル
ト―

フ
タ
ロ
ジ
ニ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

過
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

過
酸
化
水
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ガ
ソ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

カ
テ
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

カ
ル
シ
ウ
ム
シ
ア
ナ
ミ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ぎ
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ぎ
酸
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ぎ
酸
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

キ
シ
リ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

キ
シ
レ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

キ
ノ
リ
ン
及
び
そ
の
塩
酸
塩

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

銀
及
び
そ
の
水
溶
性
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
メ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

グ
ル
タ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
レ
オ
ソ
ー
ト
油

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
レ
ゾ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
（
ク
ロ
ム
酸
及
び
ク
ロ
ム
酸
塩
並
び
に
重
ク
ロ
ム
酸
及
び
重
ク
ロ
ム
酸
塩
に
限

る
。
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
（
ク
ロ
ム
酸
及
び
ク
ロ
ム
酸
塩
並
び
に
重
ク
ロ
ム
酸
及
び
重
ク
ロ
ム
酸
塩
を
除

く
。
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ア
セ
チ
ル＝

ク
ロ
リ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
塩
化
エ
チ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
ス
ル
ホ
ニ
ル＝

ク
ロ
リ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ク
ロ
ロ―

四―

エ
チ
ル
ア
ミ
ノ―

六―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ―

一
・
三
・
五―

ト
リ
ア
ジ
ン
（
別

名
ア
ト
ラ
ジ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）―

Ｎ′
―

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル―

Ｎ―

ニ
ト
ロ
ソ
尿
素

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）―

Ｎ―

ニ
ト
ロ
ソ―

Ｎ′
―

［
（
二
Ｒ
・
三
Ｒ
・
四
Ｓ
・
五
Ｒ
）―

三
・

四
・
五
・
六―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
キ
シ―

一―

オ
キ
ソ
ヘ
キ
サ
ン―

二―

イ
ル
］
尿
素

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）―

Ｎ′
―

（
四―

メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
）―

Ｎ―

ニ
ト
ロ
ソ
尿
素

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ク
ロ
ロ―

Ｎ―

（
エ
ト
キ
シ
メ
チ
ル
）―

Ｎ―

（
二―

エ
チ
ル―

六―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
ア
セ
ト

ア
ミ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

ク
ロ
ロ―

オ
ル
ト―

フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ぎ
酸
エ
チ
ル
（
別
名
ク
ロ
ロ
炭
酸
エ
チ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

ク
ロ
ロ―

Ｎ―

（
三―

ク
ロ
ロ―

五―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル―

二―

ピ
リ
ジ
ル
）―

ア
ル
フ
ァ
・

ア
ル
フ
ァ
・
ア
ル
フ
ァ―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ―

二
・
六―

ジ
ニ
ト
ロ―

パ
ラ―

ト
ル
イ
ジ
ン
（
別
名
フ
ル
ア

ジ
ナ
ム
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
二
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
炭
酸
フ
ェ
ニ
ル
エ
ス
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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二―

ク
ロ
ロ―

六―

ト
リ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
ピ
リ
ジ
ン
（
別
名
ニ
ト
ラ
ピ
リ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

ク
ロ
ロ―

四―

（
ト
リ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
）
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
三
三
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―
ク
ロ
ロ―

一
・
一
・
二―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
ル
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
エ
ン
フ
ル

ラ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

ク
ロ
ロ―
一―

ニ
ト
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ク
ロ
ロ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ピ
ク
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

（
六―

ク
ロ
ロ
ピ
リ
ジ
ン―

三―

イ
ル
メ
チ
ル
）―

一
・
三―

チ
ア
ゾ
リ
ジ
ン―

二―

イ
リ
デ
ン
シ

ア
ナ
ミ
ド
（
別
名
チ
ア
ク
ロ
プ
リ
ド
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

［
四―

（
四―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
］―

一―

（
四

―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ブ
タ
ン―
一―

オ
ン
（
別
名
ハ
ロ
ペ
リ
ド
ー
ル
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ク
ロ
ロ―

一
・
三―

ブ
タ
ジ
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

ク
ロ
ロ―

二―

プ
ロ
パ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ク
ロ
ロ―

一―

プ
ロ
パ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

ク
ロ
ロ―

一
・
二―

プ
ロ
パ
ン
ジ
オ
ー
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ク
ロ
ロ
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ク
ロ
ロ
ベ
ン
ジ
リ
デ
ン
マ
ロ
ノ
ニ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
一
五
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
塩
化
メ
チ
ル
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

ク
ロ
ロ―

二―

メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
及
び
そ
の
塩
酸
塩

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｏ―

三―

ク
ロ
ロ―

四―

メ
チ
ル―

二―

オ
キ
ソ―

二
Ｈ―

ク
ロ
メ
ン―

七―
イ
ル＝

Ｏ′

Ｏ″
―

ジ
エ

チ
ル＝

ホ
ス
ホ
ロ
チ
オ
ア
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

ク
ロ
ロ―

二―

メ
チ
ル―

一―

プ
ロ
ペ
ン
（
別
名
一―

ク
ロ
ロ
イ
ソ
ブ
チ
レ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

軽
油

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

け
つ
岩
油

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

結
晶
質
シ
リ
カ

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ケ
テ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ゲ
ル
マ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

鉱
油

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五
塩
化
り
ん

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

固
形
パ
ラ
フ
ィ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五
酸
化
バ
ナ
ジ
ウ
ム

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

コ
バ
ル
ト
及
び
そ
の
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五
ふ
つ弗

化
臭
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

コ
ー
ル
タ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

コ
ー
ル
タ
ー
ル
ナ
フ
サ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

コ
レ
カ
ル
シ
フ
ェ
ロ
ー
ル
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
三
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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酢
酸
一
・
三―

ジ
メ
チ
ル
ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
鉛

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
ビ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
プ
ロ
ピ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
ベ
ン
ジ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
ペ
ン
チ
ル
（
別
名
酢
酸
ア
ミ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
マ
ン
ガ
ン
（
Ⅱ
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

サ
チ
ラ
イ
シ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
塩
化
ほ
う
素

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
塩
化
り
ん

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酸
化
亜
鉛

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酸
化
チ
タ
ン
（
Ⅳ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酸
化
鉄

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二―

酸
化
ブ
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酸
化
メ
シ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
酸
化
二
ほ
う
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
臭
化
ほ
う
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
弗
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
弗
化
塩
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
弗
化
ほ
う
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

次
亜
塩
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ′

―

ジ
ア
セ
チ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ア
セ
ト
キ
シ
プ
ロ
ペ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ア
セ
ト
ン
ア
ル
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ア
ゾ
メ
タ
ン

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ア
ナ
ミ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

シ
ア
ノ
ア
ク
リ
ル
酸
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

シ
ア
ノ
ア
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
四―

ジ
ア
ミ
ノ
ア
ニ
ソ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・
四′

―

ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・
四′

―

ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ル
フ
ィ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・
四′

―

ジ
ア
ミ
ノ―

三
・
三′

―

ジ
メ
チ
ル
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
四―

ジ
ア
ミ
ノ
ト
ル
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
ア
ル
キ
ル
鉛

―

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ア
ン
化
カ
ル
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ア
ン
化
水
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ア
ン
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
Ｓ
Ｐ―

四―

二
）―

ジ
ア
ン
ミ
ン
ジ
ク
ロ
リ
ド
白
金
（
別
名
シ
ス
プ
ラ
チ
ン
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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ジ
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
三
：
四
・
五―

ジ―

Ｏ―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
リ
デ
ン―

一―

Ｏ―

ス
ル
フ
ァ
モ
イ
ル―

ベ
ー
タ―

Ｄ―

フ

ル
ク
ト
ピ
ラ
ノ
ー
ス

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル―

Ｓ―

（
エ
チ
ル
ス
ル
フ
ィ
ニ
ル
メ
チ
ル
）―

ジ
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
タ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル
亜
硝
酸
ア
ミ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

（
ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
タ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
ル―

四―

ク
ロ
ル
フ
ェ
ニ
ル
メ
ル
カ
プ
ト
メ
チ
ル
ジ
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
ル―

一―

（
二′

・
四′

―
ジ
ク
ロ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

ク
ロ
ル
ビ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
ル―

（
一
・
三―

ジ
チ
オ
シ
ク
ロ
ペ
ン
チ
リ
デ
ン
）―

チ
オ
ホ
ス
ホ
ル
ア
ミ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
ル
ス
チ
ル
ベ
ス
ト
ロ
ー
ル
（
別
名
ス
チ
ル
ベ
ス
ト
ロ
ー
ル
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
ル―

パ
ラ―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
パ
ラ
チ
オ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二―

ジ
エ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ロ
ク
ロ
リ
ド
チ
オ
ネ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
メ
チ
ル
カ
ル
ビ
ト
ー
ル
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
レ
ン
ト
リ
ア
ミ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
塩
化
炭
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン―

二
・
三―

ジ
イ
ル
ジ
チ
オ
ビ
ス
（
チ
オ
ホ
ス
ホ
ン
酸
）
Ｏ
・
Ｏ
・
Ｏ′

・
Ｏ′

―

テ
ト
ラ
エ
チ
ル
（
別
名
ジ
オ
キ
サ
チ
オ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三―

ジ
オ
キ
ソ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

（
一
・
三―

ジ
オ
キ
ソ
ラ
ン―

二―

イ
ル
）―

フ
ェ
ニ
ル―

Ｎ―

メ
チ
ル
カ
ル
バ
メ
ー
ト

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ス
ポ
リ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ミ
ド

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
ビ
フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ヘ
キ
セ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ニ
ル
ト
リ
カ
ル
ボ
ニ
ル
マ
ン
ガ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ホ
ス
フ
ァ
ミ
ド
及
び
そ
の
一
水
和
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
四―

ジ
ク
ロ
ル
フ
ェ
ニ
ル
四′

―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
Ｎ
Ｉ
Ｐ
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ク
ロ
ロ
ア
セ
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・
四′

―

（
二
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン―

一
・
一―

ジ
イ
ル
）
ジ
（
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
ホ
ル
マ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・
四′

―

（
二
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
テ
ン―

一
・
一―

ジ
イ
ル
）
ジ
（
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
・
三′

―

ジ
ク
ロ
ロ―

四
・
四′

―

ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
二
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三―
ジ
ク
ロ
ロ―

五
・
五―

ジ
メ
チ
ル
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ジ
ン―

二
・
四―

ジ
オ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
・
五―

ジ
ク
ロ
ロ―

二
・
六―

ジ
メ
チ
ル―

四―

ピ
リ
ジ
ノ
ー
ル
（
別
名
ク
ロ
ピ
ド
ー
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
一
四
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ―
一
・
一
・
一―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
二
三
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ―

一―
ニ
ト
ロ
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

二―
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

一―

ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ―

Ｎ―

［
二―
ヒ
ド
ロ
キ
シ―

一―

（
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
ル
）―

二―

（
四―

ニ
ト

ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
チ
ル
］
ア
セ
ト
ア
ミ
ド
（
別
名
ク
ロ
ラ
ム
フ
ェ
ニ
コ
ー
ル
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

（
三
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―
一
・
一―

ジ
メ
チ
ル
尿
素
（
別
名
ジ
ウ
ロ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
Ｒ
Ｓ
）―

三―

（
三
・
五―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

五―

メ
チ
ル―

五―

ビ
ニ
ル―

一
・
三―

オ
キ
サ

ゾ
リ
ジ
ン―

二
・
四―

ジ
オ
ン
（
別
名
ビ
ン
ク
ロ
ゾ
リ
ン
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

（
三
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一―

メ
ト
キ
シ―

一―

メ
チ
ル
尿
素
（
別
名
リ
ニ
ュ
ロ
ン
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
エ
チ
ル
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
Ｒ
Ｓ
）―

二―

（
二
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
）
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
（
別
名
ジ
ク
ロ
ル
プ
ロ
ッ
プ
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

二―

ブ
テ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
一
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
二
塩
化
メ
チ
レ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
酸
化
オ
ス
ミ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
シ
ア
ノ
メ
タ
ン
（
別
名
マ
ロ
ノ
ニ
ト
リ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
シ
ア
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ニ
ル
鉄

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
六―

ジ―

タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル―

四―

ク
レ
ゾ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三―

ジ
チ
オ
ラ
ン―

二―

イ
リ
デ
ン
マ
ロ
ン
酸
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
（
別
名
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ―

エ
チ
ル―

Ｏ―

（
四―

メ
チ
ル
チ
オ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｓ―

ノ
ル
マ
ル―

プ
ロ
ピ
ル
（
別

名
ス
ル
プ
ロ
ホ
ス
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―

ジ
エ
チ
ル―

Ｓ―

（
二―

エ
チ
ル
チ
オ
エ
チ
ル
）
（
別
名
ジ
ス
ル
ホ
ト
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―

ジ
エ
チ
ル―

Ｓ―

エ
チ
ル
チ
オ
メ
チ
ル
（
別
名
ホ
レ
ー
ト
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
チ
オ
リ
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―

ジ
エ
チ
ル―

Ｓ―

（
タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル
チ
オ
メ
チ
ル
）
（
別
名
テ
ル
ブ
ホ
ス
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―

ジ
メ
チ
ル―

Ｓ―

［
（
四―

オ
キ
ソ―

一
・
二
・
三―

ベ
ン
ゾ
ト
リ
ア
ジ
ン―

三

（
四
Ｈ
）―

イ
ル
）
メ
チ
ル
］
（
別
名
ア
ジ
ン
ホ
ス
メ
チ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―

ジ
メ
チ
ル―

Ｓ―

一
・
二―

ビ
ス
（
エ
ト
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
）
エ
チ
ル
（
別
名

マ
ラ
チ
オ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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ジ
ナ
ト
リ
ウ
ム＝

四―

ア
ミ
ノ―

三―

［
四′

―

（
二
・
四―

ジ
ア
ミ
ノ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）―

一
・
一′

―

ビ
フ
ェ
ニ
ル―

四―

イ
ル
ア
ゾ
］―

五―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

六―

フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ―

二
・
七―

ナ
フ
タ
レ

ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
（
別
名
Ｃ
Ｉ
ダ
イ
レ
ク
ト
ブ
ラ
ッ
ク
三
十
八
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ナ
ト
リ
ウ
ム＝

四―

［
（
二
・
四―

ジ
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
ア
ゾ
］―

三―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

二
・
七―

ナ

フ
タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
（
別
名
ポ
ン
ソ
ー
Ｍ
Ｘ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ナ
ト
リ
ウ
ム＝

八―

［
［
三
・
三′

―

ジ
メ
チ
ル―

四′
―

［
［
四―

［
［
（
四―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
ス

ル
ホ
ニ
ル
］
オ
キ
シ
］
フ
ェ
ニ
ル
］
ア
ゾ
］
［
一
・
一′

―

ビ
フ
ェ
ニ
ル
］―

四―

イ
ル
］
ア
ゾ
］―

七―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

一
・
三―

ナ
フ
タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
（
別
名
Ｃ
Ｉ
ア
シ
ッ
ド
レ
ッ
ド
百
十
四
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ナ
ト
リ
ウ
ム＝

三―
ヒ
ド
ロ
キ
シ―

四―

［
（
二
・
四
・
五―

ト
リ
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
ア
ゾ
］―

二
・

七―

ナ
フ
タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
（
別
名
ポ
ン
ソ
ー
三
Ｒ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
四―

ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
六―

ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
四―

ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
四―

ジ
ニ
ト
ロ―

六―

（
一―

メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
）―

フ
ェ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

（
ジ―

ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
タ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ―

ノ
ル
マ
ル―

プ
ロ
ピ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ビ
ニ
ル
ス
ル
ホ
ン
（
別
名
ビ
ニ
ル
ス
ル
ホ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ビ
ニ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ジ
フ
ェ
ニ
ル
ア
セ
チ
ル―

一
・
三―

イ
ン
ダ
ン
ジ
オ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五
・
五―

ジ
フ
ェ
ニ
ル―

二
・
四―

イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ジ
ン
ジ
オ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
プ
ロ
ピ
ル―

四―

メ
チ
ル
チ
オ
フ
ェ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二―

ジ
ブ
ロ
モ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｅ
Ｄ
Ｂ
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二―

ジ
ブ
ロ
モ―

三―

ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ベ
ン
ゾ
［
ａ
・
ｊ
］
ア
ク
リ
ジ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ベ
ン
ゾ
［
ａ
・
ｈ
］
ア
ン
ト
ラ
セ
ン
（
別
名
一
・
二
：
五
・
六―

ジ
ベ
ン
ゾ
ア
ン
ト
ラ
セ
ン
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
ペ
ル
オ
キ
シ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ボ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ア
セ
ト
ア
ミ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

［
四―

［
［
四―

（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
フ
ェ
ニ
ル
］
［
四―

［
エ
チ
ル
（
三―

ス
ル
ホ
ベ
ン
ジ
ル
）
ア
ミ

ノ
］
フ
ェ
ニ
ル
］
メ
チ
リ
デ
ン
］
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン―

二
・
五―

ジ
エ
ン―

一―

イ
リ
デ
ン
］
（
エ
チ
ル
）

（
三―

ス
ル
ホ
ナ
ト
ベ
ン
ジ
ル
）
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
（
別
名
ベ
ン
ジ
ル
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
四
Ｂ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
四―

［
［
四―

（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
フ
ェ
ニ
ル
］
（
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
リ
デ
ン
］
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ―

二
・

五―

ジ
エ
ン―

一―

イ
リ
デ
ン
）
（
ジ
メ
チ
ル
）
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム＝

ク
ロ
リ
ド
（
別
名
マ
ラ
カ
イ
ト
グ
リ
ー

ン
塩
酸
塩
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
エ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
メ
チ
ル
エ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
ト
エ
チ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
メ
チ
ル
ジ
メ
ト
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
メ
チ
ル
エ
ト
キ
シ
シ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル＝

ク
ロ
リ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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三
・
七―

ジ
メ
チ
ル
キ
サ
ン
チ
ン
（
別
名
テ
オ
ブ
ロ
ミ
ン
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
メ
チ
ル―

二
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
ビ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｖ
Ｐ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
メ
チ
ル
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
Ｓ―

四―

フ
ェ
ノ
キ
シ
ブ
チ
ル
（
別
名
フ
ェ
ノ
チ
オ
カ
ル
ブ
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｏ
・
Ｏ―
ジ
メ
チ
ル―

チ
オ
ホ
ス
ホ
リ
ル＝

ク
ロ
リ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
メ
チ
ル＝
二
・
二
・
二―

ト
リ
ク
ロ
ロ―

一―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
エ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ナ
ー
ト
（
別
名
Ｄ
Ｅ
Ｐ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ニ
ト
ロ
ソ
ア
ミ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
メ
チ
ル―

パ
ラ―
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
メ
チ
ル
パ
ラ
チ
オ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一′

―

ジ
メ
チ
ル―
四
・
四′

―

ビ
ピ
リ
ジ
ニ
ウ
ム
塩
（
一
・
一′

―

ジ
メ
チ
ル―

四
・
四′

―

ビ

ピ
リ
ジ
ニ
ウ
ム＝

ジ
ク
ロ
リ
ド
（
別
名
パ
ラ
コ
ー
ト
）
及
び
一
・
一′

―

ジ
メ
チ
ル―

四
・
四′

―

ビ
ピ

リ
ジ
ニ
ウ
ム
二
メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
塩
に
限
る
。
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一′

―

ジ
メ
チ
ル―

四
・
四′

―
ビ
ピ
リ
ジ
ニ
ウ
ム
塩
（
一
・
一′

―

ジ
メ
チ
ル―

四
・
四′

―

ビ

ピ
リ
ジ
ニ
ウ
ム＝

ジ
ク
ロ
リ
ド
（
別
名
パ
ラ
コ
ー
ト
）
及
び
一
・
一′

―

ジ
メ
チ
ル―

四
・
四′

―

ビ
ピ

リ
ジ
ニ
ウ
ム
二
メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
塩
を
除
く
。
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

（
四
・
六―

ジ
メ
チ
ル―

二―

ピ
リ
ミ
ジ
ニ
ル
ア
ミ
ノ
カ
ル
ボ
ニ
ル
ア
ミ
ノ
ス
ル
フ
ォ
ニ
ル
）
安
息

香
酸
メ
チ
ル
（
別
名
ス
ル
ホ
メ
チ
ュ
ロ
ン
メ
チ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
一
Ｒ
・
三
Ｒ
）―

二
・
二―

ジ
メ
チ
ル―

三―

（
二―

メ
チ
ル―

一―

プ
ロ
ペ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン

カ
ル
ボ
ン
酸
（
五―

フ
ェ
ニ
ル
メ
チ
ル―

三―

フ
ラ
ニ
ル
）
メ
チ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二―

ジ
メ
ト
キ
シ
エ
タ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

［
（
二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
ア
ゾ
］―

二―

ナ
フ
ト
ー
ル
（
別
名
シ
ト
ラ
ス
レ
ッ
ド
ナ
ン

バ
ー
二
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

臭
化
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

臭
化
水
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

臭
化
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

し
ゆ
う
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

十
三
酸
化
八
ほ
う
素
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
四
水
和
物

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

臭
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

臭
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硝
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

―
―

硝
酸
ノ
ル
マ
ル―

プ
ロ
ピ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硝
酸
リ
チ
ウ
ム

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

し
よ
う
脳

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

人
造
鉱
物
繊
維
（
リ
フ
ラ
ク
ト
リ
ー
セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ァ
イ
バ
ー
に
限
る
。
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

人
造
鉱
物
繊
維
（
リ
フ
ラ
ク
ト
リ
ー
セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ァ
イ
バ
ー
を
除
く
。
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

水
銀
及
び
そ
の
無
機
化
合
物

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

水
酸
化
カ
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

水
酸
化
セ
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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水
酸
化
リ
チ
ウ
ム

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

水
素
化
リ
チ
ウ
ム

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

す
ず
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ス
チ
レ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ス
テ
ア
リ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ス
テ
ア
リ
ン
酸
鉛

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ス
テ
ア
リ
ン
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ス
ト
リ
キ
ニ
ー
ネ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

石
油
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

石
油
ナ
フ
サ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

石
油
ベ
ン
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

セ
ス
キ
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｌ―

セ
リ
ル―

Ｌ―

バ
リ
ル―

Ｌ―
セ
リ
ル―

Ｌ―

グ
ル
タ
ミ
ル―

Ｌ―

イ
ソ
ロ
イ
シ
ル―

Ｌ―

グ
ル
タ

ミ
ニ
ル―

Ｌ―

ロ
イ
シ
ル―

Ｌ―

メ
チ
オ
ニ
ル―

Ｌ―

ヒ
ス
チ
ジ
ル―

Ｌ―

ア
ス
パ
ラ
ギ
ニ
ル―

Ｌ―

ロ

イ
シ
ル
グ
リ
シ
ル―

Ｌ―

リ
シ
ル―

Ｌ―

ヒ
ス
チ
ジ
ル―

Ｌ―

ロ
イ
シ
ル―

Ｌ―

ア
ス
パ
ラ
ギ
ニ
ル―

Ｌ

―

セ
リ
ル―

Ｌ―

メ
チ
オ
ニ
ル―

Ｌ―

グ
ル
タ
ミ
ル―

Ｌ―

ア
ル
ギ
ニ
ル―

Ｌ―

バ
リ
ル―

Ｌ―

グ
ル
タ

ミ
ル―

Ｌ―

ト
リ
プ
ト
フ
ィ
ル―

Ｌ―

ロ
イ
シ
ル―
Ｌ―

ア
ル
ギ
ニ
ル―

Ｌ―

リ
シ
ル―

Ｌ―

リ
シ
ル―

Ｌ―

ロ
イ
シ
ル―

Ｌ―

グ
ル
タ
ミ
ニ
ル―

Ｌ―

ア
ス
パ
ル
チ
ル―

Ｌ―

バ
リ
ル―

Ｌ―

ヒ
ス
チ
ジ
ル―

Ｌ

―

ア
ス
パ
ラ
ギ
ニ
ル―

Ｌ―

フ
ェ
ニ
ル
ア
ラ
ニ
ン
（
別
名
テ
リ
パ
ラ
チ
ド
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
二
・
三
・
七
・
八―

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ジ
ベ
ン
ゾ―

一
・
四―

ジ
オ
キ
シ
ン
に
限
る
。
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
令
別
表
第
三
第
一
号
３
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る
も
の
及
び
二
・
三
・
七
・
八―

テ

ト
ラ
ク
ロ
ロ
ジ
ベ
ン
ゾ―

一
・
四―

ジ
オ
キ
シ
ン
を
除
く
。
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル
イ
ミ
ノ―

三―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル―

五―

フ
ェ
ニ
ル
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ―

四
Ｈ―

一
・
三
・
五―

チ
ア
ジ
ア
ジ
ン―

四―

オ
ン
（
別
名
ブ
プ
ロ
フ
ェ
ジ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

（
四―

タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ナ
ー
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

タ
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
水
溶
性
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

炭
化
け
い
素

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

タ
ン
グ
ス
テ
ン
及
び
そ
の
水
溶
性
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

炭
酸
リ
チ
ウ
ム

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

タ
ン
タ
ル
及
び
そ
の
酸
化
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

（
一
・
三―

チ
ア
ゾ
ー
ル―

四―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

ベ
ン
ゾ
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

チ
オ
キ
ソ―

三
・
五―

ジ
メ
チ
ル
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ―

二
Ｈ―

一
・
三
・
五―

チ
ア
ジ
ア
ジ
ン
（
別
名

ダ
ゾ
メ
ッ
ト
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
ジ
（
パ
ラ―

フ
ェ
ニ
レ
ン
）―

ジ
オ
キ
シ―

ビ
ス
（
チ
オ
ホ
ス
ホ
ン
酸
）
Ｏ
・
Ｏ
・
Ｏ′

・
Ｏ′

―

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
（
別
名
テ
メ
ホ
ス
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
尿
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・
四′

―

チ
オ
ビ
ス
（
六―

タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル―

三―

メ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
フ
ェ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―

ジ
エ
チ
ル―

Ｏ―

（
二―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル―

六―

メ
チ
ル―

四―

ピ
リ
ミ
ジ
ニ
ル
）

（
別
名
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―

ジ
エ
チ
ル―

エ
チ
ル
チ
オ
エ
チ
ル
（
別
名
ジ
メ
ト
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―

ジ
エ
チ
ル―

Ｏ―

（
六―

オ
キ
ソ―

一―

フ
ェ
ニ
ル―

一
・
六―

ジ
ヒ
ド
ロ―

三

―

ピ
リ
ダ
ジ
ニ
ル
）
（
別
名
ピ
リ
ダ
フ
ェ
ン
チ
オ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―

ジ
エ
チ
ル―

Ｏ―

（
三
・
五
・
六―

ト
リ
ク
ロ
ロ―

二―

ピ
リ
ジ
ル
）
（
別
名
ク
ロ

ル
ピ
リ
ホ
ス
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―

ジ
エ
チ
ル―

Ｏ―

（
二―

ピ
ラ
ジ
ニ
ル
）
（
別
名
チ
オ
ナ
ジ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―

ジ
エ
チ
ル―

Ｏ―

［
四―

（
メ
チ
ル
ス
ル
フ
ィ
ニ
ル
）
フ
ェ
ニ
ル
］
（
別
名
フ
ェ
ン

ス
ル
ホ
チ
オ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―

ジ
メ
チ
ル―

Ｏ―

（
二
・
四
・
五―

ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
（
別
名
ロ
ン
ネ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―

ジ
メ
チ
ル―

Ｏ―

（
三―

メ
チ
ル―

四―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
（
別
名
フ
ェ
ニ
ト
ロ

チ
オ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ―
ジ
メ
チ
ル―

Ｏ―

（
三―

メ
チ
ル―

四―

メ
チ
ル
チ
オ
フ
ェ
ニ
ル
）
（
別
名
フ
ェ
ン

チ
オ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

デ
カ
ボ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

デ
キ
ス
ト
ラ
ン
鉄

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

鉄
水
溶
性
塩

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四
・
七
・
八―

テ
ト
ラ
ア
ミ
ノ
ア
ン
ト
ラ
キ
ノ
ン
（
別
名
ジ
ス
パ
ー
ス
ブ
ル
ー
一
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
エ
チ
ル
チ
ウ
ラ
ム
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド
（
別
名
ジ
ス
ル
フ
ィ
ラ
ム
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
エ
チ
ル
ピ
ロ
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
Ｔ
Ｅ
Ｐ
Ｐ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
エ
ト
キ
シ
シ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
・
二
・
二―

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
四
塩
化
ア
セ
チ
レ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

（
一
・
一
・
二
・
二―

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
チ
オ
）―

一
・
二
・
三
・
六―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
フ
タ

ル
イ
ミ
ド
（
別
名
キ
ャ
プ
タ
フ
ォ
ル
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
一
二
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
・
三
・
四―

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
ナ
ト
リ
ウ
ム＝

三
・
三′

―

［
（
三
・
三′

―

ジ
メ
チ
ル―

四
・
四′

―
ビ
フ
ェ
ニ
リ
レ
ン
）
ビ
ス

（
ア
ゾ
）
］
ビ
ス
［
五―

ア
ミ
ノ―

四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

二
・
七―

ナ
フ
タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
］
（
別
名

ト
リ
パ
ン
ブ
ル
ー
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
ナ
ト
リ
ウ
ム＝

三
・
三′

―

［
（
三
・
三′

―

ジ
メ
ト
キ
シ―

四
・
四′

―

ビ
フ
ェ
ニ
リ
レ
ン
）
ビ

ス
（
ア
ゾ
）
］
ビ
ス
［
五―

ア
ミ
ノ―

四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

二
・
七―

ナ
フ
タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
］
（
別

名
Ｃ
Ｉ
ダ
イ
レ
ク
ト
ブ
ル
ー
十
五
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
ニ
ト
ロ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
フ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
メ
チ
ル
無
水
フ
タ
ル
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
三
・
五
・
六―

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ―

四―

メ
チ
ル
ベ
ン
ジ
ル＝

（
Ｚ
）―

三―

（
二―

ク
ロ
ロ―

三
・

三
・
三―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ―

一―

プ
ロ
ペ
ニ
ル
）―

二
・
二―

ジ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ

ラ
ー
ト
（
別
名
テ
フ
ル
ト
リ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
・
二
・
二―

テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
こ
は
く
酸
ニ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
チ
ウ
ラ
ム
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド
（
別
名
チ
ウ
ラ
ム
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
尿
素

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
メ
ト
キ
シ
シ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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テ
ル
フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ル
ル
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
レ
ビ
ン
油

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
レ
フ
タ
ル
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

銅
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

灯
油

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
一′

Ｓ―

ト
ラ
ン
ス
）―

七―

ク
ロ
ロ―

二′

・
四
・
六―

ト
リ
メ
ト
キ
シ―

六′
―

メ
チ
ル
ス
ピ
ロ

［
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―
二
（
三
Ｈ
）
・
一′

―

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ―

二′
―

エ
ン
］―

三
・
四′

―

ジ
オ
ン
（
別

名
グ
リ
セ
オ
フ
ル
ビ
ン
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ウ
ム＝

ビ
ス
（
エ
タ
ン
ジ
オ
ア
ー
ト
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
エ
タ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
エ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
エ
チ
レ
ン
チ
オ
ホ
ス
ホ
ル
ア
ミ
ド
（
別
名
チ
オ
テ
パ
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
（
別
名
ク
ロ
ラ
ー
ル
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
二
・
二―

ト
リ
ク
ロ
ロ―

一
・
一―

エ
タ
ン
ジ
オ
ー
ル
（
別
名
抱
水
ク
ロ
ラ
ー
ル
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
・
二―

ト
リ
ク
ロ
ロ―

一
・
二
・
二―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ク
ロ
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ―

二
・
二―

ビ
ス
（
四―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｔ
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ―

二
・
二―

ビ
ス
（
四―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
（
別
名
メ
ト
キ
シ

ク
ロ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ク
ロ
ロ
（
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
四
・
五―

ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
一
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
・
三―

ト
リ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
・
四―

ト
リ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
ス
ル
フ
ェ
ニ
ル＝

ク
ロ
リ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

（
ト
リ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
チ
オ
）―

一
・
二
・
三
・
六―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
フ
タ
ル
イ
ミ
ド
（
別
名
キ
ャ

プ
タ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
す
ず＝

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三
・
五―

ト
リ
ス
（
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
）―

一
・
三
・
五―

ト
リ
ア
ジ
ン―

二
・
四
・

六
（
一
Ｈ
・
三
Ｈ
・
五
Ｈ
）―

ト
リ
オ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ス
（
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
メ
ー
ト
）
鉄
（
別
名
フ
ァ
ー
バ
ム
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ニ
ト
ロ
レ
ゾ
ル
シ
ン
鉛

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ブ
ロ
モ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ト
リ
メ
チ
ル
ア
セ
チ
ル―

一
・
三―

イ
ン
ダ
ン
ジ
オ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
四
・
六―

ト
リ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
（
別
名
メ
シ
ジ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三
・
七―

ト
リ
メ
チ
ル
キ
サ
ン
チ
ン
（
別
名
カ
フ
ェ
イ
ン
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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ト
リ
メ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
・
一―

ト
リ
メ
チ
ロ
ー
ル
プ
ロ
パ
ン
ト
リ
ア
ク
リ
ル
酸
エ
ス
テ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五―

［
（
三
・
四
・
五―

ト
リ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］
ピ
リ
ミ
ジ
ン―

二
・
四―

ジ
ア
ミ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
ル
イ
ジ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
ル
エ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ナ
ト
リ
ウ
ム＝
二―

プ
ロ
ピ
ル
ペ
ン
タ
ノ
ア
ー
ト

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ナ
フ
タ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ナ
フ
タ
レ
ン―

一
・
四―
ジ
オ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

ナ
フ
チ
ル
チ
オ
尿
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

ナ
フ
チ
ル―

Ｎ―

メ
チ
ル
カ
ル
バ
メ
ー
ト
（
別
名
カ
ル
バ
リ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

鉛
及
び
そ
の
無
機
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
亜
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
コ
チ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
酢
酸
ジ
オ
キ
シ
ド
ウ
ラ
ン
（
Ⅵ
）
及
び
そ
の
二
水
和
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
酸
化
硫
黄

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
酸
化
塩
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
酸
化
窒
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
硝
酸
ジ
オ
キ
シ
ド
ウ
ラ
ン
（
Ⅵ
）
六
水
和
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
硝
酸
プ
ロ
ピ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ッ
ケ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ッ
ケ
ル
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
リ
ロ
三
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五―

ニ
ト
ロ
ア
セ
ナ
フ
テ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
グ
リ
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン

―
―

六―

ニ
ト
ロ
ク
リ
セ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ズ

―
―

Ｎ―

ニ
ト
ロ
ソ
フ
ェ
ニ
ル
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
塩

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

ニ
ト
ロ
ソ
モ
ル
ホ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

ニ
ト
ロ
ピ
レ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

（
四―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

三―

（
三―

ピ
リ
ジ
ル
メ
チ
ル
）
ウ
レ
ア

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
ナ
ト
リ
ウ
ム＝

エ
タ
ン―

一
・
二―

ジ
イ
ル
ジ
カ
ル
バ
モ
ジ
チ
オ
ア
ー
ト

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

乳
酸
ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
硫
化
炭
素

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ノ
ナ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル―

二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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Ｎ―

［
一―

（
Ｎ―

ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
）―

一
Ｈ―

二―

ベ
ン
ゾ
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ル
］
カ

ル
バ
ミ
ン
酸
メ
チ
ル
（
別
名
ベ
ノ
ミ
ル
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

発
煙
硫
酸

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

白
金
及
び
そ
の
水
溶
性
塩

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ハ
フ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

ア
ニ
シ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

エ
ト
キ
シ
ア
セ
ト
ア
ニ
リ
ド
（
別
名
フ
ェ
ナ
セ
チ
ン
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

ク
ロ
ロ
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

ク
ロ
ロ―

ア
ル
フ
ァ
・
ア
ル
フ
ァ
・
ア
ル
フ
ァ―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
ト
ル
エ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

ク
ロ
ロ
ト
ル
エ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
ア
ゾ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル
安
息
香
酸

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル
ト
ル
エ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

ニ
ト
ロ
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

ニ
ト
ロ
安
息
香
酸

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

ニ
ト
ロ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

ベ
ン
ゾ
キ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

メ
ト
キ
シ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

バ
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
水
溶
性
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
二′

―

ビ
オ
キ
シ
ラ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ピ
ク
リ
ン
酸

―
―

ビ
ス
（
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
）
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三―

ビ
ス
［
（
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
）
オ
キ
シ
］
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

［
四―

［
ビ
ス
（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
ア
ミ
ノ
］
フ
ェ
ニ
ル
］
ブ
タ
ン
酸

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ビ
ス
（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ビ
ス
（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
ス
ル
フ
ィ
ド
（
別
名
マ
ス
タ
ー
ド
ガ
ス
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ―

ビ
ス
（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）―

二―

ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ′

―

ビ
ス
（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）―

Ｎ―

ニ
ト
ロ
ソ
尿
素

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ビ
ス
（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｎ
二
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ―

ビ
ス
（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
メ
チ
ル
ア
ミ
ン―

Ｎ―

オ
キ
シ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ビ
ス
（
三
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ジ
ア
ゼ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ビ
ス
（
ジ
チ
オ
り
ん
酸
）
Ｓ
・
Ｓ′

―

メ
チ
レ
ン―

Ｏ
・
Ｏ
・
Ｏ′

・
Ｏ′

―

テ
ト
ラ
エ
チ
ル
（
別
名
エ

チ
オ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ビ
ス
（
二―

ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
エ
チ
ル
）
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
二―

ビ
ス
（
四′

―

ハ
イ
ド
ロ
キ
シ―

三′

・
五′

―

ジ
ブ
ロ
モ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五
・
八―

ビ
ス
［
二―

（
二―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
］―

一
・
四―

ア
ン
ト
ラ

キ
ノ
ン
ジ
オ
ー
ル＝

二
塩
酸
塩

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
・
三―

ビ
ス
（
四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ
イ
ソ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

一―

オ

ン
（
別
名
フ
ェ
ノ
ー
ル
フ
タ
レ
イ
ン
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｓ
・
Ｓ―

ビ
ス
（
一―

メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
）＝

Ｏ―

エ
チ
ル＝

ホ
ス
ホ
ロ
ジ
チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
カ
ズ
サ

ホ
ス
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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ひ砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヒ
ド
ラ
ジ
ン
及
び
そ
の
一
水
和
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヒ
ド
ラ
ジ
ン
チ
オ
カ
ル
ボ
ヒ
ド
ラ
ジ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

一
・
三
・
五
（
十
）―

エ
ス
ト
ラ
ト
リ
エ
ン―

十
七―

オ
ン
（
別
名
エ
ス
ト
ロ
ン
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

八―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
キ
ノ
リ
ン
（
別
名
八―

キ
ノ
リ
ノ
ー
ル
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
五
Ｓ
・
五
ａ
Ｒ
・
八
ａ
Ｒ
・
九
Ｒ
）―

九―

（
四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

三
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）

―

八―

オ
キ
ソ―
五
・
五
ａ
・
六
・
八
・
八
ａ
・
九―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
フ
ロ
［
三′

・
四′

：
六
・
七
］

ナ
フ
ト
［
二
・
三―
ｄ
］
［
一
・
三
］
ジ
オ
キ
ソ
ー
ル―

五―

イ
ル＝

四
・
六―

Ｏ―

［
（
Ｒ
）―

エ
チ
リ

デ
ン
］―

ベ
ー
タ―

Ｄ―
グ
ル
コ
ピ
ラ
ノ
シ
ド
（
別
名
エ
ト
ポ
シ
ド
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
五
Ｓ
・
五
ａ
Ｒ
・
八
ａ
Ｒ
・
九
Ｒ
）―

九―

（
四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

三
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）

―

八―

オ
キ
ソ―

五
・
五
ａ
・
六
・
八
・
八
ａ
・
九―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
フ
ロ
［
三′

・
四′

：
六
・
七
］

ナ
フ
ト
［
二
・
三―

ｄ
］
［
一
・
三
］
ジ
オ
キ
ソ
ー
ル―

五―

イ
ル＝

四
・
六―

Ｏ―

［
（
Ｒ
）―

二―

チ

エ
ニ
ル
メ
チ
リ
デ
ン
］―

ベ
ー
タ―

Ｄ―
グ
ル
コ
ピ
ラ
ノ
シ
ド
（
別
名
テ
ニ
ポ
シ
ド
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

（
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
ル
）
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヒ
ド
ロ
キ
ノ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

ビ
ニ
ル―

一―

シ
ク
ロ
ヘ
キ
セ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

ビ
ニ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
セ
ン
ジ
オ
キ
シ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ビ
ニ
ル
ト
ル
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

ビ
ニ
ル
ピ
リ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

ビ
ニ
ル―

二―

ピ
ロ
リ
ド
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ビ
フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ピ
ペ
ラ
ジ
ン
二
塩
酸
塩

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ピ
リ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ピ
レ
ト
ラ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ィ
ゾ
ス
チ
グ
ミ
ン
（
別
名
エ
セ
リ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
ル
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル
（
別
名
シ
ア
ン
化
ベ
ン
ジ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
ル
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
ル
オ
キ
シ
ラ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

（
フ
ェ
ニ
ル
パ
ラ
ク
ロ
ル
フ
ェ
ニ
ル
ア
セ
チ
ル
）―

一
・
三―

イ
ン
ダ
ン
ジ
オ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ィ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ノ
チ
ア
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ノ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ロ
バ
ナ
ジ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三―

ブ
タ
ジ
エ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
タ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
タ
ル
酸
ジ
イ
ソ
ブ
チ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
タ
ル
酸
ジ
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
タ
ル
酸
ジ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
タ
ル
酸
ジ―

ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
タ
ル
酸
ジ
ヘ
キ
シ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
タ
ル
酸
ジ
ペ
ン
チ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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フ
タ
ル
酸
ジ
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
タ
ル
酸
ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル＝

ベ
ン
ジ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
タ
ル
酸
ビ
ス
（
二―

エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
）
（
別
名
Ｄ
Ｅ
Ｈ
Ｐ
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
タ
ン―
一
・
四―

ジ
イ
ル＝

ジ
メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
三―
ブ
タ
ン
ジ
オ
ン
（
別
名
ジ
ア
セ
チ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

ブ
タ
ン
チ
オ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
チ
ル
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
チ
ル
リ
チ
ウ
ム

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

弗
化
カ
ル
ボ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

弗
化
ビ
ニ
リ
デ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

弗
化
ビ
ニ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

弗
素
及
び
そ
の
水
溶
性
無
機
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

弗
素
エ
デ
ン

せ
ん閃

石

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ブ
テ
ナ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
テ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五―

フ
ル
オ
ロ
ウ
ラ
シ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ル
オ
ロ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ル
フ
ラ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ル
フ
リ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三―

プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

プ
ロ
パ
ン
ニ
ト
リ
ル
（
別
名
プ
ロ
ピ
オ
ノ
ニ
ト
リ
ル
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

プ
ロ
ピ
オ
ン
ア
ル
デ
ヒ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

プ
ロ
ピ
オ
ン
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

プ
ロ
ピ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

プ
ロ
ピ
ル
吉
草
酸

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

プ
ロ
ピ
レ
ン
イ
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ′

―

プ
ロ
ピ
レ
ン
ビ
ス
（
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
）
と
亜
鉛
の
重
合
物
（
別
名
プ
ロ
ピ
ネ
ブ
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

プ
ロ
ピ
ン―

一―

オ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

プ
ロ
ペ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
ロ
ム
ア
セ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
ロ
モ
エ
チ
レ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ブ
ロ
モ―

二―

ク
ロ
ロ―

一
・
一
・
一―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
ハ
ロ
タ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五―

ブ
ロ
モ―

三―

セ
カ
ン
ダ
リ―

ブ
チ
ル―

六―

メ
チ
ル―

一
・
二
・
三
・
四―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
ピ
リ

ミ
ジ
ン―

二
・
四―

ジ
オ
ン
（
別
名
ブ
ロ
マ
シ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

ブ
ロ
モ
プ
ロ
パ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

ブ
ロ
モ
プ
ロ
パ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

ブ
ロ
モ―

一―

プ
ロ
ペ
ン
（
別
名
臭
化
ア
リ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ―

六
・
七―

エ
ポ
キ
シ―

一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
六
・
七
・

八
・
八
ａ―

オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ―

エ
キ
ソ―

一
・
四―

エ
ン
ド―

五
・
八―

ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別
名

デ
ィ
ル
ド
リ
ン
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ―

六
・
七―

エ
ポ
キ
シ―

一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
六
・
七
・

八
・
八
ａ―

オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ―

エ
ン
ド―

一
・
四―

エ
ン
ド―

五
・
八―

ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別
名

エ
ン
ド
リ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
・
三
・
四
・
五
・
六―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
（
別
名
リ
ン
デ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
七―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ビ
シ
ク
ロ
［
二
・
二
・
一
］―

五―

ヘ
プ
テ
ン―

二
・
三

―

ジ
カ
ル
ボ
ン
酸
（
別
名
ク
ロ
レ
ン
ド
酸
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ―

一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
八
・
八
ａ―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ―

エ
キ
ソ―

一
・
四―

エ
ン
ド―

五
・
八―

ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別
名
ア
ル
ド
リ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
メ
タ
ノ
ベ
ン
ゾ
ジ
オ
キ
サ
チ
エ
ピ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
（
別
名
ベ
ン
ゾ
エ
ピ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ―

一
・
三
・
五―

ト
リ
ニ
ト
ロ―
一
・
三
・
五―

ト
リ
ア
ジ
ン
（
別
名
シ
ク
ロ
ナ
イ
ト
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
ア
セ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
ア
ル
ミ
ン
酸
三
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
シ
ク
ロ
ド
デ
カ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
メ
チ
ル
パ
ラ
ロ
ー
ズ
ア
ニ
リ
ン
ク
ロ
リ
ド
（
別
名
ク
リ
ス
タ
ル
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
メ
チ
ル
ホ
ス
ホ
リ
ッ
ク
ト
リ
ア
ミ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
メ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
メ
チ
レ
ン＝

ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

ヘ
キ
セ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ベ
ー
タ―

ブ
チ
ロ
ラ
ク
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ベ
ー
タ―

プ
ロ
ピ
オ
ラ
ク
ト
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八―

ヘ
プ
タ
ク
ロ
ロ―

二
・
三―

エ
ポ
キ
シ―

二
・
三
・
三
ａ
・
四
・
七
・

七
ａ―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ―

四
・
七―

メ
タ
ノ―

一
Ｈ―

イ
ン
デ
ン
（
別
名
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ル
エ
ポ
キ
シ
ド
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八―

ヘ
プ
タ
ク
ロ
ロ―

三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ―
四
・

七―

メ
タ
ノ―

一
Ｈ―

イ
ン
デ
ン
（
別
名
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ル
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
プ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ル
オ
キ
ソ
二
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ル
オ
キ
ソ
二
硫
酸
カ
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ル
オ
キ
ソ
二
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン―

一―

ス
ル
ホ
ン
酸
）
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
ノ
ナ
ン
酸

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ベ
ン
ジ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
・
四―

ベ
ン
ゼ
ン
ト
リ
カ
ル
ボ
ン
酸
一
・
二―

無
水
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ベ
ン
ゾ
［
ａ
］
ア
ン
ト
ラ
セ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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ベ
ン
ゾ
［
ａ
］
ピ
レ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ベ
ン
ゾ
［
ｅ
］
フ
ル
オ
ラ
セ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ン
タ
カ
ル
ボ
ニ
ル
鉄

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル
（
別
名
Ｐ
Ｃ
Ｐ
）
及
び
そ
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

ペ
ン
タ
ナ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
・
三
・
三
・
三―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ―

二―

（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）―

一―

プ
ロ
ペ
ン
（
別

名
Ｐ
Ｆ
Ｉ
Ｂ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ン
タ
ボ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ン
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ほ
う
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ほ
う
酸

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ほ
う
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ホ
ス
ゲ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ポ
リ
［
グ
ア
ニ
ジ
ン―

Ｎ
・
Ｎ′

―

ジ
イ
ル
ヘ
キ
サ
ン―

一
・
六―

ジ
イ
ル
イ
ミ
ノ
（
イ
ミ
ノ
メ
チ
レ

ン
）
］
塩
酸
塩

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
二―

ホ
ル
ミ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ノ
）―

四―

（
五―

ニ
ト
ロ―
二―

フ
リ
ル
）
チ
ア
ゾ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

マ
ゼ
ン
タ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

マ
ン
ガ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

無
機
マ
ン
ガ
ン
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ミ
ネ
ラ
ル
ス
ピ
リ
ッ
ト
（
ミ
ネ
ラ
ル
シ
ン
ナ
ー
、
ペ
ト
ロ
リ
ウ
ム
ス
ピ
リ
ッ
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
ス
ピ
リ
ッ
ト

及
び
ミ
ネ
ラ
ル
タ
ー
ペ
ン
を
含
む
。
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

無
水
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

無
水
フ
タ
ル
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

無
水
マ
レ
イ
ン
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ―

キ
シ
リ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ク
リ
ル
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ク
リ
ル
酸
二―

イ
ソ
シ
ア
ナ
ト
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ク
リ
ル
酸
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ク
リ
ル
酸
ク
ロ
リ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ク
リ
ル
酸
二―

（
ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
チ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ―

ジ
シ
ア
ノ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ノ
ー
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
バ
ナ
ジ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ニ
ル＝

ク
ロ
リ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ニ
ル＝

フ
ル
オ
リ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
エ
チ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
メ
チ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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メ
チ
ラ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
ア
セ
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
二′

―

［
［
四―

（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

三―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
］
ア
ミ
ノ
］
ジ
エ
タ
ノ
ー
ル
（
別
名

Ｈ
Ｃ
ブ
ル
ー
ナ
ン
バ
ー
一
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
ホ
ス
ホ
ン
酸
Ｏ―

（
四―

タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル―

二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｏ

―

メ
チ
ル
（
別
名
ク
ル
ホ
メ
ー
ト
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
ア
ミ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル＝

イ
ソ
チ
オ
シ
ア
ネ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
イ
ソ
プ
ロ
ペ
ニ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

メ
チ
ル
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
二―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
（
別
名
プ
ロ
ポ
キ
ス
ル
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

メ
チ
ル
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
二
・
三―
ジ
ヒ
ド
ロ―

二
・
二―

ジ
メ
チ
ル―

七―

ベ
ン
ゾ
［
ｂ
］
フ
ラ
ニ

ル
（
別
名
カ
ル
ボ
フ
ラ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

メ
チ
ル
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
二―

セ
カ
ン
ダ
リ―
ブ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
（
別
名
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル＝

カ
ル
ボ
ノ
ク
ロ
リ
ダ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル＝

三―

ク
ロ
ロ―

五―

（
四
・
六―

ジ
メ
ト
キ
シ―

二―

ピ
リ
ミ
ジ
ニ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
ス
ル
フ

ァ
モ
イ
ル
）―

一―

メ
チ
ル
ピ
ラ
ゾ
ー
ル―

四―

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
別
名
ハ
ロ
ス
ル
フ
ロ
ン
メ
チ
ル
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ニ
ル
ト
リ
カ
ル
ボ
ニ
ル
マ
ン
ガ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

メ
チ
ル
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
（
別
名
カ
ー
バ
ム
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

メ
チ
ル―

四
・
六―

ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

メ
チ
ル―

三
・
五―

ジ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ズ
ア
ミ
ド
（
別
名
ジ
ニ
ト
ル
ミ
ド
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル―

Ｎ′

・
Ｎ′

―

ジ
メ
チ
ル―

Ｎ―

［
（
メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
）
オ
キ
シ
］―
一―

チ
オ
オ
キ
サ

ム
イ
ミ
デ
ー
ト
（
別
名
オ
キ
サ
ミ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル―

タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
Ｍ
Ｔ
Ｂ
Ｅ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五―

メ
チ
ル―

一
・
二
・
四―

ト
リ
ア
ゾ
ロ
［
三
・
四―

ｂ
］
ベ
ン
ゾ
チ
ア
ゾ
ー
ル
（
別
名
ト
リ
シ
ク
ラ

ゾ
ー
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

メ
チ
ル―

四―

（
二―

ト
リ
ル
ア
ゾ
）
ア
ニ
リ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
ナ
フ
タ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

メ
チ
ル―

五―

ニ
ト
ロ
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

メ
チ
ル―

一―

ニ
ト
ロ
ア
ン
ト
ラ
キ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

メ
チ
ル―

Ｎ―

ニ
ト
ロ
ソ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

メ
チ
ル―

Ｎ―

ニ
ト
ロ
ソ
尿
素

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

メ
チ
ル―

Ｎ′
―

ニ
ト
ロ―

Ｎ―

ニ
ト
ロ
ソ
グ
ア
ニ
ジ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル―

ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル―

ノ
ル
マ
ル―

ペ
ン
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
ビ
ニ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

（
一―

メ
チ
ル―

二―

ピ
ロ
リ
ジ
ニ
ル
）
ピ
リ
ジ
ン
硫
酸
塩
（
別
名
ニ
コ
チ
ン
硫
酸
塩
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

メ
チ
ル―

二―

ピ
ロ
リ
ド
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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一―

［
（
二―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
ア
ゾ
］―

二―

ナ
フ
ト
ー
ル
（
別
名
オ
イ
ル
オ
レ
ン
ジ
Ｓ
Ｓ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三―

メ
チ
ル―

一―

（
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

ピ
ラ
ゾ
ー
ル―

五―

イ
ル＝

ジ
メ
チ
ル
カ
ル

バ
マ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル―
（
四―

ブ
ロ
ム―

二
・
五―

ジ
ク
ロ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

チ
オ
ノ
ベ
ン
ゼ
ン
ホ
ス
ホ
ネ
イ
ト

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五―

メ
チ
ル―
二―

ヘ
キ
サ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル＝

ベ
ン
ゾ
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル―

二―

イ
ル
カ
ル
バ
マ
ー
ト
（
別
名
カ
ル
ベ
ン
ダ
ジ
ム
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

メ
チ
ル―

二―
ペ
ン
タ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

メ
チ
ル―

二
・
四―
ペ
ン
タ
ン
ジ
オ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ン
酸
ジ
ク
ロ
リ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ン
酸
ジ
メ
チ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ―

メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｓ―

メ
チ
ル―

Ｎ―

（
メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
オ
キ
シ
）
チ
オ
ア
セ
チ
ミ
デ
ー
ト
（
別
名
メ
ソ
ミ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

メ
チ
ル―

一―

［
四―

（
メ
チ
ル
チ
オ
）
フ
ェ
ニ
ル
］―

二―

モ
ル
ホ
リ
ノ―

一―

プ
ロ
パ
ノ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

七―

メ
チ
ル―

三―

メ
チ
レ
ン―

一
・
六―
オ
ク
タ
ジ
エ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・
四′

―

メ
チ
レ
ン
ジ
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
四
・
一―

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
レ
ン
）＝
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・
四′

―

メ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
レ
ン
ビ
ス
チ
オ
シ
ア
ネ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
四
・
一―

フ
ェ
ニ
レ
ン
）＝

ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト
（
別
名
Ｍ
Ｄ
Ｉ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・
四′

―

メ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
二―

メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
ア
ミ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
ト
キ
シ
酢
酸

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

メ
ト
キ
シ―

七
Ｈ―

フ
ロ
［
三
・
二―

ｇ
］
［
一
］
ベ
ン
ゾ
ピ
ラ
ン―

七―
オ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

九―

メ
ト
キ
シ―

七
Ｈ―

フ
ロ
［
三
・
二―

ｇ
］
［
一
］
ベ
ン
ゾ
ピ
ラ
ン―

七―
オ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四―

メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン―

一
・
三―

ジ
ア
ミ
ン
硫
酸
塩

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

メ
ト
キ
シ―

五―

メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一―

（
二―

メ
ト
キ
シ―

二―

メ
チ
ル
エ
ト
キ
シ
）―

二―

プ
ロ
パ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

メ
ト
キ
シ―

二―

メ
チ
ル
ブ
タ
ン
（
別
名
タ
ー
シ
ャ
リ―

ア
ミ
ル
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
ル
カ
プ
ト
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

六―

メ
ル
カ
プ
ト
プ
リ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二―

メ
ル
カ
プ
ト
ベ
ン
ゾ
チ
ア
ゾ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸
ア
ミ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸
パ
ラ
ブ
ロ
ム
ア
ニ
リ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

モ
リ
ブ
デ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

モ
ル
ホ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

よ
う沃

化
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

よ
う沃

素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヨ
ー
ド
ホ
ル
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
ナ
ト
リ
ウ
ム＝

六
・
六′

―

［
（
三
・
三′

―

ジ
メ
ト
キ
シ
［
一
・
一′

―

ビ
フ
ェ
ニ
ル
］―

四
・
四′

―

ジ
イ
ル
）
ビ
ス
（
ジ
ア
ゼ
ニ
ル
）
］
ビ
ス
（
四―

ア
ミ
ノ―

五―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ナ
フ
タ
レ
ン―

一
・
三―

ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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四
ナ
ト
リ
ウ
ム＝

六
・
六′

―

［
（
［
一
・
一′

―

ビ
フ
ェ
ニ
ル
］―

四
・
四′

―

ジ
イ
ル
）
ビ
ス
（
ジ
ア

ゼ
ニ
ル
）
］
ビ
ス
（
四―

ア
ミ
ノ―

五―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ナ
フ
タ
レ
ン―

二
・
七―

ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ラ
ク
ト
ニ
ト
リ
ル
（
別
名
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
シ
ア
ン
ヒ
ド
リ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ラ
サ
ロ
シ
ド

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

リ
チ
ウ
ム＝

ビ
ス
（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ン
）
イ
ミ
ド

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
化
カ
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
化
カ
ル
ボ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
化
ジ
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
化
水
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
化
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
化
り
ん

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
酸
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
酸
ジ
エ
チ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
酸
ジ
メ
チ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
化
水
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ジ―

ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ジ―

ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル＝

フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
一
・
二―

ジ
ブ
ロ
モ―

二
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル＝

ジ
メ
チ
ル
（
別
名
ナ
レ
ド
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ジ
メ
チ
ル＝

（
Ｅ
）―

一―

（
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
）―

一―

プ
ロ
ペ
ン―

二―

イ
ル
（
別
名
ジ
ク
ロ
ト
ホ
ス
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ジ
メ
チ
ル＝

（
Ｅ
）―

一―

（
Ｎ―

メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
）―

一―
プ
ロ
ペ
ン―

二―

イ
ル
（
別

名
モ
ノ
ク
ロ
ト
ホ
ス
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ジ
メ
チ
ル＝

一―

メ
ト
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル―

一―

プ
ロ
ペ
ン―

二―

イ
ル
（
別
名
メ
ビ
ン
ホ
ス
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ト
リ
ス
（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ト
リ
ス
（
二
・
三―

ジ
ブ
ロ
モ
プ
ロ
ピ
ル
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ト
リ
ス
（
ジ
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ト
リ
ト
リ
ル
（
り
ん
酸
ト
リ
（
オ
ル
ト―

ト
リ
ル
）
に
限
る
。
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ト
リ
ト
リ
ル
（
り
ん
酸
ト
リ
（
オ
ル
ト―

ト
リ
ル
）
を
除
く
。
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ト
リ―

ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ト
リ
フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ト
リ
メ
チ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

レ
ソ
ル
シ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

六
塩
化
ブ
タ
ジ
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ロ
ジ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ロ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ロ
テ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

別
表
第
三
（
第
四
十
一
条
関
係
）

業
務
の
区
分

業
務
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
者

令
第
二
十
条
第
一
号
の
業
務

一
　
発
破
技
士
免
許
を
受
け
た
者

二
　
火
薬
類
取
締
法
第
三
十
一
条
の
火
薬
類
取
扱
保
安
責
任
者
免
状
を
有
す
る
者

三
　
鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
六
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
保
安
技
術
職
員
国
家
試
験
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
二
号
。
以
下
「
旧
保
安
技
術
職
員
国
家
試
験
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
甲
種
上
級
保
安
技
術
職
員
試
験
、
乙
種
上
級
保
安
技
術
職
員
試
験
若
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し
く
は
丁
種
上
級
保
安
技
術
職
員
試
験
、
甲
種
発
破
係
員
試
験
若
し
く
は
乙
種
発
破
係
員
試
験
、
甲
種
坑
外
保
安
係
員
試
験
若
し
く
は
丁
種
坑
外
保
安
係
員
試
験
又
は

甲
種
坑
内
保
安
係
員
試
験
、
乙
種
坑
内
保
安
係
員
試
験
若
し
く
は
丁
種
坑
内
保
安
係
員
試
験
に
合
格
し
た
者

令
第
二
十
条
第
二
号
の
業
務

揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者

令
第
二
十
条
第
三
号
の
業
務
の
う
ち
次
の
項
に
掲
げ
る
業
務

以
外
の
業
務

特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
、
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
又
は
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
者

令
第
二
十
条
第
三
号
の
業
務
の
う
ち
令
第
二
十
条
第
五
号
イ

か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
の
業
務

一
　
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
、
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
又
は
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
者

二
　
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

令
第
二
十
条
第
四
号
の
業
務
の
う
ち
次
の
項
に
掲
げ
る
業
務

以
外
の
業
務

特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
を
受
け
た
者

令
第
二
十
条
第
四
号
の
業
務
の
う
ち
溶
接
部
の
厚
さ
が
二
十

五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
又
は
管
台
、
フ
ラ
ン
ジ
等
を

取
り
付
け
る
場
合
に
お
け
る
溶
接
の
業
務

特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
又
は
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
を
受
け
た
者

令
第
二
十
条
第
五
号
の
業
務

ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
を
受
け
た
者

令
第
二
十
条
第
六
号
の
業
務
の
う
ち
次
の
項
に
掲
げ
る
業
務

以
外
の
業
務

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者

令
第
二
十
条
第
六
号
の
業
務
の
う
ち
床
上
で
運
転
し
、
か
つ
、

当
該
運
転
を
す
る
者
が
荷
の
移
動
と
と
も
に
移
動
す
る
方
式

の
ク
レ
ー
ン
の
運
転
の
業
務

一
　
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者

二
　
床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

令
第
二
十
条
第
七
号
の
業
務
の
う
ち
次
の
項
に
掲
げ
る
業
務

以
外
の
業
務

移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者

令
第
二
十
条
第
七
号
の
業
務
の
う
ち
つ
り
上
げ
荷
重
が
五
ト

ン
未
満
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
運
転
の
業
務

一
　
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者

二
　
小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

令
第
二
十
条
第
八
号
の
業
務

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者

令
第
二
十
条
第
九
号
の
業
務

潜
水
士
免
許
を
受
け
た
者

令
第
二
十
条
第
十
号
の
業
務

一
　
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者

二
　
ガ
ス
溶
接
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

令
第
二
十
条
第
十
一
号
の
業
務

一
　
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

二
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
準
則
訓
練
で
あ
る
普
通
職
業
訓
練
の
う
ち
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第
二
の
訓
練
科
の
欄
に
定
め
る

揚
重
運
搬
機
械
運
転
系
港
湾
荷
役
科
の
訓
練
（
通
信
の
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
修
了
し
た
者
で
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
の
訓
練
を
受
け
た
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

令
第
二
十
条
第
十
二
号
の
業
務
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号

又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
建
設
機
械
の
運
転
の
業
務

一
　
車
両
系
建
設
機
械
（
整
地
・
運
搬
・
積
込
み
用
及
び
掘
削
用
）
運
転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

二
　
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
者
を
除
く
。
）

三
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
準
則
訓
練
で
あ
る
普
通
職
業
訓
練
の
う
ち
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第
四
の
訓
練
科
の
欄
に
掲
げ
る

建
設
機
械
運
転
科
の
訓
練
（
通
信
の
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
修
了
し
た
者

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

令
第
二
十
条
第
十
二
号
の
業
務
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号

に
掲
げ
る
建
設
機
械
の
運
転
の
業
務

一
　
車
両
系
建
設
機
械
（
基
礎
工
事
用
）
運
転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

二
　
建
設
業
法
施
行
令
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

令
第
二
十
条
第
十
二
号
の
業
務
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
六
号

１
に
掲
げ
る
建
設
機
械
の
運
転
の
業
務

一
　
車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
運
転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

二
　
建
設
業
法
施
行
令
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

令
第
二
十
条
第
十
二
号
の
業
務
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
六
号

２
に
掲
げ
る
建
設
機
械
の
運
転
の
業
務

一
　
車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
運
転
技
能
講
習
（
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
以
後
に
開
始
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
修
了
し
た
者

二
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
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令
第
二
十
条
第
十
三
号
の
業
務

一
　
シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
運
転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

二
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
準
則
訓
練
で
あ
る
普
通
職
業
訓
練
の
う
ち
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第
二
の
訓
練
科
の
欄
に
定
め
る

揚
重
運
搬
機
械
運
転
系
港
湾
荷
役
科
の
訓
練
（
通
信
の
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
修
了
し
た
者
で
、
シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
の
訓
練
を
受
け

た
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

令
第
二
十
条
第
十
四
号
の
業
務

一
　
不
整
地
運
搬
車
運
転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

二
　
建
設
業
法
施
行
令
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

令
第
二
十
条
第
十
五
号
の
業
務

一
　
高
所
作
業
車
運
転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

二
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

令
第
二
十
条
第
十
六
号
の
業
務

一
　
玉
掛
け
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

二
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
準
則
訓
練
で
あ
る
普
通
職
業
訓
練
の
う
ち
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第
四
の
訓
練
科
の
欄
に
掲
げ
る

玉
掛
け
科
の
訓
練
（
通
信
の
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
修
了
し
た
者

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

別
表
第
四
（
第
六
十
二
条
関
係
）

第
一
種
衛
生
管
理
者
免

許

一
　
第
一
種
衛
生
管
理
者
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
、
医
学
に
関
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
（
当
該
課
程

を
修
め
た
者
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）

三
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
保
健
衛
生
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
（
当
該
学
科
を
専
攻
し
た

者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該
学
科
を
専
攻
し
て
専
門
職
大
学
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
で
労
働
衛
生
に
関
す
る
講
座
又
は
学
科

目
を
修
め
た
も
の

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
二
種
衛
生
管
理
者
免

許

一
　
第
二
種
衛
生
管
理
者
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

衛
生
工
学
衛
生
管
理
者

免
許

一
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
、
工
学
又
は
理
学
に
関
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
（
当

該
課
程
を
修
め
た
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該
課
程
を
修
め
て
専
門
職
大
学
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
で
、
都
道
府
県
労
働
局

長
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
講
習
を
修
了
し
た
も
の

二
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

高
圧
室
内
作
業
主
任
者

免
許

一
　
高
圧
室
内
業
務
に
二
年
以
上
従
事
し
た
者
で
あ
つ
て
、
高
圧
室
内
作
業
主
任
者
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

二
　
高
圧
則
第
四
十
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者

ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者

免
許

一
　
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

イ
　
ガ
ス
溶
接
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
後
三
年
以
上
ガ
ス
溶
接
等
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ロ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
、
溶
接
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
（
当
該
学
科
を
専
攻
し
て
専
門
職
大
学
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）

ハ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
、
工
学
又
は
化
学
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者

（
当
該
学
科
を
専
攻
し
た
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該
学
科
を
専
攻
し
て
専
門
職
大
学
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
そ

の
後
一
年
以
上
ガ
ス
溶
接
等
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ニ
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
う
ち
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第
十
一
の
免
許
職
種
の
欄
に
掲
げ
る
塑
性
加
工
科
、
構
造
物
鉄
工
科
又
は
配

管
科
の
職
種
に
係
る
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
者

ホ
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
準
則
訓
練
で
あ
る
普
通
職
業
訓
練
の
う
ち
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第
二
の
訓
練
科
の
欄
に
定
め
る
金
属
加
工
系
溶
接
科
の
訓
練
を

修
了
し
た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
後
二
年
以
上
ガ
ス
溶
接
等
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ヘ
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第
十
一
の
三
の
三
に
掲
げ
る
検
定
職
種
の
う
ち
、
鉄
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
又
は
配
管
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
、

そ
の
後
一
年
以
上
ガ
ス
溶
接
等
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ト
　
旧
保
安
技
術
職
員
国
家
試
験
規
則
に
よ
る
溶
接
係
員
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
後
一
年
以
上
ガ
ス
溶
接
等
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

チ
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
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二
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
が
行
う
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
指
導
員
訓
練
の
う
ち
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第
八
の
五
の
訓
練
科
の
欄
に
掲
げ
る

塑
性
加
工
科
又
は
溶
接
科
の
訓
練
を
修
了
し
た
者

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

林
業
架
線
作
業
主
任
者

免
許

一
　
林
業
架
線
作
業
の
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
機
械
集
材
装
置
及
び
運
材
索
道
に
関
す
る
講
座
又
は
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
当
該
講
座
又
は
学
科
目
を
修
め
て
専
門
職
大
学
前

期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
後
一
年
以
上
林
業
架
線
作
業
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
機
械
集
材
装
置
及
び
運
材
索
道
に
関
す
る
講
座
又
は
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
三
年
以
上
林
業
架
線
作
業
の
業
務

に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免

許

一
　
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
後
、
五
年
以
上
ボ
イ
ラ
ー
（
令
第
二
十
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
及
び
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
以
下
こ
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
り

扱
つ
た
経
験
が
あ
る
者
又
は
当
該
免
許
を
受
け
た
後
、
三
年
以
上
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
作
業
主
任
者
と
し
て
の
経
験
が
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

二
　
ボ
イ
ラ
ー
則
第
百
一
条
第
一
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
で
、
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免

許

一
　
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
後
、
二
年
以
上
ボ
イ
ラ
ー
を
取
り
扱
つ
た
経
験
が
あ
る
者
又
は
当
該
免
許
を
受
け
た
後
、
一
年
以
上
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
作
業
主
任
者
と
し
て
の
経
験
が
あ
る
者
で

あ
つ
て
、
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

二
　
ボ
イ
ラ
ー
則
第
百
一
条
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
で
、
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免

許

一
　
ボ
イ
ラ
ー
則
第
九
十
七
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者

二
　
ボ
イ
ラ
ー
則
第
九
十
七
条
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
者

エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任

者
免
許

一
　
エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
電
離
則
第
四
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
者

ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮

影
作
業
主
任
者
免
許

一
　
ガ
ン
マ
線
透
過
写
真
撮
影
作
業
主
任
者
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
電
離
則
第
五
十
二
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
者

特
定
第
一
種
圧
力
容
器

取
扱
作
業
主
任
者
免
許

ボ
イ
ラ
ー
則
第
百
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者

発
破
技
士
免
許

一
　
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
発
破
技
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

イ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
、
応
用
化
学
、
採
鉱
学
又
は
土
木
工
学
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
（
大
学
改
革
支
援
・
学

位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
（
当
該
学
科
を
専
攻
し
た
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該
学
科
を
専
攻
し
て
専
門
職
大
学

前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
後
三
月
以
上
発
破
の
業
務
に
つ
い
て
実
地
修
習
を
経
た
も
の

ロ
　
発
破
の
補
助
作
業
の
業
務
に
六
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ハ
　
都
道
府
県
労
働
局
長
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
発
破
実
技
講
習
を
修
了
し
た
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
応
用
化
学
、
採
鉱
学
又
は
土
木
工
学
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
一
年
以
上
発

破
の
業
務
に
つ
い
て
実
地
修
習
を
経
た
も
の

揚
貨
装
置
運
転
士
免
許

一
　
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
揚
貨
装
置
運
転
実
技
教
習
を
修
了
し
た
も
の

三
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
準
則
訓
練
で
あ
る
普
通
職
業
訓
練
の
う
ち
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第
二
の
訓
練
科
の
欄
に
定
め
る
揚
重
運
搬
機
械
運
転
系
ク
レ
ー
ン

運
転
科
若
し
く
は
揚
重
運
搬
機
械
運
転
系
港
湾
荷
役
科
又
は
同
令
別
表
第
四
の
訓
練
科
の
欄
に
掲
げ
る
ク
レ
ー
ン
運
転
科
若
し
く
は
港
湾
荷
役
科
の
訓
練
（
通
信
の
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

を
修
了
し
た
者
で
揚
貨
装
置
に
つ
い
て
の
訓
練
を
受
け
た
も
の

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士

免
許

特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士

免
許

一
　
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
全
科
目
及
び
実
技
試
験
の
全
部
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許

ボ
イ
ラ
ー
則
第
百
十
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク

運
転
士
免
許

一
　
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
三
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
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移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転

士
免
許

一
　
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
九
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者

潜
水
士
免
許

一
　
潜
水
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
高
圧
則
第
五
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者

別
表
第
五
（
第
七
十
条
関
係
）

一
　
第
一
種
衛
生
管
理
者
免
許
試
験

受
験
資
格

試
験
科
目

試
験
科
目
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者

免
除
す
る

試
験
科
目

一
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
一
年
以
上
労
働
衛
生
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
三
年
以
上
労
働
衛
生
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
八
十
二
条
の
二
第
三
項
の
衛
生
管
理
者
適
任
証
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
、
そ
の
後
一
年
以
上
労
働

衛
生
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
試
験

イ
　
労
働
衛
生

ロ
　
労
働
生
理

ハ
　
関
係
法
令

一
　
受
験
資
格
の
欄
第
三
号
に
掲
げ
る
者

二
　
第
二
種
衛
生
管
理
者
免
許
を
受
け
た

者

労
働
生
理

一
の
二
　
第
二
種
衛
生
管
理
者
免
許
試
験

受
験
資
格

試
験
科
目

試
験
科
目
の
免
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
試

験
科
目

一
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
一
年
以
上
労
働
衛
生
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
三
年
以
上
労
働
衛
生
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
船
員
法
第
八
十
二
条
の
二
第
三
項
の
衛
生
管
理
者
適
任
証
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
、
そ
の
後
一
年
以
上
労
働
衛
生
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
試
験

イ
　
労
働
衛
生

ロ
　
労
働
生
理

ハ
　
関
係
法
令

受
験
資
格
の
欄
第
三
号
に
掲
げ

る
者

労
働
生
理

二
　
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
試
験

受

験

資
格

試
験
科
目

試
験
科
目
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
試
験
科
目

学
科
試
験

イ
　
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
及
び
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
に
関
す
る
知
識

ロ
　
ア
セ
チ
レ
ン
そ
の
他
の
可
燃
性
ガ
ス
、
カ
ー
バ
イ
ド
及
び
酸
素
に
関
す

る
知
識

ハ
　
ガ
ス
溶
接
等
の
作
業
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

一
　
別
表
第
四
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
の
項
第
一
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ

る
者
（
ヘ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
に
限
る
。
）

二
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

一
　
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
及
び
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
に

関
す
る
知
識

二
　
ア
セ
チ
レ
ン
そ
の
他
の
可
燃
性
ガ
ス
、
カ
ー
バ
イ
ド

及
び
酸
素
に
関
す
る
知
識

三
　
林
業
架
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験

受
験

資
格

試
験
科
目

試
験
科
目
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
試
験
科
目

学
科
試
験

イ
　
機
械
集
材
装
置
及
び
運
材
索
道
に
関
す
る
知
識

ロ
　
林
業
架
線
作
業
に
関
す
る
知
識

ハ
　
林
業
架
線
作
業
に
必
要
な
力
学
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

一
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
力
学
に
関
す
る
講
座
又
は
学
科
を
修
め
て
卒

業
し
た
者
（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
（
当
該
講
座
又
は
学
科
を
修
め
た
者
に
限
る
。
）
若
し

く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該
講
座
若
し
く
は
学
科
を
修
め
て
専
門
職
大
学
前
期
課
程
を
修
了
し
た

者
を
含
む
。
）

二
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

林
業
架
線
作
業
に
必

要
な
力
学
に
関
す
る

知
識

四
　
発
破
技
士
免
許
試
験

受
験
資
格

試
験
科
目

試
験
科
目
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
試
験
科
目

学
科
試
験

イ
　
火
薬
類
の
知
識

ロ
　
火
薬
類
の
取
扱
い

ハ
　
発
破
の
方
法

五
　
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
試
験
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受
験

資
格

試
験
科
目

試
験
科
目
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
試
験
科
目

　

一
　
学
科
試
験

イ
　
揚
貨
装
置
に
関
す
る
知
識

ロ
　
原
動
機
及
び
電
気
に
関
す
る
知
識

ハ
　
揚
貨
装
置
の
運
転
の
た
め
に
必
要
な
力
学
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

二
　
実
技
試
験

イ
　
揚
貨
装
置
の
運
転

ロ
　
揚
貨
装
置
の
運
転
の
た
め
の
合
図

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
又
は
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者

一
　
学
科
試
験
の
う
ち
、
次
の
科
目

イ
　
原
動
機
及
び
電
気
に
関
す
る
知
識

ロ
　
揚
貨
装
置
の
運
転
の
た
め
に
必
要
な
力
学
に

関
す
る
知
識

二
　
実
技
試
験
の
う
ち
、
揚
貨
装
置
の
運
転
の
た

め
の
合
図

揚
貨
装
置
運
転
実
技
教
習
を
修
了
し
た
者
で
、
修
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
な
い
も
の

実
技
試
験
の
科
目
の
全
部

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習
、
小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習
又
は
玉
掛
け
技
能
講

習
を
修
了
し
た
者

実
技
試
験
の
う
ち
、
揚
貨
装
置
の
運
転
の
た
め
の

合
図

一
　
当
該
免
許
試
験
を
行
う
都
道
府
県
労
働
局
長
が
行
つ
た
前
回
の
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
試
験
の
学

科
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
当
該
免
許
試
験
を
行
う
指
定
試
験
機
関
が
行
つ
た
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合

格
し
た
者
で
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
も
の

学
科
試
験
の
科
目
の
全
部

別
表
第
六
（
第
七
十
九
条
関
係
）

区
分

受
講
資
格

講
習
科
目

木
材
加
工
用
機
械
作

業
主
任
者
技
能
講
習

一
　
木
材
加
工
用
機
械
に
よ
る
作
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
作
業
に
係
る
機
械
、
そ
の
安
全
装
置
等
の
種
類
、
構
造
及
び
機
能
に
関
す
る
知
識

ロ
　
作
業
に
係
る
機
械
、
そ
の
安
全
装
置
等
の
保
守
点
検
に
関
す
る
知
識

ハ
　
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

プ
レ
ス
機
械
作
業
主

任
者
技
能
講
習

一
　
プ
レ
ス
機
械
に
よ
る
作
業
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
作
業
に
係
る
機
械
、
そ
の
安
全
装
置
等
の
種
類
、
構
造
及
び
機
能
に
関
す
る
知
識

ロ
　
作
業
に
係
る
機
械
、
そ
の
安
全
装
置
等
の
保
守
点
検
に
関
す
る
知
識

ハ
　
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

乾
燥
設
備
作
業
主
任

者
技
能
講
習

一
　
乾
燥
設
備
の
取
扱
い
の
作
業
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者

（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
（
当
該
学
科
を
専
攻
し
た
者
に
限
る
。
）

若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該
学
科
を
専
攻
し
て
専
門
職
大
学
前
期
課

程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
後
一
年
以
上
乾
燥
設
備
の
設
計
、
製
作
、
検
査
又
は
取
扱
い
の
作
業
に
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し

た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
乾
燥
設
備
の
設
計
、
製
作
、
検
査
又
は
取
扱
い
の
作
業
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
乾
燥
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
の
構
造
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
知
識

ロ
　
乾
燥
設
備
、
そ
の
附
属
設
備
等
の
点
検
整
備
及
び
異
常
時
の
処
置
に
関
す
る
知
識

ハ
　
乾
燥
作
業
の
管
理
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕

器
作
業
主
任
者
技
能

講
習

一
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
を
用
い
て
行
う
破
砕
の
作
業
に
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
応
用
化
学
、
採
鉱
又

は
土
木
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与

さ
れ
た
者
（
当
該
学
科
を
専
攻
し
た
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

又
は
当
該
学
科
を
専
攻
し
て
専
門
職
大
学
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
後
一
年
以
上
コ
ン
ク
リ
ー

ト
破
砕
器
を
用
い
て
行
う
破
砕
の
作
業
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
発
破
技
士
免
許
を
受
け
た
者
で
、
そ
の
後
一
年
以
上
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
を
用
い
て
行
う
破
砕
の
作
業
又
は

発
破
の
作
業
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
火
薬
類
に
関
す
る
知
識

ロ
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
の
取
扱
い
に
関
す
る
知
識

ハ
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
を
用
い
て
行
う
破
砕
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ニ
　
作
業
者
に
対
す
る
教
育
等
に
関
す
る
知
識

ホ
　
関
係
法
令
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地
山
の
掘
削
及
び
土

止
め
支
保
工
作
業
主

任
者
技
能
講
習

一
　
地
山
の
掘
削
の
作
業
又
は
土
止
め
支
保
工
の
切
り
ば
り
若
し
く
は
腹
お
こ
し
の
取
付
け
若
し
く
は
取
り
は
ず
し

に
関
す
る
作
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
土
木
、
建
築
又
は
農

業
土
木
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与

さ
れ
た
者
（
当
該
学
科
を
専
攻
し
た
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

又
は
当
該
学
科
を
専
攻
し
て
専
門
職
大
学
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
次
項
第
二
号
及
び
ず
い
道
等
の
覆
工

作
業
主
任
者
技
能
講
習
の
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
地
山
の
掘
削
の
作
業
又
は
土
止
め
支

保
工
の
切
り
ば
り
若
し
く
は
腹
お
こ
し
の
取
付
け
若
し
く
は
取
り
は
ず
し
に
関
す
る
作
業
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
工
事
用
設
備
、
機
械
、
器
具
、
作
業
環
境
等
に
関
す
る
知
識

ハ
　
作
業
者
に
対
す
る
教
育
等
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

ず
い
道
等
の
掘
削
等

作
業
主
任
者
技
能
講

習

一
　
ず
い
道
等
の
掘
削
の
作
業
又
は
こ
れ
に
伴
う
ず
り
積
み
、
ず
い
道
支
保
工
の
組
立
て
、
ロ
ツ
ク
ボ
ル
ト
の
取
付

け
若
し
く
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
の
吹
付
け
の
作
業
（
次
号
に
お
い
て
「
ず
い
道
等
の
掘
削
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
に

三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
土
木
、
建
築
又
は
農

業
土
木
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
ず
い
道
等
の
掘
削
等
の
作
業
に
従
事
し
た

経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
工
事
用
設
備
、
機
械
、
器
具
、
作
業
環
境
の
改
善
方
法
等
に
関
す
る
知
識

ハ
　
作
業
者
に
対
す
る
教
育
等
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

ず
い
道
等
の
覆
工
作

業
主
任
者
技
能
講
習

一
　
ず
い
道
等
の
覆
工
の
作
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
土
木
、
建
築
又
は
農

業
土
木
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
ず
い
道
等
の
覆
工
の
作
業
に
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
工
事
用
設
備
、
機
械
、
器
具
、
作
業
環
境
等
に
関
す
る
知
識

ハ
　
作
業
者
に
対
す
る
教
育
等
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

型
枠
支
保
工
の
組
立

て
等
作
業
主
任
者
技

能
講
習

一
　
型
枠
支
保
工
の
組
立
て
又
は
解
体
に
関
す
る
作
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
土
木
又
は
建
築
に
関

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
（
当

該
学
科
を
専
攻
し
た
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該
学
科

を
専
攻
し
て
専
門
職
大
学
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
型
枠
支
保
工
の

組
立
て
又
は
解
体
に
関
す
る
作
業
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

　
学
科
講
習

イ
　
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
工
事
用
設
備
、
機
械
、
器
具
、
作
業
環
境
等
に
関
す
る
知
識

ハ
　
作
業
者
に
対
す
る
教
育
等
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

足
場
の
組
立
て
等
作

業
主
任
者
技
能
講
習

一
　
足
場
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
に
関
す
る
作
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
土
木
、
建
築
又
は
造

船
に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ

た
者
（
当
該
学
科
を
専
攻
し
た
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は

当
該
学
科
を
専
攻
し
て
専
門
職
大
学
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
足
場
の
組
立
て
、

解
体
又
は
変
更
に
関
す
る
作
業
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
工
事
用
設
備
、
機
械
、
器
具
、
作
業
環
境
等
に
関
す
る
知
識

ハ
　
作
業
者
に
対
す
る
教
育
等
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

建
築
物
等
の
鉄
骨
の

組
立
て
等
作
業
主
任

者
技
能
講
習

一
　
建
築
物
の
骨
組
み
又
は
塔
で
あ
つ
て
、
金
属
製
の
部
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更

の
作
業
（
次
号
に
お
い
て
「
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
作
業
に
三
年
以
上
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
土
木
又
は
建
築
に
関

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
の
作
業
に
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
工
事
用
設
備
、
機
械
、
器
具
、
作
業
環
境
等
に
関
す
る
知
識

ハ
　
作
業
者
に
対
す
る
教
育
等
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

鋼
橋
架
設
等
作
業
主

任
者
技
能
講
習

一
　
橋

り
よ
う

梁

の
上
部
構
造
で
あ
つ
て
、
金
属
製
の
部
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
の
架
設
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業

（
次
号
に
お
い
て
「
鋼
橋
架
設
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
作
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

学
科
講
習

イ
　
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
工
事
用
設
備
、
機
械
、
器
具
等
に
関
す
る
知
識
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二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
土
木
又
は
建
築
に
関

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
鋼
橋
架
設
等
の
作
業
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ハ
　
作
業
環
境
等
に
関
す
る
知
識

ニ
　
作
業
者
に
対
す
る
教
育
等
に
関
す
る
知
識

ホ
　
関
係
法
令

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

工
作
物
の
解
体
等
作

業
主
任
者
技
能
講
習

一
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
又
は
破
壊
の
作
業
（
次
号
に
お
い
て
「
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
」
と
い

う
。
）
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
土
木
又
は
建
築
に
関

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
工
事
用
設
備
、
機
械
、
器
具
、
作
業
環
境
等
に
関
す
る
知
識

ハ
　
作
業
者
に
対
す
る
教
育
等
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架

設
等
作
業
主
任
者
技

能
講
習

一
　
橋

り
よ
う

梁

の
上
部
構
造
で
あ
つ
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
も
の
の
架
設
又
は
変
更
の
作
業
（
次
号
に
お
い
て
「
コ
ン

ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
作
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
土
木
又
は
建
築
に
関

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
の
作
業
に
従
事
し
た
経
験
を

有
す
る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
工
事
用
設
備
、
機
械
、
器
具
、
作
業
環
境
等
に
関
す
る
知
識

ハ
　
作
業
者
に
対
す
る
教
育
等
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

採
石
の
た
め
の
掘
削

作
業
主
任
者
技
能
講

習

一
　
岩
石
の
掘
削
の
作
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
、
土
木
又
は
採
鉱
に

関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者

（
当
該
学
科
を
専
攻
し
た
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該

学
科
を
専
攻
し
て
専
門
職
大
学
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
岩
石
の
掘
削
の
作
業
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
岩
石
の
種
類
、
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
掘
削
の
方
法
等
に
関
す
る
知
識

ロ
　
設
備
、
機
械
、
器
具
、
作
業
環
境
等
に
関
す
る
知
識

ハ
　
作
業
者
に
対
す
る
教
育
等
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

は
い
作
業
主
任
者
技

能
講
習

は
い
付
け
又
は
は
い
崩
し
の
作
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

学
科
講
習

イ
　
は
い
（
倉
庫
、
上
屋
又
は
土
場
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
荷
の
集
団
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
関
す
る
知
識

ロ
　
人
力
に
よ
る
は
い
付
け
又
は
は
い
崩
し
の
作
業
に
関
す
る
知
識

ハ
　
機
械
等
に
よ
る
は
い
付
け
又
は
は
い
崩
し
に
必
要
な
機
械
荷
役
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

船
内
荷
役
作
業
主
任

者
技
能
講
習

一
　
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
、
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
又
は
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
を
受
け
た

者
で
、
そ
の
後
四
年
以
上
船
内
荷
役
作
業
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

二
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
作
業
の
指
揮
に
必
要
な
知
識

ロ
　
船
舶
設
備
、
荷
役
機
械
等
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ハ
　
玉
掛
け
作
業
及
び
合
図
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ニ
　
荷
役
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ホ
　
関
係
法
令

木
造
建
築
物
の
組
立

て
等
作
業
主
任
者
技

能
講
習

一
　
木
造
建
築
物
の
構
造
部
材
の
組
立
て
又
は
こ
れ
に
伴
う
屋
根
下
地
若
し
く
は
外
壁
下
地
の
取
付
け
の
作
業
（
次

号
に
お
い
て
「
構
造
部
材
の
組
立
て
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
土
木
又
は
建
築
に
関

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
構
造
部
材
の
組
立
て
等
の
作
業
に
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

学
科
講
習

イ
　
木
造
建
築
物
の
構
造
部
材
の
組
立
て
、
屋
根
下
地
の
取
付
け
等
に
関
す
る
知
識

ロ
　
工
事
用
設
備
、
機
械
、
器
具
、
作
業
環
境
等
に
関
す
る
知
識

ハ
　
作
業
者
に
対
す
る
教
育
等
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

ガ
ス
溶
接
技
能
講
習

　

一
　
学
科
講
習

イ
　
ガ
ス
溶
接
等
の
業
務
の
た
め
に
使
用
す
る
設
備
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関

す
る
知
識

ロ
　
ガ
ス
溶
接
等
の
業
務
の
た
め
に
使
用
す
る
可
燃
性
ガ
ス
及
び
酸
素
に
関
す
る
知
識

ハ
　
関
係
法
令
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二
　
実
技
講
習

ガ
ス
溶
接
等
の
業
務
の
た
め
に
使
用
す
る
設
備
の
取
扱
い

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
運

転
技
能
講
習

　

一
　
学
科
講
習

イ
　
走
行
に
関
す
る
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
荷
役
に
関
す
る
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ハ
　
運
転
に
必
要
な
力
学
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

二
　
実
技
講
習

イ
　
走
行
の
操
作

ロ
　
荷
役
の
操
作

シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー

等
運
転
技
能
講
習

　

一
　
学
科
講
習

イ
　
走
行
に
関
す
る
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
荷
役
に
関
す
る
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ハ
　
運
転
に
必
要
な
力
学
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

二
　
実
技
講
習

イ
　
走
行
の
操
作

ロ
　
荷
役
の
操
作

車
両
系
建
設
機
械

（
整
地
・
運
搬
・
積

込
み
用
及
び
掘
削

用
）
運
転
技
能
講
習

　

一
　
学
科
講
習

イ
　
走
行
に
関
す
る
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
作
業
に
関
す
る
装
置
の
構
造
、
取
扱
い
及
び
作
業
方
法
に
関
す
る
知
識

ハ
　
運
転
に
必
要
な
一
般
的
事
項
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

二
　
実
技
講
習

イ
　
走
行
の
操
作

ロ
　
作
業
の
た
め
の
装
置
の
操
作

車
両
系
建
設
機
械

（
解
体
用
）
運
転
技

能
講
習

　

一
　
学
科
講
習

イ
　
走
行
に
関
す
る
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
作
業
に
関
す
る
装
置
の
構
造
、
取
扱
い
及
び
作
業
方
法
に
関
す
る
知
識

ハ
　
運
転
に
必
要
な
一
般
的
事
項
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

二
　
実
技
講
習

イ
　
走
行
の
操
作

ロ
　
作
業
の
た
め
の
装
置
の
操
作

車
両
系
建
設
機
械

（
基
礎
工
事
用
）
運

転
技
能
講
習

　

一
　
学
科
講
習

イ
　
走
行
に
関
す
る
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
作
業
に
関
す
る
装
置
の
構
造
、
取
扱
い
及
び
作
業
方
法
に
関
す
る
知
識

ハ
　
運
転
に
必
要
な
一
般
的
事
項
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

二
　
実
技
講
習

イ
　
走
行
の
操
作

ロ
　
作
業
の
た
め
の
装
置
の
操
作
及
び
合
図

不
整
地
運
搬
車
運
転

技
能
講
習

　

一
　
学
科
講
習

イ
　
走
行
に
関
す
る
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
荷
の
運
搬
に
関
す
る
知
識

ハ
　
運
転
に
必
要
な
力
学
に
関
す
る
知
識
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ニ
　
関
係
法
令

二
　
実
技
講
習

イ
　
走
行
の
操
作

ロ
　
荷
の
運
搬

高
所
作
業
車
運
転
技

能
講
習

　

一
　
学
科
講
習

イ
　
作
業
に
関
す
る
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す
る
知
識

ロ
　
原
動
機
に
関
す
る
知
識

ハ
　
運
転
に
必
要
な
一
般
的
事
項
に
関
す
る
知
識

ニ
　
関
係
法
令

二
　
実
技
講
習

作
業
の
た
め
の
装
置
の
操
作

別
表
第
七
（
第
八
十
五
条
、
第
八
十
六
条
関
係
）

機
械
等
の
種
類

事
項

図
面
等

一
　
動
力
プ
レ
ス
（
機
械
プ
レ
ス
で
ク
ラ
ン
ク
軸
等

の
偏
心
機
構
を
有
す
る
も
の
及
び
液
圧
プ
レ
ス
に
限

る
。
）

一
　
種
類

二
　
圧
力
能
力

三
　
ス
ト
ロ
ー
ク
長
さ

四
　
停
止
性
能

五
　
切
替
え
ス
イ
ツ
チ
の
種
類

六
　
機
械
プ
レ
ス
で
ク
ラ
ン
ク
軸
等
の
偏
心
機
構
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

イ
　
ク
ラ
ツ
チ
の
型
式

ロ
　
ブ
レ
ー
キ
の
型
式

ハ
　
毎
分
ス
ト
ロ
ー
ク
数

ニ
　
ダ
イ
ハ
イ
ト

ホ
　
ス
ラ
イ
ド
調
節
量

ヘ
　
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
監
視
装
置
の
設
定
位
置

ト
　
ク
ラ
ツ
チ
の
掛
合
い
箇
所
の
数

七
　
液
圧
プ
レ
ス
に
あ
つ
て
は
、

イ
　
ス
ラ
イ
ド
の

大
下
降
速
度

ロ
　
慣
性
下
降
値

八
　
使
用
の
概
要

イ
　
用
途

ロ
　
行
程

ハ
　
加
工

九
　
安
全
措
置
の
概
要

十
　
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
機
構
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
性
能

一
　
動
力
プ
レ
ス
の
構
造
図
又
は
カ
タ
ロ
グ

二
　
型
式
検
定
に
合
格
し
た
動
力
プ
レ
ス
に
あ
つ
て
は
、
型
式
検
定
合
格
標

章
の
写
し

三
　
安
全
装
置
を
取
り
付
け
る
動
力
プ
レ
ス
に
あ
つ
て
は
、
当
該
安
全
装
置

に
係
る
型
式
検
定
合
格
標
章
の
写
し
及
び
当
該
安
全
装
置
の
構
造
図
又
は
カ

タ
ロ
グ

四
　
前
二
号
に
掲
げ
る
動
力
プ
レ
ス
以
外
の
動
力
プ
レ
ス
に
あ
つ
て
は
、
安

全
措
置
の
概
要
を
示
す
図
面
又
は
カ
タ
ロ
グ

二
　
金
属
そ
の
他
の
鉱
物
の
溶
解
炉
（
容
量
が
一
ト

ン
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

一
　
種
類
、
型
式
、
製
造
者
及
び
製
造
年
月

二
　
取
り
扱
う
金
属
そ
の
他
の
鉱
物
の
種
類
及
び
性
状

三
　
加
熱
の
方
法

四
　
標
準
仕
込
量
、
温
度
、
圧
力
そ
の
他
の
使
用
条
件

五
　
構
造
、
材
質
及
び
主
要
寸
法

六
　
冷
却
装
置
、
酸
素
吹
込
装
置
、
ピ
ツ
ト
そ
の
他
の
主
要
な
附
属
設
備
の
構
造
、
材
質
及
び

主
要
寸
法

一
　
当
該
溶
解
炉
及
び
主
要
な
附
属
設
備
の
構
造
図

二
　
設
置
場
所
の
四
隣
の
概
要
を
示
す
図
面

三
　
化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
）
（
製
造
し
、
若
し

く
は
取
り
扱
う
危
険
物
又
は
製
造
し
、
若
し
く
は
取

り
扱
う
引
火
点
が
六
十
五
度
以
上
の
物
の
量
が
厚
生

一
　
種
類
、
型
式
及
び
機
能

二
　
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
危
険
物
又
は
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
引
火
点
が
六

十
五
度
以
上
の
物
の
名
称
及
び
性
状

三
　
標
準
仕
込
量
、
温
度
、
圧
力
そ
の
他
の
使
用
条
件

当
該
化
学
設
備
、
主
要
な
附
属
設
備
及
び
配
管
の
配
置
図
及
び
構
造
図
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労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
満
た
な
い
も
の
を
除
く

。
）

四
　
構
造
、
材
質
及
び
主
要
寸
法

五
　
主
要
な
附
属
設
備
及
び
配
管
の
構
造
、
材
質
及
び
主
要
寸
法

四
　
乾
燥
設
備
（
令
第
六
条
第
八
号
イ
又
は
ロ
の
乾

燥
設
備
に
限
る
。
）

一
　
種
類
、
型
式
、
能
力
、
製
造
者
及
び
製
造
年
月

二
　
乾
燥
物
の
種
類
及
び
性
状

三
　
加
熱
の
方
法

四
　
温
度
、
圧
力
そ
の
他
の
使
用
条
件

五
　
構
造
、
材
質
及
び
主
要
寸
法

六
　
換
気
装
置
、
温
度
測
定
装
置
、
温
度
調
整
装
置
そ
の
他
の
主
要
な
附
属
設
備
の
機
能
、
構

造
、
材
質
及
び
主
要
寸
法

一
　
構
造
図

二
　
設
置
場
所
の
四
隣
の
概
要
を
示
す
図
面

五
　
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
（
移
動
式
の
も
の
を
除

く
。
）

一
　
発
生
器
室
の
床
面
積
、
壁
、
屋
根
、
天
井
、
出
入
口
の
戸
及
び
排
気
筒
の
構
造
、
材
質
及

び
主
要
寸
法
並
び
に
収
容
す
る
装
置
の
数

二
　
発
生
器
の
種
類
、
型
式
、
製
造
者
及
び
製
造
年
月

三
　
安
全
器
の
種
類
、
型
式
、
製
造
者
、
製
造
年
月
及
び
個
数
並
び
に
構
造
、
材
質
及
び
主
要

寸
法

四
　
清
浄
器
そ
の
他
の
附
属
器
具
の
名
称
、
構
造
、
材
質
及
び
主
要
寸
法

五
　
カ
ー
バ
イ
ド
の
か
す
だ
め
の
構
造
及
び
容
積

一
　
配
置
図

二
　
発
生
器
及
び
安
全
器
の
構
造
図

三
　
発
生
器
室
の
構
造
図

四
　
設
置
場
所
の
四
隣
の
概
要
を
示
す
図
面

六
　
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
（
移
動
式
の
も
の
を
除
く

。
）

一
　
ガ
ス
装
置
室
の
構
造
及
び
主
要
寸
法
並
び
に
貯
蔵
す
る
ガ
ス
の
名
称
及
び

大
ガ
ス
貯
蔵
量

二
　
ガ
ス
集
合
装
置
の
構
造
及
び
主
要
寸
法

三
　
安
全
器
の
種
類
、
型
式
、
製
造
者
、
製
造
年
月
及
び
個
数
並
び
に
構
造
、
材
質
及
び
主
要

寸
法

四
　
配
管
、
バ
ル
ブ
そ
の
他
の
附
属
器
具
の
名
称
、
構
造
、
材
質
及
び
主
要
寸
法

一
　
配
置
図

二
　
安
全
器
の
構
造
図

三
　
ガ
ス
装
置
室
の
構
造
図

四
　
設
置
場
所
の
四
隣
の
概
要
を
示
す
図
面

七
　
機
械
集
材
装
置
（
原
動
機
の
定
格
出
力
が
七
・

五
キ
ロ
ワ
ツ
ト
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

一
　
索
張
り
方
式

二
　

大
使
用
荷
重

三
　
支
間
の
斜
距
離
、
傾
斜
角
及
び
中
央
垂
下
比

四
　
主
索
及
び
作
業
索
の
構
造
及
び
直
径

五
　
主
索
及
び
作
業
索
の
安
全
係
数
（
強
度
計
算
書
を
添
付
す
る
こ
と
。
）

六
　
集
材
機
の
型
式
、
定
格
出
力
及
び

大
け
ん
引
力

七
　
設
置
期
間

配
置
図

八
　
運
材
索
道
（
支
間
の
斜
距
離
の
合
計
が
三
百
五

十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

一
　
種
類

二
　

大
使
用
荷
重
及
び
搬
器
と
搬
器
と
の
間
隔

三
　
支
間
の
斜
距
離
の
合
計

四
　

長
の
支
間
の
斜
距
離
、
傾
斜
角
及
び
中
央
垂
下
比

五
　
主
索
及
び
え
い
索
の
構
造
及
び
直
径

六
　
主
索
及
び
え
い
索
の
安
全
係
数
（
強
度
計
算
書
を
添
付
す
る
こ
と
。
）

七
　
動
力
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
運
材
機
の
型
式
及
び
定
格
出
力

八
　
設
置
期
間

配
置
図

九
　
軌
道
装
置

一
　
使
用
目
的

二
　
起
点
及
び
終
点
の
位
置
並
び
に
そ
の
高
低
差
（
平
均
勾
配
）

三
　
軌
道
の
長
さ

四
　

小
曲
線
半
径
及
び

急
勾
配

五
　
軌
間
、
単
線
又
は
複
線
の
区
別
及
び
軌
条
の
重
量

六
　
橋

り
よ
う

梁

又
は
桟
橋
の
長
さ
、
幅
及
び
構
造

七
　
動
力
車
の
種
類
、
数
、
形
式
、
自
重
、
け
ん
引
力
及
び
主
要
寸
法

八
　
巻
上
げ
機
の
形
式
、
能
力
及
び
主
要
寸
法

九
　
ブ
レ
ー
キ
の
種
類
及
び
作
用

十
　
信
号
、
警
報
及
び
照
明
設
備
の
状
況

中
欄
に
掲
げ
る
事
項
が
書
面
に
よ
り
明
示
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
事
項
に

係
る
平
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
等
の
図
面
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十
一
　

大
運
転
速
度

十
二
　
逸
走
防
止
装
置
の
設
置
箇
所
及
び
構
造

十
三
　
地
下
に
設
置
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
軌
道
装
置
と
周
囲
と
の
関
係

十
　
型
枠
支
保
工
（
支
柱
の
高
さ
が
三
・
五
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

一
　
打
設
し
よ
う
と
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
概
要

二
　
構
造
、
材
質
及
び
主
要
寸
法

三
　
設
置
期
間

組
立
図
及
び
配
置
図

十
一
　
架
設
通
路
（
高
さ
及
び
長
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
十

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

一
　
設
置
箇
所

二
　
構
造
、
材
質
及
び
主
要
寸
法

三
　
設
置
期
間

平
面
図
、
側
面
図
及
び
断
面
図

十
二
　
足
場
（
つ
り
足
場
、
張
出
し
足
場
以
外
の
足

場
に
あ
つ
て
は
、
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
構
造

の
も
の
に
限
る
。
）

一
　
設
置
箇
所

二
　
種
類
及
び
用
途

三
　
構
造
、
材
質
及
び
主
要
寸
法

組
立
図
及
び
配
置
図

十
三
　
有
機
則
第
五
条
又
は
第
六
条
（
特
化
則
第
三

十
八
条
の
八
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密

閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型

換
気
装
置
又
は
全
体
換
気
装
置
（
移
動
式
の
も
の
を

除
く
。
）

一
　
有
機
溶
剤
業
務
（
有
機
則
第
一
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
業
務
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要

二
　
有
機
溶
剤
（
令
別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
蒸
気
の
発
散
源
と
な
る
機
械
又
は
設
備
の
概
要

三
　
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
の
抑
制
の
方
法

四
　
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
に
あ
つ
て
は
、
密
閉
の
方
式
及
び
当
該
設

備
の
主
要
部
分
の
構
造
の
概
要

五
　
全
体
換
気
装
置
に
あ
つ
て
は
、
型
式
、
当
該
装
置
の
主
要
部
分
の
構
造
の
概
要
及
び
そ
の

機
能

一
　
設
備
等
の
図
面

二
　
有
機
溶
剤
業
務
を
行
う
作
業
場
所
の
図
面

三
　
局
所
排
気
装
置
に
あ
つ
て
は
局
所
排
気
装
置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
五

号
）

四
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
あ
つ
て
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

摘
要
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

十
四
　
鉛
則
第
二
条
、
第
五
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で

及
び
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
に
規
定
す
る
鉛

等
又
は
焼
結
鉱
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る

設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気

装
置

一
　
鉛
業
務
（
鉛
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
概
要

二
　
鉛
等
（
鉛
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
鉛
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
焼
結
鉱
等
（
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
焼
結
鉱
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

粉
じ
ん
の
発
散
源
と
な
る
機
械
又
は
設
備
の
概
要

三
　
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
の
抑
制
の
方
法

四
　
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
に
あ
つ
て
は
、
密
閉
の
方
法

及
び
当
該
設
備
の
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要

一
　
設
備
等
の
図
面

二
　
鉛
業
務
を
行
う
作
業
場
所
の
図
面

三
　
局
所
排
気
装
置
に
あ
つ
て
は
局
所
排
気
装
置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
五

号
）

四
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
あ
つ
て
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

摘
要
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

十
五
　
令
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
業
務
」
と
い
う
。
）
に
用
い
る
機

械
又
は
装
置

一
　
業
務
の
概
要

二
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
（
令
別
表
第
五
第
一
号
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
蒸
気
の
発
散
源
と
な
る
機
械
又
は
設
備
の
概
要

三
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
混
入
す
る
ガ
ソ
リ
ン
の
取
扱
量

四
　
業
務
に
用
い
る
機
械
又
は
装
置
の
型
式
並
び
に
そ
の
主
要
部
分
の
構
造
の
概
要
及
び
機
能

五
　
保
護
具
、
消
毒
薬
等
の
備
付
け
状
況

六
　
洗
身
設
備
の
概
要

一
　
業
務
に
用
い
る
機
械
又
は
装
置
の
図
面

二
　
業
務
を
行
う
作
業
場
所
の
図
面

十
六
　
特
化
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
第

一
類
物
質
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
類
物
質
」

と
い
う
。
）
又
は
特
化
則
第
四
条
第
一
項
の
特
定
第
二

類
物
質
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
第
二
類

物
質
等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
す
る
設
備

一
　
第
一
類
物
質
又
は
特
定
第
二
類
物
質
等
を
製
造
す
る
業
務
の
概
要

二
　
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要

三
　
密
閉
の
方
式
及
び
労
働
者
に
当
該
物
質
を
取
り
扱
わ
せ
る
と
き
は
健
康
障
害
防
止
の
措
置

の
概
要

一
　
周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関
係
を
示
す
図
面

二
　
第
一
類
物
質
又
は
特
定
第
二
類
物
質
等
を
製
造
す
る
設
備
を
設
置
す
る

建
築
物
の
構
造

三
　
第
一
類
物
質
又
は
特
定
第
二
類
物
質
等
を
製
造
す
る
設
備
の
配
置
の
状

況
を
示
す
図
面

四
　
局
所
排
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
局
所
排
気
装

置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
五
号
）

五
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
プ

ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）
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十
七
　
令
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
の
特
定
化
学
設

備
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
化
学
設
備
」
と

い
う
。
）
及
び
そ
の
附
属
設
備

一
　
特
定
第
二
類
物
質
（
特
化
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
第
二
類
物
質
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
三
類
物
質
（
令
別
表
第
三
第
三
号
に
掲
げ
る

物
を
い
う
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
の
概
要

二
　
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要

三
　
附
属
設
備
の
構
造
の
概
要

一
　
周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関
係
を
示
す
図
面

二
　
特
定
化
学
設
備
を
設
置
す
る
建
築
物
の
構
造

三
　
特
定
化
学
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
の
配
置
状
況
を
示
す
図
面

四
　
局
所
排
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
局
所
排
気
装

置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
五
号
）

五
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
プ

ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

十
八
　
特
定
第
二
類
物
質
又
は
特
化
則
第
二
条
第
一

項
第
五
号
に
掲
げ
る
管
理
第
二
類
物
質
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
管
理
第
二
類
物
質
」
と
い
う
。
）
の
ガ

ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
屋
内
作
業
場
に

設
け
る
発
散
抑
制
の
設
備
（
特
化
則
第
二
条
の
二
第

二
号
又
は
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

一
　
特
定
第
二
類
物
質
又
は
管
理
第
二
類
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
の
概
要

二
　
特
定
第
二
類
物
質
又
は
管
理
第
二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉

す
る
設
備
に
あ
つ
て
は
、
密
閉
の
方
式
、
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要
及
び
そ
の
機
能

三
　
全
体
換
気
装
置
に
あ
つ
て
は
、
型
式
、
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要
及
び
そ
の
機
能

一
　
周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関
係
を
示
す
図
面

二
　
作
業
場
所
の
全
体
を
示
す
図
面

三
　
特
定
第
二
類
物
質
又
は
管
理
第
二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん

の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
又
は
全
体
換
気
装
置
の
図
面

四
　
局
所
排
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
局
所
排
気
装

置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
五
号
）

五
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
プ

ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

十
九
　
特
化
則
第
十
条
第
一
項
の
排
ガ
ス
処
理
装
置

で
あ
つ
て
、
ア
ク
ロ
レ
イ
ン
に
係
る
も
の

一
　
ア
ク
ロ
レ
イ
ン
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
の
概
要

二
　
排
気
の
処
理
方
式
及
び
処
理
能
力

三
　
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要

一
　
周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関
係
を
示
す
図
面

二
　
排
ガ
ス
処
理
装
置
の
構
造
の
図
面

三
　
局
所
排
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
局
所
排
気
装

置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
五
号
）

四
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
プ

ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

二
十
　
特
化
則
第
十
一
条
第
一
項
の
排
液
処
理
装
置

一
　
排
液
処
理
の
業
務
の
概
要

二
　
排
液
の
処
理
方
式
及
び
処
理
能
力

三
　
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要

一
　
周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関
係
を
示
す
図
面

二
　
排
液
処
理
装
置
の
構
造
の
図
面

三
　
局
所
排
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
局
所
排
気
装

置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
五
号
）

四
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
プ

ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

二
十
の
二
　
特
化
則
第
三
十
八
条
の
十
七
第
一
項
の

一
・
三―

ブ
タ
ジ
エ
ン
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
一
・
三―

ブ
タ
ジ
エ
ン
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
発

散
抑
制
の
設
備
（
屋
外
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く

。
）

一
　
一
・
三―

ブ
タ
ジ
エ
ン
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら
試
料
を
採
取
し
、

又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
の
概
要

二
　
一
・
三―

ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
ガ
ス
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
に
あ
つ
て
は
、
密
閉
の
方

式
、
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要
及
び
そ
の
機
能

三
　
全
体
換
気
装
置
に
あ
つ
て
は
、
型
式
、
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要
及
び
そ
の
機
能

一
　
周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関
係
を
示
す
図
面

二
　
作
業
場
所
の
全
体
を
示
す
図
面

三
　
一
・
三―

ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
ガ
ス
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
又
は
全

体
換
気
装
置
の
図
面

四
　
局
所
排
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
局
所
排
気
装

置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
五
号
）

五
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
プ

ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

二
十
の
三
　
特
化
則
第
三
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
硫
酸

ジ
エ
チ
ル
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
発
散
抑
制
の
設
備

（
屋
外
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
　
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱
う
作
業
の
概
要

二
　
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
に
あ
つ
て
は
、
密
閉
の
方
式
、
主

要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要
及
び
そ
の
機
能

三
　
全
体
換
気
装
置
に
あ
つ
て
は
、
型
式
、
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要
及
び
そ
の
機
能

一
　
周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関
係
を
示
す
図
面

二
　
作
業
場
所
の
全
体
を
示
す
図
面

三
　
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
又
は
全
体
換
気

装
置
の
図
面

四
　
局
所
排
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
局
所
排
気
装

置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
五
号
）

五
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
プ

ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

二
十
の
四
　
特
化
則
第
三
十
八
条
の
十
九
の
一
・
三

―

プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

一
　
一
・
三―

プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
の
概
要

二
　
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要

三
　
附
属
設
備
の
構
造
の
概
要

一
　
周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関
係
を
示
す
図
面

二
　
一
・
三―

プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
設
備
を

設
置
す
る
建
築
物
の
構
造
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「
一
・
三―

プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン
等
」
と
い
う
。
）
を

製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備

四
　
密
閉
の
方
式
及
び
労
働
者
に
当
該
物
質
を
取
り
扱
わ
せ
る
と
き
は
健
康
障
害
防
止
の
措
置

の
概
要

三
　
一
・
三―

プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
設
備
及

び
そ
の
附
属
設
備
の
配
置
状
況
を
示
す
図
面

四
　
一
・
三―

プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
設
備
及

び
そ
の
附
属
設
備
の
図
面

二
十
一
　
電
離
則
第
十
五
条
第
一
項
の
放
射
線
装
置

（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
二
条
の
五

第
二
項
に
規
定
す
る
表
示
付
認
証
機
器
又
は
同
条
第

三
項
に
規
定
す
る
表
示
付
特
定
認
証
機
器
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

放
射
線
装
置
を
用
い
る
業
務
、
製
品
及
び
作
業
工
程
の
概
要

一
　
管
理
区
域
を
示
す
図
面

二
　
放
射
線
装
置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
七
号
）

二
十
二
　
事
務
所
衛
生
基
準
規
則
（
昭
和
四
十
七
年

労
働
省
令
第
四
十
三
号
）
第
五
条
の
空
気
調
和
設
備

又
は
機
械
換
気
設
備
で
中
央
管
理
方
式
の
も
の

一
　
空
気
の
処
理
方
法

イ
　
空
気
の
浄
化
方
法

ロ
　
減
湿
・
与
湿
方
法

ハ
　
加
湿
方
法

ニ
　
冷
却
方
法

二
　
換
気
能
力

三
　
送
風
機
又
は
排
風
機
の
種
類
及
び
能
力

四
　
主
要
構
造
部
分
の
構
造

五
　
空
気
の
供
給
又
は
排
気
の
系
統

六
　
設
備
点
検
の
要
領

中
欄
に
掲
げ
る
事
項
が
書
面
に
よ
り
明
示
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
事
項
に

係
る
構
造
図
、
配
管
の
配
置
図
等
の
図
面

二
十
三
　
粉
じ
ん
則
別
表
第
二
第
六
号
及
び
第
八
号

に
掲
げ
る
特
定
粉
じ
ん
発
生
源
を
有
す
る
機
械
又
は

設
備
並
び
に
同
表
第
十
四
号
の
型
ば
ら
し
装
置

一
　
粉
じ
ん
作
業
（
粉
じ
ん
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
粉
じ
ん
作
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
概
要

二
　
機
械
又
は
設
備
の
種
類
、
名
称
、
能
力
、
台
数
及
び
粉
じ
ん
の
飛
散
を
防
止
す
る
方
法

三
　
粉
じ
ん
の
飛
散
を
防
止
す
る
方
法
と
し
て
粉
じ
ん
の
発
生
源
を
密
閉
す
る
設
備
に
よ
る
と

き
は
、
密
閉
の
方
式
、
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要
及
び
そ
の
機
能

四
　
前
号
の
方
法
及
び
局
所
排
気
装
置
に
よ
り
粉
じ
ん
の
飛
散
を
防
止
す
る
方
法
以
外
の
方
法

に
よ
る
と
き
は
、
粉
じ
ん
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
の
型
式
、
主
要
構
造
部
分
の
構
造

の
概
要
及
び
そ
の
能
力

一
　
周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関
係
を
示
す
図
面

二
　
作
業
場
に
お
け
る
主
要
な
機
械
又
は
設
備
の
配
置
を
示
す
図
面

三
　
局
所
排
気
装
置
以
外
の
粉
じ
ん
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
の
構

造
を
示
す
図
面

二
十
四
　
粉
じ
ん
則
第
四
条
又
は
第
二
十
七
条
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置

又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

粉
じ
ん
作
業
の
概
要

一
　
周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関
係
を
示
す
図
面

二
　
作
業
場
に
お
け
る
主
要
な
機
械
又
は
設
備
の
配
置
を
示
す
図
面

三
　
局
所
排
気
装
置
に
あ
つ
て
は
局
所
排
気
装
置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
五

号
）

四
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
あ
つ
て
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

摘
要
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

二
十
五
　
石
綿
等
の
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
屋
内
作
業

場
に
設
け
る
発
散
抑
制
の
設
備

一
　
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
業
務
又
は
石
綿
分
析
用
試

料
等
（
令
第
六
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
い
う
。
）
を
製
造
す
る
業
務

の
概
要

二
　
石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
に
あ
つ
て
は
、
密
閉
の
方
式
、
主
要
構
造

部
分
の
構
造
の
概
要
及
び
そ
の
機
能

三
　
全
体
換
気
装
置
に
あ
つ
て
は
、
型
式
、
主
要
構
造
部
分
の
構
造
の
概
要
及
び
そ
の
機
能

一
　
周
囲
の
状
況
及
び
四
隣
と
の
関
係
を
示
す
図
面

二
　
作
業
場
所
の
全
体
を
示
す
図
面

三
　
石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
又
は
全
体
換
気
装
置
の

図
面

四
　
局
所
排
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
局
所
排
気
装

置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
五
号
）

五
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
プ

ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
摘
要
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

別
表
第
八
　
削
除

別
表
第
九
（
第
九
十
二
条
の
三
関
係
）

工
事
又
は
仕
事
の
区
分

資
格
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別
表
第
七
の
上
欄
第
十
号
に
掲
げ
る
機
械
等
に
係

る
工
事

一
　
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

イ
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

（
１
）
　
型
枠
支
保
工
に
係
る
工
事
の
設
計
監
理
又
は
施
工
管
理
の
実
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

（
２
）
　
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
建
築
士
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
３
）
　
建
設
業
法
施
行
令
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
一
級
土
木
施
工
管
理
技
術
検
定
又
は
一
級
建
築
施
工
管
理
技
術
検
定
に
合
格
し
た
こ
と
。

ロ
　
工
事
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
実
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
又
は
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
。

二
　
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
そ
の
試
験
の
区
分
が
土
木
又
は
建
築
で
あ
る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

別
表
第
七
の
上
欄
第
十
二
号
に
掲
げ
る
機
械
等
に

係
る
工
事

一
　
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

イ
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

（
１
）
　
足
場
に
係
る
工
事
の
設
計
監
理
又
は
施
工
管
理
の
実
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

（
２
）
　
建
築
士
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
建
築
士
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
３
）
　
建
設
業
法
施
行
令
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
一
級
土
木
施
工
管
理
技
術
検
定
又
は
一
級
建
築
施
工
管
理
技
術
検
定
に
合
格
し
た
こ
と
。

ロ
　
工
事
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
実
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
又
は
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
。

二
　
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
そ
の
試
験
の
区
分
が
土
木
又
は
建
築
で
あ
る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
八
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
及
び
第
九
十

条
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
の
う
ち
建
設
の
仕
事

（
ダ
ム
の
建
設
の
仕
事
を
除
く
。
）

一
　
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

イ
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
（
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与

さ
れ
た
者
（
当
該
課
程
を
修
め
た
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該
課
程
を
修
め
て
専
門
職
大
学
前
期
課
程
を
修
了
し
た

者
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
次
項
第
一
号
イ
（
１
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
そ
の
後
十
年
以
上
建
築
工
事
の
設
計
監
理
又
は
施
工
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

（
２
）
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
、
そ
の
後
十
五
年
以
上
建
築
工
事
の
設
計
監
理
又
は
施
工
管

理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

（
３
）
　
建
築
士
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
建
築
士
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
建
設
工
事
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
実
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
又
は
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
。

二
　
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
そ
の
試
験
の
区
分
が
建
築
で
あ
る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
八
十
九
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

仕
事
及
び
第
九
十
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に

掲
げ
る
仕
事
（
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
に
あ

つ
て
は
ダ
ム
の
建
設
の
仕
事
に
、
同
条
第
二
号
、

第
二
号
の
二
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
仕
事
に
あ
つ

て
は
建
設
の
仕
事
に
限
る
。
）

一
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

イ
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
、
そ
の
後
十
年
以
上
土
木
工
事
の
設
計
監
理
又
は
施
工
管
理
の
実

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

（
２
）
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
、
そ
の
後
十
五
年
以
上
土
木
工
事
の
設
計
監
理
又
は
施
工
管

理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

（
３
）
　
技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
次
試
験
で
建
設
部
門
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
こ
と
。

（
４
）
　
建
設
業
法
施
行
令
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
一
級
土
木
施
工
管
理
技
術
検
定
に
合
格
し
た
こ
と
。

ロ
　
次
に
掲
げ
る
仕
事
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
仕
事
の
設
計
監
理
又
は
施
工
管
理
の
実
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
第
八
十
九
条
第
二
号
の
仕
事
及
び
第
九
十
条
第
一
号
の
仕
事
の
う
ち
ダ
ム
の
建
設
の
仕
事
　
ダ
ム
の
建
設
の
仕
事

（
２
）
　
第
八
十
九
条
第
三
号
の
仕
事
並
び
に
第
九
十
条
第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
の
仕
事
の
う
ち
建
設
の
仕
事
　
橋

り
よ
う

梁

の
建
設
の
仕
事

（
３
）
　
第
八
十
九
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
仕
事
並
び
に
第
九
十
条
第
三
号
の
仕
事
の
う
ち
建
設
の
仕
事
　
ず
い
道
等
の
建
設
の
仕
事

（
４
）
　
第
八
十
九
条
第
六
号
及
び
第
九
十
条
第
五
号
の
仕
事
　
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を
行
う
仕
事

（
５
）
　
第
九
十
条
第
四
号
の
仕
事
　
地
山
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
仕
事

ハ
　
建
設
工
事
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
実
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
又
は
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
。

二
　
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
そ
の
試
験
の
区
分
が
土
木
で
あ
る
も
の

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
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様
式
第
１
号
（
第
１
条
関
係
）

様式第1号(第1条関係) 

共同企業体代表者(変更)届 

 事 業 の 種 類 ※共同企業体の名称 ※ 
共同企業体の主たる事務所の所在地及び仕
事を行う場所の地名番号 

    
電話  (  )   

  

 発 注 者 名   工 事 請 負 金 額   

 工 事 の 概 要   
工事の開始及び
終了予定年月日 

  

※代表者職氏名 

新 

旧(変更の場合のみ記入) 

※変 更 の 年 月 日 

  

※変 更 の 理 由   

 仕事を開始す
るまでの連絡
先 電話  (  )   

 ※    年  月  日 

 ※   労働局長殿 

※共同企業体を構成する事業者職氏名   

備考 

 1 共同企業体代表者届にあつては、表題の(変更)の部分を抹消し、共同企業体代表者変

更届にあつては、※印を付してある項目のみ記入すること。 

 2 「事業の種類」の欄には、次の区分により記入すること。 

   水力発電所建設工事 ずい道建設工事 地下鉄建設工事 鉄道軌道建設工事 橋梁

建設工事 道路建設工事 河川土木工事 砂防工事 土地整理土木工事 その他の土

木工事 鉄骨鉄筋コンクリート造家屋建築工事 鉄骨造家屋建築工事 その他の建築

工事又は設備工事 

 3 この届は、仕事を行う場所を管轄する労働基準監督署長に提出すること。 

りよう 
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様
式
第
２
号
　
削
除

様
式
第
３
号
（
第
２
条
、
第
４
条
、
第
７
条
、
第
１
３
条
関
係
）
（
表
面
）

様式第3号(第2条、第4条、第7条、第13条関係)(表面) 

 

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告 

 

労 働

保 険

番 号 
 

 

事業場の

名称 
  事業の種類 

衛
生
管
理
者
の
場
合 

坑内労働又は有害業務(労働基準法施行規

則第18条各号に掲げる業務)に従事する労

働者数 人 

事業場の

所在地 

郵便番号(       ) 

  

坑内労働又は労働基準法施行規則第18条

第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号

に掲げる業務に従事する労働者数 人 

電話

番号 

 

労働

者数 

 

計 
 

産業医の場合は、労働安全衛生

規則第13条第1項第3号に掲げ

る業務に従事する労働者数 
 

フリガナ 

姓と名の間は1文

字空けること  

被選任者氏名 

姓と名の間は1文

字空けること  

選
任
年
月
日 

7：平成 

9：令和 

 →  

生
年
月
日 

1：明治 
3：大正 
5：昭和 
7：平成 
9：令和 
  → 

 

選
任
種
別 

 

1．総括安全衛生管理者 
2．安全管理者 
3．衛生管理者(4以外の者) 
4．衛生管理者(衛生工学管理担当) 
5．産業医 

・安全管理者又は衛

生管理者の場合は

担当すべき職務 

  

専
属
の
別 

 

1．専属 

2．非専属 

他の事業場に

勤務している

場合は、その

勤務先 

  

専
任
の
別 

 

1．専任 

2．兼職 

他の業務を兼

職している場

合は、その業

務 

  

・総括安全衛生管理

者又は安全管理者

の場合は経歴の概

要 

  

・産業医の場合は医

籍番号等 

 

  

 

フリガナ 

姓と名の間は1文

字空けること  

前任者氏名 

姓と名の間は1文

字空けること  

辞任、解任等の年

月日 

7：平成 

9：令和 

 → 
 

  

  参考事項   

 

            年  月  日 

                     事業者職氏名 

受 付 印 

 

            労働基準監督署長殿 
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様式第3号(第2条、第4条、第7条、第13条関係)(裏面) 

備考 

1 □□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)

に記入する文字は、光学的文字・イメージ読取装置(O

CIR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚した

り、穴をあけたり、必要以上に折り曲げたりしないこ

と。 

2 記入すべき事項のない欄及び記入枠は、空欄のまま

とすること。 

3 記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、枠

からはみ出さないように大きめの漢字、カタカナ及び

アラビア数字で明瞭に記入すること。 

  なお、濁点及び半濁点は同一の記入枠に「ガ」「パ」

等と記入すること。 

4 二人以上の選任報告を行う場合に「総ページ」の欄

は、報告の総合計枚数を記入し、「ページ」の欄は総

枚数のうち当該用紙が何枚目かを記入すること。 

  なお、2枚目以降は、「事業場の名称」、「事業の

種類」、「事業場の所在地」、「電話番号」、「労

働者数」、「坑内労働又は有害業務(労働基準法施行

規則第18条各号に掲げる業務)に従事する労働者

数」、「坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1

号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務

に従事する労働者数」及び「産業医の場合は、労働

安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務に従事

する労働者数」の欄は、記入を要しないこと。 

5 「事業の種類」の欄は、総括安全衛生管理者の場合

は労働安全衛生法施行令第2条各号に掲げる業種を、

安全管理者の場合は同条第1号又は第2号に掲げる業

種を、衛生管理者又は産業医の場合は日本標準産業分

類の中分類により記入すること。 

6 「電話番号」の欄は、市外局番、市内局番及び番号

をそれぞれ「―」(ダッシュ)で区切り記入すること。 

  7 「安全管理者又は衛生管理者の場合は担当すべき職

務」の欄は、安全管理者又は衛生管理者ごとに職務区

分が分かれている場合はその分担を記入すること。 

8 「総括安全衛生管理者又は安全管理者の場合は経歴

の概要」の欄は、総括安全衛生管理者又は安全管理者

の資格に関する学歴、職歴、勤務年数等を記入するこ

と。 

9 「産業医の場合は医籍番号等」の種別は、別表に掲

げる種別の区分に応じて該当コードを記入すること。 

10 「参考事項」の欄は、次のとおりとすること。 

 (1) 初めて総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生

管理者又は産業医を選任した場合は「新規選任」

と記入すること。 

 (2) 安全管理者選任報告にあつては、労働安全衛生

規則第4条第1項第3号に規定する事業場である場

合は「指定事業場」と記入すること。 

 (3) 産業医選任報告にあつては、産業医の専門科名

及び開業している場合はその旨を記入すること。 

11 安全管理者選任報告の場合(労働安全衛生規則第5

条第2号に掲げる者を選任した場合を除く。)は、同条

第1号の研修その他所定の研修を修了した者であるこ

と又は平成18年10月1日において安全管理者としての

経験年数が2年以上であることを証する書面(又は写

し)を、衛生管理者選任報告の場合は、衛生管理者免

許証の写し又は資格を証する書面(又は写し)を、産業

医選任報告の場合は、医師免許証の写し及び別表コー

ド1から7までのいずれかに該当することを証明する

書面(又は写し)を、添付すること。 

 

別表 

種 別 コード 種 別 コード 

労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に

関する知識についての研修であつて厚生労働

大臣の指定する者(法人に限る。)が行うもの

を修了した者 

1 

大学において労働衛生に関する科目を担当す

る教授、准教授又は講師の職にあり又はあつ

た者 

4 

労働安全衛生規則第14条第2項第5号に規定す

る者 
5 

産業医の養成等を行うことを目的とする医学

の正規の課程を設置している産業医科大学そ

の他の大学であつて厚生労働大臣が指定する

ものにおいて当該課程を修めて卒業した者で

あつて、その大学が行う実習を履修したもの 

2 平成8年10月1日以前に厚生労働大臣が定める

研修の受講を開始し、これを修了した者 
6 

上のいずれにも該当しないが、平成10年9月

30日において産業医としての経験年数が3年

以上である者 

7 労働衛生コンサルタントで試験区分が保健衛

生である者 
3 
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様
式
第
４
号
（
第
３
４
条
の
２
の
１
０
関
係
）
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様
式
第
４
号
の
２
　
削
除

様
式
第
４
号
の
３
（
第
３
４
条
の
４
関
係
）

様式第4号の3(第34条の4関係) 

新 規 化 学 物 質 
製 造 
輸 入 

届 

 

事 業 の 種 類 事業場の名称 
労 働 者 数 

男 女 計 

    

      

新規化学物質を
製造し、又は取
り扱う労働者数 

      

所 在 地 
電話   (  )    

新規化学物質の名称   

新規化学物質の構造式又
は示性式(いずれも不明
の場合は、その製法の概
略) 

  

新規化学物質の物理化学
的性状 

外 観 分 子 量 融 点 沸 点 そ の 他 

    ℃ ℃   

新規化学物質の製造又は
輸入の開始後3年間にお
ける毎年の製造予定量又
は輸入予定量 

  

新規化学物質の用途   

新規化学物質を輸入しよ
うとする場合にあつて
は、当該新規化学物質が
製造される国名又は地域
名 

  

参 考 事 項   

 労働安全衛生規則第34条の4の規定により、関係書類を添えて、上記のとおり届け出ます。 

   令和  年  月  日 

事業者職氏名            

 厚生労働大臣  殿 
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備考 

 1 表題の「製造」及び「輸入」のうち、該当しない文字を抹消すること。 

 2 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類によつて記入すること。 

 3 「新規化学物質の名称」の欄は、新規化学物質の名称を国際純正及び応用化学連合が

制定した命名法(IUPAC命名法)に準拠して記入すること。 

 4 「新規化学物質の物理化学的性状」の欄中「その他」の欄は、新規化学物質が昇華性、

潮解性、揮発性等特徴的な性状を有するときは、その旨を記入すること。 

 5 新規化学物質が製造中間体である場合には、「新規化学物質の用途」の欄にその旨を

記入し、かつ、同欄に最終製品の名称及び用途を記入すること。 

 6 特許出願等の理由により、新規化学物質の名称の公表について要望がある場合には、

「参考事項」の欄にその旨を記入すること。 

   なお、新規化学物質について特許出願がなされている場合で、当該特許出願に係る

拒絶をすべき旨の査定、出願公告又は出願公開がなされたときは、速やかにその旨を

厚生労働大臣に届け出ること。 

 7 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年厚生省・通商産業

省令第1号。以下「新規化学物質省令」という。)第2条の規定に基づき、新規化学物質

省令様式第1の届出書を提出した場合であつて、当該届出書の写しを添付したときには、

「所在地」、「新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概

略)」、「新規化学物質の物理化学的性状」、「新規化学物質の製造又は輸入の開始後3年間

における毎年の製造予定量又は輸入予定量」、「新規化学物質の用途」及び「新規化学物

質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域

名」の欄の記入を要しないこと。 

   ただし、輸入の場合については、「所在地」の欄の記入を要すること。 

 8 新規化学物質省令第3条又は第4条の規定に基づき、新規化学物質省令様式第2、様式

第4、様式第6又は様式第9のいずれかの申出書を提出した場合であつて、当該申出書の

写しを添付したときには、「所在地」、「新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明

の場合は、その製法の概略)」、「新規化学物質の物理化学的性状」及び「新規化学物質

を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名」

の欄の記入を要しないこと。 

   ただし、輸入の場合については、「所在地」の欄の記入を要すること。 
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様
式
第
４
号
の
４
（
第
３
４
条
の
５
、
第
３
４
条
の
８
、
第
３
４
条
の
１
０
関
係
）
（
表
面
）

様式第4号の4(第34条の5、第34条の8、第34条の10関係)(表面) 

確認申請書 

事 業 の 種 類 事業場の名称 
労 働 者 数 

男 女 計 

    

      

新規化学物質を
製造し、又は取
り扱う労働者数 

      

所 在 地 電話   (  )    

新規化学物質の名称   

新規化学物質の構造式又
は示性式(いずれも不明
の場合は、その製法の概
略) 

  

新規化学物質の物理

化学的性状 

外 観 分 子 量 融 点 沸 点 そ の 他 

    ℃ ℃   

確認を受けようとす

る期間 

1 年 目  年 月 日から  年 月 日まで 

2 年 目  年 月 日から  年 月 日まで 

製造量又は輸入量   

新規化学物質の用途   

新規化学物質を輸入しよ
うとする場合にあつて
は、当該新規化学物質が
製造される国名又は地域
名 

  

参 考 事 項   

 労働安全衛生規則第34条の の規定に基づき、上記のとおり申請します。 

  令和  年  月  日 

事業者職氏名           

 厚生労働大臣  殿 
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様式第4号の4(第34条の5、第34条の8、第34条の10関係)(裏面) 

備考 

 1 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類によつて記入すること。 

 2 「新規化学物質の名称」の欄は、新規化学物質の名称を国際純正及び応用化学連合が

制定した命名法(IUPAC命名法)に準拠して記入すること。 

 3 「新規化学物質の物理化学的性状」の欄中「その他」の欄は、新規化学物質が昇華性、

潮解性、揮発性等特徴的な性状を有するときは、その旨を記入すること。 

 4 「確認を受けようとする期間」の欄は、労働安全衛生規則第34条の10の規定に基づく

申請の場合に記入するものとし、他の規定に基づく申請の場合には記入を要しないもの

であること。 

   なお、1年間の製造量又は輸入量について確認を受けようとする場合には「1年目」

の欄に、連続する2年間の製造量又は輸入量について確認を受けようとする場合には「1

年目」及び「2年目」の欄に、それぞれ確認を受けようとする期間を記入すること。 

 5 「製造量又は輸入量」の欄は、労働安全衛生規則第34条の5及び第34条の8の規定に基

づく申請の場合には、当該新規化学物質の製造又は輸入開始後3年間における毎年の製

造予定量又は輸入予定量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする場合にあ

つては、これらを合計した量)を記入すること。また、同規則第34条の10の規定に基づ

く申請の場合には、当該確認を受けようとする期間における予定量を記入すること(連

続する2年間の製造量又は輸入量について確認を受けようとする場合にあつては、1年目

及び2年目における予定量をそれぞれ記入すること。)。 

 6 新規化学物質が製造中間体である場合には、「新規化学物質の用途」の欄にその旨を

記入し、かつ、同欄に最終製品の名称及び用途を記入すること。 

 7 労働安全衛生規則第34条の8の規定に基づく申請の場合で、特許出願等の理由により、

新規化学物質の名称の公表について要望があるときは、「参考事項」の欄にその旨を記

入すること。 

   なお、新規化学物質について特許出願がなされている場合で、当該特許出願に係る

拒絶をすべき旨の査定、出願公開又は特許法第66条第3項の規定による特許公報への掲

載がなされたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出ること。 

 8 労働安全衛生規則第34条の10の規定に基づく確認を受けたことがある新規化学物質

について、当該確認の有効期間満了後引き続き当該新規化学物質について同条の規定に

基づく確認を受けるため、同条の規定に基づく申請を行う場合には、「新規化学物質の

構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)」の欄は、当該新規化学物

質の化学式のみを記入すれば足りること。 

   また、この場合、「新規化学物質の物理化学的性状」の欄は、記入を要しないものと

し、「参考事項」の欄に、同条の規定に基づく前回の確認を受けたときに通知された確

認通知書の番号を記入すること。 
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 9 一の事業場に関し二以上の新規化学物質について申請を行うときには、一の新規化学

物質についてのみこの様式に記入することとし、他の新規化学物質については、別紙に

「新規化学物質を製造し、又は取り扱う労働者数」、「新規化学物質の名称」、「新規化学

物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)」、「新規化学物質の

物理化学的性状」、「確認を受けようとする期間」、「製造量又は輸入量」、「新規化学物質

の用途」、「新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造

される国名又は地域名」及び「参考事項」を記載して添付すれば足りること。 

   なお、8の場合であつて、一の事業場に関し二以上の新規化学物質について申請を行

うときには、別紙に記載すべき項目のうち、「新規化学物質の物理化学的性状」は記載

を要しないこと。 

 10 新規化学物質省令第4条の規定に基づき、新規化学物質省令様式第9の申出書を提出

した場合であつて、当該申出書の写しを添付したときには、「所在地」、「新規化学物質

の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)」、「新規化学物質の物理

化学的性状」、「新規化学物質の用途」及び「新規化学物質を輸入しようとする場合にあ

つては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名」の欄の記入を要しないこと。 

   ただし、輸入の場合については、「所在地」の欄の記入を要すること。 

 11 10の方法による申請を行う場合であつて、一の事業場に関し二以上の新規化学物質

について申請を行うときには、一の新規化学物質についてのみこの様式に記入すること

とし、他の新規化学物質については、別紙に「新規化学物質を製造し、又は取り扱う労

働者数」、「新規化学物質の名称」、「確認を受けようとする期間」、「製造量又は輸入量」

及び「参考事項」を記載して添付すれば足りること。 
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様
式
第
４
号
の
５
（
第
４
０
条
の
３
関
係
）

様式第4号の5(第40条の3関係) 

安 全 衛 生 教 育 実 施 結 果 報 告   年  月  日から  年  月  日まで 

事業場の名称   事業場の所在地 (電話       ) 

教 育 の 種 類 

イ 雇入れ時の

教育 

ロ 作業内容変

更時の教育 

性 別 

労働者数 
男 女 計 

教育を省略した理

由 

全 労 働 者 数       

  

ハ 特別の教育 ニ 職長等の教

育 
教育の対象となる労働者

数 
      

教育実施月日 

   年   月   日～   年   月   日 教育を省略できる労働者

数 
      

   年   月   日～   年   月   日 

   年   月   日～   年   月   日 
教育を実施した労働者数       

   年   月   日～   年   月   日 

教 育 内 容 等 教 育 実 施 担 当 者 

科目又は事項 教 育 方 法 教 育 内 容 の 概 要 教 育 時 間 使用教材等 氏 名 職 名 資 格 

                

事業者職氏名                   

    年  月  日 

 労働基準監督署長殿 

備考 

 1 この報告は、教育の種類ごとに作成すること。 

 2 「教育の種類」の欄は、該当事項を○で囲むこと。 

 3 「教育内容等」及び「教育実施担当者」の欄は、報告に係る期間中に実施された教育の全ての科目又は事項について記入すること。 

 4 「教育方法」の欄は、学科教育、実技教育、討議等と記入すること。 

 5 労働安全衛生規則第40条の3第1項の規定により作成した安全衛生教育の計画を添付すること。 
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様
式
第
５
号
（
第
５
１
条
関
係
）
（
１
）

様式第5号(第51条関係)(1) 

健 康 診 断 個 人 票 (雇 入 時) 

氏 名   生 年 月 日 年  月  日 健診年月日 年  月  日 

性 別 男 ・ 女 年 齢 歳 

業 務 歴   血 圧         (mmHg)   

貧 血 検 査 血 色 素 量   (g／ d l)   

既 往 歴   赤 血 球 数   (万／mm3)   

肝 機 能

検 査 
G O T   (I U ／ l)   

G P T   (I U ／ l)   

自 覚 症 状   γ ― G T P   (I U／ l)   

血 中 脂 質

検 査 
LDLコレステロール (mg／ dl)   

HDLコレステロール (mg／ dl)   

他 覚 症 状   トリグリセライド (mg／ dl)   

血 糖 検 査  (mg／ dl)   

尿 検 査 糖 －＋  

蛋 白 －＋  身 長  (cm)   

体 重  (kg)   心 電 図 検 査   

B M I   

腹 囲  (cm)   そ の 他 の 法 定 検 査   

視 力 右 (       ) 

左 (       ) そ の 他 の 検 査   

聴 力 右 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

医 師 の 診 断   

左 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

健康診断を実施した医師の氏名   

医 師 の 意 見   

胸部エックス線検査 

 

 

 

 

 

フ ィ ル ム 番 号 

直 接       間 接 

撮 影   年  月  日 

 

 

 

 

 No． 

意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名   

歯 科 医 師 に よ る 健 康 診 断   

歯科医師による健康診断を実施した

歯 科 医 師 の 氏 名 

  

備 考   歯 科 医 師 の 意 見   

意 見 を 述 べ た 歯 科 医 師 の 氏 名   

備 考 

 1 労働安全衛生規則第43条、第47条若しくは第48条の雇入時の健康診断又は労働安全衛生法第66条第4項の健康診断を行つた

ときに用いること。 

 2 BMIは、次の算式により算出すること。 

   BMI＝
2

長(m)　身

重(kg)　体
 

 3 「視力」の欄は、矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入すること。 

 4 「その他の法定検査」の欄は、労働安全衛生規則第47条の健康診断及び労働安全衛生法第66条第4項の健康診断のうち、そ

れぞれの該当欄以外の項目についての結果を記入すること。 

 5 「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。 

 6 「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意見を記

入すること。 

 7 「歯科医師による健康診断」の欄は、労働安全衛生規則第48条の健康診断を実施した場合に記入すること。 

 8 「歯科医師の意見」の欄は、歯科医師による健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置につ

いて歯科医師の意見を記入すること。 

たん 
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様式第5号(第51条関係) (2) (表面) 

健 康 診 断 個 人 票 

氏 名   生 年 月 日 年  月  日 雇 入 年 月 日 年  月  日 

性 別 男 ・ 女   

健 診 年 月 日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 

年 齢 歳 歳 歳 歳 歳 

他 の 法 定 特 殊 健 康 診 断 の 名 称           

業 務 歴           

既 往 歴           

自 覚 症 状           

他 覚 症 状           

身 長     (cm)           

体 重     (kg)           

B M I           

腹 囲     (cm)           

視 力 右 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

左 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

聴 力  右     1000Hz 

       4000Hz 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

 左     1000Hz 

       4000Hz 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

検 査 方 法 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 

胸 部 エ ッ ク ス 線 検 査 

 

 

 

フ ィ ル ム 番 号 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

喀 痰 検 査 
          

血 圧     (mmHg)           

貧 血

検 査 
血 色 素 量  (g／ d l)           

赤 血 球 数  (万／mm3)           

肝機能

検 査 
G O T    (I U ／ l)           

G P T    (I U ／ l)           

γ ― G T P    (I U／ l)           

血中脂

質検査 
LDLコレステロール(mg／ dl)           

HDLコレステロール(mg／ dl)           

トリグリセライド(mg／ dl)           

血 糖 検 査  (mg／ dl)           

尿検査 糖 －＋  －＋  －＋  －＋  －＋  

蛋 白 －＋  －＋  －＋  －＋  －＋  

心 電 図 検 査           

かく たん 

たん 
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様式第5号(第51条関係) (2) (裏面) 

健 診 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

そ の 他 の 法 定 検 査           

そ の 他 の 検 査           

医 師 の 診 断           

健康診断を実施した医師の氏名           

医 師 の 意 見           

意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名           

歯 科 医 師 に よ る 健 康 診 断           

歯科医師による健康診断を実施した

歯 科 医 師 の 氏 名 

          

歯 科 医 師 の 意 見           

意 見 を 述 べ た 歯 科 医 師 の 氏 名           

備 考           

備考 

 1 労働安全衛生規則第44条、第45条、第47条若しくは第48条の健康診断、労働安全衛生法第66条第4項の健康診断(雇入時の

健康診断を除く。)又は同法第66条の2の健康診断を行つたときに用いること。 

 2 「他の法定特殊健康診断の名称」の欄には、当該労働者が特定の業務に就いていることにより行うことになつている法定

の健康診断がある場合に、次の番号を記入すること。 

   (1．有機溶剤  2．鉛  3．四アルキル鉛  4．特定化学物質  5．高気圧作業  6．電離放射線  7．石綿  

8．じん肺) 

 3 BMIは、次の算式により算出すること。 

   BMI＝
2

身長(m)

体重(kg)
 

 4 「視力」の欄は、矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入すること。 

 5 「聴力」の欄の検査方法については、オージオメーターによる場合は1に、オージオメーター以外による場合は2に丸印を

つけること。なお、労働安全衛生規則第44条第4項の規定により医師が適当と認める方法により行つた聴力の検査については、

1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの区分をせずに所見の有無を1,000ヘルツの所に記入すること。 

 6 「その他の法定検査」の欄は、労働安全衛生規則第47条の健康診断及び労働安全衛生法第66条第4項の規定により都道府県

労働局長の指示を受けて行つた健康診断のうち、それぞれの該当欄以外の項目についての結果を記入すること。 

 7 「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。 

 8 「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意見を記

入すること。 

 9 「歯科医師による健康診断」の欄は、労働安全衛生規則第48条の健康診断を実施した場合に記入すること。 

 10 「歯科医師の意見」の欄は、歯科医師による健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置につ

いて歯科医師の意見を記入すること。
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様式第5号(第51条関係) (3) 

海 外 派 遣 労 働 者 健 康 診 断 個 人 票 (派 遣 前・帰 国 後) 

氏 名   生年月日 年  月  日 健診年月日 年  月  日 

性 別 男 ・ 女 年 齢 歳 

業 務 歴   血 圧         (mmHg)   

貧 血 検 査 血 色 素 量   (g／ d l)   

既 往 歴   赤 血 球 数   (万／mm3)   

肝 機 能

検 査 
G O T   (I U ／ l)   

G P T   (I U ／ l)   

自 覚 症 状   γ ― G T P   (I U／ l)   

血 中 脂 質

検 査 
LDLコレステロール (mg／ dl)   

HDLコレステロール (mg／ dl)   

他 覚 症 状   トリグリセライド (mg／ dl)   

血 糖 検 査  (mg／ dl)   

尿 検 査 糖 －＋  

蛋 白 －＋  身 長  (cm)   

体 重  (kg)   心 電 図 検 査   

B M I   

腹 囲  (cm)   医師が必要であると認める項目 

視 力 右 (       )       

左 (       )     

聴 力 
右 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

    

    

左 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

    

    

胸 部 エ ッ ク ス線

検 査 

 

 

 

 

 

 

フ ィ ル ム 番 号 

直 接       間 接 

撮 影   年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 No． 

    

そ の 他 の 検 査   

医 師 の 診 断   

健康診断を実施した医師の氏名   

医 師 の 意 見   

喀 痰 検 査 
  意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名   

備 考   

備考 

 1 労働安全衛生規則第45条の2の健康診断を行つたときに用いること。 

 2 表題中「派遣前」又は「帰国後」のうち、該当するものに丸印をつけること。 

 3 BMIは、次の算式により算出すること。 

   BMI＝
2

長(m)　身

重(kg)　体
 

 4 「視力」の欄は、矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入すること。 

 5 「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。 

 6 「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意

見を記入すること。 

たん 

かく たん 
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様
式
第
６
号
（
第
５
２
条
関
係
）
（
表
面
）

 

223
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様
式
第
６
号
の
２
（
第
５
２
条
関
係
）
（
表
面
）

 

225



 

226



様
式
第
６
号
の
３
（
第
５
２
条
の
２
１
関
係
）
（
表
面
）

様式第6号の3(第52条の21関係)(表面) 

 

 

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書 

  

 

労働

保険

番号  

  

対象年 

7：平成 

9：令和 

→ 
 

年分 検査実施年月 

7：平成 

9：令和 

   → 
 

事業の

種 類 

  
事業場の名称 

  

事業場の

所在地 

郵便番号(       ) 

電話    (   )           

 

                                                          

  折
り
曲
げ
る
場
合
は
、

の
所
を
谷
に
折
り
曲
げ
る
こ
と 

  

  在籍労働者数 

 

検査を実施した者 
 

1：事業場選任の産業医 

2：事業場所属の医師(1以外の医師に限る。)、

保健師、歯科医師、看護師、精神保健福

祉士又は公認心理師 

3：外部委託先の医師、保健師、歯科医師、看

護師、精神保健福祉士又は公認心理師 

検査を受けた

労働者数 
 

  面接指導

を実施した医師  

1：事業場選任の産業医 

2：事業場所属の医師 (1以外の医師に限

る。) 

3：外部委託先の医師 

 面接指導を

受けた労働者数 
 

集団ごとの分析の

実施の有無  

1：検査結果の集団ごとの分析を行った 

2：検査結果の集団ごとの分析を行っていない 

 

                                                          

 

  
産

業

医 

氏 名 

  

  

所属機関の名称

及 び 所 在 地 

 

          年   月   日 

                   事業者職氏名                   受 付 印 

          労働基準監督署長殿 
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様式第6号の3(第52条の21関係)(裏面) 

 備考 

  1 □□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学的文字・

イメージ読取装置(OCIR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、穴をあけ

たり、必要以上に折り曲げたりしないこと。 

  2 記入すべき事項のない欄及び記入枠は、空欄のままとすること。 

  3 記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめ

のアラビア数字で明瞭に記入すること。 

  4 「対象年」の欄は、報告対象とした心理的な負担の程度を把握するための検査(以下

「検査」という。)の実施年を記入すること。 

  5 1年を通し順次検査を実施した場合、その期間内の検査の実施状況をまとめて報告す

ること。この場合、「検査実施年月」の欄には、報告日に最も近い検査実施年月を記

入すること。 

  6 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類によって記入すること。 

  7 「在籍労働者数」の欄は、検査実施年月の末日現在の常時使用する労働者数を記入

すること。 

  8 「検査を実施した者」の欄は、労働安全衛生法第66条の10第1項の規定により検査を

実施した医師等について該当する番号を記入すること。検査を実施した者が2名以上あ

るときは、代表者について記入すること。選択肢2の「事業場所属の医師(1以外の医師

に限る。)」には、同じ企業内の他の事業場所属の医師が含まれること。選択肢3の「外

部委託先」には、健康診断機関や外部専門機関が含まれること。 

  9 「検査を受けた労働者数」の欄は、報告対象期間内に検査を受けた労働者の実人数

を記入することとし、複数回検査を受けた労働者がいる場合は、1名として数えて、記

入すること。 

  10 「面接指導を実施した医師」の欄は、労働安全衛生法第66条の10第3項の規定によ

り面接指導を実施した医師について、該当する番号を記入すること。 

  11 「面接指導を受けた労働者数」の欄は、労働安全衛生規則第52条の15の規定により

医師等が面接指導を受けることが必要と認めたもののうち、申出をして実際に医師に

よる面接指導を受けた者の数を記入すること。 

  12 「集団ごとの分析の実施の有無」の欄は、労働安全衛生規則第52条の14の規定に基

づき検査結果の集団ごとの分析の実施の有無について、該当する番号を記入すること。 
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様
式
第
７
号
（
第
５
３
条
関
係
）

 

229



様
式
第
８
号
（
第
５
４
条
関
係
）
（
１
）

様式第8号(第54条関係)(1) 

             (表紙) 

番号     号 

健 康 管 理 手 帳 

(ベンジジン等) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 
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             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 

氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長印 
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           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第1号、第2
号及び第12号の業務に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

取扱物質名及び
従 事 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

232



(4 頁) 

離職前の尿路系疾病の既往歴及び治療歴 

    既往歴及び治療歴   

年   月   

年   月   

年   月   

年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

 

 

年   月   日  

  

自覚症状及び他覚症状 

なし、頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症

状、眼の刺激症状、皮膚粘膜刺激症状、顔面蒼白、

チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排

尿痛、その他(           ) 

  

皮 膚 炎 等 の 皮 膚 所 見 の

有 無 の 検 査 
  

尿 中 の 潜 血 検 査   

尿 沈 渣 検 鏡 の 検 査   

尿 沈 渣 の パ パ ニ コ ラ

法 に よ る 細 胞 診 の 検 査 
  

膀 胱 鏡 検 査   

腹 部 の 超 音 波 に よ る

検 査 、 尿 路 造 影 検 査

等 の 画 像 検 査 

  

赤 血 球 数 、 網 状 赤 血

球 数 、 メ ト ヘ モ グ ロ

ビ ン の 量 等 の 赤 血 球

系 の 血 液 検 査  

  

  

ぼう こう 

さ 

 

そう 

さ 
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(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項目 年   月   日 年   月   日 

  

既 往 歴 
なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他(    ) 

なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他(    ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他(    ) 

なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他(    ) 

尿 中 の 潜 血 検 査     

尿 沈 渣 検 鏡 の 検 査     

尿沈渣のパパニコラ法
による細胞診の検 査 

    

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 

年月日 

項目 
年   月   日 年   月   日 

膀 胱 鏡 検 査 
    

腹部の超音波による検

査、尿路造影検査等の

画像検査 

    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名     

  

 

 

さ 

 

ぼう 

 

こう 

 

さ 
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            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 
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様式第8号(第54条関係)(2) 

            (表紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(じん肺) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

236



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長印 
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           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第3号の
業務に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従事した粉じんに
係 る 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

238



(4 頁) 

じん肺の経過 

  
初めてのじん肺管理区分 2の決定 年 備考 

  
初めてのじん肺管理区分 3の決定 年 

既往歴 

  

肺 結 核 歳 心 臓 疾 患   

  

胸 膜 炎 歳          歳 

気 管 支 炎 歳 その他の胸部疾患   

気 管 支 拡 張 症 歳          歳 

気 管 支 喘 息 歳          歳 

肺 気 腫 歳          歳 

この手帳交付の直前のじん肺健康診断の結果       年   月   日 

  
喫 煙 歴 

 なし、 やめた、 吸っている 

(   )本／日×(   )年 (   ～   )歳 

  

エックス線写真による検査 第 1型、第 2型、第 3型、第 4型(A、B、C) 

胸部に関する

臨床検査 

自 覚 症 状 呼吸困難(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)、せき、たん、心悸亢進、 
その他(                    ) 

他 覚 所 見 
チアノーゼ、ばち状指、副雑音、 

その他(                    ) 

肺 機 能 検査 

第一次検査 
1秒率(      ％)、％1秒量(      ％)、 ％

肺活量(      ％) 

第二次検査 
酸 素 分 圧(          Torr)、

肺胞気動脈血酸素分圧較差(          Torr) 

判 定  F (－  ＋  ) 

かかっている合併症の名称   

  
 

ぜん 

しゆ 

きこう 

239



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

年 月 日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

喫 煙 歴 なし、やめた、吸っている なし、やめた、吸っている 

エックス線写真による検査 
第 1型、第 2型、第 3型、第

4型(A、B、C) 

第 1型、第 2型、第 3型、第

4型(A、B、C) 

胸部に関する

臨床検査 

自 覚 症 状 

呼吸困難(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、

Ⅴ)、せき、たん、心悸亢進、 

その他(       ) 

呼吸困難(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、

Ⅴ)、せき、たん、心悸亢進、 

その他(       ) 

他 覚 所 見 
チアノーゼ、ばち状指、副雑

音、その他(      ) 

チアノーゼ、ばち状指、副雑

音、その他(      ) 

肺 機 能検 査 

第一次検査 

1秒率(       ％)、

％1秒量(      ％)、

％肺活量(     ％) 

1秒率(       ％)、

％1秒量(      ％)、

％肺活量(     ％) 

第二次検査 

酸 素 分 圧

(        Torr)、肺

胞気動脈血酸素分圧較差( 

       Torr) 

酸 素 分 圧

(        Torr)、肺

胞気動脈血酸素分圧較差( 

       Torr) 

判 定 F(－  ＋  ) F(－  ＋  ) 

ら せ ん C T     

喀 痰 細 胞 診     

かかっている合併症の名称     

医療機関の名称及び医師氏

名 
    

  

きこう きこう 

かく  たん 
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            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て、

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 
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様式第8号(第54条関係)(3) 

           (表 紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(クロム酸等) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

242



            (1 頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長    印 
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           (2頁及び3頁) 

  職 歴(労働安全衛生法施行令第23条第4号の業務に
係るものに限る。) 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

244



            (4 頁) 

離職前のクロム酸等に係る疾病の既往歴及び治療歴 

  

  既 往 歴 及 び 治 療 歴 

  

   年  月   

   年  月   

   年  月   

   年  月   

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及
び他覚症状 

なし、たん、せき、
胸痛、その他( 
    ) 

そ

の

他

の

検

査

等 

    

鼻腔の所見 
なし、鼻粘膜の異

常、鼻中隔穿孔 

皮膚の所見   

胸部エツク

ス線検査 

直接  間接 

  年 月 日 

 
  

 

せん くう 

245



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 

なし、たん、せき、胸痛、

鼻腔(  )、皮膚(  )、

その他(     ) 

なし、たん、せき、胸痛、

鼻腔(  )、皮膚(  )、

その他(     ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、たん、せき、胸痛、

その他(     ) 

なし、たん、せき、胸痛、

その他(     ) 

鼻 腔 の 所 見 
なし、鼻粘膜の異常、 鼻

中隔穿孔 

なし、鼻粘膜の異常、 鼻

中隔穿孔 

皮 膚 の 所 見 
    

胸部のエックス線直接

撮影による検査 
  

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

追

加

健

康

診

断 

年月日 
項 目 年  月  日 年  月  日 

特殊な撮影法によるエ

ックス線写真の所見 

    

喀 痰 の 細 胞 診 
    

気 管 支 鏡 検 査 
    

皮膚の病理学的検査 
    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

  

 

かく たん 

くう 

せん せん 

くう くう 

246



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 
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様式第8号(第54条関係)(4) 

           (表 紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(砒素) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

ひ 

248



            (1 頁) 

  

  

(ふりがな) 

氏 名 

  
性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

       年  月  日 

労働局長        印 
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           (2頁及び3頁) 

  職 歴(労働安全衛生法施行令第23条第5号の業務に
係るものに限る。) 

  

従 事 期 間 
事業場の名称
所 在 地 

従事した業務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

250



(4頁) 

離職前の砒素に係る疾病の既往歴及び治療歴 

  

  既 往 歴 及 び 治 療 歴 

  

年  月    

年  月    

年  月    

年  月    

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及び他覚
症状 

なし、口内炎、下痢、便秘、
体重減少、知覚異常、その他
( ) 赤血球系の血液

検査 
  

  

鼻 腔 の 所 見   

皮 膚 の 所 見   砒素化合物量の
測 定 結 果 

  

胸部エックス線検

査 

直接  間接 
年  月  日 

 
その他の検査等   

肝 機 能 検 査   

  

 

ひ 

くう 

ひ 

251



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 

なし、たん、せき、口内炎、
下痢、便秘、体重減少、知覚
異常、皮膚(  )、その他
(  ) 

なし、たん、せき、口内炎、
下痢、便秘、体重減少、知覚
異常、皮膚(  )、その他
(  ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、たん、せき、食欲不振、
体重減少、知覚異常、その他
(     ) 

なし、たん、せき、食欲不振、
体重減少、知覚異常、その他
(     ) 

鼻 腔 の 所 見 
    

皮 膚 の 所 見 
なし、色素異常(沈着、脱色)、

角化、その他(   ) 

なし、色素異常(沈着、脱色)、

角化、その他(   ) 

胸部のエックス線直接撮

影による検査 
  

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

追

加

健

康

診

断 

年月日 
項 目 

年  月  日 年  月  日 

肝 機 能 検 査     

赤血球系の血液検 査     

砒素化合物量の測定結果     

特殊な撮影法によるエッ

クス線写真の所見 

    

喀 痰 の 細 胞 診 
    

気 管 支 鏡 検 査     

皮膚の病理学的検 査     

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

  
 

かく たん 

くう 

ひ 

 

252



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 
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様式第8号(第54条関係)(5) 

           (表 紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(コールタール) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

254



            (1 頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  
性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長        印 

 

255



           (2頁及び3頁) 

  職 歴(労働安全衛生法施行令第23条第6号の業務に
係るものに限る。) 

  

従 事 期 間 
事業場の名称
所 在 地 

従事した業務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

256



            (4 頁) 

離職前のコールタールに係る疾病の既往歴及び治療歴 

  

  既 往 歴 及 び 治 療 歴 

  

  年  月   

  年  月   

  年  月   

  年  月   

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及び他覚症状 
なし、せき、たん、食欲不振、
その他(  ) 

  

皮 膚 の 所 見 

なし、皮膚炎、にきび様変化、

黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑、

その他(  ) 

胸部エツクス線検査  

直 接  間 接 

 年 月 日 

特殊な撮影法によるエ
ツクス線写真の所見 

  

喀 痰 の 細 胞 診   

気 管 支 鏡 検 査   
そ の 他 の 検 査 等   

  

 

かいよう はん 

かく たん 

257



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 

なし、たん、せき、胸痛、

食欲不振、皮膚(   )、

その他(     ) 

なし、たん、せき、胸痛、

食欲不振、皮膚(   )、

その他(     ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、たん、せき、胸痛、
その他(     ) 

なし、たん、せき、胸痛、
その他(     ) 

皮 膚 の 所 見 

なし、皮膚炎、にきび様変

化、黒皮症、いぼ、ガス斑、

その他(     ) 

なし、皮膚炎、にきび様変

化、黒皮症、いぼ、ガス斑、

その他(     ) 

胸部のエックス線直接

撮影による検査 
  

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

追

加

健

康

診

断 

年月日 
項 目 

年  月  日 年  月  日 

特殊な撮影法によるエ

ックス線写真の所見 

    

喀 痰 の 細 胞 診 
    

気 管 支 鏡 検 査     

皮膚の病理学的検査     

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

  

 

かく たん 

はん はん 

258



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 
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様式第8号(第54条関係)(6) 

            (表紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(ビス(クロロメチル)エーテル) 

氏 名              

厚 生 労 働 省 

 

260



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長 印 

 

261



           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第7
号の業務に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

262



             (4頁) 

離職前のビス(クロロメチル)エーテルに係る疾病の既往歴及
び治療歴 

  

  既 往 歴 及 び 治 療 歴 

  

   年   月   

   年   月   

   年   月   

   年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及び他
覚症状 

なし、せき、たん、胸痛、体重減少、

その他(  ) 

  胸部エツクス線
検査 

直 接     間 接 

年   月   日 

 

その他の検査等   

  

 

263



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 
なし、せき、たん、胸痛、
体重減少、その他(   ) 

なし、せき、たん、胸痛、
体重減少、その他(   ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、せき、たん、胸痛、
体重減少、その他(   ) 

なし、せき、たん、胸痛、
体重減少、その他(   ) 

胸部のエックス線直接

撮影による検査 
  

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

追

加

健

康

診

断 

年月日 
項 目 

年  月  日 年  月  日 

特殊な撮影法によるエ

ックス線写真の所見 

    

喀 痰 の 細 胞 診 
    

気 管 支 鏡 検 査 
    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

  

 

かく たん 

264



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

 

3 この手帳は、他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 
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様式第8号(第54条関係)(7) 

             (表紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(ベリリウム) 

氏 名              

厚 生 労 働 省 

 

266



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長 印 

 

267



           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第8
号の業務に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

268



             (4頁) 

離職前のベリリウムに係る疾病の既往歴及び治療歴 

  

  既 往 歴 及 び 治 療 歴 

  

   年   月   

   年   月   

   年   月   

   年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及
び他覚症状 

なし、乾性せき、たん、咽頭

痛、のどのいらいら、胸痛、

胸部不安感、息切れ、動悸、

息苦しさ、倦怠感、食欲不振、

体重減少、その他(   ) 

呼吸
器系
検査 

  

  
皮膚の所見   

肺 活 量   

その
他の
検査
等 

  胸部エツク
ス線検査 

直 接    間 接 
年  月  日 

 

  

 

いん 

き けん 

269



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 
呼吸器症状、アレルギー症

状 

呼吸器症状、アレルギー症

状 

自覚症状及び他覚症状 

なし、乾性せき、たん、咽

頭痛、のどのいらいら、胸

痛、胸部不安感、息切れ、

動悸、息苦しさ、倦怠感、

食欲不振、体重減少、その

他(   ) 

なし、乾性せき、たん、咽

頭痛、のどのいらいら、胸

痛、胸部不安感、息切れ、

動悸、息苦しさ、倦怠感、

食欲不振、体重減少、その

他(   ) 

皮 膚 の 所 見     

肺 活 量     

胸部のエックス線直接

撮影による検査 
  

判 定 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 

年月日 
項目 

年  月  日 年  月  日 

胸 部 理 学 的 検 査     

肺 換 気 機 能 検 査     

肺 拡 散 機 能 検 査     

心 電 図 検 査     

尿中又は血液中のベリ
リウムの量の測定 

    

皮 膚 貼 布 試 験     

ヘ マ ト ク リ ッ ト
値 の 測 定 

    

判 定 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

  

 

いん 

けん き き けん 

いん 

てん 
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            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は、他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 
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様式第8号(第54条関係)(8) 

            (表紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(ベンゾトリクロリド) 

氏 名           

厚 生 労 働 省 

 

272



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

     年  月  日 

労働局長 印 

 

273



           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第9
号の業務に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

274



              (4頁) 

離職前のベンゾトリクロリドに係る疾病の既往歴及び治療歴 

  

  既往歴及び治療歴 

  
   年   月   

   年   月   

   年   月   

   年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及び他
覚症状 

なし、せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出

血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、

皮膚(  )、その他(  ) 

  

皮 膚 の 所 見 
なし、ゆうぜい、色素沈着、その他( 

 ) 

胸部エツクス線
検査 

直 接    間 接 

 

特殊な撮影法に
よるエツクス線
写真の所見 

  

喀痰の細胞診   

気管支鏡検査   
その他の検査等   

  

 

かくたん 

くう きゆう 

275



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

    

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 

なし、せき、たん、胸痛、

鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、

副鼻腔炎、鼻ポリープ、皮

膚(  )その他(  ) 

なし、せき、たん、胸痛、

鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、

副鼻腔炎、鼻ポリープ、皮

膚(  )その他(  ) 

自覚症状及び他覚症状 

なし、せき、たん、胸痛、

鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、

副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸

部等のリンパ腺の肥大、そ

の他(  ) 

なし、せき、たん、胸痛、

鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、

副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸

部等のリンパ腺の肥大、そ

の他(  ) 

皮 膚 の 所 見 
なし、ゆうぜい、色素沈着、

その他(     ) 

なし、ゆうぜい、色素沈着、

その他(     ) 

胸部のエックス線直接

撮影による検査   

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 

年月日 
項目 

年  月  日 年  月  日 

特殊な撮影法によるエ
ックス線写真の所見 

    

喀 痰 の 細 胞 診     

気 管 支 鏡 検 査     

頭部のエックス線撮影

等による検査 

    

血液検査(血液像を含

む。) 

    

リンパ腺の病理組織学
的検査 

    

皮膚の病理組織学的検

査 

    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

   

かく たん 

くう 

 

きゆう 

 

きゆう 

 

きゆう 

 

きゆう 

 

くう 

 

くう 

 

くう 

 

けい 

 

けい 
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            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は、他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 
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様式第8号(第54条関係)(9) 

            (表紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(塩化ビニル) 

氏 名           

厚 生 労 働 省 

 

278



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長 印 

 

279



            (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第10
号の業務に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

280



             (4頁) 

離職前の塩化ビニルに係る疾病の既往歴及び治療歴 

  

  既往歴及び治療歴 

  
   年   月   
   年   月   
   年   月   
   年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及び
他 覚 症 状 

なし、頭痛、めまい、耳

鳴り、全身倦怠感、易疲

労感、不定の上腹部症

状、黄疸、黒色便、手指

の疼痛、その他( ) 

I C G   

  

L D H   

肝又は脾の腫大   
血 清
脂 質 

  

肝 機 能 検 査 

血清ビリルビン 
G O T 
G P T 
A L ― P 

その他
の検査
等 

  
胸部エツクス
線 検 査 

直 接  間 接 
  年  月  日 

 
血 小 板 数   
γ ― G T P   
Z T T   

  
 

とう 

だん 

けん 

ひ しゆ 

281



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

    

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 

なし、全身倦怠感、易疲労

感、食欲不振、不定の上腹

部症状、黄疸、黒色便、手

指の蒼白、肝疾患、疼痛、

その他(    ) 

なし、全身倦怠感、易疲労

感、食欲不振、不定の上腹

部症状、黄疸、黒色便、手

指の蒼白、肝疾患、疼痛、

その他(    ) 

自覚症状及び他覚症状 

なし、頭痛、めまい、耳鳴

り、全身倦怠感、易疲労感、

不定の上腹部症状、黄疸、

黒色便、手指の疼痛、その

他(    ) 

なし、頭痛、めまい、耳鳴

り、全身倦怠感、易疲労感、

不定の上腹部症状、黄疸、

黒色便、手指の疼痛、その

他(    ) 

肝 又 は 脾 の 腫 大     

肝 機 能 検 査 

血清ビリルビン 
G O T 
G P T 
A L ― P 

血清ビリルビン 
G O T 
G P T 
A L ― P 

胸部のエックス線直接

撮影による検査   

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 
年月日 

項目 
年  月  日 年  月  日 

血 小 板 数     

γ ― G T P     

Z T T     

I C G     

L D H     

血 清 脂 質     

特殊な撮影法によるエ

ックス線写真の所見 

    

肝又は脾のシンチグラ
ムによる検査 

    

中枢神経系の神経医学

的検査 

    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名     

   

そう 

 

ひ 

そう 

 

だん 

 

けん 

 

とう 

 

とう 

 

だん 

 

だん 

 

だん 

 とう 

 

けん 

 

けん 

 

とう 

 

けん 

 

ひ しゆ 

282



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は、他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

283



様式第8号(第54条関係)(10) 

             (表紙) 

番号     号 

健 康 管 理 手 帳 

(石 綿) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

284



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 

氏 名 

  
性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

     年  月  日 

労働局長 印 

 

285



           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第11号の業務
に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

286



(4 頁) 

離職前の石綿に係る疾病の既往歴及び治療歴 

    既 往 歴 及 び 治 療 歴   

年   月   

年   月   

年   月   

年   月   

離 職 前 直 近 の 健 康 診 断 の 結 果 

年   月   日  

  

喫 煙 歴 
 なし、 やめた、 吸っている 

(   )本／日×(   )年 (   ～   )歳 

  

自 覚 症 状 及 び 他 覚 症 状 
な し 、 せ き 、 た ん 、 息 切 れ 、 胸 痛、

そ の 他 (                 ) 

胸 部 の エ ッ ク ス 線

直 接 撮 影 に よ る 検 査 

年  月  日 

   

特 殊 な エ ッ ク ス 線

撮 影 に よ る 検 査 

  

喀 痰 の 細 胞 診 

  

気 管 支 鏡 検 査 
  

交 付 要 件 

□1 石綿等を製造し、又は取り扱う業務に従事した

者 

 □イ 胸部の所見 

 □ロ 石綿作業従事歴(  )年(  )月 

    従事した主な作業(         ) 

 

□2 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じん

を発散する場所における業務に従事した者(1 に

該当する者を除く。) 

  

 

かく たん 

287



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年   月   日 年   月   日 

  

喫 煙 歴 なし、やめた、吸っている なし、やめた、吸っている 

既 往 歴 

なし、せき、たん、息切れ、

胸痛、 

その他(        ) 

なし、せき、たん、息切れ、

胸痛、 

その他(        ) 

自覚症状及び他覚症状 

なし、せき、たん、息切れ、

胸痛、 

その他(        ) 

なし、せき、たん、息切れ、

胸痛、 

その他(        ) 

胸部のエックス線直

接撮影による検査 
  

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

追

加

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年   月   日 年   月   日 

特殊なエックス線撮

影による検査 

    

喀 痰 の 細 胞 診 
    

気 管 支 鏡 検 査 
    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

  

 

かく たん 

288



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て、

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

289



様式第8号(第54条関係)(11) 

             (表紙) 

番号     号 

健 康 管 理 手 帳 

(1・2―ジクロロプロパン) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

290



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

     年  月  日 

労働局長印   

 

291



           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第13号の業務
に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

292



(4頁) 

離職前の 1・2―ジクロロプロパンに係る疾病の既往歴及び治療歴 

    既 往 歴 及 び 治 療 歴   

年   月   

年   月   

年   月   

年   月   

離 職 前 直 近 の 健 康 診 断 の 結 果 

年   月   日  

  

自 覚 症 状 及 び

他 覚 所 見 

なし、眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症

状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部

痛、その他(                 ) 

  

血 清 総 ビ リ ル ビ ン   

G O T   

G P T   

γ ― G T P   

A L ― P   

腹部の超音波による検査等の

画 像 検 査 

  

CA19―9 等の血液中の腫瘍

マ ー カ ー の 検 査 

  

赤 血 球 系 の 血 液 検 査 
  

血 清 間 接 ビ リ ル ビ ン   

  

 

くう 

おう だん 

しゅよう 

293



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項目 
年   月   日 

年   月   日   

既 往 歴 
なし、悪心、嘔吐、黄疸、

体重減少、上腹部痛、その

他(    ) 

なし、悪心、嘔吐、黄疸、

体重減少、上腹部痛、その

他(    ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、悪心、嘔吐、黄疸、

体重減少、上腹部痛、その

他(    ) 

なし、悪心、嘔吐、黄疸、

体重減少、上腹部痛、その

他(    ) 

血 清 総 ビ リ ル ビ ン     

G O T     

G P T     

γ ― G T P     

A L ― P     

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 
年月日 

項目 
年   月   日 年   月   日 

腹部の超音波による検

査等の画像検査 

    

CA19―9 等の血液中の

腫瘍マーカーの検査 

    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名     

  

 

おう だん 

おう だん 

おう だん 

おう だん 

しゅよう 

294



           (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

295



様式第8号(第54条関係)(12) 

             (表紙) 

番号     号 

健 康 管 理 手 帳 

(オルト―トルイジン) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

296



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

     年  月  日 

労働局長印 

 

297



           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第14号の業務
に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

298



(4頁) 

離職前のオルト―トルイジンに係る疾病の既往歴及び治療歴 

    既往歴及び治療歴   

年   月   

年   月   

年   月   

年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

年  月  日  

  

自 覚 症 状 及 び

他 覚 症 状 

なし、頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面

蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色、血尿、頻

尿、排尿痛、その他(             ) 

  

尿 中 の 潜 血 検 査   

尿 中 の オ ル ト ― ト ル

イ ジ ン の 量 の 測 定 
  

尿 沈 渣 検 鏡 の 検 査   

尿 沈 渣 の パ パ ニ コ ラ

法 に よ る 細 胞 診 の 検 査 
  

膀 胱 鏡 検 査   

腹 部 の 超 音 波 に よ る

検 査 、 尿 路 造 影 検 査

等 の 画 像 検 査 

  

赤 血 球 数 、 網 状 赤 血

球 数 、 メ ト ヘ モ グ ロ

ビ ン の 量 等 の 赤 血 球

系 の 血 液 検 査 

  

  

 

けん 

そう きこう 

さ 

さ 

こう ぼう 

299



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項目 年   月   日 年   月   日 
  

既 往 歴 
なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   

 ) 

なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   

 ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   

 ) 

なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   

 ) 

尿 中 の 潜 血 検 査     

尿 沈 渣 検 鏡 の 検 査     

尿沈渣のパパニコラ法

による細胞診の検査 
    

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 

年月日 

項目 
年   月   日 年   月   日 

膀 胱 鏡 検 査 
    

腹部の超音波による検

査、尿路造影検査等の

画像検査 

    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名     

  

 

こう 

さ 

さ 

ぼう 

300



           (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

301



様式第8号(第54条関係)(13) 

             (表紙) 

番号     号 

健 康 管 理 手 帳 

(3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフェニルメタン) 

氏 名               

厚 生 労 働 省 

 

302



            (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

     年  月  日 

労働局長印 

 

303



          (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第15号の業務
に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

304



(4頁) 

離職前の 3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフェニルメタンに係る疾病の既往歴

及び治療歴 

    既往歴及び治療歴   

年   月   

年   月   

年   月   

年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

年  月  日  

  

自 覚 症 状 及 び

他 覚 症 状 

なし、上腹部の異

常感、倦怠感、せ

き、たん、胸痛、

血尿、頻尿、排尿

痛、その他(   ) 

膀 胱 鏡 検 査 

   

尿中の潜血検査 

 腹 部 の 超 音 波 に

よ る 検 査 、 尿 路

造 影 検 査 等 の 画

像 検 査 

 

尿中の 3・3’―

ジ ク ロ ロ ― 4・

4’―ジアミノジ

フェニルメタンの

量 の 測 定 

 

胸 部 エ ッ ク ス 線

検査 

 直接 間接 

 年 月 日 

 尿沈渣検鏡の検査 

 

尿沈渣のパパニ

コラ法による細

胞診の検査 

 特 殊 な エ ッ ク ス

線 撮 影 に よ る検

査 

 

肝 機 能 検 査  
喀 痰 の 細 胞 診 

 

腎 機 能 検 査  気 管 支 鏡 検 査  

  

 

さ 

こう ぼう 

さ 

かくたん 

けん 
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(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項目 年   月   日 年   月   日 
  

既 往 歴 
なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   ) 

なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   ) 

なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   ) 

尿 中 の 潜 血 検 査     

尿 沈 渣 検 鏡 の 検 査     

尿沈渣のパパニコラ法

による細胞診の検査 
    

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 

年月日 

項目 
年   月   日 年   月   日 

膀 胱 鏡 検 査 
    

腹部の超音波による検

査、尿路造影検査等の

画像検査 

    

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

療 養 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

療 養 要、不要 

医療機関名及び医師名     

  

 

こう 

さ 

さ 

ぼう 
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          (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 
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様
式
第
９
号
（
第
５
７
条
関
係
）
（
１
）

様式第9号(第57条関係)(1) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (ベンジジン等) 

健康管理手帳番号        号 
尿沈渣検鏡の検査 

氏名及び住所 

生 年 月 日     年   月   日生(満   才)男・女 

尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 
膀胱鏡検査 

腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査 

既往歴      なし 

         血尿、頻尿、排尿痛 

         その他(                 )     年  月  日 

        医療機関名 

        所 在 地 

        医 師 名 

      労働局長 殿 

自覚症状及び他覚症状 

         なし 

         血尿、頻尿、排尿痛 

         その他(                 ) 

尿 中 の 潜 血 検 査 

さ 

さ 

ぼうこう 
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様式第9号(第57条関係)(2) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (じ ん 肺) 

 健 康 管 理 手 帳 番 号          号 じん肺管理区分   肺 機 能 検 査 

  

 氏 名 及 び 住 所 

  生 年 月 日          年  月  日 生(満      歳)  男・女 

1．身 長   m       年齢満   歳 

  2． 1秒量予測値   l   3．肺活量予測値   l 

  

第

一

次

検

査 

検 査 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

  エ ッ ク ス 線 写 真 に よ る 検 査 肺 活 量 l l 

 

1 撮影年月日 

    年 月 日 

2 写真番号 
          

3 撮影条件 

       K V 

        mAs 

  増感紙 
          

4 エックス線写真の像 

 イ 小陰影の区分 

   )
＋

3　
3

3　
2

3　
3

2　
2

2　
1

2　
2

1　
1

1　
0

1　
1

0　
0

0　
－

0(  

努 力 肺 活 量 l l 

1 秒 量 l l 

1 秒 率     ％     ％ 

％ 1 秒 量     ％     ％ 

％ 肺 活 量     ％     ％ 

  

像 区 分 タ イ プ 

  第

二

次

検

査 

検 査 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

粒 状 影 ／ p q r 採 血 の 部 位     

不整形陰影 ／   採血から分析終了までの時間 分 分 

 ロ 大陰影の区分 

   (A B C) 

 ハ 付加記載事項 

   (pl plc co bu ca cv em es px tb) 

酸 素 分 圧 Torr Torr 

炭 酸 ガ ス 分 圧 Torr Torr 

肺胞気動脈血酸素分圧較差    Torr    Torr 

  判 定        F( )   年   月   日 

   合併症に関する検査 

  検 査 年 月 日          年   月   日 

自 覚 症 状   

肺
結
核
以
外
の
合
併
症
に
関
す
る
検
査 

結 核 菌 た ん 
塗抹＋－ 

滲出液 
塗抹＋－ 

培養＋－ 培養＋－ 

  胸 部 に 関 す る 臨 床 検 査 

結

核

精

密

検

査 

結 核 菌 塗 抹 ＋ － 
た ん 

年 月 日 年 月 日 年 月 日 

培 養 ＋ － 量 ml ml 
 検 査 年 月 日            年   月   日 

エックス線

特 殊 撮 影 

撮影法(   ) 

所 見 

性 状     

自

覚

症

状 

呼吸困難 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

他

覚

所

見 

チアノーゼ ＋ － 喀痰細胞診 
年月日(初日) 年  月  日 

所 見   

せ き ＋ － ばち状指 ＋ － 
エックス線

特 殊 撮 影 

年 月 日 年  月  日 

赤 血 球 沈

降 速 度 

1時間値   mm 撮 影 法 らせんCT、その他(   ) 
た ん ＋ － 

副雑音 ＋ －(部位  ) 
2時間値   mm 所 見   

心悸亢進 ＋ － 
ツベルクリ
ン反応 

mm ×  mm そ の 他 の 所 見   
その他   その他   

喫 煙 歴 
なし、やめた、吸っている 

( )本／日×( )年 (  ～  )歳 
  判 定                  年   月   日 

  医師意見                                         年  月  日 

労働局長殿 

医療機関の名

称及び所在地 

医 師 氏 名 

まつ 

まつ 
しん 

まつ 

き こう 

かくたん 
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様式第9号(第57条関係)(3) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (クロム酸等) 

健康管理手帳番号        号 特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 

喀痰の細胞診 
健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 
気管支鏡検査 

既往歴  なし 

     たん、せき、胸痛、鼻腔(    )、皮膚(    )、 

     その他(              ) 
皮膚の病理学的検査 

自覚症状及び他覚症状  なし 

     たん、せき、胸痛、その他(             ) 

   年  月  日 

 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

 

      労働局長 殿 

鼻腔の所見  なし 

     鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔 

皮膚の所見 

 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

 

くう 

くう 

せん 

かくたん 
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様式第9号(第57条関係)(4) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (砒素) 

健康管理手帳番号        号 肝機能検査 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 
赤血球系の血液検査 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 

砒素化合物量の測定結果 

特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

既往歴  なし 

     たん、せき、口内炎、下痢、便秘、体重減少、 

     知覚異常、皮膚(    )、その他(       ) 喀痰の細胞診 

自覚症状及び他覚症状  なし 

    たん、せき、食欲不振、体重減少、知覚異常、 

    その他(           ) 気管支鏡検査 

鼻腔の所見 

 皮膚の病理学的検査 

皮膚の所見 なし 

      色素異常(沈着、脱色)、角化、その他(    )    年  月  日 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

      労働局長 殿 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

 

ひ 

かくたん 

くう 

ひ 
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様式第9号(第57条関係)(5) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (コールタール) 

健康管理手帳番号        号 特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 

喀痰の細胞診 

気管支鏡検査 

既往歴 なし 

    たん、せき、胸痛、食欲不振、皮膚(    )、 

    その他(       ) 皮膚の病理学的検査 

自覚症状及び他覚症状  なし 

    たん、せき、胸痛、その他(       ) 
   年  月  日 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

      労働局長 殿 

皮膚の所見  なし 

    皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、ガス斑、 

    その他(       ) 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

    

はん 

かくたん 
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様式第9号(第57条関係)(6) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (ビス(クロロメチル)エーテル) 

健康管理手帳番号        号 特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 

喀痰の細胞診 

既往歴  なし 

     せき、たん、胸痛、体重減少 

     その他(              ) 

気管支鏡検査 

自覚症状及び他覚症状  なし 

     せき、たん、胸痛、体重減少 

     その他(            )    年  月  日 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

      労働局長 殿 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

 

かくたん 
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様式第9号(第57条関係)(7) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (ベリリウム) 

健康管理手帳番号        号 胸部理学的検査 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 肺換気機能検査 

健康診断の結果  再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 
肺拡散機能検査 

心電図検査 

既往歴 なし 

    呼吸器症状、アレルギー症状 

    その他(      ) 

尿中又は血液中のベリリウムの量の測定 

自覚症状及び他覚症状  なし 

    乾性せき、咽頭痛、のどのいらいら、胸痛、胸部不安感、 

    息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感、食欲不振、 

    体重減少、その他(           ) 

皮膚貼布試験 

ヘマトクリット値の測定 

皮膚の所見 

肺 活 量    年  月  日 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

      労働局長 殿 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

 

き 

いん 

けん 

てん 
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様式第9号(第57条関係)(8) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (ベンゾトリクロリド) 

健康管理手帳番号        号 特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 喀痰の細胞診 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 
         再 検 要、不要 
         追加健診 要、不要 
         療 養 要、不要 

気管支鏡検査 

頭部のエックス線撮影等による検査 

既往歴 なし 

    せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、 

    鼻ポリープ、皮膚(   )、その他(   ) 

血液検査(血液像を含む。) 

リンパ腺の病理組織学的検査 

自覚症状及び他覚症状  なし 

    せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、 

    鼻ポリープ、頸部等のリンパ腺の肥大、その他(   ) 

皮膚の病理組織学的検査 

皮膚の所見  なし 

    ゆうぜい、色素沈着、その他(   )    年  月  日 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

      労働局長 殿 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

 

かくたん 

きゆう 

きゆう 

くう 

くう 

けい 
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様式第9号(第57条関係)(9) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (塩化ビニル) 

健康管理手帳番号        号 血小板数 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 
γ―GTP 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 
         再 検 要、不要 
         追加健診 要、不要 
         療 養 要、不要 

ZTT 

ICG 

LDH 

既往歴 なし 

    全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、 

    黄疸、黒色便、手指の蒼白、肝疾患、疼痛、その他(   ) 

血清脂質 

特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

自覚症状及び他覚症状  なし 

    頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の 上

腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛、その他(   ) 肝又は脾のシンチグラムによる検査 

肝又は脾の腫大 
中枢神経系の神経医学的検査 

肝機能検査 
   年  月  日 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

      労働局長 殿 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

 

けん 

けん 

だん そう とう 

とう だん 

ひ しゆ 

ひ 
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様式第9号(第57条関係)(10) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (石綿) 

健康管理手帳番号        号 特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 

喀痰の細胞診 

喫煙歴  なし、やめた、吸っている 
気管支鏡検査 

既往歴  なし 

     せき、たん、息切れ、胸痛、その他(      ) 

自覚症状及び他覚症状  なし 

     せき、たん、息切れ、胸痛、その他(      ) 
    年  月  日 

医療機関名              

所 在 地              

医 師 名              

      労働局長 殿 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

    

 

かくたん 
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様式第9号(第57条関係)(11) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (1・2―ジクロロプロパン) 

健康管理手帳番号        号 GPT 

氏名及び住所 

 生年月日     年   月   日生(満   才) 男・女 

γ―GTP 

AL―P 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 

腹部の超音波による検査等の画像検査 

既往歴  なし 

     悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛、

その他(                 ) 

CA19―9等の血液中の腫瘍マーカーの検査 

    年  月  日 

医療機関名              

所 在 地              

医 師 名              

      労働局長 殿 

自覚症状及び他覚症状  なし 

     悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛、

その他(                 ) 

血清総ビリルビン 

GOT 

 

しゅよう 

おう 

おう 

だん 

だん 
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様式第9号(第57条関係)(12) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (オルト―トルイジン) 

健康管理手帳番号        号 尿沈渣検鏡の検査 

氏名及び住所 

 生年月日     年   月   日生(満   才) 男・女 
尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 膀胱鏡検査 

腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査 

既往歴  なし 

     血尿、頻尿、排尿痛、

その他(                 )     年  月  日 

医療機関名                   

所 在 地                   

医 師 名                   

      労働局長 殿 

自覚症状及び他覚症状  なし 

     血尿、頻尿、排尿痛、

その他(                 ) 

尿中の潜血検査 

 

 

 

 

ぼうこう 

さ 

さ 
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様式第9号(第57条関係)(13) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフェニルメタン) 

健康管理手帳番号        号 尿沈渣検鏡の検査 

氏名及び住所 

生 年 月 日   年   月   日生(満   才) 男・女 尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 膀胱鏡検査 

腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査 

既往歴 なし 

    血尿、頻尿、排尿痛、

その他(                      ) 

   年  月  日 

医療機関名                    

所 在 地                    

医 師 名                    

     労働局長 殿 

自覚症状及び他覚症状 なし 

    血尿、頻尿、排尿痛、

その他(                      ) 

尿中の潜血検査 

 

ぼうこう 

さ 

さ 
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様
式
第
１
０
号
（
第
５
８
条
、
第
５
９
条
関
係
）
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様
式
第
１
１
号
（
第
６
６
条
の
２
関
係
）

様式第11号(第66条の2関係) 

   (表面) 

85.6mm   

労 働 安 全 衛 生 法 に よ る 免 許 証 

5
4
.0

mm
 

  免 許 証 番 号 第                  号 

  写 真 

  
氏

名 

  

  

  

生年月日 

 

交付年月日 

交付局                    労 働 局 長 印 

  

  

有
無 

                                                

  
免
許
の
種
類 

ク
レ
・
デ
リ 

移
ク
レ
ー
ン 

(

デ
リ
ッ
ク) 

揚

貨

装

置 

(

玉

掛) 

特
ボ
イ
ラ
ー 

一
ボ
イ
ラ
ー 

二
ボ
イ
ラ
ー 

特
ボ
イ
ラ
溶 

普
ボ
イ
ラ
溶 

ボ
イ
ラ
整
備 

特
一
圧
作
業 

ガ

ス

溶

接 

林

業

架

線 

発

破

技

士 

導
火
線
発
破 

電

気

発

破 

一
衛
生
管
理 

二
衛
生
管
理 

衛

生

工

学 

高

圧

室

内 

潜

水

士 

エ
ッ
ク
ス
線 

ガ

ン

マ

線 

  

 

   (裏面) 

 住 所 

備

考 

  

備考 1 表面の「氏名」欄に旧姓を使用した氏名又は通称(以下「旧姓等」という。)を併記する場合には、

氏名の後に括弧書きで旧姓等を記入すること。 
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   2 表面の「有無」の欄には、現に受けている免許及び受けることとなる免許の種類を表す「免許の種

類」の欄の略語に対応する部分に「1」(条件を付している免許にあつては「9」、ボイラー則第119条

第1項第2号及び第3号に基づく特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許にあつては「2」)を、その他

の部分に「0」をそれぞれ記入すること。 

   3 裏面には、住所及び免許の種類ごとの取得年月日(ボイラー溶接士については取得年月日及び免許

有効期限)を記入すること。 

   4 裏面の「備考」の欄には、免許の条件、旧姓等を併記する場合は括弧書きで記載されたものが旧姓

等である旨、その他必要な事項を記入すること。 
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様
式
第
１
２
号
（
第
６
６
条
の
３
、
第
６
７
条
関
係
）
（
表
面
）

様式第12号(第66条の3、第67条関係)(表面) 

■ ■ 
 

  
免 許 ・ 免 許 証 再 交 付  

免 許 証 書 替 ・ 免 許 更 新  
申請書   

写真欄(24mm×30mm) 

    

写真は、申請前6

月以内に撮影し

た上三分身、正

面、脱帽のものと

し、写真の裏面に

氏名を記入し、写

真欄のシールを

取り、貼り付ける

こと。 

  

  

帳 票 種 別 ①申請の区分    ②新規に申請する免許の種類 

  
 

 

 

・新規に免許を申請する

者のみ記入すること。 

 裏面備考8を参照。 

フ リ ガ ナ (姓) (名) 

  
申 請 者 氏 名     

  

生 年 月 日 明・大・昭・平・令     年  月  日生 

  

フ リ ガ ナ   

住 所 
〒(   ―   )                        電話    (   ) 

勤 務 先 等

連 絡 先 
  

勤 務 先 等
連 絡 先 の
所 在 地 〒(   ―   )  電話    (   ) 

 ③氏 名(姓をカタカナで記入すること。) 

 

    ④氏 名(名をカタカナで記入すること。) 

     

  

 ⑤郵便番号 

  

  ⑥生年月日 

 

  ⑦―1 

 

旧姓を使用した

氏名又は通称の

併記の希望の有無 

    裏面備考9

を参照。 

折
り
曲
げ
る
場
合
は

の
所
を
谷
に
曲
げ
る
こ
と
。 

   ⑧住所地 

  

 
 
裏面備考10
を参照。 

   ⑨送付先希望 

 裏面備考11

を参照。 

 ⑦―2 併記を希望する

氏名又は通称  

フ リ ガ ナ   

送 付 先 

裏面備考12を参照。 

 

〒(   ―   )                        電話    (   ) 

 イ 新規交付申請 

  試 験 合 格 に

よ る 申 請 

⑩試験を受けた地域の番号     ⑪試験年月日 ⑫受験番号(右につめて記入すること。) 

  

    

 ロ 新規交付申請 

  試 験 免 除 に

よ る 申 請 

資格

内容 
  

⑬資格取得

年月日 
 

⑭ 資 格

コ ー ド  

  

 ハ 再 交 付 申 請 再交付の理由   
⑮ 再 交
付 理 由
コ ー ド  

  

※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。(

職
員
が
記
入)

 

 ニ 書 替 申 請 

フ リ ガ ナ   ⑯ 書 替

理 由

コ ー ド  変更前の氏名   

 ホ 更 新 申 請 

申 請 免 許 有 効 期 限 ⑰ 

 ボイラー溶接士

免 許 有 効 期 限 
 

⑱ 更 新

不 可

コ ー ド  令和   年   月   日まで 

・新様式免許証(昭和63年10月1日以降に交付した免許証をいう。)

を取得している者は、その免許証の番号を記入すること。 

  ⑲ 免許証の番号 

  

⑳ 

前 年 度

コ ー ド  

・ハ、ニ又はホの申請が、旧様式免許証(昭和63年10月1日前に交付した免許証をいう。)である場合は、次の事項を記入する

こと。 
 

別 人 物

コ ー ド  
  免許の種類    交付局 免許証の番号(右につめて記入すること。)  交付年月日 

  

 

裏面備考8

を参照。     

 

裏面備考10

を参照。     
   

     他の旧様式免許証の有無  

  

    

  

 

裏面備考13

を参照。 

  
   氏名イメージ 

  

※     

  

ク

レ

ー

ン 

移
ク
レ
ー
ン 

デ

リ

ッ

ク 

揚

貨

装

置 

(

玉

掛) 

特
ボ
イ
ラ
ー 

一
ボ
イ
ラ
ー 

二
ボ
イ
ラ
ー 

特
ボ
イ
ラ
溶 

普
ボ
イ
ラ
溶 

ボ
イ
ラ
整
備 

特
一
圧
作
業 

ガ

ス

溶

接 

林

業

架

線 

発

破

技

士 

導
火
線
発
破 

電

気

発

破 

衛

生

管

理 

衛

生

工

学 

高

圧

室

内 

潜

水

士 

エ
ッ
ク
ス
線 

ガ

ン

マ

線 

    

  

  
 

  (受付印) 

           労働局長殿 

  令和   年   月   日 
 
■  

324



様式第12号(第66条の3、第67条関係) (裏面) 

【備考】 

1 □□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学的読取装置

(OCR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、穴をあけたり、必要以上に折り

曲げたり、のり付けしたりしないこと。 

2 記載すべき事項のない欄又は記入枠は、空欄のままとし、事項を選択する場合には該

当事項を○で囲むこと。 

3 記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめの

カタカナ及びアラビア数字で明瞭に記載すること。 

 なお、濁点及び半濁点は同一の記入枠に「ガ」「パ」等と記入すること。 

4 免許申請の場合は、「申請者氏名」、「生年月日」及び「住所」の欄に記入した事実

を証する書面(以下「本人確認証明書」という。)並びに免許を受ける資格を有すること

を証する書面を添付すること。 

5 免許証再交付申請の場合は、滅失によるものにあつては本人確認証明書、損傷による

ものにあつては従前の免許証を添付すること。 

6 免許証書替申請の場合は、従前の免許証及び記載事項の異同を証する書面を添付する

こと。 

7 免許証更新申請の場合は、従前の免許証及び免許の有効期限の更新を受ける資格を有

することを証する書面を添付すること。 

8 下記の免許種類コード表を参照して記入すること。 

9 旧姓を使用した氏名又は通称(以下「旧姓等」という。)の併記を希望しない場合は「0」、

希望する場合には「2」を記入し、「併記を希望する氏名又は通称」欄に、希望する旧姓

等を記入すること。 

10 下記の住所地・交付局コード一覧を参照して記入すること。 

11 住所と免許証の送付先が同じ場合は「0」、異なる場合は「1」を記入し、送付先欄に

送付先を記入すること。 

12 免許証の送付先が住所と異なる場合に記入すること。また、⑨送付先希望欄に「1」

が記入されていることを確認すること。 

13 当該免許申請の外に旧様式免許証を所持する者は、「1」を記入し、下記の免許種類

コード表を参照して、 の下の該当する免許欄を○で囲み、所持免許申告欄(別紙)に記

入すること。 

収 入 印 紙 欄 

 

 

 

(収入印紙は、申請者において消

印しないこと。) 

 

 

  

収入印紙は、所定

事項を全て記入し

た後に貼り付ける

こと。 

  

  
  

収入印紙は、所定

事項を全て記入し

た後に貼り付ける

こと。 

  

  

 

(住所地・交付局コード一覧) 

北海道…01 

青 森…02 

岩 手…03 

宮 城…04 

秋 田…05 

山 形…06 

福 島…07 

茨 城…08 

栃 木…09 

群 馬…10 

埼 玉…11 

千 葉…12 

東 京…13 

神奈川…14 

新 潟…15 

富 山…16 

石 川…17 

福 井…18 

山 梨…19 

長 野…20 

岐 阜…21 

静 岡…22 

愛 知…23 

三 重…24 

滋 賀…25 

京 都…26 

大 阪…27 

兵 庫…28 

奈 良…29 

和歌山…30 

鳥 取…31 

島 根…32 

岡 山…33 

広 島…34 

山 口…35 

徳 島…36 

香 川…37 

愛 媛…38 

高 知…39 

福 岡…40 

佐 賀…41 

長 崎…42 

熊 本…43 

大 分…44 

宮 崎…45 

鹿児島…46 

沖 縄…47 

 

 

(免許種類コード表) 

コード 免 許 の 種 類 コード 免 許 の 種 類 コード 免 許 の 種 類 

10 特級ボイラー技士 21 揚貨装置運転士 31 林業架線作業主任者(林業架線技士) 

11 一級ボイラー技士 22 デリック運転士 32 導火線発破技士 

12 二級ボイラー技士 23 移動式クレーン運転士 33 電気発破技士 

13 特別ボイラー溶接士 

24 

クレーン・デリック運転士 

〔床上運転式限定〕(注3) 

34 発破技士 

14 普通ボイラー溶接士 50 第一種衛生管理者(衛生管理者) 

15 ボイラー整備士 クレーン運転士 

〔床上運転式限定〕(注4) 

51 衛生工学衛生管理者 

16 特定第一種圧力容器取扱作業主任者 52 第二種衛生管理者 

20 

クレーン・デリック運転士 

〔クレーン限定〕(注1) 
25 

クレーン・デリック運転士 

〔無限定〕(注5) 

60 高圧室内作業主任者(高圧室管理者) 

61 潜水士 

クレーン運転士 

〔無限定〕(注2) 
30 

ガス溶接作業主任者(溶接士) 

(アセチレン溶接主任者) 

70 エックス線作業主任者 

71 ガンマ線透過写真撮影作業主任者 

注1 取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定し、かつ、クレーンの種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許をいうこと。 

注2 取り扱うことのできるクレーンの種類を限定しないクレーン運転士免許をいうこと。(平成18年3月31日以前) 

注3 取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許をいうこと。 

注4 取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン運転士免許をいうこと。(平成18年3月31日以前) 

注5 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許をいうこと。 
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様式第12号(第66条の3、第67条関係)(別紙) 

■ ■ 

所 持 免 許 申 告 欄 

  
帳 票 種 別 

 

  

この申告欄には、所持している旧様式

の免許証を確認のうえ記入すること。 

  

フ リ ガ ナ (姓) (名)   

氏 名 

    

旧

様

式

免

許

証 

免 許 の 種 類 交 付 局 免 許 の 種 類 交 付 局   

(1) 
  

局 (4) 
  

局  

(2) 
  

局 (5) 
  

局  

(3) 
  

局 (6) 
  

局  
  

     ① 氏 名(姓をカタカナで記入すること。) 

 

  ② 氏 名(名をカタカナで記入すること。) 

 

  

折
り
曲
げ
る
場
合
は

の
所
を
谷
に
折
り
曲
げ
る
こ
と 

       ③ 生年月日 

   

旧

様

式

免

許

証 

  ④ 免許の種類 ⑤ 交付局 ⑥ 免許証の番号 ⑦ 交付年月日 

(1)      

  ⑧ 免許の種類 ⑨ 交付局 ⑩ 免許証の番号 ⑪ 交付年月日 

(2)      

  
  ⑫ 免許の種類 ⑬ 交付局 ⑭ 免許証の番号 ⑮ 交付年月日 

    

(3)      

  ⑯ 免許の種類 ⑰ 交付局 ⑱ 免許証の番号 ⑲ 交付年月日 

(4)      

  ⑳ 免許の種類  交付局  免許証の番号  交付年月日 

(5)      

   免許の種類  交付局  免許証の番号  交付年月日 

(6)      

  

職

員

記

入

欄 

  

   

  新免許証番号  
申 告 欄

単独処理 

    

   

 
   【備考】 

     1 免許の種類コード及び交付局コードは、様式第12号(裏面)の住所地・交付局コード一覧及び免許種類コード表を参照して記入すること。 

     2 濁点及び半濁点は同一の記入枠に「ガ」「パ」等と記入すること。 

■ 
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様
式
第
１
３
号
（
第
６
７
条
の
２
関
係
）

様式第13号(第67条の2関係) 

免許取消申請書               写真欄(24mm×30mm)備考3を参照。 

    

写真は、申請前
6月以内に撮影
した上三分身、
正面、脱帽のも
のとし、写真の
裏面に氏名を記
入し、貼り付け
ること。 

フ リ ガ ナ (姓) (名) 

  
申 請 者 氏 名     

生 年 月 日 明・大・昭・平・令      年      月      日生 

    

フ リ ガ ナ   

住 所 
〒(   ―   )                          電話   (   ) 

勤 務 先 等

連 絡 先 
  

勤 務 先 等
連 絡 先 の
所 在 地 〒(   ―   )  電話   (   ) 

フ リ ガ ナ   

送 付 先 

備考4を参照。 〒(   ―   )                          電話   (   ) 

  現 に
受 け て い る
免 許 の 種 類 
(全て○で囲む
こと) 

  

  ク
レ
・
デ
リ 

移
ク
レ
ー
ン 

(

デ
リ
ッ
ク) 

揚

貨

装

置 

(

玉

掛

) 

特
ボ
イ
ラ
ー 

一
ボ
イ
ラ
ー 

二
ボ
イ
ラ
ー 

特
ボ
イ
ラ
溶 

普
ボ
イ
ラ
溶 

ボ
イ
ラ
整
備 

特
一
圧
作
業 

ガ

ス

溶

接 

林

業

架

線 

発

破

技

士 

導
火
線
発
破 

電

気

発

破 

一
衛
生
管
理 

二
衛
生
管
理 

衛

生

工

学 

高

圧

室

内 

潜

水

士 

エ
ッ
ク
ス
線 

ガ

ン

マ

線 

  (免許に付されている条件)   

  

取 消 し を
申 請 す る
免 許 の 種 類 
(全て○で囲む
こと) 

  

  ク
レ
・
デ
リ 

移
ク
レ
ー
ン 

(

デ
リ
ッ
ク) 

揚

貨

装

置 

(

玉

掛

) 

特
ボ
イ
ラ
ー 

一
ボ
イ
ラ
ー 

二
ボ
イ
ラ
ー 

特
ボ
イ
ラ
溶 

普
ボ
イ
ラ
溶 

ボ
イ
ラ
整
備 

特
一
圧
作
業 

ガ

ス

溶

接 

林

業

架

線 

発

破

技

士 

導
火
線
発
破 

電

気

発

破 

一
衛
生
管
理 

二
衛
生
管
理 

衛

生

工

学 

高

圧

室

内 

潜

水

士 

エ
ッ
ク
ス
線 

ガ

ン

マ

線 

  (備考5を参照。)   

  

・新様式免許証(昭和63年10月1日以降に交付した免許証をいう。)
を取得している者は、その免許証の番号を記入すること。 

 

・取消しを申請する免許に係る免許証が、旧様式免許証(昭和63年9月30日以前に交付した免許証をいう。)である場合は、次の事項を記入する
こと。 

  

免許の種類 
(「取消しを申請する免許の種類」の
欄の略称を記載) 

交付局 免許証の番号 交付年月日 

  

    
 

昭和   年  月  日 

    
 

昭和   年  月  日 

    
 

昭和   年  月  日 

    
 

昭和   年  月  日 

    
 

昭和   年  月  日 

    
 

昭和   年  月  日 

  

【備考】 

   1 記載すべき事項のない欄は、空欄のままとし、事項を選択する場合には該当事項を○で囲むこと。 

   2 「申請者氏名」、「生年月日」及び「住所」の欄に記入した事実を証する書面を添付すること。 

   3 現に受けている全ての免許の取消しを申請する場合は、写真の貼付を要しないこと。 

   4 免許証等を送付する先が住所と異なる場合に記入すること。 

   5 平成18年3月31日以前に受けたクレーン運転士免許又はデリック運転士免許の取消しを申請する場合は、「クレ・デリ」を選択した上

で、この欄に取消しを申請する免許の種類を記入すること。 

 

(受付印) 

        労働局長殿 

  令和  年  月  日 
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様
式
第
１
４
号
（
第
７
１
条
関
係
）

様式第14号(第71条関係) 

(    )免許試験受験申請書 

試験免除を希望する範囲   

(ふ り が な) 
氏 名 

  

生 年 月 日   

住 所   

参 考 事 項   

 

収入印紙 

消印しては

ならない 

      年  月  日 

申請者          

 

都道府県労働局長 

指 定 試 験 機 関 
   殿 

備考 

 1 都道府県労働局長が試験事務を行う場合には、都道府県労働局長に提出すること。こ

の場合にあつては、手数料に相当する額の収入印紙を収入印紙欄に貼り付けること。 

 2 指定試験機関が試験事務を行う場合には、当該指定試験機関に提出すること。この場

合にあつては、当該指定試験機関の試験事務規程の定めるところにより手数料を納付

し、収入印紙は貼らないこと。 

 3 表題の(  )内には、受験しようとする免許試験の種類を記入すること。 

 4 「試験免除を希望する範囲」の欄には、学科試験又は実技試験の科目の全部又は一部

の免除を受けようとする場合における当該免除の範囲を記入すること。 

 5 「氏名」、「生年月日」及び「住所」の欄に記入した事実を証する書面を添付すること。 

 6 申請書には、申請前6月以内に撮影した上三分身、正面、脱帽、縦30ミリメートル横

24ミリメートルの写真及び受験資格を有することを証する書面を添付すること。 

 7 学科試験又は実技試験の科目の全部又は一部の免除を受けようとする場合は、当該免

除を受ける資格を有することを証する書面を添付すること。 
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様
式
第
１
５
号
（
第
７
５
条
、
第
８
０
条
関
係
）

様式第15号(第75条、第80条関係) 

(          )  
技 能 講 習 

運 転 実 技 教 習 
受講申込書 

 

(ふ り が な) 

氏 名 
  

  

旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望の有無 

( い ず れ か を ○ で 囲 む ) 

有 ／ 無 

 

併 記 を 希 望 す る

氏 名 又 は 通 称 
  

生 年 月 日   

住 所   

講習の一部免除を希望する範囲   

 

        年   月   日 

申込者    氏 名  

 

収 入

印 紙 

  

 

 (             )殿 

 

備考 

 1 表題の(    )内には、受講しようとする技能講習又は運転実技教習の種類を記入

すること。 

 2 表題中、「技能講習」又は「運転実技教習」のうち該当しない文字は、抹消すること。 

 3 「氏名」の欄は、旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望の有無を〇で囲むこと。

併記を希望する場合には、併記を希望する氏名又は通称を記入すること。 

 4 技能講習を受けようとする者は、技能講習を受けることのできる資格を有することを

証する書面を添付すること。 

 5 技能講習の一部の免除を受けようとする者は、その資格を有することを証する書面を

添付すること。 

 6 都道府県労働局長の行う技能講習を受講する者にあつては、受講料は収入印紙を受講

申込書に貼り付けて納入するものとし、その収入印紙は、申込者において消印しないこ

と。 

 7 末尾の(    )内には、技能講習を行う都道府県労働局長又は技能講習若しくは運

転実技教習を行う登録教習機関の名称を記入すること。 
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様
式
第
１
６
号
（
第
７
６
条
関
係
）

様式第16号(第76条関係) 

 

 

 

(     )運転実技教習修了証 

 

 

   第       号 

 

 

(ふ り が な )               

氏 名              

 

年  月  日生   

 

住 所              

 

 

 

 

   上記の者は、  年  月  日より   年  月  日までの間に行つた

所定の(         )運転実技教習を修了したことを証する。 

 

 

     年  月  日 

 

 

都道府県労働局長登録第          号  

 

 

登録教習機関  代表者  氏 名  印  

 備考 

  1 様式中(  )内には、揚貨装置、クレーン又は移動式クレーンの別を記入すること。 

  2 床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了した者は、その旨を

付記すること。 

  3 運転実技教習の受講の申込時に旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望があつ

た場合には、氏名と併せて括弧書きで併記を希望する氏名又は通称を記入すること。 
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様
式
第
１
７
号
（
第
８
１
条
関
係
）

様式第17号(第81条関係) 

  (第 4 面) (第 1 面) 

6
4
mm
 

注 意 事 項 

 1 本修了証は、大切にし、作業中は

必ず携帯すること。 

 2 本修了証を滅失し、又は損傷した

ときは、再交付を受けること。 

 3 「備考」の欄は、本人において記

入しないこと。 

(   )技能講習修了証 

  

91mm 91mm 

(第 2 面) (第 3 面) 

    

  

 

第    号 

 

年  月  日交付  

    

 

氏 名 

 

年  月  日生  

  
都道府県労働局長 
登 録 教 習 機 関 

印 

備 考 

  

住 所 
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備考 

 1 技能講習の受講の申込時に旧姓を使用した氏名又は通称(以下「旧姓等」という。)

の併記の希望があつた場合には、氏名と併せて括弧書きで併記を希望する旧姓等を記入

すること。 

 2 「備考」の欄には、旧姓等を併記する場合は括弧書きで記載されたものが旧姓等であ

る旨、その他必要な事項を記入すること。 
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様
式
第
１
８
号
（
第
８
２
条
関
係
）

様式第18号(第82条関係) 

(      )技能講習 

修 了 証 再 交 付 

修 了 証 書 替 

修了証明書交付 

申込書 

 

(ふ り が な) 

氏 名 
  

  

旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望の有無 

( い ず れ か を ○ で 囲 む ) 

有 ／ 無 

 

併 記 を 希 望 す る

氏 名 又 は 通 称 
  

生 年 月 日   

住 所   

再 交 付 等 の 理 由   

       年   月   日 

申込者  氏 名 

 (          )殿 

備考 

 1 表題の(    )内には、労働安全衛生法別表第18各号の技能講習の種類を記入し、

「修了証再交付」、「修了証書替」及び「修了証明書交付」のうち、該当しない文字を抹

消すること。 

 2 「氏名」の欄は、旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望の有無を○で囲むこと。

併記を希望する場合には、併記を希望する氏名又は通称を記入すること。 

 3 損傷による修了証の再交付又は修了証明書の交付の申込みの場合にあつては旧修了

証を、氏名の変更による修了証の書替え又は修了証明書の交付の申込みの場合にあつて

は旧修了証及び記載事項の異動を証する書面を添付すること。 

 4 末尾の(    )内には、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関(登録教習機

関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録が

その効力を失つた場合を含む。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録

及び指定に関する省令第24条第1項ただし書に規定する場合にあつては、同項ただし書

に規定する厚生労働大臣が指定する機関)の名称を記入すること。 
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様
式
第
１
９
号
（
第
８
４
条
関
係
）

様式第19号(第84条関係) 

 

特別安全衛生改善計画作成指示書 

 

年  月  日   

殿 

厚生労働大臣 印  

 

 労働安全衛生法第78条第1項の規定により、下記事項についての特別安全衛生改善計画を

作成してください。 

再発防止のための

措置を講ずべき事

項 

  

その他の事項   

 備考 

  1 この指示による特別安全衛生改善計画は、    年  月  日までに作成し、

その計画を記載した書面を、貴社の本社の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由

して、厚生労働大臣に2通提出すること。 

  2 1により特別安全衛生改善計画を記載した書面を提出するときは、労働安全衛生法

第78条第2項の意見を記載した書面を添えること。 

  3 「その他の事項」の欄には、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント

による安全又は衛生に係る診断を受けるべきこと等を記入すること。 
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様
式
第
１
９
号
の
２
（
第
８
４
条
の
２
関
係
）

様式第19号の2(第84条の2関係) 

 

特別安全衛生改善計画変更指示書 

 

年  月  日   

殿 

厚生労働大臣 印  

 労働安全衛生法第78条第4項の規定により、下記事項のとおり特別安全衛生改善計画を変

更してください。 

変更すべき事項   

 備考 

   この指示による変更後の特別安全衛生改善計画は、    年  月  日までに、

貴社の本社の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して、厚生労働大臣に2通提出

すること。 
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様
式
第
１
９
号
の
３
（
第
８
４
条
の
２
関
係
）

様式第19号の3(第84条の2関係) 

 

特別安全衛生改善計画変更届 

 

年  月  日   

 

  厚生労働大臣 殿 

 

事業者職氏名           

 

 労働安全衛生法第78条第4項の規定により変更指示のあった特別安全衛生改善計画につ

いて、次のとおり変更いたしましたので別添のとおり提出します。 

 

変更箇所及び内

容 
  

 

備考 変更後の特別安全衛生改善計画を添付すること。 
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様
式
第
１
９
号
の
４
（
第
８
４
条
の
３
関
係
）

様式第19号の4(第84条の3関係) 

安全衛生改善計画作成指示書 

年  月  日 

            殿 

労働局長 印 

 労働安全衛生法第79条第1項の規定により、下記事項についての安全衛生改善計画を作成

してください。 

改善措置を講ず

べき事項 
  

その他の事項   

備考 

 1 この指示による安全衛生改善計画は、    年  月  日までに作成し、その計

画を記載した書面を、貴事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、2

通提出すること。 

 2 1により安全衛生改善計画を記載した書面を提出するときは、労働安全衛生法第79条

第2項において準用する同法第78条第2項の意見を記載した書面を添えること。 

 3 「その他の事項」の欄には、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントに

よる安全又は衛生に係る診断を受けるべきこと等を記入すること。 
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様
式
第
２
０
号
（
第
８
６
条
関
係
）

様式第20号(第86条関係) 

機 械 等 設置・移転・変更届 

事 業 の 種 類 
  事 業 場 の

名 称 

  常時使用す
る労働者数 

  

設 置 地 
  主たる事務所

の 所 在 地 電話  (  ) 

計 画 の 概 要   

製造し、又は取
り扱う物質等及
び当該業務に従
事する労働者数 

種 類 等 取 扱 量 従事労働者数 

    男 女 計 

      

参画者の氏名 
  参 画 者 の

経 歴 の 概 要 

  

工 事 着 手
予 定 年 月 日 

  工 事 落 成 予 定
年 月 日 

  

      年  月  日 

事業者職氏名            

  労働基準監督署長 殿 

 備考 

  1 表題の「設置」、「移転」及び「変更」のうち、該当しない文字を抹消すること。 

  2 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

  3 「設置地」の欄は、「主たる事務所の所在地」と同一の場合は記入を要しないこと。 

  4 「計画の概要」の欄は、機械等の設置、移転又は変更の概要を簡潔に記入すること。 

  5 「製造し、又は取り扱う物質等及び当該業務に従事する労働者数」の欄は、別表第

7の13の項から25の項まで(22の項を除く。)の上欄に掲げる機械等の設置等の場合に

記入すること。 

    この場合において、以下の事項に注意すること。 

   イ 別表第7の21の項の上欄に掲げる機械等の設置等の場合は、「種類等」及び「取

扱量」の記入は要しないこと。 

   ロ 「種類等」の欄は、有機溶剤等にあってはその名称及び有機溶剤中毒予防規則

第1条第1項第3号から第5号までに掲げる区分を、鉛等にあってはその名称を、焼

結鉱等にあっては焼結鉱、煙灰又は電解スライムの別を、四アルキル鉛等にあっ

ては四アルキル鉛又は加鉛ガソリンの別を、粉じんにあっては粉じんとなる物質

の種類を記入すること。 

   ハ 「取扱量」の欄には、日、週、月等一定の期間に通常取り扱う量を記入し、別

表第7の14の項の上欄に掲げる機械等の設置等の場合は、鉛等又は焼結鉱の種類ご

とに記入すること。
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   ニ 「従事労働者数」の欄は、別表第7の14の項、15の項、23の項及び24の項の上欄

に掲げる機械等の設置等の場合は、合計数の記入で足りること。 

  6 「参画者の氏名」及び「参画者の経歴の概要」の欄は、型枠支保工又は足場に係る

工事の場合に記入すること。 

  7 「参画者の経歴の概要」の欄には、参画者の資格に関する職歴、勤務年数等を記入

すること。 

  8 別表第7の22の項の上欄に掲げる機械等の設置等の場合は、「事業場の名称」の欄に

は建築物の名称を、「常時使用する労働者」の欄には利用事業場数及び利用労働者数

を、「設置地」の欄には建築物の住所を、「計画の概要」の欄には建築物の用途、建築

物の大きさ(延床面積及び階数)、設備の種類(空気調和設備、機械換気設備の別)及び

換気の方式を記入し、その他の事項については記入を要しないこと。 

  9 この届出に記載しきれない事項は、別紙に記載して添付すること。 
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様
式
第
２
０
号
の
２
（
第
８
７
条
の
５
関
係
）

様式第20号の2(第87条の5関係) 

計画届免除認定申請書(新規認定・更新) 

氏名又は名称及び法人にあ

つてはその代表者の氏名 
  

住 所 電話   (  )    

事 業 の 種 類   
認定又は更新を受けよう

とする事業場の名称 
  

認定又は更新を受けようと

する事業場の所在地 電話   (  )    

令和 年 月 日 

事業者職氏名              

   労働基準監督署長 殿 

備考 

 1 表題の「新規認定」又は「更新」のうち該当しない文字は、抹消すること。 

 2 認定又は更新を受けようとする事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出するこ

と。なお、更新の場合は、認定証を添付すること。 

 3 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

 4 次に掲げる書面を添付すること。 

  ①労働安全衛生規則第87条の3に規定する欠格事項に該当しないことを説明した書面 

  ②労働安全衛生規則第87条の措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び

評価結果の概要 

  ③②の評価について監査を受けたことを証する書面 

  ④労働安全衛生規則第87条の4第2号及び第3号に掲げる要件に該当することを証する書面(当

該書面がない場合には、当該事実についての申立書) 

 5 4②及び③の書面は、評価又は監査を実施した者が労働安全衛生規則第87条の5第2項又は第3

項に該当する者であることを明らかにする書面を併せて添付すること。 
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様
式
第
２
０
号
の
３
（
第
８
７
条
の
５
関
係
）

様式第20号の3(第87条の5関係) 

計

画

届

免

除

認

定

証 

 
 
 
 

住

所 

 
 
 
 

氏
名
又
は
名
称 

 
 
 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

認
定
年
月
日 

 
 

認
定
事
業
場
の
名
称 

 
 

認
定
事
業
場
の
所
在
地 

 
 

認
定
番
号 

 
 

有
効
期
限 

右
記
の
事
業
場
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
八

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け

た
事
業
場
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
。 

 
 

 

令
和 

年 

月 

日 

労
働
基
準
監
督
署
長 

印 
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様
式
第
２
０
号
の
４
（
第
８
７
条
の
７
関
係
）

様式第20号の4(第87条の7関係) 

実施状況等報告書 

認 定 番 号   認 定 年 月 日   

機 械 等 の 設 置 等 の 状 況 

機械等
の種類 

設 置 移 転 変 更 

氏名又は名称及び法人に
あつては、その代表者の氏
名 

  
        

        

住 所 
電話    (   )     

        

        

事 業 の 種 類   認定事業場の名称   
        

        

認 定 事 業 場 の 所 在 地 
電話    (   )     

        

        

労働安全衛生規則第87条
の措置の実施状況につい
て監査を行った年月日 

  
        

        

 令和  年  月  日  

事業者職氏名              

     労働基準監督署長 殿 

 備考 

  1 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

  2 「機械等の設置等の状況」の欄は、免除認定後に設置、移転又は変更した機械等について、下表

の機械等のうちから該当する番号を「機械等の種類」の欄に、設置、移転又は変更の件数を「設置」、

「移転」又は「変更」のそれぞれの欄に記載すること(記載しきれない場合は別葉として差し支え

ない)。 

  3 次に掲げる書面を添付すること。 

   ①労働安全衛生規則第87条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面 

   ②労働安全衛生規則第87条の9各号に該当しないことを説明する書面 

   ③認定証の記載事項に変更が生じた場合には、変更の事実を証する書面 

   ④下表の左欄に掲げる機械等ごとに設置等の年月日及び右欄に掲げる事項を記載した書面 

 

番号   機械等の種類 記載事項 

1 (1)労働
安 全衛
生 規則
別表第7
に 掲げ
る 機械
等(同令
第 85 条
第1号及
び第2号
に 定め
る 機械
等 を除
く。) 

動力プレス(機械プレスでクランク軸
等の偏心機構を有するもの及び液圧
プレスに限る。) 

①種類、②圧力能力、③安全措置の概要 

2 金属その他の鉱物の溶解炉(容量が1
トン以上のものに限る。) 

①炉の種類、②取り扱う金属その他の鉱物の
種類 

3 化学設備(製造し、若しくは取り扱う
危険物又は製造し、若しくは取り扱う
引火点が65度以上の物の量が厚生労
働大臣が定める基準に満たないもの
を除く。) 

①種類、②製造し、若しくは取り扱う危険物
又は製造し、若しくは取り扱う引火点が65
度以上の物の名称及びその量 

4 乾燥設備(労働安全衛生法施行令第6
条第8号イ又はロの乾燥設備に限る。) 

①種類、②能力、③乾燥物の種類 
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5   アセチレン溶接装置(移動式のものを
除く。) 

①発生器の種類 

6 ガス集合溶接装置(移動式のものを除
く。) 

①貯蔵するガスの名称、②最大ガス貯蔵量 

7 機械集材装置(原動機の定格出力が
7.5キロワツトを超えるものに限る。) 

①最大使用荷重、②支間の斜距離 

8 運材索道(支間の斜距離の合計が350
メートル以上のものに限る。) 

①最大使用荷重、②支間の斜距離の合計及び
最長の支間の斜距離 

9 軌道装置 ①軌道の長さ 

10 型枠支保工(支柱の高さが3.5メート
ル以上のものに限る。) 

― 

11 架設通路(高さ及び長さがそれぞれ10
メートル以上のものに限る。) 

(仮設のもの以外のものに限る。) 

①設置地、②架設通路の種類 

12 足場(つり足場、張出し足場以外の足
場にあつては、高さが10メートル以上
の構造のものに限る。) 

― 

13 有機溶剤中毒予防規則第5条又は第6
条(特定化学物質障害予防規則第38条
の8においてこれらの規定を準用する
場合を含む。)の有機溶剤の蒸気の発
散源を密閉する設備、局所排気装置、
ブッシュプル型換気装置又は全体換
気装置(移動式のものを除く。) 

①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称、③業務の概要 

14 鉛中毒予防規則第2条、第5条から第15
条まで及び第17条から第20条までに
規定する鉛等又は焼結鉱等の粉じん
の発散源を密閉する設備、局所排気装
置又はプッシュプル型換気装置 

①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称、③業務の概要 

15 労働安全衛生法施行令別表第5第2号
に掲げる業務に用いる機械又は装置 

①設備又は装置の種類、②業務の概要 

16 特定化学物質障害予防規則第2条第1
項第1号に掲げる第一類物質又は同令
第4条第1項の特定第二類物質等を製
造する設備 

①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称及びその量、③業務の概要 

17 特定化学設備及びその附属設備 ①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称及びその量、③業務の概要 

18 特定第二類物質又は特定化学物質障
害予防規則第2条第1項第5号に掲げる
管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じ
んが発散する屋内作業場に設ける発
散抑制の設備(特定化学物質障害予防
規則第2条の2第2号又は第4号に掲げ
る業務のみに係るものを除く。) 

①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称、③業務の概要 

19 特定化学物質障害予防規則第10条第1
項の排ガス処理装置であつて、アクロ
レインに係るもの 

①排気の処理方式、②取り扱う物質の名称、
③業務の概要 

20 特定化学物質障害予防規則第11条第1
項の排液処理装置 

①排液の処理方式、②取り扱う物質の名称、
③業務の概要 
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21   特定化学物質障害予防規則第38条の
17に規定する1，3―ブタジエン等に係
る発散抑制の設備(屋外に設置される
ものを除く。) 

①設備又は装置の種類、②作業の概要 

22 特定化学物質障害予防規則第38条の
18に規定する硫酸ジエチル等に係る
発散抑制の設備(屋外に設置されるも
のを除く。) 

①設備又は装置の種類、②作業の概要 

23 特定化学物質障害予防規則第38条の
19に規定する1，3―プロパンスルトン
等を製造し、又は取り扱う設備及びそ
の附属設備 

①設備又は装置の種類、②業務の概要 

24 電離放射線障害防止規則第15条第1項
の放射線装置(放射性同位元素等によ
る放射線障害の防止に関する法律第
12条の5第2項に規定する表示付認証
機器又は同条第3項に規定する表示付
特定認証機器を除く。) 

①種類、②用途、③性能 

25 事務所衛生基準規則第5条の空気調和
設備又は機械換気設備で中央管理方
式のもの 

①換気能力、②送風機又は排風機の種類及び
能力 

26 粉じん障害防止規則別表第2第6号及
び第8号に掲げる特定粉じん発生源を
有する機械又は設備並びに同表第14
号の型ばらし装置 

①種類、②名称、③能力、④台数、⑤粉じん
の発散を防止する方法 

27 粉じん障害防止規則第4条又は第27条
第1項ただし書の規定により設ける局
所排気装置又はプッシュプル型換気
装置 

①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称、③業務の概要 

28 石綿等の粉じんが発散する屋内作業
場に設ける発散抑制の設備 

①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称、③業務の概要 

29 (2)特定
機械等 

ボイラー ア 設置の場合(移動式ボイラーの場合に限
る。) 

 ①設置地、②ボイラー検査証(添付) 

イ 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 

30 第一種圧力容器 ア 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 

31 クレーン ア 変更の場合(クレーン等安全規則第44条
第1項第1号に該当する以外の部分に変更
を加えた場合に限る。) 

 ①変更した部分、②クレーン検査証(添付) 

イ 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 
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32   移動式クレーン ア 設置の場合 

 ①設置地、②移動式クレーン検査証(添付) 

イ 変更の場合(クレーン等安全規則第85条
第1項第1号又は第7号に該当する以外の部
分に変更を加えた場合に限る。) 

 ①変更した部分、②変更の理由、③移動式
クレーン検査証(添付) 

ウ 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 

33 デリック ア 変更の場合(クレーン等安全規則第129
条第1項第1号又は第7号に該当する以外の
部分に変更を加えた場合に限る。) 

 ①変更した部分、②デリック検査証(添付) 

イ 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 

34 エレベーター ア 設置の場合(建築基準法第6条第1項第1
号から第3号までに掲げる建築物のエレベ
ーターを設置した場合であつて、かつ、同
法第7条第5項(同法第87条の2第1項におい
て準用する場合を含む。)の規定による検
査済証の写しを提出している場合に限
る。) 

 ①設置地、②種類及び型式、③積載荷重、
④昇降路高さ、⑤エレベーター検査証(添
付) 

イ 変更の場合(クレーン等安全規則第163
条第1項第1号又は第5号に該当する部分に
変更を加えた場合に限る。) 

 ①変更した部分、②エレベーター検査証
(添付) 

ウ 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 

35 建設用リフト ア 変更の場合(クレーン等安全規則第197
条第1項第1号又は第2号に該当する部分に
変更を加えた場合に限る。) 

 ①変更した部分、②建設用リフト検査証
(添付) 

36 ゴンドラ ア 設置の場合 

 ①設置地、②種類及び形式(可搬型又は常
設型の区分)、③固定方法、④ゴンドラ検
査証(添付) 

イ 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 

37 (3)その
他 の機
械等 

小型ボイラー ①設置地、②種類、③使用圧力、④伝熱面積、
⑤個別検定合格番号 
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38   クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以
上3トン未満(スタッカー式クレーン
にあつては、0.5トン以上1トン未満)
のもの) 

①設置地、②種類及び形式、③つり上げ荷重 

39 デリック(つり上げ荷重が0.5トン以
上2トン未満のもの) 

①設置地、②種類及び形式、③つり上げ荷重 

40 エレベーター(積載荷重が0.25トン以
上1トン未満のもの) 

①設置地、②種類及び形式、③積載荷重 

41 簡易リフト ①設置地、②種類及び形式、③積載荷重 
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様
式
第
２
１
号
（
第
９
１
条
、
第
９
２
条
関
係
）

様式第21号(第91条、第92条関係) 

建 設 工 事 

土 石 採 取 
計 画 届 

 

事 業 の 種 類 事 業 場 の 名 称 仕事を行う場所の地名番号 

    
電話  (  )     

仕 事 の 範 囲   
採取する土
石の種類 

  

発 注 者 名   
工 事 請 負
金 額 

  

仕事の開始予定
年月日 

  
仕事の終了
予定年月日 

  

計 画 の 概 要   

参画者の氏名   
参画者の経
歴の概要 

  

主たる事務所の
所在地 電話  (  )     

使用予定労働者
数 

  
関係請負人
の予定数 

  
関係請負人の使
用する労働者の
予定数の合計 

  

      年  月  日 

事業者職氏名         

厚 生 労 働 大 臣 
労働基準監督署長 

殿 

備考 

 1 表題の「建設工事」及び「土石採取」のうち、該当しない文字を抹消すること。 

 2 「事業の種類」の欄は、次の区分により記入すること。 

  建 設 業 水力発電所等建設工事 ずい道建設工事 地下鉄建設工事 鉄道軌道建

設工事 橋梁建設工事 道路建設工事 河川土木工事 砂防工事 土地整

理土木工事 その他の土木工事 鉄骨鉄筋コンクリート造家屋建築工事 

鉄筋造家屋建築工事 建築設備工事 その他の建築工事 電気工事業 機

械器具設置工事 その他の設備工事 

  土石採取業 採石業 砂利採取業 その他土石採取業

りよう 
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 3 「仕事の範囲」の欄は、労働安全衛生規則第90条各号の区分により記入すること。 

 4 「発注者名」及び「工事請負金額」の欄は、建設工事の場合に記入すること。 

 5 「計画の概要」の欄は、届け出る仕事の主な内容について、簡潔に記入すること。 

 6 「使用予定労働者数」の欄は、届出事業者が直接雇用する労働者数を記入すること。 

 7 「関係請負人の使用する労働者の予定数の合計」の欄は、延数で記入すること。 

 8 「参画者の経歴の概要」の欄には、参画者の資格に関する学歴、職歴、勤務年数等を

記入すること。 
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様
式
第
２
１
号
の
２
（
第
９
１
条
関
係
）

様式第21号の2(第91条関係) 

圧 気 工 法 作 業 摘 要 書 

工 事 の 概 要   

主 要 工 程 及 び
そ の 施 工 期 間 

  予 定 気 圧 
常時    MPa 
最高    MPa 

圧気作業の期間 
年  月  日より 
年  月  日まで 

圧気工法の
作業に従事
する労働者
数 

名 

工 法 の 種 類   
裏込め材料
の 種 類 

  

作 業 室 の 概 要   

たて工坑又はシャ
フ ト の 概 要 

断面積      m2    長さ(深さ)       m 
周壁の材質         厚さ          mm 

送排気装置の概要   

地 層 の 状 況 
地 下 水 の 水 位 

  
保護具の種
類 及 び 数 

  
酸素濃度の測定器
の 種 類 及 び 数 

  

備考 

 1 予定気圧は、圧気工法において使用する予定の空気圧をいい、その圧力は、ゲージ圧

力で記入すること。 

 2 「作業室の概要」の欄には、作業室の広さ、形状等を記入すること。 

 3 地層の状況、地下水の水位については、地質調査図を添付した場合には記載を要さな

いこと。 
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様
式
第
２
１
号
の
２
の
２
（
第
９
５
条
の
３
関
係
）

様式第21号の2の2(第95条の3関係) 

 (第1面) 

 

 第    号 

 

 

                    立 入 検 査 証 

  

写 真 官職  氏 名    

  

 

 印 

 

 

 

又  

 

 

 

 

 

 は 

 

 

 

刻印  

年   月   日生    

 

 

 

 

  上記の者は、                    の規定によ

り立入検査をする職員であることを証明する。 

  年   月   日    

厚生労働大臣又は都道府県労働局長 印    

 

350



 (第2面) 

   労働安全衛生法(抄) 

 (厚生労働大臣等の権限) 

第96条 厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健

康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設

備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。 

2 厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所

に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付

け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 

3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指

定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録

個別検定機関及び外国登録型式検定機関(第123条第1号において「外国登録製造時等検査機関等」という。)を除く。)(以下「登録製造時等

検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者

に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

4 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第2項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医を

して事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。 

5 第91条第3項及び第4項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。 
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 (第3面) 

(参考) 

 (労働基準監督官の権限) 

第91条 (第1項及び第2項 略) 

3 前2項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 (第4面) 

   労働災害防止団体法(抄) 

 (報告等) 

第52条 厚生労働大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、労働災害防止団体に対して、その業務

に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、労働災害防止団体の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることがで

きる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
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 (第5面) 

   作業環境測定法(抄) 

 (厚生労働大臣等の権限) 

第41条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又は指定登録機関の業務の適正な運営を確

保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問し、その業務に関係のある帳簿、書類そ

の他の物件を検査し、又は検査に必要な限度において無償で作業環境測定機関の業務に関係のある試料その他の物件を収去させることがで

きる。 

2 第39条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 

 (第6面) 

(参考) 

 (労働基準監督官の権限) 

第39条 (第1項 略) 

2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

(縦7.0センチメートル、横11.0センチメートル) 
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様式第21号の2の3(第95条の3の2関係) 

(表面) 

 

 第    号 

 

 

立 入 検 査 証 

  

  氏 名    

  

 

 印 

 

 

 

又  

 

 

 

 

 

 は 

 

 

 

刻印  

年   月   日生    

 

 

 

 

  上記の者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第96条の2の

規定により立入検査をする職員であることを証明する。 

  年   月   日    

独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事長 印    
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(裏面) 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)  (抄) 

 (研究所による労働災害の原因の調査等の実施) 

第九十六条の二 厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の

規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該

労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認める

ときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」

という。)に、当該調査を行わせることができる。 

2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、研究所に、第九

十四条第一項の規定による立入検査(前項に規定する調査に係る

ものに限る。)を行わせることができる。 

3 厚生労働大臣は、前項の規定により研究所に立入検査を行わせ

る場合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事

項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 

4 研究所は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その

結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。 

5 第九十一条第三項及び第四項の規定は、第二項の規定による立

入検査について準用する。この場合において、同条第三項中「労

働基準監督官」とあるのは、「独立行政法人労働安全衛生総合研

究所の職員」と読み替えるものとする。 

 (研究所に対する命令) 

第九十六条の三 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係

る業務及び同条第二項に規定する立入検査の業務の適正な実施

を確保するため必要があると認めるときは、研究所に対し、これ

らの業務に関し必要な命令をすることができる。 

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の

罰金に処する。 

 一～三 (略) 

 四 第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第

九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、

検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しく

は忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述

をした者 

 五・六 (略) 

 (参考) 

  (労働基準監督官の権限) 

 第九十一条 (略) 

 2 (略) 

 3 前二項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証

票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

 4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解釈してはならない。 

  (産業安全専門官及び労働衛生専門官) 

 第九十三条 (略) 

 2 産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、特別安全衛生改

善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災

害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安

全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係

者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指

導及び援助を行う。 

 3 労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の四

第四項の規定による勧告、第五十七条の五第一項の規定による

指示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技

術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出

に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知

識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事

業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止

するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必

要な事項について指導及び援助を行う。 

 4 (略) 

  (産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限) 

 第九十四条 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項

又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めると

きは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他

の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必

要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去する

ことができる。 

 2 (略) 

(縦7.0センチメートル、横11.0センチメートル) 

355



様
式
第
２
１
号
の
３
か
ら
第
２
１
号
の
６
ま
で
　
削
除

様
式
第
２
１
号
の
７
（
第
９
５
条
の
６
関
係
）
（
表
面
）

様式第21号の7(第95条の6関係)(表面) 

 

 
                        有害物ばく露作業報告書 

 
 

 
 

労働保険番号 

 

事業場の名称   

事業場の所在地 

郵便番号(    ) 

 

電話    (    )      事業の種類   労 働 者 数 人  

                名称                                          コード 

ばく露作業報告対象物の名称 
  

 

対象年 
9：令和 
  → 

 
 

  
対象物等の

用 途 
ばく露作業の種類 対象物等の名称 

年間製造・

取扱い量 

作業1回当たりの

製造・取扱い量 

対象物等の

物理的性状 

対象物等の

温 度 

1日当たりの

作業時間 

ばく露作業

従事者数 

発散抑制措置の状況 

(右に詰めて記入する。) 

1 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

2 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

3 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

4 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

5 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

6 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

7 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

8 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

 

               年  月  日 

                            事業者職氏名 

               労働基準監督署長殿 
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様式第21号の7(第95条の6関係)(裏面) 

備考 

 1 記入上の注意 

 (1) □□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学的文字・イメージ読取装置(OCIR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、穴をあ

けたり、必要以上に折り曲げたりしないこと。 

 (2) 記入すべき事項のない欄及び記入枠は、空欄のままとすること。 

 (3) 記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめのアラビア数字で明瞭に記入すること。 

 (4) 「対象物等の用途」が9以上ある場合は、2枚目を使用すること。この場合に「総ページ」の欄には、報告の総合計枚数を記入し、「ページ」の欄には、総枚数のうち

当該用紙が何枚目かを記入すること。 

   なお、2枚目以降については、「労働保険番号」、「事業の種類」、「労働者数」、「事業場の名称」、「事業場の所在地」、「ばく露作業報告対象物の名称」及び「対

象年」の欄は、記入を要しないこと。 

 2 入力上の注意 

 (1) 入力すべき事項のない欄及び記入枠は、空欄のままとすること。 

 (2) 選択肢が示されている場合は、選択肢の番号を選択すること。 

 3 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類に応じて記入し、又は入力すること。 

 4 「ばく露作業報告対象物の名称」の欄は報告を行う物(以下「ばく露作業報告対象物」という。)の名称を、「コード」の欄は労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に

基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)に掲げる区分に応じて該当コードを、それぞれ記入し、又は入力すること。 

 5 「対象物等の用途」の欄は、ばく露作業報告対象物又はこれを含有する製剤その他の物(以下「ばく露作業報告対象物等」という。)の用途ごとに、別表1に掲げる区分に

応じて該当コードを記入し、又は入力すること。 

 6 「ばく露作業の種類」の欄は、ばく露作業報告対象物等を製造し、又は取り扱うことによりばく露するおそれのある作業(以下「ばく露作業」という。)について、別表2

に掲げる区分に応じて該当コードを記入し、又は入力すること。ただし、コードが30から49までに掲げるばく露作業の種類のいずれにも該当しない場合は、コード50に該

当するものとし、具体的なばく露作業の種類を記入し、又は入力すること。 

 7 「対象物等の名称」の欄は、ばく露作業報告対象物等の名称を記入し、又は入力すること。 

   なお、ばく露作業報告対象物を含有する製剤その他の物(以下「対象物含有製剤」という。)の名称については、事業者が当該対象物含有製剤の用途、一般名等を基に、

「めつき液」、「シンナー」、「接着剤」等と適当な名称を記入し、又は入力すること。 

 8 「年間製造・取扱い量」の欄は、報告の対象年におけるばく露作業報告対象物の製造量又は取扱い量について、次に掲げるもののうち該当するものを記入し、又は入力

すること。 

   なお、対象物含有製剤を製造し、又は取り扱う場合におけるばく露作業報告対象物の製造量又は取扱い量は、当該対象物含有製剤ごとの製造量又は取扱い量にばく露作

業報告対象物の含有率を乗じて算出すること。 

   (1．500kg未満  2．500kg以上1t未満  3．1t以上10t未満  4．10t以上100t未満  5．100t以上1000t未満  6．1000t以上) 

 9 「作業1回当たりの製造・取扱い量」の欄は、作業1回当たりのばく露作業報告対象物の製造量又は取扱い量について、固体にあつては質量を、液体にあつては体積を、

気体にあつては当該物質が液化する温度下における当該物質の体積を、それぞれ算出し、次に掲げるもののうち該当するものを記入し、又は入力すること。 

   なお、対象物含有製剤を製造し、又は取り扱う場合におけるばく露作業報告対象物の作業1回当たりの製造量又は取扱い量は、当該対象物含有製剤ごとの作業1回当たり

の製造量又は取扱い量にばく露作業報告対象物の含有率を乗じて算出すること。 

   おつて、「作業1回」とは、ばく露作業を開始してから当該ばく露作業を中断し、又は終了するまでの間をいうこと。 

   (1．1kg未満又は1l未満 2．1kg以上1t未満又は1l以上1kl未満 3．1t以上又は1kl以上) 

 10 「対象物等の物理的性状」の欄は、ばく露作業におけるばく露作業報告対象物等の物理的性状について、次に掲げるもののうち該当するものを記入し、又は入力するこ

と。 

   (1．ペレット状の固体 2．結晶又は粒状の固体 3．微細・軽量パウダー状の固体 4．液体(練粉及び液状混合物を含む。) 5．気体) 

 11 「対象物等の温度」の欄は、ばく露作業時のばく露作業報告対象物等の温度について、次に掲げるもののうち該当するものを記入し、又は入力すること。 

   (1．摂氏0度未満 2．摂氏0度以上25度未満 3．摂氏25度以上50度未満 4．摂氏50度以上100度未満 5．摂氏100度以上150度未満 6．摂氏150度以上) 

 12 「1日当たりの作業時間」の欄は、当該ばく露作業に従事していた全ての労働者の一人当たりの1日間の平均のばく露作業時間数について、次に掲げるもののうち該当す

るものを記入し、又は入力すること。 

   (1．15分／日未満 2．15分／日以上30分／日未満 3．30分／日以上1時間／日未満 4．1時間／日以上3時間／日未満 5．3時間／日以上5時間／日未満 6．5時間／日

以上) 

 13 「ばく露作業従事者数」の欄は、当該ばく露作業に従事していた1日当たりの労働者数について、次に掲げるもののうち該当するものを記入し、又は入力すること。 

   (1．5人未満 2．5人以上10人未満 3．10人以上20人未満 4．20人以上) 

 14 「発散抑制措置の状況」の欄は、発散抑制措置の状況について、次に掲げるもののうち該当するものを記入し、又は入力すること。ただし、選択肢1から4までのいずれ

にも該当しない場合は、選択肢5に該当するものとし、具体的な発散抑制措置の状況を記入し、又は入力すること。 

   なお、2以上の選択肢に該当する場合は、当該選択肢のうち、その番号が小さいものから順に2つ選択すること。 

  (1．密閉化設備の設置 2．局所排気装置の設置 3．プッシュプル型換気装置の設置 4．全体換気装置の設置 5．その他) 

 15 用途が同一であるばく露作業報告対象物等について、備考6から14まで(備考8及び13を除く。)に規定する報告事項に関するいずれかの報告の内容が異なる場合又は成分

が異なる場合は、これらのばく露作業報告対象物等の用途は、それぞれ別の用途として段を分けて記入し、又は入力すること。 

  

別表1 

コード 用 途 

01 ばく露作業報告対象物の製造 

02 

ばく露作業報告対象物を含有する製剤その他の

物の製造を目的とした原料としての使用(コー

ド11に掲げるものを除く。) 

03 

製剤等の性状等を安定させ、又は変化させるこ

とを目的とした、触媒として、又は安定剤、可

塑剤、硬化剤、難燃剤、乳化剤、可溶化剤、分

散剤、加硫剤等の添加剤としての使用 

04 溶剤、希釈又は溶媒としての使用 

05 洗浄を目的とした使用 

06 表面処理又は防錆を目的とした使用 

07 顔料、染料、塗料又は印刷インキとしての使用 

08 
除草、殺菌、殺虫、防腐、漂白、脱臭、剥離等

を目的とした使用 

09 試薬としての使用 

10 接着を目的とした使用 

11 建材の製造を目的とした原料としての使用 

12 その他 

 

別表2 

コード ば く 露 作 業 の 種 類 

30 印刷の作業 

31 掻き落し、剥離又は回収の作業 

32 乾燥の作業 

33 計量、配合、注入、投入又は小分けの作業 

34 サンプリング、分析、試験又は研究の作業 

35 充填又は袋詰めの作業 

36 消毒、滅菌又は燻蒸の作業 

37 成型、加工又は発泡の作業 

38 清掃又は廃棄物処理の作業 

39 接着の作業 

40 染色の作業 

41 洗浄、払拭、浸漬又は脱脂の作業 

42 吹付け塗装以外の塗装又は塗布の作業 

43 鋳造、溶融又は湯出しの作業 

44 破砕、粉砕又はふるい分けの作業 

45 はんだ付けの作業 

46 吹付けの作業 

47 保守、点検、分解、組立又は修理の作業 

48 めつき等の表面処理の作業 

49 ろ過、混合、撹拌、混練又は加熱の作業 

50 その他 

 

か 

くん 

かくはん 

せい 
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様式第22号(第96条関係) 

事 故 報 告 書 

事業の種類 事業場の名称 (建設業にあつては工事名併記のこと) 労働者数 

      

事 業 場 の 所 在 地 発 生 場 所 

(電話          ) 
  

発 生 日 時 事 故 を 発 生 し た 機 械 等 の 種 類 等 

    年    月    日    時    分   

構 内 下 請 事 業 の 場 合 は 親 事 業 場 の 名 称 

建 設 業 の 場 合 は 元 方 事 業 場 の 名 称 
  

事 故 の 種 類   

人

的

被

害 

区 分 死亡 
休 業 4

日以上 

休 業 1

～ 3 日 
不休 計 

物

的

被

害 

区 分 名称、規模等 被 害 金 額 

事故発生

事業場の

被災労働

者数 

男           
建 物 m2 円 

その他の建設物   円 

女           
機 械 設 備   円 

原 材 料   円 

その他の被

災者の概数 
(   ) 

製 品   円 

そ の 他   円 

合 計   円 

事 故 の 発 生 状 況   

事 故 の 原 因   

事 故 の 防 止 対 策   

参 考 事 項   

報告書作成者職氏名     

    年    月    日 

     労 働 基 準 監 督 署 長 殿           事業者職氏名 

備考 

 1 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

 2 「事故を発生した機械等の種類等」の欄には、事故発生の原因となつた次の機械等について、それぞれ次の事項を

記入すること。 

  (1) ボイラー及び圧力容器に係る事故については、ボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型ボイラー又

は小型圧力容器のうち該当するもの。 

  (2) クレーン等に係る事故については、クレーン等の種類、型式及びつり上げ荷重又は積載荷重。 

  (3) ゴンドラに係る事故については、ゴンドラの種類、型式及び積載荷重。 

 3 「事故の種類」の欄には、火災、鎖の切断、ボイラーの破裂、クレーンの逸走、ゴンドラの落下等具体的に記入す

ること。 

 4 「その他の被災者の概数」の欄には、届出事業者の事業場の労働者以外の被災者の数を記入し、(  )内には死亡

者数を内数で記入すること。 

 5 「建物」の欄には構造及び面積、「機械設備」の欄には台数、「原材料」及び「製品」の欄にはその名称及び数量を

記入すること。 

 6 「事故の防止対策」の欄には、事故の発生を防止するために今後実施する対策を記入すること。 

 7 「参考事項」の欄には、当該事故において参考になる事項を記入すること。 

 8 この様式に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。 
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）

様式第23号(第97条関係)(表面) 

 

 労働者死傷病報告  

 

労働保険番号(建設業の工事に従事する下請人の労働者が被災した場合、元請人の労働保険番号を記入すること。) 事業の種類 

 

  

事業場の名称(建設業にあつては工事名を併記のこと。) 

カ

ナ 

 

漢

字  

  

工

事

名 

 

 

職員記入欄 

 派遣先の事業の

労働保険番号 
 

派遣労働者が被災した場合は、派遣先の事業場の郵便番号 

 

事業場の所在地 構内下請事業の場合は親事業場の
名称、建設業の場合は元方事業場
の名称 

派遣労働者が被災した場合は、派遣

先の事業場の名称 提出事
業者の
区分 

 

電話   (   )     

郵 便 番 号 労 働 者 数 発 生 日 時 (時間は24時間表記とすること。) 

 人 

7：平成 

9：令和 

→ 

 

被 災 労 働 者 の 氏 名 (姓と名の間は1文字空けること。) 生 年 月 日 性 別 

カ
ナ 

 

1：明 治 
3：大 正 
5：昭 和 
7：平 成 
9：令 和 

→ 

( )歳  

漢
字 

 

職 種 

経験

期間 
 

休業見込期間又は死亡日時(死亡の場合は死亡欄に○) 傷 病 名 傷 病 部 位 被 災 地 の 場 所 

休業

見込 
 

 

死亡日時       

災害発生状況及び原因 
①どのような場所で②どのような作業をしているときに③どのような物又は
環境に④どのような不安全な又は有害な状態があつて⑤どのような災害が発
生したかを詳細に記入すること。 

略図(発生時の状況を図示すること。) 

  

  

  

  

  

  

  

  

職

員

記

入

欄 

 

労働者が外国人である場合のみ記入すること。 

   国籍・地域   在留資格 

報 告 書 作 成 者

職 氏 名 

  

 
     年    月    日 

                     事業者職氏名 

           労働基準監督署長殿                                          

受 付 印 
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様式第23号(第97条関係)(裏面) 

 

備考 

 1 □□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学的文字・イ

メージ読取装置(OCIR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、穴をあけたり、

必要以上に折り曲げたりしないこと。 

 2 記入すべき事項のない欄、記入枠及び職員記入欄は、空欄のままとすること。 

 3 記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめの

漢字、カタカナ及びアラビア数字で明瞭に記入すること。 

   なお、濁点及び半濁点は同一の記入枠に「ガ」「パ」等と記入すること。 

 4 「性別」、「休業見込」及び「死亡」の欄は、該当する項目に○印を付すこと。 

 5 「事業場の名称」の欄の漢字が記入枠に書ききれない場合は、下段に続けて記入する

こと。 

 6 派遣労働者が被災した場合、派遣先及び派遣元の事業者は、「提出事業者の区分」の

欄の該当する項目に○印を付した上、それぞれ所轄労働基準監督署長に提出すること。 

 7 「経験期間」の欄は、当該職種について1年以上経験がある場合にはその経験年数を記

入し、1年未満の場合にはその月数を記入し、該当する項目に○印を付すこと。 

 8 「国籍・地域」及び「在留資格」の欄は、第97条の労働者が外国人(出入国管理及び難

民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第1の1の表の外交又は公

用の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱し

た者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者を除く。)

である場合に、入管法第2条第5号に規定する旅券、入管法第19条の3に規定する在留カー

ド又は入管法第20条第4項に規定する在留資格証明書により確認し、記入すること。 

   なお、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関

する法律(昭和41年法律第132号)第28条第1項の規定による外国人雇用状況の届出と同

様の国籍・地域及び在留資格を記入すること。 
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様式第24号(第97条関係) 

労 働 者 死 傷 病 報 告 

  年  月から  年  月まで 

  

事 業 の 種 類 事業場の名称 
建設業にあつては工
事名を併記のこと。 

事 業 場 の 所 在 地 電 話 労 働 者 数 

      
(  ) 

  

被災労働者の氏名 性 別 年 齢 職 種 
派遣労働
者の場合
は欄に○ 

発生月日 
傷病名及び
傷病の部位 

休業
日数 

災 害 発 生 状 況 
(派遣労働者が被災した場合は、派遣先の事業場名を併記のこと。) 

  男・女 歳     月 日       

  男・女 歳     月 日       

  男・女 歳     月 日       

  男・女 歳     月 日       

  男・女 歳     月 日       

  男・女 歳     月 日       

  男・女 歳     月 日       

  男・女 歳     月 日       

報告書作成者職氏名     

       年  月  日 

事業者職氏名         

労働基準監督署長殿 

備考 派遣労働者が被災した場合、派遣先及び派遣元の事業者は、それぞれ所轄労働基準監督署に提出すること。 
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式
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２
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号
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第
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係
）

様式第25号(別表第7関係) 
局 所 排 気 装 置 摘 要 書 

別表第7の区分   

対象作業工程名   

局所排気を行うべき物質の
名称 

  

局所排気装置の配置図及び
排気系統を示す線図 

  

フ

ー

ド 

番 号           

型 式 

囲い式 
外付け式 
(側方、下方、
上方) 
レシーバー式 

囲い式 
外付け式 
(側方、下方、
上方) 
レシーバー式 

囲い式 
外付け式 
(側方、下方、
上方) 
レシーバー式 

囲い式 
外付け式 
(側方、下方、
上方) 
レシーバー式 

囲い式 
外付け式 
(側方、下方、上方) 
レシーバー式 

制 御 風 速(m／s)           

排 風 量(m3／min)           

フードの形状、寸法、
発散源との位置関係
を示す図面 

          

の

設

計

値 

局
所
排
気
装
置 

装置全体の圧力 
損失(hPa)及び計算
方法 

  

ファン前後の速度圧
差(hPa) 

  
ファン前後の静
圧差(hPa) 

  

設
置
フ
ァ
ン
等
の
仕
様 

排

風

機 

最大静圧(hPa)   

フ ァ ン
型 式 

タ ー ボ 
ラ ジ ア ル 
リ ミ ッ ト ロ ー ド 
エ ア ホ イ ル 
シ ロ ッ コ 
遠 心 軸 流 
斜 流 
ア キ シ ャ ル 
(ガイドベーン(有、無)) 
その他 (      ) 

ファン静圧(hPa)   

排 風 量 
(m3／min) 

  

回 転 数 
(rpm) 

  

静 圧 効 率(％)   

軸 動 力(kw)   

ファンを駆動する
電 動 機 

型
式 

  
定格
出力 
(kw) 

  
相 電圧(V) 定格周波数(Hz) 回転数(rpm) 

        

空

気

清

浄

装

置 

定格処理風量(m3／min)   圧力損失の大きさ(hPa) (定格値)   (設計値) 

除
じ
ん
装
置 

前置き除じん装置の
有無及び型式 

   有(型式               )      無 

主 方 式   粉じん取
出方法 

  
形 状 及 び 寸 法   

集 じ ん 容 量 
(g／h) 

  
粉じん落
とし機構 

有(自動式・手動式) 
無 

排
ガ
ス
処
理
装
置 

ガ ス 中 に 液 を 分 散 さ せ る 方 式 
ガ ス ・ 液 と も に 分 散 さ せ る 方 式 
液 中 に ガ ス を 分 散 さ せ る 方 式 
吸 着 方 式 
そ の 他 (        ) 

吸
収
液
又
は
吸
着
剤 

水 
水酸化ナトリウム 
消 石 灰 
ア ン モ ニ ア 水 
硫 酸 
活 性 炭 
その他(    ) 

処
理
後
の
措
置 

再 生 ・ 回 収 
焼 却 
埋 没 
廃棄物処理業者へ
の委託処理 
そ の 他 

備考 
 1 「別表第7の区分」の欄には、当該局所排気装置に該当する別表第7の項の番号を記入すること。 
 2 別表第7の24の項の局所排気装置にあっては、「対象作業工程名」の欄に粉じん障害防止規則別表第2の号別区分を

記入すること。 
 3 「フード」の欄には、各フードごとに番号を記入し、型式については該当するもの(外付け式のフードにあっては、

吸引方向)に○を付するとともに、所要事項を記入すること。 
 4 「設置ファン等の仕様」の欄の排風機のうち、「最大静圧」以外は、ファンの動作点の数値を記入すること。「ファ

ン型式」の欄は、該当するものに○を付すること。 
 5 別表第7の13の項の局所排気装置にあっては、「空気清浄装置」の欄は記入を要しないこと。また、同表の14の項又

は24の項の局所排気装置にあっては、「空気清浄装置」の欄のうち除じん装置の欄のみ記入すること。 
 6 「空気清浄装置」の欄のうち「排ガス処理装置」、「吸収液又は吸着剤」及び「処理後の措置」の欄は、該当するも

のに○を付すること。 
 7 「空気清浄装置」の欄のうち排ガス処理装置については、その図面を添付すること。 
 8 この摘要書に記載しきれない事項は、別紙に記載して添付すること。 
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様式第26号(別表第7関係) 

プッシュプル型換気装置摘要書 

対 象 作 業 工 程 名   

換 気 を 行 う べ き 物 質 の 名 称   

プッシュプル型換気装置の型式等 
型 式 密閉式(送風機(有・無))・開放式 

気流の向き 下降流・斜降流・水平流・その他( ) 

プッシュプル型換気装置の配置図及
び給排気系統を示す線図 

  

フ

ー

ド

等 

吹出し開口面面積(m2)   吸込み開口面面積(m2)   

吹出し開口面風速(m／s)   吸込み開口面風速(m／s)   

吹出し風量(m3／min)   吸込み風量(m3／min)   

吹出し側フード、吸込み側フ
ード及びブースの構造を示す
図面 

  

  給 気 側 排 気 側 

気
装
置
の
設
計
値 

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換 

装置全体の圧力損失(hPa)及
び計算方法 

    

ファン前後の速度圧差(hPa)     

ファン前後の静圧差(hPa)     

設

置

フ

ァ

ン

等

の

仕

様 

送

風

機

等 

フ ァ ン 型 式 

ターボ、ラジアル、リミットロード、
エアホイル、シロッコ、遠心軸流、斜
流、アキシャル、(ガイドベーン(有、
無))、その他(     ) 

ターボ、ラジアル、リミットロード、
エアホイル、シロッコ、遠心軸流、斜
流、アキシャル、(ガイドベーン(有、
無))、その他(     ) 

最大静圧(hPa)     

ファン静圧(hPa)     

送風量及び排風量 
(m3／min) 

    

回 転 数(rpm)     

静 圧 効 率(％)     

軸 動 力(kw)     

フ
ァ
ン
を
駆
動
す
る
電
動
機 

型 式     

定 格 出 力(kw)     

  相     

電 圧(v)     

定格周波数(Hz)     

回 転 数(rpm)     

除
じ
ん
装
置 

前置き除じん装置
の有無及び型式 

有(型式                 )     無 

主 方 式   粉じん取
出方法 

  
形 状 及 び 寸 法   

集 じ ん 容 量 
(g／h) 

  
粉じん落
とし機構 

有(自動式・手動式) 
無 

備考 
 1 「プッシュプル型換気装置の型式等」の欄は、該当するものに○を付すこと。 
 2 送風機を設けないプッシュプル型換気装置については、「給気側」の欄の記入を要しないこと。 
 3 吹出し側フード、吸込み側フード及びブースの構造を示す図面には、寸法を記入すること。 
 4 吹出し側フードの開口部の任意の点と吸込み側フードの開口部の任意の点を結ぶ線分が通ることのある区域以外

の区域を換気区域とするときは、当該換気区域を明示すること。 
 5 「ファン型式」の欄は、該当するものに○を付すこと。「最大静圧」の欄以外は、ファンの動作点の数値を記入す

ること。 
 6 別表第7の13の項のプッシュプル型換気装置にあつては、「除じん装置」の欄は記入を要しないこと。 

 7 この摘要書に記載しきれない事項は、別紙に記載して添付すること。 
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様
式
第
２
７
号
（
別
表
第
７
関
係
）

様式第27号(別表第7関係) 

放 射 線 装 置 摘 要 書 

事業場の名称   

放
射
線
装
置 

種 類   

用 途   

台 数   

性 能   

上欄の放射線装

置による健康障

害を防止するた

めの設備の概要 

  

備考 

 1 「種類」の欄には、次の区分により記入すること。 

   エックス線装置……医療用エックス線装置、工業用等エックス線装置 

   荷電粒子を加速する装置……サイクロトロン、ベータトロン、シンクロトロン、シ

ンクロサイクロトロン、ファンデグラーフ型加速装置、コッククロフトワルトン型

加速装置、直線加速装置、その他 

   放射性物質を装備している機器……ガンマ線照射装置、その他の放射性物質を装備

している機器 

   エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの

検査の装置……ガス抜き等の装置 

 2 「用途」の欄には、次の区分により記入すること。 

   医療用のエックス線装置……診断用、治療用 

   工業用等のエックス線装置……非破壊検査用(撮影用)、非破壊検査用(透視用)、そ

の他 

   荷電粒子を加速する装置……医療用、非破壊検査用、その他の研究用 

   放射性物質を装備している機器……医療用、非破壊検査用、その他の研究用、その

他 

 3 「性能」の欄には、次の事項を記入すること。 

   エックス線装置……定格出力 

   荷電粒子を加速する装置……放射線の種類、得られるエネルギー(MeV) 

   放射性物質を装備している機器……装備される放射性物質中の放射性同位元素の種

類及び数量(ベクレル) 

 4 「上欄の放射線装置による健康障害を防止するための設備の概要」の欄には、当該放

射線装置を設置する室の壁、床等の構造及び材料並びに警報装置、放射線測定器の種

類、型式及び台数等について記入すること。 
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